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令和２年度地球温暖化対策における国際機関等連携事業  

「地球温暖化対策技術の分析・評価に関する国際連携事業」報告書  

要 約 

本報告書は、令和２年度における地球温暖化対策における国際機関等連携事業「地

球温暖化対策技術の分析・評価に関する国際連携事業」の成果をとりまとめたもので

ある。  

 
地球温暖化は、地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、その解決が強く

求められる。しかし、地球温暖化は、世界のあらゆる国、様々な部門に影響を与え、

一方でその影響は均一ではない。また、各国において取り得る緩和策、緩和費用にも

差異が大きい。そのため、真に有効な対策を実現するためには、総合的なパッケージ

を作り上げることが重要と考えられる。  

2015 年末の気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）で合意された「パリ協定」

が、 2016 年 11 月に発効した。 2019 年の第 25 回締約国会議（COP25）では、協定実施

に係る詳細ルールの策定の内、COP24 で先送りされていた協定６条に関する市場メカ

ニズムに関連したルールの策定が議論されたが、合意を見ず、先送りとなった。また、

2030 年目標の深堀りを促す方法についても意見が分かれた形となった。 2020 年の

COP26 で再び議論される予定であったが、COVID-19 の影響により 2021 年に延期とな

った。日本政府は、 2019 年 6 月に「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」を

策定し、そこでは「 21 世紀後半のできるだけ早い時期に実質ゼロ排出を目指す」とし

た。そして、 2020 年 10 月には、菅首相が所信表明演説で「 2050 年カーボンニュート

ラル、脱炭素社会の実現を目指す」と宣言した。中国も 2060 年までに実質ゼロ排出を

目指すとし、また、 2021 年 1 月に発足した米国バイデン政権も、パリ協定への復帰を

宣言し、 2050 年までに実質ゼロ排出を選挙公約とするなど、意欲的な排出削減を目指

す動きが国際的にも加速してきている。国際社会は、気候変動対策の強化の必要性に

ついては概ね認識を一にしているものの、それでも具体的な対応については温度差が

ある。気候変動に関する政府間パネル（ IPCC）においては、第 6 次評価報告書等の作

成に向けて、気候変動に関する最新の科学的知見の提供が求められている。  

本事業では、最新の科学的知見や国際交渉の動向も踏まえながら、海外研究機関と

も連携・協力しつつ、温暖化対策（緩和策及び適応策等）、ファイナンス、政策の総合

的かつ整合的な分析・評価を行い、それをもって、地球温暖化対策と経済成長の両立

（グリーン成長）、長期戦略における「環境と成長の好循環」を目指す将来枠組み・我

が国の国際戦略立案に資する。  
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本報告書では、まず、第 1 章において背景と目的を記述した後、第 2 章で気候変動

に関連した各種不確実性を指摘した上で、本事業で実施した定量的な分析も踏まえな

がら、気候変動リスクマネージメント戦略のあり方について議論を行い、とりまとめ

た。また、気候変動影響および適応策の経済影響・経済効果の分析、評価を行った。

そして、気候変動対策におけるイノベーションの可能性についてまとめ、気候変動リ

スクマネージメントにおけるイノベーションの役割について論じた。第 3 章ではグリ

ーン成長の限界を正しく認識しつつ、その機会を見出すために、世界主要国の消費ベ

ース CO 2 排出量の推計を行った。また、エネルギー価格変動に対する日本経済の耐性

の評価、電力自由化の下での温暖化対策の動向等についての調査、グリーンファイナ

ンスの動向と既往のモデル分析の調査・検討等を行った。第 4 章では、中期的な緩和

策の分析として、パリ協定 NDCs（National ly  Determined Contr ibut ions）の排出削減目

標（ 2030 年頃）に関する分析・評価を行った結果をまとめた。各種制約に伴う NDCs

達成の排出削減費用の上昇等について分析するとともに、国際競争力への影響につい

ても評価を行った。また、国境調整税に関する国際的な議論の動向を整理するととも

に、モデル分析による試算も行った。第 5 章は長期の緩和シナリオ分析についてまと

めた。早期の実質ゼロ排出実現への要請が強まってきている状況を踏まえ、温暖化対

策モデルにおいて、エネルギー供給側および需要側双方について、従来以上に多様な

排出削減に寄与し得ると考えられるオプションを考慮して分析を行った。第 6 章にお

いては、最新の海外の気候変動に関する政策動向や IPCC の動向の調査結果を記すとと

もに、国際モデル比較プロジェクトの各種動向等について記載した。第 7 章において

まとめを記載した。また、付録には本事業の一環として実施した国際シンポジウムの

内容について掲載した。以下に第 2～ 6 章のそれぞれのポイントを記載する。  

 
第 2 章では気候変動リスクマネージメントのあり方について検討を行った。人為的

な起源によって地球温暖化がおこり、気候変動が引き起こされることはほぼ疑いの余

地がない。気温安定化のためには、その時点において CO 2 排出をほぼゼロにする必要

もある。しかし一方で、気候変動の程度および影響被害の程度には大きな不確実性が

存在する。緩和費用面に関してもパリ協定 NDCs でも見られる限界削減費用の各国間

での幅の大きさが指摘できる。また、一国内においても原子力等の社会的な利用制約

や、エネルギー安全保障やその他政策との調和の必要性、また政治システム上の制約

も考えられ、それらを踏まえると費用最小化時の緩和費用と比べかなり大きい費用が

推計されることを指摘した。また長期でも気温推計の不確実性や社会経済の不確実性

等から、仮に 2℃目標などを決めたとしても、気候変動緩和コストの不確実性もかなり

大きいと見られる（これらの具体的な評価は第 5 章に記載）。更に気候変動枠組みの政

治的な安定性という課題も存在している。そのような中、様々なリスク要因を踏まえ

た上で、気候変動対策に関するより良い意思決定が求められる。また総合的に気候変

動リスクを減じるためには、気候変動への適応も重要な対策と考えられる。気候変動

影響・適応策の経済影響・経済効果の分析例についても記載した。  
更に、COVID-19 のリスクとリスクマネージメントを踏まえ、気候変動リスクとリス

クマネージメントとの比較をし、COVID-19 からの教訓についても検討を行った。大幅
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な排出削減のためには、様々な技術のイノベーションが必要であり、イノベーション

誘発の戦略も気候変動リスクマネージメント戦略全体と調和を図ることの重要性を指

摘した。IoT、AI 等の進展が見られ、それらがシェアリングエコノミーを誘発し、それ

が他の様々部門にも影響を及ぼし、気候変動対策に与える可能性について議論を行っ

た。気候変動対策の直接的な技術ではなく、基礎的な研究、技術を含め、要素技術の

広範なる進展が気候変動対策においても極めて重要であることを指摘した。  

 

第 3 章では、グリーン成長の限界と可能性について、できる限り、データ、定量的

な分析に基づきながら検討を行った。  

また、グリーン成長の限界を正しく認識しつつ、その機会を見出すために、入手可

能な最新データに基づき、世界主要国の消費ベース CO2 排出量の分析を行った。そし

て、日本における製品等に体化された間接的な電力輸入の推計も実施した。また、エ

ネルギー価格変動に対する日本経済の耐性についての評価も実施した。更に、日本の

産業界が取り組んでいる低炭素社会実行計画の実績について、グリーン成長の視点を

含め、排出削減努力についての一次的な試算も行った。  

その他、欧州や日本などにおける再生可能エネルギー導入状況とその課題について

調査を行った。また、電力自由化の下で温暖化対策を進めるにあたっての課題等につ

いてまとめた。更には、グリーンファイナンスの動向とこれまでのモデル分析例につ

いてその内容と課題について整理を行った。  

 
第 4 章では、パリ協定 NDCs の排出削減目標（ 2030 年頃）に関する分析・評価を行

った。パリ協定の枠組みにおいては、NDCs の国際的なレビューが重要となる。本研究

においては、特に主要国について、各国の技術展開の制約やエネルギー安全保障等、

温暖化対策以外の目的への配慮、また政治的な事情等の制約により、NDCs の排出削減

目標達成の費用等がどのように変化するのかについてモデル分析によって評価を行っ

た。各種制約によって、削減費用は相当大きく増大する可能性があることが示された。

最近の各国 GDP 動向の変化を反映した NDCs の限界削減費用等の推計も実施した。な

お、国際的な NDCs 評価の文献についても整理を行った。  

更には、欧州、また米国でも国境調整税導入の検討が進められてきている。そこで、

関連動向と既往モデル分析事例の調査を行うとともに、世界エネルギー経済評価モデ

ルを拡張して、国境調整税導入の影響に関する試算を行った。  

 
第 5 章では、世界エネルギー・温暖化対策技術評価モデル、および、経済モデルに

よって、長期の温暖化対策・政策の総合的な分析を行った。日本政府は、 2050 年にカ

ーボンニュートラルを目指すとした他、国際的にも早期の実質ゼロ排出実現への要請

が強まってきている。そして、日本政府は、 2020 年 12 月に「 2050 年カーボンニュー

トラルに伴うグリーン成長戦略」を発表している。このような状況を踏まえ、世界エ

ネルギー・温暖化対策評価モデル DNE21+において、エネルギー供給側および需要側双

方について、従来以上に多様な排出削減に寄与し得ると考えられるオプションを考慮

して分析を行った。  
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具体的には、昨年度に引き続き、航空部門の低炭素化、脱炭素化に向けた対策技術

を積み上げる形でモデル化の精緻化を行った。また、CO2 回収利用（CCU）の一つであ

る合成燃料についてもモデル化を行った。更に、大気中からの直接 CO2 回収（DAC）

についてもモデル化を行い、カーボンニュートラルに向けた多様な技術オプションを

評価できるようにした。そして、下記のカーシェアリング・ライドシェアリングの効

果を含めて、 2050 年までを含む、複数の実質排出ゼロに向けた排出シナリオの下で、

DNE21+モデルを用いて、総合的なシナリオ分析を行い、トランジションを含め、どの

ような技術がどのような寄与を果たすことが期待されるのか、そのときの排出削減費

用がどの程度なのか等について推計を行った。  

エネルギー需要サイドについては、IoT、AI 技術等による低エネルギー需要実現の可

能性について、完全自動運転車実現によるカーシェアリング・ライドシェアリング誘

発の影響の評価や食料システムにおける食料廃棄の低減の可能性とその影響評価など

を実施した。さらには、消費行動を包括的に評価するため、COVID-19 による生活行動

の変化について調査した。そして、デジタル化等の技術変化や社会変化が、生活行動

にどのような影響を与え、エネルギー需要にどのような変化をもたらし得るのかにつ

いて検討や、技術普及における「隠れた費用」の推計についての調査等を行った。こ

れらによって、リバウンド効果を含む、行動変化を総合的に捉えて、将来のエネルギ

ー需要の見通しを得る分析手法の今後の発展に資するものと考えられる。  

また、持続可能な発展と気候変動対策との調和という視点から、土地利用、食料需

給との関係性についても分析を行った。  
 

第 6 章では、 IPCC 等の動向および国際的な政策動向を記述するとともに、国際モデ

ル比較プロジェクトの動向を整理した。また、 IPCC では第 6 次評価報告書（AR6）が

本格化している中、それを見据え新たな国際モデルプロジェクトが動き出しており、

欧州委員会が研究資金を提供し IIASA が主宰するパリ協定目標を技術的、社会的、政

治的に達成可能な排出削減経路を分析・評価する ENGAGE (Exploring National  and 
Global Actions to reduce Greenhouse gas Emissions) プロジェクトの動向について概要を

まとめた。また、国際エネルギー機関（ IEA）による世界エネルギー展望 WEO2020 の

概要について、過去の展望の変遷を含めてまとめるとともに、本事業の分析との比較

についてもとりまとめた。  

 

パリ協定では、すべての国が参加する排出削減枠組みに合意でき、パリ協定実施に

係る詳細ルールについても、市場メカニズム関連のルール以外は合意がなされ、 2020

年からパリ協定が実施段階に入ったところである。しかし、提出された各国 NDCs の

排出削減努力には大きな差異があるとも見られる。国際的な協調がなければ世界全体

での実効ある排出削減にはつながらない。また、パリ協定では、 2℃目標のみならず、

1.5℃目標、さらには 21 世紀末に実質ゼロ排出とする目標も言及され、また、 2050 年

までの実質ゼロ排出の実現を目標として掲げる国も増加してきている。しかし、意欲

的な長期目標の宣言と、短中期の排出削減の取り組みにはギャップが大きいと見られ

る国もあり、現状の世界の排出量推移や NDCs から予想される排出量からは、これら
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の 長 期 目 標 は 極 め て 実 現 が 困 難 な 目 標 と 見 ざ る を 得 な い 状 況 と も 考 え ら れ る 。

COVID-19 による大幅な排出の低減は、短期的な事象と考えるべきであり、世界排出の

増加基調は大きくは変わっていないと見るべきである。ただし、実現の不確実性は大

きいものの、技術、社会のイノベーションにより、大幅なエネルギー需要低減の機会

も存在している。広範なイノベーションを誘発する良い経済社会環境を整えることが

重要と考えられる。意欲的な目標だけでは長い気候変動との闘いを継続できず、真に

実効ある気候変動対策のためには、地球温暖化対策と経済成長の両立は不可欠である。

単なる希望を語るのではなく、着実かつ、「グリーン成長」を具体的に実現し得る適切

な対策・方策を明確にすることが求められている。また、多くの不確実性が存在する

中で、リスクを総合的により良くマネージメントする戦略が求められる。広範で、深

い分析、洞察が必要なため、今後、更なる調査、分析・評価を行っていく必要がある

が、本年度の調査研究によって、真に「グリーン成長」を実現していく道筋のフレー

ムワークとその具体的対策・方策の提示を行い、そしてその定量的な分析・評価も実

施できたものと考えられる。  
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Fiscal Year 2020: Project for cooperation of international organizations on 
climate change mitigation 

“Project for international cooperation on the analysis and assessment of 
technologies for cl imate change mitigation” 

Summary 
This report summarizes the  research achievements of our  “Project  for in ternat ional  

cooperat ion on the  analysis  and assessment of technologies  for  c l imate change mit igat ion” 

for f iscal  year  2020 as  par t  of  METI’s  promotion program for  cooperat ion of  in ternational  
organizat ions on cl imate change mit igat ion.  

 

As global warming is  bound to have severe impacts  on the whole planet ,  there are high 

expectat ions for  solutions to  th is  issue.  However,  while  global warming affects  var ious 

sectors in  every country of the world,  i ts  impacts  are not uniform.  Mit igat ion measures and 

associated costs  that  countr ies  can afford to take and pay may differ  to very large extent .  A 
comprehensive policy package is thus needed to a l low truly  effect ive  c l imate mit igat ion 

implementat ion on a  global scale.  

The Paris Agreement that  was adopted a t the twenty-f irs t  session of  the  Conference of  

the  Part ies (COP21) in  Paris  a t the end of  2015, came into force in  November 2016. At the 

COP25 in  2019,  the guidance for  Art ic le  6  of  the  Paris Agreement  (market  and non-market  

approaches),  an unresolved i tem of the Paris  Rulebook negotia t ion,  was discussed. I t  was 
scheduled to  be discussed again a t  COP26 in  2020,  but  was postponed to  2021 due to  

COVID-19 pandemic.  In June 2019,  the  Japanese government developed a  " long-term 

stra tegy as  a  growth s trategy based on the  Paris Agreement,"  in  which it  "a ims to achieve net  

zero emissions as  ear ly  as possible  in  the  second half of  the  21st  century.  In October  2020, 

Prime Minister Suga declared in his policy speech that he would "aim to achieve a  

carbon-neutral,  decarbonized society by 2050. Furthermore,  the  Biden adminis tra t ion in  the 
United States ,  which was inaugurated in January 2021,  declared i ts in tent ion to re turn to  the 

Paris Agreement  and made a campaign pledge to achieve net zero emissions by 2050. While  

global  community  general ly  recognizes  the  need to  increase  c l imate  ambition,  there are wide 

differences in their  specif ic  actions.  The upcoming Sixth Assessment  report  and Special  

Reports  are  being draf ted and are  expected to  provide the most recent  sc ient ific knowledge 

regarding cl imate change.  
Within  this  project,  we assess  mit igation and adaptat ion measures ,  c l imate  f inance and 

cl imate policy in a consis tent and comprehensive manner,  taking into account the la test 

sc ient if ic knowledge on the  subject ,  recent t rends in in ternational  negotia t ions,  and 

cooperat ing with internat ional research organizat ions.  Our goal  is  to  contr ibute to  the  

development of an internat ional framework and of a nat ional s t ra tegy under which economic 
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growth and climate measures would be compatible (green growth),  creating “a vir tuous cycle 

between environment and growth"  in the long-term stra tegy.  
 

In  th is  report,  Chapter  1 descr ibes  the background and object ive of  the study.  Chapter  2  

discusses  and compiles  quanti ta t ive analysis  on c l imate r isk management carried out within 

this project,  while  point ing out various types of uncerta int ies  re la ted to  c l imate  change. In  

part icular,  we conducted a  s tudy on the economic impact  and effect iveness  of  c l imate  change 

impact  as well as adaptat ion measures.  Besides,  we discuss  the  role of innovation for c l imate 
r isk management by compiling the possibi l i t ies of innovation for c l imate change mit igat ion.  

Chapter 3 est imates consumption-based CO 2 emissions on the global  level  and for major 

countr ies in order to search for green growth opportunit ies while properly recognizing its  

l imits.  Furthermore,  we assessed the resi l ience of the Japanese economy to energy price  

f luctuations,  analyzed policy issues for e lectr ic i ty market l iberal izat ion and cl imate pol icy,  

and reviwed the t rend and modell ing-based analyses  on green finance.  In  Chapter  4,  we 
analyse and assess mid-term cl imate change mit igat ion through a compila t ion of the 

post-2030 targets  of  the National ly  Determined Contr ibut ions (NDCs) contained in  the Paris 

Agreement.  In part icular  we assessed the effect on global  competi t ion by analyzing how 

various constra ints increase the  cost of achieving the NDCs.  In addit ion,  we reviewed the 

cl imate  pol icy on border  tax adjustment and performed modeling analysis of the effects.  

Chapter 5  presents  our  analysis  of long-term mit igation scenarios.  In l ight of the growing 
interests in achieving net  zero carbon emissions by 2050 or ear l ier,  we’ve upgraded our  

in tegrated assessment model  in  incorporat ing diverse mit igat ion options more than ever to  

assess  the  effects of  emissions reduct ion in both the  demand and supply s ide of  energy 

systems.  

Chapter 6  descr ibes  the  latest  overseas  c l imate  pol ic ies and IPCC act ivi t ies as  well  as  

the  various model  analysis  that  were  conducted within  each internat ional model  comparison 
project.  Chapter 7  summarizes  insights  gained from the s tudies  above.  The Appendix 

includes the summary of the International  Symposium which was held  as  par t of  the  Project.  

Key points of  chapter 2  to 6  are descr ibed in the fol lowing paragraph. 

 

Chapter 2 addresses  the issue of  c l imate r isk  management.  Today,  there is almost no 

room lef t for any doubt  regarding the argument that  c l imate change and global warming have 
an anthropogenic  or igin.  In order  to  ensure  c l imate  s tabi lizat ion,  i t  is  necessary to  reduce 

CO2 emission to  nearly  zero.  However,  there is  great  uncerta inty  regarding cl imate 

sensi tivi ty and cl imate- induced damage.  There  is a lso  great  uncerta inty regarding the cost  o f  

cl imate  change mit igat ion.  We can also point  out  significant  dispari t ies across  countr ies in  

terms of  the  marginal  abatement costs to achieve the NDCs of  the Paris Agreement.  Moreover,  

i f  we take into account national constraints  such as the nuclear s tance,  the necessity to  
conci l ia te  mitigat ion goals  with  energy securi ty  and other  national  polic ies,  and other  

constra ints from each country’s pol i tical system, the tota l mit igation cost is probably much 



 

 - 10 - 

higher than the mit igat ion cost  assessed with  cost  minimizat ion methods.  Besides ,  a lthough 

the long-term target has been set at 2ºC, given the uncertainty  around future average 
temperature as well as future socioeconomic pathways,  the uncerta inty in mitigat ion costs is  

very important as well  (which wil l  be evaluated in detai l  in Chapter 5).  In addit ion,  the 

pol i t ical s tabi li ty of the c l imate change framework is a lso an important issue.  In such a 

context ,  and taking into account var ious r isk factors,  there  is  great need for good decis ion  

making in  c l imate change response.   

Adaptat ion is  a lso  regarded as  an important  opt ion to  reduce the  r isk  of  c l imate change  
comprehensively.  This chapter includes analysis  of the economic impact and effectiveness of  

cl imate  change adaptat ion.   

Furthermore,  based on the r isks and r isk management of COVID-19, a comparison was 

made between climate change risks and r isk management,  and lessons learned from 

COVID-19 pandemic were a lso discussed.  

We point  out  the necessi ty  to harmonize r isk management s tra tegies and innovation 
stra tegies since technology innovation wil l  be  necessary to  achieve large emissions cuts .  As 

we observe an important development of AI,  IoT, which induce sharing economy and have 

impacts on other sectors,  we discussed the  effect i t  could have on cl imate mit igat ion 

measures.  I t  is  essent ia l to note that ,  beyond technologies direct ly l inked with c l imate  

change mit igat ion,  widespread development of such underlying technology, including basic  

research and technological  development,  is  exceedingly important .  
 

Chapter 3 examines limits  and potent ia l  of green growth using data  and quanti ta t ive  

analysis  as far as possible .   

Moreover,  i t  examines the  opportunities for green growth – while properly  recognizing  

i ts  l imits  –  through the est imation of  consumption-based CO2 emissions with  avai lable  la test  

data.  We also estimated the indirect electric i ty imports embeded in products made in Japan 
and assessed the resi l ience of the Japanese economy to energy price f luctuat ion.  The 

performance of the Low Carbon Society Action Plan,  which is being implemented by  

Japanese industry,  including the perspect ive of green growth,  was prel iminaly evaluated in  

terms of  emission reduct ion effor ts.  

Besides,  we conducted l i tera ture  review on the current  s i tuat ion of  renewable  

integration in Europe and Japan and re la ted issues.  We discussed issues  to be addressed in  
promoting global warming mit igat ion under  deregulat ion of  e lectr ic power.  Furthermore,  we  

summarized the t rend in Green Fiance and its chal lenges based on the modeling analysis .    

 

In  Chapter  4,  we analyse and assess  the  post-2030 targets  of  the  National ly Determined 

Contr ibut ions (NDCs) contained in the Paris Agreement.  Given the framework of the  Paris  

Agreement,  such an international  review of  NDCs is essent ial .  In  th is s tudy,  we used model 
to  assess NDC implementat ion costs  for  major countr ies and observe how these costs change  

according to the constra ints of each country  in terms of technological development and 
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energy securi ty,  to their own concerns aside from climate change mit igat ion and to the s ta te  

of their pol it ical affairs.  For each type of constra int ,  we f ind that there  is a possibi l i ty that  
th is constra int  might cause a  huge increase in  emissions reduction costs.   

 Est imates of  the marginal abatement cost of NDCs ref lect ing recent  changes in GDP 

trends in  each country were a lso made. We conducted a  l i tera ture  review and sorted 

peer-reviewed publicat ions regarding NDCs assessment .  In  addit ion,  s ince the European 

Commission as well as  the United States are plannig a border tax adjustment we conducted 

broad research on border  tax adjustment pol icy and upgraded our energy-economic model to  
analyze the impacts  of  the  pol icy.  

 

Chapter 5 carr ies out a  comprehensive analysis of long-term global warming measures  

and polic ies using integrated assessment model  and global energy-economic model.  The 

Japanese government has announced the "Green Growth Stra tegy associated with Carbon 

Neutral i ty in  2050" in  December 2020. Given the growing interest  in  cal l ing for net zero 
carbon emissions,  we have upgraded our in tegrated assessment  model ,  DNE21+ model ,  in 

incorporat ing diverse mit igation options more than ever and assessed these options from both 

demand-side and supply-side of  the  energy systems in emissions reduct ion.  

 

Continuing from last year,  we carr ied out modeling analysis  for  low-carbonizat ion and 

decarbonizat ion of  the  aviat ion sector. in  detai l ,  taking into  considerat ion of  their  mit igat ion 
technologies and pract ices  in a bot tom up manner.  Synthet ic fuels ,  one of  the  CO2 capture 

and ut i l ization (CCU) options,  were  a lso modeled.  In addition,  d irect air  capture (DAC) was 

modeled to  enable the evaluat ion of var ious technology options for carbon neutral ity.  We also 

evaluated the effects of car sharing and ride sharing descr ibed below. With a ll  these varie ty 

of  opt ions we conducted a  comprehensive analysis  for energy transion scenario ,  including net  

zero emissions up to 2050, with  our  DNE21+ model  to  identify what  technologies  could 
contr ibute to emissions reduct ion,  and to est imate  their costs associated with mit igat ion.  

On the energy demand s ide,  we s tudied the  impacts of  IoT and AI technologis  on 

lowering energy demand, such as effects of  the  real izat ion of ful ly  automated vehicles  on car  

sharing and r ide  sharing and their  applicat ion to  food systems for reducing food waste .  For  a  

comprehensive analysis of consumer behavior,  we invest igated the changes in li fes tyle or  

behavior  caused by COVID-19 pandemic.  We examined how technological  and social changes,  
such as  digit izat ion,  might  affect  our  dai ly  l ife  l i fe  and bring about  changes in  energy 

demand, and s tudied the est imation of  "hidden costs"  in  technology diffusion.  These s tudies  

are  expected to  contr ibute  to  develop analyt ical  tools  and deep understanding of the  change 

in  behavior,  including the rebound effect,  and gaining insights  in to future  energy demand.  

For the harmonizat ion of susta inable development and cl imate change, we analyzed the 

re la t ionship among land use change, food supply and demand.  
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Chapter  6  descr ibes  the  latest  trends for  IPCC and international  pol ic ies,  and 

summarizes  the  current s i tuat ion for in ternat ional inter-modeling comparison projects .  
Moreover,  as  the  Sixth  Assessment  Report  (AR6) preparat ion is  in  progress,  in ternat ional  

in ter-modeling comparison projects  are  being run in  view of  contr ibut ing to  i t :  ENGAGE 

(Exploring National and Global Actions to reduce Greenhouse gas Emissions) to analyze and 

evaluate the mit igat ion pathways that can technical ly,  social ly and poli t ical ly  viable for the  

Paris Agreement goals.  This  chapter  a lso summarizes the World Energy Outlook (WEO) 2020, 

including the  t ransi t ion from the past out look,  published by the Internat ional  Energy Ageny 
(IEA),  comparing with our  research results.  

 

The Paris Agreement managed to set up a framework where a l l  countr ies should  

part ic ipate in emission reduct ions and a rulebook to make the Paris Agreement work in  

practice  was agreed except  for  the  Art ic le  6  mechanisms,  and the Paris  Agreement  has  f inal ly  

entered the  implementat ion phase from 2020. However,  we can see that there are large 
differences of  emissions reduct ion effor ts  among NDCs of  different countr ies .  The world  wil l  

not achieve effect ive emissions reduct ion without in ternat ional cooperation.  Moreover,  the 

Paris Agreement not only a ims at  a  2ºC target ,  but seeks effor ts  to  a 1.5ºC target ,  and the  

number of countr ies which set net zero-emission targets by 2050 is increasing.  However,  

there appears to  be a large gap between the declarat ion of ambit ious long-term goals and 

effor ts to mit igate emissions in the short and medium term in some countr ies ,  and given the  
current  t rends in  global  emissions and projected emissions from NDCs, these long-term 

targets are considered to be extremely chal lenging in the current context.  The s ignificant  

reduct ion in emissions due to  COVID-19 pandemic should be considered as a short- term 

event ,  and the  upward trend in  global  emissions remains largely unchanged. St i l l ,  since there  

are huge uncerta int ies  around i ts implementat ion,  there could be opportunit ies for large 

reduct ions in  energy demand s temming from technological  and social  innovations.  I t  is  thus 
vi ta l  to create  a socioeconomic environment r ipe  for extensive innovation.  

As an ambit ious target does not neccessar i ly guarantee a continuous f ight over c l imate  

change on the long-term, the compatibi l i ty of c l imate change mit igat ion and economic 

growth is  indispensable for  a  truly  effect ive  cl imate  change mit igat ion.  Clear  guidance and 

concrete measures ,  rather  than wishful  th inking,  are  needed to  del iver  s teady progress  toward 

green growth.  Moreover,  while there  are  numerous uncerta int ies,  there is  a  great  need for  a  
stra tegy that wil l  handle r isks  in a comprehensive manner.  Although we need fur ther  insights  

and deeper analysis ,  we bel ieve this s tudy offers a  re levant framework to  pursue “ true green 

growth” and concrete measures,  a lso providing quanti ta t ive  analysis and evaluat ion for  that .  
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第1章  はじめに 

地球温暖化は、地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、その解決が強く

求められる。しかし、地球温暖化は、世界のあらゆる国、様々な部門に影響を与え、

一方でその影響は均一ではない。また、各国において取り得る緩和策、緩和費用にも

差異が大きい。そのため、真に有効な対策を実現するためには、現実社会における国

内外の様々な制約を良く理解した上で、持続できる総合的な対策パッケージを作り上

げることが重要と考えられる。  
2015 年 12 月にパリで開催された国連気候変動枠組条約（UNFCCC）第 21 回締約国

会議（COP21）において、 2020 年以降（具体的には 2030 年もしくは 25 年）の温室効

果ガス排出削減枠組み・目標となるパリ協定が合意された。そして、2016 年 11 月 4 日

に発効した。我が国も 2016 年 11 月 8 日に署名し、 12 月 8 日に締約国に加わった。パ

リ協定は、先進国と途上国という隔てなく、ほぼすべての国が温室効果ガス排出削減

に取り組む法的拘束力を有する国際枠組ができたという点で画期的なものと言える。

また、 2019 年 9 月には国連で国連気候行動サミットが開催された。そして、 66 カ国・

地域が 2050 年までに温室効果ガス（GHG）排出量を実質ゼロにすると約束するなど、

実質ゼロ排出（脱炭素化）への動きが加速している（ただし、宣言した国は世界の全

排出量の 13%程度）。また、2019 年 12 月３日時点で、 1219 の地方政府・自治体（住民

総数は約 7 億 9800 万人）が気候非常事態宣言を行うなど、気候変動危機への懸念も広

がってきた 1 )。日本でも、2020 年 11 月に衆参両院において、気候非常事態宣言が採択

された。  

このように気候変動への対応が強まってくる一方で、必ずしも世界の足並みが揃っ

ているわけではない。2019 年 6 月に大阪で開催された G20 会合でも気候変動に関する

文案は最後まで揉めて、首脳宣言には、異例な形で、米国の考え方が別途記載された。

また、2019 年 12 月のマドリードで開催された COP25（議長国はチリ）においても、各

国間で意見の対立があり、大きな点で合意を見ることはできなかった。COP25 終了後、

国連のグテーレス事務総長は、「COP25 の結果には失望している。国際社会は、気候危

機に立ち向かうための緩和策・適応策・資金提供に対する意欲の高まりを世に示す重

要な機会を逃した。」と発言した。なお、2020 年に英国グラスゴーで開催予定であった

COP26 は、COVID-19 により 2021 年開催へと延期となった。  

EU は、 2019 年 12 月にフォン・デア・ライエン体制が発足し、気候変動対策への意

欲を示し、炭素国境調整措置の導入検討を行うとした。炭素国境調整措置の検討は、

まさに世界の足並みが揃っていないことへの EU の懸念に他ならない。  

一方、米国では、トランプ政権が、2019 年 11 月に正式にパリ協定離脱の申請を行い、

一年後の 2020 年 11 月にパリ協定から一旦離脱した。しかし、 2021 年 1 月に発足した

バイデン政権は、政権発足と同時にパリ協定への再加入を表明したところである。バ

イデン政権も、気候変動対策への意欲を示すとともに、炭素国境調整措置の導入につ

いても検討するとしている。  
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日本政府は、 2019 年 6 月の大阪 G20 会合に合わせる形で、「パリ協定に基づく長期

戦略」 2 )を策定した。そこでは、「最終到達点としての『脱炭素社会』を掲げ、それを

野心的に今世紀後半のできるだけ早期に実現することを目指す」とした。そして、2020

年 1 月に「革新的環境イノベーション戦略」 3 )を策定した。そこでは、全５分野につい

て、重要かつ共通的な 16 の技術課題に分類し、GHG 削減量が大きく、日本の技術力に

よる大きな貢献が可能な 39 テーマを設定した。革新的技術を 2050 年に確立すること

を目指し、39 テーマそれぞれについて、①イノベーションの目標となる具体的コスト、

社会的インパクトを明確にするための世界での GHG 削減量、②技術開発内容、③実施

体制、④要素技術開発から実用化・実証開発までの具体的なシナリオとアクションを

示した。更には、 2020 年 10 月には、菅首相が所信表明演説で「 2050 年カーボンニュ

ートラル、脱炭素社会の実現を目指す」と宣言し、『脱炭素社会』実現を加速させる方

向性を示した。そして、 2020 年 12 月に「 2050 年カーボンニュートラルに伴うグリー

ン成長戦略」4 )を策定した。この「グリーン成長戦略」は、14 の重要分野を選定しそれ

ぞれについて高い目標を掲げて、現状の課題と今後の取組、予算、税、規制改革・標

準化、国際連携などの政策を盛り込んだ実行計画となっている。  

世界における「グリーン成長の実現」が重要であり、これは言い換えれば、「環境と

経済の両立」が重要ということであり、また、別の言い方をすれば、「持続可能な発展」

が重要ということである。これを達成するためのあり得るシナリオはどういうものな

のかを、できる限り定量的かつ総合的な分析をベースにして、その検討を行った。重

要なことは、世界レベルで考えること、長期の視点で考えること、全体のシステムで

考えること、そして、その中で、不確実性が大きい事象に対して、それに柔軟に対応

しながら、大きな目的達成に向けてどうアプローチしていくべきか、といったことで

あり、これらの視点を重視して研究調査を行った。  

本章では、本研究の背景として、地球温暖化問題や「グリーン成長」に関連する最

近の国内外の主要な動向をまとめた上で、研究目的と研究内容について記述する。  

 
1.1 背景  

1.1.1 世界の温室効果ガス排出の動向  

世界の CO2 排出量は上昇してきており、京都議定書採択後もむしろその上昇速度を

高めてきた（図  1 .1.1-1） 5 )。これは、とりわけ中国を中心とした高中位所得国の排出

の伸びが大きかったことによる（図  1.1 .1-2）。一方、世界経済危機による CO 2 排出へ

の影響は大きく、 2009 年は、高所得国の CO2 排出量の低下が著しく、世界全体の CO2

排出量も前年比で低下した。そして、2020 年は COVID-19 のパンデミックに襲われた。

2020 年の世界排出量は 2009 年を大きく上回る低減となった。しかし、これは経済のマ

イナス成長と引き換えに実現したのであり、これによって雇用も大きく失われた。グ

リーン成長が実現したわけではない。2009 年の排出低減後の 2010～ 2013 年にかけての

排出量の増大は急速だった。 COVID-19 のパンデミック後は再び上昇すると考えられ

る。各国のインフラ形成状況を踏まえると、長期的な基調は依然として排出増大要因

が大きいと考えられる。また、 EU は、通常の排出量カウント方法である生産ベース
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CO2 排出量では減少傾向にあるが、それは製造業を中心としたエネルギー多消費産業が

途上国に移転したことによる影響が大きく、消費ベース CO 2 排出量（もしくは需要ベ

ース CO 2 排出量と呼ばれる）でカウントすると、生産ベース CO2 排出量ほど減少して

いない。グローバル経済の中での産業の移転が起こっていることが大きい。ゆえに、

世界全体で見ると、CO2 排出量は低下せず、上昇が続いている結果にもなっている。排

出および排出削減の要因については慎重に分析することが、効果的な方策を見出すた

めに重要と考えられる。  

 
 

 

図  1.1.1-1 世界の CO2 排出量推移（化石燃料燃焼および産業プロセス）  
（出典：Global  Carbon Project5 )）  

 

 

図  1.1.1-2 主要国別の CO2 排出量推移（化石燃料燃焼および産業プロセス）  
（出典：Global  Carbon Project5 )）  
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1.1.2 気候変動枠組条約パリ協定  

パリ協定は、先進国と途上国という隔てなく、ほぼすべての国が温室効果ガス排出

削減に取り組む法的拘束力を有する国際枠組ができたという点で画期的なものと言え

る。しかし、そのプレッジ・アンド・レビューの枠組みであるがゆえに、プレッジさ

れた目標がしっかりした排出削減努力を伴うような目標であるのかの検証や、実際に

実効性をもって排出削減に取り組んでいるのかの検証が重要になってくる。2018 年 12

月に開催された COP24 で、パリ協定の詳細ルールについて大部分が合意された。そこ

では NDCs のレビューの方法等が定められ、基本的には先進国と途上国とで差異を設

けないこととなった。しかし、NDCs の排出削減努力を適切にレビューできる仕組みで

はなく、UNFCCC の外での NDCs の排出削減努力の評価も大変重要であると考えられ

る。COP25 では、COP24 で詳細ルールが合意できなかった協定 6 条に関わる市場メカ

ニズム関連のルールの合意を目指したものの、 COP24 に続いて合意に至らず、 COP26

に持ち越しとなっている。ともあれ、 2020 年からパリ協定は実施がなされた状況とな

っている。  

本研究では、NDCs (National ly Determined Contr ibut ions)の評価手法の提案とその評価

についても実施した（第 4.1 節）。特に、様々な国内政策によって、NDCs の削減費用

がどの程度上昇するか等について分析を行った。  

パリ協定では第 2 条の目的において「全球平均気温上昇を産業革命前に比べ 2℃未満

に十分に抑え、また 1.5℃に抑えるような努力を追求」し、第 4 条 1 項で「世界の温室

効果ガス排出をできる限り早期にピークにする。その後、急速に削減し、今世紀後半

には、温室効果ガスについて人為的起源排出とシンクによる吸収をバランスさせる」

としている。そして、「適応能力を向上させ」、「資金の流れを低排出で強靱な発展に向

けた道筋に適合させる」とした上で、「持続可能な発展と貧困撲滅の文脈において、気

候変動の脅威への世界的な対応を強化する」としている。  

パリ協定では、各国に対し、長期低排出発展戦略（主に 2050 年頃の目標と認識され

ており、既に多くの先進国が 2050 年の目標（ただしいずれの国もビジョンの位置づけ）

の提出を行っている）の 2020 年までの提出を求めている。日本政府は、2019 年 6 月に

「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」 2 )を閣議決定し、UNFCCC 事務局に日

本の長期戦略として提出を行っている。ただし、菅首相の「 2050 年カーボンニュート

ラル」宣言を受け、今後、再提出の可能性もある。  

 

1.1.3 国連持続可能な発展目標  

国連は、 2015 年 9 月の国連サミットで、国連加盟 193 か国が 2016 年～ 2030 年の 15

年間で達成するために掲げた目標として、持続可能な発展目標（ SDGs）を採択した。

SDGs は 17 の目標で成っており、13 番目に気候変動（Climate  Action）も含まれている。

気候変動対応は極めて重要であるが、国際社会として取り組むべき課題はここで掲げ

られただけでも多く存在しており、気候変動対応との同時達成が望まれる。このよう

な持続可能な発展目標間にはシナジー効果が存在する一方、トレードオフ効果も存在
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すると考えられる。持続可能な発展は、気候変動問題解決よりも高位の目標であり、

持続可能な発展のための一つの要素として、気候変動問題の解決を考えていかなけれ

ば、より良い将来社会の実現とはならないと思われる。また、気候変動対応が、持続

可能な発展目標全体との調和の中で実施しなければ、気候変動対応も持続できず、結

果、気候変動問題の解決が遠のくことにもなりかねないと考えられる。そして、企業

の中にも、SDGs を重視して企業理念や事業との整合性を判断する動きも広がりつつあ

る。本研究においても、気候変動対応と持続可能な発展目標との関係の分析は重要な

位置づけを占める（ 5.6、5.8、5.9 節）。特にイノベーションによって、経済自律的に低

エネルギー需要が実現すれば、 SDGs の同時達成に大きな貢献を果たす可能性が高い。 

 

 
図  1.1.3-1 国連持続可能な発展目標（SDGs）（出典：UN6 )）  

 

1.1.4 日本のエネルギーおよび地球温暖化政策の動向  

(1)  日本の排出量と対策の動向  

2011 年 3 月 11 日の東日本大震災によって引き起こされた福島第一原子力発電所の事

故後、原発の再稼働もなかなか進まず、温室効果ガス排出量は大きく増大してきた。

しかし、 2013 年度をピークに電力消費量の低下や電源の排出原単位の改善等によって

前年度比で排出減の傾向が続いている（図  1 .1.4-1） 7 )。 2019 年排出量（速報値）も前

年比で減少した。  
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図  1.1.4-1 日本の GHG 排出量推移（出典：環境省 7 )）  
 
日本政府は、 2014 年 4 月に閣議決定された第 4 次エネルギー基本計画で強調された

とおり、安全性を大前提としつつ、3E+S（経済効率性、エネルギー安定供給・安全性、

環境保全性、安全性）の政策目標を達成するという方針に基づいて、エネルギーミッ

クス（長期エネルギー需給見通し）策定を行った 8 )。そこでは、1)エネルギー自給率は

震災前を上回る水準（概ね 25%程度）まで改善、2)電力コストを現状よりも引き下げる、

3)欧米に遜色ない温室効果ガス削減目標を掲げる、その上で、徹底した省エネルギー・

再生可能エネルギー導入を進め、原発依存度は可能な限り低減させるとした。  

長期エネルギー需給見通しでは、電源構成については、石炭 26%、LNG 27%、原子

力 22～ 20%、再エネ 22～ 24%程度等とされた。省エネルギーについては、省エネ・温

暖化対策前の基準ケースと比較して、最終エネルギー全体では 13%の低減、電力では

17%の低減を見込んだ。（ 2018 年に第 5 次エネルギー基本計画では、エネルギーミック

ス（長期エネルギー需給見通し）は改定されなかった。）  
図  1 .1.4-2 は、エネルギーミックスの各種目標に対して、現状を俯瞰したものである。

目標値に対して既に達成している指標やまだ大きなギャップがある指標など混在して

いる。しかし、いずれの場合であっても要因をよく分析する必要があると思われる。

例えば、電力コストは目標値よりも下がっているが、その主要な要因は、石油ガス価

格の低下によるところが大きく、一旦、目標値よりも大きく下がったが、油価の上昇

とともに再び上昇傾向にある。また、省エネもそれなりに進展しているようにも見え

るが、製造業等エネルギー多消費産業の経営環境が良くなく、生産が縮小した影響が

大きいことによるものではないか、など、引き続き詳細な検討が必要と考えられる。  
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日本政府は、低炭素化、脱炭素化の要請が強まる中、 2030 年の電源ミックスの石炭

26%の目標値と比べ、足元の実績が大きな比率となっている石炭火力の内、非効率石炭

火力のフェードアウトに向け、追加的な政策措置の検討を始めた。CO2 排出削減と、経

済、雇用の維持の観点を踏まえたバランスをいかに図っていくかは難しい課題である。

石炭火力比率の増大は、電力自由化、原子力の再稼働が進んでいないことが大きな要

因とも考えられ、様々な政策課題を俯瞰的に見た対応が必要と考えられる。また、国

際的にも SDGs の視点から、 Just Transit ion（公正な移行）といった視点も大きく議論

されており、日本においてもどのようにして移行していくかは引き続き、慎重な対応

が必要と考えられる。  

 

 

図  1.1.4-2 日本の 2030 年エネルギーミックスと現状（出典：経済産業省 9 )）  
 

(2)  日本における自主行動計画と低炭素社会実行計画  

日本国内の産業界の排出削減への取り組みは、「低炭素社会実行計画」として実施され

ており、いわゆるプレッジ・アンド・レビューの仕組みとなっている。これは、基本

的な仕組みとしてはパリ協定と同じとなっている。そして、各種業界団体内のレビュ

ー、経団連でのレビュー、政府審議会でのレビューにより、排出削減への取り組みの

プレッシャーがかかる。排出削減への取り組み・目標は、①国内の企業活動における

2020 年・ 2030 年の排出削減目標（原単位目標等を含む）、②低炭素製品・サービス等

による他部門での貢献、③海外での削減貢献、④革新的技術の開発・導入の 4 本柱で

成り立っており（表  1.1.4-1 低炭素社会実行計画レビュー（出典：産業構造審議会 1 2 )）  
）、様々な形で排出削減を促す形となっている。  
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図  1.1.4-3 経団連低炭素社会実行計画（出典：経団連 1 0 )）  

 
また、経団連は、②、④に関して、グローバル・バリューチェーン（ GVC）を通し

た、様々な業種・企業による、多種多様な製品・サービス等の削減貢献の「見える化」

事例をとりまとめている 11 )。  

日本の自主行動計画とその後の低炭素社会実行計画は、今後のパリ協定における自

主的目標の提出とそのレビューという仕組みの具体化において、どのようにレビュー

を行うべきか、そして、いかに PDCA (Plan-Do-Check-Act)サイクルを回していくかなど、

国際的なレビューの仕組み作りにも参考となると考えられる。  

表  1 .1.4-1 は、低炭素社会実行計画の 2018 年度実績のレビュー結果である 1 2 )。多く

の業種において、 2020 年度目標を達成済みであるが、一部ではまだ目標を下回ってい

る業種も残っている。グリーン成長の視点から、低炭素社会実行計画の業種横断的な

評価については、第 3.4 節において試評価を実施した。  
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表  1.1.4-1 低炭素社会実行計画レビュー（出典：産業構造審議会 1 2 )）  

  
 

(3)  再生可能エネルギー導入拡大と費用負担の増大  

CO2 排出削減、カーボンニュートラルを目指す上で、再生可能エネルギーの果たすべ

き役割は大変大きく、拡大が必須である。再生可能エネルギーに対する固定価格買取

制度（ FIT）の導入が進むなどし、世界的に再生可能エネルギー導入の拡大が続いてい

る。しかしながら、特に太陽光発電については FIT の固定買取価格が機動的に価格引

き下げすることに失敗し、実際のコストとの間に大きな差が生じ、バブルが発生する

状況が見られた。これによって、太陽光発電の導入量は増えるものの、そのコスト負

担が大きくなり、電力料金が上昇し、負担感が大きくなっている（表  1.1 .4-2）。日本

では年間 2.4 兆円の負担となっている（図  1 .1.4-4）。再生可能エネルギーの拡大は温暖

化対策のために重要ではあるものの、経済効率性の悪い対策となり、経済的な負担が

大きくなれば、我々の経済的なリソースは奪われてしまう。それによって、長期的に

は却って温暖化抑制に逆行しかねない。不適切な再生可能エネルギーの拡大は、グリ

ーン成長を阻害する可能性を秘めていることに注意しなければならない。（再エネの動

向については第 3.5 節に記載）  

政府は、FIT の見直しを行い、事業用太陽光発電について、設備認定を行っているも

のの、未稼働が続いている案件について、設備認定の取り消しを行うなど対策を行っ

た（ 2017 年 4 月改正 FIT 法施行）。また、 2020 年 2 月には、更に FIT 法の改正が予定

され、大規模事業用太陽光発電については Feed-In Premium (FIP)へ移行が計画され、FIP

の具体的な制度設計も進められてきている。  
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表  1.1.4-2 日本の再生可能エネルギー導入容量と認定容量（ 2020 年 3 月末時点）  
（出典：調達価格委員会 1 3 )資料）  

 

 

 
図  1.1.4-4 再生可能エネルギーの費用負担の推移  

（出典：経済産業省 1 4 )）  
 

(4)  エネルギーシステム改革  

一方、日本政府は、東日本大震災以降、電力・ガスシステム改革として自由化の一

層の促進を進めてきている（電力システム改革のスケジュールは図  1.1 .4-5 参照）。2020

年 4 月には送配電部門の法的分離がなされ、第１弾から３弾までの一連の改革が一通
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り終了した。そして、様々な市場の導入が検討されている。電力については、kWh、kW、

Δ kW、非化石価値など、様々な特性の異なる電力が持っている価値を分離し、それぞ

れ市場取引することで、経済合理的に価値を評価していこうとしている（図  1.1 .4-6）。

自由化によって、競争の下でのコスト低減が期待できるし、また、異業種の参入によ

り、新たなサービスなどが生まれ、イノベーションの可能性が高まることは期待でき

る（図  1.1 .4-7）。一方で、エネルギー供給という公益性の高い部門での自由化によっ

て、エネルギー供給において本来必要となる長期を考えた、より良い投資が行われに

くくなってくる懸念もある。市場は短期的な経済合理性は追求できるが、長期への対

応は容易ではなく（長期の電源設備維持を目的とした kW 価値の取引を想定する容量市

場であっても）、慎重な制度設計が望まれる。地球温暖化対策についても、市場の下で

良い投資が行われにくくなる懸念がある。電力やガスの自由化促進の下での地球温暖

化対策のあり方も大きな課題となってきている（電力自由化の下での地球温暖化対策

の課題については第 3.6 節で議論する）。  

 

 

図  1.1.4-5 電力システム改革のスケジュール（出典：経済産業省 1 5 )）  
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図  1.1.4-6 電力における新たな市場設計の検討（出典：経済産業省 1 6 )）  
 

 
図  1 .1 .4-7  電力ネットワークシステムにおける可能性と課題（出典：経済産業省 1 7 )） 

 

(5)  エネルギー基本計画  

第 5 次エネルギー基本計画 1 8 )は、 2018 年 7 月に閣議決定がなされた。図  1.1.4-8 に

あるように、エネルギー選択を考えるにあたって、時代に即した考慮しなければなら

ない課題があり、一方で、 3E+S と呼ばれる安全を優先しつつ、経済、エネルギー安全

保障、環境のバランスを図る必要がある。第 5 次計画では、 2050 年に向けてはパリ協

定を踏まえた温暖化対応は重要事項との認識が共有され、大きな方向性として「脱炭
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素化」が打ち出されている。一方、様々な不確実性が存在しており、「野心的なビジョ

ン」を持ちつつ、多様な選択肢による「複線シナリオ」であたるとした（図  1.1.4-8）。 
 

 

図  1.1.4-8 第 5 次エネルギー基本計画（ 2030 年と 2050 年に向けた戦略）  
（出典：経済産業省 1 9 )）  

 

エネルギー基本計画は 3 年に１回見直しの検討が行われることとなっている。 2020

年には、第 6 次エネルギー基本計画に関する検討がスタートした。2020 年 10 月の総合

資源エネルギー調査会基本政策分科会資料 2 0 )では、第 5 次計画以降のエネルギーをめ

ぐる状況変化を踏まえた、今後の検討の主な視座として、以下の点が提示されている。

これらの視座や、「 2050 年カーボンニュートラル」宣言を踏まえた、新たなエネルギー

基本計画が策定される見込みである。  

①  国際情勢の変化  

1) 自国第一主義の台頭  

2) 新型コロナウィルス感染症拡大の教訓  

3) 中東を巡るパワーバランスの変化  

4) 気候変動問題への危機感の高まり  
5) 新たなテクノロジーの台頭  

②  国内情勢の変化  

1) エネルギー供給基盤の揺らぎ  

2) 電力自由化と再エネ拡大による投資環境の変化  

3) 新たな技術の可能性拡大が道半ば  

 

2030年に向けて 2050年に向けて
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(6)  パリ協定長期成長戦略  

2018 年 8 月に内閣総理大臣の下に「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略策

定に向けた懇談会」が立ち上げられ、議論が行われた。そして、 2019 年 6 月に「パリ

協定に基づく成長戦略としての長期戦略」5 )を閣議決定し、UNFCCC 事務局に日本の長

期戦略として提出を行った。  

図  1 .1.4-9 は、決定されたパリ協定長期成長戦略である。「最終到達点としての「脱

炭素社会」を掲げ、それを野心的に今世紀後半のできるだけ早期に実現することを目

指す」とされた。  
経団連は、 2020 年 6 月に、パリ協定が目指す脱炭素社会を一日も早く実現するため

には、企業自らが脱炭素社会への挑戦を重要な経営課題と位置付け、革新的な技術を

早期に開発し、社会実装する「チャレンジ・ゼロ」を立ち上げた。  

 

 
図  1.1.4-9 パリ協定長期成長戦略（概要）（出典：文献 5 )）  

 

(7)  革新的技術開発－革新的環境イノベーション戦略・グリーン成長戦略  

パリ協定長期成長戦略では、イノベーションの重要性が指摘された。そして、政府

は、 2020 年 1 月に「革新的環境イノベーション戦略」 3 )を策定した（図  1.1.4-10）。そ

こでは、イノベーション・アクションプランの重点領域として、①非化石エネルギー、

②蓄電池を含むエネルギーネットワーク、③様々な分野で活用可能な水素、④カーボ
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ンリサイクル・CCUS、⑤農林水産分野での炭素固定等、として、アクションプランを

策定した。また、 2020 年 12 月に「グリーン成長戦略」 4 )も策定された。  
革新的な技術の開発普及の実現によって、炭素価格はあまり上昇しないながらも、

大幅な排出削減が実現するようにしなければならない。さもなければ、グリーン成長

にはつながらず、大幅な排出削減は現実社会では実現し得ない。  

本研究でも、イノベーションの可能性について検討を行った（第 2.3 節）。  

 

 
図  1.1.4-10 革新的環境イノベーション戦略（全体像）（出典：文献 3 )）  
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図  1.1.4-11 革新的環境イノベーション戦略：イノベーション・アクションプランの重

点領域（出典：文献 3 )）  
 

(8)  グリーンファイナンス  

長 期 的 な 投 資 を 行 う 機 関 投 資 家 を 中 心 に 、 投 資 判 断 に お い て 、 投 資 に ESG
（Envirornment,  Social,  Governance）を組み入れる考えが進展してきている。また、「国

連責任投資原則（ PRI）」の署名機関数・規模も大きく増加してきている。そして、例

えば英国ではスチュワードシップコードを改訂し、「スチュワードシップと投資を重要

な環境、社会、ガバナンスの課題、そして気候変動も含めて、自身の責任を果たすた

めに体系的に統合する」との文言が追加され、 2020 年 1 月より改定されたスチュワー

ドシップコードが施行された。また、日本においても、2019 年 12 月に日本版スチュワ

ードシップコードの改訂案が公表された。このように ESG の重要性が増している。  

また、サステナブル・ファイナンスの取組など、グリーンを定義して、民間資金を

誘導する政策措置がとられ始めている。EU は、環境上サステナブルな経済活動を分類・

定義した EU タクソノミーを策定してきている。EU タクソノミーは、良い技術と悪い

技術を区別するような手法であり、この弊害についての議論も起こりつつある。例え

ば、マーク・カーニー  イングランド銀行総裁は、2019 年 9 月の国連気候変動サミット

において、「EU タクソノミーは二進法的になる傾向があり、むしろ『 50 段階の色合い

のグリーン』を示すような  タクソノミーが必要との指摘」している。更には、気候関

連財務情報開示タスクフォース（TCFD）では、財務に影響のある気候関連情報の開示

を推奨するとされ、それに賛同する企業も国内外で増加してきている。  

経済産業省は、2020 年に環境イノベーション・ファイナンス研究会を立ち上げ、「ク

ライメート・イノベーション・ファイナンス戦略 2020」をとりまとめた。そこでは、

SDGs やパリ協定の実現のためには、グリーンか、それ以外の二項対立的な考え方では

なく、トランジション（T）、グリーン（G)、革新イノベーション（ I）を同時に推進し、
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これらの事業に対してファイナンス（ F）していくことが重要であり、このために、政

府の気候変動対策へのコミットメント、企業の積極的な情報開示、資金の出し手によ

るエンゲージメントの３つの基盤を整備していく、とされた。  

 

 
図  1.1.4-12 クライメート・イノベーション・ファイナンス戦略 2020 の概要（出典：

文献 2 1 )）  
 

(9)  温暖化適応計画  
政府は、「気候変動による様々な影響に対し、政府全体として、全体で整合のとれた

取組を計画的かつ総合的に推進するため、目指すべき社会の姿等の基本的な方針、基

本的な進め方、分野別施策の基本的方向、基盤的・国際的施策を定めた、政府として

初の気候変動の影響への適応計画」を 2015 年 4 月に策定し閣議決定を行った 2 2 )。気候

変動緩和を進めることは重要であるが、同時に、気候変動を完全には防止することは

困難であり、過去の排出による効果を含め不可避的に進行する可能性のある地球温暖

化影響に対する適切な対応を計画性をもって実施し、リスクに備えることは重要であ

る。  

適応計画では、基本戦略として、 (1)政府施策への適応の組み込み、 (2)科学的知見の

充実、 (3)気候リスク情報等の共有と提供を通じ理解と協力の促進、 (4)地域での適応の

推進、 (5)国際協力・貢献の推進を挙げている。また、基本的な考え方として、観測・

監視や予測を行い、気候変動影響評価を実施し、その結果を踏まえ適応策の検討・実

施を行い、進捗状況を把握し、必要に応じ見直す。このサイクルを繰り返し行い、お

おむね 5 年程度を目途に気候変動影響評価を実施し、必要に応じて計画の見直しを行

うとした。  

また、気候変動への適応を推進することを目的として、 2018 年 6 月には「気候変動

適応法」が公布された。政府による気候変動適応計画の策定、環境大臣による気候変

動影響評価の実施等が定められ、5 年程度を目途とした気候変動影響評価の実施も法律

の中で位置づけられることとなった。これに基づき、2020 年 12 月に「気候変動影響評

価報告書」 2 3 )がとりまとめられた。  
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1.1.5 IPCC 関連の動向  

IPCC は、第 6 次評価報告書（AR6）に向けたサイクルが大詰めを迎えている。  

IPCC では、新しい統合シナリオとして SSPs (Shared Socioeconomic Pathways、共有社

会経済パス )と呼ばれる、WG 横断的な分析の共通基盤とするシナリオの検討、策定も

進められてきた。これは当初、AR5 の分析に間に合わせようとしてきたが、ほとんど

間に合わず、AR6 に向けて、ベースとなる社会経済シナリオになると考えられるため、

本事業でもこの検討を行った。 2017 年 9 月の IPCC 総会において章構成が承認された

後、WGIII の執筆者会合は 2018 年 4 月に第 1 回が、 2019 年 9 月に第 2 回会合、 2020

年 4 月に第 3 回会合（第 3 回会合は COVID-19 の影響によりオンライン）が開催され、

第 2 次ドラフトが 2020 年 1 月に政府、専門家レビューにかけられた状況である。  

 
1.2 本研究の目的と実施内容  

以上のような背景の下、本事業では、最新の科学的な分析と議論の策定動向も踏ま

えながら、海外研究機関とも連携・協力しつつ、温暖化対策（緩和策および適応策）、

ファイナンス、政策の総合的かつ整合的な分析・評価を行い、地球温暖化対策と経済

成長の両立（グリーン成長）を目指す国際枠組み・わが国の国際戦略立案に資するこ

とを目的に以下のような項目等を実施した。  

 
(1)  コンピュータモデルを用いた総合的な分析・評価  

世界エネルギー・温暖化対策技術評価モデル、経済モデル、及び、非 CO 2 温室効果

ガス評価モデルによって、温暖化対策・政策の総合的な分析を行った。  

(1－ 1) IPCC の要請を受けて、国際的に議論が始まっている共有社会経済パス（ Shared 

Socioeconomic Pathways: SSP）に沿った社会経済シナリオを想定し、2100 年までの期間

について技術評価モデル DNE21+で温暖化対策の分析、評価を行った。なお、IPCC 1.5℃
特別報告書で引用された低エネルギー需要（LED）シナリオに準ずるシナリオについて

も検討を行い、必要に応じてモデル拡張を行った上で、分析、評価を行った。また、

SSP に関する既往の分析、評価研究について調査、整理を行い、本分析、評価との比較

を行った。  

(1－ 2)  

① 2020 年以降（ 2030 年頃）の地球温暖化対策に関する将来枠組み・目標に関して、

各国提出の排出削減目標について、複数の国際衡平性の指標（CO2 排出原単位、限界削

減費用均等化、GDP 比費用均等化等）における位置づけや気候変動によるマクロ経済

への影響について、各種統計データおよびコンピュータモデルを用いて分析、評価を

行う。その上で、パリ協定における進捗評価（レビュー）に資する評価方法の確立に

向けた検討を行う。  

②欧州を中心に議論されている国境調整措置に関する経済分析についても実施する

こととする。  
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③各国の長期目標との関係性についても分析、評価を行う。特に、パリ協定で位置

づけられた２℃目標、 1.5℃目標に関しては、同目標達成のための緩和策を評価すると

ともに、他の持続可能な発展目標とのシナジー効果、トレードオフ効果について分析、

評価を行うほか、超長期のゼロエミッション達成に向けた対策の方向性の検討とその

限界について分析、評価を行う。また、国際機関、市民団体による排出削減目標の評

価について、その方法論等を調査し、評価を行う。  

(1－ 3) 下記の (2)項を踏まえ、気候変動緩和と PM2.5 など大気汚染物質削減のコベネ

フィットを考慮したシナジー効果、トレードオフ効果について、世界全体の 2050 年頃

までの期間についてコンピュータモデルを用いた分析、評価を行った。  

(1－ 4) 所得階層による温暖化対策の費用負担の衡平性と効率性とのトレードオフに

ついて、コンピュータモデルを用いた分析、評価を行い、今後の大幅な排出削減にあ

たっての対策の在り方について検討を行った。  

上記 (1－ 1)～ (1－ 3)、また下記の (8)項の国際モデル比較プロジェクト等に対応するた

めに世界エネルギー・温暖化対策技術 DNE21+等のモデル拡張を行った。また、我が国

のエネルギー及び温暖化対応の動向もモデル分析に反映させた。  

 

(2)  気候変動対応のリスクマネージメントについての検討および温暖化緩和策と適応

策の経済影響・経済効果に関する分析  

気候変動対応の影響・適応の評価について、国際的な最新の学術的な評価に関する

とりまとめを行い、その含意について検討を行った。更には、温暖化影響・適応の経

済影響・経済効果評価モデルを開発し、緩和と影響・適応に関する総合的な分析・評

価も行った。  

また、 PM2.5 など大気汚染物質削減のコベネフィットを考慮した気候変動対応戦略

について、国際的な分析・評価を調査しつつ、それを踏まえて戦略の考え方をとりま

とめる。加えて、気候変動対応に付随する不確実性について、気候変動対応に大きな

影響を及ぼし得る要因について特定し、定量的な分析を行った。  
その上で、それらの知見も踏まえつつ、気候変動対応のリスクマネージメントにつ

いて、考え方の整理を行うと共に、緩和策と適応策の経済影響・経済効果に関する分

析を行った。  

また、気候変動対策におけるイノベーションの可能性を調査・検討するとともに、

イノベーションの気候変動リスクマネージメント戦略における位置づけについても検

討を行った。  
 

(3)  効果が期待できる温暖化対策の具体的なシステム提案とその分析  

費用対効果の高い具体的な温暖化対策のシステム提案を行った。また、民生、運輸

部門を中心とした積み上げ的なモデル分析、それらのシステム的な方策のモデル化と

その分析により、その排出削減効果とシステムの費用およびその経済影響・効果につ

いて定量的な評価を行った。  
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(4)  グリーン成長、温暖化対策技術の国際展開に関する分析  

以下①～⑤の項目を含めて、「グリーン成長」の見通しについて考え方の整理および

データに基づく分析を行った。  

①エネルギー生産性の国際比較とその要因、それに伴う各国、世界のグリーン成長

との関係についての分析  

②消費ベース CO2 に関する評価についても、最新動向の調査等  

③国内外の再生可能エネルギー導入とその費用負担の状況などについて調査を行

い、グリーン成長との関連についての整理  
④欧州等における電力自由化の下での CO 2 排出削減対策・政策を調査、整理し、日

本の電力システム改革の下での CO2 排出削減対策・政策の課題についての整理  

⑤（ⅰ）グリーンファイナンスを含めた気候変動問題に対する金融部門の取り組み

を調査（ⅱ）その際、石炭火力発電等のダイベストメントや、タクソノミーの議論や

関連分析について調査（ⅲ）また、金融部門を明示的に考慮したモデル評価の課題を

整理し、低炭素技術の国際展開に伴う、ファイナンシングを含めた金銭の流れを分析・

評価  

 

(5)  気候変動問題に関する主要論文の調査、整理  

IPCC や UNFCCC 交渉などで注目されるような気候変動問題に関する主要な論文につ

いて調査を行った。  

 
(6)  国内における学会等での気候変動問題の研究動向調査及び研究成果の発信  

気候変動問題の研究動向を調査するため、主要な国内学会（エネルギー・資源学会、

環境経済・政策学会等）・ワークショップ等に出席し、情報収集、整理を行った。また、

(1)～ (4)項に関する研究成果の発信も行った。  

また、 (1)の分析に資するため、セクター別主要企業・団体・学術専門家へのヒアリ

ングやセミナー・講演会参加により情報収集及び研究成果の発信を行った。  
 

(7)  気候変動に関する国際会議への参加等による各国動向調査  

最新の気候変動に関する国際枠組み等に関する各国の動向を調査するため、米国、

欧州の気候変動に関する主要な関係者（政府関係者、シンクタンク等）にヒアリング

を行った。また、国際会議等の場で、研究成果の発信を行った。  

 
(8)  国際モデル比較プロジェクトへの参画、海外研究機関等との研究協力  

研究成果の国際展開をはかるため、以下のように、国際モデル比較プロジェクトへ

の参画や海外研究機関等との研究協力を行った。  

(8－ 1) 国際応用システム分析研究所（ IIASA）と技術進展の見通しとそのモデル分析

に関する研究協力を行い、 IIASA の気候変動に関連する研究の情報収集を行った。  

(8－ 2) スタンフォード大・Energy Modeling Forum (EMF)と研究協力を行い、EMF の

研究成果の情報収集を行った。  
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(8－ 3) 米国未来資源研究所（ RFF）と地球温暖化・エネルギー政策分析に関する研

究協力、及び特に 2020 年以降の目標として米国が掲げうるものを評価するための関連

政策動向分析を行った。  

(8－ 4) 気候変動対策と持続可能な発展のコベネフィット、トレードオフ等のモデル

分析を行う国際モデル分析比較プロジェクト Exploring National  and Global  Actions to  

reduce Greenhouse gas Emissions (ENGAGE) 会合への参加、会議出席を行った。  

(8－ 5) エネルギー需要サイドの技術革新に関する国際モデル分析比較プロジェクト

（EDITS）会合への参加、会議出席を行う  
(8－ 6) 国際モデル分析比較プロジェクト Energy Modeling Forum (EMF)の動向を調査

した。  

(8－ 7) 国際エネルギー機関（ IEA）と長期排出削減対策に関する研究協力を行った。 

 

以上のような実施項目に関して、本報告書では、第 2 章で気候変動リスクマネージ

メントのあり方について検討した結果を記載し、第 3 章ではグリーン成長の限界を正

しく認識しつつ、その機会を見出すために、各種データの整理やそれを基にした分析・

評価を行った。第 4 章では、中期的な緩和策の分析として、パリ協定 NDCs (National ly  

Determined Contr ibut ions)の排出削減目標（ 2030 年頃）に関する分析・評価を行った結

果をまとめた。第 5 章では長期の緩和シナリオ分析についてまとめた。第 6 章では最

新の海外の気候変動に関する政策動向や IPCC シナリオ動向の調査結果について記載

すると共に、国際モデル比較プロジェクトの動向や各種分析について記載した。そし

て、第 7 章においてまとめを記載した。  
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第2章  気候変動リスクマネージメント 

人為的な起源によって地球温暖化がおこり、気候変動が引き起こされることはほぼ

疑いの余地がない。累積 CO 2 排出量と気温上昇にほぼ線形に近い関係が見られること

から、気温を安定化するためには、世界の CO2 排出量を正味でほぼゼロにする必要が

あり、それは長期的に目指さなければならない目標と考えることができる。政治的に

は 2050 年までにカーボンニュートラル実現を目指そうとする動きが加速してきてい

る。しかし一方で、気候変動の程度および影響被害の程度には未だ大きな不確実性が

存在する。また気候変動緩和コストの不確実性も大きいと見られる。更には、気候変

動対応の国際的な政治状況についての政権の交代も含めて不確実性が大きい。長期の

意欲的なゴールを定めたとしても、様々なリスク要因を踏まえた上で、気候変動対策

に関する良い意思決定が求められる。気候変動に対する対応策としては、緩和策の他、

適応策、また、ジオエンジニアリング（DAC: CO2 直接空気回収、SRM：太陽放射管理）

もあり得る。また、イノベーションの機会も多く存在しており、イノベーションをよ

く理解することで、気候変動マネージメント戦略の検討にも役立てることができる可

能性がある。  

第 2.1 節に気候変動リスクマネージメント戦略のあり方を記載し、第 2.2 節には

COVID-19 のリスク、リスクマネージメントを気候変動問題と比較しながら、気候変動

リスクマネージメント戦略への示唆を記載した。そして、第 2.3 節には気候変動リスク

マネージメントから見たイノベーションの役割とその誘発に関する方向性の議論を記

載した。  

 
2.1 気候変動リスクマネージメントの考え方  

本節では、気候変動リスクマネージメント戦略のあり方について、各種論点の整理

を行った。なお、気候変動リスクマネージメント戦略のあり方は、様々な視点が必要

であるため、引き続き、検討を進めていくことが重要と考えられる。  

 

•  緩和策の他、適応策、また、ジオエンジニアリング（DAC: CO2 直接空気回収、

SRM：太陽放射管理）など、様々なオプションがあり、時間軸、空間軸、様々

な不確実性を踏まえながら、様々なオプションを適切に組み合わせ、トータル

としてのリスクの最小化を図ることが重要。  
•  原則的には、緩和策、適応策、残余の影響被害の総和の最小化（費用便益分析）

が望まれる。ただし、この手法は不確実性がないか、小さいときには採用でき

るが、気候変動を取り巻く状況には、様々な、かつ、大きな不確実性が存在す

るため、データの見方、考え方によって大きな幅があり、費用と便益が一致す

る点にはあまりに大きな幅が生じてしまう。よって、費用便益分析から、例え

ば、 4℃のような世界を許容すれば影響被害が大きすぎる可能性があるとか、

1.5℃では排出削減費用は大きくなりすぎる可能性があるといった程度の評価は
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一定程度意味をもって議論ができるものの、何℃に抑制するのが望ましいのか

ということを、科学的な費用便益分析を基にして、明確に言うことは困難な状

況にある。このことは研究が相当進展しても、当面は変わることがないと考え

られる。  

•  また、同様に、仮に実質ゼロ排出を目指すとしたとしても、いつの時点までに

正味ゼロ排出を目指すのが良いのかについては、費用便益分析からは算定する

ことは事実上不可能である。すなわち、合理的な世界の排出削減経路を見出す

ことは不可能である。まして、合理的な各国の排出削減経路を見出すことは更

に不可能である。なお、一般的には費用便益分析からは少なくとも 21 世紀中の

正味ゼロ排出が導出されることは極めて稀と考えられる。それはゼロ排出のよ

うな厳しい排出削減になればなるほど（ゼロリスクに近づけようとすればする

ほど）、対策費用が急激に増大する傾向があるため、費用便益分析からは正当化

されないことが多いためである。  

•  特に 2050 年やそれ以降においては、気候変動の科学、対応技術、社会情勢、政

治情勢など、様々な不確実性が存在している。よって、長期の野心的なビジョ

ンを持ちながらも、不確実性をよく理解しながら、柔軟な対応をしていくこと

が重要と考えられる。経済産業省長期温暖化対策プラットフォーム報告書 1 )や

第 5 次エネルギー基本計画 2 )でも、不確実性を認識した柔軟な対応（複線シナ

リオ的対応）の必要性が指摘されている。そして、パリ協定長期成長戦略 3 )で

は、「最終到達点としての「脱炭素社会」を掲げ、それを野心的に今世紀後半の

できるだけ早期に実現することを目指すとともに、 2050 年までに 80%の削減に

大胆に取り組む」とされ、また、 2020 年 10 月には菅首相が「 2050 年カーボン

ニュートラル」宣言を行った。やはり、より高位の目的である「持続可能な発

展」のためにも、野心的なビジョンを持ちながらも、柔軟な対応が必要である。 

•  経済産業省長期温暖化対策プラットフォーム報告書 1 )では、最上位の目標（野

心的なビジョン）として「持続可能な発展」を位置づけているが、これは妥当

な目標と考えられる。一方、「持続可能な発展」は、貧困や飢餓撲滅などの目標

との調和した対策が必要であり、高すぎる緩和費用（炭素価格）では、GHG の

大幅排出削減につながったとしても、他目標の実現が困難になる可能性が高い。

安価な対策技術を開発し、低い緩和費用であっても排出削減が進むような社会

を実現することがリスク対応戦略上も必要。また現実にも高い炭素価格を世界

全体で協調してつけることは不可能に近いとも考えられる。  
•  累積 CO2 排出量と全球平均気温上昇には線形の関係が見られる。ゆえに、「持続

可能な発展」を前提とした上で、気候変動対応の文脈においては、気温安定化

のため、その時点で世界の CO2 排出量のほぼゼロ排出が求められる。ただし、

CO2 排出量のほぼゼロ排出を実現する時点（気温安定化の時点）は、影響被害

の大きさと対策の費用とを不断にチェックしながら見極めていくことが必要。  

•  不確実性が大きい中でのリスク対応が求められるため、様々な対策のオプショ

ンを有しておくことが重要と考えられる。図 2.1-1 でイメージを整理したが、

IPCC 1.5℃特別報告書（ SR15） 4 )でも示されているように、 1.5℃排出経路でも
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•  気候変動影響被害は、社会経済的環境によって大きく異なることは多く、気候

変動緩和のみならず、社会経済的環境の強化などが気候変動影響被害のリスク

低減に重要なことも多い。  

•  気候変動影響被害は、世界一様ではなく、地域的な偏在性が存在する。これは

国際協調による緩和策を難しくする要因でもある。  

•  過去、地球の気候は大きく変化してきた時期も多い。また、自然環境に対する

脆弱性を、社会経済的環境を変化させ対応することで、小さくしてきた。一方

で、逆に社会経済的環境の変化によって、自然環境を大きく改変してきた。気

候変動影響被害を、過去の自然環境の改変と比較し、相対的にとらえることも

リスク管理としては重要。  

•  過去人類は、自然環境に適応してきたし、今後の気候変動に対しても適応でき

る余地は大きいとも考えられる。  

•  厳しい緩和策をとったとしても、一定程度の気候変動は不可避であり、温暖化

適応策は不可欠でまた効果的な場合も。適応策は、とりわけ途上国では経済開

発と密接に関係しており、経済開発の文脈の中で実施することで小さな追加費

用で適応策をとることができる場合や適応策によって気候変動がなくとも生じ

る被害を併せて低減でき、コベネフィットが生じる場合も多い（図 2.1-2）。  

 

 
図 2.1-2 河川洪水の適応費用と残余被害の推計例（平林委員提供資料）  

 
【緩和費用の不確実性】  

•  不確実性は、気候変動予測や影響被害だけに存在しているわけではなく、気候

変動緩和費用にも付随している。  

•  CO2 限界削減費用（炭素価格）は、 430-530 ppm CO 2eq シナリオの場合（ 2℃目

標相当）、 2050 年では約 100～ 300 $/ tCO2（ 25-75 パーセンタイル）、 2100 年では

約 1000～ 3000 $/ tCO2、全シナリオでは 150～ 8000 $/ tCO2 程度が推計。また、世

界 GDP は 2050 年では 2～ 5%程度（ 25-75 パーセンタイル）、2100 年では 4～ 10%

程度の損失と推計されている（図 2.1-3） 8 )。  
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と考えられる。しかしながら、BECCS は、コストの問題に加えて、生態系への

影響や規模の問題などがあり、現実的には大きな役割を担うことも困難と考え

られる。正味ゼロ排出を実現するために、BECCS は一定の役割を担う可能性は

あるものの、省エネルギー、脱炭素化技術の進展は重要と考えられる。  

•  CO2 直接空気回収（DAC）も、ネガティブ排出が可能となるという利点がある。

現時点では費用は相当高いと見られるし、CCS に比べ、大気中の CO2 からの回

収となるため、濃度が小さい CO2 を回収することにもなり、CCS よりも不利に

なる。一方、 CO2 回収場所をあまり選ばないため、エネルギーが安価に供給可

能で、 CO2 貯留をしやすい場所での設置が可能となるなどの利点がある。温暖

化影響被害が仮に甚大であるとわかったとき、それを回避するためのバックス

トップ技術としての役割を果たすおともあり得る（温暖化影響被害の fa t  ta i l を

強く意識した排出削減としなくてもいざというときに DAC というオプションで

対応できる可能性があるなら、排出削減の柔軟性が増す）。なお、BECCS よりも

生態系の影響などは小さいと考えられる。（第 5.1.3 節）  
•  太陽放射管理（ SRM）は、気候変動影響被害の fa t ta i l への対応オプションとし

て、DAC 以上に大きな可能性がある一方、副作用が存在する他、海洋酸性化に

は効かないなどの問題点もある。ただし、少なくとも甚大な温暖化影響被害に

備えておく意味で、少なくも研究だけは行っておくことも気候変動リスク対応

戦略として意義があると思われる。  

 
【イノベーションの役割】  

•  過去、技術は急速な進展を遂げてきており、今後も期待できる。  

•  多くの研究では、大幅な排出削減には大きなコストを要するとされており、そ

のため、大幅な排出削減にはイノベーションによるコスト低減が不可欠と考え

られる。一方、R&D の成否は不透明であり、それがすべて成功することを前提

とした対応戦略も不適切と考えられる。  
•  民間の R&D を活性化させるには、経済環境が良好なことが必要（より活発にイ

ノベーションが誘発されるには様々な要素技術の進展が必要で、隣接可能性が

高まることで「新結合」が起こる可能性も高まり、地球温暖化対策のイノベー

ションも起こりやすくなると考えられる。）。  

•  特に近年、 IT, AI、バイオ技術、材料技術など、デジタル技術の進展をはじめ、

様々な技術イノベーションが見られる。これらは、直接的には CO2 排出削減技

術ではないものの、その波及から、経済自律的に、低エネルギー需要を誘発し、

大幅な CO2 排出削減につながる可能性あり。ただし、これら基礎的な技術（汎

用目的技術）は、 CO 2 排出削減制約を強化することにより誘発できるような技

術イノベーションではないことに留意が必要。  

 

【気候変動緩和とコベネフィット、それを踏まえた戦略のあり方】  
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•  国連は 2015 年に 17 の目標を掲げた Sustainable Development Goals (SDGs)を策

定。気候変動はその目標の一つだが、SDGs の他の目標を含めた全体として調和

のとれた持続可能な発展を目指すことが必要。  

•  気候変動緩和と、貧困・飢餓の撲滅、土地利用・食料アクセス、水資源アクセ

ス、大気汚染物質（ PM2.5 など）・健康影響等とのトレードオフ、コベネフィッ

トの関係性があり、そのバランスをとった気候変動対応戦略が必要。  

 

【気候変動リスクへの認識】  
•  気候変動影響のリスク認知は高まってきてはいるものの、国間で大きな差異が

あり、米国内に限っても、特に共和党支持者と民主党支持者では見方が大きく

異なり、その差は益々広がっている（図 2.1-6。2020 年において、民主党支持者

では 78%が気候変動問題を最優先課題とすべきと考えている一方、共和党支持

者では 21%に留まっている。） 11 )。  

 

 
図 2.1-6 米国の気候変動問題に対する認識 11 )  

 

【科学的な評価を超えた安心感への対応】  

•  科学だけでは決めきれない問題あり。リスクを総合的に判断しようとすれば、

価値判断を避けることはできず、戦略立案においてこれをどう考えるべきか。

気候変動への恐れ、安心できない、といった主観的な反応に配慮したリスク対

応戦略を考えるべき。一方で、一般的な市民は、気候変動問題のような複雑な
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リスクの全体を総合的に認識することは困難であり、一般的な市民の部分的な

リスク認知を重視し過ぎれば、適切な長期的リスク管理とはならない可能性も

ある。  

•  過去排出してきた先進国の責任論や倫理的な側面からの主張である「気候正義

（ Climate Justice）」といった国際的な動向も存在している。ただし、「正義」は

見方によって多様であり、何が「正義」かを判断するのは難しいとの意見があ

る。  

•  16 歳（ 2019 年 9 月時点）のスウェーデンの環境活動家グレタ・トゥンベリ氏が

2018 年 8 月に始めた、強力な気候変動対応の行動を求める「学校ストライキ」

は、全世界的にその活動は広がった。国連気候行動サミット前後には、世界 185

カ国以上で若者を中心とした約 760 万人がデモ行進をした 1 2 )。  
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2.2 気候変動リスクと COVID-19 リスク  

COVID-19（新型コロナウイルス）のパンデミックが起こり、社会は大きな変化が求

められている。一方、コロナ禍によって、短期的には世界の CO2 排出量は大きく減少

している（第 1.1 節参照）が、とりわけ途上国の今後のインフラ形成を考えると、潜在

的には世界の CO 2 排出量は増加の要因が多くあり、継続的な温暖化対策は不可欠であ

る。欧州は、コロナ後の経済回復を目指し、その投資は気候変動対策投資などを中心

に行う方針を示している。COVID-19 と地球温暖化問題は当然ながら全く異なった問題

であるが、リスク、リスク認知、リスクマネージメントという視点からは、共通的に

考えられるべき点も多い。本節では、両者のリスク、そして、リスク対応について比
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較し、そこからの示唆を踏まえつつ、コロナ後の温暖化対策を展望する。なお、本節

では COVID-19 のリスクの視点で記載しており、with コロナ、 after コロナにおけるラ

イフスタイル変化への影響は、第 5.4 節で記載した。  

 

2.2.1 世界の CO2 排出量の現状と新型コロナによる影響  

2020 年に入って、新型コロナウィルスが全世界に急速に拡大し、感染防止対策が取

られ、需要は大きく落ち込んだ。それに伴い、世界 CO2 排出量は急速に低下した（図  

2.2.1-1） 1 )。 2020 年 10 月時点での国際エネルギー機関（ IEA）による予測では、 2020
年のエネルギー起源 CO2 排出量は前年比で 7%減と大きな低下を予想している 2 )。移動

の制約によって、とりわけ運輸需要の落ち込みが大きい 1 )。 2009 年の世界経済危機を

大きく上回る、排出低下となったと見られる。しかし 2009 年時と同様、大きな経済損

失と引き換えにした排出の低下であって、望ましい姿では決してない。  
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温暖化影響被害の推計には依然として大きな不確実性がある。新型コロナはだいぶ

わかってきたが、依然として不確実性が大きいし、少なくとも感染流行の初期段階で

は大きな不確実性があった。以降、COVID-19 に関するリスク関連の情報を簡単に整理

する。  

COVID-19 を季節性インフルエンザと比較すると、COVID-19 の致死率はインフルエ

ンザよりも特に高齢者において高いとされている。日本の 2018 年のインフルエンザに

よる死亡者数は 3,300 人程度とされている。COVID-19 の 2021 年 3 月 13 日時点で死亡

者数は累計で 8500 人程度となっている。インフルエンザと比べて高いものの、劇的に

大きいわけでもない。また、COVID-19 対策として、マスク着用や手洗い、消毒などが

強化されているためと考えられるが、インフルエンザ発生は例年と比べ劇的に抑制さ

れている（図  2.2.2-1）。  

コロナおよびコロナ対策によって様々な影響が生じ、インフルエンザの他にも、死

亡者数全体に影響する。超過死亡者数としては、少なくとも現時点までにおいて、日

本は COVID-19 による悪影響をほとんど受けていないとされ、年間死亡者数は 11 年ぶ

りに減少（ 2020 年の国内の死亡数は 2019 年比では約 9 千人減少）したとされる。前年

比での死亡者数増加の死因別では、COVID-19 起因を除く肺炎の減少が最も多く、その

他、心疾患、インフルエンザ、外出自粛に伴う不慮の事故の減少などが見られる。い

ずれも、COVID-19 の対策が間接的な効果をもたらしたと考えられる。一方、増加要因

は、直接的な COVID-19 による死因の他、高齢化の進展が主要因と考えられる老衰に

よる死亡者数の増加、恐らく医療を受けにくくなったという原因と考えられる癌によ

る死因増などが見られている（厚生労働省人口動態統計より）。  

ただし、英国などでは、第 2 次世界大戦以降で最大の超過死亡者数が観測されてお

り、国によって異なっている。  

いずれにしても、リスクは総合的に把握する必要があり、総合的な視点からのリス

クマネージメントが求められる。  

 

 
図  2.2.2-1 日本におけるインフルエンザ感染者数（ 2011～ 2021 年、横軸は週、縦軸は

定点あたり報告者数）（出典：国立感染症研究所 3 )）  
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表  2.2 .2-1 に 、 リ ス ク 対 応 の 視 点 か ら の COVID-19 と 地 球 温 暖 化 を 整 理 し た 。

COVID-19 は現時点でも猛威を振るっているが、長くても数年以内には終息すると考え

られる。一方、地球温暖化影響は、COVID-19 のように高い死亡率が予想されるわけで

はないが、より長期に亘って様々なリスクに晒される。ただ、何よりも両者ともに、

影響被害の低減と経済活動とのバランスおよび両立をどう図っていくのかが最大の課

題である。  

なお、リスクの評価とともに、個々人におけるリスク認知の大きさは、また異なっ

た側面がある。社会全体のリスクと、個々人のリスク認知にギャップが生じる場合も

多い。そのギャップを埋めるよう、政策や広報などが必要であるが、個々人のリスク

認知をある程度、尊重した対策が必要となる場合もあると考えられる。  
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表  2.2.2-1 リスク対応の視点からの新型コロナと地球温暖化  
 

新型コロナ（ COVID-19）  地球温暖化（気候変動）  

特徴  ・全世界的リスク  
・短中期（感染から数日～ 2 週間ほどで
顕在化）  
・感染直後は気づきにくい。  
・リスクの不均一性（若年層のリスクは
小。若年層の行動範囲の広さが感染拡大
加速している可能性も）  
・個人の行動で、ある程度はリスク回避
可能  

・全世界的リスク  
・中長期（徐々に蓄積）  
・排出直後は影響に気づきにくい。  
・リスクの不均一性（先進国のリスク
相対的に小さい可能性。先進国の排出
の影響大）  
・個人では相対的にリスク回避困難  

リスクの推
計  

リスクを正しく推計できているか？（致
死率、感染率、計測の問題、超過死亡
率、・・・）  

気温推計等は正しいか？  
気候変動影響被害の推計は適切か？  

リスク認知  リスク評価の科学的知見は十分とは言
えず、特に初期において、過小と過大の
両方の反応あり。一般的には、”unkno wn ”
な事象へのリスク認知は大きいことが
多い。  

リスク評価の科学的知見は十分とは
言えず、過小と過大の両方の反応あ
り。  
ただし、被害発生は地域、産業、社会
全体にわたり、徐々に顕在化するた
め、本質的には、リスク認知は緩慢に
なりやすい。  

リスクマネ
ージメント  

＜短期＞ワクチン、治療薬がない中、ま
た、感染・症状進展等に関する科学知識
が不十分な中での感染抑制を優先する
ことは相応に合理的とも考えられる。し
かし、時間経過とともに経済活動維持と
のバランスが不可欠に。公衆衛生と私権
制限とのコンフリクト。スウェーデンの
ように長期戦を覚悟し、ロックダウン選
択しない戦略も。  
＜短中期＞ワクチン、治療薬の開発。
COVID19 およびその感染に関する科学
知識の拡大・充実と、それによる、より
適切な対応戦略の策定  

・科学が容易には解決できない不確実
性が（低減はするが）将来にわたって
継続。不確実性下での意思決定が大き
な特徴。  
・地域間、世代間の公平性など価値観
を伴う問題を含む。  

緩和策  マスクの着用、３密を避ける、ロックダ
ウン（経済影響大）、ワクチン（イノベ
ーション）  

省エネ、燃料転換（化石燃料間、再エ
ネ、原子力）、二酸化炭素回収利用貯
留（ CCUS）、負の排出技術（ NETs）  

適応策  治療薬の開発、治療技術の向上、集団免
疫  
 

各種の気候変動適応策有（護岸、堤防、
エアコン、夏季の外出控え、農作物の
品種改良  等）  

国際協調  グローバル化した現在においては協調
も重要。ただし、 WHO を中心に貧困国
への支援が整備されようとしているが、
「自国第一」は否めない状況  

地球規模の課題であり、協調は必須。
見かけ上の国際協調が多いが、実際
は、自国経済優先の側面も。  

副次影響・  
副次効果  

・病院の逼迫や通院回避により、他の病
気が進行  
・風邪、インフルエンザ等の別の感染症
の低下（⇐マスク着用の効果）  
・大気汚染等、環境汚染の低下（⇐ロッ
クダウンの効果）  

・ CO 2 排出削減により、大気汚染等、
環境汚染の低下につながる可能性は
高い  

他の目標と
のバランス  

・経済（雇用含む）とのバランスの問題。 
・強制力をもって行動を抑制することの
是非の問題  

・経済（雇用含む）とのバランスの問
題  

 

新型コロナ対策としては、初期の段階において、ウィルスの危険性や感染力等につ

いて科学的に不確実性が高い状況下で、欧米ではロックダウンのような強硬な措置が

とられ、日本でも非常事態宣言が出され、日本の場合は強制的な措置ではないものの、
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それでも他国と遜色ない水準で抑制された。これは、リスクの大きさが不透明な段階

での対応としては妥当性の高いものと考えられる。しかしながら、一方でこれは非常

にコストがかかる対策で経済への影響は大きく、長期間の持続が難しい。よって、い

ずれの国も、一定の受容可能と考えられるリスクとなった段階で、リスクは残ってい

ても、ロックダウンや非常事態宣言を解除した。そして、新しい生活様式への変化を

含め、コロナに適応しようとしている。治療薬やワクチン開発等が行われ、ワクチン

接種が進み始めたところである。これは、ロックダウンのような莫大な費用がかかる

対策ではなく、費用が安価な対策を創出しようとしているということである。  
温暖化対策も、大幅な排出削減を実現しようとすれば、現在の技術ではとても高い

費用が必要である。ロックダウンと同じである。そしてそのような対策は長期の継続

が難しい。よって、温暖化への適応も考えていかざるを得ない。しかし、徐々に増し

ていく温暖化のリスクに対応するため、コロナにおける治療薬やワクチン開発のよう

に、温暖化対策の革新的な技術開発を行い、対策コストを下げ、温暖化のリスクを低

減することが必要である。  
見方は多々あると考えられるが、例えば、温暖化対策としての原子力発電は、コロ

ナ対策で考えると、マスクのようなものとも考えられる。もちろん、原子力だけでは

なく、比較的安価な省エネ対策なども同様である。マスクをしても完全にはコロナ感

染のリスクをゼロにできない。原子力が温暖化対策として万能なわけではない。また、

マスクをすると息苦しかったりし、また例えば猛暑でマスクをつけて運動することは

死亡リスクを生じることさえある。しかし、万能な治療薬やワクチンがない状況で、

安価なコロナ対策としては、マスクはとても重要である。原子力も事故のリスクは確

かに存在する。しかし、なかなか安価に大量に CO2 排出を抑制できる技術がない中で、

相対的に安価な原子力発電の活用は、温暖化のリスクを低減させることができる。も

ちろん、マスクと同じく、適切な利用が必要である。さもなければ、別のリスクを生

み、全体としてリスクを増大させてしまう危険性もある。  

結局のところ、COVID-19、地球温暖化ともに、影響被害の拡大を抑制し、適応的な

対策時間を稼ぎながら、COVID-19 はワクチン開発を、地球温暖化は大幅な排出削減を

可能とする技術、社会のイノベーションを実現していく、というのが大きな対策の方

向性となると考えられる。  

 

2.2.3 コロナ後のエネルギー・温暖化対策：脱炭素化に向けて  

世界は、脱炭素化（正味ゼロ排出）に向けた対応を打ち出してきている。 EU 等は、

1.5℃目標に対応し、 2050 年までの正味ゼロ排出を実現する対策を加速化してきてい

る。また、 2020 年 10 月に、菅首相は、「 2050 年カーボンニュートラル、脱炭素社会の

実現を目指す」と宣言した。しかし、1 節で述べたように、直近では新型コロナによっ

て排出は減少したものの、世界排出量の基調としては依然として増大傾向にあり、ま

た、パリ協定に従って提出されている、2030 年に向けた国別貢献（NDCs）を積み上げ

ても、 2℃目標に対してさえ、大きな排出ギャップが存在している 4 )。脱炭素化の実現

には大きなハードルがある。温暖化政策として、大きな経済損失や雇用損失をしてま
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でして、CO2 を減らし続けることは政治的に不可能である。そして、コロナ禍によって

経済が落ち込んだため、今後当面、世界の投資意欲は減退すると考えられる。短期的

な雇用対策としての政策はあるとしても、脱炭素化対策によって、長期的に電力料金

の大きな上昇を誘発するような対策は、当面、各国ともに採用しにくい。更に、先進

各国は、中国などに依存していた製造業の国内回帰も図りたいところであり、その際

には、安価で安定的、かつ、CO2 削減にも寄与する電力供給は大変重要となる。  

COVID-19 による短期的な排出減は極めて大きいが、COVID-19 による直接的な排出

減は、長期的な世界の気温上昇トレンドには大きくは効かず、むしろ投資の減退の効

果の方が大きく、長期ではより大きな排出となる可能性さえある。持続的な対策が必

要な温暖化対策は継続しなければならない。欧州主要国は、グリーンニューディール

政策によって、再生可能エネルギーや電気自動車などへ、政府支援を行って投資拡大

して需要を創出しようと考えているようである。しかし、COVID-19 によって、各国と

も財政は大きく悪化し、企業も余力が小さくなってしまったため、資本生産性の低い

高価な対策をあまり進めすぎれば、財政の悪化を招くとともに長期的な生産性を悪化

させかねない。よって、比較的安価で効果的な温暖化対策がこれまで以上に求められ

る。このような中、コロナと両立する社会システムのあり方を今後追求すべきである。

リモートワークなど、デジタル化の加速によって、COVID-19 のような感染症拡大を抑

制しつつ、省エネルギーにも寄与し、また、労働生産性を向上させるような複合効果

を有する対策を、技術によって加速させることは重要である。  

 

2.2.4 COVID-19 からの気候変動対応へのレッスン  

我々は、新型コロナ対策を通して「リスク」を少し身近に考えるようになったはず

である。地球温暖化対策においても、温暖化影響被害と対策費用全体について、リス

クを最小化する戦略が重要である。また、温暖化対策としての原子力発電、また、再

生可能エネルギーであっても、風力、太陽光発電など、それぞれの技術にはそれぞれ

のリスクも付随している。リスクにはトレードオフ（相反）があるので、総合的にリ

スクを管理することが重要である。  

2020 年度末時点では、未だ COVID-19 は終息していない。リスク対応に関する評価

という点からも結論を下す段階ではなく、引き続き、リスク対応のあり方という視点

で情報収集、検討が必要と考えられる。しかし、COVID-19 はいずれは終息するだろう。

COVID-19 におけるリスク対応の教訓も生かしつつ、より長期的な戦いである地球温暖

化リスクへの対応を行っていくべきである。そして、COVID-19 後の復興を地球温暖化

対策にも結びつけていくことは、経済との両立のためにも重要である。感染症リスク

にも柔軟かつ強靭に対応できるような社会の構築が必要であり、そのためにはデジタ

ル化という大きな技術進展を更に社会システムに組み込むような投資を積極的に行っ

て、それが社会全体としての省エネルギー、脱物質化につなげていくことが重要と考

えられる。これは、地球温暖化対策のみならず、より広範に、持続可能な開発目標（ SDGs）

を含む、持続可能な発展に資することもできると考えられる。  
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2.3 イノベーション戦略から見た気候変動リスクマネジメント  

地球温暖化によって引き起こされる気候変動の程度及び影響被害の程度には不確実

性が大きいことは本章冒頭でも指摘した。世界で 2050 年までにカーボンニュートラル

実現を目指す動きが加速しているものの、この動きを取り巻く政治的、社会的な不確

実性もまた大きく、これらを包括的に考慮した気候変動緩和策や適応策を現時点で利

用可能な対策により実行しようとするとその費用は膨大なものとなりうる。世界が脱

炭素化と経済成長の同時達成を目指すにおいてイノベーションの重要性が指摘される

のは、イノベーションにより大幅な排出削減を低廉な費用で実現する可能性にある。

イノベーションの技術が排出削減に直接利用されるものでなくとも、広範な領域にお

ける技術進展を促進することで、社会全体がカーボンニュートラル達成に要するコス

トを低減させる可能性があり、社会における受容性の向上を促進し持続可能な発展に

寄与していくと考えられる。各国の政策においてイノベーションを活発に促進しうる

枠組みを構築していくことは重要である。  

日本政府は、 2020 年 1 月に策定した「革新的環境イノベーション戦略」 1 )において、

エネルギー・環境分野において革新的なイノベーションを創出し、社会実装可能なコ

ストを実現し、温室効果ガスの国内での大幅削減とともに世界全体での排出削減に貢

献することを表明した。また、イノベーション・アクションプランにおいて 2050 年ま

での確立を目指す革新的技術領域を定めるとともに、推進を実行する司令塔としてグ

リーンイノベーション戦略推進会議を設置することとし、7 月に発足した。脱炭素社会

に不可欠なイノベーションのあり方が議論され、次期エネルギー基本計画にも情報を

提供することとされている。このような中、菅総理自らが日本の排出削減目標として

2050 年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを 10 月に宣言した。12

月に発表された「 2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」2 )では、2050

年カーボンニュートラルへの挑戦を、産業構造や経済社会の変革を通じた成長の機会

と捉え、「経済と環境の好循環」を作っていく産業政策がグリーン成長戦略であるとし

ている。また、政府の役割としては、革新的なイノベーションの推進に向け、大胆な

投資を行いイノベーションを起こすといった民間企業の挑戦を全力で応援する、具体

的な見通しを示し高い目標を掲げて民間企業が挑戦しやすい環境を作ることにあると

述べている。  

本事業では、気候変動リスクマネジメントにおけるイノベーションの役割について

検討をしてきており、これまで汎用技術の役割の検証とあり方、 ESG 投資やグリーン

ファイナンス分析の動向について専門家を交えて議論、分析してきた。また、イノベ
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ーションを誘発しうる政策や社会経済環境についても、様々な事例を基に検証を進め

てきた。日本のネットゼロ排出達成目標が 2050 年となり、革新的イノベーションの更

なる加速と確実な社会実装が求められる中、経済効率的に排出削減を実現しうるイノ

ベーションを促進する枠組みが重要となる。  

このような認識の下、本節では日本におけるイノベーション促進に係わる最近の政

策、制度と課題を整理した。  

 

2.3.1 日本政府による気候変動関連のイノベーション創出に向けた取り組み  

政府がこれまでに実施した研究開発プログラムとしては、最先端研究開発支援プロ

グラム（ FIRST）、革新的研究開発推進プロジェクト（ ImPACT）、戦略的イノベーショ

ン創造プログラム（ SIP）などがある。 2018 年には「ムーンショット型研究開発制度」

が創設されている。ここでは 2050 年までに達成すべき 6 つの目標を策定し、そのうち、

目標 4 は「地球環境再生に向けた持続可能な資源循環を実現」とされている。研究開

発プロジェクトとして温室効果ガスを回収、資源転換、無害化する技術の開発が推進

されていくとされている。  

政府戦略においても、環境関連技術でイノベーションの確立が望まれる分野が明記

され、投資促進や需要創出などに向けた支援体制も示されている。革新的環境イノベ

ーション戦略ではイノベーション・アクションプランにおける重点領域として非化石

エネルギー、エネルギーネットワーク、水素、カーボンリサイクル・CCUS、ゼロエミ

農林水産業の 5 領域が明示されている（図  2 .3.1-1）。また有望技術の支援強化にあた

ってはムーンショット型研究開発制度を活用することとされている。  

 

 

図  2.3.1-1 イノベーション・アクションプランの重点領域 1 )  
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グリーン成長戦略においては、 2050 年カーボンニュートラルを実現するうえで不可

欠な重点産業 14 分野（図  2 .3.1-2）を特定し、年限を明確化した目標、研究開発・実

証、規制改革・標準化などの制度整備、国際連携などを盛り込んだ実行計画を策定し

ている。  

 

 
図  2.3.1-2 グリーン成長戦略における重要産業分野 2 )  

 
政策ツールとしては、予算、税制、金融、規制改革・標準化の推進などにより需要

創出と価格低減を促進する狙いである。予算については NEDO に 10 年間で 2 兆円の基

金を造成し、これを呼び水として民間企業の研究開発・設備投資を誘発する狙いであ

る。税制では投資促進税制の創設、研究開発税制の拡充などが行われる。金融面にお

いては、イノベーション・ファイナンス関連としてゼロエミ・チャレンジ（革新的環

境イノベーションに取り組む企業の明示化）、グリーン投資促進ファンドなどのリスク

マネー支援、TCFD を通じた情報開示、ESG 資金の取り込み、カーボンニュートラルに

向けたファイナンスシステムの整備などが推進される。規制改革・標準化においては

水素、洋上風力、自動車・蓄電池などの需要創出、拡大を図るための規制緩和と強化、

イノベーション及び投資促進につながる市場メカニズムの導入検討を行うとしてい

る。  

このように、重要分野を明らかにしたうえで政策や制度による支援を実行していく

ことは、技術開発や投資を決定、推進する際のシグナルとなり革新的イノベーション

に資すると考えられる。一方、将来の不確実性とイノベーションの長期性を考慮した

とき、研究開発が安定的に行われていく社会基盤も重要であるし、さらにイノベーシ

ョンの社会実装まで見たときに企業が必要とする要素は何かを企業の視点で考え、柔

軟に取り入れていくことは重要である。  

以下に、企業によるイノベーションの研究事例を基に、望ましい制度の在り方につ

いて議論する。  
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2.3.2 企業のイノベーションを考える上でのポイント：日米企業の比較を踏まえて  

従来の官主導による産業政策だけでなく、民間企業の視点からイノベーションの方

向性や戦略性について理解を深めるため、経営学の気鋭の研究者との意見交換を通じ、

今後の日本のイノベーションを考える上でのポイントを調査した。  

•  日本の大企業は、創業からの年数を年齢に例えると、13 歳から 14 歳の頃が稼ぐ

力のピークを迎え、以降は減少していく傾向にある。アメリカの場合、そのピ

ークは 50 歳くらいであり、その後も多少は減少するものの高い収益性を保つ傾

向にある。このような違いが日米でなぜ生まれるのかがポイントとなる。  
•  答えの 1 つとしてガバナンスの違いがある。日本の場合、株式を会社同士で持

ち合っていたため、株主からの収益追求へのプレッシャーが低かったが、アメ

リカの場合は収益を上げ高い ROE をあげていかなければならない環境にある。  

•  他の答えとして、雇用に関する考え方が挙げられる。日本では従業員の整理解

雇をしにくいので不採算ビジネスであっても整理をできず、長期的に継続する

傾向が強い。一方でアメリカでは整理解雇をしやすいため、競争力がなくなっ

た部門を整理しやすいことも大きな要因となっている。  

•  今後の企業のイノベーションを考える上で、労働市場の流動性を高めることが

重要である。これができないと企業の収益性の回復は難しく、イノベーション

も出にくいこととなる。しかしながら、現在のまま単に流動性を上げる（整理

解雇を積極的に実施）と、基盤的な技術開発の水準が落ちてしまうことや、経

済格差が広がることで社会全体の不安定化にもつながってしまう。  
•  これからのグリーン・イノベーションにとって重要なことは新規企業の参入で

ある。破壊型のイノベーションは新規参入が起こることによって始まるもので

あり、新規参入がしやすい政策が必要である。アメリカでの自動車業界の事例

からも、CO2 排出量を減らす規制をかけると、ビッグ３といった伝統的な企業

は反対したが、ホンダなどの日本企業が参入した結果、新しい高性能なエンジ

ンができてきた。このように新規参入ができるような産業政策をとることが重

要である。  

•  日本はどこに参入してもらうのがよいか考えると、企業の視点では、自社に強

みがある領域の補完部分が重要である。つまり自社の強みを磨いていくだけで

はなく、むしろボトルネックであった部分を伸ばすことで顧客が享受する価値

が高まることになる。その手法としてオープンイノベーションが考えられる。  

•  オープンイノベーションの成功事例として、GE によるジェットエンジンのブラ

ケットの開発を挙げる。この開発は、機体の軽量化につながり、燃費が向上す

ることからできるだけ軽くしたいとの一方、さまざまな圧力がかかることから

ジェットエンジンを支えるだけの高い強度が必要との相反する課題があり、大

変難しい。そこで GE では圧力などのデータを公開し、新しいブラケットの設計

を世界中に広く募ったところ、インドネシアの若いエンジニアが最も優れたデ

ザインに選ばれた。  
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•  ブラケットなどの設計がボトルネックとならないよう、設計などをオープンに

公開することで、参入障壁を下げたことで、優秀なデザインを獲得し、結果的

に顧客価値の向上につながったことがわかる。  

•  この例から示唆として得られることは、日本でも政策としてやらなければなら

ないことは、グリーン・イノベーションで他に負けないテクノロジーを考え、

その補完財の部分において参入障壁を下げるべきである。そのことが日本の企

業競争力の向上に資することとなる。  

•  日本でなかなかオープンイノベーションがうまくいかないというのは、日本の

企業や製造業はサプライヤーを一緒に育てるビジネスモデルであったことも一

因である。  

•  トヨタが水素関連の特許の公開を行ったことはまさにこのような補完財の部分

での戦略にたっている。自社が特許で保護されている技術の使用を無料にする

ことで、新規参入者を補完財に呼び込むことができることを狙っているもので

ある。  
•  アメリカの SBIR（中小事業技術革新制度）などのスタートアップを狙って、既

存の大企業が強みを持っている補完の部分でビジネスを行うと、日本の収益性

も高まる。日本だけで試行錯誤をしていても難しいこともあり、アメリカの制

度を利用するよう戦略的に動くことが必要である。  

•  いろいろなところに使える技術（蒸気機関とか AI 等）を生み出せるかどうかは

社会にとって重要なものである。社会の生産性を挙げるような技術としての

Genearal  Purpose Technology（GPT）はある程度のレベルになると、研究者はア

プリケーションの開発に移りたがる。AI 研究者もアプリ開発側に引き抜かれて

いく。労働市場の流動性が高いとスピンアウトが多くなり、基盤技術開発から

アプリケーション側への移行が前倒しとなると、累積的な技術開発水準が落ち

てしまう理由はここにある。日本の場合は労働市場の流動性が低かったので、

大企業においてはスピンアウトがなく、既存企業による累積的な研究開発がで

きた。アメリカは国防予算が下支えしてきたが、日本のそれは少ないので、下

支えがないまま流動性を高めてしまうと GPT が磨かれる素地がなくなってしま

う。  

 

グリーン・イノベーション戦略との関係では、再生エネルギー技術の普及促進政策

として、国産技術化の推進など自前主義にこだわることのリスクは大きいと考える。

政策的にも既存大企業に加え、その周辺の補完分野でのオープンイノベーションなど、

参入がしやすい制度づくりが重要である。  

 

2.3.3 日本企業によるイノベーション戦略の事例研究と課題の考察  

長期温暖化目標の達成とグリーン成長の同時実現に向けては、社会基盤において多

種かつ広範囲にわたるイノベーション実現が必要である。イノベーションを効率的に

引き起こし社会システムに実装していくには、過去のイノベーション成功事例の分析
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に基づき望ましい環境醸成や制度整備への示唆としていくことが重要である。一方で

イノベーションは都度の刺激策により短期に実現しうるものではなく、その基礎とな

る技術まで遡れば長期にわたる開発プロセスを経てやっと社会に貢献しうる姿に結実

する。このような長期イノベーションは長い歴史をもつ大企業により引き起こされ得

る一方、基盤技術を土台としながら新しい技術、事業領域に挑戦するスタートアップ

企業により破壊的イノベーションが引き起こされるケースも見られる。これらの様々

なイノベーションが引き起こされたメカニズムを事例に基づき検証、分析していくこ

とは、イノベーション政策立案に有用な情報をもたらすと考えられる。そこで、イノ

ベーションの長期メカニズム研究で実績のある研究者による分析事例を調査し、望ま

しい制度の在り方について議論を行った。  

 

•  イノベーション活動はそもそも逸脱活動である。イノベーションを興すには多

くの資源が必要となるが、不確実性のリスクを有すること、説明責任など合理

的行動が求められる。高い不確実性の下で、合理性を求める組織の中でイノベ

ーション活動を推進していくための方策の調査、分析は重要である。  

•  大企業によるイノベーションの長期メカニズムの事例として、海水淡水化に用

いられる逆浸透膜の長期開発がある。東レ、日東電工、東洋紡の 3 社がそれぞ

れ半世紀かけて結実させた技術であり、降水量が多く水が豊かな日本という国

において、企業が様々な不確実性に直面しながらも長期にわたって開発を続け

ることができた結果である。不確実性を技術、顧客、競争、組織・社会の 4 タ

イプに分類し、各社の開発経路を調査、分析した。  

•  東レは海水淡水化を明確な目的としていた。海水淡水化に向けた道のりを検討

し、早期事業化と事業拡大期で異なる技術を使うことを決定し 2 つの技術の並

行開発を行った。日東電工は全社での収益圧力の中、新規事業の一環として膜

ビジネスを検討しており、その一つに逆浸透膜があった。当初は事業の方向性

は明確でなく、開発品を様々な客先に展開し用途を検討した結果、延長線上に

海水淡水化があった。東洋紡は紡糸技術を転用した多角化事業を志向しており、

海水淡水化は視野に入っていたがなかなか事業化に至らず厳しい状況に陥っ

た。同じ事業セグメントの他商品の好調に助けられ、目立たない位置で膜事業

として存続することができ、事業化に結び付いた。  

•  利益率の面では、東レ、日東電工は全社平均と比較すると厳しい状況である。

両社が採用するポリアミド系平膜型技術は業界のデファクトスタンダードであ

るため、更新需要を得る間口は広いものの価格競争にさらされる。東洋紡のみ

酢酸セルロース系の中空糸膜型を採用しており、更新時に競合はなく利益率は

良い。  

•  社会課題解決型のイノベーションのように収益が見えづらいタイプのイノベー

ション活動を推進していくには、超長期の開発力をどう維持するかが鍵である。

3 社の事例分析からは、各社の価値観、文化に沿った開発正当化が事業化につな

がったと言える。経営トップの力量も影響を持つ。また息の長いイノベーショ

ンであるがゆえに、早期からビジネスモデルを考えることが重要である。  
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•  温暖化対策と競争優位性構築の成功事例としてダイキン工業の取り組みが参照

できる。環境規制がなかった当時の中国において、地元大手メーカーと組み自

社のコア技術のうちインバーター技術を供与して、中国で厳しい環境規制が導

入された際に市場優位性を獲得した。ただしこれは圧倒的な技術優位性を保有

していることが前提となる。  

•  スタートアップによるイノベーションは、開業率の低さが日本は問題であり米

国、英国が 9～ 14％程度で推移しているのに対し日本は 6％未満である。労働市

場の流動性の低さが原因である。このような環境の中、起業家たちが、大企業

のような資源を持たない中イノベーションを進めてきているこれまでの事例で

は、創業経営者が長期一貫した理念で取り組むこと、資金面での支援や人材紹

介など有力プレイヤーの支援が重要であることが示唆される。大企業 OB 人材に

よる支援は日本特有のメカニズムと言える。大企業によるスタートアップ支援

は企業側にも有益であり促進すべきである。起業における課題としては、日本

は米国と比較すると様々な情報が起業者に入ってくる環境になく、改善すべき

点である。また起業の仕組みとして、金融機関から資金を得て起業後に倒産す

ると、ほぼ二度と復活できない風土が日本にはあり、社会でどう認めていくか

が課題である。  

•  補助金に関して、用途を限定した補助の在り方はイノベーションを停滞させる

可能性がある。逆浸透膜や脱塩技術は海水淡水化のみが用途ではなく、幅広い

用途に共通で利用され得る技術であり、幅広く技術のみに支援がなされた。そ

の後、様々な用途を検討するプロセスで技術が発達していった。  

•  温暖化対策で、政府は内閣府、SIP、ムーンショットなどの制度を通して多くの

予算を拠出している。やむを得ない点ではあるが公費による補助金は合理性を

求められ、説明責任が多くイノベーションが進まない可能性が示唆されるが更

なる分析を要する。一方、国が認めた企業、プロジェクトなどは、信用を得る

という点では投資家に対し重要なシグナルとなる。  

 

2.3.4 まとめ  

世界がカーボンニュートラルと経済成長の同時達成を目指す中で、気候変動による

多様な不確実性の評価を行うとともにイノベーションを広範に引き起こしうる政策、

制度を検討し導入していくことは重要である。日本においても 2050 年ネットゼロ排出

目標が宣言され、経済と環境の好循環を創出していくとされたことにより、革新的か

つ非連続のイノベーション創出の加速がさらに強く求められることとなった。グリー

ン技術が経済効率的に社会システムに実装され、排出削減目標とグリーン成長の同時

達成を実現するには、国全体として研究開発活動や投資活動が安定的に行われうるよ

うな政策や制度の実行が望まれる。企業の事例研究を基にした議論を通して、企業が

イノベーション活動を効果的に推進していくにあたり重要であると示唆される項目を

以下にまとめる。  
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•  イノベーションを興すのに必要な超長期の研究開発活動を維持しうる基盤の整

備。日本における累積的な技術開発水準の維持にも有用  

•  早期の段階から事業モデルを検討することは重要であるものの、最終的なアウ

トプットを限定しないイノベーション活動を認め、補助金や投資の付与におい

て柔軟性を持たせる  

•  コア技術を持つ企業同士による補完型の事業活動を形成するプラットフォーム

作り  

•  新規企業の参入、敗者復活を容易にする仕組み作り。規制強化などもプレイヤ

ーを変える機会となる。技術開発水準を維持しつつ労働の流動性の向上を図る  

•  大企業を含む広範な出資者による支援と関与  

•  国による戦略の方向性のシグナルや、制度や企業に対する認証の提示  

経済と環境の双方に資するイノベーションがより効率的に引き起こされる仕組みづ

くりに向けて、これらを考慮した研究開発支援制度としていくとともに、制度の事後

評価と改善を行っていくことは引き続き重要である。  
 

参考文献（第 2.3 節に関するもの）  

1) 統合イノベーション戦略推進会議、革新的環境イノベーション戦略 (2020) 

https://www8.cao.go.jp/cstp/siryo/haihui048/siryo6-2.pdf 

2) 2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略（2020） 

3) https://www.meti.go.jp/press/2020/12/20201225012/20201225012-1.pdf 
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第3章  グリーン成長の限界と機会 

CO2 排出削減は重要であるが、その排出削減は経済成長に負の影響を及ぼす恐れがあ

り、それによって世界の CO 2 排出削減への取り組みは大きく進んでこなかったと言え

る。経済成長と CO2 排出削減が両立（グリーン成長）することが重要である。  

そのような中で、近年、先進国の一部では、GDP は上昇しているものの、CO2 排出

量は減少しており、世界全体でも GDP は成長しているものの、CO2 排出量は 2013～ 16

年にかけてほぼ横ばいではあった。しかし、 2016 年以降の世界排出量は再び増加に転

じた（図  3.1.1-1 を参照）。また、 2020 年は COVID-19 の影響によって、世界排出量は

大幅に低下したと見られている。しかし、これも大幅な GDP の低下と合わさって排出

量が低下したものであり、経済成長と CO2 排出削減が両立しているわけではない。  

政府は「 2050 年カーボンニュートラル」を目指すと宣言し、2020 年 12 月には、「 2050

年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を策定した。そこでは、産業構造

や社会経済の変革をもたらし、次なる大きな成長に繋げて、「経済と環境の好循環」を

作っていく産業政策  ＝  グリーン成長戦略  を実現していくとした。また、新しい時

代をリードしていくチャンスの中、大胆な投資をし、イノベーションを起こすといっ

た民間企業の前向きな挑戦を、全力で応援していくことが政府の役割としている。し

かし当然ではあるが、政府の支援も排出削減コストの負担ということであり、大きな

費用負担は、成長の阻害要因となり、そのグリーン成長実現の道筋が明確となってい

るわけではない。  
本章では、これらの状況について最新のデータも踏まえながら分析、評価を行った。

3.1 節でグリーン成長の概括を行った後に、 3.2 節において、エネルギー価格変動に対

する日本経済の耐性評価を行った。3.3 節では、日本における間接的な電力輸入の測定

を行った。これは 2019 年度の本事業で実施した消費ベース CO2 排出量にも関連が深い

内容である。 3.4 節では、足元の日本の産業界の排出削減の取り組み状況を分析した。

3.5 節では世界および日本における再生可能エネルギー導入状況、系統対策を中心とし

た対策の取り組みの動向、そして課題について調査、整理を行った。3.6 節では電力自

由化の政策動向を記載しつつ、温暖化対策を進めるにあたっての課題についてまとめ

た。さらに 3.7 節では、グリーンファイナンスの動向と定量分析例の整理を行った。ま

た、 3.8 節では、 FIT 等の政策によって費用負担も増大してきているが、それに伴う負

担の偏りの状況について調査を行った。  

 
3.1 グリーン成長の限界と機会―理論と観測  

3.1.1 デカップリング・カップリングに関する状況  

本節では、世界における GDP と CO2 排出量もしくはエネルギー消費量とのデカップ

リング（GDP は成長しているが、CO 2 排出量は減少）の現状について記載する。  
まず、図  3 .1.1-1 に、1971～ 2018 年の間の世界の GDP とエネルギー起源 CO 2 排出量

との関係を示す。 2013～ 2016 年にかけては、世界の CO2 排出量は横ばい傾向にあった
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3.1.2 CO2 排出量と GDP の連関に関する分析  

(1)  背景および分析手法  

デカップリングに関する議論は主に欧米にて行われているが、欧米は産業構造の変

化、エネルギー集約的な財の輸入増大も進展している。そのため、地域によって GHG

排出と GDP 成長の関係は異なることが予想される。また、よりマクロにグローバルな

視点から見て、世界の GHG 排出総量と世界の GDP の連関について過去の実態がどの

ように推移したのかについて定量的に把握することは、今後のデカップリングの可能

性を探る上で重要と考えられる。  

以上の問題意識に基づき、本節では 2000 年～ 2018 年のエネルギー起源 CO 2 排出量と

GDP 成長 の 関 係に つい て、 次の (3 .1.2-1)式 およ び (3.1.2-2)式 を用 いて 分析 を 行う 。

(3.1.2-1)式は地域別の関係式、(3 .1 .2-2)式は世界合計に着目したマクロな関係式である。

両式は、CO2 排出量と強い関係を持つ粗鋼生産量、セメント生産量、発電向け石炭消費

量を明示的に区分し、これら以外の CO2 排出量と GDP の関係を見出そうとすることを

意図している。係数 a i ,  bi ,  c を所与とすることで、単回帰式となり di を推定できる。 di

が正であれば GDP と CO2 排出量はリンク（カップリング）しており、 di が正でなけれ

ば GDP と CO2 排出量はリンクしていない（デカップリングしている）と解釈する。  

 

時点 𝑡𝑡 における地域 𝑖𝑖 のエネ起 CO2排出量 = 𝑎𝑎𝑖𝑖 × 地域 𝑖𝑖の粗鋼生産量 𝑡𝑡 

+𝑏𝑏𝑖𝑖 × 地域 𝑖𝑖のセメント生産量 𝑡𝑡 + 𝑐𝑐 × 地域 𝑖𝑖の発電向け石炭消費量 𝑡𝑡 

+𝑑𝑑𝑖𝑖 × 地域 𝑖𝑖の GDP(PPP,実質 ) 𝑡𝑡 + 𝑒𝑒𝑖𝑖 
 

(3.1.2-1)  

時点 𝑡𝑡 における世界のエネ起 CO2排出量 = 𝑎𝑎 × 世界の粗鋼生産量 𝑡𝑡 

+𝑏𝑏 × 世界のセメント生産量 𝑡𝑡 + 𝑐𝑐 × 世界の発電向け石炭消費量 𝑡𝑡 

+𝑑𝑑 × 世界の GDP(PPP,実質 ) 𝑡𝑡 + 𝑒𝑒 

(3.1.2-2)  

 

なお、粗鋼当たりの CO2 排出を意味する係数 ai さらにセメント当たりの CO2 排出を

意味する係数 bi について、年次と共に若干変化しているが、本分析では簡素化のため、

ai、 bi について（地域差異は設けるものの）年次によらず一定とする。  
 

(2)  分析結果  

入力データは次の通り設定した。エネルギー起源 CO 2 排出量は IEA 1 )、粗鋼生産量は

worldsteel2 )、セメント生産量は主に USGS3 )、発電向け石炭消費量は IEA 4 )、GDP(PPP, 実

質 )は World Bank5 )をそれぞれ参照した。なお、ここでの発電とは自家発電や CHP を含

む。係数 ai ,  b i ,は Oda et al . 6 )等に基づき表  3.1.2-1 の通りとした。係数 c は IEA デフォ
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ルト値の 3.96tCO2/toe を参照した。なお、本分析では欧州として英国を含む EU-28 を

参照した。  
結果を表  3.1.2-2 に示す。GDP(PPP, 2017 年実質 )当たりの CO2 排出量の係数 di は本

分析の地域区分において何れも有意水準 1%にて統計的に有意である。日米欧を除き何

れの地域も d i は正であり、これは GDP と（粗鋼生産量、セメント生産量、発電向け石

炭消費量の影響を除く）CO2 排出量が連動（カップリング）していることを意味してい

る。マクロで見た世界の結果についても同様である。日米欧の di は負であり、 2000 年

～ 2018 年において GDP 成長と CO2 排出低減が同時に進んだことを意味する。この点に

着目すれば GDP が成長するほど CO2 排出量が低下したとも解釈でき、デカップリング

の議論に大きな影響を与えたと考察できる。他方、産業構造の変化、エネルギー集約

的な財の輸入増大も日米欧において進んでおり、かつ世界計の結果からもカップリン

グ状態であるのが明らか（世界計における di が正）であるため留意が必要である。  

 

表  3.1.2-1 係数の想定値（時点によらず一定）  

 
ai：粗鋼当たりの CO 2 排出量  

( tCO2/t 粗鋼 )  
bi：セメント当たりの CO2 排出量  

( tCO2/t セメント )  

中国  2.6  0.40 

インド  2.6  0.37 

日米欧  1.5  0.35 

その他の地域  2.2  0.40 

世界  2.3  0.39 

 

表  3.1.2-2 単回帰の結果  

 
di：GDP(PPP,  2017 年実質 )当たりの CO2 排出量  

( tCO2/106 in ternat ional  $))  

 推定値  t 値  

中国  29.3** 3.0  

インド  75.3** 18.6  

日米欧  -64.2** -4.9  

その他の地域  118.1** 36.9  

世界  60.6** 13.7  

補足 :*有意水準 5%で有意、 **有意水準 1%で有意  
 

(3)  まとめと今後の課題  

本節は 2000 年～ 2018 年におけるエネルギー起源 CO2 排出量と GDP 成長の関係につ

いて中国、インド、日米欧、その他地域、世界計それぞれについて簡易な回帰式を導

入し分析を行った。そこでは（GDP との連関はそれほど強くないものの）CO2 排出量

に直結する粗鋼生産量、セメント生産量、発電向け石炭消費量を明示的に考慮した。

その結果、日米欧を除く何れの地域も GDP と（粗鋼生産量、セメント生産量、発電向
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け石炭消費量の影響を除く）CO2 排出量が連動（カップリング）している結果を得た。

日米欧は GDP と CO2 排出量がデカップリングしている結果を得たが、世界計で見れば

連動（カップリング）しているとの結果を得た。すなわち、日米欧の状況が世界全体

で進行しているとは言い難い点に留意が必要と言える。  

本節で実施した分析はごく簡易な手法に基づいており、電力需要やガス火力の効率

向上、再エネ普及、冷暖房エネルギー需要、運輸部門や（鉄鋼、セメントを除く）産

業部門のエネルギー需要、さらには国際貿易（素材や自動車・機械等）を明示的に考

慮していない。このような詳細分析を進めることは今後の課題の一つである。  
 

参考文献（第 3.1.2 節に関するもの）  

1) IEA: CO2 Emissions from Fuel Combustion 2020 (2020) 

2) worldsteel: Steel Statistical Yearbook 2020, Concise version (2020) 

3) USGS, Cement Statistics and Information (各年) 

https://www.usgs.gov/centers/nmic/cement-statistics-and-information, (accessed 2021-02-23) 
4) IEA: World Energy Balances 2020 (2020) 

5) World Bank: World Development Indicators, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.KD, 

(accessed 2021-02-25) 

6) Oda, J., Akimoto, K., Tomoda, T., Nagashima, M., Wada, K., Sano, F.: International Comparisons of Energy 

Efficiency in Power, Steel, and Cement Industries, Energy Policy, Vol. 44, pp.118-129 (2012) 

 

3.1.3 デカップリング・グリーン成長の定性的理解  

デカップリングやグリーン成長の定性的理解については、平成 30 年報告書 1 )に記載

したが、ここで改めて記載しておく。なお、「グリーン成長」、「デカップリング」とは、

GDP は上昇するが、一次エネルギー消費量もしくは CO2 排出量そのものが減少する傾

向を指すこととする。  
表  3 .1.3-1 にグリーン成長の機会について類型化して整理を行った。基本的には世界

全体で排出削減努力が高度に協調されることが必要である。例えば、環境外部費用を

内部化することは短期では投資の増大で GDP が上昇するかもしれないが、中期では資

本生産性の悪化によって GDP は低下する可能性がある。一方、環境費用の内部化は長

期で見れば温暖化影響被害を低下させることでトータルで GDP を増大させる可能性が

あり、グリーン成長につながる可能性がある。しかしながら、温暖化影響被害費用は

大きな不確実性が存在し、どの程度の炭素価格を内部化すれば良いかが不透明であり、

最適値を超えた内部化は長期でも経済を悪化させてしまう。また、仮に高い炭素価格

が真の値だったとしても、それが不透明な中では炭素価格の国際的な協調は実際には

困難と考えられる。  
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3.2 エネルギー価格変動に対する経済耐性の評価  

3.2.1 はじめに  

エネルギー安全保障の分析上の課題は、化石燃料の供給障害などによる価格高騰リ

スクの評価と、それによる経済的な影響評価の二つの側面へと分離できる 1。第一の課

題においては、中東情勢の緊迫化によるリスク増大を指摘する声は近年高まっている

2。その背景には、米国でのシェール革命（ shale revolut ion）がある。OPEC やロシア

は、米国シェール企業を撤退へと追い込むため、原油価格を非常に安価な水準へと誘

導するよう協調的な増産をおこなってきた。しかし、肉を切らせて骨を断つ戦略は、

米国の石油生産をわずかに縮小させるだけに終わった 3。もはや米国は天然ガスの輸出

国となり、米国エネルギー情報局によれば 2029 年には石油でも純輸出国へと転換しう

るという（EIA, 2018）。Royal（ 2018）は、米国でのシェール革命による経済的自由の

獲得を歓迎しながらも、同時に中東地域の秩序維持への関心の低下により生じる地政

学的な反作用に注視すべきとしている。 2020 年の COVID-19 によるパンデミックは需

要激減と原油価格の暴落を導いたが、中東地域における構造的な問題はくすぶってい

るとみるべきだろう。  

エネルギー安全保障における第二の課題に対しては、エネルギー価格高騰に対する

経済としての耐性が分析されてきている。第一次オイルショック後、日本経済は原油

価格高騰に対する耐性を大きく改善してきた。それは 2000 年代半ばに直面した原油高

という自然の手による実験によっても、オイルショック時に比して日本経済への影響

は相対的に軽微となることが確認されている。当時の『エネルギー白書  2007』（資源

エネルギー庁  2008）は、長期時系列産業連関表による価格波及モデル分析に基づき、

石油代替エネルギーへの転換や省エネの進行によって、日本経済では原油高に対する

耐性が強化したと評価している 4。しかし近年、こうした耐性に対する懸念は世界的に

高まっている。  
欧州委員会による報告書（European Commission,  2014）では、 1995–2009 年を測定期

間として、その期間には世界的に実質単位エネルギーコスト（ real  uni t  energy cost :  

 
1  本節は野村（ 2019）に基づくが、2020 年度 ALPS III 第 2 回「地球温暖化対策国際戦略技

術委員会」（ 11 月 26 日）の議論に基づき改訂されたものである。  
2  豊田正和「危機に備え自給率を高める必要がある」 SankeiBiz（ 2019 年 7 月 25 日）は、

日量 1000 万バーレル（世界の石油需要の 1 割ほど）もの原油供給が途絶する事象が生じう

る危機感を持つべきと警鐘を鳴らしている。  
3  Lack（ 2018）はこうした試みはむしろ米国シェール企業におけるさまざまなイノベーシ

ョンを誘発し、価格競争力の改善をもたらしてきたと指摘する。OPEC は 2016 年 9 月には

当初の狙いを断念し、原油価格は再び上昇に向かっている。  
4  「エネルギー白書  2007」での分析は原油のみを評価している。最終エネルギー全体を含

んで捉えれば、産業連関モデルによる波及効果を考慮した上でのマクロ的に集計された影

響は、本節での RUEC の時系列比較（図  3 .2 .4-1）とおおむね整合する。  
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RUEC）における緩やかな上昇傾向が見いだされることを指摘している。後述（ 3.2.2

節）するように、RUEC は生産する付加価値額に占める名目エネルギーコストのシェア

であり、エネルギー価格高騰による経済体系への影響の度合いを総合的に評価する指

標となる。世界的に見いだされる RUEC の上昇は、実質エネルギー価格の上昇がエネ

ルギー生産性の改善（ energy productivity improvement:  EPI）を上回り、価格高騰に対す

る経済としての耐性が脆弱化していることを意味している。同報告書によれば、欧州

（EU27）の製造業では、この期間において年率 4.5%ものスピードで RUEC が上昇した。

欧州製造業における EPI は同期間において年率 1.5%で改善しているものの、それは実

質エネルギー価格の上昇率（年率 6.1%）を相殺するにはまったく不十分であった。欧

州委員会は、エネルギー価格変動に対する脆弱性の増大に対して警笛を鳴らしている。 

同様な傾向は日米両国にもみられる。同報告書（ European Commission,  2014）によれ

ば、米国製造業では 2009 年ほどからはシェール革命による価格低下の恩恵が出始める

ものの、観察期間（ 1995–2009 年）の実質エネルギー価格としての上昇率では年率 7.4%

となるなど、むしろ欧州をも上回っている。しかしながら米国では相対的に高い EPI
（年率 2.5%）により、RUEC の上昇率は 4.7%と、欧州と同レベルまで抑制されている。

また日本の製造業は、同期間に年率 7.9%というより高い実質エネルギー価格の上昇に

直面するものの、EPI は欧米を下回る低水準（年率 1.1%）に留まり、高い RUEC の上

昇（年率 6.8%）を余儀なくされている。それは欧米に比して年率 2 ポイントほど上回

る水準であり、エネルギー価格高騰に対する耐性の脆弱化は日本においてより顕著で

ある。  
エネルギー安全保障上の二つの課題では、日本経済の抱えるリスクはその双方にお

いて増大している。3.2 節では、その第二の課題として、エネルギー価格変動に対する

経済の耐性についての分析をおこなう。脆弱性の評価指標としての RUEC は、その指

標自体の水準よりも、国際比較としての格差率や時系列比較による変化率など、相対

的な評価が重要である。 3.2.2 節では、RUEC や実質エネルギー価格に関する測定フレ

ームワークを整理する。 3.2.3 節では、日米比較の視点から 1955 年から 2015 年までの

長期にわたる生産要素の投入価格差と RUEC 格差を分析し、エネルギー投入を軸とし

た日本経済の構造的な課題を論じる。 2010 年代の測定値を含むことでは、米国でのシ

ェール革命による RUEC 低下の進行がより明確に観察され、近年の日米 RUEC 格差は

戦後 60 年間のピークに達するほど拡大していることが示される。  

3.2.4 節では日本経済における RUEC 上昇要因の分解をおこなう。3.2.2 節に示される

ように、RUEC の変化は、エネルギー生産性の変化と実質エネルギー価格の変化という、

大きく二つの要因へと分解される。エネルギー生産性という数量側の分析（ 3.3 節）に

対し、本節でのフォーカスは価格側の分析にある。エネルギー価格変化による影響評

価には、その名目価格によるよりも、実質価格による評価が望ましい。3.2.4 節 (2)項で

は、実質エネルギー価格として、集計産出価格に対する相対価格とともに、とくに資

本や労働といった他の生産要素との代替関係を想定して、エネルギーと資本・労働と

の相対価格としての変化へと分解する。 1990 年代半ば以降では、二度のオイルショッ

クを含む期間（ 1973–95 年）に比して、名目エネルギー価格の上昇率は 1/3 ほどに縮小

されたが、実質エネルギー価格の上昇率はむしろ高まっていることが見いだされる。  
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3.2.5 節では、一国経済における RUEC の変化における産業起因について分析する。

一般的な生産性勘定では、二次エネルギーへの転換のためのエネルギー消費が識別さ

れておらず、また高炉ガスや転炉ガス、自家蒸気など副産物の発生と投入の描写も不

十分であり、エネルギーの視点から十分な分析をおこなうことは困難である。 3.2.3 節

および 3.2.5 節での測定は、エネルギー投入構造の分析のために開発されたデータベー

スに基づいている 5。また、とくに一国経済と産業部門との完全な分解のため、家計も

ひとつの産業部門として内生的に扱われている 6。 3.2.6 節は結びとする。  

 

3.2.2 分析フレームワーク  

エネルギーコスト分析のため、一国経済における価格関数を以下のように想定する。 

 𝑃𝑃𝑋𝑋 = 𝑓𝑓(𝑃𝑃𝐾𝐾 ,𝑃𝑃𝐿𝐿,𝑃𝑃𝐸𝐸 ,𝑇𝑇).  (3.2.2-1)  

ここで 𝑃𝑃𝑋𝑋は、産業別産出量の t rans- log 指数によって定義される集計産出量から、イ

ンプリシットに定義される集計産出価格である 7。右辺の 𝑃𝑃𝐾𝐾、𝑃𝑃𝐿𝐿、𝑃𝑃𝐸𝐸はそれぞれ資本（𝐾𝐾）、

 
5  エネルギー消費表の概要は 3 .2.8 節補論 B を参照。  
6  一国全体の EPI を整合的に消費主体別寄与度へと分解する際のひとつの困難性は、家計

の取り扱いにある。エネルギー統計における国内の最終エネルギー消費は、経済統計では

大きく産業による中間消費と家計による最終消費とに分離される。ここでは家計も含めて

一国経済の整合的な描写をおこなうため、家計部門をひとつの産業部門として定義し、そ

のアウトプットを、家計の所有する住宅（含む土地）と耐久消費財の帰属サービス量、お

よびエネルギー消費量の集計値によって定義する。また家計所有住宅の使用料は国民経済

計算体系（ System of  Nat iona l  Accounts： SNA）において「帰属家賃」として古くから GDP

に加算されている概念である。それは不動産業にも格付けられるが、エネルギー分析用に

拡張された産業別生産性統計（ 3.2.8 節）では、帰属家賃を家計部門（家計サービス）に格

付けている。また家計所有耐久消費財の資本サービス価値はユーザーコスト・アプローチ

によって推計され、同部門の産出に加算されている  。たとえば家計所有の自家用車やテレ

ビ、エアコン、PC など、耐久消費財によってもたらされるサービスは住宅とともに家計に

よるサービス生産として定義される。家計部門で消費されるエネルギーは、基本的に住宅

や耐久消費財の利用に伴って消費されるものであり、エネルギー生産性は住宅や耐久消費

財機器のサービス量との関係として定義される。たとえば PC における消費電力の低下は

家計部門の EPI となり、住宅の断熱性能の改善はエネルギー消費を低下させながら生産さ

れるサービスの拡大でもあり EPI を実現していく。こうした家計部門の内生化によって、

測定される一国集計レベルの EPI は、（家計部門を含んで拡張された）産業部門ごとの EPI

へと完全に分解される。  
7  エネルギーコスト分析のため、ここでの産業別産出量は付加価値量とエネルギー投入量

から定義されている。  
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労働（ 𝐿𝐿）、エネルギー（𝐸𝐸）の品質調整済み集計投入価格であり 8、𝑇𝑇は技術状態を表す

指標である。一国経済では次の名目バランスが成立している。  

 𝑉𝑉𝑋𝑋(= 𝑃𝑃𝑋𝑋𝑋𝑋) = ∑ 𝑉𝑉𝜃𝜃𝜃𝜃 �= 𝑃𝑃𝜃𝜃𝜃𝜃�, (𝜃𝜃 = 𝐾𝐾𝐿𝐿𝐸𝐸) (3.2.2-2)  

𝑉𝑉𝜃𝜃は 𝜃𝜃を資本、労働、エネルギーとしたとき（ここでは KLE 投入要素と呼ぶ）、それ

ぞれの名目コストをまとめた表記である。KLE 名目コストのうち、ここではエネルギ

ーコスト（ 𝑉𝑉𝐸𝐸）におけるエネルギー投入の価格（ 𝑃𝑃𝐸𝐸）と消費量（ 𝐸𝐸）への分解について

定式化しよう。エネルギー・サービス量の測定量として、エネルギー種間の相対価格

により品質の相違を考慮した集計量を次のように定式化する。  

∆ln𝐸𝐸 = ∑ �̅�𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 ∆ln𝐸𝐸𝑓𝑓,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖 ,  (3.2.2-3)  

ここで 𝐸𝐸𝑓𝑓,𝑖𝑖𝑖𝑖はエネルギー種（ 𝑖𝑖）ごとの産業部門（ 𝑗𝑗）別の最終エネルギー消費量であ

り、 ∆は連続する二期間の差分として、 ∆ln𝐸𝐸𝑓𝑓,𝑖𝑖𝑖𝑖はそれぞれのエネルギー消費量の成長率

を示している。その成長率を最終エネルギー消費総額におけるエネルギー種別部門別

コストシェアの二期間平均値（ �̅�𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖）をウェイトとして集計している（∑ �̅�𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖 =1）。熱量

あたりの単価はエネルギー種ごとに異なる。𝑃𝑃𝐸𝐸は、𝑉𝑉𝐸𝐸と式 (3.2 .2-3)によって測定される

品質調整済みエネルギー投入量（ quali ty-adjusted energy input）である 𝐸𝐸により、インプ

リシットに定義される。  

こうした変数定義の もと、名目単位エネルギーコスト（ nominal  uni t energy cost :  

NUEC）は、一単位の生産量あたりの最終エネルギー消費コストとして次のように定義

される。  

𝑁𝑁𝑁𝑁𝐸𝐸𝑁𝑁 = 𝑉𝑉𝐸𝐸 𝑋𝑋⁄ . (3.2.2-4)  

式 (3.2.2-4)での名目単位エネルギーコスト（NUEC）を、集計産出価格（ 𝑃𝑃𝑋𝑋）によっ

てデフレートした指標は実質単位エネルギーコスト（ real  uni t energy cost :  RUEC）と呼

ばれている。RUEC は、経済システムとしてのエネルギー価格高騰への脆弱性を評価す

るために有効な集計指標である。  

𝑅𝑅𝑁𝑁𝐸𝐸𝑁𝑁 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐸𝐸𝑁𝑁 𝑃𝑃𝑋𝑋⁄ = 𝑉𝑉𝐸𝐸 𝑉𝑉𝑋𝑋⁄ . (3.2.2-5)  

式 (3.2 .2-5)のように、RUEC は名目産出額に占めるエネルギーコストの名目シェアと

しても解される。ここで一国経済のエネルギー生産性を、最終エネルギー消費量（一

次エネルギー換算値）あたりの産出量によって定義し、その成長率（ 𝜏𝜏）を  

 
8  長期時系列の分析における投入要素の品質統御のため、ここでの測定における資本投入

は、産業別に 142 の生産資産（ソフトウェア、R&D などを含む）、4 つの在庫資産、5 つの

土地資産、18 の耐久消費財サービス（家計部門用）として、全体として 169 の資産に基づ

く資本サービス価格からの集計値によっている。また労働投入については、産業別に性、4

つの学歴分類、 11 の年齢階層、 5 つの就業上の地位のクロス分類として、 440 の労働属性

分類に基づく労働サービス価格からの集計値として測定される。  
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𝜏𝜏 = ∆ln𝑋𝑋 − ∆ln𝐸𝐸𝑝𝑝,  (3.2.2-6)  

とする。また実質エネルギー価格（ real  energy price）の成長率（ 𝜋𝜋）を  

𝜋𝜋 = ∆ln𝑃𝑃𝐸𝐸 − ∆ln𝑃𝑃𝑋𝑋,  (3.2.2-7)  

として定義しよう。このもとで式 (3 .2.2-5)をあらためて、次のように表記する。  

∆ln𝑅𝑅𝑁𝑁𝐸𝐸𝑁𝑁 = 𝜋𝜋 − 𝜏𝜏 + ∆ln𝑞𝑞. (3.2.2-8)  

RUEC の変化率は、実質エネルギー価格変化（ 𝜋𝜋）、エネルギー生産性改善（ 𝜏𝜏）、そし

てエネルギー品質変化（ ∆ln𝑞𝑞）に分離される。ここで 𝑞𝑞は  

𝑞𝑞 = 𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑝𝑝⁄ ,  (3.2.2-9)  

として定義されており、最終エネルギー消費量（一次エネルギー換算値）（ 𝐸𝐸𝑝𝑝）あたり

の品質調整済みエネルギー投入量（ 𝐸𝐸）としての指数であり、エネルギーの品質変化を

評価する指標である 9。産業別の 𝐸𝐸𝑖𝑖は、 𝑗𝑗産業別に 𝑖𝑖エネルギー種間の品質の相違を考慮

したトランスログ指数により、次のように定義される。  

∆ln𝐸𝐸𝑖𝑖 = ∑ �̅�𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 ∆ln𝐸𝐸𝑓𝑓,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ,  (3.2.2-10)  

∆ln𝐸𝐸𝑓𝑓,𝑖𝑖𝑖𝑖は産業別エネルギー種別の最終エネルギー消費量の成長率であり、�̅�𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖は産業別

最終エネルギー消費額に占めるエネルギー種別コストシェアの二期間平均値である

（∑ �̅�𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =1）。熱量あたりの単価はエネルギー種ごとに異なる。トランスログ指数による

式 (3 .2.2-10)は、エネルギー種別の相対価格差がエネルギー投入量に対する寄与度の差

異である（エネルギーとしての質の相違を反映している）と仮定したもとで、そうし

た品質の相違を統御しながら集計されたエネルギー投入量の成長率を定義している。

それを品質調整済みエネルギー投入量（ quali ty-adjusted energy input）と呼ぼう。産業

別 𝐸𝐸𝑖𝑖から、マクロでの集計エネルギー投入量（ 𝐸𝐸）をトランスログ指数により定義する。 

∆ln𝐸𝐸 = ∑ 𝑤𝑤�𝑖𝑖𝐸𝐸 ∆ln𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 ,  (3.2.2-11)  

ここで𝑤𝑤�𝑖𝑖𝐸𝐸は、一国の最終エネルギー消費額に占める産業別シェアの二期間平均値で

ある（∑ 𝑤𝑤�𝑖𝑖𝐸𝐸𝑖𝑖 =1）。  

いま 𝜋𝜋が一定のもとでは、EPI（ 𝜏𝜏の改善）は RUEC を低下させ、エネルギー価格高騰

に対する耐性は強化される。他方、EPI は 𝜋𝜋の上昇によっても誘発され、その比率 𝜏𝜏 𝜋𝜋⁄ は

エネルギー生産性の価格弾性値である。𝜋𝜋上昇が RUEC を高める直接的な効果は、誘発

した 𝜏𝜏の改善分だけ緩和される。しかし、技術水準が一定のもとではその弾性値は逓減

し、こうした緩和効果は縮小していく。  

一国経済で定義されるエネルギー生産性である式 (3 .2 .2-6)の 𝜏𝜏には、各産業部門にお

ける省エネ投資などによる EPI に加えて、エネルギー多消費産業における生産の相対

的な拡大や縮小など、産業構造変化の影響も含まれてしまっている。式 (3 .2 .2-6)による

 
9  エネルギー品質に関する詳細は野村（ 2018）を参照されたい。  
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𝜏𝜏定義を、グロスのエネルギー生産性（ gross energy productivi ty）と呼ぼう。その成長

率（ 𝜏𝜏）は産業構造要因（ structural  change effect :  𝜎𝜎）、エネルギー品質要因（ energy qual i ty  
effect :  𝑞𝑞∗）、そして調整済みエネルギー生産性（ adjusted energy productivi ty）の変化率

（ 𝜏𝜏∗）へと分解される（野村 ,  2018）。  

𝜏𝜏 = ∆ln𝜎𝜎 + ∆ln𝑞𝑞∗ + 𝜏𝜏∗.  (3.2.2-12)  

ここで 𝜏𝜏∗は、エネルギー品質変化による要因（ 𝑞𝑞∗）や産業構造変化による要因（ 𝜎𝜎）
を考慮した上で測定される、調整済みのエネルギー生産性指標である。なおここでの 𝑞𝑞∗
と式 (3.2 .2-9)での品質指標 𝑞𝑞とは、集計ウェイトの相違によりわずかに乖離している。

式 (3.2 .2-8)に式 (3.2 .2-12)を代入して、  

∆ln𝑅𝑅𝑁𝑁𝐸𝐸𝑁𝑁 = 𝜋𝜋 − ∆ln𝜎𝜎 − 𝜏𝜏∗ + 𝜇𝜇,  (3.2.2-13)  

のように、RUEC の変化は実質エネルギー価格変化（右辺第一項）、産業構造変化（第

二項）、それを調整した上でのエネルギー生産性改善（第三項）へと分解される。エネ

ルギー多消費的な産業が拡大するような産業構造変化によっては、∆ln𝜎𝜎はマイナス値と

なり、RUEC を上昇させる。逆に経済におけるサービス化の進行など、エネルギー多消

費産業の相対的な縮小は一国経済の RUEC を低下させる。なお右辺第四項は、上記の

ウェイトの相違を反映したエネルギー品質の集計バイアス（ 𝜇𝜇）であり、  

𝜇𝜇 = ∆ln 𝑞𝑞 − ∆ln𝑞𝑞∗,  (3.2.2-14)  

として定義されている。3.2.4 節 (1)項では、式 (3.2 .2-13)に基づき日本経済における RUEC

の変化要因を分析する。  

式 (3.2 .2-13)の実質エネルギー価格（ 𝜋𝜋）における集計産出価格（ 𝑃𝑃𝑋𝑋）は、KLE 投入要

素の価格と技術水準に依存している。式 (3 .2.2-1)の集計価格関数において、規模に関す

る収穫一定と完全競争を仮定して、一国経済における TFP 成長率を t rans-log 指数によ

って定義する。  

𝜏𝜏𝑇𝑇 = � 𝑣𝑣�𝜃𝜃 ∆ln𝑃𝑃𝜃𝜃
𝜃𝜃

− ∆ln𝑃𝑃𝑋𝑋  (𝜃𝜃 = 𝐾𝐾𝐿𝐿𝐸𝐸). 
(3.2.2-15)  

ここで �̅�𝑣𝜃𝜃は KLE 投入要素それぞれの名目コストシェア（ 𝑉𝑉𝜃𝜃 𝑉𝑉𝑋𝑋⁄ ）の二期間平均値であ

る（ �̅�𝑣𝐾𝐾 + �̅�𝑣𝐿𝐿 + �̅�𝑣𝐸𝐸 =1.0）。式 (3.2.2-15)を式 (3 .2.2-7)へと代入して、式 (3 .2.2-13)における実

質エネルギー価格の成長率（ 𝜋𝜋）は次のように分解される。  

𝜋𝜋 = �̅�𝑣𝐾𝐾𝜋𝜋𝐾𝐾 + �̅�𝑣𝐿𝐿𝜋𝜋𝐿𝐿 + 𝜏𝜏𝑇𝑇.  (3.2.2-16)  

ここで 𝜋𝜋𝐾𝐾および 𝜋𝜋𝐿𝐿とは、それぞれ資本と労働サービスの投入価格を基準として実質

化されたエネルギー価格の変化率であり、  

𝜋𝜋𝐾𝐾 = ∆ln𝑃𝑃𝐸𝐸 − ∆ln𝑃𝑃𝐾𝐾 (3.2.2-17)  

および  
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𝜋𝜋𝐿𝐿 = ∆ln𝑃𝑃𝐸𝐸 − ∆ln𝑃𝑃𝐿𝐿 (3.2.2-18)  

として定義される。式 (3 .2.2-16)は実質エネルギー価格の変化率を、資本投入価格変化

による寄与（右辺第一項）、労働投入価格変化による寄与（第二項）、そして TFP によ

る寄与（第三項）の三つの要因へと分解している。3.2.4 節 (2)項では、式 (3.2 .2-16)に基

づき、日本経済における実質エネルギー価格の変化の構造について考察する。  

 

3.2.3 エネルギー価格およびコストの日米水準比較  

(1)  エネルギー投入価格  

本節では日米格差の視点から、エネルギー消費の価格差における戦後の両国経済に

おける長期傾向を観察しよう 1 0。もしエネルギー消費における内外価格差が存在せず、

国際市況としてのエネルギー価格の影響を両国が等しく受けるものであれば、エネル

ギー価格高騰による国際競争力への影響は基本的には中立である。しかし現実には日

米両国においてエネルギー消費における内外価格差が存在しており、それは（本節で

の考察のように）長期的に安定している。エネルギー価格高騰への耐性としての日本

経済の課題を評価するためには、エネルギー価格や RUEC における内外格差の分析が

必要である。  

またエネルギー消費における内外価格差が資本や労働といった他の生産要素におけ

る価格差と等しいならば、両国は KLE 投入要素に対して同じ相対価格体系に直面して

いることになる。もしエネルギー消費における内外価格差が大きく、その価格差は資

本サービス投入価格における格差を上回るものであれば、その経済は省エネ投資を増

加させ、よりエネルギー節約的な技術を採用するものとなろう。それはエネルギー消

費の価格差をすべて相殺はしないとしても、部分的に RUEC 格差を緩和させる効果を

持つ。しかし技術水準が一定で限界費用が逓増するもとでは、こうした緩和効果も徐々

に限定的なものとなろう。  

国際価格差の測定は、世界銀行など国際機関や各国統計局の参加のもと国際比較研

究プロジェクト（ in ternat ional comparison program: ICP）における購買力平価（ purchasing 

power parity : PPP）として構築されてきた（ Eurostat-OECD, 2012;  World Bank, 2014）。ICP

では、最終需要項目の商品別購入者価格差のデータを収集し、それに基づき一国集計

レベルでの GDP の PPP が構築されている。しかしそれは最終需要に限られていること

から、中間財はその対象ではなく、また付加価値項目における資本投入や労働投入に

おける価格差も推計の対象ではない。こうした問題を補うため、Nomura,  Miyagawa,  and 

 
1 0  3 .2 .3 節での日米比較は Jorgenson,  Nomura ,  and Samuels（ 2016）での測定に基づくもので

あり、エネルギー種別としての細分化の程度は両国において必ずしも統一されていない。

またエネルギー転換や最終消費に関する定義が日米の生産性統計では異なることから、日

米比較評価では（家計部門を除く）産業集計レベルでの測定としている。またここでの産

出は付加価値ベースによっており、エネルギーコストを加えている 3.2.4 節での日本経済

の分析とは異なっていることに留意されたい。  
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Samuels（ 2019）では日米国際産業連関表のフレームワークに基づきながら、産業の中

間消費における詳細な商品レベルでの日米価格差体系を測定している。また Jorgenson,  
Nomura,  and Samuels（ 2016）では、資本サービスと労働サービスの日米共通分類を構

築した上で、資本・労働投入における日米価格差を産業別に推計している。本節はこ

うした推計値に基づき、日米両国におけるエネルギー実質価格差と RUEC 格差を考察

する。  

一国集計指標としての KLE 投入要素の価格水準指数（ price  level index: PLI）として、

1955–2015 年における長期推移を示したものが図  3 .2.3-1 である。 PLI は PPP を各年の

年平均為替レートで除した指数であり、それぞれの年次において米国の価格を基準と

した内外価格差を意味している。図  3.2 .3-1 において PLI が 1.0 を下回るのであれば、

米国に比して日本の価格が安価であることを示している。  

相対的に安価な日本の労働は、とくに高度経済成長期には日本の価格競争力の主要

な源泉となっており、過度の円高が進行した 1990 年代半ばを除く、ここでのすべての

観察期間において米国の水準を下回っている。日本の資本サービス価格は高度経済成

長期には相対的に安価であったものの、プラザ合意（ 1985 年）を転機として米国より

も 10–50%ほど高い水準へと変化している 1 1。それに対してエネルギー価格では、観察

期間のすべてにおいて、日本は米国に比して 1.5–3.0 倍の価格差に直面している。  

エネルギー消費における日米価格差がもっとも拡大したピークは 1995 年である。集

計産出価格（GDP の PLI）を基準とすれば、 1995 年の年平均為替レートは 67%も過大

であると評価されるほどに円高となった（図  3.2 .3-1）。それは円建てによる一次エネ

ルギーの輸入価格を低下させるものの、電力や石油製品など二次エネルギーの国内生

産価格は一次エネルギー価格ほどには低下せず、エネルギー消費における日米価格差

をむしろ拡大させる。ピークとなる 1995 年には、日本経済は米国に比して 3.3 倍もの

高い国内エネルギー価格での競争を余儀なくされている。その後緩やかにエネルギー

の PLI は低下するものの、民主党政権の末期となる 2011–12 年には為替レートは 37%

ほど過大に評価されている。その為替水準では、日本の労働サービス投入における価

格競争力上の優位性すらも消失してしまう（図  3.2 .3-1）。この時期、エネルギー消費

における日米価格差も再び 2.0 倍の水準に拡大している。  

 

 
1 1  1980 年代前半は産出価格の PLI が 1 を下回っており、その為替水準のもとでは日本経済

の価格競争力が高く評価されているが、プラザ合意後にはそうした円安修正を大きく超え

た円高の進行により、日本経済の停滞をもたらす要因となっている。  
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込まれてきた 1 5。そのことはエネルギー生産性のグロス指標（ 𝜏𝜏）には表れていないが、

調整済みのエネルギー生産性指標（ 𝜏𝜏∗）における改善傾向として見いだされる。  
第一次オイルショック後には、急速な実質エネルギー価格の上昇に誘発されて、EPI

が実現している。しかし、 1980 年代半ば以降に実質エネルギー価格が大きく下落した

フェーズにおいては、とくにエネルギー生産性が低下する傾向は見出されず、エネル

ギー生産性は（ 𝜏𝜏∗および 𝜏𝜏の両指標ともに）ほぼ横ばいである。こうした非対称性はエ

ネルギー生産性変化のひとつの特性と言える。一般に、エネルギー生産性の変化は、

省エネ投資などを含む資本財や耐久消費財における効率性（ストック効果）によるも

のと、その稼働状況によるもの（フロー効果）の大きく二つに分けられる。実質エネ

ルギー価格の低下時においては、たとえばエアコンの利用頻度を高めるなどより多く

のエネルギー・サービスを消費するものとなり、そのフロー効果によってエネルギー

生産性は悪化していく。その一方、かつての実質エネルギー価格の高騰期にトップラ

ンナー企業や環境意識の高い家計に普及した資本財や耐久消費財は、その価格低下を

通じて、未導入である経済主体の更新投資や買い替え需要に伴い経済体系へと組み込

まれていく。こうした普及プロセスによって経済全体としてのエネルギー生産性は改

善していく。 1980 年代の横ばいは、その両者の相殺した姿として捉えられる 1 6。  

また 1990 年代半ばから 2000 年代後半までのエネルギー価格上昇によっても、しば

らく EPI は見出されないものの、東日本大震災後になって再び上昇がみられる（図  

3.2.4-1）。それは 2015 年以降における実質エネルギー価格の低下期にも継続している。

その改善は震災後に求められた家計などにおける一過的な省エネ・節電による効果を

含むものであるが、化学製品製造業では産業内における製品構成変化の影響が大きい

と測定される（野村 ,  2018）。こうした産業内における影響は産業レベルでの測定値に

は含まれており、図  3.2.4-1 における調整済みのエネルギー生産性（ 𝜏𝜏∗）にもグロス的

な性格が残っている。  

 

 
1 5  産業別にみても、 Konish i  and Nomura（ 2015）では資本や労働など他の生産要素を明示

的に取り扱いながら、フレキシブルな価格関数の推計により、高度経済成長期では生産拡

張投資などに伴って多くの産業でエネルギー節約的（ energy-sav ing）な技術が自律的に組

み込まれていたことが見出されている。  
1 6  Hosh ino（ 2012）は、エネルギー多消費型産業において、価格上昇期には下降期よりも

大きな価格弾力性となるような非対称性を測定している。それは資本など他の生産要素に

おける価格変動を考慮したエネルギー価格効果の測定ではないものの、エネルギーのみで

みればその価格上昇期と下降期の価格弾力性は長期的に安定的であり、価格弾性における

時系列変化はこうした非対称的な価格変動の混在した影響によるものである可能性を指摘

している。  
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日本経済のエネルギーに対する資本深化の長期傾向は、生産拡張や更新投資に伴っ

て安価な省エネ技術が体化された資本財が導入されていく「意図せざる省エネ」と、

資本投入価格に対するエネルギー価格の上昇を反映した省エネ投資の拡大による「意

図した省エネ」の両者による。両者は明確に分離されるものではないが、とくに資本

投入価格に対してエネルギー価格が上昇しながら資本深化が進行した典型的な「意図

した省エネ」の時期として、図  3 .2 .4-7 で右上がりとなる楕円で囲んだ三つの期間が見

いだされる。それぞれの期間における事後的な資本・エネルギー間の代替の弾力性は、

1973–77 年には 0.230、 1978–82 年には 0.389、 2004–08 年には 0.230 と評価される。興

味深いことは、こうした相対価格変化によって代替（「意図した省エネ」）が進行した

後のエネルギー価格の低下（ 𝜋𝜋𝐾𝐾の低下）期には、対象的に資本深化が逆行（𝐾𝐾 𝐸𝐸⁄ が低下）

するものではなく、トップランナーをフォローする他の経済主体における省エネ技術

の普及プロセス（「意図せざる省エネ」）を経て、むしろわずかながらも資本深化が進

行していることである。エネルギーと資本の代替においては、資本深化の逆行の歯止

めとみえるこうしたラチェット効果が見いだされる。  
 

(4)  エネルギーに対する労働浅化  

RUEC が上昇を始める第 III 期（ 1995–2018 年）には、名目エネルギー価格（ 𝑃𝑃𝐸𝐸）の

上昇率は第 II 期（ 1973–1995 年）におけるそれの 1/3 にまで大きく抑制されたが（図  

3.2.4-4）、日本経済における 1990 年代後半からの労働投入価格（ 𝑃𝑃𝐿𝐿）の低下により（図  

3.2.4-3）、労働投入価格を基準とした実質エネルギー価格（ 𝜋𝜋𝐿𝐿）もまた上昇へと転じて

いる 2 1。第 III 期以降での 𝜋𝜋𝐿𝐿上昇は、第 I 期および第 II 期にみられる一単位の労働投入

量あたりのエネルギー消費量が拡大していく長期的な傾向から転じ、むしろ逆にそれ

が低下するような奇妙ともとれる技術代替を促している。  

エネルギーと労働投入の価格代替を描いた図  3.2 .4-8 では、戦後日本経済成長におけ

る基調として、労働投入価格を基準とした実質エネルギー価格（ 𝜋𝜋𝐿𝐿）の低下とともに、

一単位の労働がより多くのエネルギー投入を必要とするような技術変化（ 𝐿𝐿 𝐸𝐸⁄ の低下）

として定義される「エネルギーに対する労働浅化」（ labor shal lowing to energy）が見い

だされる。図  3.2.4-7 における資本深化とは対象的に、図  3.2 .4-8 において右上から左

下へと変化する労働浅化は、 1950 年代後半からの高度経済成長期においてとくに顕著

な動きとなっている。それは高い労働生産性の改善を実現する原動力であった。すで

に 1952 年には、英国電気技術者協会（ Inst i tu te of Electrical Engineers）のコーネル・リ

ーソン会長は比喩的な表現ながらも、「労働者の手にある 1kWh の増加はその能力を 10

 
2 1  この期間には女性就業者や短時間労働者の拡大があり、一人あたり賃金率ではさまざま

な影響を含むが、KDB（ 3.2 .8 節補論 B）における学歴や年齢、就業形態など労働者の質的

な相違を統御した品質調整済み労働投入価格指数の測定値によれば、先進国における経済

成長の経験からも極めて特殊な日本経済における労働投入価格の低下は 1997 年から 2012

年までの 15 年間継続している。  
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日本経済における労働浅化の例外となる期間は 1973–87 年であり、実質エネルギー

価格（ 𝜋𝜋𝐿𝐿）が上昇する中で労働浅化は停滞している。その後わずかな 𝜋𝜋𝐿𝐿の低下傾向でも

労働浅化が再び進行するが、もうひとつの転換点は 2002/03 年にある。そこではデフレ

経済における賃金率の低下傾向を反映して 𝜋𝜋𝐿𝐿がむしろ相対的に上昇し、それを受けて

労働浅化が逆行（ 𝐿𝐿 𝐸𝐸⁄ が上昇）している。 𝜋𝜋𝐿𝐿が上昇しても 𝐿𝐿 𝐸𝐸⁄ が上昇しないような、（図  

3.2.4-7 の資本深化にみられた）ラチェット効果はこの期間には見いだされない。労働

者は相対的に高価となる国内におけるエネルギー価格を反映して、その利用するエネ

ルギー投入量を減らしているのである。  
エネルギー消費を節約しても労働投入を拡大するような直接的な現象は、企業にお

ける省エネ担当者の設置・増員や省エネ診断士の増加、あるいは ESCO 事業など顧客

の光熱水費などの経費削減実績から対価を得るようなビジネスの拡大などに相応する

とも捉えられる。しかし労働浅化という現象の多くは、長期化するデフレ経済のもと

で労働投入から資本投入へと代替していく技術変化の停滞を反映するものであろう。

労働サービスの提供において利用するエネルギーを減少せざるを得なければ、リーソ

ン氏の 60 年前の観察とは逆行して、労働生産性改善を停滞あるいは退行させるものと

なろう。 2000 年代後半以降において加速する EPI には、もっとも重要な労働生産性の

改善を犠牲としたエネルギー生産性改善の効果が含まれている。  

 

3.2.5 RUEC 変化の産業起因  

一国経済における RUEC 変化の産業起因を分析しよう 2 4。本節での測定において一

国経済を形成する 47 産業部門のうち、ここではエネルギー転換部門（ 13.石油製品製造

業、14.石炭製品製造業、36.電力業、37.ガス業）を除く 43 部門において、第 III 期（ 1995

–2016 年）における RUEC 平均値を基準として、43 産業を 4 つのパネルへと分割する。

表  3 .2.7-2 は 4 つのパネルごとの産業を示している。なお各パネル内における産業分類

は、 2016 年値を基準として並んでいる。その時系列推移はパネルごとに図  3.2.5-1 か

ら図  3.2 .5-4 に描かれている。  
高い RUEC を持つ Panel-A は、エネルギー価格変動に対してもっとも影響を受けやす

い投入構造を持つ産業群である。エネルギー多消費産業である 10.紙パルプ製品製造

業、 18.鉄鋼製品製造業、 12.化学製品製造業、 17.窯業製品製造業、 19.非鉄金属製品製

造業に加え、 33.航空輸送業と 31.道路輸送業がここに含まれている。そのトップは 33.

航空輸送業であり、現在では航空燃料を中心にそのエネルギー消費額は産出額の 1/3

以上（付加価値の半分以上）を占めている。こうした産業では、燃料の価格変動に対

して極めて大きな影響を受けるため、 2000 年代には運賃とは別建てとして燃料価格の

変動を反映する燃油サーチャージが適用されている。  

 
2 4  一国全体の RUEC の変化率の産業要因への分解は ∆ln𝑅𝑅𝑁𝑁𝐸𝐸𝑁𝑁 = ∑ �𝑤𝑤�𝑖𝑖𝐸𝐸 ∆ln𝑉𝑉𝑖𝑖𝐸𝐸 − 𝑤𝑤�𝑖𝑖𝑋𝑋 ∆ln𝑉𝑉𝑖𝑖𝑋𝑋�𝑖𝑖 に基づいて

いる。ここで 𝑤𝑤�𝑖𝑖𝐸𝐸および 𝑤𝑤�𝑖𝑖𝑋𝑋は、それぞれエネルギー消費コストおよび産出額における産業別

シェアの二期間平均値である（ ∑ 𝑤𝑤�𝑖𝑖𝐸𝐸𝑖𝑖 = ∑ 𝑤𝑤�𝑖𝑖𝑋𝑋𝑖𝑖 = 1.0）。右辺の括弧内は、各産業部門（  𝑗𝑗）別の一

国集計レベルでの RUEC 変化率への寄与度を示している。  
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エネルギー多消費産業に加えて、3.その他鉱業、2.石炭鉱業（すでにそれを専業とす

る事業者は国内に存在しない）、 6.繊維製品製造業など、産業内で生産される付加価値

が長期にわたり停滞している産業群もこの Panel-A に含まれている。とくに 6.繊維製品

製造業は上位から二番目に位置し、 1955 年の RUEC ではわずかに 7%であったものが、

この 60 年間に逓増し 2000 年代半ばからは 30%ほどに到達するなど、高い RUEC は低

付加価値を主要因としている。現在の RUEC は 33.航空輸送業と同水準であるが、エネ

ルギー価格変動に対する脆弱性の評価としては大きく異なるであろう。 33.航空輸送業

では燃油サーチャージによって経営への影響が一定程度切り離され、また燃料価格高

騰によっては海外の競合企業も同様な影響を受ける。他方、6.繊維製品製造業では電力

消費への依存度がより高く、日本国内における電力価格の高騰によっては、国際市場

において非対称的な競争力の毀損を余儀なくされる。  

エネルギー多消費型の産業においても、高付加価値を実現できる産業とそうでない

産業での乖離がみられる。10.紙パルプ製品製造業と 19.非鉄金属製品製造業の推移は対

象的である（図  3.2 .5-1）。ここでの観測期間の初期においては、後者の RUEC は前者

を上回るが、すぐにそれは逆転しオイルショック後からは大きく差が開いている。2016

年ではその乖離は 3 倍ほどに拡大している。 10.紙パルプ製品製造業が低付加価値から

抜け出すことが困難な状況の中で、非鉄金属ではコスト競争力を失った製品の国内生

産からの撤退、中間財となるエネルギー多消費的な精錬プロセスの海外移転、また高

付加価値型にシフトしてきていることで RUEC は低下している 2 5。  

 

 
2 5  中間財の輸入代替による効果は、ここでの RUEC の低下に含まれている。Kal tenegger  e t  

a l .（ 2017）は中間財生産における間接的なエネルギーコストが重要であることを指摘して

いる。  
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年代半ばである。それは大きく二つの変化を反映している。第一に、第一次オイルシ

ョック後から上昇へと転じた実質エネルギー価格は、第 II 期（ 1973–1995 年）から第

III 期（ 1995–2016 年）にかけてその上昇率がさらに高まったことである。同期間、名

目エネルギー価格としての上昇率は 1/3 にまで低下したものの、賃金率低下によって誘

導されたアウトプット価格（付加価値価格）の低下を起因とするデフレ型の実質エネ

ルギー価格上昇が進行した。デフレ型の RUEC 上昇は、エネルギー多消費産業への直

接的な影響よりも、広範な産業においてエネルギー価格高騰への耐性を弱体化させる

影響を持っている。  
第二に、エネルギー生産性改善の低迷である。第 II 期から第 III 期にかけて実質エネ

ルギー価格の上昇が逓増しているにも関わらず、エネルギー生産性の改善率は逓減し

ている。安価に利用できる未導入の省エネ技術が枯渇していく中で、実質エネルギー

価格が上昇しようとも、エネルギー生産性の改善による RUEC 上昇の抑制効果は限定

的なものとなっている。  

また 2000 年後半からの日本経済に観察される EPI の回復は、あらためてその質が問

われなければならないだろう。本章の分析によれば、エネルギー投入を軸とした日本

経済の構造変化としての基調として、一単位のエネルギーの投入によってより多くの

資本サービスを提供することを可能とするような技術変化（𝐾𝐾 𝐸𝐸⁄ の上昇）である「エネ

ルギーに対する資本深化」と、一単位の労働がより多くのエネルギー投入を利用して

いくような技術変化（ 𝐿𝐿 𝐸𝐸⁄ の低下）としての「エネルギーに対する労働浅化」が進行し

ている。労働浅化は、外部からのエネルギー利用を拡大していくことによって、労働

サービスの提供の品質を高めていく技術変化であり、それは（多くの場合は資本蓄積

を仲介者として）労働生産性の改善における大きな原動力であった。しかし 2000 年代

前半からの日本経済では、むしろ労働浅化の逆行（ 𝐿𝐿 𝐸𝐸⁄ の上昇）が見いだされる。それ

は賃金率が低下するデフレ経済のもとで、労働から資本への代替が抑制され、労働生

産性の改善が停滞したことを示唆している。言い換えれば、近年の EPI 回復は、労働

生産性の改善を犠牲とした効果が含まれている。  
日本経済が長期的にゼロエミッション電源へのエネルギー転換の実現を目指すとし

ても、実現には数十年を要する。その移行期間では、必ずしも現在値と目的地との直

線上に位置づけられるものではない、過渡的な戦略が必要であろう。 2017 年 1 月から

は、日本でも米国からのシェールガス由来の LNG の輸入が始まった。日米貿易不均衡

を緩和させる効果や輸入調達先の多様化としての効果は期待されてはいたものの、そ

の輸入価格は同月に到着した東南アジアや豪州産の LNG の平均値よりも 6–7 割高であ

ったという 2 6。短期・スポット市場の整備や LNG 備蓄の拡大などにより、輸入価格の

低下に向けた今後の努力も期待されるが、RUEC の抑制に向けて重要なことは原子力や

石炭利用を含めた適切なエネルギーミックスを継続していくことである。再エネ拡大

は化石燃料への依存度を低下させるが、国内では依然として高い発電コストに加え、

その蓄積に伴い需給調整や系統増強のためのコスト負担を増大させる。それは日本経

済の直面する実質エネルギー価格を世界レベルからさらに大きく乖離させ、産業競争

 
2 6「米シェール輸入開始－ LNG 価格抑える取引力急務」『日経産業新聞』 2017 年 3 月 9 日。 
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力を削いでいく。拙速なエネルギー転換によって RUEC を高めるとすれば、供給障害

や急な需要拡大によって導かれる原油・LNG の価格高騰時におけるダメージは大きな

ものとなり、日本経済の抱えるリスクとなる。  

また近年の RUEC 上昇は、名目エネルギー価格の上昇よりも、むしろ産出価格とい

う日本経済の国内要因を源泉とする。長期化するデフレ経済は、エネルギー価格高騰

に対する脆弱性も増大させてきた。労働生産性の改善を通じて賃金率を高め、 2000 年

代初めから進行する労働浅化の逆行を修正しなければならない。そのためには収益性

の高い国内投資の拡大が求められる。規制的な省エネ政策や自主行動計画（ 2013 年度

からは低炭素社会実行計画）などによるエネルギー消費抑制的な行動制約は、国内へ

の投資を躊躇させ、海外へと向かわせるかもしれない。時間をかけてより安価になっ

ていく省エネ技術は、補助金で前倒しなどせずとも将来的には資本へと体化され、省

エネ効果は自ずと経済体系に導入されていく。日本経済が労働浅化を逆行させるよう

な技術変化の継続を強いれば、労働生産性の改善と経済成長とを犠牲とするものとな

ろう。  
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3.2.7 補論 A：推計結果表  

表  3.2.7-1 日本経済の RUEC とその要因分解  

 
単位 ： R UEC は 名目 付 加価 値 =1 .0。そ れ 以外 お よ び括 弧内 は 1 9 5 5 年 値 =1 .0。  

𝜎𝜎は産 業 構 造要 因 、 𝜏𝜏∗は産 業 構 造要 因 を 統御 し た もと で の 調整 済 み エネ ル ギ ー生 産 性 。  

  

pE pX pK pL TFP π πK πL τ σ τ*

1955 0 063 (1 00) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
1956 0 066 (1 05) 1 053 1 054 1 095 1 087 1 032 0 999 0 962 0 969 0 984 0 943 1 006
1957 0 069 (1 09) 1 191 1 104 1 217 1 155 1 074 1 080 0 979 1 032 1 029 0 932 1 068
1958 0 067 (1 07) 1 148 1 087 1 135 1 235 1 089 1 056 1 011 0 929 1 024 0 952 1 054
1959 0 071 (1 12) 1 135 1 113 1 231 1 298 1 129 1 020 0 922 0 875 0 945 0 910 1 012
1960 0 070 (1 11) 1 148 1 154 1 435 1 408 1 215 0 995 0 800 0 816 0 932 0 873 1 040
1961 0 067 (1 07) 1 199 1 207 1 525 1 568 1 258 0 994 0 786 0 765 0 964 0 832 1 134
1962 0 068 (1 07) 1 221 1 241 1 472 1 817 1 287 0 984 0 830 0 672 0 953 0 867 1 079
1963 0 065 (1 04) 1 222 1 288 1 486 2 045 1 315 0 949 0 823 0 598 0 949 0 842 1 113
1964 0 063 (1 00) 1 244 1 330 1 596 2 277 1 386 0 936 0 780 0 546 0 972 0 802 1 193
1965 0 063 (1 01) 1 256 1 374 1 520 2 567 1 386 0 914 0 827 0 489 0 943 0 805 1 161
1966 0 061 (0 97) 1 235 1 438 1 632 2 865 1 440 0 859 0 756 0 431 0 918 0 810 1 123
1967 0 060 (0 95) 1 239 1 499 1 774 3 105 1 492 0 826 0 698 0 399 0 899 0 786 1 130
1968 0 057 (0 91) 1 241 1 566 1 929 3 465 1 564 0 792 0 643 0 358 0 903 0 762 1 170
1969 0 055 (0 88) 1 222 1 629 2 011 3 949 1 626 0 751 0 608 0 310 0 886 0 733 1 191
1970 0 056 (0 88) 1 303 1 711 2 026 4 578 1 667 0 762 0 643 0 285 0 897 0 711 1 249
1971 0 058 (0 92) 1 394 1 748 1 847 5 306 1 681 0 798 0 755 0 263 0 902 0 702 1 290
1972 0 055 (0 87) 1 375 1 831 1 899 5 988 1 722 0 751 0 724 0 230 0 893 0 700 1 287
1973 0 053 (0 84) 1 499 2 089 2 038 7 343 1 732 0 717 0 736 0 204 0 888 0 687 1 309
1974 0 069 (1 10) 2 393 2 422 2 055 9 263 1 740 0 988 1 165 0 258 0 937 0 704 1 343
1975 0 074 (1 17) 2 812 2 648 2 056 10 74 1 744 1 062 1 368 0 262 0 939 0 721 1 325
1976 0 075 (1 20) 3 112 2 826 2 190 11 77 1 773 1 101 1 421 0 264 0 955 0 718 1 355
1977 0 075 (1 19) 3 330 2 987 2 282 12 91 1 801 1 115 1 459 0 258 0 970 0 737 1 352
1978 0 067 (1 07) 3 155 3 127 2 547 13 66 1 844 1 009 1 238 0 231 0 982 0 721 1 410
1979 0 071 (1 13) 3 611 3 224 2 629 14 16 1 863 1 120 1 374 0 255 1 032 0 712 1 497
1980 0 094 (1 49) 5 255 3 410 2 574 15 00 1 858 1 541 2 041 0 350 1 076 0 740 1 509
1981 0 093 (1 47) 5 682 3 521 2 670 15 85 1 893 1 614 2 128 0 358 1 141 0 761 1 576
1982 0 091 (1 45) 5 890 3 577 2 707 16 48 1 919 1 647 2 176 0 357 1 182 0 769 1 630
1983 0 088 (1 40) 5 678 3 603 2 708 16 81 1 919 1 576 2 097 0 338 1 166 0 793 1 569
1984 0 086 (1 36) 5 548 3 619 2 751 17 18 1 940 1 533 2 017 0 323 1 166 0 772 1 608
1985 0 081 (1 28) 5 477 3 661 2 979 17 80 2 014 1 496 1 839 0 308 1 212 0 783 1 660
1986 0 065 (1 03) 4 496 3 697 3 092 18 08 2 012 1 216 1 454 0 249 1 223 0 802 1 648
1987 0 059 (0 93) 3 985 3 632 3 001 18 37 2 024 1 097 1 328 0 217 1 224 0 797 1 666
1988 0 054 (0 85) 3 673 3 665 3 141 19 04 2 074 1 002 1 169 0 193 1 225 0 797 1 677
1989 0 050 (0 79) 3 482 3 697 3 234 20 04 2 132 0 942 1 077 0 174 1 230 0 794 1 695
1990 0 051 (0 81) 3 620 3 763 3 212 21 39 2 164 0 962 1 127 0 169 1 234 0 820 1 646
1991 0 051 (0 81) 3 709 3 803 3 120 23 26 2 212 0 975 1 189 0 159 1 255 0 836 1 651
1992 0 050 (0 79) 3 661 3 831 2 985 23 98 2 189 0 956 1 227 0 153 1 253 0 833 1 676
1993 0 049 (0 77) 3 541 3 875 2 952 24 98 2 197 0 914 1 199 0 142 1 230 0 835 1 658
1994 0 050 (0 79) 3 486 3 888 2 915 24 63 2 161 0 897 1 196 0 142 1 185 0 835 1 609
1995 0 050 (0 79) 3 480 3 827 2 894 24 53 2 184 0 909 1 203 0 142 1 188 0 832 1 612
1996 0 052 (0 82) 3 652 3 827 3 003 25 14 2 252 0 954 1 216 0 145 1 209 0 837 1 632
1997 0 054 (0 86) 3 843 3 769 2 860 25 69 2 273 1 020 1 344 0 150 1 228 0 837 1 663
1998 0 052 (0 83) 3 593 3 728 2 776 25 29 2 243 0 964 1 294 0 142 1 204 0 856 1 622
1999 0 053 (0 85) 3 529 3 696 2 703 25 09 2 226 0 955 1 306 0 141 1 169 0 853 1 577
2000 0 056 (0 88) 3 738 3 694 2 798 24 93 2 259 1 012 1 336 0 150 1 193 0 859 1 604
2001 0 056 (0 89) 3 823 3 664 2 784 25 04 2 280 1 043 1 373 0 153 1 211 0 861 1 635
2002 0 056 (0 89) 3 721 3 622 2 805 24 61 2 291 1 027 1 326 0 151 1 198 0 868 1 604
2003 0 056 (0 89) 3 720 3 596 2 838 23 99 2 291 1 035 1 311 0 155 1 208 0 871 1 602
2004 0 057 (0 91) 3 776 3 587 2 899 23 56 2 300 1 053 1 303 0 160 1 202 0 880 1 588
2005 0 062 (0 98) 4 114 3 565 2 859 23 46 2 307 1 154 1 439 0 175 1 221 0 884 1 606
2006 0 066 (1 05) 4 455 3 552 2 839 23 22 2 308 1 254 1 569 0 192 1 240 0 882 1 631
2007 0 067 (1 07) 4 680 3 546 2 862 22 92 2 313 1 320 1 635 0 204 1 281 0 891 1 666
2008 0 077 (1 21) 5 350 3 477 2 558 23 31 2 286 1 539 2 091 0 230 1 316 0 901 1 696
2009 0 067 (1 06) 4 497 3 509 2 434 22 95 2 173 1 282 1 848 0 196 1 253 0 925 1 587
2010 0 069 (1 09) 4 658 3 504 2 620 22 79 2 245 1 329 1 778 0 204 1 267 0 892 1 657
2011 0 072 (1 15) 4 886 3 424 2 434 23 04 2 244 1 427 2 008 0 212 1 291 0 917 1 649
2012 0 074 (1 17) 5 127 3 470 2 553 22 71 2 252 1 477 2 008 0 226 1 306 0 911 1 674
2013 0 077 (1 22) 5 555 3 464 2 666 22 94 2 324 1 604 2 084 0 242 1 361 0 908 1 747
2014 0 079 (1 25) 5 856 3 490 2 702 23 34 2 350 1 678 2 167 0 251 1 395 0 908 1 794
2015 0 065 (1 03) 5 102 3 565 2 902 23 44 2 357 1 431 1 758 0 218 1 436 0 904 1 855
2016 0 057 (0 90) 4 465 3 580 2 880 23 87 2 341 1 247 1 550 0 187 1 444 0 903 1 864

RUEC
価格指数とTFP エネルギー生産性実質エネルギー価格
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表  3.2.7-2 産業別 RUEC 

 
単位 ： 産 業別 産 出 額（ 名 目 付加 価 値 +エ ネル ギ ーコ ス ト） を 1 .0 とし た 指 数。  

 

 

 

 
 

 

1955 1960 1970 1973 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2016
Panel-A

33.航空輸送 0.462 0.376 0.235 0.208 0.342 0.262 0.164 0.155 0.161 0.243 0.434 0.353
6.繊維 0.073 0.085 0.070 0.061 0.187 0.208 0.195 0.232 0.275 0.321 0.344 0.308
10.パルプ 0.148 0.166 0.173 0.159 0.270 0.263 0.173 0.169 0.185 0.223 0.244 0.240
3.他鉱業 0.124 0.142 0.138 0.129 0.231 0.254 0.158 0.159 0.195 0.217 0.246 0.230
18.鉄鋼 0 339 0.243 0 216 0.212 0.347 0.328 0.229 0.223 0.246 0.241 0.241 0.216
12.化学 0.176 0.190 0.192 0.198 0 361 0.287 0.176 0.147 0.178 0.234 0.254 0.189
17.窯業 0.306 0.289 0.168 0.138 0.312 0.272 0.163 0.136 0.140 0.150 0.177 0.166
2.石炭鉱業 0.103 0.107 0.083 0.115 0.167 0.150 0.106 0.109 0.194 0.096 0.064 0.143
47.家計部門 0.204 0.190 0.134 0.133 0.202 0.205 0.161 0.170 0.166 0.171 0.170 0.132
31.道路輸送 0.083 0.125 0.100 0.103 0.162 0.119 0.083 0.087 0.120 0.130 0.152 0.127
19.非鉄 0.159 0.154 0.143 0.130 0.205 0.182 0.112 0.109 0.121 0.144 0.121 0.093

Panel-B
43.研究 0.082 0.080 0.044 0.043 0.078 0.087 0.060 0.067 0.088 0.099 0.123 0.099
38.水道 0.013 0.013 0.021 0.023 0.070 0.094 0.058 0.103 0.073 0.068 0.096 0.091
32.水運 0.031 0.043 0.043 0.058 0.143 0.124 0.078 0.053 0.085 0.108 0.122 0.091
27.他輸送機械 0.087 0.062 0.050 0.038 0.080 0.080 0.063 0.086 0.102 0.100 0.097 0.084
1.農林水 0.014 0.022 0.036 0.030 0.076 0.066 0.043 0.043 0.052 0.088 0.100 0.078
34.倉庫 0.071 0.061 0.049 0.071 0.083 0.072 0.036 0.077 0.070 0.058 0.077 0.077
8.木材 0.042 0.055 0.043 0.038 0.103 0.103 0.062 0.061 0.061 0.076 0.087 0.062
30.鉄道輸送 0.212 0.172 0.136 0.129 0.205 0.121 0.067 0.071 0.069 0.067 0.069 0.060
24.電子部品 0.010 0.011 0.011 0.013 0.053 0.072 0.051 0.054 0.054 0.061 0.071 0.059
29.他製造 0.035 0.039 0.026 0.025 0.061 0.069 0.048 0.048 0.059 0.058 0.059 0.056
15.ゴム 0.069 0.067 0.042 0.041 0.089 0.087 0.061 0.053 0.063 0.063 0.061 0.041

Panel-C
5.食料品 0.027 0.045 0.036 0.039 0.071 0.063 0.047 0.044 0.044 0.054 0.066 0.056
7.衣服 0.018 0.017 0.016 0.014 0.024 0.032 0.023 0.026 0.027 0.041 0.060 0.052
20.金属 0.049 0.042 0.025 0.020 0.047 0.053 0.034 0.034 0.044 0.046 0.057 0.050
39.商業 0.017 0.024 0.024 0.025 0.041 0.040 0.018 0.016 0.023 0.033 0.044 0.036
4 建設 0.026 0.038 0.035 0.035 0.048 0.055 0.027 0.030 0.036 0.038 0.043 0.035
44.医療 0.036 0.033 0.017 0.019 0.040 0.043 0.031 0.028 0.036 0.031 0.029 0.035
11.出版印刷 0.019 0.021 0.017 0.018 0.038 0.038 0.028 0.024 0.029 0.025 0.031 0.034
45.他サービス 0.024 0.027 0.019 0.021 0.050 0.040 0.025 0.028 0.034 0.035 0.038 0.032
23.通信機器 0.027 0.023 0.024 0.019 0.070 0.070 0.043 0.047 0.045 0.038 0.035 0.031
9.家具 0.020 0.031 0.020 0.017 0.035 0.035 0.024 0.027 0.032 0.037 0.039 0.030
28.精密機械 0.016 0.018 0.014 0.011 0.022 0.025 0.021 0.024 0.031 0.028 0.036 0.026

Panel-D
42.教育 0.010 0.008 0.009 0.011 0.027 0.025 0.014 0.018 0.024 0.025 0.029 0.033
21.一般機械 0.045 0.034 0.022 0.019 0.040 0.032 0.023 0.026 0.026 0.024 0.027 0.024
25.民生・重電他 0.035 0.029 0.017 0.015 0.026 0.025 0.015 0.015 0.016 0.017 0.021 0.021
41.不動産 0.008 0.004 0.006 0.005 0.014 0.020 0.018 0.022 0.029 0.034 0.027 0.018
35.通信 0.004 0.006 0.004 0.003 0.009 0.008 0.006 0.008 0.010 0.009 0.013 0.017
16.皮革 0.044 0.046 0.021 0.016 0.038 0.036 0.026 0.024 0.029 0.030 0.025 0.016
26.自動車 0.017 0.016 0.015 0.013 0.029 0.034 0.023 0.021 0.023 0.019 0.022 0.016
22.電子計算機 0.002 0.001 0.001 0.001 0.004 0.010 0.008 0.012 0.014 0.016 0.014 0.012
40.金融 0.003 0.004 0.002 0.003 0.008 0.009 0.006 0.006 0.007 0.006 0.009 0.009
46.公務 0.015 0.018 0.006 0.006 0.013 0.009 0.006 0.005 0.007 0.008 0.010 0.009
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3.2.8 補論 B：エネルギー分析用の生産性統計  

産業別エネルギー消費量は、1955 年を開始年次とする長期産業別生産性統計（KDB）

における長期時系列産業連関表（供給使用表： KDB-SUT）と整合して構築された、エ

ネルギー消費表（ KDB-E）に基づいている。一般に、経済統計では電力など二次エネ

ルギーへの転換のためのエネルギー消費と最終消費されるそれが識別されておらず、

エネルギー消費構造の分析における障害となっている。また数 %のコストシェアしか持

たないエネルギーでは、名目値を制約として変動の大きな価格指数から実質値を評価

していくようなアプローチでは、エネルギー生産性の測定指標は大きく荒れてしまう。

改善のためには、エネルギーの分類を細分化した上で、物量と価格指数から名目金額

を先決していくような生産性統計としての構築が求められる。  

またエネルギー統計ではエネルギー消費構造が詳細に描写されるが、そのアウトプ

ットである産出量との関係性、また同時に利用される別のインプットである資本や労

働との関係性など、生産過程の全体としての把握はできない。またエネルギー統計は

もっぱら物量であり、その背景にある価格やコストとしての理解へと接近することも

できない。経済統計の中に織り込ませることにより、エネルギー消費は経済成長の文

脈のもとで理解することが可能となろう。  

しかし両統計における産業分類概念の相違も大きい。KDB-E では、産業分類を経済

統計における活動分類に基づきながら、エネルギー統計における物量・熱量としての

詳細な消費構造との整合性を可能な限り維持しながら、名目値としての KDB-SUT との

バランスを保持している。利用するエネルギー統計は、「総合エネルギー統計」（経済

産業省）および『EDMC エネルギー・経済統計要覧』（日本エネルギー経済研究所計量

分析ユニット  2020）、また「産業連関表」（総務省）付帯表の「物量表」である。  

KDB-E は、高炉ガスや転炉ガス、自家蒸気など副産物の発生と投入を含む、エネル

ギー転換部門における中間消費（ 37 のエネルギー種別）とすべての部門における最終

消費（ 27 のエネルギー種別）の名目金額表（以下の A 表）、物量表（B 表）および熱量

表（C 表および D 表）から構成されている。エネルギー統計および経済統計との接合

のため、いくつかの調和がされている。たとえば、経済統計では日本の経済主体が消

費した国際航空輸送や外洋輸送なども国内生産として含まれ、そのために海外で消費

（特殊貿易（輸入））したエネルギー消費も計上されている。「総合エネルギー統計」で

はそれを含まないため、KDB-E の最終エネルギー消費量は上回るものとなる。  

また自家蒸気の投入に関しては、日本のベンチマーク産業連関表においては明示的

な金額評価がされていない。しかし KDB-E では、「総合エネルギー統計」に計上され

る産出と投入における主体の差異を考慮し、最終エネルギー消費としての自家蒸気の

投入においても金額評価をおこなっている。そうした概念変更によっては、現行の産

業連関表に対して、自家蒸気の産出主体における粗生産額が増加し自家消費（中間投

入）されることによって付加価値率は低下する傾向となる。長期時系列 KDB-SUT では

そうした調整をおこなうことで、エネルギー統計との整合性が保持されている。  
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表  3.2.8-1 エネルギー・生産体系分析用データ（KDB-E）  

 

 

 

 

 

1 農業 ・ ・ ・ 36 電力 ・ ・ 46 公務
47 家計

消費
(H)

48 在庫

純増
(Z)

49 輸出

(E)

50 (控除)
輸入
(M)

51 輸入品

商品税
(TM)

1 原油

・

・

・

34 自家蒸気(発生)
35 水力

36 原子力

37 その他再エネ

1 原油

・

・

・

27 自家蒸気(投入)

52 国内

生産

エネ
ルギ
ー種

(i)

[転換部門]
中間
消費
(T)

0 PiET
i

最終
消費
(C)

PijEC
ij PifEC

if PiEC
i

最終需要(f)産業(j)の中間需要

PijET
ij PifET

if

A. 金額表
（単位：100万円）

0 0

1 農業 ・ ・ ・ 36 電力 ・ ・ 46 公務
47 家計

消費
(H)

48 在庫

純増
(Z)

49 輸出

(E)

50 (控除)
輸入
(M)

51 輸入品

商品税
(TM)

1 原油

・

・

・

34 自家蒸気(発生)
35 水力

36 原子力

37 その他再エネ

1 原油

・

・

・

27 自家蒸気(投入)

52 国内

生産

エネ
ルギ
ー種

(i)

（転換
部門）
中間
消費
(T)

ET
ij 0 ET

if 0 ET
i

最終
消費
(C)

EC
ij EC

if EC
i

最終需要(f)B. 物量表
（単位：エネルギー種別固有単位）

産業(j)の中間需要

1 農業 ・ ・ ・ 36 電力 ・ ・ 46 公務
47 家計

消費
(H)

48 在庫

純増
(Z)

49 輸出

(E)

50 (控除)
輸入
(M)

51 輸入品

商品税
(TM)

1 原油

・

・

・

34 自家蒸気(発生)
35 水力

36 原子力

37 その他再エネ

1 原油

・

・

・

27 自家蒸気(投入)

52 国内

生産

エネ
ルギ
ー種

(i)

（転換
部門）
中間
消費
(T)

ciET
ij 0 ciET

i

ciEC
i

C. 熱量表

（単位：1010kcal）

最終
消費
(C)

ciEC
ij ciEC

ifciEC
iH

産業(j)の中間需要 最終需要(f)

0ciET
iM

1 農業 ・ ・ ・ 36 電力 ・ ・ 46 公務
47 家計

消費
(H)

48 在庫

純増
(Z)

49 輸出

(E)

50 (控除)
輸入
(M)

51 輸入品

商品税
(TM)

1 原油

・

・

・

34 自家蒸気(発生)

35 水力

36 原子力

37 その他再エネ

1 原油

・

・

・

27 自家蒸気(投入)

52 国内
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エネ
ルギ
ー種

(i)

（転換
部門）
中間
消費
(T)

εiciET
ij 0 εiciET

iM 0 εiciET
i

εiciEC
i

D. 熱量表（一次エネルギー換算）

（単位：1010kcal）

産業(j)の中間需要 最終需要(f)

最終
消費
(C)

εiciEC
ij εiciEC

ifεiciEC
if
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3.3 間接的な電力輸入  

3.3.1 はじめに  

2000 年代後半からの日本経済の電力需要は、野心的と考えられていた政府による節

電・省エネを織り込む目標を上回るスピードで減少してきた 2 7。 2008–16 年における

産業と家計とを包括する測定では、リーマンショック（世界金融危機）および東日本

大震災の影響を受けた家計部門における節電・省エネへの努力も顕著であった（一国

経済における改善の 30％ほどを説明する要因である）ものの、非家計部門での改善の

8 割近くは化学業や鉄鋼業などエネルギー多消費的な産業におけるエネルギー生産性

の改善による貢献であると分析される（野村 ,  2018）。しかしこうした産業において、

主要な省エネ技術の導入はおもに高度経済成長期と第一次オイルショック後に進行し

たものであり 2 8、近年に技術的なエネルギー消費量原単位としての顕著な改善例を見

いだすことは難しい 2 9。  

産業レベルの測定に見いだされるエネルギー生産性改善の要因は、産業内における

生産物の構成変化によってその多くが説明される事例もある。化学業において 7 桁の

生産物分類レベルまで統御した測定では、2008–16 年におけるエネルギー生産性改善の

7 割ほど（年率 3.6%の改善のうちの 2.6 ポイント）が、当該産業が国内生産する生産物

の構成変化に起因すると分析されている（野村 ,  2018）。それは化学業で観察されるエ

ネルギー生産性改善は、生産プロセスにおける狭義の技術的な改善によるよりも、エ

ネルギー多消費的な生産物の国内生産が縮小し、エネルギー寡消費的で付加価値率の

高い生産物の生産へとシフトしてきたことを意味している。  

1990 年代からのグローバル化の進展や、世界金融危機、そして東日本大震災を契機

とした国際的なサプライチェーンの見直しは、日本経済におけるエネルギー消費構造

にも大きな影響を与えてきたと考えられる。エネルギー多消費的な部品生産の輸入へ

 
2 7  経済産業省による「長期エネルギー需給見通し」では 2005 年の見通しまで将来の電力

需要を過小評価（エネルギー効率改善を過大評価）するものであったが、2008 年および 2009

年の見通しは（策定当時は野心的な政策ターゲットであると解されていたものの）、事後的

には実際の電力需要はそれを下回って減少するものとなった（野村（ 2018）の図 1 を参照）。 
2 8  一例として澤田（ 1998）では、エチレン生産においては 1990 年代後半でも「極限に近

い段階まで省エネルギー化が進んでいる」と評価されている。  
2 9  産業部門、エネルギー転換部門、業務部門、運輸部門における温室効果ガス抑制および

エネルギー効率性の改善に向けた企業努力は、経団連低炭素社会実効計画のフォローアッ

プに詳しい。  
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の切り替えや、エネルギー消費的な加工の最終段階を（消費地に近い）海外生産へと

移管することによっては、集計生産量としての実質付加価値を分子とした日本国内の

エネルギー生産性指標は“見かけ上”は改善したように見える。政府は省エネ法にお

ける規制措置の進捗評価として、化学業やセメント業では 2008 年以降にはエネルギー

消費量原単位が減少傾向にあるとする（資源エネルギー庁 ,  2020b）。政府がそうした減

少のすべてを技術的な効率改善として錯覚すれば、省エネ推進のための補助金政策や

規制強化などの効果を過大評価するものとなろう。  

本節は日本経済における最終需要構造や国際分業を反映した、輸入電力への実効的

な依存度を示す総合化した指標を構築し、 1960 年代からの長期の測定により、日本の

経済成長に伴う電力消費の構造変化を評価することを目的とする 3 0。国際的な送電網

に接続していない日本経済では、電力消費における直接的な輸入依存はゼロであり、

わずかに統計上、日本の居住者による海外での電力消費が輸入（直接購入）として計

上されるに過ぎない。しかし、電力多消費的な最終財や中間財の国内生産を縮小し、

輸入へと切り替えることは、間接的に電力を輸入しているものと解される。それは経

済統計やエネルギー統計において直接には観察されない現象である。本節では産業連

関分析のフレームワークに基づき、直接・間接的な生産波及のすべての段階における

電力消費量を考慮することによって、間接的な電力輸入量を評価する指標として実効

輸入依存度（Effect ive Import Dependency： EID）を定式化する。  

一国経済の電力 EID の変化は、最終需要構造の変化によっても影響される。そうし

た影響の抽出のため、本節ではすべての電力生産についてそれを誘発する源泉となる

最終需要へと紐づけた需要源泉依存度（Ultimate Demand Source Share：UDS）という指

標も構築される。電力サービスはほぼすべての生産過程において投入されるが、そう

した電力需要は究極的にはなんらかの最終需要項目（家計消費や設備投資、あるいは

輸出など）によって誘発されたものと考えられる。電力 UDS は電力需要の究極的な源

泉となる最終需要への依存を集約した指標である。  

以下、第 3.3.2 節では産業連関分析に基づく測定のフレームワークとして、一定の仮

定のもと、一国経済における電力 EID、最終需要項目別 EID/UDS、また商品別 EID/UDS

の定式化をおこなう。第 3.3.4 節では、 1960 年から 2015 年までのベンチマーク年を測

定対象とした複数の接続産業連関表に基づき、電力 EID／UDS の両指標を測定してい

く。測定結果によれば、長期の日本経済において大きく三つの変動期が見いだされる

が、とくに第 III 期となる 1995 年からの 20 年間には一国経済の電力 EID が倍増してい

ることが指摘される。一国経済の電力 EID の変化に対しては、最終需要項目別測定

（ 3.3.4 節 (2)項）および商品別測定（ 3.3.4 節 (3)項）を通じてその変化要因へと接近して

いく。第 3.3.5 節は結びとする。  

 

 
3 0  本節は、野村（ 2020）に基づくが 2020 年度 ALPS I II 第 3 回経済 WG（ 11 月 9 日）での

議論に基づき改訂されたものである。  
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3.3.2 フレームワーク  

(1)  一国経済の EID 
一国経済の産業連関表における商品別最終需要ベクトル（ 𝑓𝑓）を以下のように定義す

る。  

𝑓𝑓 = 𝑐𝑐 + 𝑔𝑔 + 𝑖𝑖 + 𝑒𝑒 −𝑚𝑚,  (3.3.2-1)  

ここで 𝑓𝑓は商品別最終需要の列ベクトルであり、家計消費（対家計民間非営利消費を

含む） 𝑐𝑐、政府消費 𝑔𝑔、総固定資本形成（在庫純増を含む） 𝑖𝑖、輸出 𝑒𝑒、輸入𝑚𝑚の 5 つの列

ベクトルから構成されるものしている。日本の産業連関表では、最終需要および付加

価値ともに家計外消費支出という項目が存在する特殊な形式をとっているが、本節の

測定ではそれは中間投入へと内生化する 3 1。  

投入係数行列 A（国産財と輸入財を含む）を定義したもとで、レオンチェフ生産体系

（Leontief production system）は次式のように定式化される。  

𝑥𝑥 = A𝑥𝑥 + 𝑐𝑐 + 𝑔𝑔 + 𝑖𝑖 + 𝑒𝑒 −𝑚𝑚.  (3.3.2-2)  

レオンチェフ逆行列を  

B = (I − A)−1 ,  (3.3.2-3)  

とすれば、各最終需要ベクトルに対応して直接間接に誘発される生産量ベクトルは、

次式のように推計される。  

𝑥𝑥C = B𝑐𝑐,   𝑥𝑥G = B𝑔𝑔,   𝑥𝑥I = B𝑖𝑖,   𝑥𝑥E = B𝑒𝑒,   𝑥𝑥M = B𝑚𝑚. (3.3.2-4)  

ここではそれを波及生産量と呼ぼう。波及生産量はそれぞれの最終需要を満たすよう

に、すべてを国内生産したときの仮想的な粗生産量である。式 (3.3 .2-4)に定義される波

及生産ベクトルによれば、式 (3 .3 .2-2)における一国経済の生産量は次のように分解され

る。  

𝑥𝑥 = 𝑥𝑥C + 𝑥𝑥G + 𝑥𝑥I + 𝑥𝑥E − 𝑥𝑥M.   (3.3.2-5)  

式 (3 .3.2-5)は、国内粗生産量（ 𝑥𝑥）がその生産を誘発する最終需要項目へと紐づけて分

解されることを意味している。その右辺の第 5 項では、輸入財をすべて国内生産した

想定のもとでの波及生産量（ 𝑥𝑥M）を控除することで、右辺の合計は観察される国内粗

生産（ 𝑥𝑥）と一致する。式 (3 .3.2-5)において 𝑥𝑥Mを移項して、需要と供給のバランスとし

て次式をえる。  

𝑥𝑥C + 𝑥𝑥G + 𝑥𝑥I + 𝑥𝑥E = 𝑥𝑥 + 𝑥𝑥M,  (3.3.2-6)  

 
3 1  各年次における産業連関表において、内生部門のうちの分類不明と合算して部門を定義

している。  
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式 (3.3 .2-6)の左辺は国内最終需要（ 𝑐𝑐、 𝑔𝑔、 𝑖𝑖）および輸出需要（ 𝑒𝑒）を満たすために直接

間接に必要とされる波及生産量であり、その右辺はそうした需要を満たすための国内

生産と輸入による供給量として捉えられる。  

導かれた式 (3.3 .2-6)のバランス式に基づいて、商品 k の波及生産量に対する最終需要

（C, G,  I ,  E）ごとのシェアを  

𝜑𝜑𝑘𝑘z = 𝑥𝑥𝑘𝑘𝑧𝑧 �𝑥𝑥𝑘𝑘 + 𝑥𝑥𝑘𝑘M�⁄ , (3.3.2-7)  

としよう（ 𝑧𝑧 = C, G, I, and E）。式 (3.3 .2-7)は波及生産量の一国集計値における最終需要項

目別需要源泉依存度であり、各シェアの合計（𝜑𝜑𝑘𝑘𝐶𝐶 + 𝜑𝜑𝑘𝑘𝐺𝐺 + 𝜑𝜑𝑘𝑘𝐼𝐼 + 𝜑𝜑𝑘𝑘𝐸𝐸）は 1.0 である 3 2。商

品 𝑘𝑘を電力サービスとすれば、家計によって消費されるすべての財とサービス（食料品

や衣服などの消費財、自動車や民生用電機機器などの耐久消費財、飲食店や不動産サ

ービスなど）の生産段階において利用される電力消費、またそれぞれの中間財の波及

生産段階において利用される間接的な電力消費も、究極的には家計消費による電力生

産の 誘 発 （ 𝜑𝜑𝑘𝑘𝐶𝐶）と し て カウ ン トさ れる 。 こ こで は こう した 需 要 源泉 依 存度 を UDS
（Ultimate Demand Source Share）と呼ぶ。UDS では中間財生産におけるすべての電力消

費は、その需要の源泉となる最終需要に紐づけられている。  

また最終需要各項目へと紐づけた波及生産量である式 (3 .3.2-6)の分解により、商品 𝑘𝑘
の実効輸入依存度（Effect ive Import Dependency：EID）を以下のように定義する。  

𝜀𝜀𝑘𝑘 = 𝑥𝑥𝑘𝑘M �𝑥𝑥𝑘𝑘 + 𝑥𝑥𝑘𝑘M�� .  (3.3.2-8)  

商品 𝑘𝑘を電力サービスとすれば、一国経済のレオンチェフ生産体系に基づき定義され

る電力 EID は、日本経済において最終的に需要されるすべての財とサービスによって

誘発される波及生産としての仮想的な電力量のうち、最終財や中間財の輸入を通じて

間接的に輸入されると推計される電力量の占めるシェアである。間接的に輸入される

電力消費量（ 𝑥𝑥𝑘𝑘M）は、すべての輸入財を日本国内において生産したときに直接・間接

に必要とされる電力の波及生産量として評価されている 3 3。  
 

(2)  特定商品の EID 

式 (3.3 .2-8)に定義される一国経済の EID に対して、仮想的な最終需要ベクトルを所与

としたもとでの EID/UDS 指標を算定しよう。いま任意の最終需要ベクトルを 𝑧𝑧とし、そ

の需要を満たすために誘発される国内生産量ベクトル（ 𝑥𝑥(𝑧𝑧)）と輸入量ベクトル（𝑚𝑚(𝑧𝑧)）

 
3 2  UDS は産業連関表に付随する最終需要項目別生産誘発依存度と類似するが、後者は国内

粗生産量を分母とするのに対して、UDS では間接輸入による影響を描写するため波及生産

量を分母として評価している。  
3 3  海外生産における電力消費の効率性が日本よりも劣るとすれば、輸入相手国における実

際の生産における電力消費量はより大きなものとなるかもしれない。多国間の国際産業連

関表によればそうした接近も可能であるが、商品部門定義の粗さや測定精度としての課題

は大きなものとなり、本節での EID は国内効率性基準のもとで評価する。  
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を競争輸入モデルにより算定すれば 3 4、最終需要ベクトル 𝑧𝑧に対応した仮想的な産業連

関表は次式によって導かれる。  

𝑥𝑥(𝑧𝑧) = A𝑥𝑥(𝑧𝑧) + 𝑧𝑧 − 𝑚𝑚(𝑧𝑧).  (3.3.2-9)  

式 (3.3 .2-9)は一国経済におけるレオンチェフ生産体系を示す式 (3.3.2-2)から、仮想的な

最終需要 𝑧𝑧のもとで切り出される部分的な生産体系を示しており、そこでの𝑚𝑚(𝑧𝑧)は最終

需要自体（ 𝑧𝑧）と誘発される中間需要（ A𝑥𝑥(𝑧𝑧)）の両者における輸入量を評価している。  

式 (3.3 .2-3)のレオンチェフ逆行列（輸入財を含む）を用いて、式 (3.3 .2-4)と同様に最

終需要（ 𝑧𝑧）と輸入（𝑚𝑚(𝑧𝑧)）おける生産波及量をそれぞれ以下のように定義する。  

𝑥𝑥z = B𝑧𝑧,   𝑥𝑥(𝑧𝑧)
𝑀𝑀 = B𝑚𝑚(𝑧𝑧). (3.3.2-10)  

このもとで式 (3 .3.2-6)と同様な商品ごとの波及生産の需給バランス式として、  

𝑥𝑥z = 𝑥𝑥(𝑧𝑧) + 𝑥𝑥(𝑧𝑧)
𝑀𝑀 ,  (3.3.2-11)  

が導かれる。任意の最終需要 𝑧𝑧に対応した商品 𝑘𝑘の EID は、式 (3.3.2-8)と同様に、  

𝜀𝜀𝑘𝑘z = 𝑥𝑥(𝑧𝑧)𝑘𝑘
𝑀𝑀 �𝑥𝑥(𝑧𝑧)𝑘𝑘 + 𝑥𝑥(𝑧𝑧)𝑘𝑘

𝑀𝑀 �� ,  (3.3.2-12)  

として定義される。商品 𝑘𝑘を電力サービスとし、最終需要ベクトル 𝑧𝑧としてたとえば自動

車のみの観察値（式 (3 .3.2-1)に観察される 𝑐𝑐、𝑔𝑔、𝑖𝑖、𝑒𝑒の 4 つの最終需要ベクトルの合計）

を抽出すれば（他の商品の最終需要をゼロとする）、式 (3 .3.2-12)は自動車という特定商

品の直接・間接の生産段階を総合化して評価した電力の実効輸入依存度（ EID）を示し

ている。また同じ最終需要ベクトル  𝑧𝑧の想定のもとでは、式 (3.3 .2-7)によって電力生産

における自動車による需要源泉依存度（ UDS）が算定される。それは一国経済の電力

消費量のうち、最終財としての自動車による直接・間接の生産段階に投入される電力

消費量の占めるシェアを示している。このように、最終需要ベクトル 𝑧𝑧として特定商品

を切り出したもとでの指標を商品別 EID/UDS と呼ぶ。  
いま最終需要ベクトル 𝑧𝑧を、式 (3 .3 .2-1)に観察される 𝑐𝑐、𝑔𝑔、𝑖𝑖、𝑒𝑒の 4 つの最終需要ベク

トルとすれば、式 (3.3 .2-8)に定義される一国経済の EID（ 𝜀𝜀𝑘𝑘）は、最終需要項目別 EID

（ 𝜀𝜀𝑘𝑘z）の加重平均値として次のように分解される（ 𝑧𝑧 = C, G, I, and E）。  

 𝜀𝜀𝑘𝑘 = ∑ 𝜑𝜑𝑘𝑘z𝜀𝜀𝑘𝑘z ,𝑧𝑧       𝑧𝑧 = C, G, I, and E (3.3.2-13)  

ここでウェイトとなる𝜑𝜑𝑘𝑘zは、式 (3 .3.2-7)に定義される最終需要項目別 UDS である。一

国経済の EID において、任意の二期間における差分を ∆𝜀𝜀𝑘𝑘とすれば、その変化要因は以

下のように分解される。  

  ∆𝜀𝜀𝑘𝑘 = ∑ (𝜑𝜑�𝑘𝑘z∆𝜀𝜀𝑘𝑘z + 𝜀𝜀�̅�𝑘z∆𝜑𝜑𝑘𝑘z) ,𝑧𝑧       𝑧𝑧 = 𝑐𝑐, 𝑖𝑖,𝑔𝑔, 𝑒𝑒 (3.3.2-14)  

 
3 4  標準的な競争輸入モデルとして、商品別に輸入係数を定義し、それを対角要素とする輸

入係数行列（ M�）によって、レオンチェフ逆行列として �I − �I − M��A�
−1
によって国内生産量 𝑥𝑥(𝑧𝑧)を

算定し、加えてその中間財（および最終財）に対応した輸入ベクトル𝑚𝑚(𝑧𝑧)を推計している。 
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ここで𝜑𝜑�𝑘𝑘zおよび 𝜀𝜀�̅�𝑘zは、それぞれ𝜑𝜑𝑘𝑘zおよび 𝜀𝜀𝑘𝑘zの比較する二期間平均値によって定義されて

いる。式 (3 .3.2-14)右辺の括弧内において、第一項は最終需要項目別 EID 変化による寄

与度、第二項は最終需要項目別 UDS 変化による寄与度である。一国経済の EID 変化は、

最終需要項目別の実効輸入依存度の変化と、電力需要の源泉となる最終需要構造の変

化という大きく二つの要因に分解される。  

 

3.3.3 データ  

時系列的な比較可能性を高めるため、本節での電力の EID/UDS 指標の測定において

は連続する数時点の産業連関表基本表を接合した接続産業連関表（接続表）を用いる。

表  3 .3.3-1 は測定に利用した接続表（および基本表）のリストを与えている。ここでの

統合分類（かつての統一分類）とは、商品×商品表とする産業連関表において、行と

列の商品分類数を同一とした正方行列となるための分類である。ここでは 10 府省庁に

よって構築される総務省「接続産業連関表」を基準としながら、国民経済計算体系

（ System of National  Accounts：SNA）における基準変更（ 1953SNA から 1968SNA）に対

応した概念調整をした長期接続表（Long Linked Input-Output Table：LLIO）を利用する

3 5。LLIO は 1960–65–60–75 年の 4 時点における 333 部門統合分類表と、1975–80–85–90

年の 4 時点における 301 統合分類表からなる。  

 

表  3.3.3-1 測定に利用する産業連関表  

 
注：ここ で の「 統 合分 類 数 」は E ID /U D S の 測 定 に利 用し た 分 類数 で あ り、各接 続表 に お ける 統 合（ 統 一）中

分類 ・ 小 分類 や 独 自分 類 に 基づ く 。  

 
一般に、粗い統合分類に基づく分析によればレオンチェフ生産体系における生産波

及としての精度が損なわれ、その一方、細かい分類によれば測定精度や商品表として

の行・列部門の対応における整合性としての課題が生じるものとなろう。分析される

部門分類は原則としては時系列的に統一されていることが望ましいが、実際の生産物

 
3 5  長期接続表は野村浩二（ 1995）「長期接続産業連関表の推計と分析： 1960–65–70–75–80–

85–90 年」（慶應義塾大学産業研究所）による。  

産業連関表 統合分類数 出典
1 1960–1965–1970年接続表 233 行政管理庁(1975)

2 1960–1965–1970–1975年長期接続表 301 野村(1995)

3 1970–1975–1980年接続表 233 行政管理庁(1985)

4 1975–1980–1985年接続表 233 総務庁(1990)

5 1975–1980–1985–1990年長期接続表 333 野村(1995)

6 1985–1990–1995年接続表 184 総務省(2000)

7 1990–1995–2000年接続表 99 総務省(2005)

8 1995–2000–2005年接続表 102 総務省(2010)

9 2000–2005–2011年接続表 105 総務省(2017)

10 2005–2011–2015年接続表 105 総務省(2020)

11 2015年基本表 187 総務省(2019)
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の質的変化や産業構造の変化のもとでは、分析する分類を時系列的に統一させること

による弊害も大きいと考えられる。ここでは分析される接続表ごとに、利用可能な統

合分類の小分類や中分類、あるいは独自に定義された分類などよって分析し、複数の

接続表に基づく重複した測定年次における測定結果の比較から、電力 EID/UDS 指標と

しての精度を確認していくというアプローチをとっている 3 6。  

 

3.3.4 測定結果  

(1)  一国経済の電力 EID 
表  3 .3.3-1 での産業連関表に基づき、式 (3.3 .2-8)において定義される一国経済の電力

の EID 指標としての時系列的な推計値を比較したものが図  3 .3.4-1 である。最新のベン

チマーク年産業連関表となる 2015 年基本表（総務省 ,  2019）の統合小分類（ 187 分類）

に基づく測定では、一国経済の電力 EID は 21.8%と推計される。同基本表における統

合中分類（ 107 分類）に基づく測定でもその推計値は 21.9%とほぼ類似しており 3 7、電

力サービスが商品として分離定義された 100 分類ほどの測定でも十分な測定精度を持

っていると評価される。  

式 (3.3 .2-8)に定義される EID（ 𝜀𝜀𝑘𝑘）は総供給量（国内生産量と輸入量の合計）に対し

て占める輸入量のシェアとして定義されており、国内生産量に対して占める実効輸入

比率は 𝜀𝜀𝑘𝑘 (1− 𝜀𝜀𝑘𝑘)⁄ によって算定される。 2015 年における一国経済の電力 EID 推計値

（ 21.8%）は、間接的な電力輸入量が国内生産量の 27.9%に相応する。資源エネルギー庁

「総合エネルギー統計」による当該年における電力需要量 1.05 兆 kWh（発電端）によ

って換算すれば、電力の間接輸入量は 0.3 兆 kWh ほどに相応すると換算される。言い

換えれば、マクロの電力 EID としての 1 ポイントの間接輸入量の拡大は、 130 億 kWh

もの国内電力需要を減少させる効果を持っている。  

利用する接続表や統合商品分類に依存して推計値には差異はあるものの、図  3.3.4-1

によればその乖離幅は 1–2 ポイントほどに留まっている。とくに乖離の大きい期間は

2005 年であり、 2005–2011–2015 年接続表および 2000–2005–2011 年接続表に基づく当

該年次の推計値はそれぞれ 18.0%と 20.3%である。前者の接続表では研究開発が資本化

されるなど SNA 基準による概念差もあるが（脚注 36）、産業連関表としての統計概念

の変更は最終需要項目における「調整項」の相違にある。輸出品に対して消費税は免

税となるが、 2011 年表までは輸出品の国内流通に課されている（還付される）消費税

 
3 6  1993SNA や 2008SNA への準拠やさまざまな経済統計的な定義変更など、同一接続表内

のベンチマーク年次では概念的に整合していることが原則となるが、本節で分析される異

なる年次の接続表の間では乖離があることに留意されたい。たとえば研究開発の資本化は

2005–2011–2015 年接続表のみであり、中間消費とされるそれ以前の表とは波及効果の基準

が異なっている。  
3 7  2020 年 8 月末に公表された最新の総務省（ 2020）の 2005–2011–2015 年接続表（ 105 統

合中分類）によっても、電力 EID の 2015 年推計値は 21.9%であり、 2015 年基本表（総務

省 ,  2019）による推計値とほぼ等しいことが確認される（図  3 .3 .4 -1）。  
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第 I 期： 1970 年から 1980 年までの電力 EID 上昇期  

第 II 期： 1980 年から 1995 年までの電力 EID 低下期  
第 III 期： 1995 年から 2015 年までの電力 EID 上昇期  

を見いだすことができる。ベンチマーク年として 5 年おきとなる制約はあるものの、

日本経済における電力 EID の転換年は 1970 年、 1980 年、そして 1995 年である。  

第 I 期では、電力 EID は 1960 年代における 10％前半の水準から、高度経済成長の終

焉から第一次オイルショックの影響により、 1970 年からわずかに 5 年ほどの期間にお

いて一気に 20%を超えるまで上昇している。第 II 期は 1980 年からの電力 EID の下降期

であり、1995 年には 1960 年代の水準をわずかに下回る 10%ほどの水準にまで大きく低

下している。そして第 III 期では、電力 EID は 1995 年から再び上昇し、2015 年には 21.9%

へと 1970 年代後半の水準にまで上昇している。  

 

(2)  最終需要項目別 EID/UDS 

一国経済の電力 EID における変化要因やその構造的な特性へと接近するため、本項

と次項では接続表 1,4,7,10（表  3 .3.3-1）に基づき分析していく。図  3 .3.4-2 は式 (3.3 .2-7)

に基づく電力の波及生産量における最終需要項目別 UDS としての長期的な推移を示し

ている。電力 UDS 指標では、すべての電力の波及生産量はそれを誘発する究極的な最

終需要としての源泉に紐づけられるが、日本経済では長期的に安定して家計消費が最

大の誘発要因である。直接的に観察される電力消費としては、 2015 年にはその 26.3%

が家計によって消費され、残りの 73.4％は産業における中間消費、 0.3%は輸出（直接

購入）である。それに対して電力 UDS では、産業における電力の中間消費量（全体の

73.4%）はさらにそれを誘発する最終需要へと遡って紐づけられるものとなり、究極的

な生産誘発先としての家計消費への依存度は直接消費シェア（ 26.3%）の二倍を超える

55.8％に上る。高度経済成長期を含む長期にわたる本節での測定期間において、サービ

ス化の進行など需要構造の変化も大きいものの 4 0、図  3 .3.4-2 にみるように家計消費

によって誘発される電力生産のシェアは 50–60%と安定している。  
 

 
表  3 .3 .3-1 における接続表 3 や長期接続表 2 においても同様であることが確認される（図  

3 .3 .4 -1）。  
4 0  家計消費総額に占めるサービス消費のシェアは 1960 年の 48.4%から 2015 年には 80 .0%

にまで拡大している。  
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(1)項で定めた一国経済の電力 EID における三つの大きな変動期は最終需要項目別に

も同様に見いだされる（図  3 .3.4-3）。後述する (3)項での測定によれば同様な変動は商

品レベルでも見いだされるが、電力 EID におけるこうした変動は大きくは日本経済に

おけるマクロ的な輸入比率の推移に依存している。図  3.3 .4-4 では一国経済の電力 EID

の推移とともに、マクロ的に定義した輸入比率を比較している。電力 EID における三

つの転換年（ 1970 年、1980 年、1995 年）は輸入比率におけるそれと一致している。電

力 EID が急上昇した第 I 期（ 1970–80 年）には、当時発電の 7 割以上を石油火力に依存

していた日本経済に対する第一次オイルショックの影響により、電力価格は 3 倍以上

へと急騰することを余儀なくされ、電力 EID は輸入比率に比してより大きく上昇して

いる。諸外国においてもオイルショックによる影響は大きいものの、 1960 年代におけ

る原油価格安定を背景として石油依存度を大きく高めていた日本経済では、この期間

に電力多消費的な中間財の輸入への切り替えがより大きく進行したことを示唆してい

る。  
その後の電力 EID が低下する第 II 期（ 1980–95 年）でも、電力 EID の低下は輸入比

率のそれを上回るスピードで進行している。1970 年代に上昇を続けた電力価格は、1980

年を境にしてほぼ横ばいになり、1985 年度から 2007 年度までの間において、電灯・電

力平均では約 3 割低下している（資源エネルギー庁 ,  2020a）。また第 II 期は電力の安定

供給としての改善も高く評価される。石油からの代替が求められる日本経済は、 LNG

火力発電では 1970 年に 1.5%であった発電シェアから 1980 年には 15.4%、 1995 年には

22.4%へ、原子力発電は同期間に 1.6%から 16.9%、そして 34.0%にまで拡大させること

に成功している。低圧電灯需要家一軒あたりの年間停電時間によっても、1980 年の 237

時間から 1995 年には 10 時間へと劇的な改善を実現している 4 4。安定供給のもたらす

電力 EID への影響としての数量的な評価は困難であるが、長期にわたる安定供給への

取り組みによる電力サービスとしての質的改善が国内電力消費における価格や安定供

給への懸念を後退させ、第 II 期には輸入比率低下の影響を上回る電力 EID 低下の実現

に寄与するものであった可能性は大きい 4 5。  

 

 
4 4  資源エネルギー庁（ 2 020）の第 214-1-7 による 10 電力合計値（元データは電気事業連合

会「電気事業のデータベース」）であり、 1988 年までは沖縄電力が含まれていない。  
4 5  第 I I 期には国内電力価格の低下が実現しているものの、その一方では円高傾向も続いて

お り 、 ド ル 建 て に よ る 評 価 に よ れ ば む し ろ 日 本 の 電 力 価 格 は 上 昇 し た と 評 価 さ れ る 。

Jorgenson ,  Nomura ,  and  Samuels  (2016)によれば、電力・ガスの投入価格における日米格差

は 1955 年から長期にわたり一貫して 2 倍以上である（米国内における生産地での電力価格

は安価であることによれば、生産活動における電力投入価格差はさらにその倍以上とみな

される）。 1970 年には 2.1 倍の価格差であるが、第 I I 期の転換年となる 1980 年には 3.5 倍

にも日米価格差が拡大し、そして 1995 年にはさらに 3.9 倍へと拡大している。国際競争の

観点からみれば、第 I I 期における電力 EID 低下の加速においては、質の高い電力の安定供

給の実現がより大きな要因であったと考えられるかもしれない。  
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ことは資本財構成として、電力の実効輸入依存度の高い資本財へとシフトしたことの

反映と捉えられる。  
 

表  3.3.4-1 一国経済の電力 EID 変化の要因分解  

 
単位：パ ーセ ン テ ージ ポ イ ント 。注：表  3 . 3 .3 -1 にお け る 1 ,4 ,7 ,1 0 の 接 続表 に 基 づ く推 計 値 。分 解 は 式 (3 .3 .2 -1 4 )

に基 づ く 。括 弧 内 は電 力 E I D の 変 化 によ る 寄与 度 に 対 する 最 終 需要 項 目 別寄 与 率 。  

 

資本形成の電力 UDS や EID に見られるこうした特性は、1990 年代後半より顕著とな

った情報通信関連投資（ IT 投資）のシェア拡大に起因している。図  3 .3.4-5 は日本経済

の総固定資本形成全体に占める IT 投資の名目シェアの長期変遷を示している。1980 年

代半ばからの 10 年間では同シェアは 10%ほどと安定的であるものの、第 III 期の転換

年である 1995 年から 2010 年にかけて IT 投資シェアは 15%ほどまで大きく拡大してい

る。その構成をみれば、コンピュータや情報通信機器における価格低下の加速を受け

てそのハードウェアの名目シェアが低下する中で、コンピューターソフトウェアの占

めるシェアが拡大している。 2000 年代半ば以降では、ソフトウェアへの投資はハード

ウェアへの投資シェアを逆転している。こうした資本財構成としての変化は、資本形

成の電力 UDS を低下させ（図  3.3.4-2）、その電力 EID を上昇させる効果を持っている

（図  3 .3 .4-3）。  
 

家計
消費

政府
消費

資本
形成

輸出 計
家計
消費

政府
消費

資本
形成

輸出 計

第I期 1970–1980 9.0 5.5 0.2 1.9 1.5 9.2 0.2 0.2 -1.3 0.7 -0.2
(0 60) (0 02) (0 21) (0 17) (1 00)

第II期 1980–1995 -11.9 -6.4 -0.8 -2.0 -1.9 -11.0 1.0 0.5 -1.2 -1.1 -0.8
(0 58) (0 07) (0 18) (0 17) (1 00)

第III期 1995–2015 11.7 4.9 1.0 3.6 2.1 11.6 -0.5 0.0 -1.0 1.4 0.0
(0 42) (0 09) (0 31) (0 18) (1 00)

前期 1995–2005 7.8 3.9 0.5 1.8 1.4 7.6 -0.3 0.0 -0.2 0.8 0.2
(0 51) (0 07) (0 24) (0 18) (1 00)

後期 2005–2015 3.9 1.0 0.5 1.8 0.6 4.0 -0.1 0.1 -0.8 0.7 -0.1
(0 26) (0 12) (0 46) (0 16) (1 00)

一国経済
EID変化

最終需要別EID変化の寄与度 最終需要別UDS変化の寄与度
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表  3.3.4-2 商品別 EID/UDS 推計値  

 
単位 ： ％ 。注 ： 商 品別 電 力 E ID お よび 電 力 UD S の 定義 は そ れぞ れ 式 (3 .3 .2 -1 2 )と式 (3 .3 .2 -7 )を 参 照さ れ た い 。 

 

EID UDS EID UDS EID UDS EID UDS EID UDS EID UDS
1960 22.4 7.6 13.7 7.9 11.8 0.4 15.7 2.1 9.1 2.3 9.9 0.6
1965 23.2 5.8 11.0 5.9 11.2 0.5 17.4 1.6 10.4 2.5 6.8 1.0
1970 23.0 4.3 12.9 4.9 12.4 0.6 18.3 2.3 9.2 2.6 6.7 1.0
1975 33.9 5.0 23.2 3.3 19.2 0.4 23.1 1.4 17.6 2.7 11.2 1.9
1980 30.5 4.8 28.9 2.6 22.0 0.3 25.3 1.6 17.1 3.8 14.2 1.8
1985 25.4 3.8 24.6 2.7 19.0 0.4 19.6 1.9 12.6 4.5 10.7 1.8
1990 22.5 3.8 26.5 2.5 18.4 0.4 18.0 1.9 7.7 5.4 5.9 1.5
1995 21.4 3.6 31.9 1.7 18.5 0.3 20.7 1.5 6.8 5.3 3.3 2.4
2000 25.2 3.1 44.5 1.3 25.5 0.2 29.5 1.5 8.9 6.1 4.6 2.2
2005 30.5 3.0 58.7 1.0 34.0 0.1 37.9 0.5 13.5 5.3 8.5 1.9
2011 34.2 3.1 66.0 1.1 39.4 0.1 47.9 0.6 19.3 5.5 8.8 2.5
2015 35.8 3.1 70.1 1.4 44.0 0.1 53.8 0.6 20.9 6.0 8.5 2.9

EID UDS EID UDS EID UDS EID UDS EID UDS EID UDS
1960 9.2 0.8 9.0 2.4 14.0 0.8 19.1 0.2 14.2 0.6 14.0 1.4
1965 6.6 0.7 9.4 1.0 14.4 1.2 31.3 0.3 17.5 0.5 19.6 0.9
1970 6.3 1.1 12.8 1.2 17.2 1.9 32.7 0.7 22.1 0.8 20.6 1.1
1975 13.9 1.0 16.6 2.1 22.2 1.3 32.1 0.7 23.3 0.6 26.1 0.8
1980 15.4 1.0 19.3 2.4 21.1 1.3 31.3 1.4 25.1 0.8 27.1 1.0
1985 10.5 1.3 17.7 1.7 19.3 0.8 17.9 3.3 19.7 0.9 22.3 1.0
1990 7.2 2.4 14.4 1.7 15.0 0.6 21.8 1.7 16.6 0.8 21.9 1.0
1995 5.1 2.2 12.0 2.2 12.6 0.4 31.5 1.6 20.8 0.8 19.4 0.8
2000 7.0 2.0 13.5 2.2 16.0 0.3 48.4 1.9 27.3 0.9 26.8 0.9
2005 9.6 1.6 16.6 2.9 19.4 0.3 63.6 1.1 41.6 1.2 30.5 0.8
2011 11.8 1.4 18.4 2.9 25.3 0.3 69.5 0.8 58.3 1.3 36.4 1.0
2015 11.1 1.5 16.8 3.4 22.7 0.4 77.1 0.8 71.4 1.1 40.4 1.1

EID UDS EID UDS EID UDS EID UDS EID UDS EID UDS
1960 13.6 3.1 11.8 1.6 13.0 7.1 14.2 2.0 16.5 44.0 6.9 54.0
1965 14.3 4.2 13.0 1.8 13.1 8.7 13.3 2.5 17.0 40.8 6.8 57.4
1970 15.0 5.0 18.5 1.3 15.1 9.6 14.7 2.4 19.4 42.2 8.0 56.4
1975 21.1 4.1 26.1 1.2 22.6 10.0 21.8 3.3 29.9 42.0 16.3 57.1
1980 21.7 5.0 27.9 0.7 23.2 8.7 22.9 3.5 29.8 39.1 16.6 59.7
1985 17.3 5.3 19.3 0.6 21.1 6.4 17.3 3.2 23.7 39.1 11.5 60.3
1990 17.5 5.7 11.3 0.6 16.1 7.5 15.3 3.4 21.2 35.2 8.1 64.4
1995 16.4 4.5 11.9 0.4 13.5 5.5 12.4 3.2 20.5 30.1 5.7 69.5
2000 20.0 4.6 14.9 0.4 18.4 4.4 16.8 2.7 26.9 32.0 7.6 67.5
2005 23.7 4.9 17.4 0.5 25.3 3.3 25.2 2.0 35.2 30.1 10.6 69.5
2011 30.1 4.4 22.9 0.6 26.1 3.2 30.9 1.4 40.7 31.4 12.7 68.1
2015 31.6 5.4 21.2 0.5 27.3 3.3 30.3 1.2 40.7 32.3 12.8 67.2

自動車 船舶 建築 公共事業土木 製造品計 サービス計

重電機器通信機器電子計算機金属製品

民生用電気機器 医療保健 教育

飲食サービス娯楽サービス

食料品 衣服繊維製品 家具備品
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な減少など、電力の安定供給としての改善効果も大きいと考えられる。そうした影響

を数量的に識別することは困難だが、安定供給への信頼なしには電力 EID の持続的な

低下を推進することは難しいだろう。  

第三に、近年では間接的な電力輸入が再び大きく拡大している。 1995 年からの電力

EID の再上昇期では、商品レベルにおいても例外なく電力 EID が上昇している 4 9。こ

の期間における需要構造変化による影響としては、経済のサービス化による影響が横

這いとなるが、コンピューターソフトウェアへの投資シェア拡大など、需要構造の変

化としては引き続き一国経済の電力 EID を低下させる方向にある。しかし一国経済の

電力 EID は、1995 年の 10.3%から 2015 年の 21.9%へと倍増した。電力 EID における 11

ポイントもの上昇幅は、 1400 億 kWh の電力の間接輸入に相当する。  

近年の日本における国内電力需要の低迷の背景には、間接的な電力輸入量の大きな

拡大がある。それは日本経済において、電力消費的な財の生産が海外へとシフトして

いることを示唆する。省エネや CO2 排出削減を求め強化されてきた国内政策や、電力

価格高騰や安定供給の棄損への懸念を拡大させる再エネ推進や電力自由化などは、す

でにこうした変化を促進してきたのかもしれない。安価に利用可能な省エネや低炭素

技術が制約され、追加的な対策は産業競争力を棄損させる懸念が拡大する中で、企業

の適応による海外への有効需要の漏れは、日本経済の長期にわたる停滞要因のひとつ

である可能性は大きい。  

将来に向けて電力需要はどう変化するだろうか。AI、 IoT や 5G など新しい技術革新

を社会実装させるため、さらなるデジタル関連投資の拡大が期待される。他方では

1960/70 年代に形成された社会資本の更新投資の時期も迫っており、資本形成による需

要変化がマクロの電力 EID をさらに低下させることは見込みづらい。また日本社会に

おけるさらなる高齢化の進行は、家計消費における医療保健サービスの需要をより拡

大させるだろう。本節での商品レベルでの測定によれば、現在では医療保健サービス

は電力需要を誘発する最大の商品であり、すでに自動車生産（およびその間接波及生

産）のための電力需要誘発をも超える。さらなる高齢化の進行は電力需要を牽引する

ものとなろう。  

最終需要構造の変化による電力 EID を低下させる効果は減衰すると考えられる中で、

将来における商品別 EID は近年の上昇を継続するのか、それとも 1980 年代のように低

下へと転じさせることができるかは、今後のエネルギー環境政策に依存するだろう。

これまで築かれてきた電力安定供給の基盤を棄損させてはならない。拙速な石炭火力

からのフェードアウト、再エネの大量導入の推進、また国際的に協調ある水準を超え

た省エネ法などの規制強化などによれば、日本国内の温室効果ガス排出抑制に「成功」

するかもしれない。しかしそれは日本経済における電力やエネルギーの実効的な輸入

 
4 9  近年の電力 EID 上昇の転換期は、日本経済の実質単位エネルギーコスト（ RUEC）が上

昇へと転じた期間とも重なる（ 3.2 節の図 3.2 .4-2）。RUEC の上昇は電力 EID を高める効果

を持つと考えられるが、観察される RUEC は中間財などの輸入代替による緩和効果を織り

込んだ後での脆弱化を示すものである。  
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依存度をさらに高めることにより実現される虚構性を多分に含み、有効需要の不足は

日本経済のさらなる低迷をもたらす。  
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3.4 日本の産業界の温室効果ガス排出削減の取り組み状況の分析  

地球温暖化対策の推進には産業界の協力が不可欠であり、日本においては業界団

体・企業等によって、温暖化の主な原因とされている二酸化炭素（CO 2）を始めとする

温室効果ガス排出削減のための様々な取り組みがなされてきた。日本経済界を代表す

る日本経済団体連合会（経団連）は、 1991 年に「経団連地球環境憲章」を発表し、環

境問題への取り組みが企業の存在と活動に必須の要件であることを明確にし、環境保

全にむけて自主的かつ積極的な取り組みを進めていくことを宣言した。そして、 1996

年７月の「経団連環境アピール」の発表を契機に、 1997 年に「自主行動計画」が発表

された。自主行動計画は、京都議定書の第 I 約束期間と時期を同じくする 2010 年前後

の CO2 排出削減目標を設定し、その後 16 年間にわたって対策が行われ終了した。2009

年には「低炭素社会実行計画」の基本方針が発表され、 2013 年に自主行動計画を引き

継ぐ形で低炭素社会実行計画の取り組みが開始された。  
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自主行動計画に関する分析および評価は、2014 年 4 月に、2012 年度までの経団連を

中心とした産業界の取り組みについて有識者による検討内容を総括的にとりまとめた

「自主行動計画の総括的な評価に係る検討会とりまとめ」（文献 1)）として公表された。

本節では、自主行動計画の目標期間終了以降の低炭素社会実行計画の下での取り組み

について分析し、 2014 年の分析との比較も踏まえ評価を行った内容を説明する。  

 

3.4.1 経団連における地球温暖化対策の取り組みの概要  

(1)  「経団連自主行動計画」の概要  
まず、経団連自主行動計画の概要を記す。1997 年 6 月に製造業を中心とした 37 業種

による経団連環境自主行動計画が発表され、各業種における温暖化対策の目標に加え

て、経団連としても産業部門およびエネルギー転換部門からの CO2 排出量の抑制を目

指すとした。この発表を受けて、1997 年 12 月、通商産業大臣は産業構造審議会等にお

ける自主行動計画のフォローアップの実施を決定し、翌 1998 年度よりフォローアップ

が開始された。自主行動計画は、産業界における対策の中心的役割を果たしているも

のとして位置付けられ、政府の関係審議会等による定期的なフォローアップも行われ

た。計画策定業種は、 1997 年度当初の経団連傘下の 37 業種から、 2012 年度には経団

連傘下の 61 業界団体・企業を含む全 114 業種まで増加した。計画策定業種のエネルギ

ー起源 CO2 排出量に占める割合についても、産業部門・エネルギー転換部門の約 8 割、

日本全体の約 5 割を占めるに至った。  

自主行動計画の成果については、2013 年度フォローアップ結果（ 2012 年度実績）（文

献 2)）によると、同フォローアップ調査に参加した産業・エネルギー転換部門 34 業種

からの CO2 排出量は 4 億 5,369 万 t -CO2 と、1990 年度比で 10.3％減少（ 2011 年度比で

0.2％減少）となった。｢2008 年度～ 2012 年度の平均における産業・エネルギー転換部

門からの CO2 排出量を 1990 年度レベル以下に抑制するよう努力する｣という統一目標

に対し、 2008 年度～ 2012 年度平均で 1990 年度比 12.1％削減という、目標を大幅に上

回る成果を上げた。  
 

(2)  「経団連低炭素社会実行計画」の概要  

①  「経団連低炭素社会実行計画」策定の経緯  

自主行動計画の総括的な評価に係る検討会とりまとめの中で、自主行動計画はこれ

まで十分に高い成果を上げてきたと評価され、引き続き産業界の自主的取り組みを我

が国の温暖化対策の中心として位置付け、中長期的に取り組むに当たっては、経団連

が率先して 2020 年以降の目標を掲げて取り組むことが必要である、とされている。こ

のような経緯を経て、経団連は、自主行動計画をさらに進化させた形で、低炭素社会

実行計画を策定した。同計画において、1)国内の事業活動から排出される CO2 の削減、

2)消費者・顧客を含めた主体間の連携の強化、3)途上国への技術移転など国際貢献の推

進、 4)革新的技術の開発の 4 本柱のもと、 2020 年に向けたフェーズⅠ、 2030 年に向け

たフェーズⅡの目標が策定され、取り組みが続けられている。  
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低炭素社会実行計画については、 2014 年度以降、各年度のフォローアップにおいて

取り組みや目標に対する進捗のレビューが行われており、 2019 年度フォローアップ結

果では、 2018 年度の CO2 排出量は全部門（産業、エネルギー転換、業務、運輸）にお

いて、 2013 年度比（わが国の 2030 年中期温暖化対策目標の基準年度比）および前年

度（ 2017 年度）  比ともに減少したこと、また CO2 排出増減の要因分解から、エネル

ギー転換部門における電力排出係数の低下（エネルギーの低炭素化）が電力を使用す

る全部門において排出量削減に繋がったこと等が報告されている（文献 3）参照）。  

 
②  「経団連低炭素社会実行計画」目標設定と進捗状況  

目標指標については、エネルギー原単位、CO2 排出量等の様々な指標が採用されてい

る。表  3 .4.1-1 に、低炭素社会実行計画に参加している経団連傘下の業種について、文

献 4)に基づいて集計した目標指数の種類と部門別件数を示す。なお、参考として自主

行動計画時の件数についても併せて記す（集計には文献 2)の個別業種版を参照）。  

 
表  3.4.1-1 目標指標の種類と部門別件数（経団連傘下の業種）  

 
注）複数の指標を採用している業種については複数回カウント  

 
2018 年度までの実績での目標達成の進捗状況については、フェーズⅠ（ 2020 年度）

目標に対し、経団連傘下の 62 業種中 41 業種が既に目標に到達し、 15 業種がより高い

目標への見直しを実施している。また、別途、経済産業省と環境省においてもそれぞ

れ業種別ワーキンググループや専門委員会を設置し、産業界の低炭素実行計画の取り

組みについてフォローアップを行っている。 2018 年度実績においては、経済産業省お

よび環境省所管 44 業種のうち、 2020 年目標は 31 業種、 2030 年目標は 18 業種が達成

しており、前倒しで着実に取組が進められている（文献 5)参照）。  

 

3.4.2 エネルギーおよび CO2 排出に関する世界主要国との比較分析からの日本の

排出削減への取り組み評価  

低炭素社会実行計画における自主的取り組みを評価するにあたり、まず日本の産業

界を含む日本全体のエネルギー効率や二酸化炭素排出増減の要因の全体的な傾向を、

世界主要国との比較を交えて概観することにした。  

エネルギー
原単位

エネルギー
消費量

CO2原単位 CO2排出量

エネルギー転換部門（3業種） 1 1 1 1

産業部門（31業種） 7 2 8 14

業務部門（16業種） 15 0 2 0

運輸部門（12業種） 5 3 3 2

エネルギー転換部門（3業種） 1 0 2 1

産業部門（31業種） 11 4 8 13

業務部門（13業種） 6 4 1 3

運輸部門（6業種） 0 0 4 2

低炭素社会実行計画

自主行動計画〔参考〕
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図  3.4.2-2 エネルギー原単位（TPES/GDP）の国際比較（文献 7)より作成）  

注）GDP は 2015 年の為替換算を使用  
 

(2)  CO2 排出量増減の要因分析  

CO2 排出変化の特徴を把握するために、日本および欧米を含めた主要 4 か国におけ

る、CO2 排出量（化石燃料燃焼起因）の増減について茅恒等式の手法を用いた要因分析

を行った。人口（以下 POP と略す）、一人当たり GDP（GDP/POP）、GDP 当たり最終エ

ネ ル ギ ー 消 費 量 （ TFC/GDP）、 最終 エ ネ ルギ ー消 費量 当 た り 一次 エネ ルギ ー 消費 量

（TPES/TFC）、TPES 当たり CO2 排出量（CO2/TPES）に要因を分解し、1997 年から 2018

年までの間について、主要国それぞれにおける CO 2 排出量および各要因の 3 年毎およ

び 20 年間の年平均変化率を求めた。図  3 .4.2-3 にその結果を示す（分析に用いたデー

タは文献 7)）。  

日本および欧米主要 4 か国全てにおいて 2018 年の CO2 排出量は 1997 年比で減少し

ている。また、いずれの国でも一人当たり GDP 成長率（GDP/POP）はほぼ好調だった

が、 2006～ 2009 年は世界経済危機の影響でマイナスとなり、この期間の CO2 排出量も

連動してマイナスに変動している。  GDP 当たり最終エネルギー消費量（TFC/GDP）に

ついては全体的に改善している。また、個別の増減には各国それぞれの事情が反映さ

れていると言える。日本については、CO2 原単位（CO2/TPES）は震災による原発停止

の影響が大きく出て 2009～ 2012 年に大幅に悪化している。ただし、2013 年以降の改善

率は比較的大きい。  
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図  3.4.3-4 エネルギー原単位と CO2 排出原単位（CO2 排出量 /エネルギー使用量）の

関係（ 1997～ 2010 年）（出典：文献 9)）  
 

上述した外的要因による影響を除いた評価のために、CO2 排出原単位が大幅に向上し

た幾つかの業種について、仮に電力係数を固定した場合の試算を行った。例えば、日

本造船工業会・日本中小型造船工業会および製粉協会は、電力化率が比較的高い業種

であるが、固定した基礎排出係数（実排出係数）を用いて試算すると、 2012 年（製粉

協会については 2013 年）からの CO2 排出量 /エネルギー使用量の変化率は、前者につ

いては殆ど変化なし、後者については若干の改善という結果であった。また日本電線

工業会については、 2019 年度フォローアップにおける個別報告 1 0 )を見ると、メタル

（銅・アルミ）、光ファイバーのいずれも製造における購入電力の占める割合が大きく、

CO2 排出量の増減は炭素排出係数に大きく左右され、 2013～ 2018 年で CO2 排出量が減

少している主な要因として CO2 排出係数の減少を挙げているなど、原単位向上の理由

は主に購入電力の排出係数の向上によるものと考えられる。しかし、このような電力

排出係数の影響が少なからずあったものの、今回の分析において CO 2 排出原単位が悪

化した業種が殆どなかった点は評価できるのではないかと考える。  
 

(3)  エネルギー原単位変化の生産活動指数変化による説明性  

エネルギー原単位は生産活動の影響を受けることが多い。そこで、各業種における

年間のエネルギー原単位変化が生産活動指数の年変化によってどの程度説明されるか

を分析した。図  3.4 .3-5 では、横軸が 2010～ 2018 年の期間における各業種の生産活動

指数変化とエネルギー原単位変化の相関の説明性（R 2 乗値）を示し、左に行くほど相

関が高いことを意味する。縦軸は 2010 年比の 2018 年のエネルギー原単位指数を示し、

1 以下であれば原単位が向上したことを表す。なお、回帰分析から得られた説明変数が
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これらの取り組みを評価するにあたり、日本の排出削減への取り組みを世界主要国

との比較を交え分析した。日本全体のエネルギー効率は、石油危機後、大幅に改善さ

れてきており、世界の主要国と比べても高いエネルギー効率の水準にある。また、CO2

排出量の要因分解から、日本および欧米主要 4 か国において 1997～ 2018 年で CO2 排出

量は減少しており、GDP あたり最終エネルギー消費量も全体的に改善している。一方、

CO2 排出量や各要因の寄与度の増減には各国個別の事情もある。日本においては、震災

による原発停止の影響で CO2 原単位が 2009～ 2012 年に大幅に悪化したものの、 2013

年以降の改善率は比較的大きい。  
低炭素社会実行計画の産業・エネルギー転換部門参加業種における排出削減努力の

評価のために、業種毎の生産活動指数とエネルギー原単位変化の関係、業種毎のエネ

ルギーと CO 2 原単位変化の関係、またエネルギー原単位変化の生産活動指数変化によ

る説明性に関する分析を行った。 2012～ 2018 年において、エネルギー原単位（生産活

動あたりのエネルギー使用量）は全体的に改善している。また、CO 2 排出量 /エネルギ

ー使用量で見た CO2 排出原単位も減少しており、 1997～ 2010 年における分析よりもさ

らに進展が見られる。年間のエネルギー原単位変化が年間生産活動指数変化によって

どの程度説明されるかを見ると、経済活動の変化に関わらずエネルギー原単位改善を

達成している業種は一定程度あるという結果になった。  

対象とする期間によって結果は異なってくるため、ある特定の期間のみの分析で削

減対策の度合いを決定づけるべきではない。また、削減努力の評価にあたっては、目

標に対する進捗や達成度だけでなく幾つかの視点からの分析・考察が必要である。本

節では複数の指標を用いて業種横断的な比較分析を試みた研究を行ったが、産業界の

排出削減努力をより良く評価するための幾つかの有益な手法を提供し得ると考える。  
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3.5 再生可能エネルギー導入の国内外の動向  

3.5.1 世界における再生可能エネルギーの導入状況  

地球温暖化対策としての再生可能エネルギーへの期待は大きい。パリ協定では世界

の温室効果ガスの排出量を今世紀後半に実質ゼロを目指すとされ、世界各国・地域に

おいて、その目標実現に向けた有効な手段として再生可能エネルギーの導入が進んで

いる。 2020 年は COVID-19 危機がエネルギー需要へ大きな影響を与えたが、 IEA1 )によ

ると、 2020 年に再エネ以外の燃料源のエネルギー需要が低下するのとは対照的に、再

エネ需要全体としては前年比で約１％増加すると予測されている。本報告では主に、

2019 年までの国内外における長期的な再エネ導入状況を記す。  

 
(1)  再生可能エネルギー導入の概観  

まず、図  3.5.1-1 に、 2015～ 2019 年における世界全体の発電設備容量（ストック）

の推移を示す。世界の再生可能エネルギー発電設備の容量は 2015 年には約 2,000GW 程

度まで増加し、石炭火力発電での設備容量を超えた。その後も再生可能エネルギー発

電の容量は順調に増加している。図  3.5 .1-2 は、 2010 年および 2019 年における世界の

発電電力量に占める主な燃料源の割合を示している。再エネの世界全体の発電電力量

に占める割合は、 2010 年には 20%だったが、 2019 年には 27%まで伸びている。  

 

 

図  3.5.1-1 2014～ 2019 年における世界全体の発電設備容量（ストック）（World 
Energy Outlook 2016～ 2020 年度版より作成：文献 2)～ 6)）  
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図  3.5.1-2 2010 年と 2019 年における世界の発電電力量に占める燃料源の割合

（World Energy Outlook 2020 年度版より作成：文献 6)）  
 
また、図  3.5.1-3 に示す IRENA7 )による統計では、再生可能エネルギーの 2019 年導

入容量は 176GW（ +7.4%）で、太陽光が 98GW（ +20%）で最も増加が大きく、続いて

風力 59GW（ +10%）と、太陽光と風力が 2019 年のその増加の 90%を占めた。  

 

 
図  3.5.1-3 2015-2019 年の世界の再生可能エネルギー発電容量の推移および 2019 年

導入容量（出典： 7)）  
 

(2)  世界の国別導入量  

次に、特に成長の著しい太陽光発電（ PV）と風力発電について、世界における国別

の導入量を整理する。  

 

①  太陽光発電  

図  3 .5.1-4、図  3 .5.1-5 はそれぞれ、世界の太陽光発電（ PV）の 2019 年の年間導入量

と 2011～ 2019 年の世界の PV 年間導入容量の推移を、国別の割合と共に示している。

世界における PV の 2019 年における年間導入容量は 111.6GW だった。中国が 2019 年
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まで 7 年連続で年間導入容量の首位で、 2019 年には 30.1GW 以上を導入した。同国は

2017 年には世界導入容量の半分以上を占めたが、太陽光発電に関する支援策の見直し

により以降の導入が減速する傾向にある（ 2017 年の導入容量は 52.9GW、 2018 年は

44.3GW）。 2 位の米国は 2018 年を大きく上回る 13.3GW を導入した。 3 位はインド

（ 10.1GW）、4 位は日本（ 7GW）となっている。EU の成長も大きく、スペイン、ドイツ、

オランダが主要なマーケットである。  

 

 
図  3.5.1-4 世界の太陽光発電（PV）の 2019 年の年間導入容量（出典：文献 8)）  
 

 
図  3.5.1-5 世界の太陽光発電（PV）の年間導入容量の推移（出典：文献 8)）  

 

2019 年までの世界の累積 PV 導入量は、図  3.5 .1-6 にあるように、623.2GW となった。

累積 PV 導入量の 1 位は中国、 2 位は米国、 3 位は日本であった。また、図  3.5 .1-7 に

は、世界の PV 導入容量における上位国が占める割合の推移を示す。世界の PV 導入容

量において上位 10 か国が全体の 75％を占めており、依然として世界 PV 市場が限られ

た国により牽引されていることがわかる。一方、その割合はここ数年で低下しており、

その他の国々が市場全体の成長に、より貢献し始めていることがうかがえる。  
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図  3.5.1-6 世界の太陽光発電（PV）の 2019 年までの累積導入容量（出典：文献 8)） 

 

 

図  3.5.1-7 世界の太陽光発電（PV）導入容量における上位国が占める割合の推移（出

典：文献 8)）  
 

②  風力発電  
図  3 .5.1-8 に、世界の風力発電（陸上、洋上）の 2015～ 2019 年における年間導入容

量を示す。 2019 年の導入容量は陸上、洋上合わせて 60.4GW だった。 2015～ 2018 年に

おいて年間導入容量は減少していたが、 2019 年は前年比 19％増と飛躍的に成長した。

陸上風力発電の 2019 年の導入容量は 54.2GW、洋上風力発電は 6.1GW であった。また、

図  3 .5.1-9 は 2019 年における世界の陸上風力発電の導入容量およびその上位 5 か国の

割合を示している。上位 5 か国は中国、米国、英国、インド、スペインで、これらの 5
か国で全体の 70%を占めた。  
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図  3.5.1-8 世界の風力発電（陸上、洋上）の 2015～ 2019 年の年間導入容量（GW）（出

典：文献 9)）  
 

 
図  3.5.1-9 世界の陸上風力発電の 2019 年の年間導入容量と上位 5 か国の割合（出

典：文献 9)）  
 
図  3 .5.1-10 に、世界の風力発電（陸上、洋上）の 2019 年までの累積導入容量の推移

を示す。2019 年までの累積導入容量は世界全体で 651GW だった。特に全体に占める洋

上風力発電の割合が伸びている。また、図  3 .5.1-11 は、世界の陸上風力発電の 2019 年

までの累積導入容量および国別の割合を示す。2019 年までの累積導入容量は 621GW だ

った。陸上風力発電の最大のマーケットである中国では、 2019 年に 23.8GW が導入さ

れ、累積導入容量は 230GW となった。これは入札制度が導入されたことと、China-FiT
の適用のために駆け込みで導入が進んだことが大きな要因である。 2 位の米国では、

2019 年に 9.1GW が導入され、累積導入容量は 100GW を超えた。  
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図  3.5.1-10 世界の風力発電（陸上、洋上）の 2019 年までの累積導入容量の推移（GW）

（出典：文献 9)）  
 

 

図  3.5.1-11 世界の陸上風力発電の 2019 年までの累積導入容量（出典：文献 9)）  
 

(3)  2020 年の再生可能エネルギーをめぐる状況  

2019 年までの世界における再生可能エネルギーの導入状況について概観したが、こ

こで 2020 年の COVID-19 対策のロックダウン等により世界経済が大きな影響を受けた

中での再生可能エネルギーの状況について、少し触れる。  

本節の冒頭で述べたように、 IEA1 )が 2020 年 11 月に発表した Renewables  2020 では、

再エネ需要は全体として前年比で約１％増加すると予測されている。これは、発電に

利用される再エネが、電力システムにおける優先的な接続や設備の増加等により 7％増

加するが、一方、経済活動の停滞で産業や輸送に使用されるバイオエネルギーやバイ

オ燃料が低下するため、全体としては 1％の需要増加になるということである。また、

IEA1 0 )が 2021 年 3 月頭に公表した速報 1 0 )によると、2020 年の一次エネルギー需要は前

年比で 4％減少し、化石燃料需要が落ち込んだため 2020 年の世界全体の CO2 排出量が

前年比 5.8%減少した一方、PV や風力に代表される低炭素燃料源が世界のエネルギーミ

ックスに占める割合は、年間シェアとしては過去最高の 20％に達した。また、発電に
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占める再生可能エネルギーの割合は、2019 年の 27％から 2020 年には 29％に拡大した。

パンデミックの中においても再エネの強靭さが発揮されたと言える。  
 

3.5.2 再生可能エネルギーのコスト動向  

(1)  LCOE コストの推移  

図  3 .5.2-1 は、 IRENA11 )が 17,000 件のプロジェクトから収集したコストデータに基

づいた、世界の各種再生可能エネルギーの 2010 年と 2019 年における LCOE コスト

（Levelized Cost  of  Electr ic i ty）を示している。この報告によると、再生可能エネルギー

の LCOE は過去 10 年間に急速に低下しており、太陽光発電（ PV）の LCOE は 2010 年

から 2019 年で 82%低下、集中型太陽熱発電（CSP）は 47%、陸上風力発電は 39%、洋

上風力発電は 29%の低下となった。また、2018 年（昨年の報告（文献 12)）にあるグラ

フ を 参 照 ） と 2019 年 と で コ ス ト を 比 較 す る と 、 PV は 2018 年 に は 0.085 

USD(2018USD)/kWh だったが 2019 年には 0.068 USD(2019USD)/kWh、CSP は 2018 年が

0.185 USD(2018USD)/kWh で 2019 年が 0.182 USD(2019USD)/kWh、洋上風力発電は 2018
年が 0.127 USD(2018USD)/kWh で 2019 年が 0.115 USD(2019USD)/kWh、そして陸上風力

発電は 2018 年が 0.056 USD(2018USD)/kWh で 2019 年が 0.053 USD(2019USD)/kWh であ

った。一方、バイオエネルギー、地熱、水力と言った成熟した技術のコストは既に低

い価格帯にあり、例えば水力発電は LCOE が 2010 年に 0.037 USD(2019USD)/kWh だっ

たのが 2019 年には 0.047 USD(2019USD)/kWh と上昇したが、それでも新規の化石燃料

による火力発電プロジェクトの中でも低い価格帯と同等レベルである。  
上述したように、太陽光発電による発電コストは 2010 年から 2019 年までに大幅に

低下した。図  3.5.2-2 にあるように、その主な要因はモジュール価格の低下によるが、

バランス・オブ・システム（BoS）と呼ばれる周辺機器のコスト低下も貢献している。

また設備利用率の向上も貢献している。  

 



 

 - 145 - 

 
図  3.5.2-1 世界の各種再生可能エネルギーの LCOE コスト（出典：文献 11)）  

 

 
図  3.5.2-2 2010～ 2019 年における世界の PV の加重平均総設備費用、設備利用率、

LCOE の推移（出典：文献 11)）  
 

(2)  変動性再生可能エネルギー導入拡大による影響  

PV、風力発電といった変動性再生可能エネルギー（ VRE）の導入が進むに従い、従

来の発電コストのみでなく、グリッドレベルのコスト、常時適正な発電能力を維持す

るためのプロファイルコスト等を含めたコストを検証することが重要であると言われ

てきている。松尾 1 3 )による「再生可能エネルギー大量導入時の電力部門の経済性評価」

では、LCOE は全ての電源のコストを統一的に評価するために OECD/NEA、IEA におい

て用いられている計算手法であるが、今後 VRE の導入拡大により LCOE を超える指標

の評価が重要となる、としている。そのような新たな指標の一つである統合費用（シ
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ステムコスト）の評価として紹介している欧州の試算例では、最適点（コスト最小と

なる電源構成）は比較的 VRE 比率が低いところに存在し、VRE 比率が上がるにつれて

総システム費用は緩やかに上昇する、とされている。  

 

 
図  3.5.2-3 2050 年欧州における電力システムコストの推計例（出典：文献 14)）  

注） iRES：VRE 比率  

 

3.5.3 日本における再生可能エネルギーの導入状況  

日本では、 2012 年の再生可能エネルギー特別措置法の施行以降、固定価格買取制度

（「 FIT 制度」）による再エネの導入拡大を図るとともに、その過程で生じる国民負担や

系統制約等の導入障壁の克服に取り組んできた。その後、再生可能エネルギーの大量

導入や主力電源化を検討する資源エネルギー庁小委員会等における議論を踏まえ、

2020 年 6 月に、 FIT 制度の抜本見直し等を内容とした再エネ特措法の改正を含む「エ

ネルギー供給強靭化法」が成立した。こうした努力により、 2018 年度実績において日

本全体の発電量に占める再エネ比率は 17%まで向上した。  
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図  3.5.3-1 日本における再生可能エネルギーの導入状況（出典：文献 15)）  

 

(1)  太陽光発電  

エネルギーミックス（ 6,400 万 kW）の水準に対して、 2020 年 6 月時点における FIT
制度開始前導入量 +FIT 認定量は 8,000 万 kW、導入量は 5,700 万 kW となった。2020 年

度の買取価格は、事業用（ 50kW 以上 250kW 未満）が 12 円 /kWh 等だが、海外の買取

価格と比べて高い。事業用（ 250kW 以上）は入札対象となっており、 2020 年度上期入

札（ 250kW 以上が対象）の加重平均落札価格は 11.48 円 /kWh である。  
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図  3.5.3-2 太陽光発電の FIT 認定量と導入量（出典：文献 16)）  

 

 

図  3.5.3-3 太陽光発電（ 2,000kW）の各国の買取価格（出典：文献 16)）  
 

(2)  風力発電  
エネルギーミックス（ 1,000 万 kW）の水準に対して、 2020 年 6 月時点における FIT

制度開始前導入量 +FIT 認定量は 1,160 万 kW、導入量は 440 万 kW となった。洋上風力
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発電については導入案件は少ないものの、今後の導入拡大が見込まれる。買取価格は、

他国に比べて依然として 2 倍程度の高い水準である。  
 

 
図  3.5.3-4 風力発電の FIT 認定量と導入量（出典：文献 17)）  

 

 
図  3.5.3-5 風力発電（ 20,000kW）の各国の買取価格（出典：文献 17)）  
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そのため、政府は、系統の増強も含めた総合的な対策の検討を進めている。当然な

がら系統の増強も大きな費用と建設に長い時間を要する。そのため、将来の VRE 等の

電源ポテンシャルを踏まえ、プッシュ型で系統形成を行う方針とし、そのためのマス

タープランの策定を行い、その増強費用を全国で支える仕組みの整備を試みている（図  

3.5.4-1）。系統増強の判断にあたっては、費用便益評価を実施し、便益が費用を上回る

系統増強について、具体的な整備の検討を進める方針とした。  

また、既存系統の有効活用の観点から、系統混雑時に出力抑制を前提とした上で、

新規系統接続を認める「ノンファーム型接続」を試験的に開始したが、域内基幹系統

についてその全国展開を行うことも決定した（図  3.5 .4-2）。また、VRE は限界費用が

ゼロであるため、接続された電源はなるべく出力抑制させない方が経済合理的である

ため、これまでは先に系統接続した電源による利用が優先されるという利用ルールと

なっていたが、それを再エネが火力よりも優先的に系統を利用できるように、利用ル

ールの見直しを進めている（図  3 .5 .4-3）。  

 

 
図  3.5.4-1 プッシュ型の系統形成（出典：文献 15)）  
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図  3.5.4-2 日本版コネクト＆マネージとノンファーム接続の全国展開（出典：文献

15)）  
 

 

図  3.5.4-3 ノンファーム接続と送電線利用ルールの見直し（出典：文献 15)）  
 

VRE を中心に再エネのコスト低減は大きく進展してきており、部分的には競争力を

持ってきている。しかし、導入量を大幅に拡大していくと、条件の悪い地点の VRE を

活用していくこととなり、単価の上昇要因となり得る。また、導入量を増せば、出力

抑制が必要となってくる。できるだけ費用効率的に再エネを拡大する必要がある。そ

のためには、系統利用のルールを適正化することは重要であり、更に、系統増強、蓄

電池、水素、DR 等、様々な方策の中から、総合的に費用対効果が高い対応策見出して

いくことが求められる。ただし、民主国家である以上、過去に決めたルールのルール

変更によって生じ得る損失への配慮も重要であり、総合的に配慮した上で、適切な再

エネ拡大とそれに伴って生じる必要な対策をとっていくことが重要である。  
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3.6 エネルギーシステム改革と温暖化対策  

3.6.1 電力自由化の市場と温暖化対策  

日本では、コスト効率化や電力以外の事業との融合による新たなサービスの創出等

を狙って、電力システム改革が行われてきている。また、ガス事業についても同様に

ガスシステム改革が行われてきている。図  3 .6.1-1 は、電力システム改革後の事業形態

を示している。全面自由化後は、発電事業、送配電事業、小売電気事業の 3 事業に分

割され、送配電事業については、中立性を担保するために 2020 年 4 月に法的分離が行

われたところである。送配電部門は、引き続き、総括原価方式による地域独占・料金

規制が維持されるが、発電事業、小売事業は全面自由化で、一部、小売りの規制料金

（経過措置料金）は残るものの、一連の電力システム改革は一旦終了した。ただ、多く
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の課題が残っており、また、「 2050 年カーボンニュートラル」という新たな政策目標が

掲げられたこともあり、それと整合的な制度改革が必要となっている。  
 

 
図  3.6.1-1 日本における電力システム改革後の事業形態 1 )  

 

一方、地球温暖化対策という点からは、電力システム改革は、新たに難しい課題を

提示してきている。そして、それは、先行して自由化を進めてきた欧米でも同様の課

題に直面している。電力卸取引市場（スポット市場）の取引量は、グロスビディング

と呼ばれる、旧一般電気事業者に半強制的に一定の発電電力量を市場に拠出するよう

求める制度もあって、取引量は過去数年間で劇的に増大し、全電力需要の 30～ 40%程

度となっている。図  3.6.1-2 は、取引価格の推移である。需給がひっ迫すれば、市場に

より価格調整が働き、価格が上昇している。その面では短期的な需給調整という点で、

価格がシグナルになって、調整が機能していると見ることができる。しかしながら、

2021 年 1 月には kWh あたり 250 円といった極めて高い価格となった。これは、寒い日

が連続したこと、降雪により太陽光発電の出力が低迷したこと、原子力発電の定期点

検と重なったこと、LNG 供給が複合的な要因で滞ったことなどが重なったことにより、

生じたと考えられる。市場メカニズムの活用という点では、需給がひっ迫すれば、デ

ィマンドレスポンス（DR）のような対応を促すために、ある程度高い価格付けは必要

である。しかし、比較的長期間にわたって kWh の不足に陥ったため、電力市場は大き

く混乱した。安定的な電力需給と電力事業運営という点からは必ずしも望ましくない。

市場活用の難しさが露呈したと言え、引き続き、制度の改良の必要性があると考えら

れる。  
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図  3.6.1-2 日本における電力卸取引市場（スポット市場）の取引価格の推移 1 )  

 

政府は、図  3.6 .1-3 で示されているように、卸取引市場（ kWh 価値の取引）だけでな

く、容量市場（ kW の取引）、需給調整市場（Δ kW の取引）、非化石価値取引市場（非

化石電源比率実現のための価値や、ゼロエミッション価値などの環境価値の取引）の

制度設計を行い、容量市場と非化石価値取引市場は 2020 年度に開始され、また、需給

調整市場は 2021 年 4 月開設予定となっている。これらの市場は、温暖化対策の視点か

らも極めて重要であり、引き続き、制度の詳細を詰め、また、必要に応じて見直しな

がら、導入を進めていくことが求められる。  

 

 

 
図  3.6.1-3 日本における導入済みもしくは導入予定の電力関連の取引市場 1 )  
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卸取引市場は、理論的に限界費用で価格が決まる。限界電源はピーク時間帯では LNG

になりやすく、原子力や石炭火力は、可変費が安価で固定費が高価なため、固定費分

を LNG 可変費と原子力や石炭の可変費との差額分で補って、収支をバランスさせ、そ

の中で利潤も得ていくこととなる（図  3.6.1-4）。固定費は回収しにくいが、図  3 .6.1-2

で見られるように、価格がスパイクする時間帯もあるため、そのスパイクした際に得

られる収入で固定費分と利潤を確保していくこととなる。しかし、先にも記載したよ

うに、安定的な電力需給と事業環境の整備という点からは、あまりに価格スパイクす

ることも問題である。また、再生可能エネルギーが固定価格買取制度（ FIT）のような

政策措置で、優先給電ルールで市場に出てくると、卸取引市場価格が下がってしまう

（図  3 .6 .1-5）。そうすると、例えばガス複合発電のような限界電源となりやすい電源も、

設備利用率が低下して、投資回収が難しくなってしまう。また、限界電源になりにく

い電源（石炭火力など）でも、市場価格が低下して、売電収入が低下し、利益を得に

くい構造になってしまう。結果として、火力発電を中心とした、電力の安定供給のた

めに必要な電源が過小となってしまう。これは「ミッシングマネー」問題と言われる。 
そこで、政府は、容量市場を創設し、稼働していない電源でも、kW 価値に応じて収

入が得られる仕組みを創設し、 2020 年に開始した。これにより、固定費の一部は、容

量市場で実際の運用の 4 年前というタイミングで、予見性を高めることで、電源の維

持をして、持続的な電力システムを構築しようとしてきている。そして、開始した、

2020 年度容量市場オークション結果は図  3.6.1-6 のようになった。設定した上限価格

にほぼ張り付くという結果であった。これは、現在の発電設備の置かれた状況を反映

したものとも考えられる。つまり、電力システム改革下では、不採算になりやすい電

源は退出させ、利益を確保しようとする中で、相当高い価格でなければ維持が難しく

なっているという状況と考えられる。ただし、制度的な問題も残っていると考えられ

る。特に、 4 年後という期間がある中で、4 年後に確実に電力供給できるかどうかが不

確実であると、オークションに参加できない電源が一定程度あったと考えられる（特

に自家発や原子力）。そういった確実性はないものの、期待可能な電源の入札をどう確

保するかは、安定供給と経済性の両方を睨みながら、より良い制度設計がないかの検

討が必要と考えられる。  
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図  3.6.1-4 発電投資回収のイメージ 1 )  

 

 
図  3.6.1-5 スポット市場における FIT の影響 1 )  
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図  3.6.1-6 2020 年度容量市場オークション結果 1 )  
 
また、電源投資の点からも、この容量市場についても課題が残っている。容量市場

では、4 年後の 1 年間の供給力の提供に対して対価が支払われる（図  3.6.1-7）。しかし、

一般的には既存電源の方が、新設電源よりも安価であり、既存電源ベースの価格で、

容量市場の価格形成が行われると考えられる。そうすると、新設電源にとっては、投

資リスクをとって建設するだけの十分な対価を得られない可能性があり、新設電源へ

の投資を安定的に促すことができるのか、慎重に検討する必要がある。また、4 年後の

1 年間であるが、通常の電源は、建設計画から運開まで 3～ 10 年程度要するため、4 年

前にならないと対価がわからないと投資とその回収の計画を立てにくく、金融機関か

らの融資も受けにくい可能性がある。先行して容量市場を導入した欧州では、容量市

場の価格が上昇すると、ディーゼル発電のように短期で導入可能な規模が小さく、発

電効率が悪い電源の導入が促進されたという報告もなされている。更に火力の場合、

通常、 30～ 40 年運転されるが、1 年毎に対価が変わるため、投資回収の予見性が低く、

それも投資を躊躇させる方向に働く。  

特にカーボンニュートラルということになると、CCS 付き火力発電なども重要にな

ると考えられるが、設備単価は上昇し、また CCS 無しよりも投資リスクは高いと考え

られる。先に指摘したように、市場は価格スパイクが起こることもあるが、いつか起

こると考えられる価格スパイクを期待して金融機関が融資する可能性は必ずしも高く

ない。図  3 .6 .1-8 で指摘があるように、通常、リスク回避的に投資が行われてきており、

ダウンサイドリスクをより大きく評価される傾向が見られる。そうすると、卸取引市

場での価格スパイクに期待したり、容量市場で一定の投資回収はできるとしても、新

設電源の建設は過小となる可能性も高い。したがって、現在、設計されている市場だ

けで、今後の温暖化対策として、また安定的な電力供給のための投資を促す仕組みと

して十分なのかについて、引き続き、検討を行う必要性があると考えられる。  
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図  3.6.1-7 設備の高経年化の課題 1 )  

 

 
図  3.6.1-8 投資リスクの課題 1 )  

 
なお、石炭火力については、政府は、非効率石炭火力の 2030 年頃までのフェードア

ウト方針を決定した。温暖化対策の点から必要な方向性ではあるが、製造業の生産活

動と一体的に運転している自家発石炭火力の扱いなど、難しい課題である。政府は、

規制的措置を検討しつつ、容量市場における支払いを非効率石炭火力についても減額

させる方向で調整中である。しかしながら、先に指摘した 2021 年 1 月に発生した、ス

ポット市場の価格高騰を見ても、LNG に依存し過ぎるとリスクが大きくなる場合もあ

り、適切な電源ミックスも重要であり、いかに複数の政策課題をバランスさせるかは

大きな課題である。  
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3.6.2 エネルギーインフラにおける気候変動への適応  

近年、日本において大型台風や大雨による災害が相次いでいる。例えば、 2018 年 9

月の台風 21 号では関西地域が、 2019 年 9 月の台風 15 号では関東地域に大きな被害が

生じ、送電の鉄塔や電柱の倒壊の被害も発生した。また、そもそも、送電設備の多く

は 1970 年代に建設されており、老朽化も進展し、建て替えや大規模修繕の必要性が高

まってくる状況にある。個別の災害について、CO2 排出増との因果関係は明確になって

いるわけではないが、関連性はあると考えられる。このような中、今後も当面は世界

CO2 排出量の増大傾向と気温上昇傾向は継続すると考えられ、大きな被害発生の頻度が

増大していく可能性がある。よって、様々な適応が必要である。エネルギーインフラ

においても、それに適応した強靭なシステム構築が求められてきている。一方で、電

力システム改革が進展してきており、送配電部門は総括原価が維持されているものの、

効率化が求められている中で、大きな投資が必要となってきている。  

2020 年 6 月には「エネルギー供給強靱化法」が成立した。託送料金制度改革として

は、従来の総括原価方式をベースとしたものから、「レベニューキャップ制度」への移

行が決まった。事業者の投資計画などを踏まえて収入上限を設定して、経済効率的に、

送電網の更新等を促して、持続的な電力システム構築を目指そうとするものである。  

また、自然災害時のレジリエンス確保を巡っては、関係機関との連携などをあらか

じめ定めておく「災害時連携計画」を一般送配電事業者が協力して作成し届け出るこ

とを義務づけた。また、送配電事業者が仮復旧等に係る費用を予め積み立て、被災し

た送配電事業者に対して交付する相互扶助制度も創設することとなった。  

このような対応は、気候変動影響への適応という点からも重要な政策措置であり、

実現が望まれるところである。  

 

参考文献（第 3.6 節に関するもの）  
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3.7 サステナブルファイナンスの動向とモデル分析例の整理  

3.7.1 サステナブルファイナンスに関する背景と動向  

2015 年に国連で持続可能な開発目標（ SDGs）が採択され、また同年に国連気候変動

枠組み条約においてパリ協定が合意された。SDGs の達成及び大幅な気候変動緩和に向

けた低炭素技術への投融資を促進するためには公的資金のみでは不十分であり、民間

資金を動員することが不可欠である。そのため、近年では金融部門の役割に関する議

論が高まり世界的な取り組みが拡大している。  

パリ協定の目標を達成するためには脱炭素社会の実現に向けた大規模なインフラ投

資が必要である。 IEA WEO 2019 によると、 2019 年から 2040 年までに世界全体で累積

58 兆 7,950 億ドル（公表政策シナリオ）から 71 兆 3,290 億ドル（持続可能な開発シナ
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リオ）のエネルギー関連（燃料、発電及びエンドユース）投資が必要であると推計し

ている 1 )。  
また、環境関連に対するファイナンスの選定基準に関しても近年議論が進展してい

る。 2014 年にグリーンプロジェクトに該当する資金を調達するために発行される債券

に関するガイドライン（グリーンボンド原則：GBP）を国際資本市場協会（ ICMA）が

策定したことを契機に、近年グリーンボンド市場が拡大している。  

さらに、欧州委員会が設置したサステナブルファイナンスに関するテクニカル・エ

クスパート・グループ（TEG）は 2019 年 6 月 18 日に、環境関連の持続的な経済活動・

技術の分類を示した「EU タクソノミー 2 )」を発表した。これはサステナブルファイナ

ンス推進を目的としたアクションプランの一部であり、これまでサステナビリティフ

ァイナンスの定義が存在しなかったことから、一つのファイナンス指針となるもので

ある。  

一方、イングランド銀行のマーク・カーニー総裁は、これらのグリーンボンド基準

及び EU タクソノミーの取り組みを肯定しつつも、グリーン事業に対するファイナンス

は低炭素への移行を実現するためには不十分であると言及している。また、これらの

基準はグリーンかブラウンかの二進法的になっているため、持続可能な投資を主流に

するためには「 50 段階の意味合いのグリーン」を示すより豊富なタクソノミーが必要

であると主張している 3 )。  

炭素集約型の産業における低炭素化への移行に向けて、その資金調達方法として掲

げられているのがトランジション・ファイナンスである。現在のサステナブルファイ

ナンスの枠組みは主に既にグリーンな資産に向けられており、温室効果ガス排出量の

多い産業における低炭素経済への移行活動に対する投資が大幅に少ないことが懸念さ

れている。以下では、サステナブルファイナンスの取り組みについて主に緩和におけ

る発電・エネルギー分野のグリーン活動及びトランジショナル活動の定義に焦点をあ

てて考察し、定量分析に向けたシナリオ策定の検討を行う。  

 

3.7.2 グリーン・ファイナンスの使途：グリーンボンド原則と EU タクソノミー  

(1)  グリーンボンド原則（GBP）  

2020 年 11 月現在の最新版であるグリーンボンド原則（ 2018 年版）の中で定められ

た、エネルギー関連分野の適格性のあるグリーンプロジェクトは主に以下が挙げられ

ている 4 )。  

•  再生可能エネルギー（発電、送電、装置、商品を含む）  
•  エネルギー効率（エネルギー貯蔵、地域暖房、スマートグリッド、装置など）  

•  汚染防止及び抑制（大気排出の削減、温室効果ガス抑制、省エネ・省排出型の

廃棄物発電など）  

•  クリーン輸送（電気自動車、ハイブリッド自動車、公共交通、鉄道など）  

 
GBP はグリーンボンドに対する国際的な基準として世界中で広く認識されており、

後述するトランジション・ファイナンスにおいても参照とされている基準である。  
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(2)  EU タクソノミー規則と最終報告書  
①  EU タクソノミー規則  

2018 年 3 月に欧州委員会は「Action plan: Financing sustainable growth」を発表し、こ

れは 10 項目からなる行動計画で構成される。アクションプランを次々に実行するため

に 2018 年 5 月に 3 つの法案が提出された。その一つとして持続可能な投資を促進する

フレームワークの確立を目的とした「タクソノミー規則（ EU 規則 2020/852）」がある

5 )。  
タクソノミー規則は 2020 年 4 月に欧州理事会で修正案が採択、 2020 年 6 月 17 日に

欧州議会で採択された。その後、タクソノミー規則は詳細な技術スクリーニング分類

（つまりタクソノミー最終報告書）を含む委託法によって補完される。  

タクソノミー規則の中には気候変動緩和に対する実質的な貢献（第 10 条）として以

下の経済活動を分類している。  

 
( i)パリ合意の長期気温目標に整合的な温室効果ガス濃度安定化に大いに貢献する経済

活動  

a .  再生可能エネルギーによる発電、送電、蓄電、配電及び利用  

b.  エネルギー効率改善（但し、固体化石燃料を使用する発電は除く）  

c .  クリーンまたは気候中立なモビリティ  

d.  持続的かつ再生可能な材料への転換  
e .  環境的に安全な炭素の回収・利用（ CCU）及び炭素回収・貯留（ CCS）の利用増

加  

f .  土地による二酸化炭素吸収の強化  

g.  エネルギーシステムの脱炭素化を可能にするエネルギーインフラの確立  

h.  再生可能あるいは炭素中立な材料を用いたクリーン及び効率的な燃料製造  

i .  a と h に関する活動を可能にするもの  
( i i )トランジショナルな活動  

技術的及び経済的に実現可能な低炭素の代替手段が無い場合、気温上昇を 1。 5℃以

内に抑えるための経路と整合的な気候中立経済への移行を支援する経済活動であれば

気候変動緩和に実質的に貢献するとみなされる（固体化石燃料からの排出を段階的に

減らすことも含む）。以下はトランジション活動の要件である。  

a .  業界でベストパフォーマンスに相当する温室効果ガス排出レベルをもつ活動  
b.  低炭素化代替手段の開発と展開を妨げない活動  

c .  資産の経済寿命を考慮し、炭素集約型資産のロックインにつながらない活動  

 
尚、他の活動を 1 つ以上の環境目的に実質的に貢献することを「可能にする」活動

（第 16 条）を定義、そして技術的スクリーニング分類の条件として固体化石燃料によ

る発電が環境的に持続可能な経済活動に適合しないことを保証することが謳われてい

る（第 19 条 3 項）。  
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②  EU タクソノミー最終報告書  

2020 年 3 月 9 日に EU の Technical Expert Group on Sustainable Finance （TEG）は、

EU タクソノミーに関する技術報告書 2 )を公表した。今回のタクソノミーで考慮してい

る環境目的は主に気候変動の緩和及び適応である。緩和に関する電力、ガス、蒸気、

空調供給に関しては、発電 1kWh あたりのライフサイクルの温室効果ガス排出量の閾値

は 100gCO2e/kWh だが、 2050 年にはゼロとなるよう 5 年毎に基準を厳しくしていくも

のであり、エネルギー発生技術に関係なく共通の閾値である。表  3.7.2-1 は発電部門

における技術スクリーニング分類を示したものである。太陽光、風力、水力、ガス燃

料、海洋エネルギー、地熱、バイオエネルギーによる発電は含まれているが石炭及び

石油火力発電はタクソノミーに含まれていない。ガス火力発電（天然ガスに限定せず）

は CCS 付随の場合タクソノミーの下で削減活動が適合するかどうかを示さなければな

らない。  

 
表  3.7.2-1 技術スクリーニング分類：気候変動の緩和  

（出典） EU TEG (2020)  2 )本編 p .57 を基に著者作成  

 
さらに、原子力発電はゼロエミッションであるが、一方で高レベル放射性廃棄物の

長期的なマネジメントに関する課題があるため現時点ではリストに掲載されておら

ず、今後、課題に関する更なる技術作業を行い検討される。  

以上より EU タクソノミーでいわゆるグリーンの発電として認められる条件は非常

に厳しいものであり、トランジショナルな発電に関してもガス火力に対しては条件つ

きであるものの、水力及び地熱、バイオエネルギーといった再生可能エネルギーの発

電が含まれることからトランジショナルな発電として認められる条件も比較的厳しい

ことがわかる。  
 

経済 活 動  

気候 変 動 緩和  

Own  p e r fo r man ce  

活動 自 体 が環 境 目

的に 貢 献  

T ran s i t i o n a l  a c t i v i t i e s  

気候 中 立 経済 へ の 移行 を 促 進す

る活 動  

En ab l i n g  ac t i v i t i e s  

他活 動 に よる 環 境 目的 へ の

貢献 を 可 能と す る 活動  
太陽 光  ✔    

集光 型 太 陽熱  ✔    

風力  ✔    

海洋 エ ネ ルギ ー  ✔    

水力  ✔  ✔   

地熱  ✔  ✔   

ガス 火 力  ✔  ✔   

バイ オ エ ネル ギ ー  ✔  ✔   

DAC    ✔  

CO 2 回 収    ✔  

CO 2 貯 留  ✔    
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3.7.3 トランジション・ファイナンス  

既に発行されたトランジション・ボンドの事例をみると、 2017 年に香港の電力会社

キャッスル・ピーク・カンパニー・リミテッド（ CAPCO）の「エネルギー・トランジ

ション・ボンド」は、親会社の CLP ホールディングスが策定した「気候アクション・

ファイナンス・フレームワーク（CAFF）」に基づいて、石炭火力から 550MW 規模のガ

ス発電（世界で最も効率が良いガス火力発電の一つである最新の H クラスの CCGT 技

術使用）への建設に対し（償還年数を 10 年とした） 5 億ドルのエネルギー・トランジ

ション・ボンドを発行している 6 )。CAFF に基づくとエネルギー・トランジション・ボ

ンドは、再生可能エネルギーが限られた市場における石炭火力発電からガス火力発電

への転換によりベースロードで 450gCO2/kWh 以下の CO2 排出量を達成する場合に発行

される。一方、「ニュー・エネルギー・ボンド」は、再生可能エネルギー、エネルギー

効率改善、低炭素輸送インフラが使途として挙げている。  

その後、 2019 年以降、様々な機関においてトランジション・ファイナンスに対する

取り組みが開始した。例えば、 2019 年 6 月に仏アクサ・インベストメント・マネージ

ャーズは現状ではブラウン企業ではあるが将来的にはグリーン企業に移行するという

目標を掲げている企業への資金提供を目的とした独自の「トランジション・ボンド」

のガイドラインを公表した 7 )。ガイドラインによると、対象は「素材、採掘、化学、輸

送等の温室効果ガス集約型産業」において「現段階では資金調達が可能なグリーン資

産を保有せず将来もそのような資産を持てない可能性はあるが、自社の事業活動や製

品・サービスの温室効果ガス排出量を削減するための資金調達が確実にある産業」で

ある。調達資金が適格な気候移行関連活動に相当するプロジェクトに使用されるもの

であり、例えば、エネルギー関連についていえば、炭素回収・貯留（CCS）、ガスを燃

料とした熱電併給（CHP）、より炭素強度の低い燃料への切り替え可能なガス輸送イン

フラ、石炭からガスへの燃料転換（CO2 排出回避実績があるもの）、廃棄物のエネルギ

ー転換である。  

さらに、2019 年 7 月、 フランスの金融機関であるクレディ・アグリコルは 1 億ユー

ロ相当の「トランジション・ボンド」を発行した 8 )。資金使途は、低炭素経済への移行

に貢献しうる炭素集約的な産業におけるプロジェクト（ LNG 燃料船、石炭火力発電に

依存する国におけるガス火力発電への移行、エネルギー効率が高い産業）である。ま

た、 2020 年 3 月に英国のガス供給会社のカデントは「トランジション・ボンド」を発

行した 9 )。資金使途はガス送配電網の改修（水素及び他の低炭素ガスの統合を促進する

ためのパイプラインの取替、及び現存する既に水素対応がなされているガスパイプラ

インの改修・取替が対象で、ガス網拡大は除外とされている）、再生可能エネルギー、

クリーン輸送、省エネ建物である。  

さらに、2020 年 12 月にグリーンボンド原則の策定などを行っている国際資本市場協

会（ ICMA）は温室効果ガス排出量が多いブラウンな産業の脱炭素化を実現するため金

融的支援を行う「クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック」 1 0 )

を発表した。当該ハンドブックは、トランジション・プロジェクトの定義やタクソノ

ミ―を提示せず、開示要素（戦略、環境面の重要課題、科学的根拠、透明性）が明確
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化されている。その後、 2021 年には中国銀行（BOC）が「クライメート・トランジシ

ョン・ボンド」 11 )を発表しており、上記 ICMA のハンドブックに従い、EU タクソノミ

―を考慮した上で、資金使途プロジェクトを提示している。その中には、ガス火力発

電と熱供給が含まれている。  

既に実施されているトランジション・ボンドの事例の外部評価によると現地の再生

可能エネルギー発電状況が不利である場合は、ガス火力発電は石炭と再生可能エネル

ギーをつなぐ燃料（ bridging fuel）と国際的に認知されていること、そして現地の政府

の政策に準ずるものであれば、石炭火力からガス発電への転換は環境面において便益

があると評価されている 1 2 )。そのため、石炭火力発電から化石燃料であるガス火力発

電への転換もトランジション・ファイナンスの対象となっている。  

全体的に現状ではグリーン・ファイナンスとトランジション・ファイナンスの境界

に関する統一的な定義は存在しない。石炭発電からガス発電への移行を認めるかどう

かははっきりと定義されておらず個別事例によるため、「グリーンウォッシング」の可

能性を指摘する意見もある。  
 

3.7.4 サステナブルファイナンスの定量分析例  

表  3 .7.4-1 は金融部門を考慮した経済モデルを用いた分析例である。  
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表  3.7.4-1 金融部門を考慮した定量分析例  
著者  分析モデルタイプ  結論  

Dafermos et a l.  

(2017)1 3 )  

Stock-f low-consis tent  

model  (SFC) 

従来型の投資が減少するため経済活動

が減少、また、グリーン投資の割合が

増加するため CO2 排出量は減少。  

Safarzynska and van 

den Bergh (2017)1 4 )  

エージェントベース

モデル  

再エネの投資増加は銀行間の連結性を

減らし（一部の銀行に多額のローンが

集中）、銀行の失敗の確率を上げる。最

適解として、ガス（CCGT）と再エネの

コンビネーションが金融システムを阻

害しない。  

Glomsrød and Wei 
(2018)1 5 )  

CGE 石炭産業あるいはエネルギー多消費産

業における企業利益が減少するが、労

働集約的な産業（サービス、製造、農

業）における経済活動及び賃金が増加

し、それらが GDP を BAU 比で増加さ

せる（GDP は企業利益と給与によって

構成される）。  

Paroussos et  a l .  
(2020)1 6 )  

CGE イタリアを対象とし、低コストの資金

源（貸出金利が低い）が利用可能な場

合の経済評価を推計。低炭素エネルギ

ーシステムの実現には、低コストのフ

ァイナンスへの継続的なアクセスが必

須。  

 

金融部門を明示化した経済モデル分析は増えているが、金融部門を明示化する統一

的な方法は現在のところ存在していない。モデル構造上、技術別及び地域別の詳細な

利子率の変化（つまり、トランジション・ファイナンスを考察する前に必要となる要

素）による影響を表現するのは困難であるといえる。  

 

3.7.5 サステナブルファイナンスの定量分析の検討：DNE21+モデルを用いて  

脱炭素化社会の実現には、排出量が多い産業における低炭素な活動への移行を促進

することが必要である。また、各国経済・産業構造の違いも考慮し、各国の政策基準

に適合する削減活動に対してもファイナンスの優遇措置を講じることによって持続可

能な成長が達成しうる。現在、トランジション・ファイナンスの資金使途に関する統

一的な定義は存在しないが、グリーンプロジェクトのみならず低炭素社会への移行を

実現する幅広い技術に対して資金支援をした場合の定量的な評価を検討する。  

RITE のエネルギー・環境評価モデル（ DNE21+）は設備投資の主観的割引率を考慮

しており、完全予見の下であれば主観的割引率は利子率相当の割引率と設備寿命から
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計算された率に相当するものをかけて算出される。主観的割引率の一部は借入利率と

して捉えられるため、融資の優遇措置として借入れ時の金利負担を軽減することによ

り当該投資が促進される。通常、DNE21+モデルにおいて発電部門に関する主観的割引

率は原子力を除く発電技術間で差別化はせず、先進国と後進国に分けて経済事情に応

じて主観的割引率設定をしている。  

サステナブルファイナンスの影響を評価する際、以下のシナリオが考えらえる。  

①  グリーンな活動と定義されている発電技術に対する融資の優遇措置を想定し、

当該技術の主観的割引率を低下させる。その他の発電技術に対しては同割引率の現状

維持を想定する（もしくは融資のペナルティを課す）。  

②  グリーンな発電に対しては①と同様の主観的割引を想定し、さらに石炭火力か

らガス火力への燃料転換を含むトランジショナルな活動、そして各発電における BAT

技術への移行に対しても資金優遇措置の対象とする。  

 
一方、資金の優遇措置によって借入利子率を低下させるということは、その分の費

用を金融機関あるいは投資家が負担するということを意味するため、ベースライン比

の追加的費用を算出する。  

今後は、上記シナリオを基に、サステナブルファイナンスの影響評価を行う。  
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3.8 気候変動政策に伴う費用負担の格差拡大の課題  

温暖化対策を進めて行くと、効率性と負担の衡平性のトレードオフが生じる可能性

がある。また、炭素税についても逆進的な効果を及ぼすとの懸念がある。逆に、衡平

性に配慮すると効率性が損なわれ、通常モデルが提示するような費用よりも高い費用

が必要になる。世界で 2050 年脱炭素化への動きが本格化し、より厳しい温暖化対策が

取られていくとみられる一方、公正な移行 ( just transi t ion)を確保した脱炭素化は SDG

の観点から不可欠であり、双方をバランスよく進めていくための指針となる定量的評

価を行っていくことは重要である。このような問題意識の下、RITE ではこれまでに、

再生可能エネルギー固定価格買取制度（ FIT）及び省エネ住宅向け補助政策が所得階層

別に及ぼす影響について分析を行ってきた 1 ) , 2 ) , 3 )。また、より定量的な影響分析を行っ

ていくための検討として、統合評価モデルを用いた所得階層別影響評価に関連する既

往文献に関して調査を行い、課題を整理した。本年度は、温暖化対策による衡平性へ

の影響に関する最新の分析と具体的な手法に関する調査を行い、モデル分析に向けた

検討を行った。  

 

3.8.1 Best et al.  (2021) による太陽光発電補助金の分析  

本節では、R. Best らによる、オーストラリアにおける小規模太陽光発電導入に係る

補助金政策の衡平性の定量分析 4 )について紹介する。  

オーストラリアにおける小規模太陽光発電導入の補助制度として、初期投資に対す

る補助金である小規模再エネスキーム (SRES)と、発電に対する固定価格買取制度 (FiT)

の 2 種がある。前者は国家による制度、後者は州による制度であり、1 件の導入につき

両方を受給することが可能である。SRES による補助金額は設置容量に比例し、かつ日

照時間の多い地域においてはより高い係数を乗じて補助金額が決定される仕組みであ

るため、高日照地域における導入を促進する制度であるといえる。FiT は、太陽光発電
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による電力の売電 1kWh につき世帯に支払われるもので、期間と支払い率は時期と州に

よって異なる。これら 2 制度それぞれが国民一人にもたらすコスト増加は 2018 年時点

で 20 オーストラリアドル /年と推計されている。なお、オーストラリアの総発電量にお

ける小規模太陽光発電の比率は 2019 年時点で 5％を超えたとされている。  

分析の動機として、一般的に、環境政策の導入において、分配の衡平性に関する懸

念はその障害となりうること、公正な移行は政策の効率性に優先するとの観点から、

著者らはこの 2 制度に対して世帯間の衡平性、普及への有効性、導入規模への有効性

を定量的に分析し、公正な分配に関して考察を行っている。  
分析の特徴としては、①世帯の所得ではなく富 (wealth)の差異間の不衡平性を対象と

したこと、②世帯レベル及び地域レベルの詳細なデータを用いた分析であること、③

PV 導入決定要因に関する分析を並行して行ったことである。①に関しては、 PV 導入

補助金制度の衡平性に関する数少ない既往研究の中で、FiT は高所得の世帯に利すると

されているのに対し、この研究では初期投資に対する補助金制度も対象とし、また PV

導入規模への影響も分析対象とすることから、世帯所得間の不衡平性ではなく世帯の

富、すなわち保有資産額に基づく階級間の衡平性に着目し分析したとしている。  

分析の根拠となる詳細な世帯データについては、オーストラリア統計局による所

得・住宅調査（ 2017 年版、2019 年版）と家計エネルギー消費調査（ 2013 年）を利用し、

資産の十分位階級で整理している。PV 導入率は、保有資産階級が下位から上位となる

に従い高くなるが、上位 4 分位では大きな差はみられない（図  2 .3.1-1）。 PV 導入容量

は、全世帯平均でみると保有資産階級が上位であるほど大きく、上位 3 分位では大き

な差はない（図  3 .8.1-2）が、 PV 導入世帯平均でみると大きな差は見られず、上位 3

分位がやや高位である（図  3 .8.1-3）。  

 

 
図  3.8.1-1 世帯資産階級別の PV 導入率（ 2015～ 2016 年）  
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図  3.8.1-2 世帯資産階級別の PV 導入容量（ 2015～ 2016 年、全世帯平均）  

 
図  3.8.1-3 世帯資産階級別の PV 導入容量（ 2015～ 2016 年、PV 導入世帯平均）  
 

FiT に よ り 世 帯 に 支 払 わ れ る 金 額 は 、 全 世 帯 平 均 で み る と 上 位 ほ ど 大 き く （ 図  

3.8.1-4）、 PV 導入世帯平均ではややその傾向は弱まるもののやはり高資産保有世帯ほ

ど大きい傾向が見られる（図  3.8 .1-5）。これは高資産保有世帯において導入容量がや

や大きいことと、 FiT の買取金額が比較的高かった時期に導入したためとされている。 

 

 

図  3.8.1-4 FiT による世帯受領金額（ 2015～ 2016 年、全世帯平均）  
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図  3.8.1-5 FiT による世帯受領金額（ 2015～ 2016 年、PV 導入世帯平均）  

 

分析は、計量経済モデルを用いて行われている。主な変数は、 FiT 受領金額、 SRES

補助金、資産、 PV 導入の有無、 PV 導入容量（ kW）である。その他の制御変数として

家屋の規模、不動産保有状況、賃貸住宅、集合住宅、年齢、家族構成なども考慮して

いる。主たる説明変数は資産で、総資産から負債額を控除して算出し、十分位に区分

している。世帯調査に基づく資産のデータは国によって質が異なり 5 )、信頼性が懸念さ

れうるが、オーストラリアはマクロデータとミクロデータの比較により資産データに

関する分析を継続的に行っていると OECD が評価しており、この分析では世帯調査デ

ータを用いたことにより信頼性に関する懸念を低減したとしている。  
衡平性に関する分析結果として、保有資産の階級間で不衡平性が存在するとしてい

る。 FiT に関する分析では、表  3.8.1-1 において下位の分位は上位よりも受領金額が有

意に少ないことが示されており、図  3.8 .1-4 と整合している。その他の要因との関係性

分析では、住宅規模が大きい世帯では受領金額が多く、賃貸住宅や若年の扶養家族が

いる一人親世帯では少ないとされている。住宅規模が大きい世帯で受領金額が多い原

因は、導入スペースが大きいことと、電気代が高いためより多くの容量を導入するイ

ンセンティブが働くことが原因との考察である。  

 

表  3.8.1-1 世帯資産階級と FiT 受領金額の関係  

 

 

SRES 補助金に関する分析でも同様に、資産の少ない階級は高い階級よりも受給金額

が有意に低いとの結果である（表  3 .8 .1-2）。その他の要因との関係性の分析では、住

宅規模が大きいと金額が高く、賃貸住宅だと低いという点は FiT と同様である。階級
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を可処分所得による十分位とした場合は有意な結果は得られず、資産のみ、または資

産＋所得とすることにより有意な結果が得られる。  
 

表  3.8.1-2 世帯資産階級と SRES 補助金受給額の関係  

 

 

PV 普及と導入容量に関する分析についても付記しておく。 PV 普及に対する影響の

分析から、SRES 補助金、世帯資産は正の影響を持つが可処分所得はやや弱い影響のみ

もたらし、かつ統計的に有意ではないとの結果である。  

導入容量に関する影響分析では、変数を対数変換して弾性値による分析がなされて

いる。世帯資産は導入容量に正の影響を与えている。SRES 補助金に関しては、他の影

響を除去し分析すると有意な結果は得られなかったことから、補助金額の増大は導入

容量の増大につながらないことが示されている。  

著者らの結論として、オーストラリアにおける小規模 PV 補助スキームには世帯資産

間での不衡平性が存在しており、政策を修正していく必要があるとされている。 SRES

制度に関しては、補助金額増大による導入容量の引き上げ効果がないことから、富裕

層に利するような導入容量に応じた補助金額設定をやめ一定にすべきであるとしてい

る。また、世帯資産に応じた補助金交付は EU 諸国のうち 6 か国で実践されており、こ

れを太陽光補助金スキームにも適用とすべきとしている。  

本研究の意義は、世帯資産に基づく分析により温暖化政策の衡平性を評価したこと

である。世帯間の衡平性の分析において、所得ではなく資産での階級とするべきであ

ることは以前から指摘されてきた。リタイア層のように勤労所得はないが資産を多く

保有する世帯を年間所得で階級付けすることは、世帯の経済的余裕を正しく表現でき

ておらず誤った分析結果につながりうる。その点で、本分析は世帯の実質的な経済状

況を反映した分析となっており、有意義であると言える。資産ベースでの分析は有意

な結果であるのに対し、SRES の分析においては所得ベースの分析は有意な結果をもた

らさないと示されており、世帯資産もしくは世帯資産と所得の両方を考慮した分析と

すべきであることが示されている。一方、この手法の分析を行う場合は世帯資産デー

タの入手可能性及びデータの質に課題があると考えられる。オーストラリアは質の高

い詳細な世帯データがあるとされており上記のような分析が可能となりえた。データ

の入手可能性の調査を進めていくことが必要である。なお、論文中でも言及のあった

Credit Suisse  Research Inst itu te による Global Wealth Databook は各国における世帯別の

富の分布を十分位で提供しており、利用可能なデータベースの一つである。  
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一方、課題としては SRES と比較し FiT の分析結果が少ないことがあげられる。所得

ベースでの分析は有意でないとされたのは SRES 制度の分析においてのみであり、 FiT
における所得ベースでの分析結果は示されていない。一般的に、FiT のほうが長期間に

わたり世帯への支払いが行われ費用負担額が増大しているとの課題が強く認識されて

おり、FiT 政策の効率性についても分析を深めることは重要である。また、本論文では

エネルギーが明示的に取り扱われていないが、RITE でこれまで行ってきたように、家

庭への PV 導入によるエネルギー消費の変化を考慮した上で、世界エネルギーシステム

モデルにより衡平性に関する問題を分析していくことが望ましいと考えられる。  
 

3.8.2 V. Lekavicius et al.  (2020) による家庭向けエネルギー機器導入補助制度の

分析  

本節でサーベイする研究 6 )は、リトアニアにおける家庭用再生可能エネルギー技術導

入に対する補助金制度の分配効果を、独自のマイクロシミュレーションモデルにより

分析し、脱炭素に向けたエネルギー移行における公正と政策の効率性を評価したもの

である。  

リトアニアの人口は 2018 年時点で 280 万人程度であり、近年は他国への移住及び少

子化により減少傾向である。家庭部門におけるエネルギー消費量はバイオマス、地域

熱供給、電力、天然ガスの順で、地域熱供給以外の燃料の多くは熱エネルギー用途で

ある。また家庭部門全体のエネルギー支出合計は 10 億ユーロ /年であり、部門全体の 4％

を占めるが、この比率は家庭によって大きな差がある。  
家庭のエネルギー関連投資向け補助金制度は主として 3 種ある。‘Util isa t ion of  

renewable energy sources in individual res identia l bui ldings’は、家屋への再エネ源導入

のための支援制度で、国の Special  Programme of Climate  Change を資金源としている。

2012 年 度 に 運 用が 開 始さ れ 導 入 事例 は 1336 件で あ る 。 そ のほ か の 制 度と し ては

‘ replacement of  old biomass boilers’と ‘ insta l la t ion of  RES electr ici ty generat ion sources in 

households’があり、どちらも 2019 年に導入されたものである。この 2 制度は EU 構造

基金による資金提供を受けており、家庭部門におけるより野心的な再エネ開発目標を

見越した国家エネルギー独立戦略とも整合するものである。これら制度の対象となる

技術は PV、太陽熱温水器、小規模風力、ヒートポンプ、高効率バイオマスボイラーの

導入（旧タイプボイラーのリプレース含む）で、単位出力当たり補助金が支給される

が、2019 年に導入された制度では、技術のコスト低減を考慮し、PV の単位出力当たり

補助金はわずかではあるが低減された。また、旧型バイオマスボイラーの利プレース

メント補助に関しては、 2012 年の制度では単位出力当たり補助金額が設定されていた

のに対し、2019 年の制度では機器の規模にかかわらず標準投資額の 50％の補助額と規

定された。一般的に機器の規模が大きくなるほど単位出力当たりコストは低下するた

め大規模機器向け補助の強度は実質的には低減されたこととなる（表  3.8 .2-1）。補助

制度が利用できる技術的条件としては、風力発電では容量（～ 10kW）、 PV では FIT を

受領していないこと、旧型バイオマスボイラーのリプレースでは地域熱供給に接続し
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ないことなどがある。これらの補助制度のほか、運用時に利用可能な制度として PV で

はネットメータリング、高効率バイオマスボイラーでは燃料削減分の VAT がある。  
 

表  3.8.2-1 リトアニアにおける家庭用エネルギー機器導入補助制度  

 
 

分析フレームワークを図  3.8 .2-1 に示す。分析の中心であるマイクロシミュレーショ

ンモデルは、家計調査（HBS）及び所得・生活調査（ SILC）の 2 つのミクロデータに

おける 4808 世帯のデータ（家屋の状況、社会経済状況、投資・貯蓄選好、補助金制度

に対する適格性など）により構成されている。このモデルにより各補助制度のシミュ

レーションを行い、分析結果として制度の到達範囲と分配効果が得られる。世帯所得

の分位については EUROSTAT の概念を基に五分位を算定しているとのことである。  
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図  3.8.2-1 分析のフレームワーク  
 

この研 究 の 特徴 の一 つとし て、 制度 の評 価にお い て el igibi l i ty（適 格性 ）に 加え

affordabil ity（購入能力）の基準で行ったことである。購入能力は、補助金受給後の投

資残コストを世帯が支払う主観的能力とされている。世帯はそれぞれ異なる消費選好

と投資・貯蓄志向を持っているため、主観的な認知は世帯の現状の認識と投資決定に

影響を与える。このため、マイクロシミュレーションモデルでは世帯の所得と認知さ

れた消費ニーズの差を考慮して投資の可能性を評価している。 SILC には世帯の可処分

所得に加え家計収支に必要な最小金額のデータも含まれており、これを世帯の消費ニ

ーズとして取り扱っている。購入能力を表す投資可能費用（ affordable investment cost）
は、可処分所得から最小の消費ニーズを控除し累積投資期間を 5 年として算定してい

る。  

分析結果についてみていく。補助金を受給する可能性のある適格世帯数は図  3.8 .2-2

のように推計される。適格世帯総数（青色グラフ）に対し、適格かつ購入能力を持つ

世帯の数は 1/2～ 1/3 にまで減少する（橙色グラフ）。また、 PV など高額技術の導入で

はより下がる傾向がみられる。図  3.8.2-3 は、購入能力を考慮したケースにおける適格

世帯の十分位別の比率を示しており、どの技術においても購入能力を考慮すると低位

の分位の比率は極めて小さく、上位 3 分位が全体の半数程度を占める結果となってい

る。なお、技術間の比率の差異の要因は、補助金額、投資コスト、世帯グループの投

資可能費用によるとされている。このように、潜在的受益者の多数が高所得世帯であ

ることが示されており、これらの補助金制度は逆進的であるとの結果である。  
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図  3.8.2-2 補助金を受給可能な世帯数  

 

 
図  3.8.2-3 補助金を受給可能な世帯数の十分位別シェア（購入能力保有世帯のみ）  

 

別の視点による問題点として、エネルギー貧困に焦点を当てた分析でも同様の結果

が示されているとしている。エネルギー貧困はここでは「適切な暖房が利用可能（ abil i ty  

to keep the home adequately warm）」かどうかを基準としており、高所得世帯でも適切な

暖房が利用できない世帯が多く存在すると指摘しているが、具体的な基準と推計方法

が示されておらず詳細は明らかである。図  3 .8.2-4 では、適切な暖房が利用できない世

帯のシェアを、補助金適格世帯（青色グラフ）と、補助金適格かつ購入能力を有する

世帯（橙色グラフ）の別に示している。これによると、エネルギー貧困世帯のうち補

助金適格かつ購入能力を持つ世帯は 5％未満に過ぎない。これを補助金を受給する世帯

（補助金に対する適格性があり購入能力を有する世帯）の視点から見ると、そのうち

10％程度のみがエネルギー貧困世帯であり、エネルギー貧困世帯を十分支援できてい

ない証左であるとしている。先述した通りエネルギー貧困世帯の定義が明らかでない
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ことは問題であるが、補助金制度が逆進的な性質を有することが示される例であると

される。  
 

 

図  3.8.2-4 適切な暖房が利用できない世帯の比率  
 

分析内容を総括する。リトアニアにおける家庭向けエネルギー技術の補助金制度の

衡平性を、世帯の実際の経済状況を用いた分析と、エネルギー貧困の視点からの分析

により評価している。著者らは、既存の支援はエネルギー政策の観点から重要である

が、より高収入の世帯により多くの便益をもたらし、不衡平性を増大させ、分配効果

を引き起こしうると結論付けている。補助金を必要とする所得の低い世帯の多くは集

合住宅や賃貸住宅に居住しており補助金制度の適格性を欠いているケースが多い。さ

らには、最貧世帯はそもそも投資を行う能力が低い。結果として、補助金制度により

低所得世帯で実際に補助金を受給しうると考えられる世帯は非常に少ないこと、エネ

ルギー貧困世帯に対する支援が十分に行われていないことが明確に示されている。  

考察に当たり、分析手法に関する説明が十分でない部分がある点は留意すべきであ

る。例えば世帯所得について、ミクロデータは五分位で表現されるとしているのに対

し、図  3 .8.2-3 では十分位で示されており、この変換に関する説明が不足している。ま

た、エネルギー貧困世帯の定義及び推計方法が示されておらず解釈が難しい面もある。

リトアニアにおけるエネルギー消費では暖房が重視されていることがこの基準の前提

とされていることもあろうが、家庭部門におけるその他用途のエネルギーも必要不可

欠なものであり、包括的な基準とするほうが望ましい。しかし、著者らが結論付けた

内容は既往研究と整合的であり、また実際の購入能力を考慮した分析としている点は、

より世帯の実経済を反映した結果であると考えられる。 ’Replacement of  old biomass 

boi lers’における単位出力当たり補助を傾斜配分としたことによる逆進性緩和効果の分

析を追加することにより、政策への示唆により貢献しうるものと考えられる。  

 



 

 - 178 - 

3.8.3 気候変動政策に伴う費用負担の格差拡大分析に関する課題  

本項では、温暖化政策による衡平性への影響に関し、モデルを用いた最新の分析事

例を調査した。所得分位別に温暖化政策の衡平性を分析する試みは多く行われている

が、本項で取り上げた 2 つの分析では、ミクロデータを利用して所得以外の変数を検

討し世帯の実経済状況を分析に反映させる試みが取られており、興味深い手法である

と言える。着目したパラメータがそれぞれ世帯資産、世帯の投資購入能力と異なって

いるが、制度の分析結果としていずれも逆進性が示されている点は既往研究と同様で

ある。一方、実際の投資判断において世帯は資産、投資購入能力、所得すべてを考慮

に入れると考えられるが、世界モデルにおいてこれらのパラメータすべてを考慮し世

界全体を対象に世帯の経済状況の実情を表現することは効率性の点で問題となる。こ

の 2 つの研究における手法と、過去にサーベイした論文や Best4 )で利用されている世帯

経済データベースを参考にしつつフレームワークを検討し、効率的なモデル分析に反

映させていく必要がある。  

補助金制度そのものについては、画一的な基準による初期投資補助は不衡平性をも

たらすとの結論が導かれており、今後の分析において、FIT のように継続的な補助が行

われる制度も含め、より衡平性をもつ制度の在り方の提言につながるシナリオ設定が

求められる。  
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第4章  中期緩和対策（パリ協定国別貢献 NDCs）分析 

パリ協定は、多くの国の参加を促すため、いわゆるプレッジ・アンド・レビューの

仕組みを採用した。実際にそれは有効に働くと期待でき、ほぼすべての国が排出削減

に取り組む枠組みができた。パリ協定では、すべての国が自主的に目標と達成方法を

決め、それを国別貢献（NDCs）として 5 年ごとに提出する（第 4 条 2 項、第 4 条 9 項）。

目標見直しにあたっては、従前の目標に比べて前進させるよう求めている（第 4 条 3

項）。また、効果的な実施を促すために、透明性を高めた形で、すべての国が共通かつ

柔軟な方法でその実施状況を報告しレビューを受けるものとされた（第 13 条）。パリ

協定が実効ある形で排出削減を行っていくためには、レビューをいかに適切に実施で

きるかが重要になると考えられる。ただし、COP24 で決定されたレビューの実施方法

においては、各国 NDCs の適切さ、不適切さについてはレビュー対象とはならないた

め、UNFCCC の外での評価が重要と考えられる。  

NDCs の野心度の向上については重要なテーマとなりつつある。米国バイデン政権

は、2021 年 4 月に気候サミットを主催し、このサミットにおいて、米国の新たな NDCs

の排出削減目標が公表されると見られている。そして、世界各国に NDCs の排出削減

目標の深堀を促すと見られている。  

一方、各国の NDCs 間で限界削減費用に大きな差異が出て、国際競争力への懸念が

存在するため、新たに欧州委員会の委員長に選任されたフォン・デア・ライエン氏は、

重要視する温暖化政策の方針として、 2019 年 12 月に「A European Green Deal」を示し

た、その中で、注目されるのが「WTO ルールと整合的な国境調整炭素税（Carbon Border  

Tax）の導入」であり、具体策を 2021 年までに示すとされた。また、米国バイデン政

権も国境調整炭素税の導入を検討するとしている。このような中で、 4.1 節において

NDCs の排出削減目標の排出削減努力に関する分析・評価を行った。また、海外の NDCs

の評価事例についても引き続き調査を進め、 4.2 節に記載した。そして、 4.3 節におい

て、国境調整炭素税に関する議論の動向や過去の分析結果を整理するとともに、世界

エネルギー経済モデル DEAES を用いて、国境調整炭素税に関する試算を行った。  

 
4.1 2020 年以降の排出削減目標（NDCs）に関する分析・評価  

本節ではまず、 4.1.1 節において、パリ協定 NDCs の排出削減費用に関する分析を中

心にまとめた。更に、 4.1.2 節では各国の NDCs の各種産業部門の国際競争力に及ぼす

影響について分析・評価を行った。  

 

4.1.1 NDCs の排出削減コスト等の評価  

パリ協定は、各国が自主的に目標と達成方法を決めそれを UNFCCC に提出し、レビ

ューを受けるというボトムアップ型の枠組みであり、これはトップダウン型の枠組み

である京都議定書とは異なるものである。この仕組みにあったレビューを行うことで、
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より実効ある形で排出削減を実現していくことが重要である。その認識の下、本事業

ではこれまでに複数の指標によって、各国提出 NDCs の排出削減努力を評価する手法

について提案を行ってきた。その評価のための万能な指標は存在しないが、それぞれ

の指標に特徴があることも指摘してきた。その中で排出削減費用は推計の不確実性は

大きいという欠点はあるものの、「排出削減努力」を比較的適切に評価できることも指

摘してきた（トップダウン型の枠組みの場合、推計の不確実性が大きいことは大きな

欠点となり得るものの、ボトムアップ型のパリ協定の枠組みの下では、推計の不確実

性が大きいという欠点は、相対的には小さくなると考えられる）。なお、COP24 で合意

されたレビューの仕組みからすれば、直接的に各国 NDCs が不十分であるといった指

摘ができるルールにはなっておらず、UNFCCC の枠組みの中で排出削減目標の深堀を

促すことは難しいと考えられる。UNFCCC の公式なレビューの場ではなく、様々な分

析結果が国際的に幅広く提示され、それを間接的に参照しつつ、深堀への暗黙的な圧

力としていくことになると考えられる。そういった中で、 2019 年の COP25 において

NDCs の深堀が目指されたが、国連事務総長は「失望した」と述べるなど、必ずしも排

出削減の深堀につながらなかった。米国バイデン政権が 2021 年 4 月に予定している気

候サミット、そして COP26 に向けて、再び、排出削減の深堀を目指される見通しであ

る。  

 昨年度までの日本の NDC の排出削減コスト等の評価は、文献 1)の GDP 成長見通し

における経済再生ケースを前提としていた。今年度は、GDP や各種生産活動量、エネ

ルギー需要の見通し、更には各種の技術想定を更新した DNE21+モデルを用いて評価を

行った。GDP 等については、2018 年までの実績に基づいて更新している。文献 1)にお

ける実績は 2013 年までであり、 2018 年までの実質成長率は 1.29%/yr と見込まれてい

たが、実際の実質成長率は 0.92%/yr2 )と見通しほど経済成長は進んでいない。  

分析においては、対象を GHG とし、2030 年の電源構成の比率は政府のエネルギーミ

ックスに合わせて、石炭： 26%、石油： 3%、ガス： 27%、原子力： 20%、再生可能エネ

ルギー：24%（再生可能エネルギーの内訳はモデル計算における費用最小化の下で決定

する）を達成することとした（図  4.1.1-1 の電源構成参照）。CO2 回収・貯留は 2030 年

までは行わないとしている。  

 表  4.1 .1-1 は CO 2 限界削減費用と GDP 比排出削減費用を示している。また、図  4.1 .1-2

は日本の最終エネルギー消費量について、これまでの評価と今回の評価の比較をそれ

ぞれ示している。2030 年における CO 2 限界削減費用は、143$/tCO2、GDP 比排出削減費

用は 0.21%と評価された。これまでの評価 1 ) ,  2 )においては、GHG を対象とし、 2030 年

の電源構成の比率を政府のエネルギーミックスに合わせた場合には CO2 限界削減費用

は 378$/tCO2 と評価されるなど、より高い費用が推計されていた。今年度の評価でより

安い費用で NDC の達成が可能と評価されたのは、上述のように 2018 年までの実績に

基づいて前提条件を見直すことにより、将来の粗鋼生産量の見通しが下方修正され鉄

鋼部門の石炭消費が減少したこと、自動車の燃費向上の見通しを含め、各部門におけ

る将来の液体燃料需要の見通しが下方修正されたこと、などによる。今回の評価では
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最後に、パリ協定の目標に沿った温暖化防止のための十分な排出削減ができなかった

場合、ジオエンジニアリングの可能性について論じた。  
 

(1)  現状の気候・エネルギー政策を考慮した、パリ協定国別貢献における国際競争力に

関する分析  

①  はじめに  

2016 年に発効されたパリ協定では、多くの国の参加を促すため、プレッジ・アンド・

レビューの仕組みが採用された。実際にそれは有効に働き、ほぼすべての国が排出削

減に取り組む枠組みが構築された。パリ協定では、すべての国が自主的に目標と達成

方法を決め、それを国別貢献 (National Determined Contribut ions、NDCs)として 5 年ごと

に提出することとなっている（第 4 条 2 項、第 4 条 9 項）。第 4 条 3 項では、目標見直

しにあたって従前の目標に比べて前進させるよう求めている。また、第 13 条では、効

果的な実施を促すために、透明性を高めた形で、すべての国が共通かつ柔軟な方法で

その実施状況を報告しレビューを受けるものとされた。パリ協定の下、実効ある形で

排出削減を行っていくためには、レビューをいかに適切に実施できるかが重要になる

と考えられる。ただし、COP24 で決定されたレビューの実施方法においては、各国 NDCs

の適切さや不適切さについてはレビュー対象とはならないため、UNFCCC の外での評

価が重要と考えられる。  

既往研究では、NDCs の削減費用や排出削減量などの観点から、国別の比較分析など

が行われてきた。Hof et a l .2 0 )による NDCs の削減費用の推計や、Aldy et  a l. 2 1 )による複

数の緩和評価モデルを用いた限界削減費用の比較などがあげられる。これらの分析で

は、NDCs の削減費用は各国間で大きな差異があることが示された。一方、Robiou du Pont 

et  a l . 2 2 )では、気温目標から推計される世界排出量に対して、能力や衡平性などに関す

る複数の指標をもとに、トップダウン的に各国への排出割り当てを想定し、各国 NDCs

目標との差異を比較する分析が実施されてきた。また、Akimoto et a l.  2 3 )は、各国の約

束草案に対する限界削減費用を推計するとともに、その他の複数の指標も用いて、各

国約束草案の「排出削減努力（野心度）」を多面的・総合的に評価した。  

しかし、既往研究では、NDCs を実施する際の費用推計や、複数の観点からの排出割

当による NDCs 目標との比較にとどまり、NDCs 実施による国際競争力への影響の分析

は評価されていない。産業部門毎の国際競争力への影響を含め、各国の NDCs による

経済影響を総合的に評価することが重要と考えられる。  

Aldy2 4 )によると、国内緩和政策が国際競争力に負の影響を与え、次の 2 点の気候政

策リスクが生じる。第一に、エネルギー価格変化が高い国内から、低い（あるいはゼ

ロである）海外へと、製造業の生産拠点がシフトすることにより、経済費用と失業が

生じる可能性である。第二に、他の地域への移転が生じ、炭素リーケージにより国内

の排出削減が相殺された場合には、緩和政策の便益が低下する可能性がある。  

本研究では、国別貢献 NDCs の評価として、世界エネルギー経済モデル DEARS 2 5 )を

用いて、NDCs の排出削減費用について、排出量削減目標やエネルギー関連の各種数値
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目標をモデルの制約条件として与え評価を行い、産業の国際競争力への影響について

分析を行った。  
既往文献によると、現在提出されている NDCs のもとでは各国間で限界削減費用に

大きな差異があることが報告されている 2 1 ) 2 3 )。そのため、大きな削減費用が推計され

る地域ではエネルギー多消費産業を中心に国際競争力が低下し、NDCs 実施による産業

のリーケージの可能性が予想され、本報告ではこれらを定量的に評価した。  

 

②  分析ケースの想定  
ベースラインは、特段の温暖化・エネルギー政策を考慮しないケースを示す。ベー

ス ラ イ ン の 社 会 経 済 シ ナ リ オ は 、 国 際 的 分 析 に お い て 用 意 さ れ た SSP2 8 ) (Shared 

Socioeconomic pathways)に整合する中位シナリオ SSP2 を想定した 2 9 )。これらの想定は、

一部の国で NDC に記載されている GDP 見通しの想定と必ずしも一致しているわけで

はない点に留意が必要である。  

2030 年の NDCs の産業別の国際競争力への影響を分析するために、以下のケースを

想定した（表  4.1.2-1）。Case1 では、パリ協定でプレッジされた各国 NDC の排出削減

目標あるいは原単位目標に加え、記載された 2030 年における各種の主要なエネルギー

関連の数値目標を同時にモデルで考慮して分析した。ここでは、表  4 .1.2-1 に記載され

た、モデルの制約条件として反映可能な数値目標に限定し、定性的に記載された政策

は含まれない点に留意されたい。  

 
表  4.1.2-1 分析ケースの想定  

 
 

地域  

Case  1 :  
各 国 NDC を 実 施し た ケ ー ス（排 出 削 減量 目 標以 外 の ，

NDC 記載 の 対 策等 を 含む ）  

Case  2 :  
各 国 NDCs の 排 出

削 減 量 目 標 の み を

制約 と し たケ ー ス  

Case  3 :  
国 際 協 調 ケ ー ス (世
界 各 国 の 限 界 削 減

費用 均 等 化 ;  CO 2 国

際取 引 有 )  
排 出 削 減 目 標 （ 2030
年）  

その 他 の 関連 政 策  排出 削 減 目標（ 2030
年）  

排出 削 減 目標（ 2030
年）  

US 26% GHG 排 出量 削 減

(2025 年 )  

電 力 部 門 の CO 2 原 単 位 :  
462gCO 2 /kWh，  
再エ ネ シ ェア 27%（ 一 次 エ ネ

ルギ ー 供 給量 比 ）  

Case1 の 地 域 別 の

排 出 削 減 目 標 と 同

等  

Case1 の 各 国 の 排

出 削 減 目 標 の 総 量

を，世 界 全体 で 達成  

EU  40% GHG 排 出量 削 減

(1990 年 比 )  
再エ ネ シ ェア 20% （ 一 次 エ

ネル ギ ー 供給 量 比 ）  

Jap an  26% GHG 排 出量 削 減

（ 2013 年 比）  

発電 電 力 量に お け るシ ェ ア ： 
再エ ネ 24%,  石 炭 26%,  原 子

力 20% 

China  
GDP 当 た り CO 2 排 出

量の 65%削 減  （ 2005
年比 ）   

非化 石 シ ェア 20%（ 一 次 エ ネ

ルギ ー 供 給量 比 ）  

Ind ia  
GDP 当た り GHG 排

出 量 の 35% 削 減

（ 2005 年 比）   

非 化 石 シ ェ ア 40%（ 電 力 量

比）  

Braz i l  43% GHG 排 出量 削 減

（ 2005 年 比）   
再エ ネ シ ェア 45%（ 一 次 エ ネ

ルギ ー 供 給量 比 ）  
South 
Afr ica  

GHG 排 出 量

398MtCO 2 eq.  -  

Russia  27. 5%GHG 排 出 量 削

減（ 1990 年比 ）  -  
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Case 2 は、パリ協定でプレッジされた各国の排出削減目標のみを制約としたケース

であり、Case1 から個別エネルギー数値目標を除いたケースである。このケースでは、

気候政策無しのベースラインに対して、不均一な国別炭素価格のみによって生じる国

際競争力への影響を調査する。Case 3 は、パリ協定でプレッジされた排出削減量の合

計値と一致する排出量を達成する世界共通炭素価格（限界削減費用が世界均等化）を

想定する国際協調ケースである。この場合には、排出の初期割り当ては Case2 の各地

域の排出量を想定し、世界の限界削減費用と合致する世界共通炭素価格での CO 2 排出

枠の国際取引を想定した。よって、Case2 と Case3 の排出量差が CO2 取引量を示す。ま

た、Case4 では、Case1 に加え、表  4.1.2-2 の 2020 年の目標達成に向けた気候・エネル

ギー政策を考慮したケースを想定した。これらの政策の有無が NDC 達成に与える経済

影響を比較する。ここでは、  Cl imate  Policy Database 3 0 )や Gi et al .3 1 )を参考に、主要国

について 2015 年までに施行された気候・エネルギー政策の中から、CO2 削減に大きな

影響を与えうる政策を考慮し、モデルに反映した。ここでは、主要国における主要な

CO2 削減目標や一次エネルギー供給量などを対象とした。  
 

表  4.1.2-2 考慮した 2020 年に向けた気候・エネルギー政策  

地域  政策 目 標  数値 目 標  
US 原油 の 輸 入量 上 限  ▲ 50%（ 2010 年

比）  
EU  CO 2 排 出 量削 減  ▲ 20%（ 1990 年

比）  
エ ネ ル ギ ー 消 費 上 限

（ 一 次 エ ネ ル ギ ー 供 給

量）  

▲ 20%（ 1990 年

比）  

China  CO 2 原 単 位（ GDP 当 た

り CO 2 排 出量 ） 改 善  
▲ 18%（ 2015 年

比）  
エ ネ ル ギ ー 消 費 上 限

（ 一 次 エ ネ ル ギ ー 供 給

量）  

165EJ/年  

エ ネ ル ギ ー 消 費 上 限

（ 石炭 供 給 量）  
86 . 5EJ/年  

非 化 石 燃 料 シ ェ ア （ 一

次 エ ネ ル ギ ー 供 給 量

比）  

15% 

India  産 業 部 門 ・ エ ネ ル ギ ー

消費 量 上 限  
▲ 185PJ / 年 （ ベ

ース ラ イ ン比 ）  

 

③  分析結果  
図  4 .1.2-1 と図  4 .1.2-2 に、2030 年の主要国における各ケースの排出量と限界削減費

用を示す。Case3 を除き、日米 EU では、大きな限界削減費用が推計される。一方、中

国やインドなどの排出目標または排出原単位目標は、想定した GDP 成長率を前提とす

ると、ベースラインで達成できるために、CO2 限界削減費用はゼロと推計される。限界

削減費用価格がゼロまたは非常に小さい途上国が多く、日米 EU 以外の国では、NDC

削減目標による影響は小さいと推計された。  
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図  4 .1 .2-3 に、国際競争力に及ぼすマクロ経済影響の分析結果を示す。世界の GDP

影響をみると、Case1、 2、 3、 4 はそれぞれ▲1.2%、▲0.7%、 ▲0.3%、 ▲1.6%（ベース

ライン比）と推計された。日本では、Case1、2 の GDP 変化はそれぞれ▲1.8％、▲0.7％

（ベースライン比）と推計された。政府目標のエネルギーミックスの制約が、限界削減

費用を増加させ、GDP や産業別生産量の大きな減少をもたらす。ただし、エネルギー

ミックスはコスト効率性の他にエネルギーセキュリティなども考慮されて決定されて

いる点には留意が必要である。  

米国では、Case1、 2 の GDP 変化はそれぞれ▲1.6％、▲0.8％（ベースライン比）と

推計された。Case1 の GDP 減少が Case2 よりも大きいのは、提案された CPP(Clean Coal  

Plan)によって電力部門の CO 2 原単位が制約され、効率的ではないため、限界削減費用

が大きくなり、その経済影響が大きいと考えられる。日本や米国では、Case1 では電源

に制約が与えられている一方、Case2 では電源構成が制約されていないために効率化に

より発電部門においてより大きく排出削減が可能となる。そのため、Case1 では、特に

産業部門や運輸部門において、価格上昇によるエネルギー消費量低減や生産量の縮小

による排出削減量が、Case2 よりも大きくなると推計された。  

EU28 では、再生可能エネルギー対策（Case1）が、 90 年比▲40%排出削減目標にお

いては効率的であるとしてモデルで選択されるため、Case1、2 の GDP 変化はほぼ同程

度（▲1.8％（ベースライン比））と推計された。  

また、中国やインド（Case1、2）やブラジル（Case1）では、正の GDP 変化が推計さ

れた。これらの途上国の限界削減費用がゼロであり、日米 EU に比べ、国内価格が相対

的に小さくなり、途上国の貿易財の輸出価格が優位となる。そのため、日米 EU の生産・

輸出が低下する一方、需要の一部を満たすために、リーケージとしてこれらの途上国

の生産や GDP が増加したと解釈される。  

同じ排出削減目標である Case1 と Case2 の比較は、NDC のための政策の効率性によ

る経済影響の差を示し、Case1 の GDP ロスは、Case2 に比べ、世界平均（約 1.7 倍）、

米国（ 2.0 倍）、EU（ 0.9 倍）、日本（ 2.6 倍）とそれぞれ大きな費用が推計された。また、

費用最小の Case 3 と比べると、Case 1 では、世界平均（約 4.0 倍）、米国（ 16 倍）、EU

（ 9.0 倍）、日本（ 6.0 倍）とそれぞれ費用が大きく推計される。世界で協調的に実施さ

れる Case 3 では、先進国の費用が大きく軽減されることが推計された。  

なお、中国の排出量の低減の効果は、本分析では Case1 の「非化石シェア 20%（一

次エネルギー供給量比）」の制約の効果が大きく、正の CO2 限界費用が推計された Case3

よりも大きいと推計された。ただし、この結果は、ベースラインやエネルギー供給コ

ストの想定等に依拠する可能性がある点には留意が必要である。  

2020 年に向けた政策を考慮した Case4 の GDP ロスは、Case2 と比べ、世界平均（約

2.3 倍）、米国（約 2.5 倍）、EU（約 1.2 倍）、日本（約 2.7 倍）とそれぞれ推計された。

2020 年に向けた政策の有無による費用の差は、Gi et a l.  11)によるエネルギーモデルか

ら推計された対策コストの比較と似た傾向を示している。 Case1 と Case4 の比較から、

Case4 の負の経済影響が大きいことから、NDCs を達成するためには、2020 年に向けた

気候・エネルギー政策が、2030 年の NDC 達成のためには必ずしも費用効率的な政策で
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はなく、国際競争力の悪化を軽減する方策にはなっていない可能性が示唆された。

NDCs の国際的な水準の差異だけではなく、費用対効果の高い国内エネルギー政策も、

2 次エネルギー価格の上昇を抑制することにより、各産業の生産低下を軽減し、また国

内価格と国際価格の差異を抑制するなど、産業の国際競争力の阻害を一部低減できる。

そのため、 2020 年に向けて既に実施されている政策を含め、整合的かつ効果的なエネ

ルギー政策の再構築が重要であることを示唆している。エネルギー政策は必ずしも温

暖化対策に特化されて実施されているわけではないものの、温暖化対策や経済成長と

両立しうる効果的な政策を追求するのは重要と考えられる。  
NDCs を達成する際には、先進国のエネルギー多消費産業の生産に、大きな負の影響

を与える（図  4 .1.2-4a）。一方、一部の途上国には生産に対して正の影響が推計され、

炭素リーケージが推計される。また、Case2 においては、概ね先進国の負の影響が若干

軽減される（図  4 .1.2-4b）。Case2 では、Case1 で想定したパリ協定の実施のための各種

政策の非効率性を含まないため、その分だけ負の影響が基本的に軽減される。ただし、

すべての国・地域が一律に同じ傾向を示すわけではない点に留意されたい。モデルで

は、消費効用最大化に基づき、世界全体の消費効用は Case1 よりも Case2 の方がよいも

のの、地域別の GDP が必ずしも大きくならない場合もありうる。例えば、 EU やブラ

ジルなどでは、Case1 よりも Case2 の方が 2030 年の GDP が低下する結果である。これ

は、特に中国において Case2 の国内価格（ Case1 比）が低下したことにより（図  4 .1.2-5）、

中国の輸出財が優位となり、Case2 の EU などの付加価値額が Case1 と逆転するケース

がみられると解釈される。Case1 や Case2 の結果から途上国へのリーケージが推計され、

これは、世界全体でみると、世界全体の排出量を増加させる要因となりうる。  

さらに、国際協調ケース（限界削減費用均等化）のもとでは、先進国の国内価格の

上昇が抑制され（図  4.1.2-5）、負の影響は大きく軽減される（図  4 .1.2-4c）。  

これらの結果は、主に以下のメカニズムによる影響と考えられる。限界削減費用に

地域間差異があるケース (Case1、  Case2、  Case4)では、限界費用の高い地域のエネル

ギー価格の上昇をまねき、エネルギー価格の上昇に伴い製造業の生産コストの上昇を

もたらす。エネルギー消費の大きいエネルギー多消費産業では特にその上昇が大きく

なる。その場合、国際市場にリンクした輸出価格は上昇し、対策強度の高い地域の製

品価格は、強度の低い地域と比べると相対価格が上昇する。結果として、対策強度の

高い地域における、エネルギー多消費かつ貿易取引の多い産業の国際競争力を弱体化

する可能性を示している。ただし、モデルでは相対価格変化による影響だけではない

点に留意が必要である。例えば、Case1 では、途上国の相対価格は安く優位となるが、

途上国の輸出先である先進国の需要そのものが低下し、途上国の輸出・生産にも悪影

響を与える可能性が含まれる。さらに、産業連関構造による波及効果などにも影響し、

モデル解はこれらの要素が複雑に組み合わされた結果と解釈される。  

一方、Case3 では全世界でエネルギー価格が若干上昇するケースであり、多くの途上

国のエネルギー原単位が劣っているため、多くの途上国では、負の影響として、国内

生産への影響に加え、輸出の相対価格が上昇による影響がある一方、途上国の輸出先

である先進国の需要低減の幅がその他のケースよりも小さいため正の影響があり、こ
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図  4.1.2-4 2030 年の主要地域のエネルギー多消費産業の生産量（実質生産額）への

影響（ベースライン比）  
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特に安価な削減ポテンシャルの大きい地域に対して、PDCA サイクルによる国別貢献の

さらなる深堀が重要と考えられる。また、それらと整合的かつ効率的なエネルギー政

策の立案も重要である。  

産業の国際競争力を維持するための一つの方策として、EU では、輸入時に炭素関税

を賦課する国境調整アプローチが検討されている（本報告書の第 4.3 参照）。理論上は

国際競争力への負の影響を軽減する効果を持つと考えられが、技術的な困難性や WTO

との整合性、実施による報復関税措置の可能性などの大きな問題点があり、慎重かつ

効果的な制度設計が必要となる。  
本分析の課題について、以下の 2 点があげられる。第一に、本分析では中位的な人

口・経済シナリオに基づき分析を行ったが、人口や経済成長に関する将来の不確実性

を考慮した追加的なシナリオ分析も重要である。第二に、現状制約や NDC の中には、

現在のモデル構造では表現するのが難しい定量的な目標や定性的な政策も多くあり、

これらを含めた評価は本分析の範囲外であった。これらの政策をモデルで考慮するよ

うに拡張し分析することによって、より詳細な影響分析が可能となり、国際競争力の

評価に役に立つと考えられる。  

 

(2)  NDC の透明性メカニズム  

①  はじめに  

2015 年のパリ協定では、世界の温室効果ガス排出量の 95％を占める国々が排出削減

プレッジを提出するなど、国際的な気候政策への参加がかつてないほど広がっている。

国政府は自主的な排出量目標を提出し（プレッジ）、その目標達成に向けたパフォーマ

ンスは、報告や分析、評価の対象となる（レビュー）。パリ協定で NDC と呼ばれるプ

レッジは、経済全体の温室効果ガス排出量を過去の基準年の何％に抑えるか（例：EU、

米国、日本）、政策なしで予測した将来の排出量から何％削減するか（例：コロンビア、

韓国）、経済生産の炭素集約度を下げるか（例：中国、インド）、その他の追加的な政

策目標の形をとっている。これらの NDC の環境への意欲とそれに伴う経済的影響を評

価するには、各国が排出量を削減するために行っている努力を理解する必要がある。  
しかし、国際コミュニティが、各国政府の排出量緩和の実績を、実際に検証した経験は

限られており、かなり非効率的である（ Thompson3 7 ) ;  Aldy3 8 )）。国連気候変動枠組条約

（ UNFCCC）の下で行われてきた透明性や政策に関する調査は、排出量の監視が不完全で

あること、国の排出量報告が大幅に遅れている問題や、ある時点での国同士の比較やある

国の長期的な傾向の評価が制限される問題が継続的に続いている。各国の排出量の削減努

力を理解するには、単に排出量をカウントして、それを削減プレッジや目標と比較するだ

けでは不十分である。  
国の過去の実績を確認するためには、排出削減量を定量化するために、実現した排

出量を測定するとともに、排出削減プログラムを実施しなかった場合の排出量を推定

する必要がある。また、その国の将来的なパフォーマンスを評価するためには、同様

に、排出削減量を定量化することで、NDC などの緩和策の実施がない場合の排出量を

推定し、NDC で設定された目標と比較する必要がある。参照シナリオと呼ばれる、実
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施しなかった場合の仮想的な反実例（ counterfactual）シナリオは、事後評価と事前評

価の両方に役立つ。しかし、大規模な経済国を除き、政策が実施されない場合の国別

の排出量のシナリオはほとんど存在しない。  

現在、世界のほぼすべての国を対象とした緩和策のプレッジが行われていることを

考えると、緩和策のパフォーマンスとレビューを評価するためのツールを追加するこ

とで、パリ協定の下で生まれつつある透明性のあるメカニズムに反映させることが可

能である。排出削減量の推定（ある国の実際の排出量と、気候変動政策がなかった場

合の排出量との差）は、緩和努力の最も包括的な測定方法の 1 つである（ Aldy and 
Pizer3 9 )）。そのためには、ある国がプレッジした緩和策を実現するための行動を取らな

かった場合に、その国の排出量がどうなっていたかを評価する必要がある。  

本分析では、経済学と機械学習の知識を活用した一連の統計的予測ツールを開発・

導入し、緩和政策が実施されなかった場合の国別の排出量予測を行った。この予測を

用いて緩和努力を評価するために過去を振り返り、 2000 年以降の自主目標、京都議定

書における 2008 年から 2012 年の排出目標、そして 2020 年のコペンハーゲン合意のプ

レッジについて、排出量の「バックキャスト」（人口と経済活動の実現値の関数として

の反事実上の排出量）を用いて、このような事後評価を説明する（COVID-19 が 2020

年の排出量に与える影響を考慮して、2019 年の代理目標をベースにした）。統計モデル

に GDP と人口の独立した予測を組み合わせることで、国別の野心度、すなわちパリ協

定に参加する国の予想される緩和努力を評価し、比較することができる。これまで数

多く実施されてきたシミュレーション・モデルにおける分析を補完することも可能と

なる。また、各国の予測を、各国政府が隔年報告書で発表している予測や、予測ベー

スライン排出レベルからの削減率に基づく NDC の予測と比較することも可能である。

また、本分析のモデルを用いて、パリ協定の下で行われる世界的なストックテイクに

反映されるであろう世界全体の排出量削減努力をどのように示すことができるかを検

討する。  

パリ協定のプレッジ&レビューの枠組みでは、次の 3 つの観点から、排出削減量の透

明な評価が役立つと考えられる。第一に、地球全体の事実上の排出量を見積もること

で、グローバル・ストックテークを行うことが可能となる。第二に、多国間の気候政

策のもとで、ある国の予測される政策がなかった場合の排出量を推定することで、NDC

のプレッジ段階における緩和の透明性を高めることができる。排出量予測に基づく事

前分析を行うことで、各国の NDC プレッジの下でどれだけの排出削減努力が期待でき

るかを推定することができる。第三に、国が定期的に専門家やピアレビューを受け、

NDC を達成するためのパフォーマンスを振り返る際に、政策がなかった場合の排出量

の推定（排出量の「バックキャスト」）に基づく事後分析を行うことで、国のパフォー

マンスを理解することができる。また、排出量削減に多大な努力をした国を特定する

ことで、他の国が見習うべき効果的な排出量削減政策に注目することが可能となりう

る。  
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②  分析方法  

本分析では、統計モデルや機械学習を用いて排出量削減のパフォーマンスを前向き

および後ろ向きに分析するフレームワークを開発した。経済発展と排出量の関係を統

計的に推定し、政策がなかった場合の国別の排出量を構築する。過去の経済データと

排出量データに基づいて排出量予測モデルを推定し、比較するために、計量経済学と

機械学習の様々なアプローチを用いた（Auffhammer and Steinhauser4 0 )を参照）。これら

のモデルを用いてパリ協定の下での排出量削減をプレッジしたすべての国の国別排出

量を推定することができる。遡及的にそれを行うために、過去の気候政策がなかった

場合の排出量を推定するためのバックキャストや観察された経済データを考慮して、

数十年分のデータを作成した。  

これらのモデルを構築するために、まず、世界のほとんどの国のどの政府も排出削

減政策を実施しなかった期間の経済データと排出量データを用いた。すべての国を対

象としたモデルを構築することで、経済発展のさまざまなレベルにおける経済成長が

排出量にどのように寄与するかを説明することが可能となる。また、国ごとの排出量

だけでなく、世界の経済成長に基づく世界全体の排出量を算出するための整合的な枠

組みを構築することが可能となる。パリ協定の下で行われるグローバル・ストックテ

ークの情報として利用することも可能と考えられる。  

予測問題を 3 つの異なる期間に分けて考えた。1 つ目は、統計モデルが推定される気

候変動対策前の期間である。第 2 の期間は、統計モデルが評価されるもう一つの気候

変動前の政策期間を表している。つまり、この第 1 の期間で推定されたモデルが、第 2
の期間の排出量をどの程度予測できるかということを検証する。サンプル外の予測誤

差が比較的小さいモデルは、（政府や国際機関が公表している経済活動や人口などのモ

デルの主要構成要素の予測と合わせて）第 3 期の将来の排出量を予測するのに適した

候補となる。ここでは、サンプル外の予測誤差を最小化することを前提とした 2 つの

モデル探索アプローチに焦点を当てた Auffhammer and Steinhauser4 0 )の経済学的モデル

探索のフレームワークを採用し、経済活動と人口の変数を統計モデルで何千通りもの

組み合わせを検討した。このフレームワークでは、第 1 期のデータを用いてモデルを

推定し、第 2 期以降のデータを用いてモデルの性能を検証する。また、機械学習の手

法を用いて、何十万通りものモデルを検索し、モデルの性能を評価する。モデルを推

定するためにサンプルから数年分のデータを無作為に除外し、この除外されたサンプ

ル期間でモデルの性能をテストする。  

例として、このアプローチを用いた UNFCCC1992 の 2000 年目標の評価方法を以下に

説明する。まず、1960 年から 1985 年までのデータを用いて計量経済学的モデルを推定

し、1986 年から 1990 年までのモデルの性能を検証した。そして、予測と実現排出量の

二乗誤差を最小化するモデルを特定し、そのモデルを用いて、実現した経済データを

用いて 1990 年から 2000 年までの政策がなかった場合の仮想的な排出量をバックキャ

ストした。機械学習の枠組みにおいても同様のアプローチを採用し、 1990 年までのデ

ータを用いてモデルを推定し、期間サンプル外のパフォーマンスを評価した。  
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また、パリ協定でプレッジされた将来の評価に使用するモデルについては、データ

の年数が増えたことと、 2005 年の京都議定書発効前の世界的な排出削減努力の証拠が

ほとんどないことから、2004 年までのデータを用いて ML モデルと AS モデルを推定し

た。そして、2012 年までのサンプル期間外予測と、ML モデルの場合は 1960 年から 2004

年までの二酸化炭素モデルと同様の無作為化クロスバリデーション法を用いて、最も

性能の高いモデルを特定した。  

このように、数十万のモデルを評価することで、機械学習フレームワークは、（サン

プル期間外の）予測力の観点において、既往文献の CO2 排出量予測モデルを上回る予

測モデルを選択する。また、多くの既往の経済分析が化石燃料由来の二酸化炭素排出

量のみに焦点を当てているのとは対照的に、ここでは、二酸化炭素排出量と温室効果

ガス排出量の両方の予測モデルを推定した。各国の「最適な」予測モデルを推定する

ことで、プレッジ目標の達成に必要な予想排出削減量を評価し、各国の緩和努力を比

較し、政策がなかった場合の予測された排出量からの排出削減に対して、計画してい

る国がプレッジで説明する BAU 排出量を過大評価する傾向があるかどうかを調査する

ことが可能となる。以下、Auffhammer and Steinhauser 法を AS 法、機械学習法を ML

法とそれぞれ記す。  

これらのモデルは、「 Global  Carbon Project」、「WRI CAIT」、「BP Stat is tical Outlook」

の各データベースの排出量データを用いて推計した。また、世界銀行（ 2019 年）の世

界開発指標、USDA Economic Research Service（ 2019 年）、Penn World Tables（ Feenstra e t 

al . 4 1 )）など、さまざまな経済生産データセットを採用した。しかし、モデリングの結

果は、経済データソースの選択に影響されないことが明らかになった。  

一方、排出量予測との比較のために、先進国については、UNFCCC への隔年報告書

から排出量予測のデータセットを用いた。また、BAU からの削減率で NDC を規定して

いる途上国については、その国の NDC および UNFCCC への関連提出資料で報告された

排出量予測を使用した。CO2 排出量のみを対象とする場合は、温室効果ガスの排出量目

標を、実現した最新の排出量データから変化率に換算し、その変化率をその国の CO2

排出量に適用した。  

 

③  分析結果  

図  4 .1.2-7 には、統計モデルや機械学習モデルを用いて、気候変動政策がなかった場

合に世界の CO 2 排出量がどのようになると予想されるかを示した。 2000 年から 2018

年までの期間について、実現された世界の排出量、最も性能の高い AS モデルと最も性

能の高い ML モデルによる世界の排出量のバックキャスト、およびこの期間の開始時

までに発表された 3 つの著名な排出シナリオ（ IPCC IS92a シナリオ、2000 年 IEA-WEO、

2000 年 EIA internat ional  out look）を示している。AS モデルと ML モデルは、この 20

年間の世界の排出量をほぼ正確にトレースし、 2005 年以降のどの年においても、実現

した排出量とバックキャストされた排出量は、事前の排出量予測よりも概ね 2〜 3GtCO2

多くなっている。このことは、実現した経済的成果を考慮して、政策がなかった場合
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の排出量予測を更新することの重要性を示している。また、この時期には、世界的に

排出量削減の努力がほとんどなされていないことも明らかになった。  
 

 

 
図  4.1.2-7 2000-2008 年の世界 CO2 排出量（実際排出量と予測排出量）  

 

次に、過去 30 年間に合意された 3 つの緩和目標とターゲット（ UNFCCC2000 年目標、

京都議定書、コペンハーゲン合意）を評価するために、排出量の統計モデルを使用し

た。まず、UNFCCC に加盟している附属書 I 国の 2000 年の二酸化炭素排出量の実測値

と、本分析で開発した統計モデル、および実現された経済データを用いた場合の排出

量の推定値（バックキャスト）を比較した。次に、2008 年から 2012 年までの京都議定

書の定量的な排出目標について、比較を行った。最後に、コペンハーゲン合意とカン

クン合意で定められた 2020 年の自主目標について、代理指標として 2019 年のデータ

を用いて分析を行った。  

1990 年から 2000 年にかけての附属書 I および世界の排出量を、実現された経済デー

タに基づいてバックキャストした結果、機械学習モデルは実現された排出量をかなり

忠実にトレースできることがわかった（図  4 .1.2-8）。これらの結果から、 1990 年代に

は緩和努力がほとんど行われなかったこと、また、附属書 I の排出量の減少は、この

10 年間に多くの国で経済生産が減少したことで完全に説明できることがわかる。  
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図  4.1.2-8 1990-2000 年の世界排出量比較（左：附属書 I 国、右：世界）  

 

実際の経済データに基づいた 2012 年までの附属書 I 国および世界の排出量のバック

キャストをみると、機械学習モデルは、政策がなかった場合の予測排出量を経済生産

高の関数として明確に推定していることを示している（図  4.1.2-8、図  4.1.2-9）。機械

学習モデルでは、 2009 年の世界的な景気後退をより適切に考慮して、政策がなかった

場合の排出量を算出しており、これも実現排出量にかなり近いものとなっている。世

界の実現排出量が ML のバックキャスト排出量をわずかに上回っているが、これは、

これらのモデルが急成長している途上国の排出量をまだ過小評価している可能性を示

唆している。この点については、今後の研究課題である。  

実現された排出量と ML 予測の差として緩和努力を計算すると、カナダ、ドイツ、

イタリア、フランス、イタリア、英国、米国では比較的大きな CO2 排出量の削減が推

計された。AS 予測では、いくつかのケースでは、これらの国の経済活動を考慮した場

合に予想されたよりも排出量が多かったことを示している。これらの結果は、京都議

定書の第一約束期間において、排出量削減政策と低炭素エネルギーおよび機器の技術

革新が、先進国の排出量削減にささやかな効果をもたらしたことを示唆している。  

 

  

図  4.1.2-9 2000-2012 年の世界排出量比較（左：附属書 I 国、右：世界）  
 

次に、2009 年のコペンハーゲン合意に基づく、先進国と途上国が 2020 年までの排出

量削減の評価を行った。COVID-19 とそれに伴う経済的混乱が今年の排出量に与える影

響により、2020 年のコペンハーゲン目標の達成度を評価することが非常に困難であり、
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偏りが生じる可能性があることから、2020 年の目標を 2019 年の代理指標として、コペ

ンハーゲン合意に基づく緩和努力の事後評価を行った（表  4 .1.2-3）。  
先進国では、 ML 法は、AS 法よりも大きな排出削減量を概ね示している。オースト

ラリアやカナダなど、いくつかのケースでは、実現した排出量が AS 法の予測値を上回

っている。一般的に、途上国は掲げた目標に対して、先進国よりも多くの排出量を削

減しているように見えるが、先進国は政策がなかった場合の予測排出量レベルに対し

て排出量を削減しているように見える。このようなモデルの違いにより、中国とイン

ドの原単位目標の解釈が難しくなっている。  
 

 表  4.1.2-3 2020 年の CO2 排出量  

 
 

最後に、 2030 年の NDC に対する評価を実施した。各国の 2015 年パリ協定の緩和誓

約に関連する暗黙の緩和努力を評価するために、すべてのプレッジを 2030 年の予想排

出量に変換した。図  4.1.2-10 は、国別に評価し、データベースに登録されている最新

年度の排出量で重み付けした場合の、緩和策のプレッジの種類の違いを示している。

炭素強度のプレッジをしているのはわずか 3 カ国であるが、中国とインドが含まれる。

この図は、パリ協定の枠組みのプレッジの下では、世界全体で緩和策の種類が大きく

異なることを示している。  

 

Country Realized
Emissions

AS
Backcast

ML
Backcast

CA
2019
Target

"Effort"
vs.
Target

"Effort"
vs ML
Backcast

“Effort”
vs AS
Backcast

CA Target
(Type, %, base
year)

Australia 428 376 475 341 87 -47 49 Base Year,2000-5%
Canada 556 491 641 457 100 -85 65 Base Year,2005-17%
France 299 360 450 296 3 -151 -61 Base Year,1990-20%
Germany 684 632 924 813 -129 -240 52 Base Year,1990-20%
Italy 325 330 501 320 5 -175 -5 Base Year,1990-20%
USA 4965 5091 7150 4941 23 -2186 -126 Base Year,2005-17%
Brazil 441 341 387 55 100 BAU-35%
Indonesia 632 459 366 713 -81 267 173 BAU-25%
Mexico 455 521 488 616 -161 -33 -66 BAU-30%
South
Africa 479 513 514 490 -11 -35 -34 BAU-34%

China 9826 11162 5717 9364 462 4109 -1336 CO2 Intensity,2005-45%
India 2480 2660 1361 2731 -251 1120 -180 CO2 Intensity,2005-25%
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図  4.1.2-10 NDC プレッジの種類別分布  

 

ML 法は、サンプル外の 2005 年から 2012 年でより良いパフォーマンスを示している。

2030 年の世界の CO2 排出量の予測は、世界のエネルギー経済モデルによる BAU の推定

値（例えば、Aldy et  al .3 9 )）と同様である。  

 

 
図  4.1.2-11 NDC プレッジの種類別の国分布  

 

表  4 .1.2-4 は、先進国の隔年報告書における 2030 年の排出量予測と、ML モデルによ

る予測との比較を示す。 EU、日本、米国の隔年報告書の排出量は、 ML 法の予測値を

下回っている。これは、EU や日本、米国が 2015 年および 2016 年の報告書でこれらの

予測を発表した際に、既存の排出削減政策やプログラムを考慮していることを反映し

ていると考えられる。対照的に、ロシア、ノルウェー、ニュージーランドなどの資源
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集約国は、ML モデルから予測される値よりも高い排出量予測を報告している。これは、

これらの国の戦略的なインセンティブを反映している可能性がある。すなわち、排出

量を削減するという外見と、化石燃料や農業活動における排出量削減の負担を最小限

にするという利益のバランスを取ろうとしているのかもしれない。透明性のない高い

排出量予測は、重要な国内気候政策がなくても、実際の排出量が高い予測を下回った

ときに、排出量を削減しているように見せかけることを可能にする。先進国の 2030 年

の排出量予測の合計は、ML 法の合計よりも約 5％低いレベルとなっている。  

 
表  4.1.2-4 2030 年における、ML 法予測値と隔年報告書値の比較（先進国）  

 
注：The percentages in the  table  correspond to  (biennial  report forecast /ML forecast) -1 .  

 

表  4 .1.2-5 は、途上国の ML モデルによる予測との比較を示す。過去の排出量データ

と経済・人口予測データの両方が十分にあり、独自の排出量予測を行っている約 70 の

途上国のうち、 45 の国を挙げている。途上国の多くは、ML 法の予測値を大きく上回

る独自の排出量予測（NDC に記載された）を行っていることが明らかとなった。各国

の独自の予測値が ML 法予測値と同程度かそれ以下である国は、小規模な発展途上国

である傾向があり、小島嶼国に偏っている。中所得国や大規模な発展途上国では、本

分析の ML 法予測値よりも高い排出量予測を行っていることが多い。  
 

表  4.1.2-5 2030 年における、ML 法予測値と隔年報告書値の比較（途上国）  

 
注：The percentages in the  table  correspond to  (nat ional ly  determined contribut ion 

forecast /MLforecast)-1  
 

Nation / Region %age vs. ML
Forecast

Canada -11
EU-28 -14
Japan -5
New Zealand 21
Norway 26
Russia 7
Switzerland -41
United States -4

Na ion %age vs. ML Forecast Nation %age vs ML Forecast Na ion %age vs. ML Forecast
Afghanistan 37 Ghana -17 Namibia -9

Angola -10 Guatemala 8 Niger 192
Bangladesh -41 Haiti 98 Paraguay 226
Barbados -34 Honduras -50 Peru -23

Benin -9 Indonesia 22 Sao Tome & Principe -19
Burkina Faso 172 Jamaica -6 Senegal -43

Burundi 16 Jordan -13 Seychelles -48
Central African Republic 103 Kenya 61 South Korea 4

Chad -46 Lebanon 41 St. Lucia -42
Colombia 17 Madagascar 224 Thailand 21

Comoros Islands -39 Maldives 26 Togo 158
Cote d'Ivoire 6 Mauritania 34 Trinidad and Tobago 153

Djibouti 162 Mauritius -18 Turkey 163
Ethiopia 117 Mexico 48 Vietnam 232
Georgia 115 Morocco 95 Yemen 32
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④  まとめ  

本分析では、統計モデルや機械学習モデルを用いて、気候変動政策がなかった場合

の各国の CO2 排出量を推計し、隔年報告書や NDC に記載された BAU 排出量との比較

を行った。分析結果から、BAU から排出量を削減することを約束した途上国について

は、NDC に記載した BAU 予測が大幅に過大評価していることがわかった。これは、公

約を実現するために必要な緩和努力が隔年報告書よりも実際には少ないことを示唆し

ている。また、資源集約型の先進国（ロシア、ノルウェー、ニュージーランドなど）

では、本分析のモデルで予測した値よりも高い排出量を予測している可能性が高いこ

とが示された。また、途上国の多くは、ML 法の予測値を大きく上回る独自の排出量予

測（NDC に記載された）を行っていることが明らかとなった。  

 

(3)  WITCH を用いた主要国の 50 年目標の分析  

①  はじめに  

最近、いくつかの主要国が野心的な脱炭素化計画として、今世紀半ばまでに新たな

気候変動へのコミットメントを発表し、また国別貢献度（ NDC）を改定した国もみら

れる。これらの変更された公約が世界的にどのような影響を及ぼすかは、他国がどの

ような行動をとるかに依存するため、不明瞭である。ここでは、WITCH の統合評価モ

デルを用いて、これまでの公約を評価し、パリ協定の長期目標達成への影響を評価し

た。WITCH モデルの大きな特徴は、技術の波及効果と技術変化を内生的に表現してい

る点である。  
 

②  分析方法  

表  4 .1.2-6 には、最近 NDC2030 年目標を更新した国を示す。表  4 .1.2-7 には、 2050

年（中国は 2060 年）の各国の削減目標（ mid-century strategies (MCS)）を示す。これに

は、中国、EU、米国、日本、韓国のカーボンニュートラルと、メキシコやカナダの排

出削減目標などが含まれる。本分析のシナリオは、条件付き NDC が実施される 2030
年までは、現行の政策を反映している。  
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表  4.1.2-6  NDCs を更新した国の目標  

 
 

 

表  4.1.2-7 各国の 2050 年削減目標  

 
 

③  分析結果  

図  4 .1.2-12 と図  4.1 .2-13 には、各シナリオにおける世界および地域別の GHG 排出

量をそれぞれ示した。NDC 継続という比較的緩やかな削減シナリオ（NDC_continuat ion）

であっても、 2060 年までに、排出量は現行政策シナリオ（CurPol）と比較して 52.2％

減少する。この排出量の削減は、世界の気温を 2℃以下に維持するために必要なものの

60％近くに相当する。もし NDC が収束する場合（NDC_convergence 1）には、すなわち

他の国の気候変動への緩和策がさらに強化されれば、2℃の排出ギャップの最大 91％を

埋めることができる。これらの結果は、カーボンニュートラルの発表が気候政策に与

える大きな影響を浮き彫りにすると同時に、国際協力の関連性を強調している。また、

パリ目標を遵守するためには、削減目標プレッジのさらなる強化が必要であることを

示している。  
 

1  2050 年までに世界各国が OECD 諸国の平均炭素価格に収束するケース。  

Gas Region Target years Target
reduction(%)

GHG Japan 2050 100%

GHG South
Korea 2050 100%

GHG USA 2050 100%
GHG EU 2050 100%
CO2 China 2060 100%
GHG Mexico 2050 50%
GHG Canada 2050 80%
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図  4.1.2-12 WITCH モデルによる、各シナリオの世界 GHG 排出量   

注：Vert ical  bars represent the reduct ion,  in percentage,  with  respect  to the  CurPol scenario  

by 2060. Dashed l ines represent  the  scenarios  without mid-century s tra tegies  (MCS).  

 

カナダ、中国（ 2050 年まで）、メキシコ、 EU などの一部の地域では、掲げている

mid-century s tra tegies  (MCS)は 2℃への最適経路よりも緩いため、これらの地域は排出

削減の野心をさらに高めることを目指すべきである。一方、米国、日本、韓国（ 2050
年以降）、中国（ 2050 年以降）では、世紀半ばの戦略は、パリ目標に沿って、 2℃への

最適な排出経路と同等かそれ以上に野心的なものとなっている。  
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図  4.1.2-13  WITCH モデルによる、各シナリオの地域別 GHG 排出量   
 

図  4 .1.2-14 には、WITCH モデルによる、各シナリオ（NDC 継続・MCS と、2 度目標）

の地域別投資額をエネルギー技術別に示している。欧州、日本、韓国、中国、米国で

は、交通機関の電化に大規模な投資が必要になると推計されている。NDC 継続・MCS で

は、2℃ケースに近い投資が必要と推計される。脱炭素化の鍵である電力セクターにつ

いては、電力市場の機能を確保するために、再生可能エネルギーや電力貯蔵に大規模

な投資が集中すると予想される。 MCS の投資ニーズは、欧州では 2℃を満たすために

必要とされる投資ニーズと一致しているが、その他の主要国では MCS の投資ニーズは

相対的に低い。また、技術別にみると、MCS では風力と太陽光への投資が減少し、CCS 
と  DAC への投資シフトが見られる。  

 

図  4.1.2-14  WITCH モデルによる、各シナリオの地域別投資額   
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図  4 .1.2-15 と図  4.1.2-16 は、WITCH モデルによる各シナリオの GDP ロス（現在価

値換算）と排出削減量をそれぞれ示している。主要な先進国では、MCS により GDP ロ

スが拡大する傾向がみられる。気候変動政策が経済的に逆進性（炭素集約的な国（多

くは途上国）への影響が相対的に大きい）を持ち、炭素集約国の経済に大きな打撃を

与えることを示している。しかし、このような分配上の悪影響は、主要な中高所得国

の MCS によって部分的に緩和されることを示している。この傾向は、推計されるジニ

係数においても確認された。また、MCS は大気汚染による死亡率の低下というコベネ

フィットも生じる可能性が確認された（図  4 .1.2-17）。  
 

 
図  4.1.2-15  WITCH モデルによる、各シナリオの GDP ロス  

注：Triangles and circ les represent scenarios without and with mid-century s tra tegies.  Size of  

symbols  represents the regional carbon prices .   

 

 

図  4.1.2-16  WITCH モデルによる、各シナリオの排出削減量  
注：Triangles and circ les represent scenarios without and with mid-century s tra tegies.  Size of  

symbols  represents the regional carbon pr ices .   
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図  4.1.2-17  FASST(R)モデルによる、大気汚染起因の回避死亡数  

 
④  まとめ  

統合評価モデル WITCH を用いて、いくつかの主要排出国が発表したカーボンニュー

トラルを含むパリ協定の長期的な気温目標を評価した。その結果、現在の掲げられて

いる地域別の削減目標は、パリ協定の長期目標をまだ満たしていないと評価された。

しかし、各国の 2050 年戦略は、排出量を削減し、世界の気候政策とのギャップを部分

的に埋めていることが確認された。さらに、不平等の拡大を緩和し、大気汚染による

死亡率の低下というコベネフィットも評価された。  

 

(4)  CMCC-ICES モデルによる、ネットゼロ排出ナリオにおける国境炭素調整の分析  

①  はじめに  

本分析では、ネットゼロ排出を目指すパリ協定に沿う「高い」炭素価格を誘導する

政策の実現に、国境炭素調整措置が果たす役割を調査した。  
 

②  分析方法  

CMCC-ICES モデル（図  4 .1.2-18、一般均衡モデル）を用いて国境炭素調整措置の分

析を行った。ベースラインは、「World Energy Outlook（WEO） 2018」（ IEA, 2018）にお

ける 2030 年までの地域別の GDP と CO2 排出量の推移に従った。リファレンス緩和シ

ナリオ（REF）は、 1.5℃目標の経路に沿って、 2050 年までに 400Gt の CO2 バジェット

を達成する「高い野心」を反映している。これは、2030 年の世界の CO2 排出量を 2011

年比で 33％削減することに相当する。この目標は、EMF36 で使用された方法に基づく。

目標（炭素強度に関する目標も含む）は、明示的または暗黙的な炭素税によって実施

されると想定した。国際的な排出量取引は想定せず、各地域が独立して行動すると想

定した。  

また、国境炭素調整として、次の 2 種類を考慮した。  
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（１）  国内に炭素市場を持つ気候クラブ（クラブに属する国間での排出量取引を認める）

であるが、国境炭素調整は行わない（ Club1）。ここでのクラブは、 EU、日本、韓国と想

定した。  
（２）  炭素市場と国境炭素調整を有する気候クラブ。国境調整は、貿易商品の炭素含有量

と、クラブ内の炭素価格と輸入元国の炭素価格との価格差に基づいて計算される追加輸入

関税としてモデル化される。  
 
（２）と（１）を比較すると、国境炭素調整によって、緩和目標が厳しいクラブと、

目標が緩和されている地域の間で、気候政策のコストをより均等に分配することがで

きる。シミュレーション（２）は、さらに 2 種類の想定を置いた。  

 
（ 2a）クラブ外の国からの漏出に対する潜在的な効果を検証するために、（１）で推計

された税金は一定のままとし、国境炭素調整のみを有効とする（Club1-BCAS2a）。  
（ 2b）クラブ内外の国の GDP コストに対する国境炭素調整の効果を検証するため、元の排

出量（または炭素強度）目標に正確に一致するように税を再計算した（ Club1-BCA-S2b）。 
 

 

図  4.1.2-18  ICES モデルの地域分類・産業分類  
 

③  分析結果  

炭素価格が国境炭素調整を行わずに排出削減目標の達成を可能にする水準に固定さ

れる条件の下で、国境炭素調整が実施された場合（Club1-BCAS2a）には、クラブに属

する国の国際競争力が増加し、排出量はクラブ内で増加し、クラブ外では削減される。

すなわち、国境調整措置により、カーボンリーケージが軽減される。しかし、その効

果はかなり限定的である。また、本分析では、産業別にみると、国境調整は炭素集約

産業（ EITE）に有利に働き、軽工業には悪影響がみられ、今後詳細に検討が必要であ

る。  

一方、国境炭素調整を実施し、同時にクラブ内外の排出削減プレッジが変更されな

い場合（Club1-BCA-S2b）には、クラブ内で排出削減量が再分配される。欧州では排出

量が増加し、日本と韓国では排出量が減少すると推計された。ただし、Club1-BCAS2a
とは異なり、海外では顕著な影響は見られない。  
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図  4.1.2-19 国境炭素調整の実施による CO2 排出量変化（Club1 比）  

 

 

図  4.1.2-20 各シナリオの炭素価格  
 

 

図  4.1.2-21 国境調整措置による、クラブ参加地域の産業別生産への影響  
 

(5)  パリ協定とジオエンジニアリング戦略  

Abatayo4 2 )では、パリ協定とジオエンジニアリング戦略について検討した。パリ協定

の目標に沿った温暖化防止のための十分な排出削減ができなかった場合には、地球工

学的介入の可能性が問われることになりうる。しかし、ジオエンジニアリングを管理

することは困難である。気候に対する選好は国によって異なるため、社会的に最適な
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レベルに比べて、ジオエンジニアリングによる過剰な導入が行われる可能性がある。

Abatayo4 2 )では、公共の善悪ゲームの実験を通して、サイドペイメント（補償）がこの

ガバナンス問題に対処できるかどうかを分析した。ジオエンジニアリングの「フリー

ドライブ」の問題を、サイドペイメントで解決できるかどうかを分析した。現段階で

は、大規模なジオエンジニアリングの実施例がないため、ジオエンジニアリングのガ

バナンスに関する洞察を得るために、実験室での実験を実施した。サイドペイメント

は理論的には有効であるが、実験結果によると、特に多国間ではサイドペイメントが

結果に与える影響はわずかであることが明らかになった。  
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4.2 NDCs 評価の他研究の調査  

2018 年度の RITE 報告書 1 )では 2019 年 3 月までに入手可能であった NDCs 評価、即

ち UNEP2018 年版 2 )、Data Driven Yale  e t al .3 )、 PBL 4 )、CAT2018 年版 5 )の概要について

整理・紹介した。また 2019 年度の RITE 報告書 6 )では、 2019 年 4 月以降に発表された

UNEP 2019 年版 7 )、Mills-Novoa and Liverman8 )、CAT2019 年版 9 )の概要について整理・

紹介した。  

本節では、その後入手した文献 1 0 ) 11 )を簡易的に紹介した後、UNEP 2020 年版 1 2 )の概

要について記す。  
 

4.2.1 近年発表された NDCs に関する研究  

(1)  Sir iwardana and Nong (2021)1 0 )  

NDCs を各国があるいは国際的な連携の下、達成するための経済影響と環境に関する

帰結を分析するため、著者らは GTAP-E モデルの気候変動政策バージョンを利用した。

その結果、以下の示唆を得た。  
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•  途上国は NDCs 達成のための費用が、先進国よりも低位である。中国やインド

は大量のカーボンクレジットを他の地域に販売することが可能と見られる。  
•  各国がそれぞれ NDCs を達成しようとすると、国際排出権取引を行った場合と

比べ費用が高くなることを確認した。  

•  中国・インドが国際排出権取引市場に加われば、炭素価格は US$1.62/tCO2eq ま

で低下する。また実質 GDP の低下は 0.1%にとどまり、多くの国の電力部門のロ

スも電力部門の売上のわずか 1%にとどまる。先進国は中国・インドが国際排出

権取引市場に加わることで経済コスト負担を大幅に低減できる（図  4.2 .1-1 参

照）。  

•  低コストで GHG 排出削減が可能な国であっても、国際排出権取引市場で得られ

た収益の利用について適切な戦略がない場合、便益を享受できない場合もある。 

 

 
図  4.2.1-1 Sir iwardana and Nong (2021)1 0 )のグラフィカルアブストラクト  

 

(2)  Weikmans et a l (2020) 1 1 )  

パリ協定の透明性が各国の公約の野心度を高めることにつながるのではないか、と

期待されている。そこで、パリ協定は締約国の温室効果ガス排出量、NDCs の実施と達

成の進捗状況、適応行動、および財政に関する情報を報告およびレビューするための

新しい「強化された透明性のあるフレームワーク (Enhanced Transparency Framework;  
ETF)」を導入した。ただし、透明性と野心度の向上の関係はほとんど検証されていな

い。  

本論文では、最初に透明性が野心度向上につながりうるいくつかのパスについて概

説する。これらのパスは、特に締約国のパフォーマンスに関する比較可能で完全かつ

タイムリーな情報の入手可能性に依存する。そのような情報の提供を阻害しうる 4 つ

の課題を特定し、将来、NDCs がより野心的となるようこれら 4 つの課題に対する対処

法を提案する。  
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以下の 4 つの課題、すなわち  

•  ETF が持ち合わせている柔軟性が途上国にとって不完全で比較が難しい情報の

生成をうながしうること  

•  異質で定性的かつ条件付きの NDCs となっていること  

•  気候変動への取り組みの進捗状況を定量化するための指標にばらつきが生じる

こと  

•  気候変動への取り組みと支援に関する報告方法（ガイドライン）が弱い（十分

には明確となっていない）こと  
により NDCs の達成に向けて締約国が（仮に継続的に努力していたとしても、その）

実施した内容を評価および比較することは困難となる。  

ETF の（政治と直結しない）設計だけでは、NDCs の野心のレベルを評価すること、

あるいは締約国が NDCs を達成しているかどうかを評価すること、には必ずしもつな

がらない。また ETF は ETF 自体に参加することを政治的に望まない国に対処する準備

ができていない。  
 

4.2.2 UNEP による評価  

UNEP「排出ギャップレポート 2020 年版」 1 2 )は本文 100p 程度からなり、これまでの

UNEP レポート 2 ) 7 )の分量（ 80p 前後）から増加傾向にある。UNEP 2020 年版 1 2 )につい

ても前半は「 1.5℃目標あるいは 2℃目標の排出経路と NDCs 達成時の排出経路のギャ

ップを提示する内容」、後半は「ギャップを埋めるための方策（トピック）」という構

成を踏襲している。COVID-19 の影響を受け（これまでの UNEP レポート 2 ) 7 )と比べ）

書きぶりがかなり異なる変更された個所もある一方、「COVID-19 の影響を加味する前

の見通し」も混在しており留意が必要である。以下、詳述する。  

 

(1)  UNEP「排出ギャップレポート 2020 年版」 1 2 )の前半  

UNEP 2020 年版 1 2 )の前半は、これまでのレポート 2 ) 7 )同様に「 1.5℃目標あるいは 2℃
目標の排出経路と NDCs 達成時の排出経路の間に大きなギャップが存在すること」を

提示している。さらに Excecutive summary 内を含め次の指摘を行っている。  

•  2050 年までに正味ゼロ排出となる目標を表明した国が増加したことは、2020 年

の気候変動政策として最も重要かつ推奨すべき進展である。正味ゼロ排出の実

現に向けてその信頼性を高めるためにも、直ちに足元の気候政策や行動へ反映

させるべきであり、NDCs も修正すべきである。  
 

(2)  UNEP「排出ギャップレポート 2020 年版」 1 2 )の後半  

後半で取り上げられた「ギャップを埋めるための方策（トピック）」は次の通りであ

る。  

 

•  Chapter 4 Bridging the gap – implicat ions of current  COVID-19 f iscal rescue and 
recovery measures  
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•  Chapter 5  Bridging the gap – the role  of  in ternat ional shipping and aviat ion 

•  Chapter 6  Bridging the gap – the role  of  equitable  low-carbon l ifes t les  
 

以下、これら 3 方策について記載されている内容を順に示す。  

Chapter 4 は COVID-19 の影響に対する救済措置と経済回復方策が低炭素に寄与する

設計となっているかを確認する章となっている。その一部を抜粋し図  4.2.2-1 に示す。

図  4 .2.2-1 は建物・建築に関する方策をサーベイした結果を抜粋したものである。正味

7p にわたって個々の政策措置を「低炭素へ寄与するもの（例：図  4 .2.2-1 上部の緑枠）」

と「低炭素へ寄与しないもの（例：図  4 .2.2-1 下部の赤枠）」に区分し提示している。  

 

 

図  4.2.2-1 COVID-19 の影響に対する救済措置と経済回復方策の評価  
：建物・建築に関する方策（出典：UNEP1 2 )）  

 

その上で、次の指摘を（Excecutive summary 内など含め）行っている。  
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•  2020 年の CO2 排出量は COVID-19 の影響により 2019 年と比較し 7%（ 2-12%の

範囲で）低下する見込みである。ただし CO2 以外の GHG はそれほど影響を受け

てないこともあり、大気中 GHG 濃度は 2020 年も上昇した。  

•  COVID-19 の影響、CO2 排出低下は一時的なものであり（COVID-19 の影響は 2050

年の気温を 0.01℃低下させるにすぎず）長期的な影響は小さい。2030 年の GHG

排出を大幅に低下させるには強力な脱炭素政策を伴う経済回復が不可欠であ

る。  

•  現時点で、低炭素化への移行加速がなおざりなまま経済を刺激しようと財政資

源を投入している。初期の経済刺激策（と低炭素・脱炭素への移行政策）は政

策決定者に対し中期的将来へ向けた有用な洞察を提供する。  

 

Chapter 5 は国際輸送貨物、国際航空に着目している。Chapter  5 は COVID-19 の影響

を考慮する前の段階での将来見通し示している。国際輸送貨物、国際航空合計の排出

量だけで、 1.5℃シナリオにおいて 2050 年に許容される CO2 排出の 60%～ 220%を占め

るとしている。  

Chapter 6 は ラ イ フ ス タ イ ル や CO2 排 出 量 の 格 差 に 着 目 し て い る 。（ Excecutive 

summary 含め）次の指摘を行っている。  

•  GHG 排出削減を持続的に進めるため、また排出ギャップを埋めるため、ライフ

スタイルの変更は必須である。消費ベースで計上すると世界の 2/3 の CO2 排出

は個人の家庭の活動に紐づいている。ライフスタイル変更によって排出削減を

進めるためには、幅広いシステム変更と個人の行動変化の両方が必要である。  

•  衡平性はライフスタイルに対応するための中心的課題である。世界人口の所得

トップ 1%が排出する CO2 量は、世界人口のボトム 50%が排出する CO2 量よりも

多い（図  4.2.2-2 参照）。  
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図  4.2.2-2 所得水準別の一人当たり CO2 排出量・CO2 排出総量（出典：UNEP1 2 )）  
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4.3 国境調整税に関する動向調査とモデル試算例  

4.3.1 国境調整税に関する国際動向  

ある国・地域の温室効果ガスの削減費用負担が他の国・地域よりも大きくなる 2と、

当該国・地域のエネルギー多消費産業の国際競争力に影響を与えるとともに、CO2 排出

量が他の国・地域にリーケージ（国内製品の海外製品による代替および生産拠点の海

外移転）する可能性がある。これに対処するためのオプションの一つとして、国境炭

素調整（Border Carbon Adjustment、以下 BCA と記す）が議論されている。一般的に BCA

は排出削減努力が不十分である国からの輸入品に対して国内産品と同等の負担を課す

国境措置である。また、国内産業からの輸出財においては炭素費用分の還付がなされ

る場合もある（輸出リベート）。さらに、間接排出量の考慮及び調整レベル（国内ある

いは海外の平均排出量か、あるいは best-avai lable technologies なのかなど）に関する議

論もある 1 )。BCA は世界貿易機関（WTO）のルール違反となる恐れや貿易相手国から

の報復措置を受けるリスクがあり、さらに各財の炭素含有量の推計は複雑で容易では

なく技術的な問題もある。  
1992 年に採択された国連気候変動枠組み条約の第 3 条 5 項 2 )では「（前略）気候変動

に対処するためにとられる措置（一方的なものを含む）は、国際貿易における恣意的

若しくは不当な差別の手段又は偽装した制限となるべきではない。」とし、国際貿易に

対する言及がなされている。2009 年にデンマークのコペンハーゲンで開催された第 15

回国連気候変動枠組み条約（UNFCCC）締約国会議（COP15）において、国境炭素調整

を巡って、欧米諸国を含む先進国と中国及びインドといった新興国との間で議論が対

立し、最終的に合意には至らなかった 3 )。その後、COP の場で国境炭素調整に関し具

体的な議論は行われていない。  

しかし、その後、再び国境炭素調整に関する政策の議論が高まりつつある。 2019 年

12 月 11 日、新欧州委員長であるフォンデアライエン氏は、エネルギー、農業、製造業

やインフラなど複数の分野を網羅する環境分野の包括的な政策を含む「 The European 

Green Deal4 )」を発表した。 2050 年までに温室効果ガス排出量の実質ゼロを目標とし、

今後 3 年間で各国のルール・規制を改定していく。項目の一つである炭素国境調整

（Carbon border adjustment mechanism: CBAM）に関するロードマップ 5 )によると、 2021

年に同メカニズムと対象セクターに関する提案書を作成し、CO2 リーケージのリスクを

減らすため、輸入価格に炭素含有量を正確に反映させることを目的としている。 2020

年 3 月に欧州委員会は CBAM に関する Incept Impact assessment を行い、国内外の意見

を募った（フィードバック期間は 2020 年 3 月 4 日から同年 4 月 1 日まで）6 ) 7 )。その中

 
2  例えば、 NDC2030 年目標を地域別に比較分析した Aldy  e t  a l . (2016 )など。  
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で、 CBAM の主要な目的は CO2 リーケージを避けることによる気候変動対策とし、

CBAM の制度設定において考慮する要素として次の 3 つを挙げている。  
1) 政策手法の種類：法的及び技術的実現可能性及び WTO 等のルールとの整合性を考

慮する。様々なオプションの中には、特定の製品に対する炭素税（輸入財に対する新

しい炭素関税あるいは輸入財に対する EU-ETS の拡張）も含まれる。  

2)  輸入財における炭素含有量及び炭素価格の評価： EU-ETS で使用されているベンチ

マークを使用することもオプションの一つだが、代替アプローチも検討する。   

3) 対象セクター：最も CO2 リーケージのリスクが高いセクターを考慮する。  
前述したように、国境炭素調整は WTO のルールに抵触する可能性があり、また輸入

財の炭素含有量の推計及び税率の調整など技術的な課題がある。  

 

4.3.2 国境炭素調整に関する先行研究事例  

RITE(2020)8 )では、「応用一般均衡モデルを用いたモデル比較分析例」、「部分均衡モ

デルを用いた分析例」、そして「BCA のメタ分析例」を考察した。BCA の効果分析を

行った文献はこれまで数多くあり、BCA が CO2 リーケージ率を減少させ、エネルギー

集約産業・貿易依存産業の生産ロスを改善する効果があることが示唆された。ここで

用いられている先行研究は各国が同時に意思決定をする静学ゲームに基づいている。  

小節では BCA の制度設計に関する包括的なレビューを整理し、これまで参照してき

た静学ゲームではなく、各国が順序に従って他のプレーヤーの行動をみながら自身の

行動をする（動学あるいは逐次ゲーム）を適用した研究例、そして最後に BCA の代替

案を考察する。  

 

(1)  制度設計に関するレビュー  

Cosbey et al .  (2019)9 )  は、BCA の制度設計に関して包括的なレビューを行い、BCA の

政策提案及び研究上での優先的事項を明らかにしている。  

まず、経済的観点から CO2 リーケージには次の 4 つのチャネルがあることを指摘し

ている。  

①競争力チャネル  

カーボンプライシングにより生産コストが増加することにより、規制が不十分な国

からの輸入品が競争力をもつ。その結果、国内製品から割安な輸入品に対する消費者

の需要が高まり、国内生産者の市場シェア及び利潤が減少する。その結果、海外にお

ける生産量及び排出量が増加する。さらに、海外への産業移転をもたらす。  
②エネルギー市場チャネル  

排出規制が厳しい国における化石燃料需要が減少することにより世界の化石燃料価

格が低下する。その結果、規制が不十分な国における燃料消費が増加し、排出量が増

加する。  

③所得チャネル  

 カーボンプライシングによる緩和コスト及び相対価格変化は交易条件を大きく変

え、世界の所得分配に影響を与える。理論的にはこのような所得分配の変化は、海外
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における排出量を上昇もしくは減少させるといわれている。また、規制国における投

入需要の変化が賃金及びクリーンな投入価格を上昇させるならば、生産に対して間接

的な影響を与え、潜在的には規制が緩い国の生産及び排出量を増加させる。  

④技術スピルオーバー  

 技術スピルオーバーは海外における排出量低下の可能性を高める。この場合、カー

ボンプライシングはグリーン技術のイノベーションを促進し、その技術が規制の緩い

国へスピルオーバーすることによって排出量を減少させる。  

 
上記のような背景の下で、環境効率性の目的と国際法の遵守、並びに実務的な実現

可能性との関係を考慮しながら、以下に BCA を実施する際のガイダンスを個別項目毎

に提示している。  

 

・BCA 政策目的  

 政策立案者は BCA 実施に向けて様々な目的がある。例えば、CO2 リーケージ及び産

業競争力のロスを減少させることや、規制が緩い国における緩和策を促すことを目的

としている。いかなる目的であっても、BCA の制度設計は WTO における GATT 第 20

条の一般的例外条項の下で、BCA を正当化するものでなければならない。その意味で

は、当該条項には競争力維持は含まれていないことに注意が必要である。同様に、経

済分析の先行研究では、BCA の効果を高めるために規制が緩い国に対する貿易制裁に

よる効果を分析しているが、制裁が国内の炭素コストよりも過剰なものであれば、法

的には貿易差別として受け取られる。さらに、BCA を用いて国内レベルもしくは国際

レベルで特有の気候変動対策（キャップアンドトレード等）の適用を促すことは、

UNFCCC の CBDR（共通だが差異ある責任）の原則に抵触する可能性がある。したが

って、WTO ルールに整合的な唯一の BCA の目的は炭素排出量を減少させることであ

る。  

 
・調整の対象となる政策  

 国内製品と輸入品を同等に扱う唯一の国内政策は価格に基づいた気候変動対策であ

り、BCA はパフォーマンス基準やその他の非価格規制と共には適用することができな

い。  

 

・調整の対象となる製品  
 先行研究において BCA の対象は、すべての製品あるいはエネルギー集約的かつ貿易

の影響を受けやすい産業（EITE 産業）が挙げられているが、先行研究において CO2 リ

ーケージを緩和する便益が高いのは後者を対象とする場合であることが示唆されてい

る。また、基準化が難しい経験値に基づく貿易感応度指標ではなく、シンプルな貿易

集約度指標を用いることが提唱されている。  

 
・貿易に体化した排出量  
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BCA を実施する際、製品の炭素含有量の推計が必要となる。システムのバウンダリ

ーは製品のライフサイクルにおけるどの排出量が BCA の計算に含まれるかを規定す

る。排出量には次の 3 つのカテゴリーがある。Scope 1 は、ある製品の生産過程におけ

る直接排出量であり、Scope 2 は、エネルギー使用（オフサイトで生成され購入された

電力、蒸気または熱）に伴う間接排出量を、そして Scope3 は間接的な生産に関連する

排出量で Scope 2 でカバーされていないものである（例えば、インプットあるいは下流

の活動に内包する排出量）。  

システムバウンダリーが一旦決まれば、各スコープにおけるベンチマーク排出量が

決定される。国内の排出量割当においてこれらは既に議論しているところもあるが、

BCA を実施するためには、実際のデータあるいは部門毎のベンチマークを使用するの

かなど、海外製品に対しても規定しなければならない。  

ベンチマーク設定に関して、次の 3 つの選択がある。一つ目は、ベンチマークレベ

ルに関するもので、効率の悪い技術あるいは効率のよい技術をベンチマークとする。

二つ目は、ベンチマークの数に関するもので、製品の中には複数の製造プロセスがあ

り、各プロセスにおいて排出量原単位が異なる。例えば、鉄鋼は高炉・転炉法と電炉

法と異なる製造プロセスがあることから、複数のベンチマークを設定することが望ま

しいと考える。三つ目は、ベンチマークは、国・地域特有の変数に基づいて輸出業者

を区別する必要がある。輸出国のデータはすぐには利用可能ではなくデータ収集も容

易ではない。また、国・地域特有のベンチマークは GATT の最恵国待遇条項に抵触す

る可能性もあり、高い原単位ベンチマークを設定された国からの積み替えを防ぐ条項

が必要となる。  

通常の経済モデル分析では部門内の排出量の異質性を考慮していない。様々な排出

量の推計における経済的トレードオフに関する更なる研究が必要とされる。  

 

・調整価格  

 製品に内包される排出量の推計方法が決まれば、BCA に適用する炭素価格を設定す

る。BCA 実施国内の企業が炭素税を負担している場合は、この炭素税が輸出国企業に

対して価格を賦課する場合の基準となる。もし、BCA 実施国がキャップアンドトレー

ドを適用している場合は、輸入業者は排出枠を購入するかあるいは排出枠の市場価格

に基づく排出枠価格を支払う。あるいは、輸入業者もしくは海外生産者が、ある調整

レベルまで国際炭素オフセットを購入することも認められ得る。いずれの場合におい

ても、BCA 価格は可能な限り国内企業が直面する価格と同等なものにする必要がある。 
 

・免除  

 貿易相手国による気候変動対策を基準とした免除は、BCA で広く考慮されている。

免除には次の 5 つの方法が考えうる。①国内排出量上限を設定した国を免除対象とす

る、②国内の排出量上限よりも‟適切な ”国内の気候変動対策を実施した国を免除対象

とする、③部門別排出量上限を設定した国の部門を免除対象とする、④後発開発途上
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国や低所得国を免除対象とする、⑤BCA が対象とする製品の貿易がごくわずかな国に

対しては運営・管理費を減らす。  
 尚、原産地に基づくいかなる差別化は積み替え問題を引き起こす可能性が高いこと

にも留意が必要である。  

 

・輸出調整  

 国内で生産された製品で輸出するものに対して、製品に附随する炭素支払いと同等

の輸出リベート（払い戻し）を行う。それにより、規制が緩い国で生産された製品と

同等の条件で競争することが可能となる。また、国内と海外における二重課税を防ぐ

ものでもある。この輸出リベートの効果については研究によって様々である。例えば、

メタ分析 9 )によると輸出リベートは CO 2 リーケージを削減する重要な役割を果たす。

一方、BCA からのリーケージ削減の大半は輸入調整のみを含む制度によって生じるこ

とが他の研究で示されている（ただし、BCA 対象製品の純輸入国のみに該当する結果

である） 11 )。  
 輸出に対する BCA の WTO ルールの下での法的扱いは不明である。さらに、輸出品に

対する BCA を、輸入調整から免除品を切り出す手法と調和させることは難しい。  

 

・税収の使途  

 税収を開発途上国へ直接支援もしくは技術移転を通じて使用することにより、前述

の GATT 条項及び CBDR 原則遵守、そして CO2 リーケージを防ぐためにも有効である。

したがって、BCA の税収は BCA 実施国の一般会計として使用されるべきではなく、海

外の支援と共に BCA を実施することが望ましい。  

 

今後の研究課題としては、産業間の異質性に関するより詳しい検討を実施すること

が重要であり、それにより排出強度の計測およびベンチマーク及び影響を評価するこ

とにつながる。さらに、モデル分析においてはリーケージリスクの評価を向上させる

べきであり、特に、CGE モデルは非エネルギー投入の代替性を評価することに課題が

ある（炭素集約的な商品の消費を減少させる重要な余地とみなされる）。このように、

より厳密な分析が BCA の制度設計に役立つものであると結論づけている。  

 

(2)  動学ゲーム理論を用いた BCA の考察  

 Helm et  a l. (2012)1 2 )はゲーム理論に基づいて複数の観点から EU の BCA を考察してい

る。 2011 年のダーバン気候変動会議での実質上交渉が進展しなかった理由の一つは貿

易問題、特に CO 2 リーケージへの取り組みが失敗したことである。本論文では適切な

ゲーム構造を提案しており、そこでは各国は単独かつある順序に従って他のプレーヤ

ーの行動をみながら行動をする（動学ゲーム）。適切に構築された BCA が貿易の歪み

を減らし、競争力の影響を制限し、よりグローバルな行動のための幅広い利害関係を

構築するのに役立つことが示されている。  
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 （出典）Helm et a l.  (2012)  1 2 )  

図  4.3.2-1 国際貿易ゲーム構造  
 

図  4 .3.2-1 は国際貿易ゲーム構造を表したものである。貿易制限は勝者と敗者をもた

らすが、結果として累積の効用ロスをもたらす。貿易制限を課す大国は政治的な純利

潤（ p に相当）を得ることができ、制限を課された国は何もしない場合、効用ロス（ -q）

をうける。ここで q>p という仮定をおいているが、これは貿易制限が累積効用におい

て純ロスであることを示している。  

国際貿易ゲームの描写はどのように世界が自由貿易と共に均衡を維持することがで

きるかを表している。調整メカニズムが無い場合、各国は同時に行動する。そのよう

な場合、相互に貿易制限を課すことにより（ナッシュ）均衡が達成される。貿易協定

は同時ゲームを動学ゲームへと移行させる。WTO メカニズムの下では 2 ヶ国のうち 1

ヶ国が最初に行動し、貿易ルールに違反した行動をとれば、次に他国が行動をとり、

報復する権利を有する。このような信憑性のある脅しは、最初に行動した国が貿易制

限を課すことを抑制する効果がある。  
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（出典）Helm et  a l.  (2012)  1 2 )  

図  4.3.2-2 BCA ゲーム構造  
 

図  4 .3.2-2 は BCA のゲーム構造を表したものであり、BCA ゲームの利得（青で表記）

は、貿易ゲームの利得（黒で表記）の下に示している。BCA ゲームは前述の貿易ゲー

ムを次のように補完する。例えば、A 国（EU のようなリーダーを想定）が最初に行動

し、( i)BCA を課すあるいは ( i i )いかなる貿易行動もとらない（世界全体の気候変動協定

に向けた交渉が行われると想定）、という行動をとる。BCA が課される B 国は、 ( i )  何

もしない、 (i i )報復する、 ( ii i )B 国の輸出に炭素調整をする、という 3 つの戦略がある。

尚、報復するという選択をした場合、第二段階のゲームが行われる。つまり、 A 国は

更なる貿易制限を課すか、あるいは、何もしないかの行動をとる。  

A 国は BCA を課して、もし B 国が何も行動をしない場合、A 国は純経済便益 x（交

易上の便益から消費者及び生産者の余剰を引いたもの）及び環境便益 e からなる利得

を得る。一方、BCA を課された B 国は消費者余剰から生産者余剰を引いたもの（ -y）

に相当する利得を得る。  

こ こ で BCA のゲ ー ムの均 衡点 （部 分ゲ ーム完 全均 衡 :SPNE）を後 ろ向 き帰 納法

（ backward induction）によってもとめる。A 国による BCA の緩和を要求するため、BCA

を課せられた B 国が自身の輸出に炭素調整を実施すると想定する。その方法として炭

素輸出税を賦課すれば B 国の政府収入が増え、あるいは、輸出に附随する排出量の制

限をした場合、生産者の超過利潤（レント）が増えるであろう。その結果、BCA によ

って生じる生産者の厚生ロスを一部オフセットする（この時の便益を z とする）。した

がって、B 国の観点からいえば、輸出税を課した場合の方が何もしない場合よりも利得
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が高い（ -y<-y+z）。また、A 国側から見ても、B 国による輸出税によって A 国の政府収

入が減るため（ z に相当）、B 国が輸出税を課した場合 A 国の利得は x+e-z となる。  
しかし、A 国は何もしない場合よりは利得がよい（つまり、 x+e-z>0 であるため）。

この場合、部分ゲーム完全均衡は、A 国は BCA を課すこと、一方、B 国は輸出税を課

すことである。現実の世界においてはこのような状況がみられる。例えば、EU-ETS に

航空部門を含むかどうかについて EU とその他地域（ROW）において現在紛争がある

（航空部門を EU-ETS に含むということは炭素価格を課すことである）。この場合、ROW

は EU の BCA 対策として自国の輸出に対して炭素輸出調整をすることが最適である。

例えば、中国は国際航空便に対する乗客税から得た税収を航空部門の排出量削減に使

用することを示唆していた。したがって、このシンプルなモデルから示唆されること

は、EU が BCA を実施すれば、ROW は貿易紛争を開始するよりもむしろ、自国の炭素

輸出調整もしくは国内の炭素プライシングを実施するインセンティブが働くであろ

う。  

この分析では妥当な仮定をしているが、 WTO の整合性からも環境の便益が重要な役

割を果たすため、BCA を課す国に対する財政フロー（ x）と炭素輸出調整から得られる

財政フロー（ z）と環境便益の関係は、 x+e>z となるように e が十分大きくなければな

らない。しかし、この分析では BCA を実施する A 国の輸出リベートは考慮していない

ため、すべての可能性がある行動を描写したものではなく、均衡解も異なり得るとい

うことに留意が必要である。  

 
(3)  BCA の代替案：Cooperat ive sectoral tar if f  reduct ion (CSTR) 

一般的な BCA が非協力的に実施された場合、貿易保護主義及び報復を誘発する恐れ

があることが指摘されていることから、Banks and Fi tzgerald  (2020)1 2 )は BCA の代替案

として Cooperat ive  sectoral  tar iff  reduct ion (CSTR)を提案している。CSTR は企業の低炭

素化を改善するインセンティブを与え、保護主義のために BCA が使用される機会を減

らし、カーボンクラブを創設するのに役立つものである。  
CSTR には通常の BCA と比較して、三つの特徴がある。一つ目は、低炭素化へのイ

ンセンティブを高めるために関税が軽減されること、二つ目は、部門毎に実施され、

各部門において環境パフォーマンスに応じて関税を課すこと、三つ目は、CSTR は協力

的に多国間で実施されるものであり、全体的に低い貿易障壁と共に排出緩和目的が達

成される。  

尚、Banks and Fi tzgerald  (2020)1 3 )は、CSTR を理論的あるいは実証的に評価している

ものではないため、次節で RITE のエネルギー経済モデル（DEARS）を用いて、BCA

と CSTR を評価する。  

 

4.3.3 国境調整税に関する DEARS モデルによる試算例  

(1)  はじめに  

本節では世界エネルギー経済モデルを用いて BCA の影響について分析を行った。代

表的なエネルギー多消費産業である鉄鋼製品のみに焦点を当て、国境炭素調整が導入
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された際の影響分析を行った。本節では、直接の鉄鋼製品のみに対する BCA を想定し、

鉄鋼製品が利用される自動車製品等に対する BCA は今回の分析では考慮していない。

各種想定シナリオの下で、BCA 導入に伴う、主要各国の利得を分析することで、各国

が取りそうな戦略を理解するとともに、日本の戦略への含意を示した。  

 

(2)  分析方法  

本節で利用した DEARS1 4 )は、世界全体の消費効用最大化を目的関数としたトップダ

ウン型経済モジュール（一般均衡型）と簡略化されたボトムアップ型エネルギーシス

テムモジュールの統合モデルである。経済モジュールでは、非エネルギー 18 産業を想

定し、国際産業連関表 GTAP に基づく産業連関構造を明示してモデル化している。貿

易に関しては、多くの一般均衡型モデルと同様に、輸入財と国内財の代替性を考慮し

たアーミントン構造を定式化している。世界エネルギー経済モデルを用いて、代表的

なエネルギー多消費産業である鉄鋼製品のみに焦点を当て、国境炭素調整が導入され

た際の影響分析を行った。本研究では、直接の鉄鋼製品のみに対する BCA を想定し、

鉄鋼製品が利用される自動車製品等に対する BCA は今回の分析では考慮していない。  

本研究におけるベースラインは、特段の温暖化・エネルギー政策を考慮しないケー

スを示す。ベースラインの社会経済シナリオは、温暖化問題関連の国際的分析におい

て用意された SSP (Shared Socioeconomic pathways)に整合する中位シナリオ SSP2 を想

定した 1 6 )。  

炭素価格・炭素関税・報復関税は、EU-ETS の EUA 価格（ 2019 年 7 月）を参照し 32$/tCO2 
を 2020 年に想定した。 30 年については 45$/tCO2 を想定した（ IEA-WEO2019 の長期の

価格上昇率に基づく）。炭素関税は、個々の製品は、製造プロセス等によって CO2 原単

位が異なるが（例えば、転炉鋼と電炉鋼では原単位が大きく異なるし、どのような効

率を有する製鉄所で製造されたのかによっても異なる）、製品別、国別の平均的な炭素

含有率を適用して、それぞれ輸入量に基づき課されると想定した。本分析では鉄鋼製

品は区別なく１製品と想定した。価格に対する感度分析も実施した。炭素関税などの

税収は政府消費（一般会計）に用いられると想定した。本研究における課税対象は電

気・熱配分後排出量とした。また、国内対策により上昇した価格が輸出時に相殺され

る輸出リベートを想定した。国境調整措置に対抗した報復措置はさまざまな方法が考

えられるものの、ここでは報復関税として炭素関税と同率を、同じ鉄鋼製品に対して

課されると想定した。報復措置としてのダンピングは考慮しない。鉄鋼製品の輸入財

と国産財の需要に関する代替性の想定は、代替弾力性 1.5（地域によらず一律）を想定

した 7 )。  

 
(3)  分析ケースの想定  

表  4 .3.3-1 には、BCA 関税に関するケース想定を示す。ケース (1)は、日米 EU の 3

極に限定した提携メンバーにおいて、国内排出削減対策だけを実施するケースである

（図  4 .3 .3-1）。ケース (2)は、世界が協調し、日米 EU 以外の地域も提携メンバーへと移

行した全提携（Grand Coali t ion）の場合である（図  4.3.3-2）。ケース (3)は、日米 EU が
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(5)  国境炭素調整の対象産業の拡張による分析  
本節では、代表的なエネルギー多消費産業である、鉄鋼、化学、土石非金属（セメ

ント含む）の３部門が対象となった場合の分析結果を示す。炭素価格・炭素関税・報

復関税は前節と同様に、 2020 年に 32 $/ tCO2 を想定した。産業拡張以外の前提条件は、

前節と同じである。前節の結果は、鉄鋼のみを対象にした分析であったが、本節の３

部門同時に分析した場合の鉄鋼部門の結果は、単独の分析結果とは若干の差異が生じ

ることに留意されたい。窯業土石産業は、セメント、ガラス、陶器等が含まれ（セメ

ントは、この中でもエネルギー消費が非常に多いものの、生産額は窯業土石の 1/3 程度

と推計される）、複合的な効果となっており、解釈に注意されたい。  

図  4 .3.3-15 と図  4.3 .3-16 は、2020 年日本の化学と窯業土石の分析結果をそれぞれ示

した。前節の鉄鋼と同様に、国境調整措置によって、報復があったとしても、わずか

に生産量の軽減が概ね見込まれる。ただし、世界全体で削減に取り組むケース (2)が日

本にとっては最も望ましい。  
 

 

図  4.3.3-15 国境調整・報復による日本への影響：化学 (2020 年 )  
 



 

 
 

- 236 - 

 
図  4.3.3-16 国境調整・報復による日本への影響：窯業土石 (2020 年 )  

 
(6)  炭素関税方法を変更した場合の分析  

①  はじめに  

一般的に、前述の標準的な BCA 関税は、輸入品に対して、テリトリアルで製品平均

的な体化された CO 2 重量に応じて税率が決定される。この場合、同一製品内の異質性

は考慮されていない。生産量当たりの体化された CO2 重量を θ、  CO2 重量当たり炭素

関税を C とすると、  BCA 関税率（生産量当たりの炭素関税）は θC と表される。BCA
では、製品平均値にもとづき税率が決定されるため、製品全体の CO 2 原単位向上のイ

ンセンティブが乏しい可能性がある。  

Banks and Fi tzerald1 3 )では、標準的な BCA への懸念として、標準的な BCA 関税の導

入は保護主義を促進し、報復による貿易紛争をもたらし、非効率的な削減につながる

可能性の指摘している。Banks and Fi tzgerald1 3 )では、代替案として、炭素原単位に応じ

た 課 税 や パ フ ォ ー マ ン ス が 良 い 生 産 者 に 対 す る 減 免 を 考 慮 し た CSTR(Cooperative  
Sectoral  Tariff  Reduction)の概念が提案されている。CSTR により、保護主義を緩和し、

パフォーマンスが良い生産者への移行により、全体のパフォーマンス改善のインセン

ティブをもたらす可能性を指摘した。ただし、Banks and Fi tzgerald1 3 )では、理論・定量

分析は行っていない。  

 
②  分析方法と前提条件  

本研究では、標準的な BCA 関税とは異なる、CSTR 関税を検討した（図  4.3.3-17）。

CSTR 関税は、同一製品内の異質性を考慮し、製品別の体化された CO2 重量に応じて関

税が課される。製品グループ j の生産量当たり CO2 重量をω j  とすると（ω j の製品別加

重平均が θと等しい）、CSTR 関税率はω jC と表される。BCA と対照的に、CSTR では、

国境調整をする際に、製品グループの原単位に応じて課税されるため、原単位が相対

的に優れた製品の生産や輸出へのシフトを促すオプションである。ただし、CSTR は一

般的な BCA よりもさらに複雑な仕組みであり、 CSTR 導入に伴う業務上の費用は BCA
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から、それらの代替性の弾力性（ σ）についても想定を置いているため、これについて

も感度分析を行った。  
国内財と輸入財の代替性弾力性が大きい場合、TRI ケースでは、その他地域への移行

が大きくなるために、標準ケースよりも CO2 リーケージ率は増加する（表  4.3.3-4）。

また、国境調整措置によるリーケージ縮小の効果はあるが、標準ケースよりもリーケ

ージ率は増加する。また、課税方式による違いはほとんどみられない。次に、鉄鋼製

品グループ間の代替弾性値（ σ）の違いによる影響をみると、製品グループ間（ σ）の

代替性を大きく想定すれば、CO2 リーケージ率は縮小する。また、国境調整措置による

リーケージ縮小の効果は大きい。同様に、炭素関税による違いは小さい。  

 

表  4.3.3-4 輸入・国産の代替弾性値 (δ)と製品グループ間の代替弾性値 (σ)の違いによ

る影響  

 
注：CO2 リーケージ率は、提携メンバー（日米 EU）のベースライン比 CO 2 削減量（鉄

鋼製品）に対する、非提携メンバー（その他地域）の CO2 増加量を表す。  

 

(8)  まとめ  

国境炭素調整措置（炭素関税）は、国内削減策による国際競争力低下を軽減し、CO2

リーケージを縮小させる効果がみられた。一方、国境炭素調整に対抗する報復措置に

より、国境炭素調整措置を実施した国・地域の国際競争力は低下し、世界全体の排出

量への影響は非常に小さいものの CO 2 リーケージが悪化すると推計された。この枠組

みのもとでは、国境調整を導入するインセンティブは、国・地域の生産構造や貿易構

造によって異なることが示唆された。  

世界全体で費用効率的に排出削減を行うためには、とりわけ限界削減費用が小さい

と推計される国の排出削減目標の野心度の引き上げることにより、原則的には限界削

減費用が世界均で等化するような各国排出削減目標を目指すことが望ましい。また、

２国間クレジットを活用するなど、日本と比較しての安価な対策の排出削減機会を海

外においても実現していくことが求められる。炭素国境調整による対応は、各国間の

排出削減強度が異なる場合、すなわち各国間に限界削減費用に大きな差異が生じたま

まの場合、そのオプションを有し対応の可能性を持っておくことは重要であるが、前

述の対応が優先されるべきと考えられる。  

国境調整無

(1)
TRI

(6)
TRI-BCA-R

(7)
TRI-CSTR-R

(8)
TRI-CSTR-G-R

中位ケース 2.0 1.5 7.3% 4.2% 4.4% 3.5%

δ高位ケース 2.0 2.8 16.3% 10.3% 10.6% 9.4%

σ高位ケース 6.0 1.5 0.8% -1.2% -1.1% -1.2%

国境調整有(＋報復関税)製品グループ間
の弾性値

(σ)

輸入・国産の
代替弾性値

(δ)
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日本の場合は、製造業が相対的に強く、鉄鋼製品など、輸入量に比べ輸出量が大き

いために、炭素国境調整措置によって、相手国から仮に報復を受けた場合、影響は大

きくなるケースも多いと考えられ、慎重な対応が必要と思われる。同じ先進国グルー

プにおいても、欧米との影響の度合いは違うことの認識が必要である。  

なお、炭素国境調整税は、製品の製造プロセスではなく、製品に対して課税される

こととなる。例えば、鉄鋼で言えば、高炉・転炉法と電炉法では、エネルギー原単位

が大きくことなるが、製品において転炉鋼と電炉鋼で代替可能性が存在すると、それ

らを区分することは難しくなる。しかし、真に排出削減に寄与する対策が評価されず、

グローバルな排出削減に逆行する恐れがある。  

EU が国境調整を導入する場合、今回のモデル分析では、日米 EU 間では国境調整を

課さないという前提としたが、その前提が必ずしも満たされるとは限らない点には留

意が必要である。また、日本と米国・EU が協力した対応が、日本にとっての利得が高

くなる可能性も示唆された。よって、EU や米国をはじめ、国境調整の導入を検討する

国・地域との連携の準備はしておくことは、重要と考えられる。  
本報告では、炭素関税として、製品平均の原単位に基づく標準的な BCA 関税の他に、

Banks and Fi tzgerald1 3 )によって提案された、各製品の原単位に基づく CSTR 関税の 2 種

類の関税を比較したが、炭素関税方法による違いはほとんど見られなかった。  
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第5章  長期緩和シナリオ分析 

本章では、長期の温暖化緩和シナリオ分析について記述する。パリ協定では、全球

平均気温上昇を産業革命前に比べ２℃未満に十分に低く（” well  below”）抑える。ま

た 1.5℃に抑えるような努力を追求する。今世紀後半には、温室効果ガスについて人為

的起源排出とシンクによる吸収をバランスさせる、とされている。また、 2019 年 6 月

に閣議決定されたパリ協定長期成長戦略 4 )では、「最終到達点としての「脱炭素社会」

を掲げ、それを野心的に今世紀後半のできるだけ早期に実現することを目指すととも

に、 2050 年までに 80%の削減に大胆に取り組む」とされた。また、国連気候行動サミ

ットに合わせて、世界では、 2050 年の実質ゼロ排出を目指す動きも多くなった。そし

て、 2020 年 10 月には、菅首相が所信表明演説で「 2050 年カーボンニュートラル、脱

炭素社会の実現を目指す」と宣言した。  

2050 年カーボンニュートラルに向けた各種技術の展望の不確実性は大きい。このよ

うな状況において、長期的に実質ゼロ排出を実現する、世界全体が整合的な姿を分析

することが重要と考えられる。一方、第 2 章でも記述したように、不確実性が大きい

中で、不確実性を考慮したリスクマネージメントが重要であり、そのため、複数のシ

ナリオによる分析が求められる。本章では、このような戦略への道筋について、コス

トの視点を含め、全体整合性をもって評価するため、世界エネルギー・温暖化対策評

価モデル等も用いながら、分析・評価を行った。  

まず、5.1 節においては、正味ゼロ排出への要請が強まっていることもあるため、従

来以上に大幅排出削減に寄与し得ると考えられる技術について調査を行い、世界エネ

ルギー・温暖化対策評価モデルのオプションとして考慮し分析を行った。具体的には、

省エネルギーの中でもシェアリングエコノミーのような社会変化を誘発し得る対策オ

プションとして、 5.1.1 節において、完全自動運転車実現によるカーシェア、ライドシ

ェア誘発に関する 2019 年度の分析を強化するため、更なる調査、分析を行った。次に、

5.1.2 節には航空部門の対策オプションについて、 5.1.3 節では水素、CCU・合成燃料、

DAC について、技術動向、課題等を調査、整理した。それらを踏まえ、5.1.4 節に世界

エネルギー・温暖化対策評価モデル DNE21+における具体的なモデル化、技術想定の更

新等について記載した）。また、 5.2 節では、今般の社会経済状況も踏まえての社会経

済シナリオの更新について記載した。  

その上で、 5.3 節において、 2050 年カーボンニュートラル（ 1.5℃シナリオに相当）

を含む、複数の排出削減シナリオ、技術シナリオ等について、世界エネルギー・温暖

化対策評価モデル DNE21+によって分析した結果を記載した。  

更に、定量的な分析の扱いが簡単ではないために、本年度モデルでは反映できなか

ったものの、エネルギー需要側の対策の余地はまだ多く存在していると考えられ、そ

れらに関する調査、分析も行った。5.4 節では、日本における生活行動の変化とその潜

在的な影響の可能性等について、COVID-19 の影響も踏まえながら調査、整理を行った。

これは、住環境計画研究所に協力を頂いて実施した。また、5.5 節には、様々な需要の
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変化が、素材製品需要にどのような影響をもたらし得るかについての調査、試算結果

を記載する。これは、国際応用システム分析研究所（ IIASA）に協力を頂いて実施した。

更に 5.6 節には、情報技術の革新が、食料廃棄の削減等を誘発し、それがもたらすエネ

ルギー需要や CO2 排出削減に与える影響についても分析を行い、記載した。  

また、5.7 節では、非 CO2 GHG 排出削減に関する最新の分析動向について整理した。

更には、長期の排出削減が、持続可能な発展に及ぼすコベネフィットやトレードオフ

についても調査、整理を行った。5.8 節には、地球温暖化対策と土地利用・食料アクセ

スに関する分析を記載した。特に今年度は、DACCS のインパクトを中心に調査、分析

を実施した。最後に、 5.9 節において、大気汚染排出・ PM2.5 削減のコベネフィットに

関する分析の文献調査を整理した。  

 
5.1 ゼロエミッションに向けた長期温暖化対策技術の調査  

図  5.1-1 に排出量で見た正味ゼロ排出のためのイメージを示す。排出低減のために

は、大きくは、エネルギー需要を低減させる（省エネ）と排出原単位を低下させる方

策に分けられる。極論すれば、仮に排出原単位をゼロに容易にできるのであれば、ゼ

ロ排出において、省エネは不要とも言えるが、一般的にゼロに近づけていけばコスト

は急激に上昇する傾向もあるため、複合的な対策が重要である。CO2 原単位について言

えば、排出量を電力、非電力と分けると、電力の方が、非電力よりも CO 2 原単位を大

きく低下させやすいため、電力化率を向上させることが一つの費用対効果の高い対策

と考えられる。しかし、これも同様で、電力化率を高め過ぎようとすれば（それを目

的化してしまえば）、コストが急激に上昇する可能性もある。よって、非電力での CO2

原単位低下の対策も重要になる。更には、CO2 原単位をゼロにすることでコストが急激

に上昇すること、エネルギー需要も当然ながらゼロにできないこと、また、非 CO2 の

GHG で削減が難しい排出もあることから、負の排出技術（NETs）の役割も大きいと考

えられる。CO2 原単位をゼロにするには、一次エネルギーベースで、再エネ、原子力、

化石燃料はすべて CCS とする必要があるが、熱利用分野ですべての化石燃料燃焼を止

めるか、使うにしてもすべて CCS にすることはあまりに非現実的である。よって、

DACCS、BECCS、そして、植林、鉱物での CO2 固定といった NETs を組み合わせて活

用することは、正味ゼロ排出という目標においては重要性が一層高まることとなる。  

いずれにしても重要なことは、これらすべての対策オプションを検討の俎上に上げ、

全体最適の視点で検討、分析を行うことである。 IPCC 1.5℃特別報告書（ SR15）にお

いても、1.5℃シナリオ（ 2050 年頃に CO2 排出正味ゼロ）を実現する、これら対策の組

み合わせは複数あるとしている（図  5 .1-2）。正味ゼロ排出に寄与し得る技術は、まだ

技術開発途上にあるものも多く、不確実である。第 2 章でも議論したように、不確実

性を前提としたリスクマネージメントが重要で、複数のシナリオを有し、対応してい

くことが環境と経済を両立しながら、カーボンニュートラルの実現性を高めることに

有用と考えられる。それぞれの技術オプションの技術、ポテンシャル、コストの展望、

課題を把握することは重要であり、そして何より全体システムとして分析、評価する

ことが重要と考えられ、本研究でその視点で調査、分析、評価を行った。  
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5.1.1 完全自動運転車実現に伴うカーシェア・ライドシェア誘発のモデル化の更新  

デジタル化の進展はモビリティにも大きな影響を及ぼす可能性がある。 Connected;  
Service  & Shared;  Autonomous;  Electr ic  (CASE)と呼ばれる変化が起こっている。自家用

車の稼働率は 4～ 5%程度と推計され、多くの時間、自家用車は活用されていない。そ

れは、高い費用を払っても、いつでもすぐにプライベート空間を確保しつつ移動が可

能という利便性の高さのためである。しかし、完全自動運転車が実現すれば、ライド

シェアリング、カーシェアリングとなっても、利便性を大きくは損なわず、また、稼

働率の上昇によって、より安価な費用で利用可能となり得る。カーシェアの場合、車

の傷みが進みやすくなる可能性もあるが、ユーザーも評価されるような仕組みがとら

れると、使用の仕方に注意が働き抑制効果も生じると考えられる。また、ライドシェ

アによって、プライベート空間の確保は阻害されるが、シェアを前提にした車の形の

変化も進むと考えられる。そのため、ライドシェアリング、カーシェアリングが急激

に進む可能性がある。そして、ライドシェアリングは直接的に自動車のエネルギー消

費を低減し、カーシェアリングは自動車の台数を減らし、鉄やプラスチックなどの素

材の利用を低減するとともに、その製造において必要なエネルギー消費を低下し得る。 

例えば、 OECD/ITF 1 )は、実際のデータ（人口分布、道路・公共交通ネットワーク、

平日のトリップ需要（時間帯、OD (Origin-Dest ination)）、トリップ選好等）に基づいて

モデルを構築し、分析を行っている。アイルランドのダブリンの場合、全ての自家用

車をシェアカーに置き換えた場合はその 2%弱の車両台数で現在のモビリティを供給で

きるとしている。また、自家用車の 20%を置換した場合は（EV 無しでも）CO2 排出量

が 22%低減されるとしている（表  5.1.1-1）。  

 

表  5.1.1-1 シェアカーによる必要車両台数等の推計例：ダブリンの例（出典：

OECD/ITF1 )）  

 
 

(1)  モデル改良と前提条件の想定  

これまで本事業では、シェアモビリティの進展について、DNE21+に明示的にモデル

化し、評価できるようにしてきた 2 )。しかし、シェアモビリティの想定は難しく、今年

度は全体の変化をシステム的に考え、より整合的に評価できるよう、更にモデルの改

良を行った。モデルの具体的な改良点としては、よりシステマティックに前提条件を

想定した点と、カーシェアに伴う自動車台数の減少による鉄鋼需要、プラスチック製

シナリオ設定 シミュレーション結果：Baseline比の変化率 [%]

# Bus Car Passenger-
km

Vehicle-
km

CO2
emissions

Congest
ion

Travel 
time

Equivalent 
private car 

vehicles

1 100% Replacement 100% of trips 
replaced

+51 ▲38 ▲31 ▲37 +72 ▲98
2 Keep +32 ▲42 ▲31 ▲43 +134 ▲99
4 100% Replacement 20% of trips 

replaced

+16 ▲23 ▲22 ▲7 +6 ▲18

6 Keep trips where Bus  
with headway < 5min +13 ▲25 ▲23 ▲9 +6 ▲18
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表  5.1.1-3 完全自動運転車と誘発されるシェアモビリティの想定   
非完全自動運転車（自

家用車）  

完全自動運転車  

（シェアカー）  

車両価格  別途、車両タイプによ

り、それぞれ車両価格

を想定  

2030: +10000$ 

2050: +5000$ 

2100: +2800$ 

(非完全自動運転車比 )  

車の寿命  13−20 年  4−19 年  

 

表  5.1.1-4 完全自動運転車と誘発されるシェアモビリティの想定（低位シナリオの感

度）   
L-r ide_share  L-car_share  

車の寿命  Base シナリオに同じ  6−20 年  

一台あたり平均乗車

人数  
2050: 1.17−1.77 人  
2100: 1.11−1.60 人  

Base シナリオに同じ  

 

また、昨年度と同様に、自動運転車・シェアリング関連の機会費用についても考慮

した。表  5.1.1-5 に示すように、時間コストとしては、完全自動運転車の運転フリー便

益、一方、シェアカーとしての待ち時間等の利用コストを想定した。また、安全性コ

ストとして、安全性向上の便益を想定した。  

 

表  5.1.1-5 自動運転車・シェアリング関連の機会費用の想定   
時間コスト  安全性コスト  

完全自動

運転のみ

有  

賃金  ($ /hour)  = Per  capi ta  GDP 
($/year)÷2000  (hour/year; 一年あたりの

労働時間 )  
移動時間  (hour/year) = 移動需要  
(p-km/year) ÷30  (v-km/hour;  車速 )  
運転フリー便益  ($/year)＝賃金  
($ /hour)×0.15  (便益率 )×移動時間  

安全性向上便益  ($/year) = 
0.1  ($ /v-km)×(1 -  完全自動運

転普及率 )×移動需要  
(v-km/year)  

シェアリ

ングのみ

有  

シェアカー利用コスト  ($ /year)＝賃金×

0.35  (便益率 )×移動時間×0.1  (移動時間

増加率 )  ×(1 –  シェアカー利便性 )  

 

完全自動

運転かつ

シェアリ

ング  

運転フリー便益  ($/year)  
シェアカー利用コスト  ($ /year)  

安全性向上便益  ($/year)  
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れた。また、排出削減費用としては、完全自動運転シェアカーを想定したシナリオで

は自動車の必要台数が低下し、そのコストが低減するため、排出削減費用を打ち消す

ほどの大きな効果が推計される。  

 

表  5.1.1-7 2050 年の排出削減費用  

 

 

(3)  リバウンド効果  

上記の完全自動運転車がライドシェア、カーシェアを誘発する分析においては、リ

バウンド効果は考慮してないが、リバウンド効果は無視できないと考えられる。本項

では、デジタル化技術のリバウンド効果について整理しておく。デジタル化技術（例

えば ICT 技術）それ自体は、製造、運転、廃棄にエネルギーを消費する。一方で、デ

ジタル化技術によって財・サービスのエネルギー効率が向上し、さらには既存の財・

サービスからの代替が起きれば、従来の財・サービスと比べてエネルギー消費は低減

し得る。また、特定の財・サービスの代替からのノックオン効果によって、財・サー

ビスの生産のための技術への投資が進んでエネルギー効率が上がったり、経済的な構

造が変化すれば、エネルギー消費は低減し得る。他方、変化後の財・サービス需要の

コストが従来のものより低下すれば、実質的に可処分所得が増加するため、直接リバ

ウンド効果として、エネルギー消費は増加し得る。さらに、変化後の財・サービスの

利便性が高まったり、利用可能な時間が増加すれば、間接リバウンド効果として、エ

ネルギー消費は増加し得る。  

完全自動運転車実

現（とそれにより誘発

されるライドシェア、

カーシェアリング）
想定せず

想定有：標準

想定有：ﾗｲ

ﾄﾞ・ｶｰｼｪｱ低

誘発

（カーシェアリング誘

発に伴う）素材消費

量の低減

想定せず 想定有 想定有

CO2限界削減費用 ($/tCO2)

2DS SSP2 169 151 150 157
SSP1 178 166 165 171

B2DS SSP2 608 416 413 451
SSP1 452 372 368 390

CO2排出削減費用 (trillion $/year); 
REFシナリオ（完全自動運転車実現を想定しないシナリオ） 比

2DS SSP2 1.70 -9.21 -9.25 -4.89
SSP1 1.43 -7.42 -7.45 -3.60

B2DS SSP2 5.79 -5.82 -5.87 -1.36
SSP1 4.75 -4.44 -4.48 -0.43
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図  5.1.1-12 デジタル化技術がエネルギー需要に与える影響（出典：Horner et  al .3））  

 

デジタル化の直接的なリバウンド効果の一つとして、データセンターの電力消費量

の増加が挙げられる。例えば、Masanet  e t al .4 )によると、世界のデータセンターの電力

消費量は 2010 年に 194 TWh であり、 2018 年には 205 TWh（世界全体の電力消費量の

約 1%）に増加したと推計されている（図  5 .1.1-12）。これは、同時期の計算インスタ

ンスは +550%になったのに対し、電力消費量は +6%との推計になる。  
エネルギー効率向上の主な要因は、サーバー効率化、仮想サーバー化、ストレージ

ドライブ効率化・高密度化、データセンターインフラの効率化、サーバータイプの変

化が挙げられている。  

このように、数年先まではデータセンターによる電力消費の増加はさほど大きくな

いと推計されるが、ただ将来に向けては、政策補助、新規技術への公的投資、公的な

データ取得・モデリング能力の増強、といった政策立案者の行動も重要になるとされ

ている。  
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図  5.1.1-13 データセンターの電力消費としてのリバウンド効果の推定（出典：

Masanet et  al .4））  
 

表  5.1.1-8 に幅広くデジタル化に伴うエネルギー消費量の変化の文献レビュー結果

を示す 5 , 6 )。基本的には、デジタル化によって、エネルギー消費量の低下が推計されて

いる。しかし、どのような代替を想定するか、リバウンド効果の範囲をどう想定する

か等により、エネルギー消費の変化量の推計は大きく異なる。  

 
表  5.1.1-8 デジタル化によるエネルギー消費量変化の推計（文献 5 , 6 )レビュー）  

対象  エネルギー消費の変化 ;  

[代表値 ]  

E-publication  -90% to  +3000%; 

[-70%]  

E-news  -1400% to +550%; 

[-70%]  

E-business  -91% to  +179%; 

(Insuff ic ient evidence)  

E-music  -87% to  +235%; 

[-60%]  

E-videos and e-games  -70% to  +450%; 
[0%]  

Teleworking  -15% to -0.01% 

Vehicle  dis tance travel led -20% to  +3.9% 

Person distance t ravelled -19% to -11.9% 
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(4)  まとめと今後の課題  

デジタル技術によって、直接的に最終エネルギー消費量を低下させるだけではなく、

サービス、財の無駄を省き、効率化することで、それらに体化されているエネルギー

も低下させ得る。そして、完全自動運転車実現が、ライドシェアリング、カーシェア

リングといった社会変化を引き起こす可能性について、本年度はモデル前提条件を昨

年度よりもよりシステム的に想定することで、各種要因の連関を含めて、よりシステ

ム的な形をとってモデル分析を行った。  

一方で、リバウンド効果については留意が必要であり、リバウンド効果も含めた分

析への拡張も実施していくことが今後の課題として挙げられる。また、需要サイドの

分析では、特に消費者の選好の多様性についてのモデルでの考慮も大きな課題となる。

これについても、より良いモデル化について検討を行っていく必要がある。  

 

参考文献（第 5.1.1 節に関するもの）  

1) OECD/ITF, Shared Mobility Simulations for Dublin (2018) 
2) RITE、FY2019 ALPS 報告書 (2020) 

3) Horner et al., “Known unknowns: indirect energy effects of information and communication technology” 

Environmental Research Letters (2016) 

4) Masanet et al., “Recalibrating global data center energy-use estimates”, Science (2020) 

5) Court et al., “Digitalisation of goods: a systematic review of the determinants and magnitude of the impacts 

on energy consumption”, Environmental Research Letters (2020) 
6) Hook et al., “A systematic review of the energy and climate impacts of teleworking”, Environmental 

Research Letters (2020) 

 

5.1.2 国際航空を中心とした技術動向等  

航空部門の排出削減取り組みに関しては、国際航空部門については UNFCCC の規制

対象外であるため、国連の専門機関である国際民間航空機関 (ICAO)により進められる

こととされ、国内航空は各国の排出削減目標において進められている。この枠組みの

下、ICAO により、国際航空における野心的目標として 2050 年まで年平均 2％の燃費効

率改善と、 2020 年以降の GHG 排出増加ゼロが 2010 年に決議された 1 )。これら目標達

成を実現する対策 (basket  of measures)として、 ICAO は技術改善、運航方法の改善、代

替燃料の活用、経済的手法の導入を推進していく方針をとっている。経済的手法に関

しては、 2021 年より国際航空における市場メカニズム CORSIA(Carbon Offset ting and 

Reduction Scheme for Internat ional  Aviat ion)が運用開始される予定である。一方で、ICAO

は従来の技術改善や運航方法改善に基づく今後の燃費改善トレンドを 1.37%/yr と推計

しており、 2%には不足すると見込んでいる。また、従来の技術改善や運航方法改善に

よる排出削減では 2020 年以降の排出増加ゼロ達成は実現せず、代替燃料によるジェッ

ト燃料の代替が相当量必要であるとの見通しを行っている 2 )。IEA は、航空など排出削

減技術オプションが限定的な部門の脱炭素化には、今日実用化されていない新規技術

の開発が必要であるとしており 3 )、世界的なネットゼロ排出への動きの中、航空部門の
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大幅排出削減に貢献しうる革新的な航空機技術が求められてきている。このような状

況の中、航空部門においても燃料として水素や電気の活用が検討されつつあり、航空

機メーカーやスタートアップ企業による水素航空機や電動航空機の開発が進められ注

目を集めている。そこで本節では水素航空機と電動航空機の技術動向について記載す

る。なお、ジェット燃料の代替である合成燃料に関しては 5.1.3 節を参照されたい。  

 

(1)  水素航空機  

水素航空機については古くから検討が行われているが、水素燃料タンクの大きさと

重量、水素インフラの整備が進んでいないこと、あるいは水素の値段がジェット燃料

に比べて遥かに高い、等の問題点があり、未だ商用化されていない。しかし近年は商

用 化 を 目 指し た 開 発 プ ロ ジ ェ クト が 進 め ら れ て い る。 水 素 航 空 機 に 関 する Roland 

Berger の調査 4 )によると、 2020 年時点で 9 件の水素航空機開発プロジェクトが進行中

であり、そのうちの一つを率いる英国のスタートアップ ZeroAvia は 2020 年 9 月、世界

初の燃料電池航空機のテスト飛行に成功したと発表し、 2023 年までに商業運航を開始

するとしている 5 )。これらプロジェクトの多くは数人～数十人乗りの小型飛行機が中心

であり、航空部門からの実効的な排出削減への貢献には少なくとも 100 人程度を輸送

可能な旅客機が必要となるが、旅客機クラスの水素航空機の開発方針が航空機大手

Airbus から 2020 年 9 月に発表されている 6 )。同社は航空機のゼロ排出技術として水素

航空機を most promising と位置づけ、具体的なコンセプトを発表し（図  5.1.2-1）、 120

～ 200 人クラスの機体を 2035 年までに商用化するとの方針を示した。  
 

 
図  5.1.2-1 Airbus による水素航空機コンセプト 6 )  

 
水素航空機の技術的及び経済的な実現可能性に関しては、Clean Sky 2（航空の排出

及び騒音削減技術に向けた EU プロジェクト）と FCH JU2(欧州燃料電池水素共同実施

機構 )が 2020 年に詳細な調査を行っている 7 )。この報告書では、水素航空機（直接燃焼

と燃料電池）による気候影響低減の技術的、経済的可能性を、従来ジェット機及び合

成燃料（DAC 有）と比較評価している。その結果、水素航空機は将来の主要な推進技

術の一つとなる可能性があり、気候への影響は直接燃焼方式で 50～ 75%、燃料電池で

75～ 90%低減されうること、脱炭素に適する技術オプションは中距離帯までは水素航空

機、長距離帯は合成燃料であると結論付けている（図  5 .1 .2-2）。また年間の水素需要



 

 - 261 - 

は 2050 年に 40 to 130 Mton/yr との見通しを示している（図  5 .1.2-3）。機体の市場導入

時期は 2035 年頃としている。Roland Berger は、機体技術の面では水素航空機は細胴機

による中距離帯市場においては電動機やバイオ燃料より有利となる可能性があるもの

の、水蒸気や NOx などの GHG 排出による影響が明らかにされていないこと、サプライ

チェーン構築への投資の必要性などを課題として指摘している 4 )。  

 

 

図  5.1.2-2 航空燃料としての水素と合成燃料の比較 7 )  
 

 
図  5.1.2-3 航空部門における水素需要 7 )  

 
 

(2)  電動航空機  

電動航空機については 60 以上の開発プロジェクトが進行中である 8 )。これらプロジ

ェ ク ト に つ い て も 水 素 機 と 同 様 に 数 人 ～ 数 十 人 乗 り の 小 型 飛 行 機 が 中 心 で あ り 、

Siemens、 Pipis tre l などが試験飛行を成功させている（図  5 .1 .2-4）。機体の大型化にあ

たっては蓄電池の重量エネルギー密度の低さによる機体重量の増大などが課題であり

旅客機サイズの機体の商用化には至っていないものの、 Siemens は 2030 年までに 100

人乗りクラスの電動飛行機を完成させるとの方針を発表している 9 )。日本では航空機電
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動化（ECLAIR）コンソーシアムにおいて、航空機電動化における革新的技術開発を推

進しており、2030 年代には細胴機クラスの旅客機に電動化技術を適用し実用化する（図  
5.1.2-5）としている 1 0 )。  

 

 

図  5.1.2-4 Siemens の電動航空機プロトタイプ  
 

 

 
図  5.1.2-5 ECLAIR による航空機電動化技術動向 1 0 )  

 

電動航空機の環境経済性分析としては文献 11),  文献 12)などがあり、排出削減を経

済的に達成しうる電動航空機の実現には、二次電池の技術進展（重量エネルギー密度

の向上）と電力の脱炭素化が重要であるとしている。  
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図  5.1.2-6 従来ジェット機と電動機の炭素集約度比較 11 )  

注：HRE:High Renewable  Energy シナリオ  

 

(3)  まとめ  

本節では、航空部門の大幅排出削減に貢献しうる機体技術である水素航空機、電動

航空機の技術動向について記載した。どちらの機体についても技術的課題の点から旅

客機クラスの機体サイズの実現化に向けては一定の時間を要すると見込まれ、また水

素航空機においては燃料供給インフラ構築も課題となる。IEA1 3 )は水素航空機、電動航

空機の technology readiness level (TRL)を 3～ 4 としており（図  5 .1.2-7）、メインシナリ

オである SDS では排出削減に貢献するのは 2070 年以降、技術革新が早期に進展する

Faster Innovation Case では 2030 年ごろに商用化され 2050 年の排出削減に貢献するもの

としている。  

 

 
図  5.1.2-7 ETP2020 における航空部門技術の TRL1 3 )  
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上記の IEA の展望によれば、航空部門の 2050 年大幅排出削減を実現するには現在ラ

ボレベルの技術を 10 年以内に商用化するほどの急速な技術革新が必要とされることに

なる。一方、本節で示したように各国政府や産業界は意欲的な市場導入時期目標を掲

げており、必要とされる基盤技術は広範囲にわたるものの、急速な技術進展が起こる

可能性が示されており動向を注視していく必要がある。  

 

参考文献（第 5.1.2 節に関するもの）  

1) ICAO Resolution A37-19: Consolidated statement of continuing ICAO policies and practices related to 
environmental protection – Climate change(2010) 

2) ICAO Environmental Report (2019) 

3) IEA Energy Technology Perspectives 2020 Special Report on Clean Energy Innovation (2020) 

4) Roland Berger, Hydrogen: A future fuel for aviation? (2020) 

5) ZeroAvia, https://www.zeroavia.com/press-release-25-09-2020 (2020) 

6) Airbus, Zero Emission flight https://www.airbus.com/innovation/zero-emission.html 
7) Clean Sky 2 and FCH2, Hydrogen-powered aviation, a fact-based study of hydrogen technology, economics, 

and climate impact by 2050 (2020) 

8) Gnadt A.R. et al; Technical and environmental assessment of all-electric 180-passenger commercial aircraft, 

Progress in Aerospace Sciences 105 (2019) pp.1-30 

9) Siemens, https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/electric-motor-sets-two-speed-records 

10) 航空機電動化コンソーシアム; 航空機電動化の動向とコンソーシアムの活動報告 (2020) 
11) Gnadt A.R. et al; Technical and environmental assessment of all-electric 180-passenger commercial aircraft, 

Progress in Aerospace Sciences 105 (2019) pp.1-30 

12) Schäfer W. et al.; Technological, economic and environmental prospects of all-electric aircraft, Nature 

Energy Vol.4 (2019), pp. 160-166 

13) IEA ETP Clean Energy Technology Guide, https://www.iea.org/articles/etp-clean-energy-technology-guide 

 

5.1.3 水素、CCU・合成燃料、DAC の技術動向  

本節では、カーボンニュートラル実現において重要な役割を担い得る水素、 CCU・

合成燃料、大気 CO2 直接回収（DAC: Direct  Air Capture）の技術動向およびその課題等

について調査、整理した。  

カーボンニュートラル実現においては基本的に、一次エネルギーとして、再生可能

エネルギー、原子力、化石燃料についてはすべて CCS（CCS もなるべく未回収率をゼ

ロに近付ける必要有）とする必要がある（図  5.1 .3-1）。また、最終エネルギーにおい

ては、最終利用段階での CO 2 回収は困難さが増すため、原則、電気か水素（一部、バ

イ オ エ ネ ル ギ ー や 太 陽 熱 の 直 接 利 用 な ど ） と い っ た 形 態 が 必 要 と な っ て く る （ 図  

5.1.3-2）。ただし、水素をより広範に利用する方策として合成燃料（CCU の一つ）にし

て利用することも考えられる。ただし、一部は CCS が付かない化石燃料も必要と考え

られるため、DAC 等の役割も重要になってくると考えられる（、図  5 .1.3-2）。ただ、

図  5 .1.3-1 で見られるように、CCS が付かない化石燃料を利用するために、BECCS や
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なお、カーボンニュートラル実現においては、再エネの拡大が最も主要な役割を担

うと考えられるが、再エネ自身の動向、再エネ拡大のための系統対策等の動向、そし

て、その課題については第 3 章の第 3.6 節に記載した。  

 

(1)  水素  

水素の利活用のイメージを図  5.1.3-3 に示す。再生可能エネルギーの拡大において

は、太陽光、風力といった変動性再生可能エネルギー（ VRE）が重要となるが、間欠

性故に、大量に VRE を利用する場合には、電力需要を大きく上回る発電がなされる時

間が多発してくる。その際、出力抑制がまずは相対的に安価な対策となるが、抑制量

が大きくなれば、VRE の kWh 単価が実質的に上昇していくため、系統増強で対応する

か、電力貯蔵で対応するといった対策が必要になってくる。電力貯蔵は、揚水発電や

蓄電池等が考えられるが、前者は既に多くが開発されて拡大余地が少なく、後者は短

時間の貯蔵には良いが、特に季節をまたがるような期間の貯蔵には向かないと考えら

れるなど、課題は多い。そのような中、VRE の拡大を補う手段として、水素の役割が

期待される。この水素は、国際的には「グリーン水素」と呼ばれるようになってきて

いる。  

一方、CCS 由来の水素も重要性が高い。原則的には、水素で輸送するよりも、化石

燃料で輸送する方が安価である。また、既存インフラも活用できる。しかし、CCS の

大きな課題は、CO2 貯留は化石燃料採掘可能な地点などの方が、適地が多いと考えられ、

また地下構造の把握も進んでいることから実施がしやすい。エネルギーの需要地に近

いと CO 2 貯留の困難さが増す。よって、本来、発電所や製鉄所などの排ガスから CO2

を回収して貯留する方がコスト的に優位とも考えられるものの、このような点を踏ま

えると、化石燃料採掘地で化石燃料を CO 2 と水素に分離して、 CO2 は化石燃料採掘地

近辺で貯留し、水素だけをエネルギー需要地に輸送する手段も有用な方法になり得る。

これは、国際的に「ブルー水素」と呼ばれている。なお、もう 1 つの可能性としては、

化石燃料として輸送し、需要国で燃焼し、回収した CO2 を需要国で貯留せずに、再び、

化石燃料資源国や貯留に適した国まで長距離輸送をして貯留をするという対策もあり

得る。この場合は、化石燃料と CO2 の両方を輸送することになるため、その分、コス

トが増大する。水素の輸送費用との比較が必要となる。  

原子力由来の水素は、「パープル水素」と呼ばれることもあるが、原子力は間欠性が

あるわけではなく、また、社会的な制約により、大量の導入そのものが難しいため、

原則的には水素に転換せずに、電力として利用することが経済的となる可能性が高く、

「グリーン水素」や「ブルー水素」に比べて、役割は相当限定的と考えられる。  

なお、現状では、化石燃料由来の水素（ブルー水素）が、再エネ由来の水素（グリ

ーン水素）よりもコストが安価である。将来的には、再エネのコスト低減に伴い、グ

リーン水素もブルー水素並み、もしくはそれ以下にコストが下がる可能性もある（図  

5.1.3-4）が、現時点ではまだ不確実性は大きいと見るべきであろう。グリーン水素の

製造においては、VRE が余剰になる時間帯を利用すれば電力料金はほぼゼロやマイナ

ス価格も期待できるが、余剰時間帯のみの利用とした場合、水電解の設備利用率が小

さくなり、水電解の設備費相当分の単価が急激に上昇してしまう（図  5.1 .3-5）。よっ
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図  5.1.3-5 水電解による水素製造コスト（利用電力の設備利用率との関係）  

（出典： IEA, The Future of Hydrogen 3 )）  
 

図  5 .1.3-6 は、各種水素の輸送方法とその特徴を示している。アンモニア、メタネー

ション（合成メタン）については、後の項でも整理を行うが、消費エネルギーとして

は液化水素が優れている。ただし、有機ハイドライト、アンモニア、メタネーション

については、それぞれレベル感は異なるものの、既存インフラの一部や大部分を利用

できる長所を有している。これまで、本事業で利用してきている、世界エネルギー・

温暖化対策評価モデル DNE21+では、アンモニアやメタネーション（合成メタン）も水

素の一形態として分離せずに評価してきたが、2050 年カーボンニュートラル（ 1.5℃目

標相当）といった、従来よりも厳しい排出削減を分析する必要性が高まったことに対

応して、今年度、アンモニアと合成メタン、更には、合成液体燃料を明示的にモデル

化し、既存インフラ等の活用可能性も含めて、より精緻に分析できるようにした（第

5.3 節参照）。  

 

 
図  5.1.3-6 水素の運搬方法（出典：総合資源エネルギー調査会  基本政策分科会 4 )）  
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図  5 .1.3-7 には、 2019 年の水素・燃料電池戦略ロードマップにおけるコスト目標等

を示す。化石燃料＋CCS のブルー水素による供給コスト目標は、 2030 年で 30 円 /Nm3、

その更に将来としては 20 円 /Nm3 とされている。再エネ水素のための水電解設備として

は、 5 万円 /kW が目標とされている。また、モビリティにおける水素燃料電池自動車

（ FCV）についてはハイブリッド車（HV）とのコスト差を 300 万円から 2025 年には 70

万円に縮小する目標などが掲げられている。  

 

 

図  5.1.3-7 水素・燃料電池戦略ロードマップ～水素社会実現に向けた産学官のアクシ

ョンプラン～  
（出典：水素・燃料電池戦略ロードマップ ,  2019 5 )）  

 

最後にモデルによる総合的な分析結果としての水素の役割の評価について、代表的

なシナリオ分析例を示す。まず、国際エネルギー機関（ IEA）によるモデル分析結果で

あるが、おおよそ >66%確率の 2℃目標に相当する Sustainable  Development Scenario 

(SDS)における世界の水素生産、利用量は図  5 .1.3-8 のように評価されている。まず化

石燃料由来のブルー水素の製造が拡大し、その後、再エネ由来のグリーン水素が増大

する結果となっている。ただし、 2050 年以降も両者同じ程度の量の生産が見込まれて

いる。利用先は運輸、発電、合成燃料など多様である。図  5 .1 .3-9 は、部門別の水素需

要（アンモニア、合成燃料を含む）の見通しである。 2050 年時点では、世界の最終エ

ネルギー消費量に占める水素系燃料の比率は 6%程度と推計している。部門別では、特

に海運、航空において水素が占める比率が高い。  
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図  5.1.3-8 IEA による世界の水素生産、利用の見通し（出典： IEA, ETP2020 2 )）  
 

 
図  5.1.3-9 IEA による世界の最終エネルギーの水素需要（出典： IEA, ETP2020 2 )）  
 
図  5 .1.3-10 は、EU の 2050 年シナリオであるが、水素が安価に製造可能と想定した

▲ 80%～▲ 100%シナリオでは、水素による電力貯蔵が特に大きく見込まれている。図  

5.1.3-11 は水素および合成燃料（合成ガス（ e-gas）と合成液体燃料（ e-l iquid））の消費

量を示している。水素を安価に見込み、かつ、厳しい排出削減になるに従って、合成

燃料の利用への依存も高まる傾向が示されている。  

 

2070年
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図  5.1.3-10 2050 年の電力貯蔵量（出典：EU 6 )）  

 

 
図  5.1.3-11 2050 年の水素、合成燃料消費量（出典：EU 6 )）  

 

(2)  CCU・合成燃料  

二酸化炭素回収有効利用 (Carbon dioxide Capture and Uti l izat ion、以下 CCU)は、厳し

い排出削減が求められる中で、近年、注目されつつある。ただし、「有効利用」という

語彙をそのまま（あるいは拡大）解釈し CCU を「安価かつ大量に CO2 排出削減が可能

な技術」ととらえて過大な期待を寄せる場合も一般にあるが、そもそも化石燃料燃焼

他によりエネルギーを得た後に発生する CO2 は極めて安定的であることなど、特性を

正しく理解しておく必要がある（図  5.1 .3-12）。例えば CO2 を再び燃料に転換し利用す

る CCU を考えた場合、通常、エネルギー源は水素であり、水素は 2 次エネルギーであ

るため、そのエネルギー源は再生可能エネルギー等になる（前項も参考）。よって、水

素と一体として検討、評価する必要がある。例えば柴田 7 )も、CCU の一つであるメタ

ネーション（合成メタン）の役割は、水素によって既存の化石エネルギーを代替する

効果が主であり、CO2 固定の CCU はあくまでそれを補う副の役割であると指摘してい

る。この理解がないと、メタネーションによる合成メタンを過大に評価したり、逆に

過小に評価したりしてしまう可能性がある（図  5 .1.3-13）。例えば、 Mac Dowell ら 8 )

は、メタノールを例に CCU を CCS や CCS-EOR と CO2 固定ポテンシャルを比較し、CCU

は CCS の 1%にも満たないとしている。しかし、これは CO2 の直接的な固定効果であ

って、水素の利用を助け、化石エネルギーを代替することによる CO 2 削減効果を考慮

しない評価であり、 CCU による副の面しか評価できていない。そのため、例えば、
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Kätelhön ら 9 )はより包括的な評価を行い、2030 年では世界の化学産業全体で CCU の排

出削減の技術的ポテンシャルは、最大 3.5 GtCO2 が存在するとしている。なお、合成メ

タン等のエネルギー利用の CCU によって、天然ガス等の化石燃料を代替して得られる

CO2 削減効果は、合成メタン等を製造する際に利用される CO 2 量と同量となる（柴田

1 0 )）。  

一方、図  5.1.3-12 でわかるように、鉱物化（コンクリート部門での CCU）のような

方策は、原則的にエネルギー投入が不要である。ただし、この場合、自然界でも CO2

を吸収していくため、人工的に CO2 を固定させる場合は、CO2 の削減量としてはその

差分のみとなることに注意が必要である。よって、正味の CO2 削減量としては大きな

規模を稼ぐことができない可能性もある（昨年度報告書 11 )も参照のこと）。  

 

 

図  5.1.3-12 炭素化合物のギブスの自由エネルギー準位（出典：酒井奨、季報エネルギ

ー総合工学 1 2 )）  
 

 

 
図  5.1.3-13 CCS と CCU の CO2 固定効果  

（出典：N. Mac Dowel l ,  Nature Cl imate Change, 2017 8 )）  
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①  合成メタン（メタネーション）  
メタネーションは一般的には「メタン化」を意味するが、再エネ等のゼロエミッシ

ョン電源や、化石燃料発電において CO2 回収貯留（CCS）により CO 2 貯留した電源を

用いて水電気分解により作られる水素などに、発電等から回収した CO2 を合成してメ

タン化することを指すことが多い。このとき、バリューチェーン全体では正味ゼロエ

ミッションとなる。なお、メタネーションに用いる CO2 は、通常、合成メタン燃焼時

に再び大気放出される。つまり、CO2 はゼロエミッション水素の輸送媒体の役割として

利用されるため、合成メタンは水素の一輸送形態と見ることができる。合成メタンの

最 大 の 利 点 は 既 存 ガ ス イ ン フ ラ や 既 存 の 機 器 を 利 用 で き る と い う 点 で あ る （ 図  

5.1.3-14）。また、電気や水素の利用が難しく、炭化水素が求められるような一部の工

業用途（溶接、ガラス製造など）でも、正味ゼロエミッションを実現できるという点

も利点である。  

メタネーションに用いる CO 2 は、大気直接回収（DAC）もしくはバイオエネルギー

からの CO2 排出回収に限定するような動向も見受けられる（例えば文献 6)）。しかしな

がら、メタネーションから合成メタン利用に至る閉じた系で評価すると、大気中に放

出される CO2 もしくは大気中に存在する CO2 を回収する場合であれば、どこから回収

された CO2 であっても原理的には差異がなく、化石燃料燃焼に伴って排出される CO2

を回収して利用しても差異はない。ただし、化石燃料燃焼 CO2 回収の場合は、化石燃

料排出が行われていることを基準とした状態からの、合成メタン利用の系で見たとき

に実質ゼロ排出の水素と同様であるため正味ゼロ排出となり、天然ガス等の化石燃料

利用を代替することで、その分 CO2 排出削減に寄与する。しかし、別途、化石燃料燃

焼は行われるため、グロスでの排出ゼロは実現できない。そして、ネットでゼロ排出

を実現するには、その化石燃料燃焼による CO2 排出をキャンセルするために、別途、

負排出技術（ NETs）が世界のどこかで行われる必要がある。この点が、欧州委員会の

合成メタンの位置づけ 6 )に影響していると考えられる。しかし、CO 2 排出削減はグロー

バルでの対策、全部門での包括的な費用対効果の高い対策が求められるため、合成メ

タンの評価においては、経済効率性の評価を含め、定量的かつ包括的な分析が重要で

ある。  
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図  5.1.3-14 合成メタン（メタネーション）の位置づけ  
（出典：日本ガス協会 1 3 )）  

 

合成メタンの製造方法としては、水素と CO2 からサバティエ反応によってメタンを

製造する方法が技術的には確立されており一般的である。しかし、SOEC 共電解による

合成メタン製造方法も提案、検討がなされている（図  5.1 .3-15）。水電解水素―サバテ

ィエ反応メタン合成よりも、高いエネルギー効率でメタン合成ができる可能性がある

とされている。  

日本ガス協会は、 2050 年に向けてカーボンニュートラルを目指し、そこでは、カー

ボンニュートラルメタン（合成メタン）を主に利用する方向性（ 2050 年では 90%程度

を目指すとしている）を示している（表  5.1.3-1）。当初は、化石燃料燃焼回収 CO2 を、

将来的には化石燃料利用の低減を想定し、バイオマス燃料燃焼回収 CO2 や大気直接回

収 CO2 を利用する方向性も示している。  
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図  5.1.3-15 SOEC 共電解によるメタネーションの可能性  

（出典：大阪ガス 1 4 )）  
 

表  5.1.3-1 ガス事業の展望における合成メタン等の役割（出典：日本ガス協会 1 5 )）  
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②  合成液体燃料  

CCU の一つとして、合成メタン（メタネーション）と同様に期待されているのが合

成液体燃料である。合成液体燃料は、合成メタンと同様に、水素の活用の利便性を高

めるものであり、また、水素を製造する段階に立ち返って考えると、再エネの利便性

を向上する役割も持つと言える。  

特に、再エネによる電気分解から得られた水素と CO 2 とを触媒反応によって合成し

たものは e-fuel と呼ばれ、種類に応じて e-ガソリン、e-ディーゼル、e-ジェット燃料等

がある。製造の一連の流れとして、e-ディーゼルの例を図  5.1 .3-16 に示す。図  5.1.3-16
では再エネとして水力発電、CO2 源として DAC からの回収を例として示しているが、

いずれも限定されたものではない。また、生成物はディーゼルになっているが、水素

と CO2 から逆シフト反応により CO と水が生成し、更に CO と水素から FT 反応により

炭化水素を生成するという流れは、ガソリンやジェット燃料に関しても共通で、反応

条件（触媒等）を変えることで、目的とする生成物を工業的に得ることができる。  

 

 
図  5.1.3-16 e-fuel 製造プロセスイメージ（出典：Audi 社 1 6））  

 

運輸部門でのゼロエミッションを考えた場合、自動車、船舶、航空機は移動体であ

るため、排ガスを回収して CCS を適用することが現実的に困難である。そのため、電

動化のほか、バイオ燃料の導入が有効な手段となる。しかし、電動化では、蓄電池の

重量（すなわち kWh/kg）が課題になり、また、バイオ燃料では食料との競合が課題と

なる。また、水素の場合は常圧で液体にするには -253℃にする必要がある。これに対し、

合成液体燃料は水素と CO2 から化学反応により工業的に製造するものであり、常温常

圧で液体であり、従来の石油系燃料と同様に取扱うことができるほか、食料生産との

競合もほとんど無く、大量生産に向いていると言える。特に自動車の場合は、車両、

ガソリンスタンド、タンクローリーといった既存のハードをそのまま継続使用可能で

あるという利点がある。また、e-fuel の実用化・普及拡大が進めば、エンジン・トラン

スミッションなど主要部品産業の存続が可能であり、内燃機関車の性能向上、低燃費
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等のブラッシュアップの重要性が高まる。更に、普及に至る過程で、水素コストの低

減、石炭や石油の改質・クリーン燃料化、等様々な段階で温暖化ガス抑制につながる

技術蓄積も期待できる。（図  5.1 .3-17 を参照）  

 

 
図  5.1.3-17 e-fuel 普及の直接メリットと間接メリット（出典： FOURIN1 7））  

 

技術開発では、ドイツの Audi 社が先行している。2017 年に研究施設を設立し、2018

年 3 月に、同じくドイツの Global Bioenergies 社と共同で 60 リットルの e-ガソリンの

生産に成功したとのプレスリリース 1 8 )があった。製造された e-ガソリンは液体イソオ

クタン（C 8H1 8）であり、バイオマスを原料としてイソブテン（C4H 8）経由で製造する

ものである。性状としては、硫黄とベンゼンが含まれていないため、燃焼時に汚染物

質の排出が特に少ない点が特徴である。テストエンジンでの燃焼性とエミッション特

性の調査も行われており、非常に優れたノッキング性を備えた高純度な合成燃料とし

て、エンジン圧縮比をさらに高め、効率を向上させる可能性を提供するものとされて

いる。原料は先に記した通りバイオマスを使用しているが、中期的にはバイオマスを

必要としないように生産プロセスの変更を目指すとしている。Audi 社では上記の e-ガ

ソリンのほかに、 e-ディーゼルの開発も進められている。Audi 社の協力パートナーで

ある Sunfire が、2014 年後半から 2016 年 10 月まで e-ディーゼル製造のパイロットプラ

ントを運用した。グリーン電力をエネルギー源とし、水（電気分解して水素）と CO2

を原材料として使用するものである。 2018 年 3 月の Audi 社のプレスリリース 1 8 )によ

ると、新たなパイロットプラントを設置し、年間約 40 万リットル e-ディーゼルを生産

する予定が発表され、初めて水力発電を唯一のエネルギー源として使用する計画とし

ている。  

航空燃料に関しては、業界をリードする各社がコンソーシアムとして協力し、技術

開発を進める事例がある（図  5.1.3-18 参照）。Norsk e-Fuel1 9 )は、ノルウェーで航空燃

料用の e-fuel としてヨーロッパ初の商業プラントを計画するものである。この計画で

は、Sunfire が効率的かつ経済的な電解槽を、Climeworks が最先端の DAC を、そして、

Paul Wurth が工業化のためのノウハウを提供して、 2023 年までにプラントを稼働開始



 

 - 278 - 

し、ノルウェーとヨーロッパの燃料市場に年間 1 万キロリットルの燃料を供給するこ

とを目指すもので、 2026 年までに年間 10 万キロリットルに拡大することとしている。 
 

 

図  5.1.3-18 Norsk e-Fuel 製造プロセスイメージ（出典：Norsk e-Fuel1 9））  
 

以上の通り、欧州を中心に先行事例が認められているが、国内においても検討が徐々

に始まっている。国内の自動車各社において、e-fuel 製造のための効率的な合成法や燃

料の使用方法、事業モデルの検討等が進められている。また、石油会社においても例

えば ENEOS も合成液体燃料開発のロードマップを公表し 2 0 )、開発を加速し始めている

（図  5 .1 .3-19）。こういった動向において、NEDO は、合成燃料の技術開発に対して、2020

～ 2024 年度について「CO2 を原料としたカーボンリサイクル液体合成燃料製造技術の

研究開発」（「次世代フィッシャー・トロプシュ（ FT）反応の研究開発」と「再エネ由

来電力を利用した液体合成燃料製造プロセスの研究開発」の 2 テーマで構成され、

ENEOS 等が参加）の研究開発支援を決めている 2 1 )。  

FT 合成反応は高温・高圧が求められ大量のエネルギーを消費することや、投入され

た水素と CO 2 に対して生成する炭化水素鎖の収率の低さ、製造コスト等が課題である

という認識のもと、触媒の改良により温度や圧力を抑えつつ、収率を高められる合成

法の模索等が続けられている。  
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図  5.1.3-19 ENEOS の合成液体燃料開発ロードマップ（出典：ENEOS2 0)）  

 

FT 合成による水素から合成燃料への変換効率に関しては、IEA3 )が 73％（熱量換算）、

Agora2 2 )が 79.9%（熱量換算）、Dietr ich2 3 )が 73.0％（炭素換算）などの評価結果を示し

ている。しかし、Marchese2 4 )の分析例が示すように、得られる生成物にはワックスなど

エネルギー利用が困難な成分も多く含まれる（図  5.1 .3-20）。 Schmidt2 5 )が行った FT 合

成による航空向け合成燃料の評価によると、現時点での効率は 39～ 47％、2050 年にお

いても 42～ 53％と推計されている。Dietr ich2 3 )による航空向け PtL の分析においても、

燃料転換効率は 45％程度とされている。Li2 6 )は、従来の触媒技術を用いた FT 合成では

選択率 50％超の生成物を得ることは困難としつつ、触媒組成の調整により生成物の種

類によっては 70％超の選択率を得ることが将来的には可能としている。  

 

 
図  5.1.3-20 FT 合成による生成物の質量バランス（再循環率 0％ケース）  

（出典：Marchese2 4））  
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コストに関しては、現状では 1 リットルあたり 500 円前後との試算もあるが、IRENA

報告書（ 2019 年 9 月） 2 7 )によると、今後数十年で 1 リットルあたり約 1USD まで低下

するとの見通しも示されている。また、図  5 .1.3-21 に示すように、現状は 1 リットル

あたり 7€であるが、今後、規模の経済、学習効果、再生可能電力の価格低下によりコ

ストが低減し、 2050 年には 1 リットルあたり 1～ 3€（税抜）との予想もある。  

世界におけるエネルギー消費量において石油は 1/3 程度を占めている。ゼロエミ実現

に向けては石油の代替も重要であり、電化は重要の一オプションではあるが、既存イ

ンフラが活用できるなど、移行が容易な合成液体燃料も重要な役割を果たす可能性も

ある。合成メタン以上にコストを含む技術開発課題は大きいが、技術開発の加速も期

待されるところである。  

 

  
図  5.1.3-21 e-fuel コスト想定例（出典：Concawe Review2 8））  

 

(3)  アンモニア  
アンモニアも水素を利用した合成燃料の一つではあるが、CO 2 ではなく、窒素が利用

される。アンモニアは常温常圧では無色透明の気体であるが、常圧で -33℃の比較的高

温で液体となるため、水素やメタンに比べると輸送、貯蔵しやすい。これまで大規模

なエネルギー利用はされてきていないが、窒素肥料に代表されるように、化学品利用

は多くなされてきている。アンモニア製造方法としては、空気中の窒素と水素を鉄系

の触媒で反応させるハーバー・ボッシュ法が、 1913 年に工業的にアンモニア製造が行

われて以降、100 年以上にわたって使われてきている。ただし、高温、高圧が必要であ

り、大きなエネルギーが必要である。より低温、低圧でアンモニア製造する技術の開

発も行われている。  

 



 

 - 281 - 

 

図  5.1.3-22 アンモニア製造  
（出典：燃料アンモニア導入官民協議会 2 9 )）  

 

アンモニアの利用先として、大量に消費することにより水素の利用すなわち CO 2 削

減に寄与することが期待されるのが発電部門である。その利用形態としては、石炭火

力での使用（微粉炭との混焼）、ガスタービンでの使用（アンモニア専焼もしくは天然

ガスとの混焼）等が考えられる。  

石炭火力への適用事例として、国内では 2017 年 7 月に中国電力水島発電所 2 号機（石

炭火力 156MW）において、120MW での発電時に 1MW 相当のアンモニアを混焼（約 0.8%

相当）した実績がある。これは、事業用発電所でアンモニアを混焼した初の事例であ

る。中国電力のプレスリリース 3 0 )によると、供給したアンモニアはボイラ内で全て燃

焼できたこと、また、一定の条件下では NOx が下がる傾向にあることを確認するなど、

環境に大きな影響を与えることなく、アンモニアが燃料として発電に寄与することを

確認したとしている。なお、バーナへのアンモニア供給は仮設配管によるもので、常

設設備化して実運用を長期的に行ってはいない。  

試験研究設備を通じた技術開発も活発に行われており、2017 年に IHI3 1 )において、燃

焼試験設備におけるアンモニア・石炭混焼試験で熱量比率 20%のアンモニア混焼に成

功している。日経新聞の報道 3 2 )によると、国内の石炭火力を IHI が開発した混焼法に

置き換えた場合、国全体の CO2 排出量を 4%減らすことができる試算もあるとのことで

ある。  

一方、ガスタービンでのアンモニアの使用は、2015 年に産総研 3 3 )でマイクロガスタ

ービン（ 50kW）でのアンモニア専焼に成功（出力は 41.8kW）したほか、 2019 年にト

ヨタエナジーソリューションズ 3 4 )が 300kW 級のマイクロガスタービンにおいてアンモ

ニア専焼で 295kW の発電に成功した事例等がある。また、混焼の場合は、 IHI3 5 )の

2000kW 級ガスタービン試験設備で熱量比率 20%を達成した事例がある。（いずれも各

社プレスリリース参照）  

このように、各社において実機での実証や試験設備での技術開発は進められてきた

が、燃料用途で活用されるアンモニアの導入及び活用拡大に対応するための技術的・

経済的な課題や、その解決に向けたタイムラインを官民で共有し、一体となって取り

組みを進めることが必要であるとの認識から、「燃料アンモニア導入官民協議会」が発

足し、 2020 年 10 月に第 1 回の協議会が開催、 2021 年 2 月に中間報告 2 9 )が取りまとめ
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られた。協議会では、サプライチェーンの構築や利用技術の開発に係るロードマップ

の検討等、議論が進められており、図  5.1.3-23、図  5 .1.3-24 に示すような発電コスト

や導入・拡大戦略等が検討されている。（詳細は、「燃料アンモニア導入官民協議会中

間取りまとめ」 2 9）を参照）  

 

 

図  5.1.3-23 アンモニア発電コスト  
（出典：燃料アンモニア導入官民協議会 2 9 )）  

 

 
図  5.1.3-24 JERA のアンモニア発電を中心とした戦略  

（出典： JERA 3 6 )）  
 

「中間取りまとめ」 2 9 )でも言及があるが、アンモニアの利用先としては発電部門以外

にも運輸部門や産業部門が考えられ、具体的には船舶での利用や工業炉での利用等（い

ずれもアンモニア直接燃焼）が期待される。  
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アンモニア船に関しては、今治造船ら 3 7 )が共同開発を進めている案件の他、日本郵

船ら 3 8 )が進める案件など、複数の事例が確認できる。（各社プレスリリース参照）  
また、工業炉での利用に向けて、10kW～ 100kW 級試験炉での燃焼技術開発 3 9 ) 4 0 )が行

われるとともに、適用先として脱脂炉 4 1 )やセメントキルン 4 2 )を念頭に置いた実証試験

やシミュレーション評価なども行われている。  

アンモニアのエネルギー利用に関する経済性評価については、日本を中心に行われ

始めてきているところである。脱炭素の観点から、安価な再生可能エネルギーが豊富

に利用可能な地域において CO2 フリーアンモニアを製造し、海上輸送にて日本に輸入

するケースが考えられるため、アンモニアの海上輸送コスト、及びアンモニア混焼火

力発電に係る追加設備コストが経済性評価において重要となる。アンモニアを火力発

電に供する場合のコスト分析例としては、日本エネルギー経済研究所による、日本－

サウジアラビア間の CO2 フリー水素等の貿易に関する検討を行った報告書 4 3）に推計例

がある。この中で、LNG 火力、石炭火力に匹敵するアンモニア発電を実現するための

アンモニア価格（発電プラント引き渡し）を 2030 年時点で 35 円 /kg-NH3(=$350/t-NH3)
以下と推計している。この推計のベースとなる文献 44）では水素あるいはアンモニア

などのエネルギーキャリアに変換して貯蔵・輸送・利用するシステムのコスト分析を

行っており、2030 年時点のアンモニアの海上輸送コスト（輸送距離：10,000km）は 3.21

円 /Nm3-H2 と推計している（図  5.1.3-25）。日本エネルギー経済研究所は文献 45）で、

海外プラントにおける CO2 フリーアンモニア製造、日本への輸送、及びその国内石炭

火力発電所への導入における経済性の検討を行った中で、 2030 年のアンモニア輸送コ

ストを 65.7$/t としている。大槻ら 4 6）は船舶による 2030 年のアンモニア輸送コストを

700US$/toe/yr 程度としている（図  5 .1.3-26）。 IEA は、船舶によるアンモニア輸送コス

トを 1500km あたり US$1.2/kg-H2 と推計している（図  5 .1 .3-27）。  

 

 
図  5.1.3-25 アンモニアの輸送コスト例（出典：エネルギー総合工学研究所 4 4））  
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図  5.1.3-26 アンモニアの輸送コスト例（出典：大槻他 4 6））  

 

 
図  5.1.3-27 アンモニアの輸送コスト例（出典： IEA4 7））  

注）LOHC: liquid organic  hydrogen carr iers（有機ハイドライト MCH）  
 

アンモニア混焼火力発電の追加設備コスト評価例については、電源開発 4 8）、日本エ

ネルギー経済研究所 4 5）などがある。文献 48)では、石炭火力発電所におけるアンモニ

アの受け入れ、貯蔵、混焼の技術検討とコスト評価において、 600MW 規模のプラント

における追加設備コストを 250 億円としている。この設備にはアンモニアの受入・貯

蔵設備、払出・気化設備、混焼設備の主要機器が含まれ、現時点での価格情報により

推計されているものとみられる。文献 45)では、長期エネルギー需給見通し相当の排出

削減目標下でのコスト最小化となるアンモニア混焼設備導入を分析し、図  5.1.3-28 の

結果を示している。なお、この設備コストにはアンモニア受入設備や燃料供給設備な

どは含まれておらず、別途モデル内で考慮されているとのことである。時点の違い、

また考慮した設備種の差異があるため単純な比較は適当でないが、単位出力当たり追

加コストは前者で約 4.2 万円 /kW、後者で約 2.6 万円 /kW との結果となっている。  
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図  5.1.3-28 アンモニア混焼火力発電の追加設備コスト  

（出典：エネルギー経済研究所 4 5））  
 

(4)  DAC 
前述のように、カーボンニュートラルを目指すにあたって、水素や CCU を含め様々

な対策オプションが必要と考えられるが、その中にあって、負排出を実現できる大気

中 CO2 回収（DAC）も重要な一オプションと考えられる。  

欧州科学アカデミー諮問委員会（EASAC）報告書（ 2018 年 2 月公表） 4 9 )では、パリ

協定の長期目標達成に向けて炭素バジェットが少なくなっていることを理由にネガテ

ィブエミッション技術（NETs）の必要性を指摘した上で、NETs の技術ポートフォリオ

と政策課題を提示している。表  5 .1.3-2 は、複数の NETs を多角的に評価した結果（技

術開発状況、導入ポテンシャル、コスト、手法別の CO 2 回収量の推計幅、除去した CO2

の長期安定性、CO2 放出による気候への逆効果、生物多様性・生態系への影響）を示す。

BECCS（バイオエネルギーCCS）を含む他の NETs と比較して DACCS はコストが高い

可能性が示されている一方、地層貯留をするため除去した CO2 の長期安定性や生物多

様性・生態系への影響等の観点で DACCS は優れていることも伺える。  
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表  5.1.3-2 NETs の多角的評価（出典：EASAC49 )）  

 
 

図  5 .1.3-29 は、各種負排出技術（NETs）の特性を整理したものである。 Smith ら 5 0 )

は、 430–480 ppm CO 2eq に相当する 2℃シナリオの場合、複数のシナリオ分析の中央値

で 2100 年において 3.3 GtC/yr（約 12 GtCO 2/yr）程度の BECCS が利用される結果とな

っているとし、それを基準に BECCS や DACCS 等の NETs の必要なエネルギー量、土

地面積、水消費量等を評価している。BECCS はエネルギーを供給するが、DAC は大き

なエネルギーを消費する。一方、BECCS は 3.3 GtC/yr の CO2 削減のためには 380–700 Mha

程度の土地が必要で、植林では 970 Mha 程度必要と評価している。一方、DAC ではと

ても小さく、無視できる程度としている（ただし、別途、太陽光発電等のエネルギー

供給する土地は必要）。鉱物化（ EW）は必要な土地面積は小さいが、排出削減規模も

限られるとしている。水の消費量は、植林、BECCS が大きく、EW は小さいと評価し

ている。  

 



 

 - 287 - 

 

図  5.1.3-29 負の排出技術における DAC の特性  
（出典：Smith et al .  5 0 )）  

 

同様に、Creutzig ら 5 1 )も BECCS と DACCS の評価をしており、土地利用面積は、 10 

GtCO2 を削減するためには、BECCS の場合、EU28 すべての面積が必要だが、DACCS

の場合では、アイルランドのみの面積で済むとしている（図  5.1.3-30）。一方、エネル

ギーについては、BECCS はエネルギーを生産する一方、DACCS はエネルギーを大量に

消費すると評価している（図  5.1.3-31）。まず、 2℃と 1.5℃を比較すると、総エネルギ

ー消費量（供給量）は、 1.5℃の方が電力消費量が増大し、一方、非電力のエネルギー

消費量が減少する傾向が示されている。その上で、1.5℃シナリオでは、BECCS では 4%

程度の電力供給に寄与するものの、DACCS では 12%程度電力を消費するとしている。

また、非電力では、BECCS では 29%程度供給に寄与するものの、DACCS では 59%も消

費するとしている（後述の Marcucci  e t  a l.  5 2 )のモデル分析結果に基づいた評価）。  
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図  5.1.3-30 DACCS と BECCS の比較：土地利用面積  
（出典：Creutzig et al .  5 1 )）  

 

 
図  5.1.3-31 DACCS と BECCS の比較：エネルギー  

（出典：Creutzig et al .  5 1 )）  
 

従来の統合評価モデル IAM による分析では、BECCS は考慮されていたが、DAC の

コスト見通しの不確実性が高いため、多くの分析では DACCS については考慮されてこ

なかった。しかし、厳しい排出削減に対するシナリオ分析が増してくる中で、極めて
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数は少ないものの、近年、DAC についても評価されるようにもなってきた。Marcucci  ら

は、MERGE-ETL モデルを拡張し、DACCS の評価を行っている 5 2 )。その評価における

電力、非電力別のエネルギー生産量のシナリオを図  5 .1 .3-32 に示す。このモデル分析

では、DAC を想定しない場合は、1.5℃目標に対応するシナリオの実行可能解はなかっ

たとしている。また、Creutzig ら 5 1 )の論文の紹介で触れたように、 2℃と 1.5℃を同じ

DAC を想定したシナリオ同士で比較すると、1.5℃では電力消費量が増大し、一方、非

電力のエネルギー消費量が減少する傾向が示されている。 DAC の有無で比較可能な

2℃、 >66%確率のシナリオで比較すると、DAC がある場合、電力消費量が少しではあ

るが減少している。DAC は電力、熱が必要であるが、DAC があることで他のエネルギ

ーを大きく利用する対策を回避できるためと考えられる。一方、非電力の消費量は DAC

有では DAC 無に比べ大きくなっている。DAC 用にガスや太陽熱の利用が大きくなって

いる。  

また、図  5.1.3-33 は CO2 回収量を示す。 2100 年時点では、DAC による CO2 回収量

は全回収量に対して 2℃（ >50%）では 23%、 2℃（ >66%）では 33%、 1.5℃（ >50%）で

は 38%と推計されている。なお、MERGE-ETL モデルは動的モデルで、また、CO2 排出

制約も動的に想定したとしており、そのため、 2℃の DAC 想定有シナリオでは、 2050

年以降、DACCS で負排出として比較的費用対効果が高く大幅に排出削減可能となるこ

とにより、2050 年以前の DAC 以外を含む CO2 回収量そのものが少なくなるような結果

を示しており、興味深い。  

そして、図  5.1.3-34、図  5 .1.3-35 には、それぞれ CO 2 限界削減費用、GDP ロスを示

す。MERGE-ETL モデルの推計では、 1.5℃シナリオでは、DAC があっても 2℃シナリ

オに比べ、2100 年の CO2 限界削減費用は 4200 $/ tCO2 程度としている。また、これに対

応して相当大きな GDP ロスが推計されている。一方、2℃（ >66%）で DAC の有無によ

る差異を見ると、 2100 年では DAC 無で 1750 $/ tCO 2 程度の推計が DAC 有では 1000 

$/ tCO2 程度と大きく低減している。なお、MERGE モデルは基本的に経済モデルである

ため、対策量に対して非線形的なコスト上昇を見込むことが多く、DACCS をバックス

トップ技術といったモデル化になっていないように見られる。  

MERGE-ETL モデルは、DNE21+モデルに比べると、技術の表現は簡略であり、DAC、

BECCS、水素、CCUS 等を、DNE21+によって整合的かつ定量的に評価する重要性があ

ると考えられる。  
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図  5.1.3-32 DAC 有、無におけるシナリオ分析例：エネルギー  
（出典：Marcucci  et  al .  5 2 )）  

注） 2.05 0： >50%確率の 2℃シナリオ、 2.06 6： >66%確率の 2℃シナリオ、 1.55 0： >50%確

率の 1.5℃シナリオ。 DAC を想定しない場合、 1.55 0 は実行可能解無  

 

 
図  5.1.3-33 DAC 有、無におけるシナリオ分析例：CO2 回収  

（出典：Marcucci  et  al .  5 2 )）  
注）DAC 有―DAC 無。 1.55 0 は実行可能解無のため、負の表示無し  
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図  5.1.3-34 DAC 有、無におけるシナリオ分析例：CO2 限界削減費用  

（出典：Marcucci  et  al .  5 2 )）  
 

 
図  5.1.3-35 DAC 有、無におけるシナリオ分析例：GDP ロス  

（出典：Marcucci  et  al .  5 2 )）  
 

次に、TIAM および WITCH の 2 モデルによる DAC の分析結果 5 3 )を示す。表  5.1 .3-3
に 2030 年時点の世界の炭素価格（CO2 限界削減費用）推計を示す。TIAM および WITCH 

モデルともに、 1.5℃シナリオでは、BECCS, DACCS ともに想定しない場合は、実行可

能解がなかったと報告している。また、DAC を想定しない場合に比べ、DAC を想定し

たシナリオでは、いずれのモデルにおいても、炭素価格が大きく低下する結果となっ

ている。図  5.1 .3-36 で見られるように、Marcucci e t a l.  5 2 )のモデル分析結果と同様、DAC

がある場合、電力消費量は減少する傾向が見られる。DAC により、エネルギーを大き

く利用する他の対策を回避できるためと考えられる。図  5.1 .3-37 に、植林、BECCS、

DACCS（ 30 GtCO2/yr 程度を想定）による、エネルギー、土地利用、水利用への影響を

示す。これまで記載と同様であるが、DAC によって大きなエネルギー消費量が見込ま

れるが（ 250 EJ/yr 程度）、土地利用、水利用については、DACCS は、植林、BECCS よ

りも小さい利用に限られる（特に土地利用。ただし、これには DAC に PV 等のエネル

ギーを利用する場合は、PV の設置面積もかなり要することとなるが、その土地面積は

含まれない）。  

 

 

 
 (a) Marginal cost of carbon w/o DAC   (b) Marginal cost of carbon with DAC  
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表  5.1.3-3 2030 年時点の世界の炭素価格（CO2 限界削減費用）推計（出典：Realmonte 
et al .  5 3 )）  

 
 

 

図  5.1.3-36 各種シナリオにおける世界発電量（出典：Realmonte et al .  5 3 )）  
注）BAU：特段の排出削減制約無（比較参照値）。DAC：DACCS, BECCS, 植林等、NETs
オプション有。NoDAC：DAC 無、NoNET：DACCS, BECCS 無、植林のみ有  
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図  5.1.3-37 植林、BECCS、DACCS による、エネルギー、土地利用、水利用への影響

（出典：Realmonte et al .  53 )）  
注）DACCS を 2050 年 30 GtCO2/yr 利用した場合の影響とそれに相当する植林、BECCS

の場合の影響を示している。  

 
2050 年カーボンニュートラルといった目標が掲げられるなどの状況の変化や、DAC

に関するコスト情報などの蓄積といった変化を踏まえ、今年度の本事業において、世

界エネルギー・温暖化対策評価モデル DNE21+に新たに DAC のオプションを明示的に

考慮した（第 5.3 節参照）。  

モデル化にあたっては、様々な文献を参照しつつ、主には、様々な文献をレビュー

し包括的に評価している、 Fasihi e t  a l .  (2019)5 4 )を参考に想定した。 Fasihi らは、DAC
の 技 術 開 発 動 向 か ら 、 高 温 利 用 の 水 溶 性 液 、 低 温 利 用 の 固 体 吸 着 材 に 整 理 し （ 図  

5.1.3-38）、それぞれの代表的なモデルプラントを想定して（図  5.1 .3-39、表  5.1.3-4）

コスト等の推計を行っている（図  5.1.3-40）。 2030 年以降の DAC の普及シナリオに対

応して、技術習熟が働き、DAC の設備費が低減すると見込まれており（図  5.1.3-39）、

結果、DAC（CO2 輸送・貯留は含まない）のコストとして 2050 年では、40～ 70 € / tCO2

程度を見込んでいる（図  5.1 .3-40）。  
 



 

 - 294 - 

 
図  5.1.3-38 DAC 開発動向（出典：Fasihi  et  al .5 4 )）  

 

 
図  5.1.3-39 DAC 導入量とそれに対応した設備費のコスト低減の見通し  

（出典：Fasihi  et  al .  5 4 )）  
 

表  5.1.3-4 DAC のモデル想定（保守的なシナリオ）（出典： Fasihi  et  al .  5 4 )）  
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図  5.1.3-40 DAC のコストの見通し（出典：Fasihi  et al .  5 4 )）  
注）DAC のレンジは、下限がベース想定、上限が Conservative 想定  

 

(5)  まとめ  
本節では、水素、CCU・合成燃料、DAC の技術動向と既往のシナリオ分析について

広く整理した。これらは、相互に関係しており、総合的に理解し、評価することが重

要である。例えば、すでに記載したが、CCU については、CO2 はエネルギー価値がほ

とんどない安定的な物質であり、特にエネルギーとしての有価物にして利用する場合

においては、水素エネルギーの付加が必要であり、この場合、CO2 は水素のキャリアと

しての位置づけになる。事実上、回収利用された CO2 そのものが CO 2 排出削減に寄与

するのではなく、カーボンフリー水素（その一次エネルギーは再エネや化石燃料＋CCS）

によって CO 2 削減が実現する。また、例えば、化石燃料発電＋CCS、ブルー水素発電、

ブルー水素由来アンモニア発電は、グローバルな視点では化石燃料発電＋CCS という

原理でカーボンフリーを実現しようとするものであって事実上同じである。差異があ

るのは、CO2 貯留をどこで行うかの違いであり、CO2 貯留の制約、コストの地域・国の

差異によって、どのオプションを選択するのがコスト効率的かということになる。グ

ローバル、セクター横断的に、どのような条件下であれば、どのようなシステムが費

用対効果が高くなるかを、包括的、整合的に評価し、より有効な対策を見出していく

ことが求められる。  

いずれにしても、 2050 年カーボンニュートラル目標といった、従来以上に厳しい排

出削減が目標として議論される中、水素、CCU・合成燃料、DAC といった技術は、再

エネ、原子力、CCS の活用を拡大するために大変重要になってくることは間違いない

と考えられる。  
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5.1.4 各種技術動向を踏まえたモデルの改良  

(1)  航空部門  
本節では、航空部門のモデル改良に関連して、水素航空機の想定と国内航空需要の

想定について記載する  

 

①  水素航空機  

水素航空機については、昨年度のモデル改良にてオプション追加した内容を基に、

文献 1)を参照し航続距離別の詳細な想定を行った。航空輸送需要に関しては、水素航

空機は水素の貯蔵量増加により必要なタンクの重量が増大すること、電動航空機は搭

載電池重量が増大することから、長距離輸送における航続距離に限界があると見込ま

れ、競合する技術は距離帯によって異なるため、表  5 .1 .4-1 に示す 4 つの距離帯に区分

してモデル化を行っている。短距離帯は 750km 未満、中距離帯は 750～ 2500km、長距

離帯は 2500～ 10000km、超長距離帯は 10000km 以上である。この区分を基準とし、水

素航空機の技術想定の見直しを行っている。  
 

表  5.1.4-1 航空部門における距離帯の区分  
 導入可能技術の想定  

短距離帯： 750km 未満  従来型ジェット機、電動航空機、水素航空機  

中距離帯： 750～ 2500km 従来型ジェット機、電動航空機、水素航空機  

長距離帯： 2500～ 10000km 従来型ジェット機、水素航空機  

超長距離帯： 10000km 以上  従来型ジェット機  

 
文献 1)、及び Airbus 社発表内容 2 )に基づく水素航空機の想定を表  5.1 .4-2、表  5 .1 .4-3

に示す。航続距離については、中距離帯以下では航続距離を拡大しないオプションを

想定し、長距離帯については文献 1)を参考に、航続距離上限を技術的に可能な限り拡

大するオプションを想定した。航続距離は、2040 年：3700km、2050 年：7000km、2100
年： 10000km と想定し、長距離帯の 2500～ 10000km に区分している需要のうち、この

航続距離に収まる需要のみに導入が可能であるとし、モデルでは時点に応じた上限制

約を想定している。コストは、文献 1)で示されている従来ジェット機に対する機体コ

スト増加率から、航続距離に応じて水素タンクコストが変動するものと想定して推計

した。エネルギー原単位についても同様に、文献 1)における従来ジェット機に対する

燃費増加率を基に、航続距離に応じて水素タンク重量が変動することにより燃費が変

動するものとして推計し想定した。  

水素航空機の燃料補給に関して、技術面では大きな制約はないとされているが、水

素はジェット燃料よりもエネルギー当たりの量が大きいため、補給レートをジェット

燃料と同じとし補給ポイントを倍増しても、補給時間は 2 倍となり、結果として稼働

率は 5～ 10%程度減少するとされている 1 )。このため、従来ジェット機と比較し稼働率

は 10％低下するものと想定した。  
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なお、水素インフラの整備状況により水素航空機運輸需要が制約を受ける可能性を

考慮する必要がある。この点については、水素航空機に対する需要が増加すればそれ

に伴いインフラも整備されるものと想定し、インフラ普及段階である 2040 年に需要総

量が上限 50％の制約を受けるものとし、2050 年以降はインフラ整備が進むことにより

制約を与えないものとした。  

 

表  5.1.4-2 水素航空機（短・中距離帯）の想定  
 2040 2050 2100 

航続距離  [km] 3700 3700 3700 

エネルギー原単位  [ toe/mil l ion t-km] 274 274 274 

機体コスト  [mil l ion US$/機 ]  116 116 116 

従来機比稼働率  [%] 90 90 90 

 

表  5.1.4-3 水素航空機（長距離帯）の想定  
 2040 2050 2100 

航続距離  [km] 3700 7000 10000 

エネルギー原単位  [ toe/mil l ion t-km] 274 300 324 

機体コスト  [mil l ion US$/機 ]  116 131 138 

従来機比稼働率  [%] 90 90 90 

 
モデルにおける航空機技術別のエネルギー原単位、航空機の機体コストの想定を整

理して表  5.1.4-4、表  5.1 .4-5、表  5.1 .4-6 に示す。従来型ジェット機と電動航空機は昨

年度報告書の内容、水素航空機の想定は表  5 .1.4-2、表  5.1 .4-3 の再掲である。ジェッ

ト機のエネルギー原単位は IEA 統計 3 )及び ICAO 統計 4 )より 2015 年実績に相当するエ

ネルギー効率を想定し、文献 5)の将来シナリオにおける中程度の改善率を参考に、将

来のエネルギー原単位の改善が進むと想定した。なお、統計値に基づく従来ジェット

機のエネルギー原単位は、国際航空のほうが国内国空よりも相対的に優れているため、

この差異に基づき国際航空と国内航空を区別して想定している。  

 

表  5.1.4-4 国際航空における航空機のエネルギー原単位の想定（ toe/mi l l ion t-km）  
 2015 年  2030 年  2040 年  2050 年  2100 年  

従来型ジェット機  306 268 246 225 181 

電動航空機（短距離帯）  -  -  198 184 161 

電動航空機（中距離帯）  -  -  -  184 184 

水素航空機（短・中距離帯） -  -  274 274 274 

水素航空機（長距離帯）  -  -  274 300 324 
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表  5.1.4-5 国内航空における航空機のエネルギー原単位の想定（ toe/mi l l ion t-km）  
 2015 年  2030 年  2040 年  2050 年  2100 年  

従来型ジェット機  397 348 319 292 235 

電動航空機（短距離帯）  -  -  257 239 209 

電動航空機（中距離帯）  -  -  -  239 239 

水素航空機（短・中距離帯） -  -  356 356 356 

水素航空機（長距離帯）  -  -  356 389 421 

 

表  5.1.4-6 航空機の機体コストの想定（mil l ion US$/機）  
  2015 年  2030 年  2040 年  2050 年  2100 年  

超長距離帯  従来型ジェット機  300 300 300 300 300 

～長距離帯  従来型ジェット機  100 100 100 100 100 

電動航空機（短距離帯） -  -  94 93 92 

電動航空機（中距離帯） -  -  -  94 94 

水素航空機（短・中距

離帯）  
-  -  116 116 116 

水素航空機（長距離帯） -  -  116 131 138 

 

②  国内航空需要  

昨年度、国際線の輸送需要の想定を行ったのに続き、国内線の輸送需要の想定を輸

送距離帯別に行った。国際航空と同様、統計値に基づく単位当たり需要から将来の単

位当たり需要を推計し、SSP シナリオに基づく人口や GDP の将来見通しを用いて、ITF6 )

による 2050 年輸送需要見通しを考慮しつつ将来需要総量を想定する手順で行ったが、

国内航空の単位当たり需要は各国の経済発展とともに増大すると考えられることか

ら、過去の単位当たり需要と経済の関係を分析して将来の単位当たり需要を想定した。

具体的には、ICAO4 )の 2009～ 2018 年輸送需要実績値を国土面積で基準化した値（旅客：

p-km/p/km2, 貨物： t -km/km2）を単位当たり需要とし、旅客は一人当たり GDP、貨物は

各国 GDP との関係性を分析した。  

旅客輸送需要については、単位当たり需要は一人当たり GDP の増大に伴い上昇する

が、両者の間に線形関係は見られず、変数の対数化によっても関係性は確認できなか

った。グラフ上から各国ごとの傾向を見るとロジスティック曲線に近似しうる（図  

5.1.4-1）。これは、個人が移動に割り当てることのできる時間に上限があることを考慮

すると、一人当たり GDP の増加とともに一人当たり移動需要は増加するがやがて増加

率は低減し次第に飽和するためと考えられる。これに基づき実績値の分析を行い、旅

客の単位当たり需要 :y は、一人当たり GDP:x に対し、 y=1000/(1+150*e(-0.0002*x)によ

り増減するものとした。この推計式と将来 GDP 見通しによる将来の単位当たり需要の

時点間の増分を、モデル分析上の基準年である 2015 年の実績値に加算して、将来の単

位当たり需要を推計した。  
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数か国が独自で集計・公表している自国実績値のみが利用可能であった。そこで、こ

れら利用可能な実績値を分析して国別の距離帯別需要分布の推計手法を検討し、世界

全体に適用して距離帯別輸送需要を推計した。  

推計の手順を以下に示す。まず、入手可能であった 7 か国（日本、米国、ドイツ、

メキシコ、トルコ、インド、オーストラリア）5 時点（ 2000 年、2005 年、2010 年、2015

年、2017 年、インドのみ 2019 年も利用）の実績データ（旅客： 25、貨物： 19）からそ

れぞれの距離帯別需要分布を作成し、分布を決定する平均値μと標準偏差σをそれぞ

れ算定した。次に、分布は国土面積や GDP などにより影響を受けるとの想定を置き、

平均値及び標準偏差と、国土面積や GDP との関係性を分析し、国土面積や GDP から分

布の平均値及び標準偏差を推計する式を求めた。なお、分布については、正規分布と

対数正規分布が考えられるが、各データから正規分布、対数正規分布それぞれに基づ

く確率密度関数を求め、この関数による分布と実データの分布との形状の比較及び誤

差の状況から、対数正規分布に従うものとした。  

実績データの平均値あるいは標準偏差と、 7 か国の国土面積や GDP の関係性を回帰

分析した結果、旅客、貨物とも、平均値は国土面積と、標準偏差は平均値との間に、

線 形 の 関 係 が 示 さ れ た 。 回 帰 分 析 か ら 得 ら れ た 平 均 値 及 び 標 準 偏 差 の 推 計 式 を 表  

5.1.4-7 に示す。この推計式を DNE21+の 54 地域に適用して国・地域ごとの距離帯別分

布を算定し、先述の需要総量に適用して距離帯別需要量を推計した。  

 

表  5.1.4-7 国内航空需要の距離帯別分布推計式  
 平均値（μ）  標準偏差（σ）  

旅客  μ  = 国土面積  (1000km2)  * 0.00006 + 6 .383 σ  = μ  *  0.439 -  2.365 

貨物  μ  = 国土面積  (1000km2)  * 0.00012 + 6 .280 σ  = μ  *  0.384 -  2.023 

 
以上から得られた、国内航空輸送の距離帯別需要量の想定を図  5.1 .4-3、図  5 .1.4-4

に示す。  
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表  5 .1.4-8 は、水電気分解（水素製造）と SOEC 共電解（メタン製造）のエネルギー

効率の想定を示している。SOEC 共電解による合成メタン製造は、メタン化反応装置か

らの排熱の有効利用を行うことにより通常の水素製造用の水電気分解より高いエネル

ギー効率でメタンが得られるとされているが、ここでは保守的に見積もり、両者のエ

ネルギー効率は等しいと想定した。  

表  5 .1.4-9 は、水電気分解（水素製造）、メタン合成および SOEC 共電解（メタン製

造）の設備費の想定を示している。SOEC 共電解（メタン製造）の設備費については十

分な情報が得られなかったため、ここでは、水電気分解（水素製造）の設備費にメタ

ン合成の設備費の 75%を加算した設備費を想定している（一体としたシステムとする

ことにより、個別の設備費よりも安価になると見込んだ）。  

 

表  5.1.4-8 エネルギー効率の想定  
 2020 年  2030 年  2050 年  2100 年  

水電気分解  

（水素製造）  
64% 69% 74% 85% 

SOEC 共電解  

（メタン製造）  
64% 69% 74% 85% 

 
表  5.1.4-9 設備費の想定（mil l ion US$/(ktoe/day)）  

 2020 年  2030 年  2050 年  2100 年  

水電気分解  

（水素製造）  
479 345 207 207 

メタン合成  

（サバティエ

反応）  

182 182 182 182 

SOEC 共電解  

（メタン製造）  
616 482 344 344 

 

(3)  合成液体燃料  
 合成液体燃料については、 5.1.3 節で述べた FT 合成による水素からの製造のモデル

化を行った。  

 表  5.1 .4-10 は、合成燃料の熱量当たりの水素、電力、CO 2 の必要量の想定を示して

いる。想定においては、文献 7)などを参考とした。但し、 5.1.3 節でも述べたように、

得られる生成物にはワックスなどエネルギー利用が困難な成分も多く含まれている。

そこで、表  5 .1 .4-11 に示すように、表  5 .1.4-10 のバランスから得られた生成物を実際

に合成液体燃料として利用可能な割合を想定した。現状は 50%程度であるが、将来的

には触媒組成の調整によって液体燃料の選択率を高めることが可能であると見込んで

いる。  

 設備費については、文献 7)を参考に、表  5 .1.4-12 に示すように想定した。  
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表  5.1.4-10 合成燃料当たりの必要エネルギーと CO2 の想定  
 2020 年  2030 年  2050 年  2100 年  

水素  ( toe/ toe)  1.25 

電力  
(MWh/toe)  

0.21 

CO2 ( tCO 2/toe)  3.02 

 

表  5.1.4-11 合成液体燃料として利用可能な割合  
 2020 年  2030 年  2050 年  2100 年  

% 50 57 71 85 

 

表  5.1.4-12 設備費の想定  
 2020 年  2030 年  2050 年  2100 年  

$/kW_liquid 890 760 565 565 

 

(4)  アンモニア  

表  5 .1.4-13 は、アンモニア生産のエネルギー効率の想定を示している。アンモニア

製造技術としては、従来からの技術であるガス、石炭からの製造と、電気分解の 3 種

類を想定した。具体的なエネルギー効率については、文献 7)などを参考にしつつ、ガ

ス及び石炭については低効率、中効率、高効率の 3 段階の技術レベルを想定した。ま

た、ガス、石炭からの製造については CO2 回収も想定し、その動力については同じく

文献 7)などを参考にしつつ、表  5 .1 .4-14 に示す通り想定した。なお、CO 2 の回収率に

ついては 95%と想定している。  

ア ン モ ニ ア 製 造 設 備 お よび CO 2 回 収 設 備 の 設 備 費 に つ い て は 、 表  5 .1.4-15、 表  
5.1.4-16 に示すように想定した。想定においては、文献 7)などを参考とした。  

アンモニアの利用技術については、本研究では石炭火力発電への混焼と専焼発電を

モデル化した。アンモニア専焼発電の発電効率については、表  5 .1.4-17 に示すように

想定した。  

アンモニア混焼発電および専焼発電の設備費は、表  5.1 .4-18 に示すように想定した。

混焼発電については、混焼のための追加設備の費用を示している。混焼率は、文献 8)
などで検討されている 20%と、更に混焼率を高めた 60%の 2 種類を想定した。前者に

ついては文献 8)の検討に基づいて 2020 年の設備費を想定し、将来時点ではコスト低減

が進むと見込んでいる。また、混焼率 60%については、設備費が混焼率 20%より 2.5%

増になると見込んだ。専焼発電の 2020 年の設備費は文献 9)に基づいて想定し、混焼発

電と同様に将来時点ではコスト低減が進むと想定している。  
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表  5.1.4-13 エネルギー効率の想定  
 2020 年  2030 年  2050 年  2100 年  

ガス  

低効率  

ガス  

( toe/ t-NH3)  
1.04 1.04 1.04 1.04 

電力  
(MWh/t-NH3)  

0.083 0.083 0.083 0.083 

ガス  

中効率  

ガス  

( toe/ t-NH3)  
0.77 0.77 0.77 0.77 

電力  

(MWh/t-NH3)  
0.083 0.083 0.083 0.083 

ガス  

高効率  

ガス  

( toe/ t-NH3)  
0.67 0.67 0.64 0.64 

電力  

(MWh/t-NH3)  
0.083 0.083 0.083 0.083 

石炭  

低効率  

石炭  

( toe/ t-NH3)  
1.35 1.35 1.35 1.35 

電力  
(MWh/t-NH3)  

1.028 1.028 1.028 1.028 

石炭  

中効率  

石炭  

( toe/ t-NH3)  
1.00 1.00 1.00 1.00 

電力  

(MWh/t-NH3)  
1.028 1.028 1.028 1.028 

石炭  

高効率  

石炭  

( toe/ t-NH3)  
0.87 0.87 0.83 0.83 

電力  

(MWh/t-NH3)  
1.028 1.028 1.028 1.028 

電気分解  
電力  

(MWh/t-NH3)  
10.5  10.5  9.2  9.2  

 
表  5.1.4-14 CO2 回収動力の想定  

 2020 年  2030 年  2050 年  2100 年  

電力  

(MWh/tCO2)  
0.12 0.12 0.12 0.12 
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表  5.1.4-15 アンモニア製造設備費の想定（mil l ion US$/(kt-NH3/day)）  
 2020 年  2030 年  2050 年  2100 年  

ガス  

低効率  145 145 145 145 

中効率  167 167 167 167 

高効率  251 251 251 251 

石炭  

低効率  233 233 233 233 

中効率  268 268 268 268 

高効率  402 402 402 402 

電気分解  214 214 106 106 

 

表  5.1.4-16 CO2 回収設備費の想定（mil l ion US$/(ktC/day)）  
 2020 年  2030 年  2050 年  2100 年  

ガス  154 154 98 98 

石炭  127 127 81 81 

 
表  5.1.4-17 アンモニア専焼発電の発電効率の想定  

 2020 年  2030 年  2050 年  2100 年  

% LHV 56 58 62 65 

 

表  5.1.4-18 アンモニア混焼発電および専焼発電の設備費の想定（ $/kW）  
 2020 年  2030 年  2050 年  2100 年  

混焼追加設備  

(混焼率 20%) 
264 220 132 132 

混焼追加設備  

(混焼率 60%) 
271 226 135 135 

専焼発電  3040 3040 1444 1444 

 

(5)  DAC 

 DAC システムについては、 5.1.3 節で述べたように、文献 10)を参考にモデル化を行

い、高温 (HT)利用の化学吸収液方式と、低温 (LT)利用の固体吸着材方式の 2 種類を考慮

した。  

 表  5.1 .4-19 は DAC システムの CO 2 回収量当たりのエネルギー消費量の想定を、表  

5.1.4-20 は設備費の想定を示している。高温 (HT)利用技術については、表  5.1.4-19 に示

すように、 CO2 回収のためのエネルギーは電力のみと想定している。一方、低温 (LT)

利用技術については、熱と電力の両方が必要であり、熱については、天然ガスもしく

は水素による供給が可能であると想定している。不確実性が大きいと考えられる技術

進歩については、文献 10)の conservat ive と base case を参考に、将来の技術進歩を見込

まない技術進歩低位ケースと、エネルギー消費量、設備費ともに改善を見込む技術進

歩高位ケースの 2 種類を想定した。なお、大規模排出源からの回収エネルギーは、化
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学吸収法で現状 2.5GJ/tCO2 程度、 2030 年のターゲットは 1.5GJ/tCO2 とされており 11 )、

それと比べると、DAC の回収エネルギーは、技術進歩高位の 2050 年でも約 4.7GJ/tCO2

と、現状比で 2 倍程度、 2030 年のターゲット比で 3 倍程度のエネルギーが必要との想

定である。  

 

表  5.1.4-19 DAC システムの CO2 回収量当たりエネルギー消費量の想定  
 2020 年  2030 年  2050 年  2100 年  

高温  

(HT) 

技術進歩

低位  

電力  

(kWh/tCO2)  
1535 1535 1535 1535 

技術進歩

高位  

電力  

(kWh/tCO2)  
1535 1458 1316 1235 

低温  

(LT) 

技術進歩

低位  

熱  
(GJ/ tCO2)  

6.3  6.3  6.3  6.3  

電力  

(kWh/tCO2)  
250 250 250 250 

技術進歩

高位  

熱  

(GJ/ tCO2)  
6.3  5.4  4.0  3.3  

電力  

(kWh/tCO2)  
250 225 199 147 

 

表  5.1.4-20 DAC システムの設備費の想定（Euro2016/( tCO2/yr)）  
 2020 年  2030 年  2050 年  2100 年  

高温  

(HT) 

技術進歩  

低位  
815 815 815 815 

技術進歩  
高位  

815 378 222 163 

低温  

(LT) 

技術進歩  

低位  
730 730 730 730 

技術進歩  

高位  
730 338 199 147 
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5.2 Shared Socioeconomic Pathways (SSPs)の更新  

5.2.1 鉄鋼部門  

これまで、2015 年の粗鋼生産量実績値まで参照しつつ作成した粗鋼生産シナリオ（お

よびスクラップ電炉鋼の上下限シナリオ）を DNE21+にて参照してきた。 2016 年以降

について中国、インド、ベトナムは生産規模の伸びが堅調である一方、日米欧は一貫

製鉄所の集約化、高炉の閉鎖などが相次いでいる。また 2020 年は（中国を除くほぼ全

ての地域で）COVID-19 の影響が顕著であり粗鋼生産量が低下した 1 ) 2 )。 2021 年以降に

ついても地域によって COVID-19 の影響が尾を引くことも予想される。  

本報告書では以上の状況を認識しつつ、 2020 年の粗鋼生産量（およびスクラップ電

炉鋼）の実績値（速報値）を参照しつつ、各 SSP のシナリオを更新した。SSP2 の粗鋼

生産シナリオを図  5 .2.1-1 に示す。足元において中国の粗鋼生産量規模が大きく、長期

的にはインドの粗鋼生産量が増加するシナリオと言える。なお従来の SSP2 粗鋼生産シ

ナリオと比較すると足元における中国の生産規模が 3 億 t /y ほど大きい一方、その分、

鉄鋼蓄積量の飽和が早期に進むため、長期的には図  5.2.1-1 に示した新シナリオの方が

粗鋼生産規模は低い（粗鋼生産量世界計は 2050 年 21.7 億 t から 21.3 億 t、2100 年 23.6

億 t から 23.0 億 t へそれぞれ更新）。  
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図  5.2.1-2 粗鋼生産シナリオ（SSP1～ 5・新）  

 
カーシェア・ライドシェアが拡大した場合の粗鋼生産シナリオ（ SSP1、 SSP2）を図  

5.2.1-3 に示す。シェア進展に伴う自動車生産台数の減少、さらには自走式立体駐車場

の新設減少を考慮し粗鋼生産シナリオを作成した。自走式立体駐車場は世界で 4.8 億台

分の規模となる見通しであるが、シェア進展によりこの半分の 2.4 億台分の自走式立体

駐車場の新設が不必要になると想定した。さらに自走式立体駐車場の使用期間（寿命）

を 30 年と想定した。以上の想定によりシェア進展に伴い鉄鋼製品の需要が年 1,800 万

t 減少することとなる。  
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参考文献（第 5.2.2 節に関するもの）  

1) USGS, Cement Statistics and Information (各年) 
https://www.usgs.gov/centers/nmic/cement-statistics-and-information, (accessed 2021-03-01) 

 
5.3 長期緩和策分析とそのインプリケーション  

本節では、 5.1.4 節で述べた、各種技術動向等を踏まえて改良した世界エネルギー・

温暖化対策評価モデル DNE21+を用い、パリ協定長期目標に対応した排出削減シナリオ

について行った分析について述べる。分析は、パリ協定の長期目標に対応したシナリ

オ（長期的には正味ゼロ排出）、そして、各種技術の不確実性に対応したシナリオにつ

いて分析した。これによって、正味ゼロ排出を実現する技術ポートフォリオとそのと

きの排出削減費用、そして正味ゼロ排出に至るトランジションに注目した、世界のエ

ネルギーシステムとして整合的な姿を定量的に示す。  

 

5.3.1 長期緩和策分析  

(1)  分析シナリオの想定  

表  5 .3.1-1 に想定した分析シナリオを示す。ここでは、特段の排出制約を想定しない

ベースライン、2℃目標に対応した 2 種類の排出削減シナリオと、2100 年の気温上昇を

1.5℃未満とする排出削減シナリオを想定し、分析を行った。技術シナリオの見通しに

ついては、エネルギー供給側の技術として太陽光発電および風力発電を取り上げ、コ

スト低減について 2 種類のシナリオを想定し、分析を行った。エネルギー需要側の技

術としては、完全自動運転車が実現し、カーシェアリング・ライドシェアリングが誘

発され、その大規模な普及が進むシナリオ（シェアモビリティ進展シナリオ）を想定

した（ 5.1.1 節参照）。更に、負排出技術については 5.1.4 節で述べたように新たに DAC

をモデル化し、 2100 年 1.5℃未満のシナリオについては、DAC 実現を見込んだ場合の

評価を行った。なお、社会経済シナリオとしては、中位的な SSP2 を想定した。  
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表  5.3.1-1 分析シナリオの想定  

 
 

本分析で想定した排出削減シナリオを図  5.3.1-1（CO 2 排出量）および図  5.3.1-2（GHG

排出量）に示す。 2℃未満を 50%程度の確率で達成できるシナリオは、 IEA ETP20171 )

の 2DS シナリオ相当であり、このとき、2100 年頃に CO2 排出量がほぼゼロとなる。GHG

排出量では、 2050 年に 2010 年比で▲ 40%相当のシナリオである。 2℃未満を 66%程度

の確率で達成できるシナリオは、 IEA ETP20171 )の B2DS シナリオ相当であり、このと

き、 2060 年頃に CO2 排出量がほぼゼロとなる。また、GHG 排出量は、 2050 年に 2010

年比で▲ 70%程度であり、2100 年には GHG 排出量でもほぼゼロとなる。気温上昇につ

いては、確率 50%換算すると（期待値としては）、2100 年の気温上昇は 1.53℃上昇程度

である。 2100 年の気温上昇を 1.5℃未満（ 66%確率）とするシナリオは、 2050 年頃に

CO2 排出量をほぼゼロとし、GHG 排出量では 2065 年頃にほぼゼロとするシナリオであ

る。 2100 年の気温上昇は、確率 50%換算すると（期待値としては）、 1.3℃上昇程度と

見込まれる。  

なお、本排出削減シナリオの想定では、いずれのシナリオでも、 2030 年までについ

ては、各国が提出している国別貢献 NDCs を各国が順守するものと想定して分析を行

った。それ以降の期間については世界全体の排出上限を費用最小化（限界削減費用均

等化）で達成するものと想定して分析を行った。なお、国際海運部門と国際航空部門

については、2030 年までは特段の排出制約を課さず、2030 年以降の排出上限に向けて

費用効率的な対策を取るのみとした。  

 

シナリオ名 世界排出シナリオ 【供給側】再エ
ネコスト（太陽
光発電、風力発
電コスト）

【需要側】シェアモビリ
ティ進展（完全自動運転
車実現）

【負排出技術】大気CO2
直接回収技術（DAC）

REF_1 ベースライン
（特段のCO2排出制
約なし）

標準 想定せず 想定せず

2DS_1 ２℃未満（>50%）：
IEA ETP2017の
[2DS]相当

標準 想定せず 想定せず

2DS_2 低コスト

2DS_3 シェアモビリティ進展
（完全自動運転車実現）

B2DS_2 ２℃未満（>66%）：
IEA ETP2017の
[B2DS]相当

低コスト 想定せず 想定せず

B2DS_3 シェアモビリティ進展
（完全自動運転車実現）

B1.5D_2 2100年1.5℃未満
（>66%）：気温の
オーバーシュート有

低コスト 想定せず 想定せず

B1.5D_3 シェアモビリティ進展
（完全自動運転車実現）B1.5D_3_DAC DAC実現（低位コスト）
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よって誘発されるシェアリングにより、それを超えてコストが低下し得る。正に、グ

リーン成長の可能性を示すシナリオである。  
2℃、 >66%確率の排出シナリオ（B2DS 相当）では、再エネの更なるコスト低減を見

込んだシナリオ 2 の限界削減費用は 394 $/ tCO2 と推計された。これは 2℃、 >50%確率

の排出シナリオ（ 2DS 相当）に対して、 2.6 倍程度となっている。カーシェアリング・

ライドシェアリングの進展を想定したシナリオ（シナリオ 3）では 346 $/ tCO2 にまで低

下する。ただ、それでも、2DS 相当シナリオに比べ、B2DS 相当のシナリオでは 2 倍以

上の限界削減費用が推計される。  
2100 年 1.5℃未満の排出シナリオになると、DAC の利用を想定しない場合、実行可

能解は得られなかった。DAC 実現を見込み、その利用を可能とした B1.5D_3_DAC にお

いては、CO2 限界削減費用は 137 $/ tCO2（DACCS の費用に相当する）と評価され、DAC

の利用を想定していない 2DS_3 とほぼ同程度の水準と評価されている。  

 

表  5.3.1-2 2050 年の世界の排出削減費用  

 

 
図  5 .3.1-3 には、各シナリオにおける部門別の世界の CO2 排出量を示す。  

まず、特段の排出削減を想定しないベースラインシナリオであるが、 SSP2_1 では、

世界排出量は 2050 年に 62 GtCO2/yr、2100 年には 82 GtCO2/yr 程度に上昇すると推計さ

れる。次に、 2℃シナリオであるが、排出削減が厳しくなるにつれ、各種部門で様々な

対策を導入することが必要になる。具体的な対策の導入状況については後に示すが、

まず発電部門での削減（再エネ、原子力、CCS 等）、また、植林での CO2 固定、運輸部

門での HV, PHV の拡大等が見られる。更に厳しい削減が必要となると、BECCS、鉄鋼

部門での CCS、自動車の EV, FCV 化等が費用効率的になる。より一層厳しく、正味ゼ

ロから負 CO 2 排出となると、運輸部門トラックの FCV 化、メタネーション利用等が費

用効率的になる。これらの順番は、それぞれの技術の単位 CO2 排出削減費用の高さを

概ね表してもいる。  

シェアモビリティ進展シナリオ（シナリオ 3）では、同じ排出削減シナリオであって

も、それを達成するための CO2 限界削減費用が低下するため、特に 2050 年頃の発電で

の排出削減を緩和する。例えば、 2DS 相当シナリオでは、標準シナリオ（シナリオ 1）

2℃、>50% 2℃、>66% 1.5℃ in 2100 (OS)、>66%

2DS_1
(標準)

2DS_2
(再エネ
ｺｽﾄ低)

2DS_3
(+ｶｰｼｪｱ)

B2DS_2
(再エネ
ｺｽﾄ低)

B2DS_3
(+ｶｰｼｪｱ)

B1.5D_2
(再エネ
ｺｽﾄ低)

B1.5D_3
(+ｶｰｼｪｱ)

B1.5D_3_
DAC

CO2限界
削減費用
($/tCO2)

160 152 142 394 346 実行可能
解無し

実行可能
解無し

137

CO2削減
費用

(billion 
US$/yr)

1885 1411 ネガティ
ブ費用

4894 ネガティブ
費用

実行可能
解無し

実行可能
解無し

ネガティブ
費用
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える。また、DAC については、将来のコストの不確実性は大きいものの、負の排出を

実現できるため、ネットゼロエミッションのような目標の下では重要な役割を果たす

ゲームチェンジャーとなり得る可能性が有ると言える。  

エネルギー需要サイドの技術イノベーションの波及的な可能性の分析については、

本年度は、 5.1.1 節で述べたように、完全自動運転車実現によるカーシェア、ライドシ

ェア誘発に関する分析について、誘発に関する前提条件を昨年度よりシステマティッ

クに想定すると共に、自動車台数の減少に加え、自走式立体駐車場の減少を考慮した

鉄鋼需要、プラスチック製品需要、コンクリート需要の低減を想定し、削減費用の低

減等について定量的に分析を行った。しかしながら、そのリバウンド効果については

考慮できておらず、その定量的かつ整合的な分析を行うことは、今後も引き続き検討

を行うことが重要であると言える。  

 

参考文献（第 5.3.1 節に関するもの）  

1) IEA Energy Technology Perspectives 2017 (2017) 
 

5.3.2 航空部門の世界エネルギー需給影響分析  

本節では、 5.1.2～ 5.1.4 節で述べた航空部門に関連する温暖化対策技術の動向に基づ

き、パリ協定長期排出削減目標における航空部門の温暖化対策技術の経済性及び世界

エネルギー需給への影響を、DNE21+を用いて行った分析について述べる。この分析で

は、パリ協定長期目標に対応した排出削減シナリオと、航空部門の技術進展の不確実

性を考慮した技術進展シナリオ、燃料技術の利用可能性シナリオについて分析した。

結果に基づき、特定の部門における技術進展の影響が石油連産を介して世界のエネル

ギーシステムにもたらす波及効果と、ネットゼロ排出への経路において果たす役割に

ついて述べる。  

 
(1)  分析シナリオの想定  

表  5 .3.2-1 に想定した分析シナリオを示す。排出削減シナリオは、特段の CO2 排出制

約を考慮しないベースラインと、2℃未満に対応した 2 種類の排出削減シナリオ（ 2DS、

B2DS1））を想定した。航空部門の技術進展シナリオは、技術進展の不確実性を考慮す

るため革新型航空機の導入時期について 3 種類の想定とした。燃料技術は、航空部門

における合成燃料の利用可能性に関して 2 種類を想定した。  
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表  5.3.2-1 分析シナリオの想定  
シナリオ名  排出シナリオ  革新型航空機（電動航空機、

水素航空機）の導入可能時期  

航空部門にお

ける合成燃料

の導入  

REF_StdAT ベースライン

（特段の CO 2

排出制約なし） 

2040 年  利用可  

2DS_StdAT 2℃未満

（ >50%）：  
IEA ETP2017 

2DS 相当  

2040 年  利用可  

2DS_StdAT_NoSynf 利用不可  

2DS_MidAT 2070 年  利用可  

2DS_MidAT_NoSynf 利用不可  

2DS_LowAT 導入無し  利用可  

2DS_LowAT_NoSynf 利用不可  

B2DS_StdAT 2℃未満

（ >66％）：  
IEA ETP2017 

B2DS 相当  

2040 年  利用可  

B2DS_StdAT_ NoSynf 利用不可  

B2DS_MidAT 2070 年  利用可  

B2DS_MidAT_NoSynf 利用不可  

B2DS_LowAT 導入無し  利用可  

B2DS_LowAT_NoSynf 利用不可  

 

航空部門の技術進展シナリオを表  5.3.2-2 に示す。電動航空機、水素航空機の導入時

期がモデル想定通り 2040 年までに行われる StdAT、導入時期が遅れ 2070 年までに導入

される MidAT、技術進展が進まず今世紀中の導入がされない LowAT の 3 通りである。

StdAT における導入時期については 5.1.2 節、5.1.4 節で述べた通り各社が公表している

開発検討状況などを基に想定している。 IEA2 )における早期イノベーション実現ケース

(Faster Innovation Case)では 2050 年には電動航空機の導入を見込んでおり、StdAT シナ

リオに近いシナリオといえる。MidAT における革新型航空機の導入時期は、 IEA2 )の標

準シナリオである SDS(Sustainable Development Scenario)を基に、 StdAT と比較し 30 年

後と想定した。  
 

表  5.3.2-2 航空機技術のシナリオ別導入時期と航続距離  
技術進展シナリオ  航空機技術  2040 2050 2070 2100 

StdAT 

 

電動航空機  750km 926km 1482km 2500km 

水素航空機  3700km 7000km 10000km 10000km 

MidAT 電動航空機  N/A 750km 1482km 

水素航空機  N/A 3700km 10000km 

LowAT 電動航空機  N/A 

水素航空機  N/A 
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本分析におけるそのほかのシナリオ想定として、社会経済シナリオの想定は SSP2、

再エネコストの想定は低コストとした。排出削減シナリオと社会経済シナリオ、再エ

ネコストの想定は 5.3.1 節と同様としている。また、本分析時のモデル想定では、合成

燃料のコストをやや低位としているため、 5.3.1 節における分析と比較評価することは

適切でないことには留意が必要である。  

 

(2)  モデル分析結果  

前節のシナリオに基づき、世界エネルギー・温暖化対策評価モデル DNE21+で分析、

評価した主な結果を示す。  

表  5 .3.2-3 に、 2100 年における CO2 限界削減費用と排出削減費用を示す。 2DS シナ

リオでは、革新型航空機が標準通り導入される場合の限界削減費用は 336$/tCO2 である

のに対し、導入されない場合は 361$/tCO2 に上昇する。B2DS においてはさらに影響は

大きく、標準の 1529$/tCO2 から 5718$/tCO2 にまで上昇する。 B2DS のようにより厳し

い排出削減目標において技術オプションがない場合は、限界削減費用が世界で均等化

している場合においても相当のコスト上昇となり目標達成は困難となる。また、革新

型航空機技術の導入による 2100 年時点の便益 (CO2 削減費用における StdAT と LowAT

の差 )は、 2DS では 85 bi ll ion US$/yr、B2DS では 2743 bil l ion US$/yr であり、より厳し

い排出削減目標においてはより大きな便益となる。革新型航空機の導入がない場合

(LowAT)は、2DS においては CO2 限界削減費用、排出削減費用ともそれほど大きな増大

とはならないが、より厳しい排出削減シナリオである B2DS では、コスト増大幅はより

大きなものとなる。革新型航空機に加え合成燃料も利用できない場合 (LowAT_NoSynf)

は、2DS においても大きなコスト上昇となる。一方、B2DS では、今回想定した条件の

下では実行可能解が得られなかった。排出削減技術が利用できない場合、 2100 年に向

けジェット燃料の需要が大幅に増大するのに伴い、連産品としてその他の石油製品も

製造されることになるものの、CO2 排出を伴うこれら石油製品の消費が、厳しい排出削

減目標の下では他部門（産業、民生、航空以外の運輸）において許容されず、エネル

ギー需給バランスが成立しないためである。  
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表  5.3.2-3 2100 年の CO2 限界削減費用及び排出削減費用  
 2℃, >50% [2DS]  2℃ ,  >66% [B2DS] 

2DS_ 

StdAT 

2DS_ 

MidAT 

2DS_ 

LowAT 

2DS_ 

LowAT_ 
NoSynf 

B2DS_ 

StdAT 

B2DS_ 

MidAT 

B2DS_ 

LowAT 

B2DS_ 

LowAT_ 
NoSynf 

CO2 限界削

減費用

($/ tCO2)  

336 341 361 404 1529 1526 5718 実行可

能解無

し  

CO2 削減費

用 * 

(bi ll ion 

US$/yr)  

6135 6158 6220 6644 12139 12223 14882 

*REF-StdAT 比  
 

航空部門の最終エネルギー消費量を図  5 .3.2-1 に示す。 2050 年時点では主として従

来燃料が利用される。2100 年には合成燃料が利用可能であれば導入が進むが 2DS で合

成燃料が利用不可の場合はジェット燃料の消費が高位となる。B2DS では、2050 年から

電動機、水素機の導入と合成燃料の利用がみられ、 2100 年にはこれらの利用が拡大し

バイオ燃料の利用は減少する。なお、水素機の導入の増大は、電動機の航続距離上限

が導入上の制約となることにより水素機が選択されるためである。一方で水素機の燃

費効率は他の技術より劣るためエネルギー消費総量は増加する。革新型航空機導入が

遅れるケース (MidAT)では 2100 年における電動機の航続距離の想定が標準よりも短く

なり、中距離帯 (750～ 2500km)での電動機導入が減少するため、水素導入量はさらに増

大する。  
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2DS においては、合成燃料の利用可否が全体のエネルギー構成に影響する。利用不

可の場合、ジェット燃料消費量が増大するため負排出量の必要量も増大し電源構成に

おける BECCS 及び水素の増大が見られるとともに、CCS 付化石燃料発電の許容量が低

下するとの結果である。  

より厳しい排出削減シナリオである B2DS においては、航空部門の温暖化対策技術が

標準想定通り導入される場合、 2100 年の航空向け燃料は従来燃料のほか水素、電気、

合成燃料など多様な種類の燃料が利用され、バイオ燃料への依存は軽減されるが、革

新型航空機の導入がない場合は、航空部門における合成燃料の消費量増大とそれに伴

う水素需要の増大が見られるほか、エネルギーシステム全体では BECCS への依存の増

大、電力の低炭素化の進展と総発電量の増大など全体に影響が波及する。  

ジェット燃料は石油精製における連産品の一つであるため、航空部門の温暖化対策

技術導入は全体のエネルギー構成に影響を及ぼす。航空部門で温暖化対策技術が利用

できない場合、ジェット燃料の生産量増大に伴い他の石油製品も連産品として生産さ

れることとなり、その利用が経済合理的となる。そのため、 2DS では合成燃料が航空

部門で利用できない場合、 2100 年のジェット燃料製造量が増大するためその連産品で

ある他部門向け石油製品の供給量が増大しガスや石炭を代替する。しかし、厳しい排

出削減目標である B2DS の下では、温暖化対策技術の導入がない場合に石油系製品の供

給量が増大するもののそれらを消費することは排出を伴うため許容されず、エネルギ

ー需給バランスが成立しない。 2050 年ネットゼロのような厳しい排出削減目標の下で

のエネルギーシステムにおいては、航空部門における温暖化対策技術の早期導入はそ

のバランスを維持する上で重要であるとの結果である。モデルで想定している航空部

門の技術進展は、開発側の公表内容に基づくものであるが、IEA の見通しではこれらは

早期にイノベーションが実現するケースでの技術進展水準とされており、現実の技術

開発状況を注視していく必要がある。  

今後の課題としては、 5.1.4 節でも述べたとおり、モデルにおける輸送需要想定にお

いて、短距離帯の航空輸送は高速鉄道や鉄道、自動車など、他の輸送モードとの競合

が考えられるものの、現在はモード間の代替を考慮していない点である。輸送モード

間の代替関係を考慮した上で技術進展によるエネルギーシステム全体に対する影響評

価を行っていくことは重要と考えられる。  

 

参考文献（第 5.3.2 節に関するもの）  

1) IEA Energy Technology Perspectives 2017 (2017) 
2) IEA Energy Technology Perspectives 2020 (2020) 

 
5.4 生活行動に基づく需要発生メカニズムの調査  

5.4.1 はじめに  

従来のエネルギーシステムでは需要は所与として与えられ、需要を満たす供給計画

がたてられてきた。しかしながら、近年デジタル技術・デジタルサービス（以下、デ
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ジタル化）の発展により需要構造が大きく変化し、需要を所与として与えることには

限界がきている。  
例えば在宅勤務が増える場合、家庭部門の空調・照明需要が増加する一方、移動需

要、オフィスの空調・照明需要が減少する可能性があり、消費者の生活行動が様々な

部門に影響を及ぼしうる。また、移動時間の減少により空いた時間は新しい需要を生

み出す可能性もある。このように、代替も含めて整合的に需要を想定するためには、

需要を直接想定するのではなく、需要の発生メカニズムを理解、つまり生活行動から

発生する需要を構造化することが必要となる。  
また、このような生活行動の変化が CO 2 排出量に及ぼす影響を分析することはパリ

協定の長期目標を達成するうえで重要であり、そのためにも需要を生活行動の結果と

して捉えることは有意義である。  

そこで、本調査では生活行動に基づく需要に焦点をあてた検討を行う。  

 

5.4.2 調査概要  

生活行動は睡眠や食事など必要不可欠なものから、通勤・通学、労働、家事、育児、

余暇活動など多岐にわたる。本調査では、生活行動のうちデジタル化による社会変化

が観測されている消費行動、購買行動について検討を行う。始めに、既往研究成果の

図  5 .4.2-1 を基に分析フレームワークの具体化および改良を行う。既往研究成果では物

質的財・サービス需要の分析フレームワークを整理し、推計式についても検討してい

るが、概念的な表現に留まっているため、具体的な事例を用いて検討する。（ [3]）  
第 2 に、分析フレームワークの定量化に資すると考えられる統計を整理する。定量

化についてはまずは日本モデルで検討していくこととするが、RITE の DNE21+モデル

は世界モデルであるため、世界モデルへの展開を視野に入れ、各国の統計も並行して

調査する。（ [1]）  

第 3 に、現在、新型コロナウイルスの感染拡大により大きな社会変化が生じており、

この社会変化を分析することは生活行動を理解する上での一助になると考えられるた

め、with/af ter コロナが及ぼす生活行動への影響及び家庭内のエネルギー消費量に与え

る影響を検討する。（ [2]）  

第 4 に、多くのモデルは完全合理的な行動をする前提で最適計算されるが、人は非

合理的選択をすることが多く、現実世界との行動のギャップに課題があった。この点

について既往文献 1では「隠れた費用」の概念を取り込むことで非合理的な行動＋隠れ

た費用＝完全合理的な行動と整理されている。そこで、より現実に即した購買・選択

行動モデルの構築に資する調査を行う。（ [4]）  

 

[1] 生活行動とエネルギーに関する既往研究や統計の情報収集  

 
1   Mat t au ch  e t  a l . ,  “Happy  or  l ibe ral ?  Mak ing  sense  o f  b eh avior  in  t r an spor t  po l icy  des ig n” ,  

Tran spor t a t ion  Research  Par t  D (2016)  
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生活行動とエネルギーに関する既往研究や統計の情報収集を行う。既往研究につい

ては、既報告書 2でも収集しているところであり、新たな文献が発見された場合は調査

を行う。統計については、例えば各国の生活時間や機器使用時間などの統計、また、

例えばモバイル空間統計のようなビッグデータを使用することで昼間 /夜間人口密度が

わかり、移動需要の検討に資する可能性があるため、ビッグデータも調査対象とする。 

調査する資料は日本語、英語、中国語の文献を基本とする。  

 

[2] with/after コロナの生活行動に与える影響の情報収集  
新型コロナウイルスが生活行動やエネルギー消費量に与える影響は、研究者や企業

から報告されており、今後も増えていくと予想される。ここでは、日本だけでなく、

海外の文献も含めて調査し、with/af ter コロナの生活行動に関する考察を行う。  

 

[3] 分析フレームワークの具体化及び改良  

既報告書 2 において平成 31 年度に検討された分析フレームワークの具体化及び改良

を行う。検討にあたっては、モデル内で取り扱う変数を決定するため、具体的な事例

を用いて影響範囲を検討した後、モデル上で表現する変数を検討する。  

 

[4] 「隠れた費用」に関する情報収集  

人間は、限定合理性や限定自制心 3により、理想的な意思決定や最適な行動（生活行

動、購買行動など）がとられない場合がある。例えば、省エネ型製品の導入を検討す

る際、本来であれば、財の将来価値は現在価値に換算して計算するのが合理的である

が、人々は近視眼的な選好にとらわれ、将来ではなく目先の利益と不利益を過度に重

視する傾向がある。このように、非合理性による意思決定は、省エネ型製品を選択す

る際の潜在的な阻害要因にもなると考えられる。なお、合理的に物事を判断させるた

めには、行動科学や行動経済学の理論に基づき行動変容を促す手法が有効であるとい

う先行事例も多数ある。  
そこで、上述のような人間の非合理性により潜在する要素もモデリングに反映する

必要があると考えられ、本研究では、行動科学や行動経済学を活用した先行文献に基

づいてメタ分析を行い、「非合理的選択」が消費者の行動に及ぼす影響について考察す

る。  

 

 
2   地球温暖化対策技術の分析・評価に関する国際連携事業成果報告書（ H2 7 年度～ H31 年度），RITE  
3   限定合理性は、認知能力の限界のことであり、人間の問題解決を制限すること。限定自制心は、

時として人は長期的な利益に反する選択をするということを意味する。  
出所） OECD の環境ナッジの経済学－行動変容を促すインサイト  
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 図  5.4.2-1 物質的財・サービス需要の分析フレームワーク  

出典）魏ら：日本における家庭の財・サービス需要：公的統計ミクロデータを用いた

現況の分析と生活行動の長期的な変化の検討 ,  第 36 回エネルギーシステム・経済・環

境コンファレンス講演論文集 ,  2020.1 

 

5.4.3 生活行動とエネルギーに関する既往研究や統計の情報収集  

本節では、生活行動とエネルギーに関する既往研究や統計の情報収集を行う。既往

研究については、既報告書でも収集しているところであり、新たな文献が発見された

場合は調査を行う。  

統計については、例えば各国の生活時間や機器使用時間などの統計、また、モバイ

ル空間統計のようなビッグデータを使用することで昼間 /夜間人口密度がわかり、移動

需要の検討に資する可能性があるため、ビッグデータも調査対象とする。  

調査する資料は日本語、英語、中国語の文献を基本とする。  
 

(1)  生活行動とエネルギーに関する既往研究の情報収集  

生活行動とエネルギーに関する既往研究として、 2020 年に発表された 2 つのレビュ

ー論文について知見の調査・整理を行う。  

2 つの論文ではそれぞれ「テレワーク」によるエネルギー消費量への影響と「物品の

デジタル化」によるエネルギー消費量への影響に関連する既往研究がレビューされて

いる。ここでは論文の概要に加え、特に重要な表およびリバウンド効果に関する記述

について、日本語化して情報を整理する。日本語化にあたり、意味が分かりにくくな

る場合は、適宜、内容を意訳または省略し、キーワードを統一して整理している。  

 

①  テレワークによるエネルギー消費量への影響に関するレビュー論文  

出典）Andrew Hook et el .  (2020),  A systematic review of the energy and cl imate impacts  of  
te leworking1 )  
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a.  論文の概要  
i )  背景  

情報通信技術（ ICT）により、従業員が自宅やその他の場所で仕事をすること（テレ

ワーク）が可能となってきている。本研究では、テレワークによって職場への移動の

必要性がどの程度削減され、その結果として経済全体のエネルギー消費にどのような

影響があるかを調査する。  

i i)  手法  
テレワークによって職場への移動の必要性がどの程度削減され、その結果として経

済全体のエネルギー消費量にどの程度の影響があるかを調査するため、テレワークに

よるエネルギー消費量への影響に関する現在の知見を体系的にレビューする。これに

は、通勤時の移動を減らすことによるエネルギー削減効果と、仕事以外の移動や家庭

でのエネルギー利用の変化に関連したエネルギー消費量への間接的な影響が含まれて

いる。本論文の目的は、テレワークが経済全体のエネルギー消費量の削減につながる

条件と、意図しないエネルギーの増加につながる可能性がある条件を明らかにするこ

とである。  

i i i)  結果  

公表されている  9 ,000 件の論文を網羅的に検索して抽出した  39 件の研究結果をま

とめている。 39 件の研究のうち、テレワークによりエネルギー消費量の削減を示唆し

ているのは 26 件で、エネルギー消費量の増加又は変化しないことを示唆しているのは

8 件のみである。しかしながら、それぞれの研究の方法論、対象範囲、前提条件の違い

により、“平均的な”省エネルギー効果を評価することは困難である。エネルギー削減

の主な要因は、通勤のための移動距離の短縮であり、オフィスのエネルギー消費量の

削減にも寄与する可能性がある。しかし、より広範囲の影響（例えば、仕事以外の移

動や家庭でのエネルギー消費量の増加など）を考慮している研究では、削減効果は全

体的に低く評価される傾向にある。  
iv)  議論  

省エネルギーの取り組みとしてのテレワークは一般的に肯定的な評価を得ているに

もかかわらず、実際の効果や潜在的な効果については多くの不確実性や曖昧さがある。

これらは、テレワークが仕事以外の移動や家庭でのエネルギー消費量を予測できない

ほど増加させる可能性を示唆しており、仕事以外の移動や家庭でのエネルギー消費量

の増加は、仕事での移動の減少によるエネルギー削減量を上回る可能性がある。現在

の知見では、テレワークによる経済全体のエネルギー削減効果については、全体的に

控えめなものであり、多くの状況において効果が低下するか、全く効果がない可能性

がある。  

 

b.  論文中の図表  

論文中に掲載されている図表のうち、レビュー対象の研究結果を要約した表を日本

語化したものを表  5 .4.3-1 に示す。  
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論文中で ”telework”（または ”teleworking”）と記載されている場合、基本的には「テ

レワーク」と表記しており、 ”work from home”や ”telecentre-based”など、テレワークの

拠点が特定できる記載がある場合のみ「在宅勤務」や「テレセンター勤務」と表記し

ている。  

 

c .  リバウンド効果に関する記述  

論文中でまとめられているリバウンド効果に関する定性的な記述を日本語化し、箇

条書きにして整理したものを以下に示す。  
i )  居住地の変化に伴う通勤距離の増加  

•  テレワーク勤務日に通勤距離を削減することで得られる効果は、オフィス勤務日

における長距離の通勤移動によって、部分的または完全に相殺される可能性があ

る。  

  テレワーカーは非テレワーカーよりも通勤時の移動距離が長い傾向にある。 

  テレワーカーは 1 週間で（週 1 回の在宅勤務頻度とすると )、非テレワーカ

ーよりも長い距離を移動する可能性がある。  

•  テレワークの導入は、環境便益の一部を相殺する居住地の長期的変化を誘発する

可能性があることを示唆している。  

•  この影響の大きさは、都市部と都市周辺地域との間の不動産価格の差や通勤移動

にかかる金銭的・時間的コストなど、状況に応じた要因によって異なることが予

想される。  
i i)  仕事以外の移動の増加  

•  テレワークは仕事以外の移動を促進する可能性がある。  

  テレワーカーが日々の通勤の回避による移動距離の削減は、テレワーカーが

仕事以外の移動を追加的に行うことで、部分的または完全に相殺される可能

性がある。  

•  通勤していない労働者は、通勤の途中での効率的な移動ができないため、仕事以

外の行動のため特定の移動が必要となる。  

  仕事以外の行動のために移動する距離は、自宅から学校、小売店、その他の

目的地までの距離など、地理的な状況によって異なる。  

•  通勤移動が仕事以外の移動（例えばレジャー移動）に置き換わる代替効果により、

毎日・毎週の移動量を増加させる可能性がある。  

i i i)  世帯内の移動動態による仕事以外の移動への影響  
•  上述したリバウンド効果は、世帯内の移動動態によってさらに増大する可能性が

ある。  

  片働き世帯では、テレワークの頻度が高ければ高いほど、すべての移動手段、

特に車による移動量が多くなる。一方で、共働き世帯では、移動量の増加は

遥かに少ない。  

  共働き世帯での移動量の増加が少ないのは、家事やその他移動を伴うタ

スクが労働者間でより多く共有されているためだと考えられる。  
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  韓国では、世帯主が在宅勤務を行うと、他世帯員の車の使用量が増加すると

いう副次的な影響が確認されている。  
  この影響は就労者 1 人当たりの車の所有率が 1 台未満の世帯でのみ有意

となっている。  
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表  5.4.3-1 テレワークの環境負荷に関する主要な結果  

 

調査
番号

主著者名と
出版年

対象となる
地域

分析手法 評価指標
対象範囲（影響カ
テゴリーの数）

評価基準
への影響

定量的な推定値を含む影響の性質と規模
研究の方法論
的頑健性に対
する評価

1
Asgari, H. &
Jin,
X. (2018)

アメリカ
調査データの
分析

フレックス通勤（1日の一部
の時間にテレワークを行う）
により、混雑の緩和が可能か
どうか

1（通勤・通学移
動のみ）

不明瞭
ピーク時の移動時間帯にテレワークを行うこと
で、混雑した移動（すなわち渋滞）を20%削減
できる可能性がある。

乏しい

2
Atkyns et
al. (2002)

アメリカ
調査データの
分析

在宅勤務で削減される車の移
動距離

1（通勤移動の
み）

削減

AT&Tの従業員の5分の1が週に1日在宅勤務する
ことで、車の移動距離を110,000マイル削減、
ガソリン使用量を510万ガロン削減し、二酸化
炭素排出量を48,450トン削減できる可能性があ
る。

並

3
Balepur et
al. (1998)

アメリカ
テレワーク実
証実験の評価

テレセンターへの車と人の移
動距離（テレセンター勤務
vs テレワーク併用）

2（通勤移動、非
通勤移動）

削減

テレセンターへの通勤頻度を週1日とした場
合、毎日出勤する場合と比較して、1週間の総
移動距離が19％（17マイル）、1週間の車の移
動距離が19％（10マイル）削減される。

良い

4
Bussière, Y.
& Lewis, P.
(2002)

カナダ
シナリオモデ
リング

在宅勤務によるピークタイム
の移動回数の削減

1（通勤移動の
み）

削減

20年間（1996～2016年）の在宅勤務率が、モ
ントリオールで3.3％、ケベックで3.6％と仮定
すると、通勤ピーク時の移動回数はモントリ
オールで2.3％、ケベックで2.5％削減される。

乏しい

5
Chakrabarti
, S. (2018)

アメリカ
調査データの
分析

一人当たりの車の年間移動距
離

2（通勤移動、非
通勤移動）

増加

非テレワーカーに比べて、テレワーカーは毎年
5.9％、臨時のテレワーカーは8.0％多くの距離
を車で移動している。これは、テレワーカーが
オフィスに勤務する日の通勤距離が長くなるこ
とで、テレワークをしている日の削減分が相殺
されてしまうためである。

良い

6
Choo et al.
(2005)

アメリカ
調査データの
分析

出勤と比べて在宅勤務により
削減される乗り物移動距離

1（通勤移動の
み）

削減
労働者の 12%が週に 1 回在宅勤務をすること
で、米国の車での年間総移動距離（推定 2.4 兆
マイル）が 0.8%削減される。

良い

7

De Abreu e
Silva, J. &
Melo, P. C.
(2018)

イギリス
調査データの
分析

片働き世帯および共働き世帯
における移動距離：在宅勤務
vsオフィス出勤

2（通勤移動、非
通勤移動）

増加

週に 1 回在宅勤務を行っている片働き世帯で
は、平均 9.7 マイルの移動距離の増加が見られ
る（内訳は車で 9.0 マイル（3.9％）、公共交通
機関で 0.5 マイル（2.4％）、それ以外で 0.2 マ
イル（3.8％））。共働き世帯では、週に 1 日在
宅勤務を行うことで、車での移動距離が 1.6 マ
イル（または 0.4%）増加する。共働き世帯で
は、移動を共にするため、片働き世帯よりも増
加量が小さい。

良い

8

Dissanayak
e, D. &
Morikawa,
T. (2008)

タイ
シナリオモデ
リング

バンコク首都圏の郊外に5つ
のサテライトテレセンターを
最適配置することによる車の
移動距離と排出量の削減

1（通勤移動の
み）

削減
サテライトテレセンターでテレワークを行うシ
ナリオでは、当該地域の自家用車の使用量が 18
～20％減少する。

乏しい

9
Ellder, E.
(2017)

スウェーデ
ン

調査データの
分析

テレワークによる総移動距離
の削減の有無

2（通勤移動、非
通勤移動）

増加

テレワーカーは、テレワークしている日として
いない日の両方において、非テレワーカーより
も移動距離が長い。非テレワーカーの1日の平
均移動距離は46kmであるのに対し、テレワー
カーはテレワーク日に54km、非テレワーク日に
64km移動する。

良い

10
Fu et al.
(2012)

アイルラン
ド

調査データの
分析

在宅勤務とオフィス通勤のラ
イフスタイルの違いによるエ
ネルギー消費量

2（通勤移動、家
庭のエネルギー消
費量）

削減
アイルランドの人口の5%がフルタイムで在宅勤
務をした場合、最終エネルギー消費量は0.14%
減少する。

良い

11
Giovanis, E.
(2018)

スイス
調査データの
分析

テレワークによる交通量と汚
染物質の削減

1（通勤移動の
み）

削減
人口の8.43%がテレワークをすることで、交通
量が平均1.9%減少し、様々な汚染物質も同等に
削減される。

並

12
Gubins et
al. (2019)

オランダ
調査データの
分析

ICTを活用した在宅勤務によ
る通勤距離の削減

1（通勤移動の
み）

不明瞭
ICT の存在は、1996 年から 2010 年の間に、各
労働者の通勤距離を 13%増加させている。

並

13

Helminen,
V. & Ristim
äki, M.
(2007)

フィンラン
ド

調査データの
分析

テレワークによる通勤距離の
削減

1（通勤移動の
み）

削減

調査対象のテレワーカーは、非テレワーカーよ
りも通勤距離が3.7km長い。しかし、フィンラ
ンドの労働力の4.7％がテレワーク（週1回以
上）を利用しているため、フィンランドの労働
者の総通勤距離は、全労働者を非テレワーカー
と仮定した場合の総通勤距離に比べ0.7％削減さ
れる。

良い
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定量的な推定値を含む影響の性質と規模
研究の方法論
的頑健性に対
する評価

14
Henderson
et al.
(1996)

アメリカ
テレワーク実
証実験の評価

日々の通勤の削減による、通
勤距離と排出量の削減

2（通勤移動、非
通勤移動）

削減

テレワークを実施しない日のVMT（車での移動
距離）は、非テレワーカーと比較して、テレセ
ンター勤務のテレワーカーは91％高く、在宅勤
務のテレワーカーは54％高いことから、テレ
ワーカーは通常の通勤者よりも職場から離れた
場所に住んでいることを示唆している。またテ
レワーク日の移動距離は、非テレワーカーと比
較して、在宅勤務のテレワーカーは67%少な
く、テレセンター勤務のテレワーカーは54%少
ない。

並

15
Hjorthol, R.
J. (2006)

ノルウェー
調査データの
分析

日々の通勤の削減による、通
勤距離の削減

1（通勤移動の
み）

削減
在宅勤務のテレワーカーは、非テレワーカーに
比べて月当たりの車での移動量が8％少ない。

乏しい

16

Jaff, M. M.
& Hamsa,
A. A. K.
(2018)

マレーシア
シナリオモデ
リング

日々の通勤の削減による、通
勤距離の削減

1（通勤移動の
み）

削減

サンプルに基づいて、女性労働者の 2%が週 3
回テレワークをした場合、ピーク時間帯の交通
量は 1.3～7.8%減少する可能性がある。女性労
働者の 2％が週 1 回テレワークを行った場合、
ピーク時間帯の交通量は 0.6～3.7％減少する可
能性がある。

乏しい

17
Kim et al.
(2015)

韓国
調査データの
分析

世帯主のテレワークにより回
避される移動距離

2（通勤移動・非
通勤移動）

増加

共働き世帯では、テレワーク者のいない世帯と
比較して、テレワーク者の通勤移動量は少ない
が、他の 4 種類の移動量（テレワーク者の非勤
務移動、テレワーク者以外の世帯員の勤務・非
勤務移動）は多い。その結果、世帯主がテレ
ワークをしていることで減少した車の移動距離
（1 日あたり-7.8km）は、テレワーク者の非通
勤移動（+24.2km）及び非勤務移動
（+11.7km）、他の世帯員の非勤務移動
（+1.5km）で相殺される。これは、車（韓国で
は1 世帯あたり 0.91 台の保有率（米国は 1.79
台））をテレワーク者以外の世帯員が他の目的
で使用することが多いためである。

良い

18
Kitou, E. &
Horvath, A.
(2003)

アメリカ
シナリオモデ
リング

在宅勤務によるCO2排出量の
削減

3（通勤移動、オ
フィスのエネル
ギー消費量、家庭
のエネルギー消費
量）

不明瞭
在宅勤務を週1、3、5回行うことで、CO2排出
量は約2～80％減少する。

良い

19
Koenig et
al. (1996)

アメリカ
テレワーク実
証実験の評価

日々の通勤の削減による、通
勤距離と排出量の削減

2（通勤移動、非
通勤移動）

削減

テレワーカーの勤務日の一日の平均移動距離は
10.2マイルであるのに対し、非テレワーカーは
32.7マイルである。テレワーカーの非通勤移動
頻度は1日1回増加しているが、テレワーク日に
限ると非通勤移動距離は  34.6 マイルから 33.9
マイルへと 0.7 マイル減少する。テレワーカー
のオフィス勤務日の移動距離は36.9 マイルであ
り、非テレワーカーの 移動距離（約 32 マイ
ル）よりもやや長く、テレワーカーは通常の通
勤者よりも職場から遠く離れた場所に住んでい
ることが示唆される。

良い

20
Lachapelle
et al.
(2018)

カナダ
調査データの
分析

在宅勤務による移動時間の短
縮

1（通勤移動の
み）

ニュート
ラル

フルタイムの在宅勤務では、1日の移動時間が
13分短縮される。一方で、1日の一部の時間の
みの在宅勤務は、移動時間に影響を与えない。

並

21
Lari, A.
(2012)

アメリカ
調査データの
分析

テレワークによる移動距離の
削減によるCO2排出量の削減

1（通勤移動の
み）

削減

テレワーク日の一人当たりの移動距離は、オ
フィス通勤日に比べて 27.96 マイル減少する。
全体では、678人のテレワーカーの総移動距離
はテレワークによって年間746万マイル減少し
た。移動距離1マイル当たり1.10ポンド-CO2と
想定した場合、4,070トンのCO2削減となる。

乏しい

22
Larson, W.
& Zhao, W.
(2017)

アメリカ
シナリオモデ
リング

日々の通勤回避による、通勤
距離と排出量の削減

2（通勤移動、家
庭のエネルギー消
費量）

不明瞭

労働者の20％が週に1日在宅勤務をした場合、
通勤によるエネルギー消費量は20％減少する
が、家庭のエネルギー消費量は5.3％増加する。
結果として、世帯（家庭＋自動車）の総エネル
ギー消費量は 0.4%増加する。

乏しい
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23

Mamdoohi,
A. R. &
Ardeshiri,
A. (2011)

イラン
シナリオモデ
リング

政府職員の36％のテレワーク
による通勤ピーク時間の回避

1（通勤移動の
み）

削減
148,551 人の政府職員の 36%が週に 1 回テレ
ワークを行った場合、53,898 人の通勤ピーク時
の移動を回避できる。

乏しい

24

Martens,
M. J. &
Korver, W.
(2000)

オランダ
シナリオモデ
リング

テレワークで回避できる通勤
移動

1（通勤移動の
み）

削減

オランダでは、テレワーク率を20％から 60％
の間と仮定した場合、毎日の通勤移動が 71,000
件から 529,000 件の間で削減できる可能性があ
る。これは、通勤時の移動量を最大 5%削減
し、全体の移動量を 1%削減することに等し
い。

乏しい

25

Matthews,
H. S. &
Will ams, E.
(2005)

アメリカ、
日本

シナリオモデ
リング

在宅勤務による正味のエネル
ギー削減量（移動によるエネ
ルギー消費量と建物のエネル
ギー消費量による）

3（通勤・通学移
動、オフィスのエ
ネルギー消費量、
家庭のエネルギー
消費量）

ニュート
ラル

現在推計されている在宅勤務実施人口とその実
施状況（米国(全労働日数の0.4%が週に1回)、日
本(現在250万人の労働者が週に1回)）では、国
レベルの省エネ効果は米国では 0.01～0.4％、
日本では 0.03～0.36％にすぎない。情報労働者
の50%が週4日在宅勤務を行う場合、米国と日本
の国民の省エネ効果は、どちらの場合も1%程度
と推定される。

良い

26

Mitomo, H.
&
Jitsuzumi,
T. (1999)

日本
シナリオモデ
リング

通勤ピーク時の混雑緩和
1（通勤移動の
み）

削減
900 万～1400 万人の労働者が毎日テレワーク
を行っている場合、通勤ピーク時の混雑率は
18%～28%削減される。

乏しい

27
Mokhtarian
et al.
(2004)

アメリカ
テレワーク実
証実験の評価

テレワークによる通勤距離の
削減

2（通勤移動、非
通勤移動）

削減

一人当たりの3か月平均通勤距離は、一般的に
テレワーカーの方が非テレワーカーよりも15%
低い。これは、テレワークを頻繁に行っている
ため、片道の通勤時間が長い（テレワーカーが
平均16マイルであるのに対し、非テレワーカー
は11マイルである）ことを十分に補っているこ
とを示している。

良い

28

Mokhtarian
, P. L. &
Varma, K.
V. (1998)

アメリカ
テレワーク実
証実験の評価

テレセンターを利用したテレ
ワークにより回避される通勤
移動距離と移動関連排出量

2（通勤移動、非
通勤移動）

削減

テレセンターを拠点とするテレワーカーの通勤
移動距離は、通常のオフィス勤務者と比較し
て、51人マイル（58％）と35台マイル
（53％）と大幅に減少する。テレワーク勤務日
の仕事以外の移動距離の増加は見られない。テ
レワーク勤務の頻度（週に1回）で重み付けし
た場合、非テレワーカーと比較して、テレワー
カーの1週間の総移動距離は平均11.9％、車で
の移動距離は11.5％減少する。

良い

29
Nelson et
al. (2007)

アメリカ
テレワーク実
証実験の評価

テレワーク実証試験によって
削減されたCO2排出量

1（通勤移動の
み）

不明瞭 有意な推定なし。 乏しい

30
O'Keefe et
al. (2016)

アイルラン
ド

調査データの
分析

テレワークによる移動距離の
削減によるCO2排出量の削減

2（通勤移動、非
通勤移動）

削減

サンプルデータのパターン（グレーターダブリ
ン地域の人口の44%が月に1回テレワークをして
おり、特定のセグメントがどのように通勤して
いるかを示している）に基づいて、人口の20%
から50%が週に1回テレワークをすると、年間
31,000トンから78,000トンのCO2排出量の削減
に貢献すると考えられる。

良い

31
Pratt, J. H.
& Trb.
(2002)

アメリカ
調査データの
分析

テレワークにより削減された
1日の移動距離

1（通勤移動の
み）

削減
非常勤のテレワーカーは、オフィス勤務の労働
者よりもテレワーク日の仕事関連の移動距離が
3.6マイル（または17％）少ない。

乏しい

32
Röder, D. &
Nagel, K.
(2014)

ドイツ
調査データの
分析

在宅勤務によるエネルギー需
要の削減の可能性

3（通勤・通学移
動、オフィスのエ
ネルギー消費量、
家庭のエネルギー
消費量）

ニュート
ラル

本モデルでは、サンプルの10％が在宅勤務（頻
度は不特定）を行うと、通勤距離と交通機関の
エネルギー消費量が10％削減されるが、家庭で
消費されるエネルギーはほぼ同量増加する。対
照的に、オフィスのエネルギー消費量はほとん
ど影響を受けない。

並
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注）Andrew Hook らの文献 1)より Table 4 を参照し、日本語化したもの  

 

②  物品のデジタル化によるエネルギー消費量への影響に関するレビュー論文  

出典）Victor Court and Steven Sorrell  (2020) ,  Digi ta l isat ion of goods:  a systematic review 

of the determinants and magnitude of the impacts on energy consumption 2 )  
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33
Roth et al.
(2008)

アメリカ

シナリオモデ
リング
(Henderson
et al. (1996)
の仮定に基づ
く)

在宅勤務によるエネルギー消
費量、排出量、ガソリン消費
量の削減

3（通勤移動、オ
フィスのエネル
ギー消費量、家庭
のエネルギー消費
量）

削減

400 万人の米国人労働者（総労働力の 3％）が
週に 1 日以上在宅勤務を行うことで、年間の一
次エネルギー消費量を 0.13～0.18％、CO2 排出
量を 0.16～0.23％削減できる可能性がある。ま
た、米国の小型車のガソリン消費量を 0.8%減少
させることができる。

並

34
Shabanpou
r et al.
(2018)

アメリカ
シナリオモデ
リング

テレワークによる通勤距離と
排出量の削減

2（通勤移動、非
通勤移動）

削減

労働者の50％が「フレキシブルな勤務スケ
ジュール」を持つ場合、1日の車の移動距離
（VMT）と車の移動時間（VHT）をそれぞれ最
大0.69％、2.09％削減できる。本仮定で考える
と、この対策により温室効果ガス排出量を最大
0.71%削減できる可能性がある。

並

35
Shimoda et
al. (2007)

日本
シナリオモデ
リング

家庭用エネルギー消費量の増
加と業務用エネルギー消費量
の削減によるエネルギー消費
量の変化

2（オフィスのエ
ネルギー消費量、
家庭のエネルギー
消費量）

削減

在宅勤務率の上昇に伴いオフィスビルの床面積
が減少するとすれば、全体の60％の人が在宅勤
務を行うことで、大阪市内の家庭部門および業
務部門の総エネルギー消費量の0.6％を削減する
ことができる。

並

36
Van Lier et
al. (2014)

ベルギー
調査データの
分析

テレワークにより減少する通
勤距離

1（通勤移動の
み）

削減

在宅でテレワークを行うことで通勤距離が1日
45km削減され、サテライトセンターでテレワー
クを行うことで1日の通勤距離が60kmから
22kmへと38km減少する。

乏しい

37
Vu, S.T. &
Vandebona,
U. (2007)

オーストラ
リア

シナリオモデ
リング

テレワークにより削減される
車の移動距離

1（通勤移動の
み）

削減

通勤距離が60km、一人乗りの運転者の割合が
70％と仮定すると、ニューサウスウェールズ州
の全労働者の18％が週1回のテレワークを実施
することで、2001年までに車の移動距離を300
万キロ（全体の4.2％）削減でき、2021年まで
には全体の15.5％の削減が可能である。

並

38
Will ams, E.
D. (2003)

日本
シナリオモデ
リング

在宅勤務により削減される全
体的なエネルギー消費量（移
動行動の変化、オフィスおよ
び家庭のエネルギー消費量
（冷暖房）を考慮したもの）

3（通勤移動、オ
フィスのエネル
ギー消費量、家庭
のエネルギー消費
量）

削減

移動販売や専門・技術系の労働者（全労働者の
約14％）が週4日の在宅勤務を実施すること
で、全国のエネルギー消費量を1.0％削減するこ
とが可能である。事務系労働者（全労働力の約
23％）も在宅勤務を導入すれば、さらに 1.1％
の削減が可能となる。

乏しい

39
Zhu, P. Y.
(2012)

アメリカ
調査データの
分析

テレワークによる全体の移動
距離（仕事と非仕事の両方）
の削減

2（通勤移動、非
通勤移動）

増加

2001 年のテレワーカーの通勤距離は非テレ
ワーカーより 34.2％長く（テレワーカー
39km、非テレワーカー29km）、非通勤移動距
離は 17.1％長い（テレワーカー39km、非テレ
ワーカー33km）。また、テレワーカーは非テレ
ワーカーより仕事以外の移動が多く、1日あた
りの移動回数は4.39回（非テレワーカーは3.87
回）となる。2009 年のテレワーカーの通勤距
離は非テレワーカーより  43.3％長く（テレワー
カー43km、非テレワーカー30km）、非通勤移
動距離は 15.7％長い（テレワーカー36km、非
テレワーカー32km）であり、テレワーカーの仕
事以外の移動頻度は、非テレワーカーに比べて
低下しており、1日あたりの移動回数は4.18回
（非テレワーカーは3.87回）である。全体とし
ては、テレワーク率が 3％の場合、1 ヶ月の往
復の通勤移動距離への影響は軽微である。

良い
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a.  論文の概要  

i )  背景  
低炭素経済社会に対する情報通信技術（ ICT）の寄与度は明らかになっていない。こ

れまでの研究では、ICT の環境負荷を決定する具体的な要因を評価する必要性は強調さ

れてきたが、それらの要因をエネルギー消費量や二酸化炭素排出量への影響の大きさ

に結びつけるものはなかった。本研究では、このエビデンスギャップを埋めることを

目的としている。  

i i)  手法  
分析対象は物品のデジタル化に限定する。物品のデジタル化は、電子的な等価物質

による材料製品の部分的または完全な代替として定義する。本研究では物品のデジタ

ル化がエネルギー消費に与える直接的または間接的な影響に関する体系的な文献レビ

ューを実施する。  

i i i)  結果  

関連する 31 件の研究を以下の 5 つのカテゴリーに分類する（電子出版物、電子ニュ

ース、電子業務処理、デジタルミュージック、ストリーミングビデオ・ゲーム）。31 件

の研究のうち 1 件を除いて、すべてがライフサイクル分析を用いている。これらの研

究では、直接効果と代替効果によって、電子出版物、電子ニュース、デジタルミュー

ジックにおける潜在的なエネルギー削減の可能性が示唆されており、また電子業務処

理、ストリーミングビデオ・ゲームからも前者よりは少ないがエネルギー削減の可能

性が示唆されている。しかしながら、主要な変数（ユーザーデバイスの寿命やエネル

ギー効率、個人移動の代替の程度、物的製品やデジタル製品のユーザー数など）に対

する仮定次第では、ライフサイクルでのエネルギー消費量が増大するなど、推定結果

は大きく異なる可能性がある。また、ほとんどの研究では、デジタル製品が材料製品

を完全に代替すると仮定しており、それらすべてでリバウンド効果が考慮されていな

い。  

iv)  議論  
利用可能なエビデンスの多様性と特殊性を考慮すると、頻繁に使用されている楽観

的な仮定（デジタル製品への完全代替など）やリバウンド効果を無視していることか

らも、材料製品のデジタル化がこれまでに有意なエネルギー削減をもたらしたと結論

付けることは難しく、将来的にそうなる可能性があるとも言い切れない。  

 

(2)  生活行動とエネルギーに関する統計の情報収集  
家庭の財・サービス需要シナリオの構築に向けて分析フレームワークを検討する際

に、フレームワークの各項の設定をするため、既存の公的統計データを用いて、代表

的な個人や世帯の生活行動、消費支出、エネルギー消費を定量的に整理・分析するこ

とができる。  

そこで、本項では、生活時間や家電製品などの普及・使用状況、ネットショッピン

グの利用状況に関するデータが取得できるかを確認するため、国内外の各種統計情報

を収集する。加えて、モバイル空間統計のような人流の解析データから人々の移動需

要の検討に資する可能性があるため、ビッグデータも調査対象とする。  
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①  生活行動に関連する統計や調査  
a .  国際機関における生活時間統計に関する動向  

国連や欧州連合統計局（以下、Eurostat という）等の国際機関は、各国が生活時間調

査をスムーズに実施できるように、生活時間調査に関するガイドラインを作成してい

る（表  5.4 .3-2）。ガイドラインには、調査方法における勧告事項や調査に必要な各種

様式（調査票や生活行動分類リストなど）が整理されており、多くの国では、これら

のガイドラインで整理されている行動分類に準じて、自国で生活時間の調査を実施し

ている。  

国連統計部は、1997 年に「国連生活時間統計のための試験的行動分類（ Internat ional  

Classif icat ion of Activi t ies for  Time Use Stat is t ics：国際統一生活時間分類（以下、ICATUS

という）」を発表した（最新は 2016 版） 3 )。最新版 ICATUS では 9 種類の大分類の行動

区分として構成されており、特徴としては、当時、まだ生活時間調査を実施していな

い途上国の指針づくりを念頭において、活動の国際分類に、自給農業、有償・無償労

働等、特に国民経済体系を意識した点であるという 4 )。  

また、2013 年に、国連欧州経済委員会（United Nations Economic Commission for Europe

（以下 、 UNECE という））タスクフォースは、生活時間調査に関するガイドライン

（Guidelines for  Harmonizing Time-Use Surveys）を公表した。UNECE は、①統計学者や

政策立案者に生活時間調査の重要性をより良く理解・認識してもらうため、②各国で

生活時間調査を実施する際の調査設計に役立てるため、③国レベルでの生活時間結果

の相互比較を改善するための目的から本ガイドラインを策定した。現在、世界中の 30

数ヵ国が本ガイドラインの行動分類を参照している 5 )。特に、本ガイドラインの行動分

類として挙げられている、無償労働分野（アンペイドワーク）の情報に基づく政策の

企画立案は極めて重要であると言われており、国連統計部も世界 85 ヵ国の有償・無償

労働（ペイドワークと家事・育児・介護などのアンペイドワーク）別の生活時間の比

較データを公表している 6 )。  
Eurosta t は、欧州統一生活時間調査（Harmonised European Time Use Surveys（以下、

HETUS という））の実現を目指したプロジェクトを 1990 年代から発足し、 2000 年に

HETUS ガイドラインを発行し、その後、 HETUS ガイドラインは数回改訂され、 2018

に最新版を公表している 7 )。現在、EU 加盟国や他の欧州諸国では、HETUS のガイドラ

インに準じて、各国の統計局を中心に、生活時間調査を実施している。日本の生活時

間統計としては、NHK が 1960 年から 5 年毎に実施している「国民生活時間調査」と総

務省統計局が 1976 年から 5 年毎に実施している「社会生活基本調査（以下、社基調と

いう）」がある。 2006 年に「社基調」では、「調査票 B」の行動分類を有償労働と無償

労働の大分類を新たに組み込み、HETUS の行動分類（表  5.4.3-4）との整合性を考慮し

て項目の見直しが行われ、現在、HETUS と比較できるようになっている。  

多国間生活時間調査（Multinat ional Time Use Study（以下、MTUS という））は、各国

の統計機関に呼び掛けて収集した生活時間統計情報に基づき、生活行動分類に組み替

えてデータベース化したものである。MTUS は、いち早く、欧米諸国、オーストラリア、

南アフリカ、韓国等世界中の国々の生活時間に関する情報の集積拠点を構築し、統一
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された行動分類によるミクロ統計データを提供している点で、国際比較研究にとって

貴重な存在であったという 4 )。今後は、さらに、中国、インド、ペルー、ガーナの情報

も統合すると発表している 8 )。  

 

表  5.4.3-2 国際機関における生活時間に関連するガイドラインやデータベースの一覧  

 

注）各種情報を参考に住環境計画研究所が作成  

 

No. 実施機関 ガイドライン/調査名 実施年 行動分類

1
国連統計局 UNSD
（United Nations 
Statistics Division）

国際統一生活時間分類
International Classification of 
Activities for Time Use 
Statistics（ICATUS）

1997年～
2016年版
（最新）

• 行動分類：大区分12（雇用関連の活動、自己の最終使用のため
の財の生産、世帯及びその構成員のための無償家事サービス、
世帯及びその構成員のための無償ケア提供サービス、無償ボラ
ンティア活動、研修活動や他無償労働、学業、付き合い及びコ
ミュニケーション、コミュニティ参加及び宗教的実践、文化・
娯楽・マスメディア・スポーツ活動、セルフケア及びメンテナ
ンス）

• 当時、生活時間調査をまだ実施していない発展途上国の指針づ
くりが念頭におかれ、活動の国際分類に自給農業、有償・無償
労働等、特に国民経済計算体系（System of National Account:
SNA）を意識して作成

2

国連欧州経済委員会
UNECE
（United Nations 
Economic 
Commission for 
Europe）

統一生活時間ガイドライン
Guidelines for 
Harmonizing Time-Use 
Surveys

2013年

• 統 計 学 者 や 政 策 立案者 に 、 生 活 時 間調 査の 重 要 性 を よ り
良く理解したもらうため

• 各国が生活時間調査を実施する際の調査設計に役立つため
• 国際的相互比較を可能にするため
• 現在30数ヵ国が使用中

3 欧州連合統計局
（Eurostat）

欧州統一生活時間調査の
ガイドライン
Harmonised European Time 
Use Surveys（HETUS）

2000年～
2018年版
（最新）

• 欧州各国は、HETUSガイドラインに準拠（ただし、全く同一で
はない）して、自国で生活時間調査を実施

• 各国の統計局により収集した生活時間調査を欧州統計局が中心
にデータベース化（欧州23か国のデータ収録）

• 行動分類は10の大分類、35の中分類、116の小分類
• 10分毎の生活行動、自記式（10歳以上）

4
オックスフォード大
学・生活時間研究セン
ターCTUR（Centre for 
Time Use Research）

多国間生活時間調査
Multinational Time Use 
Study（MTUS）

1980年
中頃～

• 各国の統計機関に呼び掛けて収集した生活時間統計情報に基づ
き、生活行動分類に組み替えてデータベース化

• 収録されているデータは、国によって異なる（例えば、米国の
場合は1965年からのデータ有）

• 現在は、欧州諸国、米国、オーストラリア、南アフリカ、韓国
が対象国であるが、今後は、中国、インド、ペルー、ガーナー
も追加予定
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表  5.4.3-3 国際統一生活時間分類（ ICATUS）  

 
注） ICATUS の行動分類表を参考に住環境計画研究所が作成  

 
表  5.4.3-4 欧州統一生活時間調査のガイドライン HETUS の行動分類  

 

注）HETUS の行動分類表を参考に住環境計画研究所が作成  

No. 大分類

1 雇用及び雇用関連の活動
Employment and related activities

2 自己の最終使用のための財の生産
Production of goods for own final use

3 世帯及びその構成員のための無償家事サービス（自己使用のためのサービス生産）
Unpaid domestic services for household and family members

4 世帯及びその構成員のための無償ケア提供サービス（自己使用のためのケアサービス生産）
Unpaid caregiving services for household and family members

5 無償ボランティア活動、研修活動及びその他無償労働
Unpaid volunteer, trainee and other unpaid work

6 学業
Learning

7 付き合い及びコミュニケーション、コミュニティ参加及び宗教的実践
Socializing and communication, community participation and religious practice

8 文化・娯楽・マスメディア・スポーツ活動
Culture, leisure, mass-media and sports practices

9 セルフケア及びメンテナンス
Self-care and maintenance

No. 大分類 中分類

1 パーソナルケア • 睡眠、食事、その他のパーソナルケア等

2 労働 • 主業・副業、労働に関する行動等

3 学習 • 学校、大学、宿題、インターンシップ、自習学習等

4 家事

• 食事の準備、皿洗い、備蓄やストック管理、家事、庭掃除、ゴミ分別、洗濯、アイロンかけや服を
畳む等

• ペットの世話、犬の散歩
• 建設・修理・補修、買い物（オンラインショッピング含む）
• 子供の世話、子供への教育・読み聞かせ・会話等

5 無償労働/活動
• ボランティア活動、他の家庭への支援・手伝い
• 無料または少額参加費用の活動
• 宗教活動等

6 社会生活と
エンターテインメント

• 友人宅への訪問
• エンターテインメント・カルチャ
• 休憩、食事会、冠婚葬祭
• SNSを通じたコミュニケーション
• 映画・芸術・図書等

7 スポーツとアウトドア活動 • 各種スポーツ活動、散歩やハイキング、釣り等

8 趣味 • コレクション、芸術、インターネット関連等

9 マスメディア • 読書、テレビ・ビデオ鑑賞等

10 移動とその他 • 出勤・退勤、通学、買い物に関する移動、子供送迎、レジャーに関する移動等
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b.  世界各国の生活時間統計や調査の一覧  

i )  北米、欧州、オセアニア地域  
米国では、労働省労働統計局が 1965 年から American Time Use Survey（ATUS） 9 )を

実施しており、 2003 年以降は、毎年、調査結果を公表している。 2003 年には約 2 万人

を対象に調査を実施したが、 2014 年から 2019 年の間は毎年、約 9,500 人から 14,000

人の調査規模になっている。行動分類は大分類 17 種類と小分類数百種類の構成になっ

ており、生活行動を 10 分毎に自記式で回答してもらったデータが格納されている。  

カナダでは、カナダ統計局が 1985 年から 5 年毎に生活時間調査（ General Social  
Survey-Time Use）1 0 )を実施しており、最新調査年の調査規模は約 6 万世帯（ 1 世帯から

1 人を対象）である。調査票の行動分類は、HETUS を参考に作成している。  

欧州諸国では、前述のように、HETUS7 )ガイドラインの行動分類に準じて、自国の統

計機関や研究機関が生活時間調査を実施している。調査頻度や調査規模は国により異

なり、また、調査日数については、多くの国では日記式で 24 時間或は 48 時間（連続

した 2 日）の行動を 10 分刻みで調査票に記入する方法を採用している。  
オーストラリアでは、国の統計局が 1992 年から 2006 年の間に 3 回の生活時間調査

（Time Use Survey）11 )を実施しており、調査票は簡易版と詳細版に分けて、48 時間の行

動を簡易版では 5 分毎、詳細版では 62 種類の行動について 15 分毎に回答してもらっ

ている。また、ニュージーランドでは 1989 年 /90 年と 2009 年 /10 年の 10 年毎に 2 回の

生活時間調査（Time Use Survey） 1 2 )を実施している。  

 
表  5.4.3-5 各国の生活時間統計や調査一覧（北米・欧州・オセアニア編）  

 
注）各国の生活時間調査の関連資料を参考に、住環境計画研究所が作成  

 

No. 国 調査機関 調査名 実施年/
頻度 調査規模/調査対象 備考

1 米国 米国労働省/
労働統計局

American Time 
Use Survey
（ATUS）

1965年～
2003年以降
は毎年結果

公表

• 調査年によって異なる
• ここ数年は毎年約1万人

（15才以上）
• 2003年～2019年で計21

万人

• 行動分類：大分類17
• 調査日数：1日
• 生活時間記入の単位：10分毎

2 カナダ カナダ統計局
General Social 
Survey-Time Use 
(GSS)

1985年～
5年毎

• 2015-16調査：6.15万世
帯（15才以上、1世帯か
ら1人を対象）

• 行動分類：大分類9（HETUS
を参考に分類）

• 調査日数：1日
• 生活時間記入の単位：10分毎

3 欧州 各国の統計局や
研究機関

各国のTime Use 
Survey

国により
異なる

• 国により異なる
（例：イギリスは1.4万人、
フランス：1.5万人、ドイ
ツ：1.3万人）

• 行動分類：欧州連合統計局
（Eurostat）のHETUSガイド
ラインに準じた行動分類

• 調査日数：国により異なる
（1日、2日、3日、1週間等）

• 生活時間記入の単位：10分毎
• Eurostatが欧州23ヵ国のデー

タを公表

4 オースト
ラリア

オーストラリア
統計局 Time Use Survey

1992年、
1997年、
2006年

• 2006年調査：約3,643世
帯の7,000人（15才以
上）

• 行動分類：大分類11
• 調査日数：連続2日

5 ニュージー
ランド

ニュージーラン
ド統計局 Time Use Survey 1989/90、

2009/10
• 約8,500人

（12才以上）

• 行動分類：大分類4、中分類
11、小分類71、細分類126
（New Zealand Activity 
Classification for the Time 
Use Surveyに準じた行動分
類）

• 調査日数：連続2日
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i i)  東アジア地域  

日本以外の東アジア諸国でも、生活時間調査が定期的に行われている。  
中国では、これまで、2008 年と 2018 年に 2 回の「時間利用調査」1 3 )を実施している。

直近の 2018 年では、北京市や上海市の 2 つの直轄市と河北省、黒竜江省、浙江省、安

徽省、河南省、広東省、四川省、雲南省、甘粛省の 9 つの省の都市部と農村部に分け

て、約 2 万世帯の 15 才以上の 4.86 万人を対象に調査を実施している。行動分類におい

ては、大分類 20（睡眠・休憩、身支度＜洗顔・沐浴、化粧・散髪・エステ、トイレ、

喫煙など＞、飲食、仕事、家庭内生産＜農業・漁業・畜産業等職種や活動別の生活時

間＞、家事や家のメンテナンス、子供の世話、子供の塾通いのための送迎、介護、シ

ョッピング・サービス、通院、公益活動、トレーニング、ラジオ・音楽・テレビ視聴、

読書、レジャー・エンターテインメント、社会活動＜学校行事、冠婚葬祭、宗教活動、

SNS 関連等＞、学校などの施設での学習、スマホ・タブレット・オンライン学習、移

動時間）が含まれている。  

韓国でも日本と同様に、韓国放送公社 KBS（日本の NHK）が 1981 年から 1995 年の

間に「国民生活時間調査」 1 4 )を計 6 回実施した。その後、国民の 24 時間の生活活動お

よび意識に対する資料を収集し、国民の平均的な生活様式を把握することを目的に、

韓国統計庁が 1999 年から 5 年毎に、「韓国の生活時間調査」を実施している。調査結

果は、国民の生活の質、仕事と家庭の両立、家事などの無償労働の経済的価値の評価、

各種福祉、文化、交通の関連政策、ならびに学術研究等の基礎資料として活用されて

いる。調査票は、世帯関連（ 12 項目）、個人関連（ 14 項目）、時間日誌（ 11 項目）の 3
部構成になっており、国際比較ができるように行動分類を設定している。  

 

表  5.4.3-6 各国の生活時間統計や調査一覧（東アジア編）  

 
注）各国の生活時間調査の関連資料を参考に、住環境計画研究所が作成  

 

No. 国 調査機関 調査名 実施年/
頻度 調査規模/調査対象 備考

1 日本

NHK 国民生活時間調査 1960年～
5年毎

• 1.26万人
（10才以上）

• 行動分類：大分類4、中分類5、
小分類27

• 調査日数：連続2日
• 生活時間記入の単位：15分毎

総務省
統計局 社会生活基本調査 1976年～

5年毎
• 調査票A：約18万人
• 調査票B：約1万人

（10才以上）

• 行動分類：調査票A20、調査票
Bは大分類6、中分類22、小分
類85（HETUSの行動分類との
整合性を考慮、国際比較可能）

• 連続2日
• 生活時間記入の単位：15分毎

2 中国 中国国家
統計局

時間利用調査
※全国規模の調査ではない

2008年、
2018年

• 2018年：約2万世帯の
4.8万人（15才以上）

• うち、都市部は約
61％、農村部は約
39％

• 対象地域：11省/市
• 行動分類：大分類20
• 調査日数：1日（24時間）
• 生活時間記入の単位：15分毎

3 韓国 韓国
統計庁 生活時間調査 1999年～

5年毎

• 調査年により異なる
• 2019年：約1.24万世

帯の2.9万人（10才以
上）

• 行動分類：大分類11
• 調査日数：1日（24時間）
• 生活時間記入の単位：10分毎
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i i i)  他の地域  

表  5 .4.3-7 は、国連統計部が整理している世界 85 ヵ国の生活時間統計や調査の取り

まとめ資料を参考に、アジア諸国（東アジア以外）や南米、アフリカにおける生活時

間調査の概要を整理したものである。  

試験的に調査を実施する国もあれば、タイ、イラン、南アフリカでは 5 年～ 10 毎に

定期的に実施している場合もある。  

 

表  5.4.3-7 各国の生活時間統計や調査一覧  
（南アジア・東南アジア・西アジア編、南米・アフリカ編）  

 

 
注）国連統計部 (United Nations Stat is tics  Divis ion)の Time-use Stat is t ics に基づき、住環

境計画研究所が作成  

No. 国 調査機関 調査名 実施年/頻度 調査規模や調査対象等

1 インド 統計・事業
実施省 Pilot Time Use Survey 1998-99年 • 対象地域：6つの州の都市部と農村部

• 約1.86万世帯（6才以上）

2 インドネシア 中央統計庁 Pilot Time Use Survey 1998-99年、
2004年、2005年

• 1998-99調査：1.2万世帯（10地域と12つの省）
• 2004調査：約1,000世帯（5都市）、15才以上
• 2005調査：360世帯（4つの省）、10才以上

3 タイ 国家統計局 Time Use Survey 2001年、2004年、
2009年、2014年

• 行動分類：ICATUSに準じた行動分類
• 2014調査：約8.4万世帯（6才以上）

4 フィリピン 国家統計局 Pilot Time Use Survey
（TUS） 2000年 • 調査日数：1日（24時間）

• 240世帯の960人

5 マレーシア
女性・家族
開発省と統
計局共同

Unpaid work survey 2003年 • 調査日数：連続2日
• 3.2万人（15才～64才）

6 イラン イラン統計
センター

Time Use Survey in Urban
Areas

2008-2009年、
2014-2015年

• 行動分類：ICATUSに準じた行動分類
• 2008-2009調査：3,220世帯
• 2014-2015調査：4,228世帯（15才以上）

7 イラク
イラク統

計・情報技
術センター

Time Use Survey in Iraq as 
Module of Iraq Household 
Socio-Economic Survey-
HSES

2007年 • 調査日数：1日
• 約1.8万世帯の2.5万人（10才以上）

8 カタール 開発計画・
統計省 Time Use Survey 2012-13年 • 約1.8万人（15才以上）

No. 国 調査機関 調査名 実施年/頻度 調査規模/調査対象

1 アルゼンチン

経済・統計
部と大学

Time-use and Volunteer 
Activities Survey 2010年 • 1,000世帯（15才以上）

研究機関
1a Encuesta sobre 
Trabajo No Remunerado 
y Uso del Tiempo 2013

2013年 • 約6.5万人（18才以上）

研究機関
Encuesta de uso del 
tiempo en Encuesta 
Anual de Hogares 2005

2005年
• 行動分類：ICATUSに準じた行動分類
• 2005調査：件数は不明（15才～74才）
• 生活時間記入の単位：30分毎

2 ブラジル
ブラジル

地理統計院
（IBGE）

Pilot Time use survey 2009年
• 行動分類：ICATUSに準じた行動分類
• 調査日数：1日
• 約4万サンプル（10才以上）

3 チリ 国立統計
研究所

Encuesta sobre el Uso 
del Tiempo (EUT) 2008年 • 行動分類：ICATUSに準じた行動分類

• 1,571世帯（12才以上）

4 南アフリカ 統計局 Time Use Survey 2000年、
2010年

• 2000年調査は約1万世帯、2010年調査は3万世帯
（10才以上）

5 エチオピア 中央統計局 Ethiopian Time Use 
Survey 2013年

• 行動分類：ICATUSに準じた行動分類
• 調査日数：1日
• 約2万世帯（10才以上）

6 ガーナ 政府統計局 Ghana Time Use Survey 2009年
• 行動分類：ICATUSに準じた行動分類
• 調査日数：1日
• 4,800世帯（10才以上）
• 生活時間記入の単位：60分毎
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②  家電製品に関連する統計や調査  

各種家電製品の普及状況や使用状況においては、欧米諸国、および東アジア諸国（中

国、韓国）を対象に、各国が実施している家庭部門のエネルギー消費に関する統計や

調査から、関連データの有無を確認する。  

米国では、 1978 年から、米国エネルギー省（ DOE）エネルギー情報局（ EIA）が、

Residentia l Energy Consumption Survey（以下、RECS 1 5 )という）という家庭用エネルギ

ー消費統計を継続的に実施している。RECS では、電化製品、暖房器具、冷房器具、台

所用、給湯器、その他家電の 6 大分類の計 38 種類の機器、および車両について保有台

数別・車種別に詳細情報が収録されている。  

カナダは、カナダ天然資源省 /エネルギー効率局（NRCan）が 1994 年より、約 1.3 万

世帯を対象に Households and the Environment Survey (HES)1 6 )を実施しており、 20 数種

類の家電製品や照明、車両別の保有台数、使用状況、容量や設定状況等のデータが収

録されている。  

欧州では、各国の統計局や研究機関を中心に家庭用エネルギー消費統計や調査を実

施している国がある一方で、Enerdata 社は Odyssee1 7 )と呼ばれる EU 加盟国のエネルギ

ー効率データベース（産業、民生、運輸部門とサービス部門の最終用途別エネルギー

効率指標、さらに詳細なエネルギー消費データ等）を有料で提供している。  

イギリスでは、Energy Consumption in the United Kingdom1 8 )という家庭用エネルギー

消費調査が 1970 年から実施されており、家電製品のストック台数以外に EuP 指令

（ 2009/125/EC）に基づいた試験手順に準じて計測された一部機器の消費電力量や待機電

力の計測値も入手することができる。  

日本においては、過去の成果報告書（H31 年度の成果報告書の 5.5 節）に記載されて

いるように、全国消費実態調査と家庭部門の CO 2 排出実態統計調査（以下、家庭 CO2

統計という）の公的ミクロデータを活用して、主要耐久消費財の保有台数や使用時間

等を整理しているため、ここでは割愛する。  

中国においては、1981 年から国家統計局が 2 年毎に実施している「中国統計年鑑 1 9 )」

に家電製品や車両の保有台数が収録されている。  

韓国では、日本の家庭 CO2 統計とほぼ同時期の 2009 年より家庭用エネルギー消費実

態調査（Household Energy Consumption Survey2 0 )）が毎年実施されており、34 種類の家

電製品、照明、車両別の保有台数、使用時間または使用頻度、容量やサイズ、エネル

ギー効率、スマート家電か否かの指標も収録されている。  
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表  5.4.3-8 各国の家庭用エネルギー消費統計・調査における家電製品の関連指標  

 

 

③  ネットショッピングに関連する統計や調査  

ネットショッピングにおいては、日本国内の関連情報のみ収集する。  

経済産業省が継続的に実施している「電子商取引実態調査 2 1 )」では、企業及び消費

者における電子商取引利用の発展・拡大による経済社会の変化や影響等を分析するこ

とを目的としている。主な調査項目として、物販系、サービス系、デジタル系の 3 つ

の分野の企業間及び消費者向け電子商取引の市場規模、電子商取引化率、企業・消費

者における電子商取引の利活用動向などが挙げられる。中には、個人の消費動向とし

て、「財（商品）」および「サービス」の側面から個人消費の動向を捕捉しており、家

計調査をもとに、1 世帯あたりの財（商品）およびサービス支出の年間支出金額も公表

している。  
シェアリングエコノミーの市場規模等を明らかにするとともに経済社会への影響等

に関する定量的な検討を行うための基礎資料を得ることを目的に、「シェアリングエコ

国 調査機関 統計/調査名 実施年/頻度 対象機器 関連指標

米国 エネルギー省/
エネルギー情報局

Residential Energy 
Consumption 
Survey (RECS)

1978年～現在
1993年以降は4年毎
最新調査年：2015年

• 電化製品（16品目）：洗濯機、衣類乾燥
機、テレビ・周辺機器、PC・モニター、
プリンタ、ファックス、コピー機、加湿
器、除湿器、電気ポンプ、カーヒーター、
水槽、蒸発冷却器、ステレオ、電話機

• 暖房器具（4品目）：サーモスタット、セ
ントラル暖房機器、暖炉

• 冷房機器（3品目）：サーモスタット、セ
ントラル冷房機器、シーリングファン

• 台所用（10品目）：コンロ、オーブン、
電子レンジ、屋内外グリル、トースター、
コーヒーメーカー、食器洗い機、冷蔵庫、
冷凍庫

• 給湯器（2品目）：貯湯式・瞬間式別
• その他（6品目）：照明、温水プール、温

水浴槽、窓の数、窓ガラスの種類
• 車両：車種別・保有台数別

• 保有台数
• 使用頻度/時間
• 容量、機能、設定状況等
• 購入時期
• energy star適否
• 車両については、台数、年

式、メーカー、モデル、購
入時期、走行距離

カナダ
カナダ天然資源省
/エネルギー効率
（NRCan）

Households and 
the Environment 
Survey (HES) 
(Survey of 
Household Energy 
Use (SHEU))

1994年～現在
2007年以降は毎年
最新調査年：2019年

• 電化製品（23品目以上）：冷蔵庫、冷凍
庫、コンロ、オーブン、電子レンジ、食
器洗い機、洗濯機、衣類乾燥機、加湿器、
除湿器、シーリングファン、換気、テレ
ビ・周辺機器、携帯、ホームシアター、
ステレオなどの音響機器、タブレット、
ノートPC、プリンター、スキャナー、固
定電話、ルーター、他

• 暖房器具
• 照明（部屋別・種類別）
• 車両（種類別）
• 給湯器
• 省エネ改修や高効率機器の導入状況

• 保有台数
• 使用頻度/使用時間
• 容量、設定状況等

欧州 Enerdata社
エネルギー効率デー
タベー（Odyssee）
欧州31ヵ国のデータ
収録

1990年～現在
毎年データ更新
最新調査年：2020年

• 6品目（テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、エアコ
ン、洗濯機、食器洗い機）

• 台数普及率
• ストック台数

英国
ビジネス・エネル
ギー・産業戦略省
（BEIS）

Energy 
Consumption in 
the United 
Kingdom (ECUK)

1970年～現在
毎年データ更新
最新調査年：2019年

• 冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、
ドライヤー、食器洗い機、テレビ、PC、
オーブン、IHコンロ、掃除機、セントラ
ルヒーティング（暖房）

• 照明（種類別）

• ストック台数
• エネルギー効率ラベル適否
• 機器別消費電力量と待機電

力（テレビ、小型キッチン
設備、テレビ、ビデオ）

中国 中国国家統計局
（NBS） 中国統計年鑑

1981年～現在
2年毎実施
最新調査年：2019年

• 洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ、カラーテ
レビ、エアコン、温水器、レンジフード、
携帯電話、パソコン、カメラ

• 車両、バイク、電動アシスト自転車

• 台数普及率（都市・農村別、
直轄市・省別）

韓国
韓国エネルギー
経済研究員
（KEEI）

家庭用エネルギーパ
ネル調査
（旧家庭用エネル
ギー消費実態調査）

2009年～現在
毎年データ更新
最新調査年：2019年

• テレビ、洗濯機及び衣類乾燥機、エアコ
ン、扇風機、冷蔵庫、冷凍庫、冷蔵・冷
凍庫、食器洗い機、PC、炊飯器、掃除機、
空気清浄機、その他（34種類）

• 照明
• 車両

• 台数
• 使用時間/使用頻度

容量/サイズ、消費電力、
エネルギー効率、スマート
家電適否
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ノミーに関する実態調査 2 2 )」が実施されている。具体的には、①モノを出品し、購入

又は賃貸を希望する利用者をマッチングする事業、②場所を提供し、一時的な利用を

希望する利用者をマッチングする事業（ただし、民泊の仲介事業は除く）、③スキルや

能力を提供し、活用を希望する利用者をマッチングする事業における事業開始年月、

年間取引額、年間手数料収入額等を調査項目としている。  

総務省が実施している「家計消費状況調査 2 3 )」では、インターネットを利用した購

入状況として、世帯における世帯主、配偶者、その他の世帯員別に、毎月のインター

ネットを利用した商品・サービスへの支出（ネットショッピング）の総額及び内訳と

して商品・サービス 22 品目（食料、贈答品、衣類・履物、家電、旅行関係費、家電・

家具、チケット、チケット以外の教養関係費＜書籍、音楽、映像ソフト、パソコン用

ソフト等＞、保険・医療＜医療品と健康食品＞、保険、その他＜化粧品、自動車関係

用品等＞等）について調査している。  

「通信利用動向調査 2 4 )」は世帯及び企業における情報通信サービスの利用状況等につ

いて調査している。世帯や個人のインターネット利用状況として、スマートフォン、

パソコン、タブレット、インターネットに接続できるテレビ、家庭用ゲーム機、携帯

電話のインターネット利用機器の利用状況、世帯別の主な情報通信機器の保有状況、

ソーシャルネットワークサービスの利用動向が項目として挙げられている。また、産

業別のテレワークの導入状況、導入形態（モバイルワーク、在宅勤務、サテライトオ

フィス勤務）のデータも格納されている。  

また、日本通信販売協会 2 5 )においては、当協会会員 428 社（ 2019 年度時点）を対象

に、衣類品、家庭用品、雑貨、食料品、通信教育・サービス、その他の 6 つの商品分

類について、業界全体の通信販売市場の売上高調査を年 1 回実施している。  

 



 

 - 359 - 

表  5.4.3-9 国内のネットショッピングに関する統計 /調査  

 
 

④  その他  

ビッグデータを使用することで、昼間 /夜間人口密度や移動需要の検討に資する可能

性があることから、民間企業が実施している関連調査を以下の通り整理する。  

モバイル空間統計 2 6 )は、“いつ”“どんな人が”“ドコから”“ドコに”動いたか分か

る、全国の 1 時間ごとの人口分布の時間変動とその属性分布データが収録されている

新たな人口統計である。本統計を用いて、「性別」「年代」「居住エリア」「国・地域」

などの切り口から人口を分析、また、エリアの特徴（分布）や人々の動き（移動）を

時間帯ごと（推移）に把握することができる。  

統計/調査 概要

電
子
商
取
引
実
態
調
査

• 実施主体：経済産業省

• 実施開始時期/頻度：1998年～毎年

• 調査項目
✅企業および消費者向けの分野別電子商取引の市場規模、企業・消費者における電子商取引の利活用動向など

（BtoC-EC、CtoC-EC、BtoB-EC、越境EC）
① 物販系分野：食品、飲料、酒類、生活家電、PC、書籍、化粧品、生活雑貨、家具、衣類、自動車‥等
② サービス系分野：旅行、飲食、チケット販売、金融、理美容、医療、保険‥等
③ デジタル系分野：電子書籍、有料音楽や動画配信、オンラインゲーム‥等

シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー

に
関
す
る
実
態
調
査

• 実施主体：経済産業省

• 実施開始時期/頻度：2019年/1回限り

• 調査手法：郵送調査、オンライン調査

• 調査項目：以下に示す3つの事業別の年間取引件数や金額‥等
✅提供者がモノを出品し、購入又は賃貸を希望する利用者をマッチングする事業：個人・自動車やバッグ、法人・設備
✅提供者が場所を提供し、一時的な利用を希望する利用者をマッチングする事業：法人・自社会議スペースや駐車場
✅提供者が空き時間にスキルや能力を提供し、活用を希望する利用者をマッチングする事業：家事代行、育児や介護

家
計
消
費
調
査

• 実施主体：総務省

• 実施開始時期/頻度：2002年～毎月

• 調査項目
✅世帯の状況に関する事項

①世帯に関する事項、②電子マネーの利用状況
③インターネットを利用した購入状況（世帯人員別の商品・サービスの購入金額、最も多く購入に使用した機器＜媒体＞）

✅毎月の特定消費等に関する事項
①世帯に関する事項（前月の変更）、②特定の商品・サービスの購入金額
③インターネットを利用した商品・サービスの購入金額（宿泊、食料、家電、衣類、保険などの商品・サービス別の購入金額）

通
信
利
用
動
向
調
査

• 実施主体：総務省

• 実施開始時期/頻度：世帯調査は平成2年～毎年、企業調査は平成5年～毎年

• 調査項目（世帯調査と企業調査）：
✅通信サービスの利用状況、情報通信関連機器の保有状況等（インターネットの利用目的・用途としてネットショッピングの

利用率データはあるが金額はない、産業別テレワーク導入状況、テレビ等でのインターネット接続状況‥等）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
信
販
売

利
用
実
態
調
査※

有
料

• 実施主体：公益社団法人 日本通信販売協会（JDMA）

• 実施開始時期/頻度：2008年～毎年

• 調査項目：通信販売の利用状況（回数、金額、商品、販売会社、利用目的、今後の利用意向など）、宅配ボックスの利用状況、
インターネット利用頻度（オークションやフリマサイトの利用頻度など）‥等
※品目別の通信販売売上高の月別データ有
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また、wifi 人口統計データ 2 7 )は、wifi の接続情報を基にした人流解析データで、人々

がどんな場所に行っているかなどの行動を把握することができ、ダイナミック情報を

マーケティングや人流解析に活用するためのビッグデータである。  

 

表  5.4.3-10 人流や移動に関するビックデータ  

 
 

(3)  まとめ  

本節では、生活行動とエネルギーに関する既往研究および既存の統計情報を収集し、

整理を行った。  

 

①  生活行動とエネルギーに関する既往研究の情報収集  

本節 (1)では、生活行動とエネルギーに関する既往研究として、2020 年に発表された

2 つのレビュー論文を日本語化して知見の調査・整理を行った。  

主な知見を以下に示す。  
a .  テレワークによるエネルギー消費量への影響に関するレビュー論文  

•  39 件の研究うち、テレワークによりエネルギー消費量の削減を示唆しているの

は 26 件で、エネルギー消費量の増加又は変化しないことを示唆しているのは 8

件である。  

•  エネルギー削減の主な要因は、通勤のための移動距離の短縮であり、オフィス

のエネルギー消費量の削減にも寄与する可能性がある。しかし、より広範囲の

影響を考慮している研究では、削減効果は低く評価される傾向にある。  

  仕事以外の移動や家庭でのエネルギー消費量の増加は、仕事での移動の減

少によるエネルギー消費削減量を上回る可能性がある。  

•  リバウンド効果については以下の 3 つが挙げられている。  

  居住地の変化に伴う通勤距離の増加  

  テレワークの導入は、居住地の長期的変化を誘発する可能性があり、

テレワーカーは非テレワーカーより通勤時の移動距離が長い傾向にあ

るため、テレワーク勤務日に通勤距離を削減することで得られる効果

統計/調査 概要

N
TT

ド
コ
モ

（
モ
バ
イ
ル
空
間
統
計
）

• 概要：ドコモの携帯電話ネットワークのしくみを使用して作成される人口の統計情報/日本全国の1時間ごとの人口分布
✅いつ・どんな人：人口分布の時間変動とその属性（性・年代）分布データ
✅ドコからドコへ：ドコ（居住地）から、どれだけの人が来ているか（国内＆訪日外国人）

• 活用分野：商圏分析、観光客の調査、広告エリア選定、出店のエリア選定、販売促進プロモーション、防災計画‥等

W
i-Fi

人
口
統
計
デ
ー
タ

• 実施主体：国際航業株式会社

• 概要：wi-fiの接続情報を基にした人流解析データで、人々がどんな場所やお店に行っているかなどの行動を把握可能
（ダイナミック情報をマーケティングや人流解析に活用するためのビッグデータ）

• 活用分野：商圏分析、顧客分析、回遊調査、人流計測、観光/防災

• 調査項目：詳細は不明※資料請求する必要有
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は、オフィス勤務日における長距離の通勤移動によって、部分的また

は完全に相殺される可能性がある。  
  仕事以外の移動の増加  

  テレワークは仕事以外の移動を促進する可能性があり、通勤していな

い労働者は、通勤の途中での効率的な移動ができないため、仕事以外

の行動のため特定の移動が必要となる。日々の通勤の回避による移動

距離の削減は、テレワーカーが仕事以外の移動を追加的に行うことで、

部分的または完全に相殺される可能性がある。  
  世帯内の移動動態による仕事以外の移動への影響  

  片働き世帯では、テレワークの頻度が高ければ高いほど、すべての移

動手段、特に車による移動量が多くなる。就労者 1 人当たりの車の所

有率が低い（ 1 台未満）の世帯では、世帯主が在宅勤務を行うと、他世

帯員の車の使用量が増加するという副次的な影響が確認されている。  

b.  物品のデジタル化によるエネルギー消費量への影響に関するレビュー論文  
•  31 件の研究のうち 1 件を除いて、すべてがライフサイクル分析を用いている。

これらの研究では、直接効果と代替効果によって、電子出版物、電子ニュース、

デジタルミュージックにおける潜在的なエネルギー削減の可能性が示唆されて

おり、また電子業務処理、ストリーミングビデオ・ゲームからも前者よりは少

ないがエネルギー削減の可能性が示唆されている。  

  しかしながら、主要な変数（ユーザーデバイスの寿命やエネルギー効率、

個人移動の代替の程度、物的製品やデジタル製品のユーザー数など）に対

する仮定次第では、ライフサイクルでのエネルギー消費量が増大するなど、

推定結果は大きく異なる可能性がある。  

  ほとんどの研究では、デジタル製品が材料製品を完全に代替すると仮定し

ており、それらすべてでリバウンド効果が考慮されていない。  

 
②  生活行動とエネルギーに関する統計の情報収集  

本節 (2)では、①生活時間、②家電製品などの普及・使用状況、③ネットショッピン

グの利用状況、④人流の解析データから人々の移動需要を把握できるビッグデータに

ついて、国内外の既存統計から入手可能なデータの有無を確認した。これらの統計デ

ータは、家庭の財・サービス需要シナリオの構築に向けた分析フレームワークの各項

の設定を検討する際に参考材料となり得ると考えられる。  

a.  生活時間に関する統計情報  

生活時間に関する統計情報として、国連や eurosta t など国際機関が、各国の生活時間

調査を順調に進めるため、かつ国レベルでの生活時間を比較できるように、調査設計

の要領や生活行動分類についてガイドラインを提供しており、これらのガイドライン

を参考に、世界各国で生活時間調査を実施している。国連統計部が取りまとめている

世界 85 ヵ国の生活時間に関する統計や調査概要をみると、先進国に限らず、発展途上

国においても、生活時間に関する関連データの存在が確認できた。  
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b.  家電製品に関する統計情報  

家電製品や車両の保有状況および使用状況においては、欧米や東アジア諸国が実施

している家庭用エネルギー消費に関する統計や調査から、関連データの有無を確認し

た。今回の対象国の中、多くの国においては、保有状況および使用状況に関する統計

データが存在することが確認できた。  

c .  ネットショッピングに関する統計情報  

ネットショッピングに関する統計や調査においては、日本の関連情報のみ収集して

おり、商品やサービスの細分類別の市場規模や利用状況を収録されていることが確認

できた。必要に応じて、今後は欧米やアジア諸国においても関連情報の有無について

確認したい。  

d.  その他統計情報  

その他の情報として、人流のビッグデータを用いて人々の移動需要を予測するよう

な国内の民間事業者が公表している統計について確認した。必要に応じて、今後は欧

米やアジア諸国においても関連情報の有無について確認したい。  
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5.4.4 with/after コロナの生活行動に与える影響の情報収集  

(1)  はじめに  
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は 2019 年末に中国で初の報告がなされて

以 降 、 世 界 中 に 感 染 が 拡 大 し 、 社 会 に 甚 大 な 影 響 を 与 え て い る 。 Johns Hopkins  

Coronavirus  Resource Center1 )によると、 2021 年 2 月 12 日時点で、世界の感染者数は 1

億人超で死者数は 236 万人超となっている。日本では 2020 年 1 月 16 日に初の感染事

例が報告されて以降、先ず大都市を中心に拡大し、その後徐々に全国各地に拡大した。

国内の感染者数は、同じく 2021 年 2 月 12 日時点で 33 万人超、死者数は 4,300 人超と

なっている。 2021 年 2 月現在、世界ではワクチン開発が進んでおり、一部の国では接

種も開始されてはいるものの、未だ収束の目途は経っておらず、長期化が予想されて

いる。  

感染拡大に伴い、世界各国で様々な拡大防止策が取られ、都市封鎖（ロックダウン）

が発令された国々もある。日本でも 2020 年 2 月 27 日に全国の小中学校、高等学校、

特別支援学校が臨時休校となり、その後全国を対象とした緊急事態宣言が発令され、

不要不急の外出や店舗等の営業に対する自粛要請等がなされた。その後 5 月末に宣言

は解除されたが、うがい、手洗いや 3 密（密集、密接、密閉）回避の徹底等を実践す

る「新しい生活様式」が求められ、人々の生活は様々な場面で急激かつ大幅に変容を

迫られた。  

COVID-19 の感染拡大はエネルギー消費にも大きな影響を与えている。IEA 2 )は、2020

年の世界のエネルギー需要が 2019 年比で 5%減少すると予測している。エネルギー種

別には化石燃料（石炭および石油）の消費量が最も大きな影響を受け、最も影響の小

さなエネルギーは再生可能エネルギーであるため、 2020 年の世界の CO2 排出量は 7%

近く減少すると予想している。また、 2020 年の世界のエネルギー部門の設備投資は前

年比 18%減少し、新規の石油・天然ガス供給への投資に大きな影響が及び今後数年間

のエネルギー市場に大きな影響を与えると予想している。  

家庭部門のエネルギー消費については、Russel l 3 )が Oracle 社の米国内の顧客情報から

消費電力データを分析し、ロードカーブにおける朝のピークが遅れ、日中のエネルギ

ー消費量が増加していること、光熱費は前年比 50%以上増となった世帯が 38%に上り、

低所得者層とそうでない層を比較しても同様の傾向が窺えることを報告している。日

本国内については、住環境計画研究所 4 ) , 5 )が、総務省家計調査の月次報告を用いて、二

人以上世帯における家庭内エネルギー（電気、都市ガス、プロパンガス、灯油）消費

量を分析しており、我が国の家庭部門における二人以上世帯のエネルギー消費量は、

2020 年 4～ 6 月四半期に前年同期間比 3.2％、同 7～ 9 月四半期に 3.7％それぞれ増加と

なっており、その大半は気温変化の影響では説明できない、という結果となっている。

（図  5 .4 .4-1 参照）。また住環境計画研究所とインテージが共同で実施した調査 6 )では、

集合住宅に住む単身世帯では在宅勤務実施がエネルギー消費量に与える影響が大きい

という結果となっている。しかしこの増加の要因は構造的には明確ではない。在宅勤

務の増加や外出自粛による在宅時間の増加等がエネルギー消費量の増加の理由に含ま

れていると考えられるが、その定量的な影響評価は現状では難しい。  
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内閣府は、国内居住のインターネットパネル登録モニターを対象にオンライン調査

を実施し（ 2020 年 5 月 25 日～ 6 月 5 日、回収数 10,128 件） 8 )、COVID-19 感染拡大下

における生活や行動の意識の変化について調査している。その結果、仕事の状況や働

き方については主に以下の変化が確認されている。  

 

•  仕事よりも生活を重視するように変化した割合が半数で、仕事重視は 5％に留ま

る。  

•  小売業、農業漁業、医療・福祉・保育関係等の業種でテレワーク 4実施率が低

い。また、正規雇用者に比べ、非正規雇用者のテレワーク実施率は半分以下の

水準となっている。地域別に見ると、東京圏と比べ地方圏でのテレワーク実施

率は約半分程度の水準となっている。  

•  テレワーク実施率の高い業種において、テレワークの実施により労働時間が減

少しているが、生産性 5の向上には寄与していない。  

•  今後のテレワーク利用意向が高く、完全テレワークから部分的なテレワーク導

入までを含め、何らかの形でテレワークを利用したいと考えている人の割合は

約 4 割となっている。  

 

これより、日常における優先順位で仕事を重視する割合が減少し、労働時間が減少

したことが窺える。本調査の調査時期は、全ての都道府県で緊急事態宣言が解除され

た 5 月 25 日からの 2 週間弱という時期で、新たな勤務環境に徐々に慣れ始めてはいる

ものの、未だ初期の課題が多く残っている時期と考えられる。本調査ではテレワーク

の実施が（主観的）生産性に寄与していないとの結果があるが、これは新たな環境へ

の順応の問題を含んでいると考えられるため、テレワークと生産性の関係については

継続的な結果の確認が必要と考えられる。一方で、負の影響を感じながらも、テレワ

ークの利用意向は高いことから、テレワークの after コロナ期においてもテレワークの

実施傾向は継続するものと考えられる。ただし、職種や雇用形態、地域によってテレ

ワークの実施状況にはばらつきがあることから、一様な導入には様々な障壁があるこ

とが窺える。  

 

大久保らは、感染拡大による全国の就業者の働き方、生活、意識の変化や、業務へ

の影響等の実態を捉えることを目的に、全国の満  15 歳以上の就業者を母集団とした

調査を実施し（日経リサーチ提携モニターの中の就業者が対象で、調査期間は 2020 年

6 月 5 日～ 6 月 18 日、サンプル数は 12,138 件） 9 )、以下の結果を得ている。  

 
4   一般社団法人日本テレワーク協会の定義によると、テレワークとは、情報通信技術を活用した、

場所や時間にとらわれない柔軟な働き方を指し、働く場所によって、自宅利用型テレワーク（在

宅勤務）、モバイルワーク、施設利用型テレワーク（サテライトオフィス勤務など）の 3 つに分

けられる。しかし COVID-19 感染拡大下で実施しているテレワークはほぼ全て在宅勤務と考え

られる。  
（参考）一般社団法人日本テレワーク協会 HP,  h t tps : / / jap an - t e l ework .or. jp / tw_ about -2 / ,  ( accessed  
2021-01-21 ) .  

5   ここでいう「生産性」は、経済学で扱われるような定量的に計量可能なものではなく、労働者

の作業への集中度のような主観的なものであると考えられる。  
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•  テレワークの実施により減少した項目として最も高いのは、「同僚や社外の人と

のコミュニケーションのしやすさ」で 28%、次いで、「仕事のアドバイス・相談・

指導を行ったり、受けること」22％、「組織・事業としての結束や一体感」22%、

「趣味、社会活動、ボランティア活動」 17%など、社員間や市民間のインタラク

ションが必要とされる項目で減少が大きい。  

•  逆に増加した項目として最も高いのは「家族とのコミュニケーション」19%、次

いで「リラックスした環境での業務」16%、「仕事中の何もしていない時間」15%
と、家族との時間やリラックスしたマイペースな就業に関する項目で増加が目

立つ。  

•  一方で、変化についての調査項目全てにおいて「どちらともいえない、変化な

し」と答えている人が 70%程度見られる。  

•  2020 年 6 月時点で、週 1 回以上テレワークをしたいと回答した人の割合は  52％、

逆に「毎日出勤したい」と答えた人は、半数未満。性別による違いはみられな

いが、若い人ほどテレワークによる勤務を希望している（ 50 代以上では、「毎日

出勤したい」人は過半数）。  

•  男女間でテレワーク利用率には大きな差がある（男性の方が高い）。  

•  テレワーク利用者の 86％は週 1 回以上のテレワークを希望している。  

•  2020 年 3 月時点と比べて 6 月時点では、全体の 59%の人は労働時間に変化なし、

減少した人は 32%。  
•  仕事の総量は 58%の人は変化なし、 29%が減少、 13％が増加。  

•  所得は 66％の人は変化なし、 28％が減少。増加は 5％のみ。  

•  仕事全体の満足感は 68%の人は変化なし、 26%が減少。  

 

この結果より、現在のテレワークは、自身のペースで業務に取り組むことができる

というメリットがあるものの、会社内外問わずコミュニケーションを図ることや指

導・教育といった対人関係をベースとした業務の実施に難点があり、組織の結束や一

体感が得られ難いことが窺える。この課題は with コロナ期特有のものではなく、現状

のテレワークが抱えるものであり、 after コロナ期の働き方を考える上での重要な論点

になると考えられる。一方で前述の内閣府の調査 8 )と同様に労働時間には減少傾向が見

られており、仕事の満足度も減少していることが窺える。ただしこれについても、新

たな環境への順応の問題も含まれているものと考えられる。また with コロナ期のテレ

ワークには強制的な側面があることから、本来のテレワークにあるはずの自由度が少

なく、満足度の低下に繋がっていることも考えられる。  

 

Bernste in e t a l .は、米国で働く多様なホワイトカラー 600 人超を対象に 2020 年 3 月後

半から 5 月まで 2 週間ごとにアンケート調査（回答者は 43 州に分散しており、男女比

はほぼ半々、既婚者がほぼ半数、子供のいる人が 3 分の 1 超、マネージャー以上の役

職者は約 40%） 1 0 )を実施した結果によると、最初の 2 週間は仕事への満足度やエンゲ

ージメントが急降下したものの、開始から 2 か月が経過した時点では環境の変化に順
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応したことで急回復し、（主観的）生産性は以前と同等であるとの回答が得られた、と

のことである。このことからも、順応の速度には差はあるものの、徐々に（主観的）

生産性や仕事への満足度は上昇してくるものと思われる。  

一方で、Bernstein  e t  al .によると、組織リーダーの多くは自社の従業員アンケートか

ら「コロナ前の状態に戻ったなら、たまには出勤して仕事をする機会も得たい」と考

えている人が大多数であったことを知った、という。また、普段は一緒に仕事をしな

い人同士がふと鉢合わせし、偶然の出会いや交流等により新しいアイディアや大きな

成果を得る機会があることが物理的なオフィスの利点であり、そのような機会により

構築される緩やかな結び付きは、新情報や補完的な専門性をもたらし、組織目標の達

成に重要な役割を果たすことが証明されているという。  

岡田は、企業は今後、オフィスと在宅勤務を使い分けることになると予想しており、

これからのオフィスはコミュニケーションの活発化やストレス低減、仕事の効率化を

図ることで、在宅勤務の労働環境より働きやすくなる余地がある、と述べている 11 )。  

 
②  家族関係  

前述の内閣府調査 8 )によると、感染拡大前と比べて、仕事よりも生活を重視するよう

に変化した割合が半数を占めている。また、男性の家事負担が増え、家事への向き合

い方の意識が変わった割合が半数超となっており、特に小学生までの子供がいる世帯

でその傾向は顕著になっている。普段仕事を優先していた男性が、在宅勤務や外出自

粛に伴う家庭生活時間の増加により、家事・育児に割く（もしくは割かざるを得ない）

時間が増え、意識が変わったものと思われる。  

前述の大久保らによる調査 9 )では、以下の結果が示されている。  

 

•  家事・育児・介護時間は 76%の人が変化なし、18%は増加。未成年の子どもと同

居している人、特に女性で増加した人が顕著に多くなっている。  

•  余暇時間は、変化がない人が 60%、増加した人が 26%、減少した人が 13%。  
•  睡眠時間は、変化がない人が 74%、増加した人が 14%、減少した人が 13%。  

•  生活全体の幸福感は、 6 月時点で  3 月と比べて変化がない人の割合が 65%、減

少した人が 27%で、心身の健康は 22%の人が低下。  

 

また、東京ガス都市生活研究所の自主調査（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の

20 代以上の、同研究所が保有するアンケートモニター男女 1,200 名を対象にオンライ

ン調査で、調査期間は 2020 年 4 月 24 日～ 27 日）1 3 )では、以下の結果が示されている。 

 

•  「家事の仕方」が変わった人は、女性 30～ 50 代で半数以上。  

•  料理・掃除・育児時間の増加は男女差が大きく、特に女性 30 代では料理・掃除

ともに 6 割以上が増加。  

•  30～ 40 代既婚女性は、ストレス解消のため「ひとりになれる場所・時間を作る

こと」を実現できていない。  
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さらに、国連女性機関による自主調査（世界 38 か国の 18～ 86 歳の男女を対象にオ

ンライン調査や電話調査等を実施、サンプル数は一国当たり 612 名～ 8198 名、調査期

間はコロナ発生後 2020 年 11 月 7 日までの期間） 1 3 )では、以下の結果が示されている。 

 

•  家事・育児・介護の負担が増えた人は、女性で 60％、男性で 54％。  

•  老人や病人、障害者の世話の負担が増えた人は、女性で 20％、男性で 21％。  

•  女性が育児に費やした時間は、 16 か国平均で、コロナ前の 26 時間 /週から、コ

ロナ禍で 31 時間 /週に増加。一方、男性はコロナ前の 20 時間 /週に対し、コロナ

禍で 24 時間 /週に増加。  

 

日本や世界各国の女性の家事・育児・介護時間が増加していることについては、女

性の就業状態や家庭での役割等の面における従来からのジェンダーギャップが反映さ

れている可能性がある。幸福感や心身の健康の低下傾向も見られており、with コロナ

期に学校の休校や外出自粛等といった不自由な生活において、家事・育児・介護に向

き合う時間が長くなることの悪影響が窺える。 after コロナ期においては不自由な面は

解消されるものと思われるが、改めて浮き彫りになった従来からの課題について、ど

のように向き合うのかは、 after コロナ期におけるライフスタイルを考える上での重要

な視点となると考えられる。  

 

③  生活  
PwC コンサルティング合同会社は、全国の消費者のシェアリングエコノミー 6に対す

る意識について、2017 年より継続して調査している。4 回目となる 2020 年の調査では、

16 歳～ 70 代の国内全域の一般消費者を対象に WEB アンケート調査を実施し（調査期

間は 2020 年 5 月 9 日～ 5 月 11 日。10,001 名にスクリーニング調査を実施し、うちシェ

アリングエコノミーのサービスのいずれかを知っていると回答した 1,000 名、いずれも

知らないと回答した 1,000 名の合計 2,000 名に本調査を実施。） 1 4 )、以下の結果を示し

ている。  

 

•  ス ク リ ー ニ ン グ 調 査 で は 、 シ ェ ア リ ン グ エ コ ノ ミ ー の サ ー ビ ス の 認 知 度 は

50.7％。前年調査から伸び率は鈍化しているが、引き続き上昇し、 2020 年に初

めて半数に到達した。  

•  カテゴリー別のサービスの認知度では、「場所・空間 7」(64.0％ )、「移動手段 8」

（ 77.8％）、「モノ 9」 (76.1％ )と、過去調査と同様の傾向を示す。一方、認知度の

 
6   本調査において、「シェアリングエコノミー」とは、個人等が保有する「遊休資産」などを、イ

ンターネット上のプラットフォームを介して他の個人等が必要なタイミングで利用することを

可能にする経済活動の総称と定義している。ソーシャルメディアが有するコミュニケーション

機能が活用されるのもその特徴の一つ。  
7   カテゴリー「場所・空間」とは、宿泊場所、駐車場、会議室、荷物預かりサービス等を提供す

るものを指す。  
8   カテゴリー「移動手段」とは、自動車（移動手段の提供を含むものも対象）、自転車等を提供す

るものを指す。  
9   カテゴリー「モノ」とは、洋服や家電、子供用品等を提供するものを指す。  
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増加率が高いのは、「モノ」 (4.5pt 増 )、「家事・手伝い・シッターなどのスキル

や労働力 1 0」（ 5.1pt 増）であった。  
•  シェアリングエコノミーのサービスの複数回利用者の割合は、 2017～ 2019 年に

かけて増加していた「場所・空間」が減少し、逆にこれまで減少していたスキ

ル系カテゴリーが 2020 年には増加する結果となった。（「ビジネスプロフェッシ

ョナルスキル」は前年から 7.7pt 増、「家事・手伝い・シッターなどのスキルや

労働力」は前年から 4.8pt 増）。  

•  2 年後に自らシェアリングエコノミーのサービスを利用していると思うと回答

したのは 22.1％にとどまるが、前年調査の結果と比較すると 4.4pt 増加した。  

 

COVID-19 の感染拡大した状況では、生活のあらゆる場面で人との接触機会を減らす

ことが試みられたが、こうしたライフスタイルの変容がシェアリングエコノミーの利

用傾向にも表れてきたと考えられる。人との接触や空間の共有を伴うサービスの利用

の減少や、スキル提供等の無形資産のサービス利用の増加は、感染不安によって利用

意向が変化した可能性があり、 after コロナ期においても利用が定着するかは不透明で

ある。しかし、今後のサービス利用継続意向が増加していることから、サービス利用

のメリットを見出した一定数の消費者には定着していく可能性がある。  

Di Renzo et  a l .は、COVID-19 のパンデミックに伴う食生活やライフスタイルの変化

について、12～ 86 歳のイタリア国民を対象に WEB アンケート調査を実施し（調査項目

は、人口統計学的情報、体格情報、食生活情報、食生活習慣情報。調査期間は 2020 年

4 月 5 日～ 24 日で有効回収数は 3,533 件） 1 5 )、以下の結果を報告している。  

 

•  生活習慣の変化について、回答者の 46.1％は変化なし、37.2％は悪化、16.7％は

向上。  

•  全体的な傾向として、喫煙習慣は減少し、睡眠時間が増加。ロックダウン中に

トレーニングをするようになった割合が高い。  
•  回答者の 48.6％は体重が増加。喫煙者の 3.3％が喫煙を決意。  

•  在宅勤務者や普段の仕事を停止している人は、これまで通りの働き方をしてい

る人と比べて体重が増えたと感じている割合が高い。またそのような人々の多

い地域で運動をするようになった人の割合も高い。  

•  18～ 30 歳の集団では、若年者と高齢者に比べて地中海式食事様式 1 1の遵守率が

高くなっている。回答者の 15％が農家や有機栽培の野菜や果物を購入するよう

になり、特にイタリアの北部と中部ではその傾向が強く、BMI 値が低い。  

 

 
1 0  カテゴリー「家事・手伝い・シッターなどのスキルや労働力」とは、家事全般、子育て支援、

料理、介護、庭仕事等を提供するものを指す。  
1 1  柳川によると、地中海食の特徴は全粒穀物、野菜、果物、オリーブオイル、 n-3 脂質が多く、赤

身肉が少ないことが挙げられ、健康への効果が認められており、米国では糖尿病学会等で治療

食として推奨されている、とのことである。  
（参考）柳川達生：地中海食の応用と糖尿病の管理 ,  月刊糖尿病 #119 ,  11(5) ,  p .74 -75  (2019 )  
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この結果から、COVID-19 感染拡大で外出が困難となったことで運動不足となり、そ

れに伴い健康への悪影響が生じたものの、そのことに意識的になった人たちは健康志

向が高まったことものと考えられる。また、イタリア北部及び中部と南部とで BMI 値

に差がある理由は明確に文献に記載されているわけではないが、イタリア南北間にあ

る経済・産業・労働市場の構造の格差に起因するライフスタイルの差の影響が大きい

ものと考えられ、規模の差はあるものの、同様の理由で日本でも地方差や職業差が健

康状態に与える影響があるのではないかと考えられる。  

 
Hu et  a l.は 2020 年 5 月に、中国本土の一般層を対象に、COVID-19 の発生に伴うライ

フスタイルの変化およびそれに伴う主観的な幸福感（ subject ive well-being; SWB）の変

化をオンラインで調査を行い（調査項目は余暇における運動や映像視聴時間、食事摂

取量などのライフスタイル行動の他、社会人口統計学的要因、身体の健康状態、社会

的な支援の状況、孤独感等。有効回答数は 1,033 件で、年齢は 18～ 60 歳、男女比は概

ね半々。 7 割強が都市部在住） 1 6 )、以下の結果を報告している。  
 

•  回答者の約 7 割は、映像視聴（TV、スマートフォン等）に多くの時間を費やし

ている。  

•  回答者の約 3 割は、コロナ後の生活で野菜と果物の摂取頻度が増加している。  

•  運動不足、野菜・果物の摂取頻度が低いこと、朝食を抜くことは、社会人口統

計学的要因、身体健康状態、社会的支援状況、孤独感での調整後の SWB の低下

と関連している。  

 

また、前述の東京ガス都市生活研究所の調査 1 3 )によると、インターネット・テレビ

に係る時間は全年代で増加率が高いこと、また、睡眠時間が増加した割合は高齢者以

外では 3 割超であることが報告されている。インターネット・テレビは手軽に時間を

「潰せる」手段であることから、明確な目的が無いまま自宅で過ごす時間が増えたこと

で、映像視聴の時間が増加したのではないかと考えられる。また睡眠時間の増加につ

いては、通勤が無くなったことで生活リズムが休日に近くなったことが影響している

ものと考えられる。  

 

睡眠時間やそれによる健康への影響については、早稲田大学と（株） asken による調

査研究 1 7 )でも明らかにされている。asken の提供する食事管理アプリ「あすけん」の利

用者に対し、COVID-19 感染拡大による外出自粛中の生活リズムの変化についてアンケ

ート調査を行い（調査期間： 2020 年 5 月 25 日～ 6 月 1 日、調査対象：アプリ利用者の

10 代～ 70 代男女 30,275 名）、以下の結果が示されている。  

 

•  特に 10 代から 30 代の若者において、平日の寝る時間、起きる時間が遅くなり、

生活リズムが夜型化。一方、休日は生活リズムに変化は見られず、これまで問

題視されていた平日と休日の生活リズムの差（社会的時差ボケ）が大きく解消。 

•  睡眠時間は平日に全年齢で増加。  
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•  外出自粛により平日・休日に関わらず、睡眠時刻が朝型化（早寝、早起き）し

た人が痩せ、夜型化（遅寝、遅起き）した人が太ったことが明らかに。  
•  太った人は痩せた人に比べ、外出自粛中に活動量が低下し、ダイエットに挑戦

しなかったと答えた人が多く、間食も増え、さらに睡眠の質も低下したと回答。 

 

コロナ禍では、強制的に外出自粛の生活となり、これまでとは異なるライフスタイ

ルを強いられた。その結果、生活リズムや睡眠、健康状態への良い影響・悪い影響、

両方の側面が見えてきた。こうした経験や研究が蓄積されることにより、今後、社会

的な制約（学校や就業先等）に合わせたライフスタイルから、健康面も考慮した、人々

にとって最適なライフスタイルへと変化していく可能性もあるのではないだろうか。  

 

また、外出自粛による高齢者の健康影響については、木村らが日本老年学的評価研

究（ JAGES）に蓄積された研究のレビューを行い 1 8 )、外出自粛や交流の減少により、

どの程度のリスクが予想されるかをまとめている。以下にレビュー内容を抜粋する。  
 

•  歩行時間が 1 日 30 分未満、外出頻度が少ない、友人と会う頻度が月 1 回未満、

地域の会への参加がない、仕事・家事をしていない高齢者は、3 年間で要支援以

上の要介護認定になりやすい。  

•  男女ともに外出・買い物・料理をしない人、男性では園芸、女性ではスポーツ

をしていない高齢者は、これらをしている人に比べ、3 年後に認知症を発生する

リスクが約 2 倍になることが明らかに。  

•  地域で運動グループの参加者が 10％増加すると、その人自身が参加しているか

否かに関わらず、地域の高齢者全体の抑うつ発症リスクが 11～ 4％減少してい

た。  

 

with コロナ期においては、ふだん外出や交流の習慣がある高齢者も、その習慣を継

続できない状況にある。COVID-19 の影響が長期化する中、健康面の悪影響に注意を払

う必要がある。また、 after コロナ期には高齢者の外出・交流の機会は再び増えていく

と考えられる。  

 

移動については、米 GasBuddy 社が 2020 年の感謝祭休暇の旅行計画について調査を

実施しており（調査実施時期は 2020 年 10 月 25～ 28 日、回答数は 1,860 件） 1 9 )、以下

の結果を報告している。  

 

•  米国では 2020 年のガソリン価格が 2016 年以降最低水準となったにも関わらず、

感謝祭休暇に車で旅行すると回答した割合は 35%に留まり、 2019 年の 65%から

急減 1 2。  

 
1 2  GasBuddy 1 9 )によると、米国ではホリデーシーズン中はコストを重視しない傾向にあり、ガソリ

ン価格が 3 ドル超の時でも多くの人は感謝祭旅行を躊躇しなかった、という（ 2020 年は 2 .17 ド

ル）。  
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•  一方で 1 時間未満の近距離旅行をすると回答した人は 2019 年比で 75%増加。  

 
また日本では、トヨタ系列の（株）デルフィス（ 2021 年 1 月 1 日よりトヨタ・コニ

ック・プロ（株））が、全国の 18～ 69 歳の男女を対象に、コロナ禍における「移動」「ク

ルマ」に関する意識調査をインターネット調査により実施しており（サンプル数は計

1,000 件、性年代別の人口構成比に合わせて対象者を割付、調査時期は 2020 年 8 月 17

～ 19 日） 2 0 )、 2020 年の傾向として以下の点を報告している。  

 
•  帰省習慣のある人の 49%が今夏の帰省を見送り。  

•  「同一県内の日帰りレジャー」が主流。  

•  クルマは感染リスクの観点で安全な移動手段と認識され、実際に購入に踏み切

った人も存在するなど、購入意向も高い。  

•  自動車の利用頻度は全国で上昇。一方で東京では減少。  

 
尾谷らは、COVID-19 流行下における兵庫県内の県立都市公園の利用実態と利用者意

識を調査し（公園の利用者に対面式のアンケートを実施。調査内容は属性、来園目的、

公園の利用内容、兵庫県の感染症対策や今後の取り組みに対する評価。調査時期は 2020

年 3 月 25、 26 日と、 2020 年 4 月 25、 26 日の計 4 日、回答者数は合計 216 名） 2 1 )、主

な傾向として以下の点を報告している。  

 
•  COVID-19 感染を避ける来園者は都市部の公園（明石公園）よりも郊外部の公園

（播磨中央公園）を選択する傾向がある。  

•  都市部の明石公園を利用する人の意識は、普段の利用意識と変わらない。  

•  ピクニックのような集団での利用が減少し、散歩のような個人利用が増加。  

 

これらの傾向より、COVID-19 感染拡大下においては、外出することへの抵抗感が増

し、移動が減少していること、外出する場合も混雑する中心地や遠方への外出は減少

し、近郊の郊外でのレジャーが増えていること、また、他人との物理的距離を保った

移動が増えていることが窺える。  

 

④  意識  

前述の内閣府、大久保ら、東京ガス都市生活研究所の各調査 8 ) , 9 ) , 1 3 )では、外出自粛

生活の中で、人々が家庭を重視する割合が増加したこと、また、家事等に割く時間が

増加したことが報告されている。また、その変化を促した要因のひとつである在宅勤

務については継続意向が高いことから、 after コロナ期においても、家庭を重視する割

合はこれまでと比べると高い水準となることが考えられる。  

また、同じく前述の Di Renzo et a l.及び Hu et a l.の各報告 1 5 ) , 1 6 )からは、外出制限によ

る運動不足により健康状態が悪化したことで、健康意識が高まったことが窺える。ま

た東京ガス都市生活研究所の調査結果 1 3 )では、ストレス軽減に重要と思うこととして

「睡眠」「運動」「おいしいもの」の 3 つが挙げられており、with コロナ期においては身
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体的なストレスと精神的なストレスの両面に対し、家庭内でケアすることのニーズが

高まっていることが窺える。この点については、外出制限の無い after コロナ期に、こ

の影響がどの程度残るのかは不明である。  

（株）電通は、外出自粛が強いられた with コロナ期における生活者の意識の変化につ

いて定点調査（調査対象は全国 20〜 69 歳の男女 1,000 名、調査期間は 4 月 23 日～ 11

月 22 日の期間に計 10 回） 2 2 )を実施している。（株）電通グループの海外連結子会社

Dentsu Aegis  Network US Holdings,  Inc.が米国において、COVID-19 における生活者意識

の変化を調査したものと同じ内容を調査し、以下のような結果を示している。  
 

•  日本における緊急事態宣言から 1～ 2 週間が経過した時期（ 4 月 23 日～ 24 日）

の第 1 回調査では、生活者の心理を 5 つのステージ 1 3で表したところ、 8 割が

初期 2 ステージ「混乱・動揺」、「変化への対応」にあると回答。一方、米国で

は、新規感染者数や死者数が継続して高く、事態が長期化している時期（ 4 月

17 日～ 18 日）の第 4 回調査で、ステージ 3「順応・適応」以降がすでに 46%を

占めた。  

•  外出自粛のゴールデンウイークが明け感染者数が 3 月以降初めて 100 人を下回

った時期（ 5 月 11～ 13 日）の第 2 回調査では、ステージ 3 以降への移行が増え

て 42％。米国の 49％（ 4 月 24 日）に比べると低い結果となった。  

•  全国で緊急事態宣言が解除されてから 2 週間後（ 6 月 9～ 11 日）の第 4 回調査で

は、ステージ 3 以降の回答比率が 52％と収束へと気持ちが向かった。米国では

50 の州全てで経済が再開した時期（ 5 月 22 日）における調査で、ステージ 3 以

降は 49％と日本より低いが、両国で半数を占める結果となった。  

•  9～ 10 月にかけて感染者数が減少していた中、再び感染者が増加し、国内の感染

者数が過去最高を記録した時期（ 11 月 19 日～ 22 日）の第 10 回調査では、ステ

ージ 3 以降の割合が第 9 回調査（ 10 月 21 日～ 23 日）の 51％から 37％まで後退。

米国では、 1 日の感染者数が 10 万人を突破し、感染者数が急激に拡大している

時期（ 11 月 11 日）の調査で、ステージ 1 の割合が減少し、ステージ 3 以降の割

合が 50％まで回復した。  

 

この調査では、感染拡大から間もない頃には混乱・動揺の感情が広がるが、一定の

期間を経ていくと、変化に対応し、順応・適応していく様子が見られた。また、感染

が再拡大すると再び混乱に陥る様子が日本では見られたが、感染者数が急激に拡大し

た時期の米国では、順応・適応の状態にある人々も多く、感情が飽和してしまったよ

うにも思える。  

こうした危機的状況における感情の変化は、及川らによる研究 2 3 )でも明らかにされ

ている。 2009 年における日本を含む世界的な緊急事態の一つであった新型インフルエ

ンザの流行に伴い、新型インフルエンザの継続的な報道が、視聴者の知識量、感情状

 
1 3  ステージ 1：混乱・動揺、ステージ 2：変化への対応、ステージ 3：順応・適応、ステージ 4：

収束の兆し、ステージ 5：収束後の生活へ  
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態、予防行動に及ぼした影響を調査（調査対象：都内大学生 112 名（うち、全調査に

回答した 79 名を分析対象）、調査時期：感染拡大初期の 4 時点（ 4,5,6,7 月））している。 
 

•  新型インフルエンザの関連報道に対する感情飽和について、「マスコミは騒ぎす

ぎだと思う」「同じようなニュースの繰り返しに感じる」の 2 項目に対する合意

得点を調査した結果では、時点 1 1 4（ 2009 年 4 月 29 日）よりも時点 2 1 5（ 2009

年 5 月 29 日）、時点 2 よりも時点 3 1 6（ 2009 年 6 月 24 日）の感情飽和得点が高

かった。時点 3 と時点 4 1 7（ 2009 年 7 月 29 日）の得点には有意な差は認められ

なかった。  

•  新型インフルエンザに対する不安感情への合意得点では、時点 1 よりも時点 2、

時点 2 よりも時点 3 の不安得点が低かった。時点 3 と時点 4 の得点には有意な

差は認められなかった。なお、感情飽和と不安感情の間には有意な負の相関が

認められた。  

•  他者の感染リスクの見積もりについて、時点 1 に比べて時点 2 においてリスク

の見積もりは急激に高まり、時点 3、時点 4 と有意に下降していた。  

•  一方、自分が感染するリスクの見積もりについては、時点による有意な差は認

められなかった。また、いずれの時点においても、自分のリスクは他者のリス

クよりも低く見積もられていた。  

 

この事例は今回の COVID-19 感染拡大と非常によく似た状況であるが、人々は、危

機的状況に長期間晒されると、自身には影響しないだろうと考え、危機的状況に対す

る積極的な対応を控えるようである。with コロナ期においても、生活に大きな変化が

ないとする人が一定数見られたが、その要因のひとつとして、こうした「楽観性バイ

アス」が影響している可能性も考えられる。このような人々にとっては、with コロナ

期を経て after コロナ期に至っても、ライフスタイルは before コロナ期から大きくは変

化しないこともあり得るのではないかと考えられる。  
 

⑤  その他  

前述の博報堂生活総研の生活定点調査 7 )によると、テレビ電話（ビデオ電話）を利用

している割合や、携帯電話・スマートフォンで日常的に支払いをしている割合は、そ

れぞれ 2018 年の 15.0%および 10.7%から、 2020 年は 46.0%および 32.0%と急増してい

る。この増加分全てが COVID-19 感染拡大の影響とは言えないが、その影響が多分に

含まれているものと考えられる。  

 

 
1 4  時点 1：ウイルス発生初期。調査 2 日前に WHO が警戒レベルをフェーズ 4 に、日本政府が「新

型インフルエンザ宣言」を出した。  
1 5  時点 2：日本で感染者が確認され始めた時期。  
1 6  時点 3：調査大学における 1 週間の自宅待機が明けた 2 日後。  
1 7  時点 4：日本の全都道府県で感染者が確認され、感染が特別なことではなくなり、インフルエン

ザの毒性が低いことも認識されるようになっていた時期。  
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⑥  影響の抽出  

①～⑤で言及した文献も含め表  5.4.4-1 に掲載した文献から、感染拡大に伴う変化

（主影響）と、それにより生じた変化（従属影響）に関する情報を抽出した。その関係

性を表  5 .4.4-2 に示す。表中の数値は文献数である。調査文献のテーマや質には偏りや

ばらつきがあるため、数字の大小が主影響と従属影響の関係性の強弱を説明するもの

ではないが、with コロナ期の生活行動を考える上で、これらは考慮すべきポイントで

あると考えられる。  

 
表  5.4.4-2 with コロナ期における変化とそれに伴う影響  

 
 

(5)  COVID-19 感染拡大が家庭のエネルギー消費に与える影響  

本節 (4)で述べたような生活者の行動や意識の変化のひとつひとつが、エネルギー消

費にどのような影響を与えるのかは明確ではない。一方で COVID-19 感染拡大下にお

ける家庭のエネルギー消費の状況についてはいくつか報告がある。  

 
Users TCP のレポート 2 4 )によると、在宅勤務実施により、業務用途の電気を自宅で使

うようになったことに加え、料理や掃除の頻度も増え、そのことで家庭のエネルギー

消費量が増加している、と報告されている。ロックダウン中のオランダのスマートメ

ータのデータを分析したところ、白物家電、キッチン家電、食器洗い機、照明、ホー

ムエンターテイメントの使用が 10～ 15％増加したとのことである（一方で、電気自動

車の充電は 5～ 10％減少している）。  
 

従属影響 主影響要因・ベクトル
外出自粛・ロックダウン 外出自粛に伴う在宅勤務増 感染不安増 混雑回避

増える 増える／
減る 減る 増える 増える／

減る 減る 増える 増える／
減る 減る 増える 増える／

減る 減る

仕事 在宅勤務 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
労働時間 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
（主観的）生産性 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
収入 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

家族関係 家事・育児・介護 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
調理 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自宅時間・家族と過ごす時間 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

生活 オンラインショッピング 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
オンラインコミュニケーション 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オンライン教育 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シェアリング 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
マイカー利用 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運動 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
映像視聴 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
趣味・余暇 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
郊外レジャー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
近距離移動 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
混雑回避 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
旅行 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対人コミュニケーション 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
睡眠 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生活・食生活習慣 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
健康状態 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0

意識 健康意識 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
感染不安 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
社会不安 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
精神的ストレス 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
家庭重視 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 デジタル化 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Crow and Mil lot による IEA のコラム 2 5 )では、米国では人々が自宅で過ごす時間が増

えた結果、平日のロードカーブが通常時の日曜日のそれに類した形状となっており、

一部地域では平日の平均的な家庭用電力使用量が 20％～ 30％増加したと報告されてい

る。また英国ではロックダウン開始後の数日間で家庭の電力消費量が 15％増加したと

のことである。加えて同コラムでは、住宅の広さ、冷暖房の必要性、家電製品の効率

等によるものの、在宅勤務はオフィス勤務時と比べて家庭のエネルギー消費量を 1 日

当たり 7%から 23%増加させる可能性がある、との推計結果に言及している。  

 
永倉らは、著者らが 2015 年から実測により継続的にエネルギーデータを取得してい

る東京都内の全電化集合住宅 117 世帯における 2020 年春から夏までのデータを、過年

の傾向と比較している 2 6 )。主な結果は以下の通りである。  

 

•  2020 年 4～ 8 月の電力および水の消費量は前年比で 1 日当たり約 2 割増加。緊急

事態宣言期間中では平日日中の消費量は前住戸平均で約 5 割と大幅に増加。  
•  電力および水の消費量がピークとなる時間帯や変動パターンが前年と大きく異

なっている。電力については、緊急事態宣言期間中は日中の消費量が大幅に増

加し、夜間のピークが早まった。宣言解除後は日中の大幅増は確認されなくな

ったものの、夜間のピークは引き続き早まっている。  

•  緊急事態宣言期間中に前年比で大幅に増加した電力消費量は、 6～ 7 月には前年

との差が縮小したものの、 8 月には 3 割増まで再度差が拡大。  
 

これらの結果より、在宅勤務含め家庭内で生活する時間の増加により、with コロナ

期の家庭のエネルギー消費量は増加する方向に変化したことがわかる。一方で、エネ

ルギー消費量の変化は、ライフスタイルの変化に大きく影響を受ける。前述の大久保

らの調査結果 9 )では、with コロナ期においても生活に「変化がない」との回答が目立

っている。そのような世帯では、生活に変化があった世帯と同様のエネルギー消費量

の変化があったとは言い切れない。当然ではあるが、エネルギー消費量への影響を考

える上では、生活の変化に応じた影響を見込むことが重要となると考えられる。  

 

(6)  with コロナ期のシナリオ  

文献調査とその考察を踏まえ、以下のような with コロナ期におけるシナリオを想定

した。  
 

①  外出自粛に伴う在宅勤務の増加の影響  

•  家で過ごす時間が増え、その結果、家事・育児・介護が増え、家庭を重視する

（重視せざるを得ない）割合が増え、労働時間が減少する。（特に女性）  

•  労働生産性が低下し、精神的ストレスが増す。ただし徐々に環境への順応が進

む。  
•  運動不足により健康状態が悪化し、そのことで健康意識が高まり、運動や健康

志向の食生活への改善など、健康意識が向上する。  
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•  趣味や余暇に充てる時間が増える。  

 
②  感染不安の増加・混雑回避の影響  

•  外出への抵抗感が増し、在宅で商品を購入できるオンラインショッピングが増

加する。  

•  外出する場合も、混雑する中心地や遠方への外出は減少し、近郊の郊外でのレ

ジャーが増える。また、他人との物理的距離を保った移動が増える。  

•  感染不安に伴う精神的ストレスが増し、健康意識が向上する。特に高齢者や小

さな子供のいる家庭ではこの傾向が強くなる。  

•  高齢者にとっては外出への抵抗感が増し、医療的なリスクが増加する。  

 

with コロナ期については、自身の意向とは異なる理由による外出制限や、感染への

不安といった要因により突然引き起こされた変化であるため、人々が対応しきれない

側面があり、負の影響が伴っている。このような強制的なものは、 after コロナ期には

解消されることになると考えられる。  

エネルギーの観点では、在宅勤務・在宅時間の増加や、調理や家事に割く時間の増

加に伴い、家庭のエネルギー消費量は増加する。また、平日と休日のロードカーブの

形状の差が小さくなる。  

 

(7)  after コロナ期のシナリオ  
with コロナ期において生じた負の影響の解消が、どのような方法によってなされる

のかが、 after コロナ期のシナリオで重要となると考えられる。単に強制的で、人々の

価値観に反するもの（外出自粛、対面での面会不可、等）は、徐々に解消されるので

はないかと考えられる一方、以下のものは、そのまま定着したり、選択肢のひとつと

して定着したりするものと考えられる。  

•  使い方によっては便益を得ることができるもの（在宅勤務、オンラインショッ

ピング等）  

•  状況に対応・順応できるようになるもの（オンライン飲み会、通信環境や居住

環境の整備等による在宅勤務、等）  

•  before コロナ期の生活に既に潜んでいた様々な問題（女性の家事・就労問題、

都心一極集中、満員電車等）に対する解決方法になり得るもの  

 
上記の考えに基づき、 after コロナ期のシナリオとして、以下のようなものを想定し

た。  

 

①  仕事への影響  

•  テレワーク（在宅勤務含む）とオフィスワークのハイブリッド化が進み、ライ

フステージによって働き方が選べるようになる。地方差や職種差はあるものの、

徐々に、多くの人が同じように働けるような DX 技術が進展する。  

•  職業観に変化が生じ、一部で副業が増加する可能性がある。  
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＜エネルギーへの影響＞  

•  オフィスのタスクアンビエント化・個室化が進む（この進展が無いと、ベース

ロードが大きなオフィスではオフィス利用が減少してもエネルギー消費量の減

少には繋がらない可能性がある）。  

•  オフィスの規模縮小に伴い、オフィスビル建設に係る資材需要が減少する。  

 

②  生活への影響  

•  仕事に縛られない居住地の選択が進む。ライフステージや興味関心によって居

住地や暮らし方が選べるようになる。それに伴い、移動が減少する。  

•  対面機会の取捨選択が進むとともに、コミュニケーション可能な人の範囲が広

くなる。  

•  生活エリアの利便性が向上する。  

•  DX 技術の進展に伴い、オンライン診療等が普及し、医療が身近に感じられる方

向に進む。  
＜エネルギーへの影響＞  

•  移動に伴うエネルギー消費量が減少する。  

 

③  住宅への影響  

•  住宅は私的領域だけでなく、公的領域（職場空間）を有するようになり、同一

住宅内で公私の切り替えがスムーズにできる工夫がなされるようになる。  
＜エネルギーへの影響＞  

•  自宅で生活する時間の増加に伴い、住宅の性能に意識が向き、性能向上に繋が

る。  

④  地方への影響  

•  居住地の選択に自由度が増すことで、年齢構成や職種構成等の地方間差異は縮

まる方向に進む。  
＜エネルギーへの影響＞  

•  人口減少地域へ人口が流入する可能性がある。都市のコンパクト化とは逆の流

れが一部で起こり、そのことがインフラ維持等の観点で課題になる場合が出て

くる可能性がある。  

 
いずれについても、モノ、時間、空間の有効利用が進み、様々な場面で、場所の制

約が小さくなる方向に進むと想定した。またそのような時代においては、エネルギー

家庭内でのエネルギー消費機会が増加するとともに、家庭部門と業務部門の境界が曖

昧になり、エネルギーを消費する場所が「部門」という概念から分離すると考えられ

る。  
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(8)  まとめ  

本節では、主に文献調査により with/after コロナの生活行動に関する情報を収集し、

COVID-19 が生活行動やエネルギー消費量に与えた影響について考察し、with/af ter コ

ロナ期のシナリオを想定した。  

 

①  with コロナ期のシナリオ  

a .  外出自粛に伴う在宅勤務の増加の影響  

•  家で過ごす時間が増え、その結果、家事・育児・介護が増え、家庭を重視する

（重視せざるを得ない）割合が増え、労働時間が減少する。（特に女性）  

•  労働生産性が低下し、精神的ストレスが増す。ただし徐々に環境への順応が進

む。  

•  運動不足により健康状態が悪化し、そのことで健康意識が高まり、運動や健康

志向の食生活への改善など、健康意識が向上する。  

•  趣味や余暇に充てる時間が増える。  
 

b.  感染不安の増加・混雑回避の影響  

•  外出への抵抗感が増し、在宅で商品を購入できるオンラインショッピングが増

加する。  

•  外出する場合も、混雑する中心地や遠方への外出は減少し、近郊の郊外でのレ

ジャーが増える。また、他人との物理的距離を保った移動が増える。  
•  感染不安に伴う精神的ストレスが増し、健康意識が向上する。特に高齢者や小

さな子供のいる家庭ではこの傾向が強くなる。  

•  高齢者にとっては外出への抵抗感が増し、医療的なリスクが増加する。  

c .  エネルギーへの影響  

•  在宅勤務・在宅時間の増加や、調理や家事に割く時間の増加に伴い、家庭のエ

ネルギー消費量は増加する。  
•  平日と休日のロードカーブの形状の差が小さくなる。  

 
②  after コロナ期のシナリオ  

a .  仕事への影響  

•  テレワーク（在宅勤務含む）とオフィスワークのハイブリッド化が進み、ライ

フステージによって働き方が選べるようになる。地方差や職種差はあるものの、

徐々に、多くの人が同じように働けるような DX 技術が進展する。  

•  職業観に変化が生じ、一部で副業が増加する可能性がある。  

＜エネルギーへの影響＞  

•  オフィスのタスクアンビエント化・個室化が進む（この進展が無いと、ベース

ロードが大きなオフィスではオフィス利用が減少してもエネルギー消費量の減

少には繋がらない可能性がある）。  
•  オフィスの規模縮小に伴い、オフィスビル建設に係る資材需要が減少する。  
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b.  生活への影響  

•  仕事に縛られない居住地の選択が進む。ライフステージや興味関心によって居

住地や暮らし方が選べるようになる。それに伴い、移動が減少する。  

•  対面機会の取捨選択が進むとともに、コミュニケーション可能な人の範囲が広

くなる。  

•  生活エリアの利便性が向上する。  

•  DX 技術の進展に伴い、オンライン診療等が普及し、医療が身近に感じられる方

向に進む。  
＜エネルギーへの影響＞  

•  移動に伴うエネルギー消費量が減少する。  

 

c .  住宅への影響  

•  住宅は私的領域だけでなく、公的領域（職場空間）を有するようになり、同一

住宅内で公私の切り替えがスムーズにできる工夫がなされるようになる。  
＜エネルギーへの影響＞  

•  自宅で生活する時間の増加に伴い、住宅の性能に意識が向き、性能向上に繋が

る。  

 

d.  地方への影響  

•  居住地の選択に自由度が増すことで、年齢構成や職種構成等の地方間差異は縮

まる方向に進む。  

＜エネルギーへの影響＞  

•  人口減少地域へ人口が流入する可能性がある。都市のコンパクト化とは逆の流

れが一部で起こり、そのことがインフラ維持等の観点で課題になる場合が出て

くる可能性がある。  

 
いずれについても、モノ、時間、空間の有効利用が進み、様々な場面で、場所の制

約が小さくなる方向に進むと想定した。またそのような時代においては、エネルギー

家庭内でのエネルギー消費機会が増加するとともに、家庭部門と業務部門の境界が曖

昧になり、エネルギーを消費する場所が「部門」という概念から分離すると考えられ

る。  
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5.4.5 分析フレームワークの具体化及び改良  

(1)  はじめに  

図  5 .4.2-1 に示す既往研究成果では、物質的財・サービス需要の分析フレームワーク

を 13 項目の生活行動に区分し、各生活行動とエネルギー消費を紐づけて整理している。

しかしながら概念的な整理となっているため、具体的な事例を用いて分析フレームワ

ークの具体化及び改良を行う。具体的な事例としては、デジタル化の発展により需要

構造が大きく変化するもののうち、今年度は「ネットショッピングの増加」と「在宅

勤務の増加」を取り扱う。  

ネットショッピングの種類は非常に多岐にわたるため、ここではインターネットを

利用した商品・サービスの購入のうち、 amazon や楽天などのネットショップで商品を

販売している BtoC 取引を対象とする。  

在宅勤務は表  5.4.5-1 に示す総務省が定義する雇用型テレワークの形態の中の「在宅

勤務」とする。  

分析にあたっては、事象間の関係や因果関係の整理ができ、影響範囲も把握しやす

いパス図を用いる。  

 
表  5.4.5-1 雇用型テレワークの形態と在宅勤務の定義  

形態  定義  

在宅勤務  自宅を就業場所とするもの  

モバイルワーク  施設に依存せず、いつでも、どこでも仕事が可能な状態なもの  

施設利用型勤務  サテライトオフィス、テレワークセンター、スポットオフィス等

を就業場所とするもの  

出典）総務省 1 )  

 

(2)  ドライバーの整理  

本項では、2 つの事例で取り扱う「ネットショッピング」と「在宅勤務」が増加する

要因として考えられるドライバーの整理を行う。これらの事例が影響を及ぼす生活行

動の変化は背景となるドライバーによって異なり、例えば家族との時間を大切にする

ことが在宅勤務のドライバーである場合は育児や介護の時間が多くなり、生活の改善

が在宅勤務のドライバーである場合は掃除・洗濯などの身の回りの用事の時間が多く

なると考えられる。ドライバーを整理することは、個人の生活行動を整理する際に有

益であることに加え、日本全体の社会変化を把握するうえでも重要である。  

ドライバーを整理する手順として、まず「ネットショッピング」と「在宅勤務」を

利用・導入する理由や目的について、公的な統計や調査による調査項目等を参考にし

て項目の抽出を行う。次に、ドライバーの主体（例えば、個人と企業）によって各項
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図  5.4.5-3 テレワークの意義・効果  

出典）総務省 1 )  
 

b.  在宅勤務増加のドライバー  

在宅勤務が増加するドライバーを整理するにあたり、技術的な要件（例えば家庭の

通信環境の整備や会社でのコラボレーションプラットフォームの整備など）を満たす

環境が整備されていることを前提条件として考える。また現在のコロナ禍の状況では

なく、アフターコロナの社会状況として、在宅勤務とオフィス勤務のどちらの選択も

制限されない状況を想定して検討する。  

a 項で整理した項目を参考に、ドライバーの主体別（個人・家庭、企業、国・社会）

に関連の強さの程度で分類して、似通った項目はグループ化し各グループの共通因子

を抽出してドライバーの種類として整理する。以下に整理した結果を示す。  
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(3)  詳細パス図の検討  

本項では、2 つの具体的事例の影響範囲の把握や事象間の関係を整理するため、でき

るだけ詳細かつ発散的なパス図を検討する。その際個人の生活行動に焦点をあてて検

討するが、生活行動が及ぼす影響の範囲を把握するため、企業や家計、エネルギー、

社会への影響も含めて整理する。パス図の検討にあたっては、年代、性別、家族構成

の異なる下記の 7 名にヒアリングを行い作成する。  

 

表  5.4.5-4 ヒアリング者の属性  
No. 年代  性別  家族構成  

1 40 代  男性  夫婦＋子  

2 30 代  女性  夫婦＋子  

3 30 代  男性  夫婦＋子  

4 30 代  女性  単身  

5 20 代  男性  単身  

6 20 代  男性  単身  

7 20 代  女性  単身  
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②  在宅勤務の増加に関する詳細パス図  

図  5 .4.5-5 に在宅勤務の増加による影響範囲を示す。在宅勤務が増加すると、在宅で

の労働時間、仕事以外の在宅時間が増加する一方、通勤にかかる時間、会社での労働

時間が減少すると考えられる。在宅時間が増加することで、生活行動としては自宅で

の食事の増加や、通勤に要する時間がなくなることで介護・育児や娯楽、掃除頻度の

増加、自宅の環境整備など、様々なことに時間を費やすことになると考えられる。エ

ネルギーへの影響範囲としては、家庭部門の空調、調理、照明、家電需要が増加する

一方、移動需要、オフィスの空調・照明需要が減少すると考えられる。産業への影響

としては、例えば出勤回数が減ることでスーツや化粧品、クリーニング、外食などの

需要が減少する一方で、自宅を仕事のうえでも生活するうえでもより快適な環境に整

えるため、OA 機器や家具、生活用品等の新しい需要が創出されると考えられる。また、

在宅勤務の環境が整備されると地理的制約が弱くなる。これにより二地域居住やセカ

ンドハウス保有が増える可能性があり、住まいのあり方が多様化すると考えられる。  





 

 
 

- 399 - 

(4)  生活行動の分類の再整理  

本項では、 (3)で検討した詳細パス図の生活行動を図  5 .4 .2-1 の 13 区分に該当する生

活行動に分類し再整理を行う。その結果、下記 2 点の課題を抽出した。  

•  「仕事」は「オフィス勤務」と「在宅勤務」でエネルギーの使用場所が異なるが、

現状では同一区分とみなされる。  

•  「身の回りの用事」は「（外出のために）身だしなみを整える」と「入浴」の両

方が含まれており、エネルギー密度（例えば、行為当りエネルギー消費量）が

大きく異なる行動が一括りにされている。  
そこで、現行の 13 区分に場所とエネルギーの視点を加え再整理する。  

表  5.4.5-5 に生活時間における行動分類の再整理結果を示す。身の回りの用事は場

所、エネルギーの視点から①家での入浴、②外での入浴、③身だしなみ、④その他の 4

区分に細分化、食事は場所の視点から①自宅での食事・出前、②外食、③その他に細

分化、仕事は場所の視点から在宅勤務（ WFH :  Work From Home）と在宅勤務以外の 2

区分に細分化、住宅・生活の管理はエネルギーの視点から①炊事、食事の後片付け、

②掃除、洗濯、③その他の 3 区分に細分化、不規則的移動は在宅勤務の事例で必要な

ため、①仕事に伴う移動、②その他の 2 区分に細分化する。また、単独系余暇活動、

複数系余暇活動は人数ではなく場所の視点から①外出を伴わない余暇活動、②外出を

伴う余暇活動の 2 区分に変更する。以上より生活行動を 13 区分から 22 区分に改良す

る。  

 
表  5.4.5-5 生活時間における行動分類の再整理結果  

 

 

大区分
小区分

（2019年度ALPS分類）
平成28年社会生活

基本調査
平成28年社会生活基本調査

調査票Aの分類 調査票Aの内容例示 家の中 家の外 在宅勤務の増加 オンラインショッピングの増加

Self care 睡眠 睡眠
夜間の睡眠、昼寝、仮眠、ベッドで眠りに
落ちるのを待つ

睡眠 睡眠時間△

身の回りの用事 身の回りの用事

洗顔、入浴、トイレ、身じたく、着替え、
化粧、整髪、ひげそり、理美容室でのパー
マ・カット、エステ、巡回入浴サービスを
利用した入浴

身の回りの用事（家での
入浴（巡回入浴サービス
を利用した入浴を含
む））

家での入浴△

身の回りの用事（外での
入浴）

外（ジム？）での入浴
△

身の回りの用事（身だし
なみ（身じたく、整髪、
ひげそり））

身だしなみ（ドライ
ヤー、ヘアアイロン、
化粧など）－、着替え
－

身の回りの用事（その
他）

受診・療養 受診・療養 病院での受信・治療、自宅での療養 受診・療養

食事 食事
家庭での食事・飲食、外食店などでの食
事・飲食、学校給食、仕事場での食事・飲
食

食事（自宅での食事・出
前）

自宅食事＋、家飲み
＋、出前＋

外食－、自宅食事＋

食事（外食） 外食－

Paid
work

仕事 仕事

通常の仕事、仕事の準備・後片付け、残
業、自宅に持ち帰ってする仕事、アルバイ
ト、内職、自家営業の手伝い、仕事中の移
動

仕事（WFH） 在宅勤務＋

仕事（WFH以外） 会社勤務－

提案する区分 影響範囲
（＋：時間増、△不明、－時間減）

食事（その他）



 

 
 

- 400 - 

 
 

(5)  簡略パス図の検討  

本項 (3)で検討した詳細パス図は影響範囲の検討を主な目的としており、定量化する

ことはデータの制約等により困難である。そこで、生活行動モデルを定量化するため

に単純化、整理した簡略パス図を検討する。簡略パス図の検討にあたっては、本項 (4)

で改良した生活行動の分類を用いる。簡略パス図モデルを検証するためのデータがな

大区分
小区分

（2019年度ALPS分類）
平成28年社会生活

基本調査
平成28年社会生活基本調査

調査票Aの分類 調査票Aの内容例示 家の中 家の外 在宅勤務の増加 オンラインショッピングの増加

Unpaid
work

学習 学業

学校（小学・中学・高校・高専・短大・大
学・大学院・予備校など）の授業や予習・
復習・宿題、校内清掃、ホームルーム、家
庭教師に習う、学園祭の準備

住宅・生活の管理 家事

炊事、食事の後片付け、掃除、ゴミ捨て、
洗濯、アイロンかけ、つくろいもの、ふと
ん干し、衣類の整理片付け、家族の身の回
りの世話、家計簿の記入、株価のチェッ
ク・株式の売買、庭の草とり、銀行・市役
所などの用事、車の手入れ、家具の修繕

住宅・生活の管理（炊
事、食事の後片付け）

炊事＋、食器洗い＋

住宅・生活の管理（掃
除、洗濯）

掃除＋、洗濯等＋

住宅・生活の管理（その
他）

モノ・サービスの入手 買い物
食料品・日用品・電化製品・レジャー用品
など各種の買い物、DVDのレンタル

洋服△、出退勤途中の
買い物－、eコマース
＋、仕事用設備や家
具・生活用品の購入＋

店舗での買い物－、eコマース
＋、買い物時間－

家族の世話 介護・看護
家族・他の世帯にいる親族に対する日常生
活における入浴・トイレ・移動・食事など
の手助け、看病

＋

育児
乳幼児の世話、子供のつきそい、子供の勉
強の相手、子供の遊びの相手、乳幼児の送
迎、保護者会に出席

Leisure
単独系余暇活動
複数系余暇活動

テレビ・ラジオ・新
聞・雑誌

テレビ・ラジオの視聴、新聞・雑誌の購
読、テレビから録画した番組を見る、イン
ターネットでニュースを読む

外出を伴わない余暇活動 外出を伴う余暇活動
ジム△、散歩△、ジョ
ギング△、娯楽（テレ
ビ、PC等）＋、ゲー
ム＋

休養・くつろぎ 家族との団らん、仕事場または学校の休憩
時間、おやつ・お茶の時間、食休み、うた
たね、家族の見舞い

学習・自己啓発・訓
練（学業以外）

学級・講座・教室、社会通信教育、テレ
ビ・ラジオによる学習、クラブ活動・部活
動で行うパソコン学習など、自動車教習

趣味・娯楽 映画・美術・スポーツなどの観覧・鑑賞、
観光地の見物、ドライブ、ペットの世話、
ゲーム機で遊ぶ、趣味としての読書（漫画
を含む）、クラブ活動・部活動で行う楽器
の演奏

スポーツ 各種競技会、全身運動を伴う遊び、家庭で
の美容体操、クラブ活動・部活動で行う野
球など（学生が授業などで行うスポーツを
除く）つり

その他 求職活動、墓参り、仏壇を拝む、調査票を
記入する

ボランティア活動・
社会参加活動

（ボランティア活動）
道路や公園の清掃、施設の慰問、点訳、手
話、災害地などへの援護物質の調達、献
血、高齢者の日常生活の手助け、民生委
員、子供会の世話、美術館ガイド、リサイ
クル運動、交通安全運動、スポーツ大会の
運営
（社会参加活動）
労働運転、政治活動、布教活動、選挙の投
票

交際・付き合い 知人と飲食、冠婚葬祭、同窓会への出席・
準備、あいさつ回り、友人の見舞い、友達
との電話・会話、手紙を書く

Travel 規則的移動 通勤・通学
自宅と仕事場の行き帰り、自宅と学校（各
種学校・専修学校を含む）との行き帰り

規則的移動
通勤（マイカー、電
車、バス等）－

不規則的移動
移動（通勤・通学を
除く）

電車やバスに乗っている時間・待ち時間・
乗換え時間、自動車に乗っている時間、歩
いている時間

不規則的移動（仕事に伴
う移動）

出張に伴う移動－ 車、電車、バスなどの移動－

不規則的移動（その他）

家族の世話

提案する区分 影響範囲
（＋：時間増、△不明、－時間減）

学習

モノ・サービスの入手（にかかる時間）
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表  5.4.5-7 パス図変数と代替変数となる可能性のある既存統計・調査  
（ネットショッピングの増加）  

 
注）データ活用可能性は高：○、中：△、低：✕として整理  

 

変数No パス図内変数名（簡略パス図②より） 統計・調査名称 実施団体 取得可能項目 取得可能頻度 取得可能媒体 取得制限 データ活用可能性

1 オンラインショッピングの増加
①家計消費状況調査
②売上高調査（統計）

①総務省
②日本通信販売協会

①インターネットを通じて注文を
した世帯数、支出総額
②通信販売売上高

①各月
②各月

①e-stat
②Webページ

なし ○

2
モノ・サービスの入手（にかかる時
間）の変化

家計消費状況調査 総務省
インターネットを利用した支出総
額

各月 e-stat なし ✕
（直接的な統計なし）

3 店舗でのショッピングの減少
①SC販売統計調査
②日本百貨店協会統計

①日本ショッピングセン
ター協会
②日本百貨店協会

①ＳＣ・百貨店・チェーンストア
売上高
②百貨店売上高

①各月
②各月

①Webページ
②Webページ

なし ○

4 外出時間の減少
①国民生活時間調査
②モバイル空間統計

①NHK放送文化研究所
②NTTドコモ

①時刻別行為者率
②エリア別の人口分布、動態

①5年ごと
②1時間ごと

①Webページ
②CSVデータ
他（要購入）

①なし
②有料

△

5 食事（自宅での食事・出前）の増加 国民健康・栄養調査 厚生労働省
朝、昼、夕別にみた１日の外食・
中食の食事構成比

各年 e-stat なし ○

6 食事（外食）の減少 JF外食産業市場動向調査 日本フードサービス協会 外食利用客数 各月 Webページ なし ○

7 不規則的移動（その他）の減少 社会生活基本調査 総務省
行動時間（移動(通勤・通学を除
く）

5年ごと e-stat なし △

8 自由時間の増加 ✕
（直接的な統計なし）

9 身の回りの用事（身だしなみ）の増加
①社会生活基本調査
②国民生活時間調査

①総務省
②NHK放送文化研究所

①行動時間（身の回りの用事）
②時刻別行為者率（身のまわりの
用事）

①5年ごと
②5年ごと

①e-stat
②Webページ

なし △

10 身の回りの用事（その他）の増加
①社会生活基本調査
②国民生活時間調査

①総務省
②NHK放送文化研究所

①行動時間（身の回りの用事）
②時刻別行為者率（身のまわりの
用事）

①5年ごと
②5年ごと

①e-stat
②Webページ

なし △

11 受診・診療の増加
①社会生活基本調査
②国民生活時間調査

①総務省
②NHK放送文化研究所

①行動時間（受診・療養）
②時刻別行為者率（療養・静養）

①5年ごと
②5年ごと

①e-stat
②Webページ

なし △

12 食事（自宅での食事・出前）の増加 国民健康・栄養調査 厚生労働省
朝、昼、夕別にみた１日の外食・
中食の食事構成比

各年 Webページ なし ○

13 食事（外食）の増加
①国民健康・栄養調査
②JF外食産業市場動向調
査

①厚生労働省
②日本フードサービス協
会

①朝、昼、夕別にみた１日の外
食・中食の食事構成比
②外食利用客数

①各年
②各月

①e-stat
②Webページ

なし ○

14 仕事（WHF）の増加
①毎月勤労統計調査
②社会生活基本調査

①厚生労働省
②総務省

①所定外労働時間
②行動時間（その他の仕事関連、
無償労働）

①各月
②5年ごと

①e-stat
②e-stat

なし △

15 学習の増加
①社会生活基本調査
②国民生活時間調査

①総務省
②NHK放送文化研究所

①行動時間（学習・自己啓発・訓
練(学業以外)）
②時刻別行為者率（趣味・娯楽・
教養）

①5年ごと
②5年ごと

①e-stat
②Webページ

なし △

16
住宅・生活の管理（炊事、食事の後片
付け）の増加

①社会生活基本調査
②国民生活時間調査

①総務省
②NHK放送文化研究所

①行動時間（家事）
②時刻別行為者率（炊事・掃除・
洗濯）

①5年ごと
②5年ごと

①e-stat
②Webページ

なし △

17
住宅・生活の管理（掃除、洗濯）の増
加

①社会生活基本調査
②国民生活時間調査

①総務省
②NHK放送文化研究所

①行動時間（家事）
②時刻別行為者率（炊事・掃除・
洗濯）

①5年ごと
②5年ごと

①e-stat
②Webページ

なし △

18 住宅・生活の管理（その他）の増加 社会生活基本調査 総務省
行動時間（園芸、住まいの手入
れ・整理）

5年ごと e-stat なし △

19
モノ・サービスの入手（にかかる時
間）の増加

✕
（直接的な統計なし）

20 家族の世話の増加
①社会生活基本調査
②国民生活時間調査

①総務省
②NHK放送文化研究所

①行動時間（介護・看護、育児）
②時刻別行為者率（子どもの世
話、家庭雑事）

①5年ごと
②5年ごと

①e-stat
②Webページ

なし △

21 外出を伴う余暇活動の増加
①社会生活基本調査
②国民生活時間調査

①総務省
②NHK放送文化研究所

①行動時間（趣味・娯楽）
②時刻別行為者率（行楽・散策、
レジャー活動）

①5年ごと
②5年ごと

①e-stat
②Webページ

なし △

22 外出を伴わない余暇活動の増加
①社会生活基本調査
②国民生活時間調査

①総務省
②NHK放送文化研究所

①行動時間（テレビ・ラジオ・新
聞・雑誌、趣味・娯楽）
②時刻別行為者率（マスメディア
接触、レジャー活動）

①5年ごと
②5年ごと

①e-stat
②Webページ

なし △

23 規則的移動の増加 社会生活基本調査 総務省
行動時間（家事関連に伴う移動、
家事的趣味に伴う移動）

5年ごと e-stat なし △

24 不規則的移動（その他）の増加 社会生活基本調査 総務省
行動時間（ボランティア活動に伴
う移動、その他の移動）

5年ごと e-stat なし △

25 睡眠習慣の変化
①国民生活時間調査
②国民健康・栄養調査

①NHK放送文化研究所
②厚生労働省

①睡眠時間帯
②一日の平均睡眠時間

①5年ごと
②各年

①Webページ
②e-stat

なし ○
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表  5.4.5-8 パス図変数と代替変数となる可能性のある既存統計・調査  
（在宅勤務の増加）  

 
注）データ活用可能性は高：○、中：△、低：✕として整理  

 

(7)  まとめと課題  
本節では、具体的な事例を用いて分析フレームワークの具体化及び改良を行った。

具体的な事例としては「ネットショッピングの増加」と「在宅勤務の増加」を取扱い、

既存の 13 区分の生活行動に場所とエネルギーの視点を加え、22 区分の生活行動に改良

した。また、上記 2 つの事例に対して複数の生活行動モデルを構築した。生活行動モ

変数No パス図内変数名（簡略パス図③より） 統計・調査名称 実施団体 取得可能項目 取得可能頻度 取得可能媒体 取得制限 データ活用可能性

1 在宅勤務の増加
①通信利用動向調査
②テレワーク人口実態調
査

①総務省
②国土交通省

① 個人のテレワーク実施割合
（在宅、サテライトオフィス、外
出先（モバイルワーク）別）
②個人のテレワーク実施割合

②各年
②各年

①e-stat
②Webページ

なし ○

2 仕事（WFH）の減少

3 仕事（WFH）の増加

4 在宅勤務の環境整備 家計調査 総務省 消費支出（家具・家事用品） 各月 e-stat なし ✕
（直接的な統計なし）

5 在宅時間の増加
①社会生活基本調査
②国民生活時間調査

①総務省
②NHK放送文化研究所

①行動時間
②時刻別行為者率

①5年ごと
②5年ごと

①e-stat
②Webページ

なし △

6 身だしなみにかかる時間の減少
①社会生活基本調査
②国民生活時間調査

①総務省
②NHK放送文化研究所

①行動時間（身の回りの用事）
②時刻別行為者率（身のまわりの
用事）

①5年ごと
②5年ごと

①e-stat
②Webページ

なし △

7 食事行動の変化
①国民健康・栄養調査
②JF外食産業市場動向調
査

①厚生労働省
②日本フードサービス協
会

①朝、昼、夕別にみた１日の外
食・中食の食事構成比
②外食利用客数

①各年
②各月

①e-stat
②Webページ

なし ○

8 自宅での食事頻度の上昇
①社会生活基本調査
②国民生活時間調査

①総務省
②NHK放送文化研究所

①行動時間（家事）
②時刻別行為者率（炊事・掃除・
洗濯）

①5年ごと
②5年ごと

①e-stat
②Webページ

なし △

9 自宅での掃除・洗濯習慣の変化
①社会生活基本調査
②国民生活時間調査

①総務省
②NHK放送文化研究所

①行動時間（家事）
②時刻別行為者率（炊事・掃除・
洗濯）

①5年ごと
②5年ごと

①e-stat
②Webページ

なし △

10 家族の世話の増加
①社会生活基本調査
②国民生活時間調査

①総務省
②NHK放送文化研究所

①行動時間（介護・看護、育児）
②時刻別行為者率（子どもの世
話、家庭雑事）

①5年ごと
②5年ごと

①e-stat
②Webページ

なし △

11 外出を伴わない余暇活動の増加
①社会生活基本調査
②国民生活時間調査

①総務省
②NHK放送文化研究所

①行動時間（テレビ・ラジオ・新
聞・雑誌、趣味・娯楽）
②時刻別行為者率（マスメディア
接触、レジャー活動）

①5年ごと
②5年ごと

①e-stat
②Webページ

なし △

12 移動習慣の変化
①社会生活基本調査
②モバイル空間統計

①総務省
②NTTドコモ

①行動時間（移動(通勤・通学を
除く)）
②エリア別の人口分布、動態

①5年ごと
②1時間ごと

①Webページ
②CSVデータ
他（要購入）

①なし
②有料

△

13 睡眠習慣の変化
①NHK生活時間調査
②国民健康・栄養調査

①NHK放送文化研究所
②厚生労働省

①睡眠時間帯
②一日の平均睡眠時間

①5年ごと
②各年

①Webページ
②e-stat

なし ○

14 通勤頻度（時間）の低下
①社会生活基本調査
②国民生活時間調査

①総務省
②NHK放送文化研究所

①行動時間（通勤）
②時刻別行為者率（通勤）

①5年ごと
②5年ごと

①e-stat
②Webページ

なし ○

15 身だしなみにかかる時間の減少
①社会生活基本調査
②国民生活時間調査

①総務省
②NHK放送文化研究所

①行動時間（身の回りの用事）
②時刻別行為者率（身のまわりの
用事）

①5年ごと
②5年ごと

①e-stat
②Webページ

なし △

16 食事行動の変化 国民健康・栄養調査 厚生労働省
朝、昼、夕別にみた１日の外食・
中食の食事構成比

各年 Webページ なし ○

17 自宅での食事頻度の上昇 国民健康・栄養調査 厚生労働省
朝、昼、夕別にみた１日の外食・
中食の食事構成比

各年 Webページ なし ○

18 ECサイトでの購入頻度の上昇
①家計消費状況調査
②売上高調査（統計）

①総務省
②日本通信販売協会

①インターネットを通じて注文を
した世帯数、支出総額
②通信販売売上高

①各月
②各月

①e-stat
②ウェブペー
ジ

なし ○

19 出退勤の途中の買い物頻度の低下 ✕
（直接的な統計なし）

20 規則的移動の減少
①社会生活基本調査
②国民生活時間調査

①総務省
②NHK放送文化研究所

①行動時間（通勤）
②時刻別行為者率（通勤）

①5年ごと
②5年ごと

①e-stat
②Webページ

なし △

21 仕事での出張・移動頻度の低下
①社会生活基本調査
②国民生活時間調査

①総務省
②NHK放送文化研究所

①行動時間（主な仕事中の移動）
②時刻別行為者率（仕事関連）

①5年ごと
②5年ごと

①e-stat
②Webページ

なし △

22 自由時間の増加

～ ～ ～

○

以下、オンラインショッピングの増加で整理したものと同様であるため省略

①毎月勤労統計調査
②テレワーク人口実態調
査

①月間実労働時間及び出勤日数
②テレワーク（在宅）の仕事時間

①各月
②各年

①e-stat
②Webページ

なし
①厚生労働省
②国土交通省
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デルは次年度以降定量化を検討する予定であり、定量化にあたっては、本節 (6)で整理

した通り、既存統計だけでは不十分であることから、新規調査や有料データの購入を

検討することが望ましい。  

下記に今後の課題を示す。  

•  生活行動モデルの定量化のための分析手法の検討及び定量化  

  分析手法としては、①在宅勤務の頻度別に生活行動とエネルギー消費量を

集計する方法と、②簡略パス図で示す生活行動モデルを定量化する方法の 2

種類が考えられる。  
•  個人の生活行動と世帯の生活行動の整理と両者の接続方法の検討  

  エネルギー消費量は個人として使用する場合（車利用、在宅勤務の PC 利用

など）と世帯（居室単位の場合もある）で使用する場合（車利用、空調、

照明など）がある。  

•  生活行動とエネルギー消費量の新規調査の検討  

  上記 2 つの具体的な事例による生活行動とエネルギー消費量の関係及び、

個人と世帯の生活行 動の関係を把握するための調査を検討する必要があ

る。  

•  世界モデルも視野に入れた簡略パス図の調整  

•  個人の同時行動の取り扱い  

  現状は主となる行動によって行動区分を分類している。しかしながら、例

えば通勤中にスマホで買い物をするなど同時行動が起こっており、見かけ

の買い物時間が減少している可能性がある。そのため、現状のまま主とな

る行動のみを取り扱うか、同時行動における複数の行動を別々に取り扱う

か整理する必要がある。  

•  生活行動モデルの細分化  

  今年度作成した生活行動モデルは平均的な世帯を想定したものであるが、

世帯人数や年代、性別などで生活行動モデルは異なることが予想される。

また、地方と都市でも同様である。このように平均的な世帯をどのような

視点で細分化することが適当か検討する必要がある。  

•  潜在因子のモデル内での取り扱い  

  現行の生活行動モデルは観測変数のみを用いているが、生活行動の変化の

背景にある潜在因子のモデル内での活用方法は今後の課題である。  

•  今回のモデルでは時間予算（ 1 人 1 日 24 時間）については検討しているが、モ

ノ・サービスの入手に関する消費支出と所得の制約条件等の必要性については

今後の課題である。  

•  ネットショッピングとして取り扱う対象範囲の拡大  

  本報告書では「インターネットを利用した商品・サービスの購入のうち、

amazon や楽天などのネットショップで商品を販売している BtoC 取引」と

しているが、Uber Eats、CtoC 取引や商品だけでなくサービスの取扱い、ま
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た所有に加えシェアの取扱いなど対象とする範囲の拡大は今後の課題であ

る。  
•  「より良い住環境に住む（引越す）人が増える」の取扱い  

  在宅勤務の環境が整備されると地理的制約が弱くなる。これにより二地域

居住やセカンドハウス保有が増える可能性があり、住まいのあり方が多様

化すると考えられる。エネルギーの視点でも住まいが変わると使用エネル

ギー種が変わる（ガス併用住宅、全電化住宅など）可能性があるため、よ

り広い視点で生活行動モデルを整理する必要があると考えられる。  
•  パス図変数と既存統計・調査との対応関係  

  既存の統計・調査で十分に把握できないものや有料のものは新規調査やデ

ータ購入の必要性を検討する必要がある。また、各統計・調査の取得頻度

が統計によってバラバラであり、また項目ごとのデータの密度（間隔）が

異なるため、データ同士の結合が必要となる場合にどのようにデータを補

完するのかといった、定量化のための検討の中で想定される課題もある。  
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5.4.6 「隠れた費用」に関する情報収集  

(1)  はじめに  

本節では、行動科学や行動経済学を活用した先行文献に基づいて「非合理的選択」

が消費者の行動に及ぼす影響について考察する。加えて、デジタル技術の発展がもた

らした消費に関する意思決定構造の変化が非合理的選択にどのような影響をもたらす

かを検討する。  

 

(2)  省エネ技術普及における隠れた費用  

①  省エネルギーギャップと省エネバリア  

消費者や企業が省エネ技術に対する投資をするかについての意思決定を行う際、エ

ネルギー効率改善に対して行った追加の投資が消費エネルギーの削減費用に見合うか

どうかという基準において判断することが考えられる。一方で、長期的に投資回収を

行う上において各期に得られるリターンは常に一定ではなく、将来に対するリスクの

見積もりの大きさによって徐々に減少するように見積もられる。将来において得られ

る価値（効用）を現在の価値（効用）に引き戻す際に、暗黙のうちに想定する割引率

は主観的割引率と呼ばれ、主観的割引率が高いほどより短い投資回収年数において投

資判断を取るようになる。加えて生産性や省エネ性以外の投資効果との比較により、

一見して省エネによる高い見返りが得られるはずの投資が見過ごされてしまうという
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事象が観察される。消費者が家計や社会経済にとって最適とされるものよりもエネル

ギー効率の低い製品を選択するということによるエネルギー不経済性のことを省エネ

ルギーギャップと呼び、そのような現象をもたらすような様々な障壁（省エネバリア）

について検討がなされている。  

省エネバリアの主な要因について、市場における製品の経済効率性が見合っていな

いといった市場の失敗によるものの他に、現在価値の観点からエネルギーコストを正

しく理解して判断しているかといった非合理的な選択に基づく要因や、省エネ機会に

関する情報の欠如、オーナー・テナント問題など関係するアクター間の思惑が一致せ

ず取り組みが進まないといった動機の分断、認知計算能力の限界による限定合理性、

投資可能な資金が得られないという資金調達力、情報探索や交渉等の隠れたコスト、

技術への信頼性や将来の不確実性が挙げられている 1 ) , 2 )。  

 

②  将来予測モデルと隠れた費用の関連  

RITE の積み上げモデルにおいては、投資に関する意思決定における隠れたコストと

して主観的割引率（時間割引率）を取り入れている。投資判断において単純な利子率

ではなく意思決定における様々な比較判断要素を考慮した主観的な投資回収判断年数

を想定することで、楽観的な予測や実現性の乏しい目標設定がモデルから導き出され

ないようにしている 3 ) , 4 )。  

 

表  5.4.6-1 最新の DNE21+モデルにおける主観的割引率の想定  

 
出典）RITE 4 )  

 
行動経済学では、個人や組織の意思決定に影響する主観的な価値の重みづけとして

の主観的割引率が用いられている。また、省エネルギー製品の購買意思決定の分野に

おいても主観的割引率を求めている。  

本調査においてはまず時間割引率の考え方について整理を行ったうえで、次に主に

民生用の省エネ機器に関する割引率に関する研究を整理する。  
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(3)  主観的割引率に関する文献調査  

①  文献調査の概要  
文献調査に用いた検索サイトは以下の通りである。  

•  CiNii  

•  NDL Opac 

•  google  scholar  

•  J-Stage 
上記の検索サイトを用いて検索を行った。また、検索の参考とした関連用語として

用いた検索ワードは以下の通りである。  

•  時間割引率  

•  量的効果（マグニチュード効果）  

•  双曲割引  

•  符号効果  

•  期間効果  
上記の 5 つの検索ワードを軸に、行動経済学と省エネ機器導入に関する主観的割

引率に関連する論文を選定した。  

 

②  時間割引率に関する概略  

a .  時間割引率  

時間割引率（Time discount ra te：主観的割引率、時間選好率とも呼ばれる）とは、あ

る報酬の将来の価値（効用）が、現在の報酬の価値よりどれだけ低く感じられるかを

時間による割引率で考えることであり、異なる時点間での選択行動を特徴づけるパラ

メーターである。木成ら 5 )によると、一般に報酬を得られるまでに待たなければならな

い期間が長ければ長いほど、その報酬に対する価値は大きく割り引かれるとされてい

る。また、将来得られる報酬の価値 V は  

𝑉𝑉 =
𝐴𝐴

1 +𝐾𝐾𝐾𝐾
 (5.4.6-1)  

として表すことができ、ここで A は報酬の絶対的な価値、K は割引率、D は報酬が得

られるまでに待たなければならない期間を意味すると、廣田ら 6 )は述べている。  

時間割引に関する問題は日常生活においても度々話題として取り上げられる。例え

ば喫煙や飲酒は今すぐの“快感”や“快楽”などの報酬が得られる一方で、現在の摂

取を我慢すれば将来健康な身体という形で報酬を得ることができる。他にも宿題やダ

イエット等、時間割引に関わる問題は多数存在する。  

このことから、時間割引率が生じる心理的要因として、現存する時間割引率に関す

る先行研究では、高橋 7 )や池田 8 )は個人の性格的属性や習慣、また高橋 9 )、平田 1 0 )は年

齢や性別、さらに晝間ら 11 )は一個人の経済性などが大きな影響を与えるとの研究結果

を示している。  
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いては、前述の通り選択や行動は合理的であり効用を最大限得られるとされている。

しかし、行動経済学では必ずしも合理的な選択ができるわけではないとしている。ま

た、時間整合性とは時間に対する割引率が一定に変化していくことであり、伝統的経

済学では時間整合性があるのに対して、行動経済学では時間とともに割引率が変化す

る（整合的ではない）としている。  

 
c.  時間割引率の特徴（双曲割引・符号効果・量的効果）  

前述の通り、行動経済学では時間とともに割引率が一定に変化することはないとし

ている（時間的非整合性）。現在の行動経済学における時間割引率の特徴として、先行

研究では以下の 3 つの一般的経験則が確認されている 1 3 ) , 1 4 )。  

1 つ目は双曲割引（Hyperbolic  discounting）であり、割引率は一定ではなく、対象と

なる金額や効用の実現が近いほど割引率は大きくなることを表している（図  5.4.6-1）。

例えば、今日か明日という近い将来に対する選択においては、報酬に対する割引率は

高く、1 年後か 1 年と 1 日後かという遠い将来に対する選択においては、報酬に対する

割引率は期間の隔たりが同様でも、低くなるとされる。  

 
図  5.4.6-1 双曲割引  

 

2 つ目は符号効果（ sign effect）であり、利得に対する割引率は、同じ大きさの損失

の割引率よりも高くなることを表している（図  5.4 .6-2）。例えば、1 週間後に得る 1000

円と、1 週間後に失う 1000 円では、同じ金額であっても失う 1000 円の割引率が高くな

る。  
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図  5.4.6-2 符号効果  

 

3 つ目は量的効果（ Magnitude effect）であり、割引の対象となる金額や効用が大きい

ほど、割引率は低くなることを表している（図  5.4 .6-3）。例えば、一週間後に得るケ

ーキ 1 個と、 1 週間後に得るケーキ 2 個では後者の方が割引率は低い。  

 

図  5.4.6-3 量的効果  
 

d.  時間割引率に影響を与える諸要素  

時間割引率に影響を与える要素として、不確実性（ uncerta inty）と限定合理性（ bounded 

ra t ionali ty）の 2 つを挙げることができる。  

不確実性とは、将来に対する確信や可能性の“不確かさ”であり、不完全または不

明な情報を含む認識論的な状況を指す語である。行動経済学は「先行きが不確実であ

るような場合や人の意思が明確でないような場合に、実際に人間はどのように行動す

るのか」を観察・調査する学問だと荒井 1 5 )は述べていることからも、この概念は非常

に重要であるといえる。この背景には、人はリスクがゼロになる（つまり確実である）

ことを希求する傾向がある。これはゼロリスク効果（Zero risk  effect）と言われ、例え

ば交通事故率を同じ 10％ポイント減らすための投資に対する受容度を尋ねる際 60％か

ら 50％に減らす場合に比べて、 10％から 0％にする場合の方が受容されやすいといっ

たことが挙げられる。  
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限定合理性とは、人間の認知能力や情報の処理能力、その場の環境等によって必ず

しも合理的な選択ができないとする概念であり、複雑な問題を解決する人間の認知能

力に存在する限界のことであると荒井 1 5 )は述べている。意思決定においては、その場

での直感や感情等によっても選択が左右されるため、時間割引率においても大きな影

響を与えるといえる。  

また、個人に帰属する要因を見てみると、割引率が与える影響の一部としては、先

行研究において以下のような要因が確認されている。  

高橋 9 )の研究では、性格要因や性別等の個人差が報酬の価値割引率に及ぼす効果に関

する実験を行っており、実証では性格特性に関しての実験として、報酬の時間割引に

関する調査、時間的展望尺度（ t ime perspective scale）などの性格検査が実施され、そ

れぞれに対して被験者が回答した結果をもとに時間割引に関する考察を行っている。  

その結果、女性よりも、男性の方がより割引率が高く、男性よりも女性の方が時間

的展望傾向は大きいことが示された。ここでいう時間的展望とは「過去の出来事があ

ったから今の自分がある」や、「未来の目標のために現在努力をしている」などと時間

の流れと関連づけた認知や見通しをさしている。また、女性の方が細かさ、計画性が

あることが時間割引率に差が生じるひとつの要因とされ、また、男性においては男性

ホルモンの一種であるテストステロン値が高い男性ほど時間割引率が高いとの関係性

が考察されている。  

晝間ら 11 )の研究では、時間割引率に関する経済実験を、さまざまなシナリオ質問や

心理学的設問を含んだ詳細なアンケート調査を用いて行っており、こうしたデータを

多面的に利用することによって、収入やローンの有無などの経済性が時間割引率にど

のように影響しているかを検討している。その結果、世帯収入が低いほど時間割引率

が高い傾向が見られるとともに、借金の残高が多いほど、時間割引率は高く、時間割

引には経済面的な影響があると示唆された。  

また、平田 1 0 )の研究では、総務省の家計調査における世帯 1 人当たりの総消費支出

項目を用いて，日本における時間割引率の年齢別不均一性の度合をメタ分析している。 
その結果、若年期から中年期にかけて時間割引率は有意に低下し、中年期から老年

期にかけて時間割引率は有意に上昇していた。また、 20 代後半が時間割引率は最も高

く、逆に最も低いのは 40 代中頃としている（図  5 .4.6-4）。  
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データ取得方法については大きく分けてアンケートにより実際に購入した機器につ

いて回答させたり、仮想の購買場面において省エネ性能に対して追加的に支払うこと

のできる金額を回答させたりする方法と、販売時点情報（ POS データ）によって得ら

れた市場に流通している製品ごとの販売シェアや販売価格を消費者の購買意思決定の

反映として分析に用いる方法に分けられる。近年の研究においては POS データを用い

た分析による結果が多く報告されている。 POS データを用いることにより多くの考慮

すべき属性をモデルに投入することができるようになり、省エネ投資に対する割引率

をより正確に推計できるようになった可能性も指摘されている 3 0 )。  
また、分析モデルについては主に離散選択モデルとヘドニックモデルが主に用いら

れている。離散選択モデルはその製品の選択率で示される市場のシェアが価格を含む

製品属性や意思決定者の属性によって説明できるというモデルである。ヘドニックモ

デルは製品価格を製品属性で説明するモデルである。Matsumoto2 1 )は日本における同一

のエアコンの POS データからヘドニックモデルと離散選択モデルそれぞれを用いて割

引率を計算したところ、ヘドニックモデルの割引率は離散選択モデルの割引率よりも

高めの割引率になる傾向があることを報告している。どのようなデータやモデル選択

を行うことでより正確な主観的割引率を求められるのかということについての議論は

未だ発展途上の部分があると考えられる。  

 

c .  製品の技術や性能による影響  

割引率が製品属性によって異なることを報告している事例も見られる。例えば、冷

蔵庫の容量ごとに割引率を求めた事例や、エアコンの冷房能力ごとに割引率を求めた

研究が行われている。機器の容量や能力の大きさごとに割引率が異なる要因としては、

低容量や低機能の製品の場合は単身向けや 2 台目以降の用途で使用されるために比較

的短期間の使用が見込まれることや、高機能製品の場合は様々な付加機能が付随して

おり、省エネ性能の付加価値が相対的に低くなることなどにより主観的割引率に影響

することが考えられる。  
 

d.  個人の属性や政策の影響に関する研究  

割引率に影響を与える要因の一つとして、研究の中では割引率の個人の属性や政策

の影響を示唆するものもある、例えば Hausman 1 6 )はエアコンの主観的割引率について、

所得水準が低いほど割引率が高い傾向にあることを報告している。また、永井ら 3 1)は

省エネ製品購入に影響する個人の性質として、環境意識、光熱費への関心、リスクテ

イカー思考、家計リスク、将来への展望といった要因について分析を試みている。  

政策の影響として、高橋 2 6 )は家電エコポイント導入前後における冷蔵庫の割引率の

違いを、森田ら 2 0 )はエコポイント制度のポイント変更による冷蔵庫の割引率の影響を

それぞれ POS データにより分析しており、エコポイントという経済的インセンティブ

が導入されることにより主観的割引率が高くなることを示唆する結果が報告されてい

る。インセンティブの影響が主観的割引率を高める原因としては、ポイントをより効
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率的に得ることを重視することにより、省エネ性能の比較に目を向けにくさせるとい

った限定合理性の影響が考えられる。  
 

e .  企業の省エネ投資に関する割引率  

民生分野の割引率に比べ、民間企業の投資における割引率の研究は少ない。浜本 3 2)

は仮想シナリオを用いたアンケートを地域の民間事業者に回答させ、投資に対する割

引率を計算している。研究が少ない要因として浜田は、ミクロデータの少なさを上げ

るが、後述するように家庭用の機器において所有の主体が個人から企業に移行するこ

とで利用の効率化が図られることになれば、企業の投資判断における割引率の研究の

受容度は家庭部門における需要の予測においても重要になるのではないかと考えられ

る。  

 
④  文献調査のまとめ  

本項においてはまず時間割引率に影響する個人の属性や、その他の諸要因をまとめ

ている。特に個人の経済性や性格などの属性による時間割引率の影響については、性

別や年齢、また性格や所得水準などの要因が報告されている。行動経済学における時

間割引率の要因分析は個人レベルのものが主であるものの、経済性の要因は先進国と

途上国のような社会間の経済水準の差と割引率の差との関連に影響する可能性があ

る。  

続いて省エネ機器の割引率をメインのテーマとしている論文を整理したところ、推

計された割引率は機器によって非常に大きな差異が見られる。また同一機器において

も大きく異なることがわかった。しかし、これらの割引率の算出手法は研究間で一貫

しておらず、割引率の妥当性を比較することができる段階ではないと考えられる。割

引率に影響する要因としては行動経済学の論文と同様に所得水準の影響や、政策によ

る経済的なインセンティブの影響が指摘されている。このほかにも、省エネルギーラ

ベル等による情報提供が義務付けられることにより、製品の省エネ性を示す情報を消

費者が知りやすくなったことが合理的な意思決定を促し割引率が過大になることを防

いでいる可能性も考えられる。  

 

(4)  デジタル化による時間割引率への影響  

デジタル技術の進展はこれまで使用されてきた製品をより効率的に運用することを

可能にし、そのことにより省エネルギー性能に対する主観的割引率を低くすることが

できる側面がある。本項においてはその中で製品の陳腐化を防ぐソフトウェア更新型

の製品設計と、シェアリングエコノミーによる機器の効率利用に関して仮説検討を行

う。  
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①  陳腐化を回避する技術  

a .  製品の陳腐化と主観的割引率の関連性  
製品の陳腐化は消費者の製品に対する主観的な寿命を規定する重要な要因である。

例えば、短い間隔で新しい技術や機能を持った製品が市場に投入されている機器は、

物理的な寿命を迎えるよりも前に陳腐化によって製品が買い替えられてしまうことか

ら、消費者も購入の際により短い投資回収期間を基に購入の意思決定を行うことにな

る。また、流行や市場における陳腐化の速度が速い場合、製品のライフサイクルの観

点からも効率的なエネルギーや資源の活用を阻害する可能性がある。図  5.4 .6-5 は欧州

における各製品の実際の製品寿命と設計上の製品寿命、望ましいとされる製品寿命を

比較したものである。図にあるスマートフォン、テレビ、洗濯機、掃除機においては

いずれも実際の製品寿命が望ましい製品寿命を下回っている。また、スマートフォン

においては設計時の製品寿命が望ましい製品寿命を下回っており、市場において計画

的な陳腐化を行っている可能性がある。  

 

 
図  5.4.6-5 機器の理想的使用期間と実際の使用期間のギャップ  

出所）文献 34) 

 
陳腐化には物理的な寿命である絶対的な陳腐化の他に、心理的・技術的・経済的と

いった相対的な陳腐化が挙げられている 3 3 )。例えば、次々に新しい技術が生まれ現在

使用している製品に用いられている技術が劣ってしまったり、一時的な流行の変化に

より周囲に合わせた製品への乗り換えが起こりやすかったりすることで、物理的な寿

命やその製品自体の設計上の使用期間を迎える前に買い替えが起こることもある。  

それらの相対的な陳腐化を分離して定量化することは困難であるが、物理的な寿命

以外の要因が製品寿命に影響しているということについては、例えば消費動向調査に

おける製品の買い替え理由と平均使用年数の関連から確認できる 3 5 )。  

図  5.4.6-6 では一例として消費動向調査におけるテレビとパソコンの買い替え理由

と使用期間の推移を示している。主な買い替え理由が「故障」である場合は絶対的陳

腐化による影響が、それ以外の理由の場合は相対的な陳腐化の影響が製品寿命により

影響していると考えられる。テレビについては 2000 年以前には買い替え理由の 8 割前

後が故障であり、平均使用年数も平均 9 年前後で推移しているが、 2000 年代の液晶・







 

 
 

- 425 - 

もに消費者や事業者の意思決定にどのような変化がもたらされるかについての研究が

期待されるところである。  
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5.4.7 まとめ  

(1)  生活行動とエネルギーに関する既往研究や統計の情報収集  
5.4.3 では、生活行動とエネルギーに関する既往研究および既存の統計情報を収集し、

整理を行った。  

 

①  生活行動とエネルギーに関する既往研究の情報収集  

5.4.3 節 (1)では、生活行動とエネルギーに関する既往研究として、2020 年に発表され

た 2 つのレビュー論文を日本語化して知見の調査・整理を行った。  
主な知見を以下に示す。  

 

a .  テレワークによるエネルギー消費量への影響に関するレビュー論文  

•  39 件の研究うち、テレワークによりエネルギー消費量の削減を示唆しているの

は 26 件で、エネルギー消費量の増加又は変化しないことを示唆しているのは 8

件である。  
•  エネルギー削減の主な要因は、通勤のための移動距離の短縮であり、オフィス

のエネルギー消費量の削減にも寄与する可能性がある。しかし、より広範囲の

影響を考慮している研究では、削減効果は低く評価される傾向にある。  

  仕事以外の移動や家庭でのエネルギー消費量の増加は、仕事での移動の減

少によるエネルギー消費削減量を上回る可能性がある。  

•  リバウンド効果については以下の 3 つが挙げられている。  
  居住地の変化に伴う通勤距離の増加  

  テレワークの導入は、居住地の長期的変化を誘発する可能性があり、

テレワーカーは非テレワーカーより通勤時の移動距離が長い傾向にあ

るため、テレワーク勤務日に通勤距離を削減することで得られる効果

は、オフィス勤務日における長距離の通勤移動によって、部分的また

は完全に相殺される可能性がある。  
  仕事以外の移動の増加  

  テレワークは仕事以外の移動を促進する可能性があり、通勤していな

い労働者は、通勤の途中での効率的な移動ができないため、仕事以外

の行動のため特定の移動が必要となる。日々の通勤の回避による移動

距離の削減は、テレワーカーが仕事以外の移動を追加的に行うことで、

部分的または完全に相殺される可能性がある。  
  世帯内の移動動態による仕事以外の移動への影響  

  片働き世帯では、テレワークの頻度が高ければ高いほど、すべての移

動手段、特に車による移動量が多くなる。就労者 1 人当たりの車の所

有率が低い（ 1 台未満）の世帯では、世帯主が在宅勤務を行うと、他世

帯員の車の使用量が増加するという副次的な影響が確認されている。  
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b.  物品のデジタル化によるエネルギー消費量への影響に関するレビュー論文  

•  31 件の研究のうち 1 件を除いて、すべてがライフサイクル分析を用いている。

これらの研究では、直接効果と代替効果によって、電子出版物、電子ニュース、

デジタルミュージックにおける潜在的なエネルギー削減の可能性が示唆されて

おり、また電子業務処理、ストリーミングビデオ・ゲームからも前者よりは少

ないがエネルギー削減の可能性が示唆されている。  

  しかしながら、主要な変数（ユーザーデバイスの寿命やエネルギー効率、

個人移動の代替の程度、物的製品やデジタル製品のユーザー数など）に対

する仮定次第では、ライフサイクルでのエネルギー消費量が増大するなど、

推定結果は大きく異なる可能性がある。  

  ほとんどの研究では、デジタル製品が材料製品を完全に代替すると仮定し

ており、それらすべてでリバウンド効果が考慮されていない。  

 

②  生活行動とエネルギーに関する統計の情報収集  
5.4.3 節 (2)では、生活行動とエネルギーに関する統計として、①生活時間、②家電製

品などの普及・使用状況、③ネットショッピングの利用状況、④人流の解析データか

ら人々の移動需要を把握できるビッグデータについて、国内外の既存統計から入手可

能なデータの有無を確認した。これらの統計データは、家庭の財・サービス需要シナ

リオの構築に向けた分析フレームワークの各項の設定を検討する際に参考材料となり

得ると考えられる。  

i )  生活時間に関する統計情報  

生活時間に関する統計情報として、国連や eurosta t などの国際機関が調査設計の要領

や生活行動分類に関するガイドラインを公表しており、これらのガイドラインに基づ

き、世界各国で生活時間調査を実施している。生活時間に関して、先進国のみならず

発展途上国を含め、多くの国においても参考できるデータが存在することが確認され

た。  
i i)  家電製品に関する統計情報  

家電製品などの保有状況や使用状況においては、欧米と東アジア諸国が実施してい

る家庭用エネルギー消費に関する統計や調査から、関連データの有無を確認した結果、

今回の対象国の中、多くの国においては、両指標に関する統計データが存在すること

が確認された。  

i i i)  ネットショッピングに関する統計情報  
ネットショッピングに関しては日本の関連情報のみ整理したが、必要に応じて、今

後は欧米やアジア諸国に関する統計情報の有無について確認したい。  

iv)  その他統計情報  

その他の情報として、人流のビッグデータを用いて人々の移動需要を予測するよう

な国内の民間事業者が公表している統計について確認したが、必要に応じて、今後は

欧米やアジア諸国に関する統計情報の有無について確認したい。  
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(2)  with/after コロナの生活行動に与える影響の情報収集  

5.4.4 では、主に文献調査により with/after コロナの生活行動に関する情報を収集し、

COVID-19 が生活行動やエネルギー消費量に与えた影響について考察し、with/af ter コ

ロナ期のシナリオを想定した。  

 

①  with コロナ期におけるシナリオ  

a .  外出自粛に伴う在宅勤務の増加の影響  

•  家で過ごす時間が増え、その結果、家事・育児・介護が増え、家庭を重視する

（重視せざるを得ない）割合が増え、労働時間が減少する。（特に女性）  

•  労働生産性が低下し、精神的ストレスが増す。ただし徐々に環境への順応が進

む。  

•  運動不足により健康状態が悪化し、そのことで健康意識が高まり、運動や健康

志向の食生活への改善など、健康意識が向上する。  

•  趣味や余暇に充てる時間が増える。  
 

b.  感染不安の増加・混雑回避の影響  

•  外出への抵抗感が増し、在宅で商品を購入できるオンラインショッピングが増

加する。  

•  外出する場合も、混雑する中心地や遠方への外出は減少し、近郊の郊外でのレ

ジャーが増える。また、他人との物理的距離を保った移動が増える。  
•  感染不安に伴う精神的ストレスが増し、健康意識が向上する。特に高齢者や小

さな子供のいる家庭ではこの傾向が強くなる。  

•  高齢者にとっては外出への抵抗感が増し、医療的なリスクが増加する。  

 

c .  エネルギーへの影響  

•  在宅勤務・在宅時間の増加や、調理や家事に割く時間の増加に伴い、家庭のエ

ネルギー消費量は増加する。  

•  平日と休日のロードカーブの形状の差が小さくなる。  

 

②  after コロナ期のシナリオ  

a .  仕事への影響  

•  テレワーク（在宅勤務含む）とオフィスワークのハイブリッド化が進み、ライ

フステージによって働き方が選べるようになる。地方差や職種差はあるものの、

徐々に、多くの人が同じように働けるような DX 技術が進展する。  

•  職業観に変化が生じ、一部で副業が増加する可能性がある。  

＜エネルギーへの影響＞  

•  オフィスのタスクアンビエント化・個室化が進む（この進展が無いと、ベース

ロードが大きなオフィスではオフィス利用が減少してもエネルギー消費量の減

少には繋がらない可能性がある）。  
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•  オフィスの規模縮小に伴い、オフィスビル建設に係る資材需要が減少する。  

 
b.  生活への影響  

•  仕事に縛られない居住地の選択が進む。ライフステージや興味関心によって居

住地や暮らし方が選べるようになる。それに伴い、移動が減少する。  

•  対面機会の取捨選択が進むとともに、コミュニケーション可能な人の範囲が広

くなる。  

•  生活エリアの利便性が向上する。  
•  DX 技術の進展に伴い、オンライン診療等が普及し、医療が身近に感じられる方

向に進む。  

＜エネルギーへの影響＞  

•  移動に伴うエネルギー消費量が減少する。  

 

c .  住宅への影響  
•  住宅は私的領域だけでなく、公的領域（職場空間）を有するようになり、同一

住宅内で公私の切り替えがスムーズにできる工夫がなされるようになる。  

＜エネルギーへの影響＞  

•  自宅で生活する時間の増加に伴い、住宅の性能に意識が向き、性能向上に繋が

る。  

 
d.  地方への影響  

•  居住地の選択に自由度が増すことで、年齢構成や職種構成等の地方間差異は縮

まる方向に進む。  

＜エネルギーへの影響＞  

•  人口減少地域へ人口が流入する可能性がある。都市のコンパクト化とは逆の流

れが一部で起こり、そのことがインフラ維持等の観点で課題になる場合が出て

くる可能性がある。  

 
いずれについても、モノ、時間、空間の有効利用が進み、様々な場面で、場所の制

約が小さくなる方向に進むと想定した。またそのような時代においては、エネルギー

家庭内でのエネルギー消費機会が増加するとともに、家庭部門と業務部門の境界が曖

昧になり、エネルギーを消費する場所が「部門」という概念から分離すると考えられ

る。  

 

(3)  分析フレームワークの具体化及び改良  
5.4.5 では、具体的な事例を用いて分析フレームワークの具体化及び改良を行った。

具体的な事例としては「ネットショッピングの増加」と「在宅勤務の増加」を取扱い、

既存の 13 区分の生活行動に場所とエネルギーの視点を加え、22 区分の生活行動に改良

した。また、上記 2 つの事例に対して複数の生活行動モデルを構築した。生活行動モ
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デルは次年度以降定量化を検討する予定であり、定量化にあたっては、 (6)節で整理し

た通り、既存統計だけでは不十分であることから、新規調査や有料データの購入を検

討することが望ましい。  

下記に今後の課題を示す。  

•  生活行動モデルの定量化のための分析手法の検討及び定量化  

  分析手法としては、①在宅勤務の頻度別に生活行動とエネルギー消費量を

集計する方法と、②簡略パス図で示す生活行動モデルを定量化する方法の 2

種類が考えられる。  
•  個人の生活行動と世帯の生活行動の整理と両者の接続方法の検討  

  エネルギー消費量は個人として使用する場合（車利用、在宅勤務の PC 利用

など）と世帯（居室単位の場合もある）で使用する場合（車利用、空調、

照明など）がある。  

•  生活行動とエネルギー消費量の新規調査の検討  

  上記 2 つの具体的な事例による生活行動とエネルギー消費量の関係及び、

個人と世帯の生活行 動の関係を把握するための調査を検討する必要があ

る。  

•  世界モデルも視野に入れた簡略パス図の調整  

•  個人の同時行動の取り扱い  

  現状は主となる行動によって行動区分を分類している。しかしながら、例

えば通勤中にスマホで買い物をするなど同時行動が起こっており、見かけ

の買い物時間が減少している可能性がある。そのため、現状のまま主とな

る行動のみを取り扱うか、同時行動における複数の行動を別々に取り扱う

か整理する必要がある。  

•  生活行動モデルの細分化  

  今年度作成した生活行動モデルは平均的な世帯を想定したものであるが、

世帯人数や年代、性別などで生活行動モデルは異なることが予想される。

また、地方と都市でも同様である。このように平均的な世帯をどのような

視点で細分化することが適当か検討する必要がある。  

•  潜在因子のモデル内での取り扱い  

  現行の生活行動モデルは観測変数のみを用いているが、生活行動の変化の

背景にある潜在因子のモデル内での活用方法は今後の課題である。  

•  今回のモデルでは時間予算（ 1 人 1 日 24 時間）については検討しているが、モ

ノ・サービスの入手に関する消費支出と所得の制約条件等の必要性については

今後の課題である。  

•  ネットショッピングとして取り扱う対象範囲の拡大  

  本報告書では「インターネットを利用した商品・サービスの購入のうち、

amazon や楽天などのネットショップで商品を販売している BtoC 取引」と

しているが、Uber Eats、CtoC 取引や商品だけでなくサービスの取扱い、ま
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た所有に加えシェアの取扱いなど対象とする範囲の拡大は今後の課題であ

る。  
•  「より良い住環境に住む（引越す）人が増える」の取扱い  

  在宅勤務の環境が整備されると地理的制約が弱くなる。これにより二地域

居住やセカンドハウス保有が増える可能性があり、住まいのあり方が多様

化すると考えられる。エネルギーの視点でも住まいが変わると使用エネル

ギー種が変わる（ガス併用住宅、全電化住宅など）可能性があるため、よ

り広い視点で生活行動モデルを整理する必要があると考えられる。  
•  パス図変数と既存統計・調査との対応関係  

  既存の統計・調査で十分に把握できないものや有料のものは新規調査やデ

ータ購入の必要性を検討する必要がある。また、各統計・調査の取得頻度

が統計によってバラバラであり、また項目ごとのデータの密度（間隔）が

異なるため、データ同士の結合が必要となる場合にどのようにデータを補

完するのかといった、定量化のための検討の中で想定される課題もある。  
 

(4)  「隠れた費用」に関する情報収集  

5.4.6 では、人々の省エネルギー性能に対する合理的な投資を阻害する要素としての

「隠れた費用」について検討し、特に定量的な研究が多く行われている主観的割引率に

関する調査を実施した。個人や法人が省エネルギー性能の投資において意思決定を行

う際における合理性からの乖離の程度を反映している主観的割引率は、市場の状況や

経済状況、政策等の影響を定量的に反映できる点において貴重な指標であるが、観測

される割引率には機器ごとや研究ごとに大きな幅が見られる。近年消費に関するリア

ルタイムなデータを取得できるようになってきたこともあり、今後継続的に省エネ性

能に対する主観的割引率についての研究が重ねられることにより研究手法等の改善が

図られることと考えられる。  

また、近年のデジタル技術と割引率との関連について、陳腐化を避けるソフトウェ

ア更新型の製品設計とシェアリングエコノミーによる所有形態の変化の 2 点について

仮説的な検討を行った。これらの技術は広がりを見せ始めたばかりであり、普及とと

もに消費者や事業者の意思決定にどのような変化がもたらされるかについての研究が

期待されるところである。  
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5.5 最終需要部門の変化に伴う各種基礎素材生産への影響分析 -IIASA 報告

書より  

5.5.1 はじめに  

ALPS Report 2020「Upstream Sector Implicat ions of Demand-side Transformations: The 

Case of Mater ia ls (LED-MAT)」が IIASA より提出された 2。本報告書は本文 35p、（これ

とは別の）付録 31p から構成される。付録には分析手法の詳細、世界 11 地域別の結果

などが記載されている。ここでは主に本文に記載されている内容を要約し以下に示す。

（以下、本節の内容は図  5 .2.1-1 および図  5 .5.5-2 の注の「RITE 補足」を除き全て IIASA

報告書の記載内容である）。  

 

5.5.2 背景・位置づけ  

これまで 1.5℃目標に関連して Low Energy Demand (LED)シナリオを開発してきた

（ALPS Report 2017 を参照のこと）。LED シナリオではデジタル化、シェアエコノミー

の進展に伴い需要側の変化が起き、これが素材需要にも影響を及ぼすことを主に定性

的な手法に基づき示してきた。  

最新の統合評価モデル (IAMs)の中には、供給サイドと需要サイドを内生的に解析す

る手法を採用する例も見られるようになってきている。例えば、バイオ燃料生産と食

糧生産を内生的に解くモデルも存在する。他方、 LED シナリオが素材生産部門に与え

る 影 響 に つ い て 、 こ れ ま で 手 法 上 の 理 由 か ら 内 生 的 に は 解 析 し て こ な か っ た 。

MESSAGEix-GLOBIOM のような IAMs では一般に（ごく一部の例外を除いて）素材需

要を外生的に想定し分析してきた。  

需要サイドの変化は素材需要量に大きな影響を与えうる。緩和策をとることで、例

えば断熱材、鉄道ネットワーク構築のためのコンクリートや鉄、鉄道車両の鉄の需要

が増大する。一方、デジタル化やシェアの進展は稼働率を高め、ひいては車両保有台

数の減少、耐久消費財のストックの減少をもたらしうる。この場合、必要となる素材

量は大幅に減少する。LED シナリオを開発した当初は、定性的かつ外生的な手法によ

って素材需要減少を扱っていた。  

本報告書は LED シナリオの内部整合性を高め、オリジナルの LED シナリオで扱って

いない側面にも焦点を当て、より解像度の高い LED 2.0 シナリオを構築するという長

期目標の土台を準備する狙いがある。具体的に、本報告書は居住用建物、乗用車、消

費財、発電所に使用される鉄、アルミ、石油化学製品、セメントに着目する。  

 

5.5.3 素材需要量に関するシナリオ分析  

乗用車保有台数のシナリオを図  5 .5 .3-1 に示す。各シナリオは次の通りである。  
 

2  レポートの中に、次のタイトル・執筆者が記されている。ALPS Repo r t  2 020 ,  ALtern at iv e  Path ways  
toward  Su st a in ab le  d eve lo pment  and  c l imate  s t ab i l i zat ion  (ALPS) :  Up st r eam Secto r  Imp l i cat ion s  o f  
Demand -s id e  Trans fo rmat ions:  Th e  Case o f  Mater i a l s  (LED-MAT).  Autho r s :  Volker  Krey,  Arnul f  
Grub le r,  Nuno  Bento ,  Ben igna  Bo za-Ki ss ,  Fe l ix  Creu tz ig ,  Aless io  Mast ru cc i ,  J ihoon  Min ,  and  Gamze 
Ünlü .  
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•  Counterfactual :  過去のトレンドを外挿した高成長シナリオ。乗用車の車両スト

ック構成が変化することの最大影響を評価するためのシナリオ。不確実性幅の

上限を意味する。（LED シナリオとの間で）社会経済シナリオとしての比較可能

性を有しない。  

•  GEA-Eff-rev: GEA の効率向上分析をした際に参照した中位的なシナリオ。 LED

シナリオとも比較可能性を持つ。  

•  3 つのシェアモビリティーシナリオ (SM-1, SM-2, SM-3): 何れもシェアモビリテ

ィが進展した場合のシナリオ。SM-2 はシェア導入が若干遅れた場合のシナリオ。

SM-3 は急速にシェア導入が進むシナリオ（その後ゆるやかに推移するシナリ

オ）。 SM-1 は車両保有台数が線形で低下するシナリオ。  

 

GEA-Eff-rev では 2050 年に 23 億台の乗用車ストックとなる。一方、シェアシナリオ

は 2050 年に何れも数億台となる。  

車両 1 台当たり 900kg の鉄、 200kg のアルミが使用されることを仮定し、 2050 年の

乗用車車両製造に必要となる素材量を図  5.5.3-2 に示す。Counterfactual は 2050 年に

2020 年の 3 倍から 4 倍の素材需要となる一方、シェアシナリオは 2020 年に近い水準と

なる。  

 

 
図  5.5.3-1 乗用車ストックのシナリオ（世界計、単位： 100 万台）  

RITE 補足：凡例の SM-1 の色は紫であるが、図中では濃い緑色の一点鎖線が SM-1 に該

当する。  



 

 
 

- 435 - 

 

 

図  5.5.3-2 鉄鋼とアルミニウムの需要シナリオ（乗用車の車両）  
 
消費財の保有数とエネルギー需要の分析内容を図  5.5.3-3 に示す。保有数は 2050 年

に向けて (base)の増加が著しく、他の要因を含めて見て 2020 年比で +130%となる。一方、

エネルギー消費はデジタル化やシェアによる影響が大きく 2020 年比で -28%となる。  
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図  5.5.3-3 内生的成長モデルにおける 2050 年の消費財変化の要因分析  

補足：生活の充足水準、デジタル機器利用の収斂、デバイス利用のシェアを考慮。  
 
表  5 .5.3-1 に世界 11 地域別の居住用建物の床面積、床面積当たりのエネルギー消費

量を示す。2050 年の数値は LED シナリオを読み解いて算出した数値であり、LED シナ

リオと整合的である。  

図  5 .5.3-4 に居住用建物の素材量を家屋タイプ（ sfh: 戸建て、mfh: 集合）別、場所

（ rur : 農村部、urb: 都市部）別に示す。素材重量として見るとコンクリートの比率が高
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い。地域により差異があるものの、農村部の戸建て住宅に要する素材量（単位床面積

当たり）が多い地域も散見される。  
 

表  5.5.3-1 居住用建物の床面積とエネルギー原単位（ LED シナリオ）  

 
 

2020 (base year) 
 

2050 

  

floorspace 

(billion m2) 

floorspace 

per capita 

(m2/cap) 

specific 

intensity 

(kWh/m2) 
 

  

floorspace 

(billion m2) 

floorspace 

per capita 

(m2/cap) 

specific 

intensity 

(kWh/m2) 

AFR 16 15.4 83 
 

AFR 45 26.6 13 

CPA 45 30.0 112 
 

CPA 42 30.0 18 

EEU 3 22.6 222 
 

EEU 3 26.3 27 

FSU 7 25.2 225 
 

FSU 8 30.0 27 

LAM 17 27.1 73 
 

LAM 22 29.8 15 

MEA 9 17.0 76 
 

MEA 21 30.0 13 

NAM 13 34.5 151 
 

NAM 14 31.6 23 

PAO 5 34.6 170 
 

PAO 5 30.1 26 

PAS 10 16.3 52 
 

PAS 18 26.6 13 

SAS 36 19.5 48 
 

SAS 69 29.1 13 

WEU 16 31.1 210 
 

WEU 17 30.0 31 

World 178 23.4 108 
 

World 265 28.9 16 
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図  5.5.3-4 居住タイプ別の建物の素材原単位  
補足：家屋タイプ（ sfh: 戸建て、mfh: 集合）と場所（ rur : 農村部、urb: 都市部）別に

表示。  

 
5.5.4 素材供給部門のモデル化・分析  

鉄鋼、セメント、アルミニウム、石油化学製品の製造プロセスのモデル化を行う。

鉄鋼とアルミについては、新断 (new scrap)、老廃屑 (old scrap)の回収利用（リサイクル）

をモデル化する。新断は極めて低い追加コストで利用できるとした。一方、老廃屑を 3

区分し、区分ごとにそれぞれグレード、価格を持つ老廃屑供給曲線を想定した。以上

により、簡素ではあるもののスクラップ利用を内生的に表現できるようになった。以

下、それぞれの部門別の想定について述べる。  
 

(1)  鉄鋼  

鉄鋼部門について MESSAGEix-Mater ia ls モデルでは高炉転炉法、電炉法の 2 ルート

をモデル化した。新断と老廃屑の利用についても考慮した。高炉転炉法はコークス炉、

焼結炉／ペレット工場といった原料準備のプロセスについても考慮した（図  5.5 .4-1 の

(a)）。  
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(2)  セメント  

セメント部門について MESSAGEix-Mater ia ls モデルではクリンカ製造プロセスとし

て乾式、湿式の 2 ルートをモデル化した。また CCS オプションをモデル化した。さら

に粉砕工程として、ボールミル（どちらかと言えば従来型）と竪型ミル（高コストだ

がエネルギー効率がより高い）の 2 技術を考慮した（図  5.5 .4-1 の (b)）。  

 
(3)  アルミニウム  

アルミニウム部門について MESSAGEix-Materia ls モデルでは（ボーキサイトを原料

としてアルミナを製造するプロセスについてはモデル化せず）アルミナ製造後の製錬

プロセスとして Soderberg と Prebaked の 2 方式をモデル化した。また新断と老廃屑の

利用についても考慮した（図  5.5.4-1 の (c)）。  

 
(a) 鉄鋼  

 

 
(b) セメント  
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(c) アルミニウム  

 

 
(d) 石油化学製品  

 

図  5.5.4-1 鉄鋼、セメント、アルミ、石油化学製品の想定フロー  
 

(4)  石油化学製品  
石油化学製品部門について MESSAGEix-Materia ls モデルでは、エチレン、プロピレ

ン、BTX(高付加価値製品群 )を同部門の主要製造物として代表させることとした。これ

らを製造するのにスチームクラッカーは主要な技術である。バイオエタノールからエ

チレンを製造するパスについても考慮した（図  5 .5.4-1 の (d)）。  

 

5.5.5 素材需給の内生的分析結果  

LED シナリオを前提とした場合の鉄鋼、アルミ、セメントについて需要と供給を内

生的に分析した結果を図  5.5 .5-1 に示す。 2020 年時点において明示的にモデル化した

比率（分析カバー率）は鉄鋼 22%、アルミ 23%、セメント 16%にそれぞれとどまる。

ただし、鉄鋼、アルミ部門は 2050 年に分析カバー率が大幅に上昇する。これは LED シ

ナリオについて需要減を見込み過ぎていたとも解釈できる。セメント部門の分析カバ

ー率は 2050 年においても横ばいである。  
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図  5.5.5-1 LED シナリオにおける素材需供の内生的分析結果  

補足：本分析で明示的にカバーしていない区分計を灰色のバーで示した。  
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分析カバー率を上昇させるためには、土木（道路、鉄道、上下水道）や産業部門に

ついてもカバーする必要があり、これは将来の素材分析を行う上で優先順位の高い研

究課題の一つである。  

 

 
図  5.5.5-2 四つの主要素材の需要と関連生産量  

IIASA 補足：鉄鋼、アルミ部門については、二次生産量（リサイクルされ生産された量）

も併記した。  

RITE 補足： 2020 年の粗鋼生産量（worldsteel 速報値）は 1,860Mt であり、鉄鋼生産量

について本図と差異がある点について留意が必要である。  

 

二次生産量の結果を図  5 .5.5-2 に示す。鉄鋼部門はとりわけ需要減少が著しく、二次

生産比率が上昇している。需要減少はそれ自体の生産を回避できるという効果の他に
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二次生産比率を上昇させる。二次生産は（相対的に低炭素化しやすい）電力の消費比

率が高く、需要減少は CO2 排出削減という観点から見て「二重の配当」をもたらす。

需要減少によって、CCS や水素利用といった高価な緩和策への依存を著しく減少させ

ることができる。  

 

5.5.6 最終需要部門の変化に伴う各種基礎素材生産への影響分析（ I IASA 報告書）

のまとめ  

本分析のカバレッジは限定的であるものの、鉄鋼、アルミ、セメント、石油化学製

品について需給を内生的にモデル評価する枠組みを構築した。本分析は、概念を証明

するもの、プロトタイプのモデルを実装しモデルランさせること、そして最初の定量

的な洞察が得られたこと、という意味で重要である。  

従来の分析において「需要は過去のトレンドに従って増加する」と想定するケース

が多かったが、本評価フレームにより低需要シナリオ、さらには「 circular economy」

をより戦略的に分析することが可能となる。  
シェア進展による影響をより深く洞察するためには、従来のモデル分析で注目され

てきた乗用車同士の比較（どのような車種が購入されるか）だけではなく、どのよう

な移動体を組み合わせるか、保有台数や稼働率、使用年数はどのように推移するか、

といったことも含めフルスケールで分析することがより重要であることが示唆され

る。このような側面について本分析では十分扱うことができておらず、今後の課題の

一つである。  
このように見れば依然として研究課題は数多く存在するが、本分析はこのような課

題に取り掛かるための確固たる基盤となる。この ALPS Report  2020 での経験に基づく

と、単一の研究機関が複数年に渡って進める方法と、素材需給モデルという学際的な

特性を考慮しつつ複数の研究機関が共同で進める方法のどちらかが必要である。EDITS

は後者の方法に基づく研究の機会を提供しており、今後とも研究を進める上で重要で

ある。  
 

5.6 情報技術等を活用した日本の食品廃棄低減による世界のエネルギー消

費と GHG 排出への影響分析  

5.6.1 背景と目的  

気候変動は人類共通のリスクであり、 2016 年に発効したパリ協定では、長期目標と

して全球平均気温を産業革命前に比べ 2℃よりも十分に低く抑える又 1.5℃に抑える努

力を追求する、そのため 21 世紀後半に人為起源 GHG 排出を正味ゼロにするという目

標が掲げられた。世界の GHG 排出は 2010 年時点で約 50Gt CO2 eq/yr、そのうち約 65%

が化石燃料由来 CO2、約 25%が非 CO2-GHG（CH4，N 2O 等）、約 10%が土地関連 CO2 で

ある 1 )。正味ゼロ排出の実現に向けては、脱炭素・省エネルギーはもとより、CH 4・N2O

低排出型の農業、森林減少の抑制、農地炭素固定、さらには、ゼロにしきれなかった
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GHG を相殺する負排出（植林、バイオエネルギー＋CCS）等、複数の削減機会の検討

が求められている。  
本節で取り上げる食品廃棄の低減は、食品に体化されたエネルギーや GHG の低減に

寄与する対策として注目されるオプションの一つである。世界では人の消費のために

生産された食品の約 1/3 が損失・廃棄されているとの推計があり 2 )、国連の持続可能な

開発目標（ SDGs）のターゲット 12.3 では、「 2030 年までに小売・消費レベルにおける

世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチ

ェーンにおける食料の損失を減少させる」が掲げられている 2 )。つまり、本ターゲット

の達成に向けた取り組みが、GHG 排出削減にも寄与するというシナジー効果が期待さ

れる。最近では、将来のエネルギーシステムに関するモデル分析でも、食品廃棄低減

が進むシナリオが検討されつつある 4 )。  

食品廃棄低減による GHG 排出削減効果の評価について、例えば、国連食糧農業機関

（ FAO）によると、世界の小売・消費段階の食品廃棄を半減し、それより上流段階の食

品損失も削減した場合、世界の GHG 排出量は▲ 14 億 t  CO2  eq/年としている（但し、

国際輸送や土地関連の CO2 排出の変化は考慮無）5 )。また、Birney らの米国を対象にし

た研究によると、小売・消費段階の食品廃棄が半減すると、廃棄物埋め立ての GHG 排

出が▲ 40%、農業生産・加工・流通等の GHG 排出が▲ 17%とされる 6 )。これらは先行

研究として参考になるものの、食品廃棄が低減する具体的な方策は示されていない。

また、食品の供給や消費は、農畜水産物の生産から加工、輸送、調理、廃棄に至る多

数の部門に関連しており、食品廃棄低減の影響もそれらに及ぶはずであるが、部門毎

の影響は明示されていない。さらに、日本については分析例がほとんど見受けられな

い。  

そこで本研究では、昨年度、日本を対象に青果農業、食品業（食品加工・卸・小売・

飲食サービス）、及び家庭で食品廃棄が低減した場合に、国内各部門に及ぶ影響を産業

連関表に基づき分析した 7 )。ここで、食品廃棄低減の手段として表  5.6 .1-1 に示すよう

に、実証実験で低減効果が確認されている高度需要予測技術をはじめ、近年普及・進

展が著しい各種情報技術を活用するとした。その結果、食品廃棄低減の影響は関連各

部門に及び、日本全体のエネルギー消費、GHG 排出の低減に寄与すると分析された。

なお、昨年度の分析では食品廃棄低減に伴う関連産品の生産減少や、情報技術の導入

に伴う通信機器や情報サービス業の生産増大は全て国内生産に現れ、輸入は変化しな

いと想定した。これは分析上の想定としてあり得るが、実際には食品、工業材料、機

械、化石燃料等多くの産品を輸入していることより、日本での食品廃棄低減は、海外

の生産活動や国際輸送にも影響を及ぼす。従って、今年度は、海外生産活動や国際輸

送への影響も考慮して分析を行った。  
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ステップ１の手順ⅰ、ⅲ、ⅳ、ⅴは、基本的に昨年度の分析方法 7 )と同様である。昨

年度と異なる点は以下の通り。  
•  ステップ１の手順ⅱで、需要の変化（変化率： mi）に対し、国内生産と輸入の

どちらも同率だけ変化してバランスするとした。  

•  ステップ２で、各部門のエネルギー消費、GHG 排出原単位に、3EID データベー

ス 1 0 )の値を使用するのは昨年度と同じであるが、このうち食品廃棄が低減する

F、 I、M 部門については、投入構造変化に伴うエネルギー原単位とエネルギー

起源 CO2 排出原単位の改善を考慮した。  
•  後述する海外影響、国際輸送影響の分析とソフトリンクのため、分析の部門構

成を一部変更した（更新後の国内 56 部門は表  5.6 .2-2）。  

•  さらに、国内と海外の分析結果を比較しやいように、国内エネルギー消費を 3EID

の総発熱量表記から真発熱量表記に変更した（換算係数は文献 11)。発電部門の

うち原子力発電のエネルギー表記は IEA に準拠 3）。  

 
この他、代替に関する以下の想定も昨年度と同様である。  

a .  食品廃棄物の低減に伴い飼料としての再生利用が減少する。これを、同量の雑穀で

代替する。  

b.  有機肥料としての再生利用が減少する分を化学肥料で賄う。  

c .  日本では廃棄物のゴミ焼却率が高く、厨芥は 93%、白色トレイ・プラスチック製容

器や包装は 74%が焼却処理される 1 3 )。さらに、廃棄物焼却で生じる余熱は、施設内

暖房・給湯、温水プール、発電、地域熱供給等に利用される 2 6 )。そこで、利用され

ていた熱のうち食品廃棄物の低減に伴って減少する分を、電力・ガス・熱供給で代

替する。ここで、廃棄物焼却の総熱量は、焼却される廃棄物の熱量＋燃料熱量より

算出する。それに、焼却施設のうち熱利用有施設の割合（一般廃棄物焼却施設の

65%2 6 )、産業廃棄物焼却施設の 31%2 7 )）と、余熱利用有施設での熱利用割合（値は

表  5 .6.2-8 参照）を乗じ余熱利用量を推計する。  
d.  青果の個別販売増により、青果を購入する全部門で卸・小売の費用が減少する一方

で、道路・鉄道（貨物・自家輸送）が増える。  

なお、これらの詳細は文献 7)を参照されたい。  

分析対象年は、2019 年 4 月時点で公開されていた産業連関表の中で最も新しい 2011

年である。なお、本分析でのエネルギー消費とは、特に断りが無い限り、直接エネル

ギー消費を意味する。GHG 排出量は、国内は前述の通り文献 10)、海外は次項で述べ

る通り文献 16)に基づいており、土地関連 CO2 排出の変化は対象に含まない。また、食

品廃棄低減に伴う価格変化は考慮していない。これらは、今後の課題にあげられる。  

 

 

 
3  原子力発電の一次エネルギー換算発熱量について、 3 EID が参考にしている総合エネルギー統計

は平均火力発電効率（ 41 .9%）で除した値（文献 12)  p13）、一方、 IEA は一律 33%で換算した値

（文献 14 )  p224）である。そこで  3 EID の原子力発電の発熱量に 41 .9 /33 を乗じ補正した。  
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表  5.6.2-2 国内影響分析の産業部門区分  
56 部門  国内集約部門  

1  Vegetables  and frui ts  S1  Vegetables  and frui ts  cultivation  
2 Other crops  S2  Other crops cul tivation  
3 Animal  husbandry S3  Animal  husbandry,  f ishery,  

agricul tural  services  4 Feed 
5 Fishery 
6 Agricul tural  services  
7 Organic ferti l i zers  S4  Ferti l izer and agrochemical  

production  8 Chemical  ferti l izers   
9  Agrochemicals  

10 Grain  cleaning,  mil l ing S5  Food-processing 
11 Sugar,  s tarch  
12 Oils ,  fats  
13 Condiments ,  seasonings 
14 Livestock products  
15 Fishery products  
16 Preserved agricultural  products  
17 Bread,  confect ions  
18 Miscel laneous  processed foods  
19 Soft  drinks  
20 Alcohol i c  drinks  
21 Tea,  roasted cof fee  
22 Manufactured i ce  
23 Wholesale  S6  Wholesale ,  re tai l  
24 Retai l   
25 Eating & drinking service  sector  S7  Eating & drinking service  sector  
26 Sal t  S8  Industrial  materials  production  
27 Fiber products  
28 Pulp,  paper,  wood products  
29 Miscel laneous  chemical  products  
30 Plasti c products  
31 Rubber  products  
32 Ceramic and clay/stone  products  
33 Iron  and steel ,  non- ferrous metals ,  

metal  products  
34 Electronic components  
35 Computers,  

information-communication  
electronics  equipment  

S9  Computers and 
information-communication  
electronics  equipment manufacturing,  
information services  36 Information services,  

te lecommunications  
37 Transportat ion equipment  S10  Miscel laneous  machines 

manufacturing 38 Miscel laneous  machinery 
39 Miscel laneous  manufactured products  
40 Oil  and gas  extraction,  coal  mining S11  Mining,  petroleum and coal  products  

production  41 Other mining 
42 Petroleum and coal  products  
43 Energy uti l i t ies  S12  Energy uti l i t ies  
44 Road/rai lway transport  (passengers)  S13  Transport  services  
45 Road/rai lway transport  ( f reight)  
46 Consigned freight forwarding 
47 Shipping 
48 Air transport  
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(3)  海外影響分析  

海外は 9 地域（表  5 .6 .2-3）に区分し、各地域の生産活動への影響を分析した。各地

域の産業連関表、貿易マトリックスに国際貿易分析プロジェクト（GTAP: Global  Trade 

Analysis Project）のデータベース ver.91 5 )より 2011 年基準データを用い、日本への輸出

量（額）変化に伴う地域内生産への直接・間接影響を  �𝐼𝐼 − (𝐼𝐼 − 𝑀𝑀�) ∙ 𝐴𝐴�−1型逆行列係数を

用いて部門毎に算出した。ここで、  I、𝑀𝑀�、A は、それぞれ単位行列、輸入係数行列、

投入係数行列を意味する。この生産額の変化率に、あらかじめ推計しておいた部門毎

のエネルギー消費量 /GHG 排出量を乗じ、変化量を算出する。  
各地域のエネルギー消費量、GHG 排出量は、IEA のデータベース 1 4 ) , 1 6 )  の値に基づく。

但し、部門区分は、 IEA データベースと本分析とで異なるため、文献 17),18)を参考に

本分析用に再配分した。表  5.6 .2-4 に海外影響分析の産業 31 部門区分を、図  5.6.2-3

と図  5.6 .2-4 に、各地域の部門別エネルギー消費量 /GHG 排出量を示す。  
 

表  5.6.2-3 海外影響分析の地域区分  
海外地域  地域内代表国  主要都市  

OECD Americas  United States  New York 

OECD Asia ,  Oceania (excluding 

Japan)  

Austra l ia  Melbourne 

OECD Europe France Marsei l les  

Afr ica  Nigeria  Lagos 

Middle East  Saudi  Arabia  Ras Tanura 

Non-OECD Americas  Brazi l  Santos  

Non-OECD Europe, Eurasia  Russia  St Petersburg 

China China Shanghai  

Non-OECD Asia  Indonesia  Jakarta  

 注） IEA データベースの 9 地域。但し、「 OECD Asia ,  Oceania」から日本を除く。  

 
 
 
 

49 Traf f i c  control ,  services  related to  
transportation  

50 Waste  management  S14  Waste  management,  water supply  
51 Water supply  
52 Hotels ,  ceremonial  occasions  S15  Other industr ies  
53 Finance,  insurance,  rea l  estate  
54 Forestry  
55 Construction  
56 Other  
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表  5.6.2-4 海外影響分析の産業部門区分  

 

31 部門  集約部門  日本の対応部門  

oag Crops Crop Crops 1,2,6  
oan Livestock Livs Livestock 3 
fsh  Fishing Fish Fish,  seafood 5 
pcr  Processed r ice  ProD Processed food, 

dr ink 
10 

anp Livestock products  14 
sof  Sugar,  o ther food products  11,15,16,17,18 
vol  Vegetable oi ls and fats  12,13 
b_t  Beverages and tobacco products  19,20,21,22 
trd  Trade Trad Trade 23,24,25,52 
tew Texti les,  wearing apparel  InMa Industria l 

mater ia ls  
27 

lea  Leather products   39（一部）  
pal  Wood products,  paper products ,  28 
crp  Chemical,  rubber,  plast ic  prods 8,9,26,29,30,31 

nmm Mineral products nec 32 
inm Iron & steel ,  non-ferrous metal  33 
fmp Metal products  33（一部）  

eom 
Electronic equipment ,  

machinery 
Mman Machinery,  

manufactures nec 
34,35,38 

omf Manufactures  nec 4,7,39 
teq Transport equipment  37 

mie 
Oil  and gas  extraction,  coal 

mining 
Mini  Oil ,  gas ,  minerals  40 

omn Other mining 41 

p_c Petroleum, coal  products  PCPr 
Petroleum, coal  

products  
42 

esl  
Electr ic i ty,  gas manufacture,  

dis tr ibut ion 
EneU Energy ut i li t ies  

43 

otp  Transport nec Trans Transport  44,45,46,49 
wtp Sea t ransport  47 
atp  Air  t ransport  48 
cns Construct ion Cons Construct ion 55 
cmn Communicat ion Pser  Communicat ion 

services,  public 
services ( inc.  waste  

management)  

36 

wos Water,  o ther  services  
50,51 

frs  Forestry  Otrs  Others  54 
otr  Others:  f inance,  insurance,  e tc .  53,56 
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図  5.6.2-3 海外各地域の部門別エネルギー消費量と GHG 排出量 (1/2) 

注）産業 31 部門毎の値を 14 部門に集約表示。  

Crop :  Crops、Livs: Livestock、  Fish :  Fish,  seafood、  ProD :  Processed food, dr ink、Trad :  

Trade、 InMa :  Industr ial mater ia ls、 Mman :  Machinery,  manufactures nec、 Mini :  Mining、  

PCPr :  Petroleum, coal  products、  EneU :  Energy ut i l i t ies、  Trans :  Transport、  Cons :  

Construct ion、  Pser :  Public services、  Otrs :  Others  
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図  5.6.2-4 海外各地域の部門別エネルギー消費量と GHG 排出量 (2/2) 
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(4)  国際輸送影響分析  
国際輸送への影響（ IT）は、 (5.6.2-1)式に基づき算出した。  

𝐼𝐼𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = � 𝑉𝑉𝐴𝐴𝐿𝐿𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 ∙ 𝑊𝑊𝑉𝑉𝑜𝑜 ∙ 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑜𝑜𝑚𝑚 ∙ 𝐾𝐾𝐼𝐼𝑂𝑂𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚 ∙ 𝑒𝑒𝑚𝑚
𝑚𝑚

 (5.6.2-1)  

o :  送付元（海外各地域）、 d :  送付先（日本）、 c :  産品  

m :  輸送モード（海運又は空運）  
VAL :  輸送品額  

WV :  単位品額当たり重量  

OS :  輸送モードの割合  

DIST :  輸送距離  

e :  t -km 当たりエネルギー消費量（又は GHG 排出量）  

 
ここで、 VAL（輸送品額）にはパート①で推計した日本の輸入減少額を適用する。

WV（単位品額当たり重量）は文献 9)、 19)に基づき表  5.6.2-5 のように設定した。 OS

（輸送モードの割合）と e（ t -km 当たりエネルギー消費量 /GHG 排出量）は文献 19)より

世界平均相当値（表  5.6.2-6、表  5 .6.2-7）を適用した。DIST（輸送距離）は海外 9 つ

の地域毎に代表国を想定し、その主要都市（表  5 .6.2-3 の右端列に表示）から東京まで

の距離とし、資料 20)の二都市間空運・海運距離を参考に設定した。このうち、海運距

離について、運河経由と非経由のデータがある場合はその平均値とし、さらに、その

二倍の値を適用した。後者の二倍については、海運の場合、二都市間を直行するとは

限らずむしろ途中、複数の国や都市への寄港が一般的と考えられることより 2 1 ) , 2 2 )、文

献 19)も参考に設定した。  
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表  5.6.2-5 単位品額当たり重量の想定  
産品  単位品額当たり重量 (kg/$)  

Vegetables ,  f ruits  0.50 

Other crops 2.73 

Processed food  0.50 

Timber 6.79 

Fish and shel lf ish  0.27 

Minerals  12.68 

Oil ,  gas  5.26 

Texti les,  apparel  0.11 

Wood,  paper products  1.00 

Petroleum, coal  products   3.93 

Chemical,  rubber,  plast ic  products   0.69 

Mineral products nec  1.90 

Metals  0.89 

Metal products  0.69 

Motor  vehicles,  par ts ,  t ransport equipment  0.11 

Electronic equipment ,  machinery,  and equipment  nec 0.12 

Manufactures  nec 0.15 

注）文献 19)の 2004 年時額は  GDP デフレータ 2 3 )を用い 2011 年相当値に換算。なお、

厳密には、海運と空運で単位品額当たり重量は異なると考えられるが、本分析でその

違いは考慮していない。  
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表  5.6.2-6 海運と空運の輸送量割合の想定   
産品  海運  (%) 空運  (%) 

Vegetables ,  f ruits  96 4 

Other crops 100 0 

Processed food  95 5 

Timber 97 3 

Fish and shel lf ish  62 38 

Minerals  99 1 

Oil ,  gas  100 0 

Texti les,  apparel  77 23 

Wood,  paper products  93 7 

Petroleum, coal  products   100 0 

Chemical,  rubber,  plast ic  products   74 26 

Mineral products nec  100 0 

Metals  100 0 

Metal products  100 0 

Motor  vehicles,  par ts ,  t ransport equipment  68 32 

Electronic equipment ,  machinery,  and equipment  nec 51 49 

Manufactures  nec 46 54 

注）文献 19)の世界平均相当の推計値（ value ベース）。但し、海外から日本への陸運は

考えられないことより、海運と空運で 100%となるよう調整した。  
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表  5.6.2-7 単位輸送量当たりのエネルギー消費 /GHG 排出  
 

産品  
海運  

船タイプ  ｴﾈﾙｷﾞｰ消費  
(MJ/t-km) 

GHG 排出量  
(g CO 2 eq/t-km) 

Vegetables ,  f ruits  

Container   0.16  12.1  Fish and shel lf ish  

Processed food 

Other crops 
Bulk 0.06  4.5  

Timber 

Oil ,  gas  

Tanker etc.  0.09  7.0  Minerals  

Petroleum, coal  products   

Chemical,  rubber,  plast ic  products   Chemical  0.13  10.1  

Texti les,  apparel  

Container  0.16  12.1  

Wood,  paper products  

Mineral products nec  

Metals  

Metal products  

Motor  vehicles,  par ts ,  t ransport 

equipment  

Electronic equipment ,  machinery and 
equipment  nec 

Manufactures  nec  

注）空運は産品に依らず、エネルギー消費：12.5 MJ/t-km、GHG 排出量：900 g CO2 eq/ t-km

を適用。  

 

(5)  感度分析  

分析パート①、②、③の主要なパラメータについて、表  5.6 .2-8 のように複数の値を

想定し感度分析を行った。このうち、①、②、③のいずれも標準想定とした場合を

Reference ケ ー ス 、 い ず れ も 影 響 が 小 さ く 分 析 さ れ る パ ラ メ ー タ の 組 み 合 わ せ を

Small-impact ケース、その逆を Large-impact ケースと呼び、主要パラメータの不確実

性を考慮した場合の推計幅算定に用いた。  
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表  5.6.2-8 主要パラメータの想定  
 パラメータ  標準想定  感度分析用想定  

①国内  U: 余熱利用あり廃棄物焼

却施設の熱利用割合  

総発熱量の  

50% 

 

70% 

 

30% 

T: 規格外青果の個別販売

輸送費   

卸・小売費用の

100% 

 

150% 

 

50% 

②海外  A: 農業 CH4, N 2O 排出  IEA 値  IEA 値×0.7 * 1  IEA 値×1.4 * 1  

E: ｴﾈﾙｷﾞｰ CH4 排出  IEA 値  IEA 値×0.5* 2  IEA 値  

③国際  
 輸送  

I :  国際海運の地域間距離  (直行距離 ) 

×2 * 3  
 

×1 
 

×3 * 3  

    

ケース  Reference Small- impact  Large- impact  

*1： IPCC 土地関連特別報告書 2 4 )より、世界計推定値の上下限幅を参考に設定。  

*2：UNFCCC に報告された AnnexI 他、主要国の値 2 5 )を参考に設定。  

*3：文献 19),  21),  22)を参考に想定。  

 

5.6.3 分析結果  

(1)  国内外の部門別影響  

本節では、Reference ケース（主要パラメータに標準想定値を適用、表  5 .6.2-8 参照）

において、青果農業（ F）、食品業（ I）、家庭（M）の食品廃棄が 30%低減するとした場

合の結果を示す。以下、図中「 basel ine 比」とは、食品廃棄低減を考慮しない場合との

差を意味する。  
①  国内影響  

図  5 .6.3-1 に示すように、食品廃棄を低減した F、 I、 M 部門の他、その他耕種農業、

畜産・水産・農業サービス、肥料・農薬、工業材料、電力・ガス・熱供給、廃棄物処

理等多くの部門に影響が波及し、捨てられる食品に関連する生産が省かれる。一方、

計算・通信機器・情報サービス部門では、食品廃棄低減のための情報技術導により生

産が増大する。但し、エネルギー消費で見ると（図  5.6 .3-1(b)）、この部門の増大は小

さく、食品加工、工業材料、電力・ガス・熱供給、家庭等の部門のエネルギー消費が

それ以上に減少する。なお、M 部門で食品廃棄を低減した時に、電力・ガス・熱供給

部門のエネルギー消費が増大するのは、廃棄物焼却時に利用されていた余熱の減少分

を、電力・ガス・熱供給の投入増で補うと想定したことによる。特に一般廃棄物焼却

施設は余熱利用設備の附帯率が 65%2 6 )と、産業廃棄物焼却施設の 31%2 7 )に比べ高いた

め、M 部門での食品廃棄低減時にその相殺分が比較的大きく推計された。また、F 部門

で食品廃棄を低減した時に輸送部門のエネルギー消費が増大するのは、規格外青果物

の個別販売の輸送増大を想定したことによる（ 5.6.2 節 (2)項参照）。  
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や機械（ Mman）の GHG 排出が増加する。これは日本の情報技術等導入に伴い、中国

の機械や関連材料の生産が増えることによる。  
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減少し、これらの国際輸送に係るエネルギー消費と CO2 排出の低減が見込まれ

る。   
なお、日本は食品の廃棄率が比較的小さく、食品廃棄低減のポテンシャルが小さい。

例えば、穀類について、日本の家庭の廃棄率は 1～ 2%3 0 )に対し、英国家庭のパンで

25%3 1 )、米国の小売・消費段階で 31%3 2 )と報告されている。さらに、日本は廃棄物の焼

却処分が主流である上、余熱利用も進められており、単位廃棄量当たりの GHG 削減ポ

テンシャルが小さい。一方、海外では埋め立て処分が主流の地域も少なくない。例え

ば、米国では廃棄食品の 76%、プラスチック容器の 69%が、中国やマレーシアでは都

市ごみの 80%、 90%がそれぞれ埋め立て処分されている 3 3 )。埋立地から発生するメタ

ンガスは、回収・エネルギー利用されるものもあるが、多くは大気に放出され温室効

果に寄与するとみられている 2 8 )。  

そのような状況を踏まえると、これまでは、身近な日本での食品廃棄低減を対象に

分析を行ってきたが、今後はより大きな削減ポテンシャルが見込まれる海外での食品

廃棄低減の影響分析も課題としてあげられる。その際、日本で想定したような情報技

術が海外の食品廃棄低減に活用できるか、活用できる場合に食品廃棄低減効果がこれ

まで評価されている以上に大きいか等、引き続き注目される。  

なお、本分析では、食品廃棄低減によって生じた家計や各産業活動の余剰が新たな

消費や活動につながる可能性や、コロナ禍に端を発するライフスタイルや食品生産構

造の変化は考慮していない。より包括的な視点で、出来るだけ多くの GHG 排出削減機

会を検討していく必要がある。  
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5.7 Non-CO2 GHG 排出削減の最新評価に関する調査  

RITE がこれまで開発してきた Non-CO2 GHG 評価モデル 1 ) , 2 )は、米国環境保護庁  

(EPA) の報告書のデータ 3 )を参照し、各種シナリオのもとでの Non-CO2 GHG 排出量の

削減量を推計し分析してきた。 2019 年に EPA は、世界の Non-CO2 GHG ベースライン

予測および限界削減費用（ MAC）に応じた削減ポテンシャルを評価する最新レポート

を公開した（EPA20194 )）。RITE がこれまで開発してきた Non-CO2 GHG 評価モデルの更

新に資する情報を得るために、新たに更新された EPA20194 )の分析結果を調査し、日本、

EU、米国、中国に関する部門別 Non-CO2 排出量予測および MAC 別削減ポテンシャル

評価の内容を整理する。  

 

5.7.1 EPA(2019)の概要  

EPA20194 )の MAC 分析では、ボトムアップのコストアプローチを使って、各削減オ

プションの推定削減ポテンシャルに対して平均損益分岐点炭素価格を推定し、各地域

および各産業を対象に、限界費用価格とその削減量を推計している。平均損益分岐点

炭素価格は各削減技術オプションの現在価値の便益と費用が一致する価格である。削

減オプションは、費用の昇順でソートされ、階段状の MAC 曲線が推計されている。以

下に、主要な前提条件を示した。  

 

•  分析期間： 2020 年から 2050 年までの 5 年間隔  
•  分析地域： 195 か国（地域）  

•  Non-CO2 GHG のガス種：CH4,N2O,HFCs,PFCs,SF6,NF3 

•  Non-CO2 GHG の CO2 換算係数： IPCC 第 4 次評価報告書（AR4）の GWP100 値  

•  ベースラインの想定：将来の活動量の推移は考慮するが、排出係数固定（すな

わち、技術固定ケースに相当すると考えられる。また、将来の社会シナリオ・

GDP 想定などは明示的に記載されていない。）  
•  緩和策オプション：EMS 製造業（太陽電池製造、フラットパネルディスプレイ）

と排水部門が追加され、その他は EPA20135 )とほぼ同様であり、削減オプション

がない排出源も存在する。EPA20194 )では、各技術に関する学習曲線を使用し、

削減効率の改善を考慮している。また、地域と技術の成熟度の違いに基づき調

整している。  

•  限界削減費用 MAC：最大 100,000[$/ tCO2]まで分析。  
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•  割引率・税率の想定：割引率は年 5％（従来の分析では 10%を想定していた）。

税率はゼロと想定。  
 

また、EPA20194 )の分析の留意点・限界として、以下があげられる。  

 

•  MAC 分析は部分的な均衡状態を想定しているため、マクロ経済全体の整合性は

必ずしも考慮されていない。  

•  非市場の障壁は考慮されていない。そのため、MAC 分析ではネガティブコスト

で実施される技術オプションが推計されているが、障壁によっては導入が難し

い可能性も考えられる。  

•  現在の実装可能な削減技術オプションのみを評価している。一方、将来的に実

装可能な技術については考慮していない。  

•  MAC 分析は市場の潜在力や技術の社会的受容性を考慮していない。  

•  EPA20194 )では技術オプションによる削減量の推計であり、レポートでは明記さ

れていないものの、活動量の低下などの技術以外による要因による Non-CO 2 

GHG 削減量は考慮されていないと考えられる。排出削減強度が非常に厳しいシ

ナリオにおいて、石炭などの需要低下によって化石燃料の採掘量が減った場合

に予想される Non-CO2 GHG 削減量は考慮されていない可能性がある。  

 

5.7.2 EPA(2019)の主な分析結果  

表  5 .7.2-1 には、EPA20194 )によって推計された、2050 年の Non-CO2 GHG の排出量を

主要国別に整理した。EPA20194 )では主に 2030 年の結果に焦点を当てて報告されている

が、ここでは、ネットゼロ目標として注目される 2050 年について結果をまとめた。前

述のように、EPA20194 )のベースラインは技術固定ケースに相当するため、技術固定ケ

ースとそれに対する最大削減ケースの排出量を記載した。また、温暖化・エネルギー

問題を扱う多くのエネルギーモデルや経済モデルでは、限界削減費用ゼロを基準ケー

スとする（費用効率的なオプションは基準ケースの中で選択されることを想定する）

ことが多いため、ここでは、基準ケース（ EPA20194 )の MAC0[$/tCO2]）の排出量につい

て も ま と め た 。 RITE が こ れ ま で 開 発 し て き た Non-CO2 GHG 評 価 モ デ ル も 、

MAC0[$/tCO2]を基準ケースとした枠組みとなっている。既往の温暖化問題の分析と整

合的な観点からは、EPA20194 )の推計結果は、基準ケースからの削減量を評価するのが

より望ましいと考えられる。  
EPA20194 )のでは、 2050 年の世界 Non-CO 2 GHG の排出量は、技術固定ケースで

16.5[GtCO2eq.]、基準ケース（EPA20194 )の MAC0[$/tCO2]）で 12.3[GtCO 2eq.]と推計し

て い る 。 技 術 オ プ シ ョ ン に よ り 最 大 限 に 削 減 を 実 施 し た 場 合 （ EPA20194 ) の

MAC100,000[$/ tCO2]）には、 10.8[GtCO2eq.]（技術固定ケース排出量比で約 65%、基準

ケース排出量比で約 87%）と推計している。前述のように、削減量の推計は、現在の

実装可能な削減技術のみを考慮している点には留意されたい。最大限に削減したとし
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ても残る Non-CO 2 GHG 排出量は、特に農業部門からの排出の寄与が大きいと推計され

ている。  
EPA20194 )の分析に基づくと、世界で 50 年 GHG ネットゼロ目標を達成するためには、

最大限削減に取り組んでもなお残る Non-CO2 GHG 排出量の 10.8 [GtCO2eq.]を相殺す

る、CO2 のネガティブ排出技術（NETs）が必要になることが示唆される。また、Non-CO2 

GHG 排出削減の技術に関して、現在考慮されていない革新的な技術開発などが重要で

あることも示唆される。地域別にみると、主要国では、技術オプションにより最大限

に削減を実施した場合の排出量は、約 85%～ 92%（基準ケース排出量比）と推計され、

主要国間ではあまり大きな差異は見られない。各国が国内対策のみで GHG ネットゼロ

目標を達成する場合においても、ネガティブ排出技術が重要であることが示唆される。 

 

表  5.7.2-1 EPA（ 2019）による Non-CO2 GHG のベースライン排出量と削減量（ 2050
年）  

 

 

5.7.3 まとめ  

EPA20194 )は Non-CO 2 排出ベースラインを更新し、最新の排出量予測に基づいて緩和

策評価の結果を調査した。分析対象の地域数が世界 195 カ国別に増加し、 2050 年まで

に分析対象期間が拡張され、また、いくつかの削減オプションが追加評価された。

PA20194 )の推計結果に基づくと、世界で 50 年 GHG ネットゼロ目標を達成するためには、

最大限削減に取り組んでもなお残る Non-CO2 GHG 排出量の 10.8 [GtCO2eq.]をオフセッ

トするような CO 2 排出のネガティブ排出技術が必要になることが示唆された。また、

Non-CO2 GHG 排出の大幅な削減のためには、革新的な技術開発が重要であることも示

唆される。今後の課題として、EPA20194 )の情報をさらに検証しつつ、RITE がこれまで

開発してきた Non-CO2 GHG 評価モデル 1 ) , 2 )のガス種別、地域別、部門別にパラメータ

を更新し、より信頼性の高いモデル分析ができるように拡張する予定である。  
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5.8 地球温暖化対策と土地利用・食料アクセスに関する分析  

5.8.1 はじめに  

2015 年 12 月に国連気候変動枠組条約の第 21 回締約国会議（ COP21）で採択された

パリ協定では、気候変動の脅威に対する世界全体の対応として、全球平均気温上昇を

産業革命前比 2℃のレベルを十分に下回るように抑え、また 1.5℃に抑える努力を追求

する、という長期気温目標が掲げられた。また、その達成のため、人為起源温室効果

ガス（GHGs）の発生を、21 世紀後半には正味ゼロにする、とされた 1 )。人為起源 GHG

排出量は現在約 50 Gt CO2  eq/yr と見積もられている 2 )。今後世界の人口増加や経済発

展に伴い人間活動がさらに増大すると見込まれる中で、非常に高い目標であり、その

達成に向けては、省エネルギーやエネルギーの炭素依存度低減による CO 2 排出の抑制、

森林伐採等土地関連 CO2 排出の抑制、非 CO2 排出の抑制他、抑制しきれない GHG 排出

を相殺するための CO 2 負排出技術が検討されている。CO2 負排出技術の中でも、これ

ま で の シ ナ リ オ 分 析 で 主 に 注 目 さ れ た の が 、 バ イ オ マ ス の エ ネ ル ギ ー 利 用と CCS

（Carbon Capture and Storage）を組み合わせた（BECCS）や、植林による森林炭素固定

（AR）等、植物の炭素吸収能力を活用しながら CO2 排出量を正味負にする技術オプシ

ョン、いわゆる biomass-based NETs（Negative Emission Technologies）である。これら

は、比較的安価で大きなポテンシャルがあるとされ、 2℃や 1.5℃目標相当のシナリオ

分析で、多く見積もられている 3 )。但し、 1.5℃目標相当のシナリオでは、 2010 年以降

2050 年までにエネルギー作物栽培地を 10～ 700 mil l ion ha 増大させ、また、特段の気

候変動緩和制約が無い場合に▲ 200 mil l ion ha と推計される森林面積を＋ 950 mil l ion ha

に転じさせる、これらに伴い牧草地は▲ 50～ 1100 mil l ion ha といった大幅な土地利用変

化が報告され 3 )、食料供給や生態系への影響、土地利用に関する制度、社会の受容性等

が課題になると考えられている 4 ) , 5 )。（参考までに 2010 年のエネルギー作物栽培地、森

林、牧草地の面積は、それぞれ 0.01、 3700～ 4200、 3000～ 3500 mil lion ha。）  
一方、 2015 年 9 月には国連持続可能な開発サミットにおいて持続可能な開発目標

（ SDGs）が採択され、貧困や飢餓の解消、近代的エネルギーへのアクセス、気候変動対

応、平和的社会に向けての諸目標が掲げられた 6 )。当然のことながら、気候変動対策は、

これら持続可能な開発との調和性を考慮しながら進める必要がある。  

このような背景から、ALPSIII プロジェクトでは、2℃、1.5℃目標の達成に求められ

る土地利用変化や食料アクセスへの影響に関する分析を行ってきた。これまでの分析

7 )– 1 2 )  によると、世界を 32 に区分したほぼ全ての地域で、長期気温目標下では、特段
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の気候変動緩和を行わない場合に比べ食料アクセス指標（ FAI: Food Access Indicator）

が悪化し、経済発展に伴って期待される食料アクセス改善を鈍らせる。特に 21 世紀前

半～中頃に、未だ食料アクセスに乏しいと推計される南西部アフリカ等において、無

視し難い影響を及ぼす可能性が示唆された。なお、FAI の悪化を招く主な要因は、緩和

策実施による GDP ロスと、 biomass-based NETs の急速な拡大に伴う土地代上昇が穀物

等食料の価格上昇ひいては食料消費額増大をまねくことであり、とりわけ、後者の寄

与度が大きい。  

ところで、DNE21+モデルは、今年度も各種技術のモデル化を行った（ 5.1 節）。NETs 
については、これまでの BECCS、植林に加え、DAC（DACCS）のモデル化を行い、こ

れら NETs 間の競合も考慮して分析を実施した。DAC を考慮したことにより、これま

で BECCS や植林の大規模導入に伴って示唆されていた食料アクセスとのトレードオフ

の関係にも影響を及ぼしうる。そこで、本節では、2℃、1.5℃シナリオについて、DAC

を考慮したことによる、土地利用・食料アクセス評価への影響を分析、整理した。  

 
5.8.2 食料アクセス指標  

食料の安定的供給に関する指標としては、食料価格の変動指数 1 3 )、急性食料不安人

口 1 4 )、栄養不足人口比率 1 5 )等、複数提案されている。このうち、例えば食料価格変動

や急性食料不安人口は短期的変化の把握に利用されるのに対し、「一人一日当たり食料

摂取エネルギーが、最低必要エネルギーを下回る人口の割合」で定義される栄養不足

人比率（ Prevalence of  Undernourishment  in  the tota l population:  PoU）は、年平均値を基

に評価され、経年分析 1 5 ) , 1 6 )や、将来のシナリオ分析 1 7 )に利用されている。  

本分析では、複数の気候変動緩和シナリオへの適用性と、RITE 各種モデル分析との

整合性を考慮し、食料アクセス指標（ Food Access Indicator : FAI）を用いる。これは「GDP

に占める食料消費額割合」で定義される 7 ) , 8 )。概念的には、エンゲル係数（家庭の消費

支出に占める食費の比率）に似ており、数字が大きい程、食料にアクセスするための

負担が大きく脆弱性が高いことを意味する。  
参考まで図  5 .8 .2-1 に、本分析による 2000 年の FAI と、 FAO による 2005 年の PoU

の値 1 6 )を示す。時点の違いに加え、 PoU は数値が掲載された国の値から地域平均値を

算出しており、厳密な比較は出来ないが、カンボジア・ラオス等、バングラデシュ等、

南西部アフリカのように FAI が高い地域では、栄養不足人口比率 PoU も概ね高く、ど

ちらの指標でも食料アクセスが脆弱と評価されていることが分かる。なお、 PoU に全

人口を乗じて算出される 2005 年の栄養不足人口（ Number of  undernourished people:  
NoU）の世界合計値について、 FAO の 2019 年レポートでは 9.4 億人（ PoU=14.4%） 1 5 )

であったが、2020 年レポートでは 8.2 億人（ PoU=12.5%）1 6 )に下方修正された。その差

の大半は中国で計上され、原因として人口、食料供給量、食料消費の格差に関するデ

ータの修正があげられている 1 6 )。このように、食料アクセス指標には、その多様性に

加えデータの精度に起因する不確実性が存在する。  
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(3)  GDP ロス  

表  5 .8.4-1 に温暖化影響による GDP ロス、表  5 .8.4-2 には緩和策実施によるに GDP
ロスの推計値を示す。全体的に、温暖化影響による GDP ロスの値は、緩和策実施によ

る GDP ロスの値に比べに小さい傾向が見られる。これは、2050 年頃までに限ると全球

平均気温上昇が低い（Reference ケースでも約 2.3℃）ためと考えられる。なお、極端

な気象現象の影響は十分に考慮できておらず、今後の課題である。  

緩和策実施による GDP ロスは、 2℃ -DAC 無ケースに比べ 2℃ -DAC 有（高位技術進

展）ケースの方が、又 1.5℃ -DAC 有（低位技術進展）ケースに比べ 1.5℃ -DAC 有（高

位技術進展）ケースの方が、GDP ロスが小さい。つまり、DAC の技術進展が高位の場

合に、エネルギーシステムの CO 2 削減費用が抑制され、緩和策 GDP ロスが抑制される

結果となっている。  

 

 

表  5.8.4-1 温暖化影響による GDP ロス推定値（NCC 比 ,  %）  

 
 

Reference 2℃ 1.5℃ Reference 2℃ 1.5℃ Reference 2℃ 1.5℃

米国 0 5 0.4 0.4 0.8 0.4 0.4 2.2 0.3 0.2

カナダ 0.6 0.4 0.4 0.8 0.5 0.5 2.5 0.4 0.2
西欧 0.6 0.5 0.5 0.9 0.5 0.5 2.5 0.4 0.3
日本 0.6 0.5 0.5 0.9 0.5 0.5 2.6 0.4 0.3

豪・NZ 0.6 0.4 0.4 0.8 0.5 0.5 2.5 0.4 0.2
東欧・旧ソ連 0.4 0.3 0.3 0.6 0.3 0.3 1.8 0.3 0.2

中国 0.6 0.5 0.5 0.9 0.5 0.5 2.3 0.4 0.3
インドネシア 1.0 0.8 0.8 1.3 0.8 0.8 3.4 0.7 0.5

インド 1.5 1.2 1.2 1.9 1.3 1.2 4.4 1 0 0.8
その他アジア 1.0 0.8 0.8 1 3 0.8 0.8 3.4 0.7 0.5

中東・北アフリカ 1.2 0.9 0.9 1 5 1.0 0.9 3.6 0.8 0.6
サブサハラアフリカ 1.4 1.1 1.1 1 9 1.2 1.2 4.5 1.0 0.7

ブラジル 0.6 0.5 0.5 0 9 0.5 0.5 2.4 0.4 0.3
その他中南米 0.6 0.5 0.5 0.9 0.5 0.5 2.4 0.4 0.3

世界 0.7 0.6 0.6 1.0 0.6 0.6 2.7 0.5 0.3

2040年 2050年分析ケース・年
 
    地域

2100年
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表  5.8.4-2 緩和策実施による GDP ロス推定値（NCC 比 ,  %）  

 
 
(4)  食料アクセス  

図  5 .8.4-7 には、 2000 年の FAI が比較的高いと分析された地域の FAI を示す。どの

地域も、次第に FAI は小さくなり、食料アクセスの脆弱性は改善すると推計されてい

る。これは、食料消費額の増大を上回る GDP の増大を想定したことによる。但し、FAI

の低減具合は地域によって異なる。フィリピンやインドネシアでは 2040 年には FAI が

ほぼ 5%以下まで低減するのに対し、南西部アフリカ、南東部アフリカ、カンボジア・

ラオス等では 2040 年、2050 年の FAI がまだ 10%を上回り食料アクセスの脆弱性が残る

と推計された。  

気候変動緩和ケースでは、NCC ケースや Reference ケースに比べ FAI がさらに上昇す

る。すなわち将来の経済発展に伴って期待される FAI 低減が、気温目標に向けた取り

組みによって鈍化するという、トレードオフの関係が示されている。なお、南西部ア

フリカ等一部の地域では、DAC が無い場合に比べ DAC の技術進展が高位な場合に、上

述のトレードオフがわずかながら緩和される。その程度と要因を図  5 .8.4-8 に示す。  

 

DAC有
（高位技術進展）

DAC無 DAC有
（高位技術進展）

DAC有
（低位技術進展）

DAC有
（高位技術進展）

DAC無 DAC有
（高位技術進展）

DAC有
（低位技術進展）

DAC有
（高位技術進展）

DAC無 DAC有
（高位技術進展）

DAC有
（低位技術進展）

Nor h America 1.3 1.4 1.7 2.2 1.6 1.4 1.9 3.3 1.8 2.0 1.9 4 0

Western Europe 1.0 1.4 1.3 1.7 1.0 2.1 1.4 2.2 0.8 2.9 1.2 2.4

Japan 0.3 0.6 0.4 0.6 0.2 1 0 0.4 0.6 0.4 2.3 0.4 1 0

Oceania 5.8 4 5 6.8 15.5 10.6 4.8 12.1 28.1 11.8 2.9 21.5 41.7

China 1.8 2 9 2.3 2.9 1.0 3.2 1.5 2.1 1.6 5.8 2.0 2 8

Other Asia 1.8 3 3 2.4 3.3 1.3 4.5 1.9 3.0 1 2 4.6 1.5 2.1

M.East & N Africa 2.5 2 9 4.4 4.3 3.0 5.1 6.8 6.9 3 3 4.2 3.8 6.7

S.S.Africa 5.4 10.5 6.7 12.0 6.7 13 2 9.2 14.7 3 8 11 2 5.0 9 0

L.America 3.0 5.4 4.0 6.0 3.8 6.7 5.2 6.6 6 2 11.1 6.6 10.8

F.USSR & E.Europe 8.8 8 5 10.9 11.1 14.2 11 9 16.9 13.0 10.2 14.7 17.9 10.3

World 1.9 2.6 2.5 3.3 2.1 3.5 3.0 4.1 2.4 5.2 3.1 4 8

 分析ケース・年

地域

2040年 2050年 2100年
2℃ 1.5℃ 2℃ 1.5℃ 2℃ 1 5℃
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  Reference ケースに比べ、気候変動緩和ケースの FAI が大幅に増大する点は、

南西部アフリカや南東部アフリカと同様である。  
  やや異なる点として、 2℃ -DAC 無ケースと 2℃ -DAC 有 (高位技術進展 )ケー

スの差や、 1.5℃ -DAC 有 (低位技術進展 )ケースと 1.5℃ -DAC 有 (高位技術進

展 )ケースの差は、南西部アフリカや南東部アフリカで分析された程大きく

ない。これは、図  5 .8.4-2 で示したように、これらの地域では DAC の技術

進展が高い場合にも、エネルギー作物や炭素固定植林への土地利用面積が

あまり減らないことによる。さらに表  5.8 .4-2 に示したように、この地域で

は、緩和策実施による GDP ロスが、 2℃ -DAC 無ケースでも 4.5%と、南西

部アフリカや南東部アフリカの 13.2%に比べると一桁小さい、すなわち DAC

の有無に依らず緩和策実施による食料アクセスへの悪影響が比較的小さい

ことも関係している。  

•  バングラデシュ、フィリピン、インドネシアについて、  

  図  5 .8.4-7 で示したように、これらの地域は 2050 年頃には FAI が 7%以下ま

で改善する。すなわち、それだけの GDP 成長を見込んでいる。このため、

緩和策実施によって、食料消費額増大や GDP ロスが生じたとしてもその影

響は比較的小さいと推計されている。  

•  なお、どの地域も温暖化影響による GDP ロスが、 FAI に及ぼす影響は小さい。

これは、2050 年頃までは温暖化影響による GDP ロスは、緩和策実施による GDP

ロスに比べると小さいと推計された（表  5.8.4-1）ことを反映している。  
•  また、どの地域も食用作物への温暖化悪影響による食料消費額増大が、FAI に及

ぼす影響は小さい。理由として本分析では CO2 施肥効果を考慮しており、温暖

化による農作物単収への悪影響が小さいこと、また、温暖化による単収への影

響は地域・作物によって異なる（温暖化の程度が小さい場合、作物・地域によ

っては良い影響と評価される場合もある）ことがあげられる。  

•  なお、極端な気象現象による各種部門への影響は十分に考慮できておらず、今

後の課題である。  
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5.9 温暖化緩和による大気汚染低減コベネフィット評価に関する調査  

5.9.1 はじめに  

大気汚染とは、大気中に排出された物質の量が自然の状態より増加し、人を含む生

体系や物などに直接的・間接的影響を及ぼすこと定義される 1 )。大気汚染物質の発生源

は、自然起源（火山排出物、森林火災、花粉の飛散、粉塵・黄砂、海塩粒子等）と人

為起源（工場や発電所、自動車等化石燃料の燃焼による排出物、生産活動により生成

するガスや粒子状物質）がある。このうち人為起源大気汚染物質は化石燃料燃焼由来

のものが多いことより（図  5 .9.1-1）、パリ協定下 3 )での GHG 排出削減（温暖化緩和）

に向けたエネルギーシステムの転換は、大気汚染低減とシナジーの関係が期待されて

いる。例えば、 IPCC の第 5 次評価報告書では、大気質向上、エネルギーセキュリティ

向上、温暖化緩和を統合した対策費用は、個別の対策費用の積み上げより小さいとし

ている 4 )。そのような状況を踏まえ RITE では、大気汚染物質の排出量と大気中濃度の

評価モジュールを DNE21+モデルにリンク可能な形で開発し、大気汚染濃度低減と CO2

排出削減の同時達成にコスト効率的なエネルギーシステムの分析を行ってきた 5 ) , 6 ) , 7 )。

大気汚染物質としては、複数の汚染物質から構成される PM2.5 に着目し、直接生成の

一次粒子（BC、OC）の他、SO 2、NO x、VOC、NH3 等が大気中で化学反応して生じる二

次粒子を考慮している。  
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図  5.9.1-1  人為起源大気汚染物質の主な排出源 2 )  
 

なお、大気汚染による影響としては、経済発展が著しい新興国で PM2.5 による循環

器・呼吸器の疾患・死亡が代表的で、国連の持続可能な開発目標では大気汚染による

死亡の大幅な減少が掲げられている 1 3 )。ここで、温暖化緩和による大気汚染低減の効

果とそれに必要な費用の評価は、新興国の温暖化緩和促進や国際的協調体制の強化に

資すると期待される。エネルギーシステム転換によるコベネフィットの分析は、影響

の金銭換算の不確実性もあり、かつては、米国の発電所に対する排出規制案のインパ

クト評価 9 )等に限られたが、近年、世界全体を対象とした研究事例が少しずつ増えつつ

ある。そこで、本節では、近年のモデル分析事例の中から、世界の GHG 排出削減費用

と PM2.5 及びオゾン（NOx、VOCs、CO が太陽光の下、化学反応により生成する）の低

減によるコベネフィットを評価した文献を調査し、RITE における今後の温暖化緩和と

大気汚染低減コベネフィット評価の課題を整理する。  
 

5.9.2 GHG 排出削減費用と PM2.5・オゾン低減コベネフィットの分析例  

(1)  Markandya et a l.  (2018)1 0 )  

NDCs（ nationally determined contr ibut ions）及び長期気温目標に合致する排出パスに

ついて、GHG 排出の削減費用と PM2.5・オゾン低減による健康コベネフィットを地域

毎に分析したもの。GHG 排出パスと GHG 排出削減費用は、統合評価モデル GCAM を

用いて分析している。そのうち GHG 排出の結果を、大気質モデル TM5-FASST に与え

PM2.5 濃度とオゾン混合比を、さらに WHO の疾病リスクデータを参考に健康影響（早

期死亡と罹患）を算定している。健康影響の金銭換算には、統計的生命価値（ value of  

sta tis t ical l i fe : VSL）として、（ 5.9.2-1)式を用いている。社会経済シナリオは SSP2 であ

る。  
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(5.9.2-1)  

c：国、 t：時点、 b：所得弾力性（一般に 0.8—1.2、ここでは 0.8 を使用）  

VSLO E C D , 2 0 0 5： 2005 年の OECD 地域の VSL（US$1.8—$4.5 mil l ion）  

Y：一人当たり GDP、 %∆Y：一人当たり GDP の成長率  

 
CO2 排出シナリオは、特別な気候政策が無い（Baseline）シナリオ、NDCs シナリオ、

及び 2℃、1.5℃シナリオである（図  5.9.2-1）。2℃、1.5℃シナリオについては、さらに

排出割り当ての想定に応じ CER（現在の地域間の排出割合を保つ）、EPC（ 2040 年に一

人当たり排出量が全地域で等しくなる）、CAP（一人当たり GDP の高い地域程、低排出）

の 3 種類を想定している。  

 

 
図  5.9.2-1  CO2 排出シナリオ  

 
図  5 .9.2-2 に世界の健康コベネフィットと GHG 排出削減費用の 2020—2050 年累積値

（割引率 3%）を示す。ここで、Basel ine シナリオとの健康影響の差を「GHG 排出削減

による健康コベネフィット」としている。図中、健康コベネフィットのエラーバーは、

VSL の上下限値に対応している。図から、どのシナリオも、健康コベネフィットは GHG

排出削減費用を上回ると分析されている。GHG 排出削減費用は NDCs シナリオ、2℃シ

ナリオ、1.5℃シナリオの順に高くなる。このうち、2℃、1.5℃シナリオの GHG 排出削

減費用が CER＜EPC＜CAP の順に高くなるのは、図  5.9.2-1 の排出削減量の違いを反映

している。 2℃、 1.5℃シナリオの、世界全体の費用対効果（健康コベネフィット /  GHG

排出削減費用）は、VSL に median 値を想定した場合で、 1.4 から 2.45、つまり、緩和

費用の約 2 倍の健康コベネフィットがあると分析されている。  
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図  5.9.2-2  健康コベネフィットと GHG 削減費用の 2020-2050 年累積値  

注）図中左下の「Basel ine」は、「NDCs」の間違い。  

 
但し、この費用対効果は地域によって大きく異なる。図  5.9 .2-3 に示すように、健康

コベネフィットは中国とインドに集中している。これらの地域の大気汚染は WHO の推

奨濃度を上回り、大勢の人が大気汚染に曝されているためと述べている。  

 

図  5.9.2-3  健康コベネフィット（ 2020-2050 年累積値）の地域内訳  
 

図  5 .9.2-4 は、各シナリオの地域毎に、正味便益（健康コベネフィット－GHG 削減

費用）の値を示したものである。図より、インドは GHG 排出割り当ての違い（CAP、
CER、EPC）や、VSL 想定に依らず、2℃、1.5℃シナリオは健康コベネフィットが GHG

削減費用を上回る。中国は、2℃シナリオの場合、インドと同様であるが、1.5℃シナリ

オの場合、VSL 想定に依っては健康コベネフィットが GHG 削減費用を下回る。米国や

ROW（ rest of the world）では、GHG 排出割り当ての違い（CAP、CER、EPC）や、VSL

想定によらず健康コベネフィットが GHG 削減費用を下回る、と分析されている。この

ように、温暖化緩和による健康コベネフィットは、主としてインド、中国にもたらさ

れる可能性が高いことを示唆している。  
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図  5.9.2-4  正味便益（健康コベネフィット－GHG 削減費用） [US$ tr i l l ion] 
*1:  NDCs シナリオと 2℃シナリオは、Basel ine シナリオ比の値  

   1 .5℃シナリオは、 2℃シナリオ比の値  

*2:  (  )内は、VSL 想定の違いによる差  

*3:  緑色は、VSL 想定に依らず健康コベネフィットが GHG 削減費用を上回る。  
黄色は、VSL 想定に依っては健康コベネフィットが GHG 削減費用を下回る。  

赤色は、VSL 想定に依らず健康コベネフィットが GHG 削減費用を下回る。  

 

(2)  Vandyck et  a l.  (2018)1 1 )  

将来の大気汚染対策の不確実性を考慮し、パリ協定の文脈の中で世界及び地域の大

気汚染による早期死亡・罹患、及び農業の影響低減によるコベネフィットを評価した

もの。将来のエネルギーシステムは POLES-JRC モデルで分析。GHG 排出量は、エネル

ギー関連は POLES-JRC モデル、土地関連は GLOBIOM モデル、その他は EPA の値を参

考に推計している。大気汚染物質の排出量は GAINS モデルの排出係数に基づき算定。

気温の計算は MAGICC6 モデルの確率版を使用。大気汚染物質の濃度は、大気汚染物質

の排出シナリオに対し、TM5-FASST モデルを用いて推計している。  

GHG 排出シナリオとして、気候政策が異なる 3 つ（図  5.9.2-5）を想定。このうち、

Reference は、現在考えられている政策以上の特別な気候変動緩和政策無いシナリオ、

NDC は、 2025/2030 年までは NDCs（パリ協定下での資金協力あり）、それ以降も同様

の世界 GHG 排出強度低減を想定したシナリオ、 2℃は、 2100 年の産業革命前比世界平

均気温上昇を 75%以上の確率で 2℃に抑制するシナリオである。  
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図  5.9.2-5  3 つの GHG 排出シナリオに対する全球気温変化とエネルギーシステム  
 

将来の大気汚染対策として次の 3 ケースを想定。  

•  FLE：大気汚染物質排出削減技術が 2010 年レベルのまま  

•  SLE：大気汚染物質排出削減技術が緩やかに進化する  

•  BAT：考えられる削減技術を全て最大限に導入する  

 
図  5 .9.2-6 は、CO 2 排出削減率と各種大気汚染物質の排出低減率を示したもの。図中

の黒丸は参考まで IPCC WG3 AR5 のモデル分析の値をプロットしたものである。 SO2、

NOx は概ねどのモデルでも、CO2 排出削減率と正の相関がみられる。一方、CO や OC

はモデルによっては負の相関を示し、評価の不確実性が大きいことを示している。な

お、CO2 排出削減率が同じ場合、将来の大気汚染対策レベルが最も低い（ FLE）ケース

に大気汚染の低減率は最も大きく、大気汚染対策が最も進んだ（BAT）ケースに大気汚

染の低減率は最も小さく推計される。  
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図  5.9.2-6  CO2 排出削減率と大気汚染物質の削減率（ 2015-2050 年累積値）  
 

図  5 .9.2-7 は、大気汚染物質の排出、輸送、大気化学反応を考慮して推計した PM2.5

濃度とオゾン混合比をシナリオ間で比較したものである。下の c 図より、 2℃シナリオ

では Reference シナリオに比べ、PM2.5 の濃度が中国、インド、中東の一部地域で大き

く低減すると推計されている。d 図よりオゾン混合比の低減影響は、PM2.5 に比べ広範

囲に及ぶとみられている。  
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図  5.9.2-7  PM2.5 濃度とオゾン混合比  

 

図  5 .9.2-8 はオゾン低減による作物コベネフィットを示す。米国やブラジルで比較的

大きなコベネフィットが推計されているのは、これらの地域でオゾン混合比の低減が

大きいこと（図  5.9.2-7）、オゾンに敏感な作物（トウモロコシ、大豆、サトウキビ等）

を栽培していることによる。  
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図  5.9.2-8  オゾン低減による作物コベネフィット  
注）作物コベネフィット：作物収量の変化×2009-2013 年の生産価格 /人口、より推計  

 

図  5 .9.2-9 に NDC、 2℃シナリオにおける世界及び主要地域の大気汚染低減コベネフ

ィットと GHG 削減費用を示す。図中エラーバーは VSL 想定の違いによる幅を、×印は

VSL が地域や時点によらず一律（US$ 1.5mil l ion）とした場合の値である。NDC シナリ

オ、 2℃シナリオ共、インドや中国で GHG 削減費用を上回る大気汚染低減コベネフィ

ットが分析されている。前述の Markandya  1 0 )  が健康影響のみであったのに対し、本分

析では農作物影響も考慮しているが、大きな傾向は両分析で類似している。なお、ヨ

ーロッパにおける大気汚染低減コベネフィットは、主にヨーロッパ以外の地域で GHG

排出・大気汚染物質排出が低減し、ヨーロッパに輸送される大気汚染物質が減少する

ためとのことである。  
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図  5.9.2-9 大気汚染低減コベネフィットと GHG 削減費用  

 

5.9.3 今後の課題  

温暖化緩和策の費用と大気汚染低減コベネフィットについて、先行研究における世

界各地域の健康影響や農作物影響の評価方法等は、参考になると考えられる。但し、

これら影響は局所的であることより、その分析に向けては、RITE 大気汚染濃度分析モ

ジュールの分解能向上と、さらにはこれまで明示的に扱っていない大気汚染物質の越

境変化の考慮が必要と考えられる。  

なお、費用対効果の分析について、今回調査した事例はいずれも温暖化緩和の費用

とそれに伴う大気汚染低減効果のみに着目していた。実際のエネルギーシステムは、

GHG 排出削減と大気汚染物質排出低減の両方を視野に入れて計画されると考えられる

ことより、費用対効果についても両対策費用の合計と、温暖化影響・大気汚染影響の

低減効果との比較がより望ましいと考えられる。このうち両対策の費用については、

これまで RITE モデルを用いて大気汚染濃度低減と CO 2 排出削減の同時達成にコスト効

率的なエネルギーシステムの分析を行っており、対応が可能と見込まれる。  

温暖化緩和と大気汚染低減に資する効率的なエネルギーシステムの構築に向け、適

切な評価項目の検討と、多様なシナリオに対する分析が、引き続き必要である。  
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第6章  国際枠組み、海外対策動向および国際モデル比較プ

ロジェクト動向 

6.1 主要国の長期正味ゼロ排出等に関するモデル分析の動向  

2019 年 12 月、EU はグリーンディールを発表し 2050 年までに GHG 排出を実質ゼロ

にする目標に掲げた。2020 年 9 月には中国の習近平国家主席が 2060 年以前の炭素中立

実現に向けて努力することを表明し、米国でも 2050 年までのネットゼロ排出目標を掲

げたバイデン大統領が誕生した。EU はこの目標に関する詳細な分析 1 2 )を実施し、いか

にして目標を達成するか検討しているが、米国や中国は具体的に目標をどう達成する

か明らかにしていない。そこで本節では先行研究を手がかりに、これらの国がどのよ

うな形でネットゼロ排出を達成しうるのか、また、それぞれの戦略の特徴や課題につ

いて考察する。  

 

6.1.1 ネットゼロ排出戦略  

パリ協定では「世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて 2℃より十分低く保つ

ともに， 1.5 ℃に抑える努力を追求する（第 2 条）」という気温目標が掲げられ、この

目標を達成するために「今世紀後半に温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と

吸収源による除去量との間の均衡を達成する（第 4 条  1 項）」ことが盛り込まれている。

2018 年に作成された IPCC の 1.5℃特別報告書 1 3 )では「オーバーシュートしない、また

は限られたオーバーシュートを伴って地球温暖化を 1.5℃に抑えるモデルの（排出）経

路においては、世界全体の人為的な CO 2 の正味排出量が、 2030 年までに、 2010 年水

準から約 45％（ 40-60%）減少し、2050 年前後（ 2045-2055 年）にネットゼロに達する

(SR15 SPM C.1)」ことが示されている。  

ネットゼロ排出を長期的な目標とすることは、濃度目標や気温目標よりも一般の

人々にとってわかりやすく具体的な行動につなげやすいということもあり、各国で検

討されるようになってきている（図  6.1 .1-1）。既に英国、スウェーデン、ハンガリー、

フランス、デンマーク、ニュージーランドの 6 ヶ国ではネットゼロ排出が法制化され

ており、それ以外にも多くの国がネットゼロ排出を目指す動きがでてきている。  
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図  6.1.1-1 各国のネットゼロ排出目標の状況  
（出典）Energy & Climate  Inte ll igence Unit ホームページ  

 

ネットゼロ排出の対象は CO2 に限ったものなのか GHG 全般なのかによって必要とな

る削減努力は異なり、何を対象にした議論なのか留意しておく必要である。 IPCC の第

5 次評価報告書では、グローバルな平均気温上昇は累積 CO2 排出量に一次近似できるこ

とが示され、ある水準で気温を安定化させようとすれば、炭素バジェットと言われて

いる累積 CO 2 排出量の上限が決まるため、いつかの時点で CO2 排出（ net CO2 emissions）

をネットでゼロにしなければいけないことが示唆されている。気候目標が厳しくなる

ほど炭素バジェットが小さくなり、早いタイミングで CO 2 排出をネットゼロにする必

要がある。セクター別にみると、通常はゼロまたはネガティブエミッション技術のオ

プションが比較的多くある電力部門からの CO2 排出をネットゼロとし、続いてエネル

ギーシステム全体からの CO2 排出をネットゼロにしていくプロセスをたどる。さらに、

CO2 排出がネットゼロになった時点でも農業部門などから CO 2 以外の GHG 排出などが

残っていると考えられるため、最終的にはこれをなんらかの形で削減・相殺すること

により GHG 全体の排出をネットゼロ相当にする取り組みが必要となる。先行研究 1 5 ) , 1 6 )

では、電力セクターからの CO2 排出は 1.5℃のシナリオの場合 2050 年までに、2℃のシ

ナリオでは 2055 年頃までにほぼゼロにすることが求められる。 CO2 排出については

1.5℃シナリオの場合で 2045-2060 年頃、2℃シナリオでは約 10～ 20 年遅れ 2060 年から

2075 年にネットでゼロにし、さらに GHG 排出については 1.5℃シナリオで 2055-2075
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表  6.1.1-2 ネットゼロに向けた 5 つの基本戦略  

電源の低炭素化  

エネルギー供給・転換側では、原子力、再生可能エネルギー、

CCS などの技術オプションがある電力部門において低炭素化を

進める  

省エネ  
エネルギー需要側ではエネルギー効率を向上させ、エネルギー

需要を抑える  

電化  
冷暖房や調理、車両などの電化を進めることにより化石燃料の

直接消費を減らす  

燃料代替  
長距離輸送（貨物，空運，海運）や産業部門など電化が難しい

部門ではバイオ燃料など代替燃料や水素の利用を進める  

CDR の活用  
最後まで残る CO2 や GHG 排出を相殺するため BECCS や直接空

気回収など炭素除去技術（CDR）を活用する  

 

6.1.2 ネットゼロ排出に関する先行研究  

主要国のネットゼロ排出目標に関する先行研究としては、 EU、米国、日本、オース

トラリアの 4 ヶ国 /地域について、統合評価モデル（REMIND モデル）を用いて 2050

年カーボンニュートラルに向けた課題や特徴を分析した Felix  Schreyer  e t  a l .  (2020)1 8 )

がある。なお、この分析ではエネルギーシステムからの CO2 排出に焦点を当てており、

農業や産業における CH4 や N2O など CO 2 以外の GHG は対象としていない。  

 
図  6.1.2-1 CO2 排出シナリオと一人当たり CO2 排出  

（出典） Felix Schreyer  e t a l .  (2020)1 8 )  

 
図  6 .1.2-1 は EU、米国、日本、オーストラリアの CO 2 排出経路と一人当たり CO2 排

出を示したものである。現在のオーストラリアと米国の一人当たりの CO 2 排出量は、
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EU や日本のほぼ 2 倍であるが（図  6.1.2-1 b）、これは輸送、産業、建築分野における

一人当たりのエネルギー需要が高いことが起因している。他方、オーストラリアは土

地利用変化による吸収源拡大の余地が大きく、2050 年における CDR によるオフセット

量は 2020 年における排出の約 40％に相当する。対照的に、土地利用変化に制約がある

日本のオフセットは 2020 年排出の 15％にとどまっている（図  6.1.2-1 a）。  

シナリオ別の各国の電源ミックスとしては、技術の利用に制約のないネットゼロ基

本 シ ナ リ オ （ 図  6.1.2-2 a.  Full-opt ion ） に 加 え 、 派 生 シ ナ リ オ （ 図  6.1 .2-2 b.  

Sensi t i i ty :2050）として原子力が 2040 年までにフェーズアウトするケース、原子力のフ

ェーズアウトに加え変動性再生可能エネルギーに制約があるケース、現行政策継続ケ

ース分析されている。現在の電源構成や CO2 排出トレンドとしては、オーストラリア

は約 60％を石炭に依存しているのに対し、EU は既に再生可能エネルギーが約 30％を

占め、米国では石炭からガスに転換することで排出量を削減してきているが、日本は

福島の事故以降、石炭とガスが原子力を代替し排出増加傾向にあるといった違いがあ

る。低炭素電力への移行の形も 4 つの地域でそれぞれ異なっており、例えば日本では

変動性再生可能エネルギー（ VRE）のポテンシャルが限られているため、風力と太陽

光のシェアは  50％にとどまり、原子力とバイオマスのシェアも比較的大きいことがわ

かる。これに対しオーストラリア、 EU、米国では 2050 年に風力と太陽光のシェアが

80％以上に達している。  

 
図  6.1.2-2 電源ミックス（左：ネットゼロ基本シナリオ、右：派生シナリオ）  

（出典） Felix Schreyer  e t a l .  (2020)1 8 )  

 

2050 年までにカーボンニュートラルを達成するためには、すべての地域で  土地利

用変化による吸収源の拡大、炭素回収・貯留を伴うバイオエネルギー（ BECCS）が不

可欠となる。ただし、土地ベースの CDR の利用可能性もオーストラリアでは大きく、

日本では小さいといった地域差がある。  
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このように EU、米国、日本、オーストラリアのネットゼロ排出に向けた戦略は再生

可能エネルギーのポテンシャル、排出構造、土地の利用可能性、人口動態といった違

いを反映してそれぞれ異なることが示されている。  

R.  Schaeffer  e t a l .（ 2020） 1 9 )による研究は、明示的にネットゼロ排出を分析対象とし

たものではないが、 1.5℃や 2℃目標を対象としたシナリオを分析しており、その中の

いくつかのシナリオがネットゼロ排出に相当したものになっている。この研究はモデ

ル国際モデル比較プロジェクト（EU Horizon-2020 CD-LINKS）の結果をもとに、 2050

年までの主要 7 ヶ国 /地域（米国、EU28、日本、中国、インド、ロシア、ブラジル）の

排出経路について比較考察したもので、以下の 4 つのシナリオが検討されている。①

NPi（National  Polic ies implemented）は、現在実施されている政策が将来的にも続く（そ

れ以上の対策は行わない）と仮定した基準シナリオ、②NPi1000 は 2011～ 2100 年にお

ける世界のカーボンバジェットが 1000GtCO2 のシナリオで、 2℃目標達成の可能性が

66%以上あるシナリオに相当する、③NPi400 はカーボンバジェット 400GtCO2 のシナリ

オで、1.5℃目標達成の可能性が  66%以上あるシナリオに相当する、④NDC1000 は 2030
年までの排出は自国の NDC に沿った上で 2011-2100 年の世界のカーボンバジェットを

1000GtCO2 とするもので、気候変動緩和の遅れ（ =NDC）の影響を評価するためのシナ

リオ。この中で米国の NPi1000（ 2℃相当）シナリオでは 2050 年に CO 2 排出がネット

ゼロとなる排出経路や（図  6.1 .2-3）、NPi400（ 1.5℃相当）シナリオにおいて 2050 年に

米国ではネットゼロ GHG 排出、中国がネットゼロ CO2 排出になる経路が描かれている。 

 

 
図  6.1.2-3 各国の排出経路  

赤：基準シナリオ、青： 2℃シナリオ相当、緑： 1.5℃シナリオ相当  
（出典）R. Schaeffer e t  a l.（ 2020） 1 9 )  
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6.1.3 米・中・EU のネットゼロ排出シナリオ  

(1)  米国のシナリオ  
2021 年 1 月 20 日アメリカの第 46 代大統領に就任したジョー・バイデン氏は同日、

トランプ政権下で離脱していたパリ協定へ復帰するための文書に署名し、気候政策を

転換する姿勢を示した。バイデン大統領は選挙期間中、政権公約として野心的な気候

変動政策を掲げ、電力部門は 2035 年までに CO2 排出をゼロにし、運輸部門では電気自

動車の活用を加速（充電施設の整備，税額控除や省エネ基準の策定等）、民生部門では

建築物のエネルギー効率を改善することなどにより、 2050 年までにネットゼロエミッ

ションを達成する目標を掲げていた 1。  

米国がオバマ政権下（ 2016 年 11 月）で UNFCCC へ提出した Mid-century Stra tegy で

は主に GCAM モデルの分析結果を使って 2050 年に GHG80％削減に向けた絵姿が描か

れていたが、ネットゼロ GHG 排出については具体的な戦略がまだ明らかになっていな

い。そこで本節では同じ GCAM のモデルチームによる研究成果 1 9 ) ,  2 0 )を参照して米国

がどのようにネットゼロ排出を実現しうるかを考察する。この研究は CD-LINKS プロ

ジェクトの成果であり、気候政策と持続可能な開発目標との関連や、パリ協定の気温

目標に向けたグローバル /主要国の排出経路を分析している。米国については、1.5℃に

向けた排出経路として 2025 年の米国の NDC 目標から 2050 年に GHG 排出量を正味ゼ

ロにするまでの直線的な経路が示されている（図  6.1 .3-1）。なお、 2℃の経路としては

2050 年に GHG 排出が 80％削減、CO2 排出がネットゼロとなることが想定されている。 

 
図  6.1.3-1 米国の排出経路  

（出典） Felipe Fei joo,  et  a l.  (2020)2 0 )  

 

米国の Mid Century Stra tegy はおおむね 2℃シナリオ相当し、 2025 年に GHG 排出を

2005 年比で 26～ 28％を削減し（NDC に相当）、2050 年には 80％削減するシナリオにな

 
1  対象が CO 2 か GHG かははっきりしていない（ Ensure the U.S.  ach ieves  a  100% c lean energy  

economy and  reaches  ne t-zero  emiss ions  no  late r  than  2050 .  ）  
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っている。Felipe Fei joo,  e t a l.  (2020)2 0 )では気温目標と 2020 年までの政策シナリオと組

み合わせ、①NPI_2℃：2020 年まで現行の NPI を実施し、その後 2℃を目指す経路、②

NPI_1.5℃：2020 年まで現行の NPI を実施し、その後 1.5℃を目指す経路、③NDC_2℃：

すぐに（ 2015 年から）削減を始め NDC を達成しつつ、2℃を目指す経路、④NDC_1.5℃：

すぐに削減を始め NDC の達成を経て 1.5℃を目指す経路、⑤NoPolicy：政策を講じなか

った経路、⑥NPI：現行の政策のみを実施した経路、の 6 シナリオを想定している。こ

れらのシナリオはグローバルモデルである GCAM モデルにを拡張した GCAM-USA モ

デル（地域を 50 州及びワシントン D.C.の 51 に分割評価を可能にしたもの）を用いて

セクター別の排出内訳や電源構成、州別のエネルギー構成などを分析している。本節

では NDC の達成を 経て 2050 年にネット GHG ゼロ排出を達成する経路である、

NDC_1.5℃シナリオを参照する。  

 

(2)  中国のシナリオ  

中国の習近平国家主席は  2020 年 9 月の国連総会演説で、「二酸化炭素（CO2）排出

量を  2030 年までに減少に転じ，2060 年までに  CO 2 排出量と吸収量を差し引きゼロに

するカーボンニュートラル（炭素中立）を目指す」と表明した。中国はこれまで国別

貢献（NDCs）として 2030 年前後に CO2 排出量をピークアウトさせ、GDP 当たり CO2

排出量を 2005 年比 60～ 65％削減すると公約しているが、パリ協定にもとづく長期戦

略はまだ提出していない。そこで本節では上記 CD-LINKS プロジェクトにおける中国

を対象とした研究成果 1 9 ) ,  2 1 )と清華大学の研究チームによる分析 2 2 )を参照して中国の

ネットゼロ排出目標について検討する。CD-LINKS の研究では 1.5℃目標にむけて 2050

年時点で中国における CO2 排出がネットゼロとなるシナリオ（図  6.1 .3-2）を分析して

おり、清華大学による分析も同様に 2050 年時点で CO 2 排出がほぼネットゼロを達成す

るものである。そのため習主席が示した 2060 年にネットゼロ CO2 排出を達成する目標

よりも目標強度はやや高くなっており、変化のスピードについては違いがあるが、ネ

ットゼロ CO 2 排出達成するためのエネルギー構造や、そこに至るまでの課題という点

では概ね一致したものになっていると考えられる。  

Wang et  a l.  (2019)2 1 )は中国の電力部門からの CO2 排出に関し、以下の 4 つのシナリオ

（図  6 .1 .3-2）が想定されている。①NPi：過去のトレンドと現行政策を踏まえ、電力部

門の CO2 排出量は 2045 年まで増加し続け、その後ピークアウトしていくシナリオ、②

NPi2020_low：2℃の排出バジェットを想定し、2020 年以降に排出を削減するシナリオ、

③ INDC：現在の INDC に相当するシナリオ、④ INDC2030_low：2030 年までは INDC と

同じ排出経路を辿り、その後 2℃の排出バジェットに収まるよう急激に排出を削減する

シナリオ。本節では 2℃に相当する②NPi2020_low シナリオと④ INDC2030_low シナリ

オを参照している。両シナリオでは 2050 年時点における経済全体からの CO2 排出はネ

ットゼロ、電力部門からの CO2 排出はマイナスとなっている。なお、デフォルトの設

定では発電所の設備寿命は 30 年と想定されているが、設備寿命まで石炭火力発電を運

転 す る と 2℃ 目 標 は 達 成 で き な く な る た め 、 NPi2020_low シ ナ リ オ で は 890GW、

INDC2030_low シナリオでは合計 930GW の石炭火力発電所を設備寿命前に閉鎖する必
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要があると試算しており、今後の石炭火力発電所への新規投資は慎重に検討する必要

があることが示唆されている。  

 

 

図  6.1.3-2 中国の電力部門からの CO2 排出（左）と電源構成（右）  
（出典）Wang et a l .  (2019)2 1 )  

 

(3)  EU のシナリオ  

EU が 2011 年に発表した長期ロードマップ 2 3 )では 2050 年までに GHG 排出を 80-95%
削減するとしていたが、 IPCC による 1.5℃特別報告書の情報を踏まえて目標を更新し、

2050 年ネットゼロ排出を打ち出した。2018 年 11 月欧州委員会は、EU 長期戦略ビジョ

ン“A Clean Planet for  All”を発表し、これをもとに EU は 2050 年に気候中立（Climate  

Neutral）を達成するとした長期目標を 2020 年 3 月に UNFCCC へ提出している。長期

戦略ビジョンに附随する文書 1 2 )の中ではネットゼロ排出シナリオの詳細な分析を行っ

ており、本節では主にこのシナリオを参照しつつ、不足する情報については PRIMES
モデルチームの研究成果 2 4 )や欧州委員会のテクニカルレポート 2 5 )を参照して補った。  
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図  6.1.3-3 GHG 排出経路とエネルギー需給のシナリオ  
（出典）欧州委員会 1 2 )  

 
(4)  GHG 排出構造の比較  

図  6 .1.3-4 は 2050 年時点の米国、中国、欧州の GHG 排出内訳を示したものである。

なお欧州については 2050 年 GHG 排出ネットゼロに向け、BECCS や CCS の活用に重点

を置いたシナリオ（ Tech）と持続可能性とライフスタイル変化を重視するシナリオ

（Life）を示している。  

 

 
図  6.1.3-4 GHG 排出内訳  

 

米国は 2018 年時点で 6677Mt CO2eq（シンクを含めると 5903Mt CO2eq）の GHG 排出

があり、そのうちの 81%は CO 2、19%が CO 2 以外の温室効果ガスであった。これに対し

2050 年には現状より CO2 排出を約 90%、CO2 以外の GHG を約 10%減らすとともに、シ
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ンクを 10%程度拡大し、さらに BECCS 等を活用して約 700 Mt CO2eq を吸収すること

により GHG 排出をネットゼロにする絵姿が描かれている。  
中国の清華大学が分析したシナリオでは CO2 を約 85%削減し、また CCS や BECCS

を活用することで約 880 Mt CO 2eq を除去することで 2050 年にネットゼロ CO2 排出を

達成し、CO2 以外の GHG 排出が 1270 Mt CO2eq 残る形になっている。  

EU は 2018 年時点で 3893Mt CO2eq の GHG 排出があり、CO2 が約 81%、CO2 以外の

GHG は約 19%と米国とほぼ同様の内訳になっている。なお、 LULUCF として 300 Mt 

CO2eq 強の吸収源がある。これに対し 2050 年に向け CO2 排出を 90%程度、CO2 以外の

GHG を半減した上で、Tech シナリオでは現状とほぼ同水準の LULUCF による吸収に加

え、BECCS などで 255 Mt CO2eq の炭素除去を想定している。他方、Life シナリオでは

LULUCF を現状の 1.5 倍程度に拡大し、残った 55 MtCO2eq を BECCS 等で吸収するこ

とにより GHG 排出をネットでゼロにする形になっている。  

 

(5)  一次エネルギー消費構造の比較  
図  6 .1.3-5 は米国、中国、欧州における現在、及び GHG 排出ネットゼロを達成する

時点（米国と欧州は 2050 年，中国は 2060 年）における一次エネルギー消費量とその

構成を示したものである。  

 

図  6.1.3-5 一次エネルギー消費量とその構成  
 

米国、中国、欧州とも GHG 排出ネットゼロを達成する時点のエネルギー消費は現状

より小さくなっており、米国では約 25%、欧州の Tech シナリオでは 20%弱、Life シナ

リオでは 30%近い削減になっている。中国の場合、現状比で 5%程度の抑制に過ぎない
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が、エネルギー消費のピークは 2030 年頃、消費量は 5600Mtoe 程度と想定されており、

ピーク時点から比較すると 30 年間で約 45%の削減をすることになる。  
米国、中国、欧州とも化石燃料の割合を大きく減らしている点では共通しているが、

それを代替するエネルギー源がそれぞれ異なっている。米国では 2050 年時点で最もシ

ェアが大きいのがバイオ燃料の 24%であり、次いで風力の 20%、原子力の 17%となっ

ている。中国では 2060 年時点で風力が 24%、太陽光が 23%とほぼ同程度になり、次い

で原子力の 19%となっている。米国や欧州に比べ相対的にバイオ燃料の割合は小さい

が（約 5%）、これは巨大な人口を抱える中国では食糧生産との競合が懸念されている

ことに加え、水不足が恒常的な問題になっており、バイオ燃料の生産拡大には制約が

あるためとされている。欧州では 2 つのシナリオともに風力が全体の 1/3 を超えており、

次いでバイオ燃料が 20%弱を占めている。なお、その他に分類されているものが 7%程

度あるが、ここには水素と CO2 から合成するメタン（ e-gas）や、炭化水素液体燃料や

メタノールなど（ e-liquids）が含まれ、運輸部門や産業部門の低炭素化に用いられるこ

とが想定されている。  
 

(6)  電源構成の比較  

図  6 .1.3-6 は現在と 2050 年時点の米国、中国、欧州における電力需要と電源構成を

示したものである。どの国・地域も電力需要が伸びており、 2050 年時点で米国は現状

の約 2.1 倍、中国は約 1.7 倍、欧州の Tech シナリオで約 2.5 倍、Life シナリオで約 2

倍になっている。これは経済の拡大に伴う電力需要の増加に加え、エネルギー源の電

化が進み電力需要が拡大するためである。また、化石燃料を電源とする割合は 10%を

切っており、そのほとんどは CCS を付帯したものになっている。  

将来の電源構成は、再生可能エネルギーのポテンシャルなどの違いを反映し、3 カ国

/地域それぞれで異なっている。米国では風力発電による発電量は現在の約 12 倍となり

40%程度のシェアを占め、原子力も約 3.7 倍に拡大し 34%のシェアを占めている。なお、

米国のネットゼロ排出シナリオでは一次エネルギーにおいてバイオエネルギーの利用

が進むが、発電用にはほとんど用いられておらず、運輸や産業など電化が難しい部門

における代替燃料として利用されている。中国では現在約 2/3 を占めている石炭発電が

ほぼ姿を消し、代わって原子力が 30%を占め、次いで水力（ 18%）、太陽光（ 17%）、風

力（ 16%）の順になっている。また、中国は現状の NDC に沿った取り組みを進めた後

にネットゼロ排出に向かおうとする場合、2030 年までは石炭火力が増え続け、その後、

急激に石炭火力を減らすことになる。ゼロ排出を達成するには石炭火力発電を設備寿

命前に廃止する必要が生じるようになり、投資の無駄を回避するためにも 2030 年目標

を強化し、石炭火力発電の新規建設を速やかに抑制していくことが示唆されている。

欧州では風力が現状の 10 倍近くに拡大し、Tech シナリオで 4173TWh、Life シナリオで

3697TWh となり、ともに欧州の発電電力量の 50%以上を占めている。次いで太陽光が

Tech シナリオで 1325TWh、Life シナリオで 1033TWh となり、両シナリオで変動型電源

が 70%を超えるようになる。原子力発電も現在と同水準の発電電力量を維持すると見

込まれているが、総発電電力量が大きくなるため、シェアとしては両シナリオとも 13%

程度に留まっている。  
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図  6.1.3-6 電力需要と電源構成  

 

(7)  まとめ  

米国、中国、EU ともネットゼロ排出に向けた戦略として、エネルギー効率を高めて

エネルギー需要を抑制すること、電化を進めること、電源構成における低炭素エネル

ギーの比率を高めることは共通している。他方、どのような低炭素エネルギーを活用

するかは国や地域によって異なることがわかる。米国では一次エネルギーとしてはバ

イオ燃料への依存が大きく、電源構成としては風力と原子力の割合が高い。これに対

し中国は、電源構成の中で原子力のシェアが最大となり、風力、太陽光、風力、水力

などの再生可能エネルギーがこれに続いている。欧州では風力に依存する割合が極め

て大きくなり、電源構成に占める再生可能エネルギーの割合が 85%を超えている。  

このようなエネルギー構成 /電源構成の違いにより  米国、中国、欧州でネットゼロ排

出目標に向けた政策課題は異なるものになる可能性がある。例えば原子力発電の新設

機運が停滞している米国で今後 30 年間に現状の 4 倍近い水準まで原子力発電を増やせ

るのか、変動性再生可能エネルギーを大量導入しても欧州は系統を安定的に運用でき

るのか、石炭依存の強いエネルギー供給構造を中国は急激に転換できるのかといった

課題が考えられる。  

本分析は 1 つのシナリオを示したに過ぎず、他のシナリオも考えられるが、参照し

たのは行政機関とつながりが深い専門家が開発したシナリオである。米国の GCAM モ

デルは民主党政権下で策定された Mid Century Strategy の分析に使われた実績があり、

中国の清華大学も政府の温暖化政策に深く関与し、欧州の結果も公式文書をもとにし
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6.2 ENGAGE 

ENGAGE（Exploring National and Global Actions to  reduce Greenhouse gas  Emissions）

は、 2019 年 9 月から 2023 年 8 月までのプロジェクトであり、EU の Horizon2020 から

出資されている。本年度は、 2021 年 3 月 1 日から 5 日にかけてオンラインで第 3 回会

合が開催された。ENGAGE では、パリ協定達成に向けたコスト効率的かつ技術に基づ

いた社会的・政治的に実現可能な経路の設計に向けたモデル分析が実施されている。

その目的は、  

 

1)  知識の協創  

2)  多次元の実行可能性の概念化と運用  
3)  気候変動の回避された影響の定量化とコベネフィットの最大化およびトレード

オフの最小化  

4)  多次元の実行可能性とパリ協定を反映した次世代の脱炭素経路の開発  

5)  IPCC AR6 への貢献  

 

である。本節では、ENGAGE の概要と第 3 回会合の結果、特に RITE が参画している

Working Package（WP）に関する議論をまとめる。  

図 6.2-1 は、ENGAGE の Working Package（ WP）である。ステークホルダーとの相互

作用（ WP1）とキャパシティビルディング（WP6）によってプロジェクト外とのやり取

りを行い、実行可能性空間の定義（WP2）を中心として、世界全体の経路分析（WP3）、

国別の経路分析（WP4）、気候変動の影響・コベネフィット・トレードオフの分析（WP5）

から構成されている。表 6.2-1 は、ENGAGE の Task である。  
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図  6.2-1 ENGAGE の Working Package 

 
表 6.2-1 ENGAGE の Task 

WP Task 内容  他の WP との関係性  

WP1 
T1.1 

Implement  a  s takeholder process to  
co-design global decarbonizat ion pathways:  

Three global workshops 
Establ ish stakeholder  process 
to  co-develop feasibi l ity 

(WP2),  pathways (WP3 and 

4),  assessment of  

impacts /co-benefi ts / t rade-offs 

(WP5) and development of  

communicat ion tools (WP6) 

T1.2 

Stakeholder dia logue on national  

decarbonizat ion pathways:  Four  nat ional  

level workshops (Brussels,  China,  India,  

Brazi l)  

T1.3  
Documenting the s takeholder  engagement 

process  

T1.4 Outreach act ivi t ies  

WP2 
T2.1 

Update of the policy database and analysis of 
the  pol icy gaps 

-  

T2.2  

Analysis of nat ional  constra ints  and enablers 

to  decarbonizat ion:  Renewable e lectr ic ity 

expansion;  Energy eff ic iency and energy 

demand in key sectors;  Phasing out unabated 

coal ;  Renewable  energy technology 

innovation 

1. Stakeholder process, co-development of pathways, and outreach
2. Understanding and conceptualising evolving feasibility of decarbonisation in different contexts
3. Global pathways reflecting the Paris Agreement
4. National mid-century strategies
5. Avoided impacts, co-benefits, and eradicating trade-offs
6. Capacity building, research exchange, communication tools and documentation
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T2.3  

Analysis of internat ional constra ints and 

enablers to decarbonizat ion: Inst itu tional  

complexity; Design options for global  
col laborat ion 

T2.4 

Feasibi l i ty  space for  decarbonizat ion 

pathways: Constra ints  def ine a feasibi l i ty  

space; Techno-economic,  socio-technical ,  

pol i t ical constra ints;  Soft and dynamic 

constra ints  

WP3 
T3.1 

System transformations for balancing sinks 

and sources of GHG emissions 

Select ion of game changers 

(WP1),  Communicat ion & 

capacity building (WP6),  

Feasibi l i ty  framework and 

applicat ion /  more feasible  

pathways (WP2),  Interact ions 
with nat ional pathways (WP4) 

T3.2 

Game-changing societal  t rends and 
innovations: Demand, l ifes tyles & 

behavioural change; Digi ta l ization; 

Power- to-X and deep electr i ficat ion;  

Sustainable  innovations in agricul ture and 

land use  

T3.3 

Comparat ive feasibi l i ty analysis of  

decarbonizat ion pathways: Ex-post  
feasibi l i ty analysis ;  feasibil i ty  constra ints  

T3.4  

Transi tion from the current ly fragmented 

global c l imate policy regime overcoming 

feasibi l i ty barr iers  

WP4 
T4.1 

Development of nat ional pathways and 

mid-century stra tegies  

Input  f rom WP1,  Work 

together with  WP2 and WP3, 
Design model protocol  

nat ional  pathways 

T4.2 
Produce a summary roadmap for the EU 

energy system transi t ion 

T4.3 
Mult idimensional feasibil i ty  of nat ional  

pathways 

T4.4 
Frame nat ional s t ra tegies  in different equity  
pr inciples  and their  e thical  implicat ions 

T4.5 

Consis tency of nat ional  mid-century 

stra tegies and polic ies  with  the overal l  

object ives  of  the  Paris  Agreement and 

identif ication of potent ia l for s trengthening 

current  pol icies  

WP5 

T5.1 

Minimizing potent ia l  t rade-offs  of mitigat ion 

policies  (global  teams, national  teams, 
develop policy portfol ios)  

-  
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T5.2  

Co-benefi ts  of cl imate  change mit igat ion a t  

the  country  level  (global  teams,  nat ional 

teams,  new set  of  pathways,  develop policy 
portfol ios)  

T5.3  
National benefi ts  of  avoided impacts of  

cl imate  change 

T5.4 

Integrated analysis of  avoided impacts of  

cl imate change, and trade-offs and 

co-benefi ts of mitigat ion policies  

WP6 T6.1 Capaci ty  bui lding 
-  

T6.2  Research exchange programme 

 

第 3 回会合では、各 WP・Task の進捗状況、そして次の会合までの実施事項の議論が

なされた。以下では、RITE が参画している WP4 の Task 4.1 及び WP5 の中での主な議

論をまとめる。  

まず、WP4 Task 4.1 では国別の中期戦略を分析する。参加機関は表 6.2-2 の通りであ

る。  



 

 - 520 - 

表 6.2-2 Task 4.1 の参加機関  

モデルチーム  分析モデル名  国  

COPPE BLUES Brazi l  

TERI MARKAL India  

IIM AIM/Enduse  India  

KU AIM/Hub-India 2.2  India  

ERI IPAC-AIM/technology China 

KU AIM/Hub-China 2.2  China 

TU China TIMES China 

NCSC PECE China 

NIES AIM/CGE   AIM/Hub-Japan 2.1  Japan 

NIES AIM/Enduse-Japan 2.1  Japan 

RITE DNE21+ Japan 

HCMCIU AIM/CGE   AIM/Hub-Vietnam 2.2 Viet Nam 

UoS AIM/CGE   AIM/Hub-Korea 2 .0  Korea 

KAIST MESSAGE Korea 

KAIST GCAM Korea 

SIIT-TU AIM/CGE   AIM/Hub-Thailand 2.2  Thailand 

UMD GCAM-USA USA 

CREP AIM/CGE Indonesia  

HSE RUSSIA-TIMES Russia  

E3M PRIMES   GEM-E3 EU 

 

 Task4.1 では分析シナリオの下で（表 6.2-3）、各国内レベルにおける現行そして実施

される可能性のある気候変動対策の影響を分析する。  
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表 6.2-3 WP4 Task 4.1 の分析シナリオ  
シナリオ名  詳細  

ベースライン  ベースライントレンドに既に考慮されている以上の

追加的気候政策が無いシナリオ  

現行政策  NDCs 達成に向けた現在既に実施されている国内政策

に基づいて、2030 年までのエネルギー、気候変動及び

経済状態を分析する。  

NDCs（条件無し )  条件無しの NDCs の影響を分析する。  

NDCs（条件付き）  条件付きの NDCs の影響を分析する。  

2050 年までの緩和シナリオ  シナリオは 2025 年から開始し、 2050 年目標を達成す

る。（削減オプション： 50%、 100%削減など、国の状

況を考慮して決定）  

 

また、全ての分析チームは 2020 年における COVID-19 の影響を考慮し、全てのシナ

リオにおいて COVID-19 からの国内復興政策も含むことが要請されている。経済及び   

人口成長は SSP2 に基づく。第 3 回会合では、各機関のプレリミナリーな分析結果を基

に分析機関でモデル比較を行い、今後は 2021 年 4 月末に最終報告を行う予定である。 
次に WP5 の気候変動の影響・コベネフィット・トレードオフの分析については、第

3 回会合では、各分析機関によるプレゼンが行われ、現在の分析状況及び今後の分析の

方向性について議論した。その中で、分析の優先順位が高いものは、大気汚染と健康、

水、貧困とエネルギーアクセス、生物多様性が挙げられた。さらに、雇用に関する分

析（E3M と PIK が既に実施中）も検討することが提案された。今後は、分析機関内で

各指標の統一が必要であることが指摘され、更なる調整が必要である。  
 
6.3 IEA WEO の分析  

6.3.1 WEO シナリオの変遷  

(1)  WEO のシナリオ  

①  シナリオ名と分類  
国際エネルギー機関（ IEA）から毎年発刊される World Energy Outlook（WEO）  は、

世界と各地域のエネルギー需給の最新トレンドと将来の展望を示しており、世界で最

も信頼されているエネルギー関連書籍である。将来のエネルギー需給分析を行う場合

には、信頼できる想定として WEO が参照されることが多く、日本の長期エネルギー需

給見通しのベースの一部「発電コスト検証 WG 報告書」でも、燃料価格は WEO を参照

している。  
WEO のエネルギーの短中期的な将来の姿をシナリオに沿ってモデル分析した「展望」

という形で示している。WEO2007 までは蓋然性が高い「リファレンスシナリオ」が詳

細に記載され、感度分析のための比較シナリオがその時々で提示されるというスタイ

ルが取られていた。気候変動関連のシナリオが登場したのは WEO2008 である。 2008
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年の洞爺湖サミットで IEA が「 2050 年エネルギー起源 CO2 半減シナリオ」を報告した

後に発刊された WEO2008 で初めて、2℃安定化のシナリオ「 450 シナリオ」が登場した。

この後、WEO2010 でリファレンスシナリオは消え、中心シナリオは各国が導入を公表

している政策を織り込んだ新政策シナリオ（NPS）と名前を変え、過去のトレンドが将

来も続くという BAU 的な想定の現行政策シナリオ（CPS）が 450S と共にレギュラーの

比較シナリオとして定着した。シナリオの凡その分類 2を表  6 .3.1-1 に示す。  

 

表  6.3.1-1 WEO のシナリオの分類  
分類  WEO200 8 以降の WEO シナリオ  

レ
ギ
ュ
ラ
ー
シ
ナ
リ
オ 

中心シナリオ  WEO201 0～ WEO2018： NPS（新政策シナリオ）  

→ WEO2019～： STEPS（公表政策シナリオ）  

エネルギー需給予測に基づき、エネ起 CO 2 排出量に関しては各国の公表

済みの新政策を反映したシナリオ  

WEO201 5 以降は各国の INDC/NDC の排出削減目標と整合をとっている  

2℃シナリオ  WEO200 8～ WEO2016： 4 50S（ 45 0 シナリオ）  

→WEO2017～： SDS（持続可能な開発シナリオ）  

2℃抑制目標を達成するエネ起 CO 2 排出量と整合する b ack cas t ing 型シナ

リオ  

BAU シナリオ  WEO201 0～ WEO2019： CPS（従来政策シナリオ）  

WEO202 0：該当シナリオなし  

過去のエネルギー需給トレンドが継続する BAU シナリオ  

特別シナリオ  各 WEO の特集や注目点に応じて、石油価格低迷シナリオ、電化進捗シナ

リオなどが想定されてきた  

 

本稿では、レギュラーシナリオが定着した WEO2010 から最新の WEO2020 までを対

象として、WEO の中心シナリオと 2℃シナリオの変遷について分析した結果を述べる。 
 

②  シナリオの展望年と開示データ  

WEO では巻末に AnnexA として世界および主要な国・地域別のエネルギーバランス

および電力・エネルギー起源 CO 2 排出量の最新実績および将来展望の値が記載されて

いる。歴代 WEO の AnnexA に記載されている将来展望の対象年は表  6 .3.1-2 に示す通

りである。  
 

 
2  WEO20 20 においては従来のシナリオの位置づけが変化している可能性があるが、それについて

は本節の最後に記載する。  
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表  6.3.1-2 中心シナリオと 2℃シナリオの名称と Aneex A 記載の実績年・展望年  

 
中心 ｼﾅﾘｵ  実績  展望  

2℃ ｼﾅﾘｵ  基準  最新  2 0 1 5  2 0 2 0  2 0 2 5  2 0 3 0  2 0 3 5  2 0 4 0  

WEO2 0 1 0  
NP S  1 9 9 0  2 0 0 8  〇  〇  〇  〇  〇   

4 5 0 S     〇   〇  〇   

WEO2 0 1 1  
NP S  1 9 9 0  2 0 0 9  〇  〇  〇  〇  〇   

4 5 0 S     〇   〇  〇   

WEO2 0 1 2  
NP S  1 9 9 0  2 0 1 0  〇  〇  〇  〇  〇   

4 5 0 S     〇   〇  〇   

WEO2 0 1 3  
NP S  1 9 9 0  2 0 1 1   〇  〇  〇  〇   

4 5 0 S     〇   〇  〇   

WEO2 0 1 4  
NP S  1 9 9 0  2 0 1 2   〇  〇  〇  〇  〇  

4 5 0 S     〇   〇   〇  

WEO2 0 1 5  
NP S  1 9 9 0  2 0 1 3   〇  〇  〇  〇  〇  

4 5 0 S     〇   〇   〇  

WEO2 0 1 6  
NP S  1 9 9 0  2 0 1 4   〇  〇  〇  〇  〇  

4 5 0 S     〇   〇   〇  

WEO2 0 1 7  
NP S  2 0 0 0  2 0 1 5 /2 0 1 6    〇  〇  〇  〇  

SD S      〇  〇   〇  

WEO2 0 1 8  
NP S  2 0 0 0  2 0 1 6 /2 0 1 7    〇  〇  〇  〇  

SD S      〇  〇   〇  

WEO2 0 1 9  
STE PS  2 0 1 0  2 0 1 7 /2 0 1 8    〇  〇  〇  〇  

SD S       〇   〇  

WEO2 0 2 0  
STE PS  2 0 1 0  2 0 1 8 /2 0 1 9     〇  〇   〇  

SD S  2 0 1 0  2 0 1 8 /2 0 1 9    〇  〇   〇  

 

この表から、過去 11 年の WEO の展望を比較する場合、全てのデータが比較可能な

のは 2030 年展望のみであり、更に先の将来を比較したい場合は WEO2014 以降の 7 年

分の 2040 年展望が比較可能である。よって、本稿では WEO2010 から WEO2020 までの

2030 年展望、および WEO2014 から WEO2020 までの 2040 年展望の比較・分析を行っ

た結果を示す。  

AnnexA に示されている指標について、WEO2020 の例を表  6 .3 .1-3 に示す。過去 11

年間において再エネの内訳などに若干の変化があるものの、ほぼ変わらない。  
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表  6.3.1-3 Annex A に記載されているデータ項目（WEO2020 World の例）  
エネルギーバランス   電力および  エネルギー起源 CO 2   

一次エネルギー需要合計 (Mto e)  
石炭  
石油  
天然ガス  
原子力  
水力  
バイオエネルギー  
その他再生可能エネルギー  

電力部門  
石炭  
石油  
天然ガス  
原子力  
水力  
バイオエネルギー  
その他再生可能エネルギー  

その他エネルギー部門  
  電力  
 
最終エネルギー消費合計 (Mto e)  

石炭  
石油  
天然ガス  
電力  
熱  
その他再生可能エネルギー  

産業部門  
石炭  
石油  
天然ガス  
電力  
熱  
その他再生可能エネルギー  

輸送部門  
石油  
 うち国際バンカー  
電力  
バイオエネルギー  
その他燃料  

民生・業務（ Bui ld ing s）部門  
石炭  
石油  
天然ガス  
電力  
熱  
バイオエネルギー  
   うちトラディショナルバイオマス  
その他再生可能エネルギー  

その他部門  
  石油化学中間製品  

"  

発電電力量合計 (TWh)  
石炭  
石油  
天然ガス  
原子力  
水力  
再生可能エネルギー  

水力  
バイオエネルギー  
風力  
地熱  
太陽光  
太陽熱  
海洋  

 
発電設備容量合計 (GW) 

石炭  
石油  
天然ガス  
原子力  
水力  
再生可能エネルギー  

水力  
バイオエネルギー  
風力  
地熱  
太陽光  
太陽熱  
海洋  

 
CO 2 排出量合計 (Mt )  

石炭  
石油  
天然ガス  

電力部門  
石炭  
石油  
天然ガス  

最終消費部門  
  石炭  

石油  
   うち国際バンカー  

天然ガス  
プロセスからの排出  

 

これらのデータが、世界全体の数値の他、主要な国・地域別に提供されている。表  

6.3.1-4 は WEO2010 と WEO2020 の Annex A の例を記載順に示している。（地域分類や

名称は発刊年によって変化する。）  
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表  6.3.1-4 Annex A に記載されている地域分類  
WEO2010 WEO2020 

世界  
OECD 

OECD アメリカ  

米国  

OECD ヨーロッパ  

欧州連合  

OECD 太平洋  
日本  

非 OECD 

東欧／ユーラシア  

カスピ海（沿岸諸国）  

ロシア  

非 OECD アジア  
中国  

インド  

中東  

アフリカ  

ラテンアメリカ  

ブラジル  

世界  
北米  

米国  

中南米  

ブラジル  

ヨーロッパ  

欧州連合  
アフリカ  

南アフリカ  

中東  

ユーラシア  

ロシア  

アジア太平洋  
中国  

インド  

日本  

東南アジア  

OECD 

非 OECD 
新興市場および発展途上国  

先進国  

 

(2)  シナリオの変遷－中心シナリオと 2℃シナリオを比較－  

①  一次エネルギー需要の展望の変化  

WEO2010～WEO2020 の中心シナリオと 2℃シナリオにおける世界のエネルギー源別

一次エネルギー需要の 2030 年展望を図  6 .3.1-1 に示す。  
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図  6.3.1-1 WEO2010～WEO2020 の世界一次エネルギー需要 2030 年展望（上：中心シ

ナリオ、下： 2℃シナリオ）  
 

中心シナリオの世界一次エネルギー需要 2030 年展望は、平均値に対して－ 1～＋ 4%

の範囲にあり、大きく変化はしていない。石油が最大のシェア（ 28～ 30%）を占めると

いう点、化石燃料合計のシェアは 75～ 77%を占めるという点は大きく変化していない。

しかし、石炭とガスのシェアを比較すると WEO2017 までは石炭＞ガスであったのが、

WEO2018 以降は石炭とガスの割合が逆転している。これは、ガスシフトのペースの想

定を早めたことを意味する。  

2℃シナリオの世界一次エネルギー需要 2030 年展望は、 WEO2016 までは大きな変化

はなかったが、WEO2017 で 5%低下（WEO2009～WEO2016 までの平均値比）し、WEO2020

では同 8%低下となっている。化石燃料は、合計値は平均値の±4%の範囲に、シェアは

74%±2%の範囲にあり、大きく変化はしていない。  
中心シナリオと 2℃シナリオを比較すると、後者は前者に比べて低く、WEO2016 ま

ではそのギャップは 10%前後であったが、 WEO2017 から拡大しており WEO2020 では

16%となっている。  

 

WEO2014～WEO2020 の中心シナリオと 2℃シナリオにおける世界のエネルギー源別

一次エネルギー需要の 2040 年展望を図  6 .3.1-2 に示す。  
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図  6.3.1-2 WEO2010～WEO2020 の世界一次エネルギー需要 2040 年展望（上：中心シ

ナリオ、下： 2℃シナリオ）  
 

2℃シナリオの世界一次エネルギー需要 2040 年展望は WEO2014 から WEO2020 にか

けて漸減している。石油が最大のシェア（ 26～ 29%）を占めるという点、化石燃料合計

のシェアは 73～ 77%を占めるという点では大きく変化はしていない。一方、石炭とガ

スのシェアを比較すると WEO2015 までは石炭＞ガスであったのが WEO2016 以降は石

炭とガスの割合が逆転している。これは、ガスシフトのペースの想定を（ 2030 年想定

を変更する 2 年前に）早めたことを意味している。  

2℃シナリオの世界一次エネルギー需要 2040 年展望は WEO2014 から毎年減少して

WEO2020 では 17%低下している。化石燃料の 2040 年展望は、合計値もシェアも共に

減少傾向にあり、合計値で 22%、シェアで 6%減少している。  

中心シナリオと 2℃シナリオを比較すると、後者は前者に比べて低く、そのギャップ

は拡大しており、 2040 年展望のシナリオ間ギャップは WEO2017 では 15%、WEO2020
では 24%となっている。  

 

②  最終エネルギー消費と部門別の展望  

a .  世界合計の展望の変化  

WEO2010～WEO2020 の中心シナリオと 2℃シナリオにおける世界の部門源別エネル

ギー最終消費の 2030 年展望を図  6 .3 .1-3 に示す。  
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図  6.3.1-3 WEO2010～WEO2020 の部門別世界最終エネルギー消費 2030 年展望（上：

中心シナリオ、下： 2℃シナリオ）  
 

中心シナリオの世界最終エネルギー消費 2030 年展望は、平均値に対して－ 3～＋ 2%

の範囲にあり、大きく変化はしていない。部門別の割合も大きく変わらない。  

2℃シナリオの世界最終エネルギー消費 2030 年展望は、 WEO2016 までは大きな変化

はなかったが、WEO2017 で前年比 5%低下している。この減少は Buildings 部門の減少

によるものである。（その要因については後述）  

中心シナリオと 2℃シナリオを比較すると、後者は前者に比べて低く、シナリオ間ギ

ャップは WEO2016 までは約 8%であったが、WEO2017 から拡大して WEO2020 では 14%

となっている。  

 
WEO2014～WEO2020 の中心シナリオと 2℃シナリオにおける世界の部門源別エネル

ギー最終消費の 2040 年展望を図  6 .3 .1-4 に示す。  
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図  6.3.1-4 WEO2014～WEO2020 の世界最終エネルギー消費 2040 年展望（上：中心シ

ナリオ、下： 2℃シナリオ）  
 

中心シナリオの世界最終エネルギー消費 2040 年展望も同±2%の範囲にあり、大きく

変化はしていない。部門別の割合も大きく変わらない。  

2℃シナリオの世界最終エネルギー消費 2040 年展望は WEO2016 まではほぼ一定であ

ったが、WEO2017 から低下し始め、WEO2020 では -13%となっている。WEO2016 から

WEO2017 にかけての低下は Buildings 部門の減少によるものである（その要因について

は後述）が、それ以降の低下は全ての部門の減少によるものである。  

中心シナリオと 2℃シナリオを比較すると、後者は前者に比べて低く、 2040 年展望

のシナリオ間ギャップは WEO2014 から WEO2016 までは約 14%とほぼ一定であったの

が、WEO2017 から拡大して WEO2020 では 24%となっている。  

 

b.  産業部門の展望の変化  

WEO2010～WEO2020 の中心シナリオと 2℃シナリオにおける産業部門のエネルギー

種別エネルギー最終消費の 2030 年展望を図  6 .3.1-5 に示す。  
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図  6.3.1-5 WEO2010～WEO2020 の世界産業部門最終エネルギー消費 2030 年展望

（上：中心シナリオ、下： 2℃シナリオ）  
 

産業部門の中心シナリオの世界最終エネルギー消費 2030 年展望は、WEO2010 比で

WEO2017 では 7%増加したがその後低下して WEO2020 では同レベルに戻っている。そ

のエネルギー構成に着目すると、石炭・石油が減少、ガスがその分増加して化石割合

は 56～ 60%と大きく変わらず、また電気の割合も 28～ 31%と大きく変わらない。  

産業部門の 2℃シナリオの世界最終エネルギー消費 2030 年展望は、WEO2010 から

WEO2013 までほぼ一定、WEO2014 で 4%増加して WEO2018 までほぼ一定だったが、

WEO2018 から WEO2019 にかけて 7%低下している。化石燃料割合は同様に WEO2018

から WEO2019 にかけて 12%低下し、燃料別には石炭が 15%、石油が 25%の低下、ガス

が 1%の増加となっている。  

中心シナリオと 2℃シナリオを比較すると、後者は前者に比べて低く、シナリオ間ギ

ャップは WEO2018 までは 7～ 10%の範囲にあったが、WEO2019 で 15%、WEO2020 で

は 13%となっている。  

 

WEO2014～WEO2020 の中心シナリオと 2℃シナリオにおける産業部門のエネルギー

種別エネルギー最終消費の 2040 年展望を図  6 .3.1-6 に示す。  
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図  6.3.1-6 WEO2010～WEO2020 の世界産業部門最終エネルギー消費 2040 年展望

（上：中心シナリオ、下： 2℃シナリオ）  
 
産業部門の中心シナリオの世界最終エネルギー消費 2040 年展望は、平均値の±3%の

範囲にあり、大きな変化はない。そのエネルギー構成に着目すると、石炭・石油が減

少、ガスがその分増加して化石割合は 56～ 60%と大きく変わらず、また電気の割合も

29～ 32%と大きく変わらない。  

産業部門の 2℃シナリオの世界最終エネルギー消費 2040 年展望は、WEO2014 から

WEO2018 まで毎年 1%程度の低下であったが、WEO2018 で 9%低下し、WEO2020 では

WEO2014 比で 15%の低下となっている。化石燃料割合は WEO2018 までほぼ一定であ

ったが、WEO2019 で 18%、WEO2020 で 23%低下した。WEO2014 から WEO2020 への

変化を燃料別に見ると、石炭が 34%、が石油 43%、ガスが 4%の低下となっている。ま

た、電気の割合は WEO2018 までは 30%前後であったのが、WEO2019 で 36%、WEO202020

で 38%と増加している。  

中心シナリオと 2℃シナリオを比較すると、後者は前者に比べて低く、シナリオ間ギ

ャップは拡大し続けており、WEO2014 では 11%であったのが WEO2020 では 23%とな

っている。  

 

c .  輸送部門の展望の変化  

WEO2010～WEO2020 の中心シナリオと 2℃シナリオにおける輸送部門のエネルギー

種別エネルギー最終消費の 2030 年展望を図  6 .3.1-7 に示す。  



 

 - 532 - 

 

 

図  6.3.1-7 WEO2010～WEO2020 の世界輸送部門最終エネルギー消費 2030 年展望

（上：中心シナリオ、下： 2℃シナリオ）  
 
輸送部門の中心シナリオの世界最終エネルギー消費 2030 年展望は、 WEO2016 と

WEO2017 を例外として、概ね増加傾向にある。そのエネルギー構成は圧倒的に石油の

割合が高く WEO2010 の 89%から WEO2020 の 87%と僅かに低下している。電気の割合

は WEO2010 の 2%から WEO2020 の 3%へと僅かに増加している。  

 

輸送部門の 2℃シナリオの世界最終エネルギー消費 2030 年展望は、WEO2017 までほ

ぼ一定だったが、WEO2018 で 5%増加している。そのエネルギー構成は圧倒的に石油

の割合が高く WEO2010 の 88%から WEO2018 の 77%まで低下したが、その後上昇して

WEO2020 では 80%となっている。電気の割合は WEO2010 の 3%から WEO2020 の 4%へ

と僅かに増加している。  

 

中心シナリオと 2℃シナリオを比較すると、後者は前者に比べて低く、シナリオ間ギ

ャップは 9%から 16%の間で変化しており、一定の傾向は見られない。  

 

WEO2014～WEO2020 の中心シナリオと 2℃シナリオにおける輸送部門のエネルギー

種別エネルギー最終消費の 2040 年展望を図  6 .3.1-8 に示す  
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図  6.3.1-8 WEO2014～WEO2020 の世界輸送部門最終エネルギー消費 2040 年展望

（上：中心シナリオ、下： 2℃シナリオ）  
 

輸送部門の中心シナリオの世界最終エネルギー消費 2040 年展望は、 -1%～ +4%の範

囲にあり、一定の変化は見られない。そのエネルギー構成は圧倒的に石油の割合が高

く WEO2010 の 85%から WEO2020 の 81%と低下している。電気の割合は WEO2010 の

2%から WEO2020 の 5%へと増加している。  

 

輸送部門の 2℃シナリオの世界最終エネルギー消費 2040 年展望は、WEO2017 までほ

ぼ一定だったが、WEO2018 から毎年低下している。そのエネルギー構成は石油の割合

が 62～ 65％と高く、次いでバイオマスの割合が 14～ 18%となっており、これらの変化

には一定の傾向はない。一方、電気の割合は年々高くなっており WEO2014 の 7%から

WEO2020 では 13%となっている。  

 

中心シナリオと 2℃シナリオを比較すると、後者は前者に比べて低く、シナリオ間ギ

ャップは WEO2015 以降拡大傾向にあり、WEO2015 の 19%から WEO2020 の 29%まで拡

大している。  

 

d.  民生・業務部門の展望の変化  

WEO2010～WEO2020 の中心シナリオと 2℃シナリオにおける民生・業務部門のエネ

ルギー種別エネルギー最終消費の 2030 年展望を図  6.3.1-9 に示す。  
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図  6.3.1-9 WEO2010～WEO2020 の世界民生・業務部門最終エネルギー消費 2030 年展

望（上：中心シナリオ、下： 2℃シナリオ）  
 

民生・業務部門の中心シナリオの世界最終エネルギー消費 2030 年展望は、WEO2010

から WEO2020 にかけての平均値の±5%の範囲にあり、大きな変化はない。そのエネル

ギー構成に着目すると、化石燃料は 33%±1%の範囲で増減しているが、バイオマスは

WEO2010 の 25%から WEO2020 の 21%へと減少傾向、電気は同 35%から 38%へと増加

傾向にある。  
民生・業務部門の 2℃シナリオの世界最終エネルギー消費 2030 年展望は、WEO2010

から WEO2016 まではほぼ一定であったが、WEO2017 で 15%低下している。エネルギ

ー構成に着目すると、バイオマスが WEO2017 において、WEO2010 から WEO2016 の平

均値の約 3 割に減少しており、電気は WEO2010 から WEO2016 まで 35%±1%であった

のが WEO2017 で 43%に増加している。  

中心シナリオと 2℃シナリオを比較すると、後者は前者に比べて低く、シナリオ間ギ

ャップは WEO2016 までは 7～ 9%の範囲にあったが、 WEO2017 で 19%に拡大し、

WEO2020 では 20%となっている。  

 

WEO2014～WEO2020 の中心シナリオと 2℃シナリオにおける輸送部門のエネルギー

種別エネルギー最終消費の 2040 年展望を図  6 .3.1-10 に示す。  
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図  6.3.1-10 WEO2014～WEO2020 の世界民生・業務部門最終エネルギー消費 2040 年

展望（上：中心シナリオ、下： 2℃シナリオ）  
 

民生・業務部門の中心シナリオの世界最終エネルギー消費 2040 年展望は、平均値の

±4%の範囲にあり、大きな変化はない。そのエネルギー構成に着目すると、化石燃料

は 31%±1%の範囲で増減しているが、電気の割合は WEO2010 の 40%から WEO2020 の

43%へと増加傾向、バイオマスの割合は WEO2010 の 22%から WEO2020 の 18%へと減

少傾向にある。  

民生・業務部門の 2℃シナリオの世界最終エネルギー消費 2040 年展望は、WEO2017

で 15%低下している。エネルギー構成に着目すると、バイオマスが WEO2017 において、

WEO2014 から WEO2016 の平均値の 3 割に減少しており、電気は WEO2016 まで 38%で

あったのが、 WEO2017 で 47%に増加し、WEO2019 では 53%にまで増加している。  

 

中心シナリオと 2℃シナリオを比較すると、後者は前者に比べて低く、シナリオ間ギ

ャップは WEO2016 まで 12%であったが、WEO2017 で 22%に拡大し、WEO2020 では 27%

となっている。  
 

ここで、業務・民生部門におけるバイオマス利用が WEO2017 で激減した理由につい

て考えてみる。WEO2017 は 2℃シナリオが SDS となったタイミングである。WEO2017

では、持続可能な開発シナリオ  Sustainable  Development Scenario（ SDS）は、国連が

2030 年までに達成することを定めた 17 の SDG のうちの以下の３つを同時達成するシ

ナリオであるとして、気候変動のみを考慮した従来の 450 シナリオとは異なることを

強調している。  

SDG３：健康と福祉  
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途上国においては圧倒的にバイオマスの割合が高いが、これは貧困層が調理や暖を

取るために用いる木の枝や動物の糞尿（ t radi t ional biomass と呼ばれる）がほとんどで

あり、それらの室内燃焼は PM2.5 やブラックカーボンの発生を伴い、途上国の早世率

を高める一因となっている。  

歴代 WEO の民生・業務部門の 2℃シナリオ 2030 年展望を先進国／途上国別に見ると

以下の図  6.3.1-13 のようである。  

 

 

図  6.3.1-13 WEO2010～WEO2020 の先進国 (左 )と途上国（右）における 2℃シナリオ

の民生・業務部門のエネルギー消費 2030 年展望の変化  
 

このように、先進国では WEO2017 において大きな変化は見られないが、途上国では

WEO2017 においてバイオマス利用の激減と電気利用の急増が起きており、これが世界

全体に影響を与えていることがわかる。即ち、WEO2017 における SDS の「健康への考

慮」により、途上国の tradi tional  biomass 利用をクリーンな調理器具や電気で置換した

ことが、世界全体の民生・業務部門のバイオマス利用を激減させたのである。  
バイオマス激減の理由は判明したが、激減したバイオマスのエネルギー量に比較し

て電気の増加は小さく、全体の需要は大きく減少している。  

電気は useful energy としての有用性が高いため、全体の需要を減らす効果はあると

考えらえるが、WEO2017 以降のバイオマスと電気の置換が十分に民生・業務部門の需

要を満たしているかどうかは疑問が残り、利用実態が不明であるのでその検証は困難

である。  
 

③  発電電力量の展望  

a .  世界合計と電源構成の変化  

WEO2010～WEO2020 の中心シナリオと 2℃シナリオにおける世界のエネルギー源別

発電電力量の 2030 年展望を図  6.3.1-14 に示す。  
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図  6.3.1-14 WEO2010～WEO2020 の世界発電電力量 2030 年展望（上：中心シナリオ、

下： 2℃シナリオ）  
 

中心シナリオの世界発電電力量 2030 年展望は、平均値に対して±2%の範囲にあり、

ほぼ一定である。その構成に着目すると、石炭の割合は WEO2014 まで 35%±1%であっ

たが、WEO2015 以降低下して WEO2020 では 28%となっており、化石燃料合計のシェ

アは WEO2015 まで 57%±1%であったが WEO2016 以降低下して WEO2020 で 52%とな

っている。割合は低下したが石炭が最大の電源であるということは変わっていない。

再エネ割合は WEO2014 まで 29%と一定であったが WEO2015 以降増加傾向にあり、

WEO2020 では 38%となっている。太陽光は WEO2010 の 1.3%から WEO2020 では 8.4%

に増加、風力は WEO2010 の 7%から 10%に増加している。原子力の割合は漸減してお

り、WEO2010 の 14%から WEO2020 では 9%となっている。  

 

2℃シナリオの世界発電電力量 2030 年展望は、WEO2017 までは平均値の±2%の範囲

にあり大きな変化はなかったが、WEO2018 以降は 3～ 5%高いレベルにある。石炭の割

合は WEO2015 まで 20%±1%の範囲にあったが WEO2016 で 16%に低下している。化石

燃料合計の割合は、ガスが石炭の減少を補う形で増加して WEO2019 まで 41%±2%の範

囲にありほぼ一定だったが、WEO2020 で 36%に低下した。再エネは一貫して増加して

おり WEO2010 の 39%から WEO2020 では 52%となっている。中でも太陽光は WEO2010

の 2.4%から WEO2020 では 14%に、風力は同 11%から 15%に増加している。原子力の

割合は一貫して低下しており、WEO2010 の 19%から WEO2020 では 11%となっている。 
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中心シナリオと 2℃シナリオを比較すると、後者は前者に比べて低く、そのギャップ

は WEO2010 では 8%であったのが WEO2012 では 12%に拡大したが WEO2016 以降は縮

小傾向にあり、WEO2020 では 4%となっている。  

 

WEO2014～WEO2020 の中心シナリオと 2℃シナリオにおける世界のエネルギー源別

発電電力量の 2040 年展望を図  6.3.1-15 に示す。  

 

 

 

図  6.3.1-15 WEO2014～WEO2020 の世界発電電力量 2040 年展望（上：中心シナリオ、

下： 2℃シナリオ）  
 
中心シナリオの世界発電電力量 2040 年展望は、平均値に対して±3%の範囲にあり、

ほぼ一定である。その構成に着目すると、石炭の割合は一貫して低下しており WEO2010

の 31%から WEO2020 では 22%となっており、化石燃料合計のシェアも同様に WEO2010

の 31%から WEO2020 の 22%へと低下している。再エネ割合は一貫して増加傾向にあり、

WEO2010 では 33%であったのが WEO2020 では 47%となっている。太陽光は WEO2010

の 3%から WEO2020 では 14%に増加、風力は WEO2010 の 8%から 14%に増加している。

原子力の割合は漸減しており、WEO2010 の 12%から WEO2020 では 9%となっている。 

 

2℃シナリオの世界発電電力量 2040 年展望は、 WEO2017 以降は増加傾向にあり、

WEO2020 は WEO2014 比で 11%高くなっている。石炭の割合は WEO2014 の 13%から

WEO2020 で 5%に低下している。化石燃料合計の割合も同様で、WEO2010 の 30%から

WEO2020 には 17%に低下した。再エネは一貫して増加しており WEO2010 の 51%から

WEO2020 では 79%となっている。中でも太陽光は WEO2010 の 6%から WEO2020 では
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23%に、風力は同 14%から 22%に増加している。原子力の割合は一貫して低下しており、

WEO2010 の 18%から WEO2020 では 11%となっている。  
 

中心シナリオと 2℃シナリオを比較すると、後者は前者に比べて低く、 WEO2014～

WEO2016 では 13%あったギャップは、WEO2017 以降縮小しており、WEO2020 では 3%

となっている。  

 

b.  電源別の変化：原子力と太陽光・風力  
図  6 .3.1-14 に示した発電電力量の棒グラフを各電源の変化がよりわかりやすい折れ

線グラフで表示したものが以下の図  6.3 .1-16 である。  

 

 

図  6.3.1-16 WEO2010～WEO2020 の世界燃料別発電電力量 2030 年展望       （上：

中心シナリオ、下： 2℃シナリオ）  
 

中心シナリオでは、太陽光の 2030 年展望は WEO2010 から WEO2020 で 6 倍に増加、

風力は 50%増加した一方で、原子力は約 30%低下している。即ち、太陽光はかつてこ

れほどの増加は期待されていなかったものが、毎年上方修正をしている状況であるこ

とがわかる。中心シナリオでは発電電力量構成は総コストを最小化するように計算さ
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れていることから、原子力は IEA の当初の予測を上回ってコストが上昇して導入予想

量は低下し続け、太陽光は（導入促進政策の普及と共に）当初予測を上回ってコスト

低下が進み導入予想量が増加し続けた、ということを意味する。  

2℃シナリオでは、太陽光の 2030 年展望は WEO2010 から WEO2020 で 6 倍に増加、

風力は 50%増加と増加割合は中心シナリオと同じである（初期値が異なるため絶対値

は太陽光が中心シナリオの約 2 倍、風力は約 1.4 倍）。原子力については、低下割合は

中心シナリオと同様で、絶対量は中心シナリオの約 1.1 倍である。  

 
2040 年展望についても、図  6.3 .1-15 に示した発電電力量の棒グラフを各電源の変化

がよりわかりやすい折れ線グラフで表示して図  6 .3.1-17 に示す。  

 

 

 
図  6.3.1-17 WEO2014～WEO2020 の世界燃料別発電電力量 2040 年展望        （上：

中心シナリオ、下： 2℃シナリオ）  
 

中心シナリオの 2040 年展望では、太陽光は WEO2014 から WEO2020 で 4 倍に増加、

風力は 6 割増加、原子力は 25%低下している。  
2℃シナリオの 2040 年展望では、太陽光は WEO2014 から WEO2020 で 4 倍に増加、

風力は 7 割増加、原子力は 33%低下している。  
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2℃シナリオの電源別 2030 年展望に太陽光と風力の合計を追加し、原子力と「太陽

光＋風力」のカーブを強調したものを図  6.3.1-18 に示す。  

 
図  6.3.1-18 WEO2010～WEO2020 の 2℃シナリオ電源別発電電力量 2030 年展望  
 

太陽光と風力の合計（図中の破線）と原子力の関係を見ると、WEO2015 で交差して

いる。つまり、2℃シナリオにおけるゼロエミッション電源としての主役は、WEO2015
で原子力から風力・太陽光に入れ替わったということを意味する。ただし、原子力が

低下する傾きに比べて、WEO2015 以降の太陽光＋風力の増加は急勾配であり、原子力

をオフセットして余りあることから、別の要因があることが示唆される。  

 

c .  石炭火力への注目  

電源別発電電力量の 2030 年展望のシナリオ間ギャップ（ 2℃シナリオの発電電力量

－中心シナリオの発電電力量）の変化を図  6 .3.1-19 に示す。 CO2 排出を伴う全ての化

石電源はマイナスに、ゼロ排出の非化石電源はプラスになるのは当然であるが、太陽

光と風力のギャップが増加傾向にあるのはこれまでの分析結果から理解できるが、石

炭のギャップが大きく不規則な変化をしていることが注目される。  
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図  6.3.1-19 WEO2010～WEO2020 の燃料別発電電力量の中心シナリオと 2℃シナリオ

の差（ 2℃シナリオ発電量－中心シナリオ発電量）  
 

そこで、石炭火力発電所の排出原単位を計算して比較してみた。図  6 .3.1-20 に示す

ように、中心シナリオでは 2030 年、2040 年の両法で毎年同じレベルの値であるのに対

して、2℃シナリオの 2030 年の排出原単位は WEO2015 までは中心シナリオ同年値より

2 割程度低いレベルであるのが、 WEO2016 以降は中心シナリオと同じレベルとなって

いる。 2℃シナリオの 2040 年展望の排出原単位は、中心シナリオの半分以下のレベル

にあった WEO2014 から WEO2017 まで上方修正され、WEO2018 で再び減少、WEO2019

で上昇、と不規則に変化している。  

 

 

図  6.3.1-20 WEO2010～WEO2020 の石炭火力の CO2 排出係数（ 2030 年 /2040 年）  
 
2℃シナリオの石炭火力の CO2 排出原単位が中心シナリオから減少する原因として

は、（中心シナリオに比べた）発電効率の向上と CCS による CO2 貯留の２つの可能性
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がある。しかし、歴代 WEO のデータ（電力部門の石炭需要と石炭による発電電力量）

を確認した結果、2℃シナリオにおいては発電効率の向上はなく、むしろ僅かに低下し

ていた。これは、2℃シナリオでは石炭火力は新設されないことを考えれば、当然と言

える。従って、CO 2 排出原単位の減少は、全量 CCS によるものと仮定して、この貯留

量を計算すると、図  6.3.1-21 のようになる。  

 

 

図  6.3.1-21 WEO2010～WEO2020 の石炭火力排出 CO2 の貯留量  
 
このように、当初の 2℃シナリオでは 2030 年に 1.5Gt の CO2 回収が想定されており、

これは 2 割以上の石炭火力発電所の 2 割以上に CCS が付いていることになる。それを、

2015 年に下方修正して、2016 年からはゼロ（CCS 付きの石炭火力は存在しない）とし

ている。 2040 年には WEO2014 では 2.5Gt の CO2 貯留（石炭火力の 6 割に CCS 付帯）

を想定していたが、WEO2016 以降は約１Gt（石炭火力の約 3 割に CCS 付帯）と想定を

変更している。この CCS の想定の下方修正変化は、前述の 2℃シナリオの太陽光・風

力が 2015 年から上方修正されていることと一致する。  

ここで、 2℃シナリオにおける電力部門からの CO2 排出量展望の変化を見てみると、

図  6 .3.1-22 に示す通りであり、 2030 年展望と 2040 年展望のいずれにおいても、石炭

火力の CCS 想定の変更のように 1Gt を超えるような急激な変化は見られない。  
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図  6.3.1-22 WEO2010～WEO2020 の 2℃シナリオの電力部門 CO2 排出展望  

 

 
即ち、 2℃シナリオでは、前述の原子力の低下に加えて、石炭火力 CCS による CO2

排出削減の低下分もオフセットするように太陽光・風力を増加させたということが示

唆さえる。前述（図  6.3.1-19）の風力＋太陽光の増加割合が原子力の低下割合を上回

っていたのは、発電電力量からは見えない石炭火力 CCS 想定の変更が原因であったこ

とが確認できた。  

 
④  電化率の展望  

低炭素化において電化は大きな役割を果たす。ここで、電化率をエネルギー最終消

費に占める電気の割合と定義して、 2030 年展望の変化を比較すると以下の図  6.3 .1-23

のようになる。  
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図  6.3.1-23 WEO2010～WEO2020 の電化率の 2030 年展望（上：中心シナリオ、下：2℃

シナリオ）  
 

中過去 11 年間の WEO における中心シナリオの 2030 年電化率展望は、総合および全

ての部門でほとんど変化していない。民生・業務部門では電化率が 40%弱の高いレベ

ルにある一方で、輸送部門では WEO2010 から WEO2020 で 2%から 4%へと増加しては

いるが低いレベルにある。産業部門の電化率は 30%±2%の範囲にあり、総合の電化率

は 21～ 22%とほぼ一定である。  

2℃シナリオの電化率の 2030 年展望は、民生・業務で WEO2016 から WEO2017 で 35%

から 42％に増加しており、それがエネルギー最終消費の電化率の増加（ 21%→ 23%）に

反映されている。輸送部門においても、 WEO2010 の 4%から WEO2020 の 8%に増加し

ており、産業部門では WEO2010 の 32%から WEO2016 では 27%に減少したが WEO2017
以降増加して WEO2020 では 33%となっている。総合の電化率は WEO2010 の 22%から

WEO2020 では 24%に増加している。  

中心シナリオと 2℃シナリオのギャップ（平均値）は部門別に、産業部門で 1 ポイン

ト、輸送部門で 2 ポイント、民生・業務部門で 5 ポイント、となっていて、 2℃シナリ

オで最も電化が進むと想定しているのは民生・業務部門である。  

 
同様に、電化率について 2040 年展望の変化を比較すると図  6 .3.1-24 の通りである。 
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図  6.3.1-24 WEO2010～WEO2020 の電化率の 2040 年展望（上：中心シナリオ、下：2℃

シナリオ）  
 

過去 11 年間の WEO の中心シナリオの 2040 年電化率展望は、総合および全ての部門

でほとんど変化していない。電化率は民生・業務で高く、輸送で低く、産業部門で変

化が見られないという点は産業部門では 2030 年展望と同様である。民生・業務部門で

は WEO2014 の 40%から 43%に増加、産業部門では 30%±1%の範囲にありほぼ一定、

輸送部門では WEO2014 の 2%から WEO2020 では 5%に増加、その結果、総合の電化率

は WEO2014 の 23%から WEO2020 の 24%へと漸増している。  

2℃シナリオの 2040 年展望では、全ての部門で電化率は増加している。民生・業務

部門では WEO2014 の 37%から WEO2020 の 52%に増加、産業部門では同 31%から 38%

に増加、輸送部門では同 7%から 13%へと増加しており、総合の電化率は同 24%から 31%
へと増加している。  

中心シナリオと 2℃シナリオのギャップは部門別に、産業部門で WEO2014 から

WEO2020 で -1%から 7%へ、輸送部門で同 5%から 8%へ、民生・業務部門で同 -3%から

9%に拡大している。  

歴代 WEO における中心シナリオと 2℃シナリオの展望の違いをよりわかりやすく示

したのが以下の図  6 .3.1-25 である。  
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当然のことながら、中心シナリオと 2℃シナリオでは差があり、この差が年を追うご

とに拡大していくことが示されている。この図では、同じシナリオでもその展望には

バラつきがあることがわかる。  

その変化に一定の傾向があるかどうか、展望の WEO 経年変化を図  6.3 .1-27 に示す。 

 

 
図  6.3.1-27 WEO2010～WEO2020 の CO2 排出量展望の変化（上：中心シナリオ、下：

2℃シナリオ）  
 

中心シナリオ（図  6 .3.1-27 上）では、展望の値は 2010 年と 2015 年に低下している

が、その後ほとんど変化はない。一方で、 2℃シナリオ（図  6 .3.1-27 下）では、 2030

年展望はほとんど変わらないが、2035 年、2040 年と先の展望ほど年々低下しているこ

とがわかる。2040 年の CO2 排出展望は WEO2014 から WEO2020 にかけて 24%低下して

いる。これは、「 2℃目標を達成するためには累積の CO2 排出量を一定量に抑制しなけ

ればいけない」というカーボンバジェットの制約を守るためには、現状の排出量の増

加分を、将来の排出削減でオフセットさせる必要があることに起因する。2℃シナリオ

の 2040 年 CO2 排出量の展望とは、そのようなカーボンバジェットの制約から決定する

ので「展望」と呼ぶのがふさわしいかは疑問である。  
その CO 2 制約に合わせるために、一次エネルギー需要も毎年低下しており、つもり

つもって WEO2019 では、WEO2014 の値（ 2040 年展望）と比較して 15%も低下してい
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ることが図８に示されている。一体どのような手段でそれだけの省エネを実現すると

想定しているのか、十分な説明はない。このような大きなエネルギー需要の削減が、

いつの間にか織り込まれているのが 2℃シナリオである。  

 

b.  電力・非電力の CO2 排出削減の展望の変化  

2℃シナリオの CO2 排出量と、中心シナリオから 2℃シナリオまでの削減を電力、非

電力で区分して図  6 .3.1-28 に示す。  

 

 

 
図  6.3.1-28 WEO2010～WEO2020 の電力／非電力別の CO2 排出とシナリオ間ギャッ

プ（上： 2030 年展望、下： 2040 年展望）  
 

これは、 2℃シナリオの電力部門と非電力部門の排出割合と、中心シナリオから 2℃

シナリオまでの削減を電力部門と非電力部門がどのような割合で負担するか、という

ことを表している。 2030 年の展望の 2℃シナリオ排出では、電力は非電力の半分以下

（ 43～ 50%)であることがわかる。中心シナリオから 2℃シナリオまでの削減では、

WEO2010~2014 の電力の削減量は 2℃シナリオ排出量と同じ大きさ（ 90～ 120%）であ

るが、WEO2015 以降は小さい（ 63～ 86%）。これは前述の CCS の想定の変化が影響し

ていると考えられる。非電力部門の削減量と 2℃シナリオ排出量の比は 19～ 26%と低

く、非電力部門からの削減の難しさを示している。  

2040 年展望では、2℃シナリオの排出で電力の割合は更に低下（ 23～ 31%）している。

中心シナリオから 2℃シナリオまでの削減では、電力の削減量は 2℃シナリオの排出量

の 2.7 倍～ 3.2 倍であり、電力部門の削減幅が非常に大きい。非電力部門の 2℃シナリ
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オ排出量に対する非電力部門の削減量の比は、WEO2018 まで 50%前後であったのが、

WEO2019 で 81%に増加しており、非電力部門の削減想定に変更があったことが示唆さ

れる。  

2030 年、2040 年の展望全てで「電力セクターの削減負担＞非電力セクターの削減負

担」であり、2℃シナリオにおける CO2 削減の電力負担（貢献）が重要であることを示

している。一方で、削減負担の電力割合は、2030 年（ 58～ 71%）に比べて、2040 年（ 51

～ 68%）は低下しており、非電部門での排出削減は（技術開発とコスト低下に）時間が

かかり、短期的には電力部門での排出削減に頼るしかないと想定していることが示唆

される。  

2040 年の 2℃シナリオの排出展望に注目して、部門別直接排出量を非電力排出量か

ら試算。部門別の間接排出量を電力排出量から試算して。部門別に直接排出と間接排

出に分けて図示すると以下の図  6 .3 .1-29 ようになる。  

 

 

図  6.3.1-29 2℃シナリオの 2040 年部門別・直接／間接別エネ起 CO2 排出展望  
 
この図は、2℃シナリオの 2040 年 CO2 排出展望では WEO2019 で産業部門の直接排出

が大きく減少していること、民生・業務部門の直接排出も WEO2019 で大きく減少して

いることを示しており、この 2 つの部門の排出の急激な減少が上述の「WEO2019 にお

ける非電力部門の想定の変化」であることが確認された。産業部門における直接排出

の低下の原因は図  6 .3.1-6 に示された石炭消費の急減によるものと考えられる。産業部

門においては、鉄鋼、セメント、化学など化石燃料を原料とする製品の製造過程にお

ける CO 2 排出削減が技術的・コスト的に難しく、これらは経済成長の源泉でもあるた

め長年「手つかず」の聖域となっていた。しかし、 2℃シナリオにおいては、前述した

ような年々厳しくなる排出量制約を満たすために、WEO2019 でついに産業部門の直接

排出に「手をつけた」のではないかと推測される。  

 

(3)  WEO2020 に見られる新たな変化  
2020 年 10 月に発刊された WEO2020 は、従来の WEO とは異なる点がいくつかある。

それらについて述べる。  
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オ、究極の理想は NZE2050、 STEPS が Bad シナリオ、最悪は DRS」に変更されたよう

な印象を受ける。  
近年、 IEA に対して「 SDS を中心シナリオに据えるべき」という声が高まっている

こと 3を背景に、WEO のメインフォーカスは SDS に移っていることが示唆される。  

 

しかし、(2)で示した通り WEO2020 の各種展望が従来の WEO の展望と比べて著しく

変化した、ということは確認できない。定量的には大きな変化はないが、 2℃シナリオ

とネットゼロシナリオを強調したり、記述をナラティブに変えたりすることで大きく

変化したような印象を与えているとも言える。また、シナリオの位置づけを変えるこ

とによって、 WEO のフォーカスそのものが 2℃シナリオにシフトしているのではない

か、ということも示唆される。  
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6.3.2 IEA WEO2020 シナリオと本研究での分析シナリオとの比較  

本節では、第 5 章で記載した DNE21+モデルによる長期シナリオ分析と比較を行った。 

(1)  CO2 排出量  
図  6 .3.2-1 は、 5 章で分析を行ったパリ協定 2℃目標に対応する世界 CO2 排出削減シ

ナ リ オ と 、 WEO20201 ) で 提 示 さ れ た Sustainable  Development Scenario  (SDS) お よ び

 
3   WEO201 9 発刊直後に、欧州の投資家、科学者など 65 名が署名したレターが IEA ファティ・ビ

ロル事務局長に送られたというロイターの報道によれば、同レターは WEO をパリ協定ベースと

することを要請している。  
h t tp s : / /www. reu t er s . co m/ar t i c l e /c l imate -ch ang e-energy- inv estor s /ex c lus iv e- inv estor s -s t ep-up -pressure-o

n-g lob al - energy-watchdog -over-c l ima te -ch ange- id UKL8 N27 V3OB 
2020 年 5 月に世界の投資家、企業、科学者が連名で IEA に送られたオープンレターは 1 .5℃シナリ

オを WEO の中心にすることを要請している。  
h t tp s : / /mi ss ion2020 .g loba l / l e t t e r- to - IEA/  
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NEZ2050 との比較である（WEO2020 はエネルギー起源 CO 2 排出に対して、本研究の

CO2 排出量想定は、エネルギー起源以外の CO2 排出を含むことに注意）。本研究で用い

た 2℃目標に対応する排出シナリオは、基本的に IEA ETP20172 )の 2DS シナリオと、B2DS

シナリオに相当するものである。  

WEO の SDS は、今回の DNE21+分析の 2DS 相当シナリオと B2DS 相当シナリオの間

くらいの排出量のシナリオとなっている。なお、SDS についても、 2100 年に 15 GtCO2

程度の正味負の排出が実現したとすれば、 1.5℃目標も視野に入るシナリオであるとし

ている。それに対して、今回の DNE21+分析では、B2DS 相当のシナリオで、2100 年の

正味 CO2 排出量は 10 GtCO2 程度の正味負排出を想定したシナリオとなっている。  

RITE による簡易気候変動モデル MAGICC を用いた計算では、平衡気候感度 3.0℃を

想定した場合には、B2DS 相当のシナリオは、ピーク気温上昇が 1.75℃程度、 2100 年

気温上昇は 1.53℃程度である。気候感度 3.5℃（ 66%以上の達成確率に相当）の場合で

計算すると、ピーク気温上昇は 1.93℃程度、2100 年気温上昇は 1.73℃程度である。2100

年の気温上昇を 1.5℃未満（ 66%確率）とするシナリオは、2050 年頃に CO2 排出量をほ

ぼゼロとし、GHG 排出量では 2065 年頃にほぼゼロとするシナリオである。 2100 年の

気温上昇は、確率 50%換算すると（期待値としては）、 1.3℃上昇程度と見込まれる。  
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(a) 本報告書の分析シナリオ  
      エネルギー原単位          エネルギー需要の変化  

 

(b) IEA WEO 2020 

 

図  6.3.2-2 IEA WEO20201 )の世界一次エネルギー供給量シナリオ（本報告書の分析シ

ナリオとの比較）  
 

(3)  最終エネルギー消費量  

図  6 .3.2-3 に WEO2020 の世界の部門別の最終エネルギー消費量シナリオを本研究の

分析シナリオとの比較で示す。なお、エネルギー消費量の総量が、運輸部門と民生部

門については比較的両者で合致している一方、産業部門では両者に差異が見られる。

これは WEO2020 のグラフには、フィードストック分が含まれていないことが大きい。

フィードストック分を加えると、産業部門についても総量は比較的整合している。運

輸の最終エネルギー消費量についてはかなり似通っている。民生の最終エネルギー消

費量は、DNE21+の分析シナリオは若干ガス比率が高い傾向があり、消費量の総量が少
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6.4 水素エネルギーシナリオのレビュー  

ネットゼロ CO2 排出目標を掲げる国や地域が増え、カーボンニュートラルなエネル

ギーシステムのあり方が検討されるようになってきている。欧州委員会が発表した

2050 年のネットゼロ排出シナリオでは、 8 つのシナリオすべてに水素の導入が想定さ

れている 4 3 )。図 6.4-1 は CO 2 を排出しないエネルギーシステムの概念図であるが、水

素は主に余剰の自然エネルギーを蓄えること、長距離輸送やエネルギー集約産業など

の電化が困難な分野におけう脱炭素化、化学製品や燃料生産において化石燃料を代替

する原料として用いるといった役割がある。そこで本節ではスタンフォード大学によ

るレポート 4 5 )や先行研究をもとに、水素の導入シナリオや課題についてレビューを行

う。  

 
図 6.4-1 CO2 フリーのエネルギーシステム概念図  

（出典） S.Davis e t  a l.  (2018)4 4 )  
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(1)  水素の製造とコスト  

水素の開発、利用の歴史は古く、水素を製造するための熱化学プロセスの解明は 1868 

年にさかのぼる。 1920 年代から 1930 年代にかけてメタンの水蒸気改質が実証され、

商業的に利用されるようになった。 1960 年代になると、水素はロケットの燃料として

使用されるようになり、1970 年代には「水素経済」が提唱された。水素は輸送用燃料、

工業プロセス用熱源、原料としての用途があるにもかかわらず、これまで普及のペー

スは非常に緩やかなものであった。  
水素の利用拡大ペースが遅い要因として主に 2 つのことが障壁になっている 4 5 )。 1

つは、水素の製造、貯蔵、輸送、販売までのサプライチェーンを完成させるためには、

全ての段階においてコストと性能を向上させる必要があり、さらにそれぞれの段階で

十分な安全性を確保しなければならないことである。各段階において経済的かつ安全

な対策がなければ、それがボトルネックとなりサプライチェーン全体での実行が難し

くなる。もう 1 つの課題として、水素サプライチェーンの各段階で従来の化石燃料と

競合することが挙げられる。ここ数年は電気自動車の開発が加速しており、代替技術

の存在が水素の普及を難しくしている。  

しかし近年、水素への期待が再び高まってきている。水素サプライチェーンの各プ

ロセスにおいてコストは下がってきており、安全性も高まっている。欧州では €50～ 60/t

の炭素価格があれば、水素は競争力を持つようになると見積もられている 4 3 )。大規模

な水素経済の構築に向けた課題についても、解決の可能性について楽観的な見通しが

出るようになってきている 4 7 ) ,  4 8 )。水素の需要サイドだけでなく、供給源となり得る資

源国サイドでも関心が高まりつつあり、再生可能エネルギー、電力・ガス、石油・石

炭等のエネルギー産業、自動車、エンジニアリング産業等、広範な産業で水素に係る

取り組みが起きつつあるとして、IEA4 9 )も過去の水素ブームと昨今の状況は異なること

を指摘している。  

なお、水素自体は技術ではなく、クリーンな形でもダーティな形でも製造されうる

エネルギーキャリアである。そのため気候変動緩和にどの程度寄与するかは、水素が

どのように製造されるかに依存している。最近では気候への影響を区別するため、水

素の製造過程によって水素を色付けして呼ぶことがある、「グレー水素」は天然ガスか

ら製造され、現在、主に産業界で使用されているもの、「ブルー水素」は、天然ガスか

ら製造され、炭素回収・貯蔵（CCS）を用いて脱炭素化しているものを指す。ブルー水

素に対しては、CCS と天然ガスに依存しており、商業的に運営可能な CCS には不確実

性があり、さらに上流でのメタンの漏洩について懸念を示す見方もある。これに対し

「グリーン水素」は自然エネルギーを利用して水を電気分解して製造されるものを指し

ている。他にメタン熱分解で生成される「ターコイズ水素」と呼ばれるものもあり、

これは CCS を必要としないこと、さらに利用価値の高い固体炭素（カーボンブラック

など）も製造するというメリットがあり、ロシアのガスプロムやドイツの BASF など

が研究しているが、まだ黎明期の技術である。  
グリーン水素を生産するコストの  80％は電気料金であり、資本コストではなく運営

コストが課題となる。グリーン水素の最大の課題は、膨大な量の再生可能エネルギー
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を 必 要 と す る こ と で あ り 、 現 在 、 グ レ ー 水 素 の 価 格 は 約  €1.50/kg、 ブ ル ー 水 素 は  

€2-3/kg、グリーン水素は€3.50-6/kg である。現状では、天然ガスから製造したグレー水

素が最も安価だが、IEA4 9 )は再生エネルギーから製造するグリーン水素のコスト低下が

期待できるとしている。その結果、中国のように天然ガスを輸入する一方、再生可能

エネルギー資源に恵まれているような国では、今後、グリーン水素のコストがグレー

水素のコストを下回る可能性もある。  

 

図 6.4-2 2030 年における水素製造コストの見通し  
（出典） IEA4 9 )  

 
(2)  水素導入シナリオ  

カーボンニュートラルなエネルギーシステムを構築するには、エネルギー供給部門、

特に電力部門を低炭素化するとともに、エネルギー需要側で電化を進めつつ、電化が

難しい部門は燃料転換などによって低炭素化を進める必要がある。水素はエネルギー

供給部門の低炭素化に寄与することに加え、産業部門や運輸部門など電化が難しいセ

クターにおいて重要な緩和オプションとなる。  

最近の太陽光や風力のコスト低下は、水素の可能性を高める要因の一つになってい

る。電源構成に占める変動性再生可能エネルギー（ VRE）の割合が高まると、変動す

る需給をマッチングさせることが難しくなる。水素は電気からの転換が可能であり、

また大規模に貯蔵できることから、電力需給の短期的な変動だけでなく季節性の変動

にも対応が可能である。水素を介在させることにより柔軟性のある電力システムを構

築することができるようなる。  

電力部門の低炭素化と並行してエネルギー最終需要部門の電化を加速させていく必

要があるが、電化のポテンシャルはセクターごとにそれぞれ異なっている。建物部門

は比較的電化のポテンシャルが大きいのに対し、運輸部門では乗用車の電化は比較的

容易なものの、長距離貨物、空運、海運の電化は難しい。産業部門には多様な業種が

あるが、鉄鋼やセメント、紙パルプ、化学などのエネルギー集約産業の電化は難しい。

これら電化の難しい部門からの CO2 排出を削減するためには、化石燃料をバイオ燃料

や水素で代替するといった対策が考えられる。バイオエネルギーは既に商業利用され
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ている技術であるが、土地利用から受ける制約が大きく、これを拡大していくことは

持続可能性の面で懸念がある。他方、水素は電力を含む様々なエネルギーキャリアか

ら製造することができるというメリットがあるが、取り扱いが難しく、新たなインフ

ラや需要側の技術も必要というデメリットもある。そのため、それぞれ異なる特性を

活かして活用していくことが重要となる。  

排出削減が難しい部門における対策について検討した研究事例としては、 Luderer  et  

al .  (2018)5 1 )がある。図 6.4-3 は 2℃  [50％以上 ] （B1400）シナリオ、2℃ [67％以上 ]（B800）

シナリオ、 1.5℃（B200）シナリオにおける最終エネルギーに占める水素のシェアを示

したものである。CO2 排出制約が大きくなるほど水素の割合が大きくなる傾向があり、

また、比較的電化を進めやすい建物部門より、電化オプションが少ない産業部門や運

輸部門において水素のシェアが大きくなることが示されている。  

 
図 6.4-3 各セクターにおける最終エネルギーに占める水素のシェア  

（出典）Luderer e t a l .  (2018)5 1 )  

 
IPCC の 1.5℃特別報告書 5 0 )においても、 2℃シナリオよりも 1.5℃シナリオにおいて

水素の役割は有意に大きいことが示されている。セクターとしても低炭素技術が利用

できない、あるいはコストが高い運輸や産業部門において水素が活用される傾向があ

る。また、水素の原料としてバイオ燃料と炭素回収・貯留（ BECCS）を組み合わせ、

バイオメタン /バイオガスの水蒸気改質についても言及されている。  

図 6.4-4 は IEA の World Energy Outlook 2020 5 2 )における世界の水素需要の見通しを示

したものである。現行政策シナリオにあたる STEPS シナリオでは 2040 年になっても水

素需要は非常に限られたものになっている。他方、クリーン・エネルギー政策や投資

が大規模に展開され、パリ協定や持続可能な開発目標達成に向かう持続可能な開発

（ SDS）シナリオでは、CCUS による電気分解と化石燃料からの水素生産が急速に拡大

し、 2030 年には  18 Mt、 2040 年には  7 ,500 万トンに達することになる。セクターと
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しては運輸部門の需要が最も大きく、特に長距離輸送においてアンモニアや  CO 2  を回

収して製造された合成ガスからの炭化水素燃料を活用することが想定されている。  
 

 

図 6.4-4 水素の世界需要  
（出典） IEA5 2 )  

 
水を電気分解した H2 と CO2 を触媒反応で合成した液体の炭化水素燃料（ e-fuel）の

製造は、バイオ燃料のように耕地に依存しないという点で環境面において優れている

が、大量の再生可能エネルギーによる電力を必要とし、製造コストもかかるというデ

メリットがある。また、体積エネルギー密度の小さい水素は低温高圧で輸送、貯蔵す

る必要があり、重くてかさばるコンテナ貯蔵コンテナも必要となる。現在、運輸部門

の燃料として使われているディーゼル燃料を保管する場合に比べ、総エネルギー量が

同じ液体水素を保管するには重量にして約 6 倍、容積にして約 8 倍の大きさが必要に

なる。ただし燃料電池車はディーゼル燃料を用いた内燃機関よりもエネルギー効率が

高く、搭載するエネルギー量は小さくてすむというメリットもある。  

水素はカーボンニュートラルなエネルギーシステムを築く上で魅力的な緩和オプシ

ョンの一つとして捉えられているが、今後、大規模に導入されていくかどうかは多く

の不確実性を伴っている。水素の生産と流通インフラは資本集約的であり、長期的な

水素需要の可能性が見えてこなければ投資は進まない。水素を拡大していくためには、

適切な民間投資を促進するための政治的コミットメントや規制の枠組みが重要とな

る。また、水素燃焼時には CO2 だけでなく大気汚染物質を排出せず、バイオ燃料のよ

うに土地利用変化を伴わず農業生産への懸念が小さいといったメリットもある。これ

らをあわせて考慮することで、持続可能な発展に資するエネルギーキャリアとして位

置付け、導入の機運を高めていくことも考えられる。  
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第7章  まとめ 

地球温暖化は、地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、その解決が強く

求められる。しかし、地球温暖化は、世界のあらゆる国、様々な部門に影響を与え、

一方でその影響は均一ではない。また、各国において取り得る緩和策、緩和費用にも

差異が大きい。そのため、真に有効な対策を実現するためには、総合的なパッケージ

を作り上げることが重要と考えられる。  

本事業では、最新の科学的知見や国際交渉の動向も踏まえながら、海外研究機関と

も連携・協力しつつ、温暖化対策（緩和策及び適応策等）、ファイナンス、政策の総合

的かつ整合的な分析・評価を行い、それをもって、地球温暖化対策と経済成長の両立

（グリーン成長）、長期戦略における「環境と成長の好循環」を目指す将来枠組み・我

が国の国際戦略立案に資する。  

 

本報告書では、まず、第 1 章において背景と目的を記述した。  
第 2 章では、気候変動に関連した各種不確実性を指摘した上で、本事業で実施した

定量的な分析も踏まえながら、気候変動リスクマネージメント戦略のあり方について

議論を行い、とりまとめた。気温安定化のためには、その時点において CO2 排出をほ

ぼゼロにする必要もある。しかし一方で、気候変動の程度および影響被害の程度には

大きな不確実性が存在する。緩和費用面に関してもパリ協定 NDCs でも見られる限界

削減費用の各国間での幅の大きさが指摘できる。 2020 年は、 COVID-19 のパンデミッ

クが世界を混乱に陥れ、その対応に追われた。第 2 章では、COVID-19 のリスクとリス

クマネージメントを踏まえ、気候変動リスクとリスクマネージメントとの比較をし、

COVID-19 からの教訓についても検討を行った。  

第 3 章ではグリーン成長の機会と限界をより正しく認識しつつ、その機会を見出す

ことを目的に調査、整理を行った。その中で、日本における製品等に体化された間接

的な電力輸入の推計を実施した。また、エネルギー価格変動に対する日本経済の耐性

についての評価も実施した。更に、日本の産業界が取り組んでいる低炭素社会実行計

画の実績について、グリーン成長の視点を含め、排出削減努力についての一次的な試

算も行った。その他、欧州や日本などにおける再生可能エネルギー導入状況とその課

題について調査を行った。また、電力自由化の下で温暖化対策を進めるにあたっての

課題等についてまとめた。更には、グリーンファイナンスの動向とこれまでのモデル

分析例についてその内容と課題について整理を行った。  
第 4 章では、中期的な緩和策の分析として、パリ協定 NDCs (Nationally Determined 

Contr ibut ions)の排出削減目標（ 2030 年頃）に関する分析・評価を行った結果をまとめ

た。そこでは、最近の各国 GDP 動向の変化を反映した NDCs の限界削減費用等の推計

も実施した。各種制約に伴う NDCs 達成の国際競争力への影響について分析を行った。

また、NDCs 評価の他の研究事例についても整理を行った。更に、欧州や米国では、国
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境炭素調整の導入が検討されつつあるため、国境炭素調整によって、どのような経済

影響が推計されるのかについて試算を行った。  
第 5 章は長期の緩和シナリオ分析についてまとめた。共有社会経済パス（ Shared 

Socioeconomic Pathways: SSPs）の国際的な策定・分析状況を踏まえながら、独自に SSPs

を想定し、モデル分析を行った。 2050 年カーボンニュートラルの動きが強まってきた

ため、従来以上に様々な部門における様々な対策技術の可能性の評価が必要になって

きた。そこで、海運や航空部門について、エネルギー・温暖化対策評価モデルにおい

て、具体的な技術積み上げを行い、システム的な分析を行った。更に、 CO2 回収利用

（CCU）の一つである合成燃料、大気中からの直接 CO 2 回収（DAC）についてもモデル

化を行い、カーボンニュートラルに向けた多様な技術オプションを評価できるように

した。また、エネルギー需要サイドの IT、AI 等の技術革新が、食料廃棄の削減や、更

にはシェアリングエコノミーを誘発し、社会変化をもたらす可能性、そしてそれがも

たらすエネルギー需要や CO2 排出削減に与える影響についても分析を行った。そして、

これら社会変化は、我々の生活行動を変化させる可能性がある一方、リバウンド効果

も含め生活行動を整合的に分析する必要性があることから、その調査も行った。 SDGs

との関係性の評価として、土地利用・食料アクセス、大気汚染排出・ PM2.5 削減のコ

ベネフィット・トレードオフに関する調査や分析、評価も行った。  

第 6 章においては、海外の気候変動に関する最新の政策動向や IPCC の動向の調査結

果を記すとともに、国際モデル比較プロジェクトの各種動向等について記載した。  

第 7 章においてまとめを記載した。また、付録には本事業の一環として実施した国

際シンポジウムの内容について掲載した。  

 

以下に本報告書の内容の全体像についての簡単なまとめを記載する。  

2015 年にパリ協定が合意され、すべての国が排出削減に取り組む枠組みが合意され、

各国が自主的に排出削減目標を掲げ、レビューする仕組みとなった。また、長期目標

が定められ、 2℃目標や 1.5℃目標が掲げられた。世界は、気候変動対策の強化を進め

ていることは間違いないが、一方で世界は多様であり、見かけ上、言葉上の強化と、

真の排出削減努力とは一定のギャップが存在する可能性がある。それを踏まえた柔軟

でしたたかな対応戦略が必要と考えられる。国間で限界削減費用に大きな差異が生じ

れば、グローバルな排出削減の効果は限定的となる可能性が高い。  

現実の世界がどうなっているかは定量的データを基に、より良く分析する作業は、

将来の実効ある排出削減方策を考える上で、極めて重要である。過去、世界の GDP と

CO2 排出量は強い正の相関関係があり、大きなトレンドで見ると、ほとんどこの関係性

は崩れていないと見られる。また、世界の GDP と電力消費量の関係は、より強固に正

の相関関係がある。日本国内で見ると、近年、GDP は成長しても、CO2 排出量は低下

傾向にあり、電力消費量でさえ低下傾向となっている。しかし、先進国共通で見られ

る現象であるが、多くは途上国への産業移転によって生じていると見られ、製品やサ

ービスに体化された CO2 や体化された電力として輸入される傾向が見られる。  
グローバルに排出削減努力の協調が必要である。根本的には、国間で限界削減費用

の均等化が望まれる。一方、この実現は極めて難しいという点にも多くの理解がある。
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そこで、次善の策として、欧州や米国は、自国の製造業等の国際競争力の低下を防ぎ

つつ、グローバルな排出削減を促すために、炭素国境調整措置の導入の検討を進めよ

うとしている。しかしながら、本研究調査の分析でも示されたように、これは効果が

ないわけではないものの、日本のように、欧米よりも製造業が相対的に強く、輸出超

過のような国における効果は大きくないと見られる。まして、報復措置がとられ、貿

易戦争のような様相になるリスクを考えると、日本にとって望ましい戦略とは考えに

くい。炭素国境調整措置のオプションは残しておくべきではあるが、あくまで、グロ

ーバルに排出削減努力の協調を目指していくことが世界および日本のグリーン成長に

とって望ましいと考えられる。  

近年、再生可能エネルギーのコスト低減が著しく、再エネによるグリーン成長の可

能性の光明も見え始めている。しかし、世界を見渡しても、完全にグリッドパリティ

を達成しているものはわずかと見られる。また、導入規模を拡大すれば、条件の悪い

再エネを活用することとなり、再エネ単価は上昇するし、系統対策費用が増大してい

くと考えられる。全体システムの中で、再エネも正しく評価していくことが重要であ

る。つまり適正な水準の再エネ導入は、グリーン成長に資すると考えられるが、それ

を超える導入はグリーンには資するが、成長には逆行する。  

このような中、世界、日本、地方自治体、企業で、「 2050 年カーボンニュートラル」

を目指すとする動きが加速した。しかし、現状もしくは現状延長線上の技術進展では、

2050 年カーボンニュートラルの実現は極めて大きなコストが必要と見られ、達成は極

めて困難と考えざるを得ない。広範で非連続なイノベーションが不可欠である。本研

究におけるモデルを用いたシステム的な分析では、カーボンニュートラルのような厳

しい排出削減のためには、様々な対策の組み合わせが重要であることを示した。そし

て、それぞれの技術についてもコスト低減の見通しは確実なわけではない。直接的な

気候変動対策だけではなく、それを構成する要素技術、基礎技術、そして、それらを

誘発する組織、制度のイノベーションなど併せて求められる。  

IPCC 1.5℃特別報告書（ SR15）においては、典型的な４種類のシナリオが提示され

た。そのうちの極端な 2 種類について言及する。1 つは、徹底的な省エネシナリオであ

り、Low Energy Demand (LED)シナリオとして知られるものである。エネルギー需要サ

イドには本来必要な水準を大きく超えるエネルギーが利用されている。それはデジタ

ル化技術の進展等により大きく低減できる可能性がある。それに社会変化が伴って低

エネルギー需要、低 CO2 排出社会を実現する可能性が示されたシナリオである。 SR15

で引用された LED シナリオでは、CDR（Carbon Dioxide Removal）技術の利用は想定さ

れていない。もう一つの典型的なシナリオは、化石燃料が引き続き安価な中、カーボ

ンニュートラルを実現するシナリオであり、化石燃料を利用しながら、大量の CDR 技

術を利用するものである。CDR には CCUS に加え、負の排出を実現する CCS 付バイオ

マス（BECCS）、大気中 CO2 直接回収貯留（DACCS）等が含まれる。複数のシナリオを

有しつつ、カーボンニュートラルの実現性を高めていくことが望まれる。カーボンニ

ュートラルのためには、一次エネルギーとしては、原則、再生可能エネルギー、原子

力、CO2 回収貯留（CCS）付きの化石燃料のみで構成することが必要となる。 IPCC も

指摘しているように、ロバストな対策は、電力化率向上と電力の低炭素化・脱炭素化
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である。費用対効果の点から、再エネ、原子力、CCS の利用の組み合わせが重要であ

る。一方、非電力をすべて電化することは困難であり、非電力のエネルギーを水素、

合成燃料、バイオ燃料等に転換することが必要となる。ただ、これらは 2 次エネルギ

ーであり、その元となる一次エネルギーは、再エネか CCS ということになる（＋一部、

原子力もあり得る）。ただし、最終エネルギー消費で化石燃料利用が全く利用されない

というのは技術的にも難しく、仮にできても急激なコスト増を導く可能性が高いため、

BECCS や DACCS のような負排出技術（ NETs）の利用が重要になると考えられる。

BECCS を大規模に実現するには相当大きな土地面積が必要であるため、DACCS への期

待は大きくなる。一方、DACCS は大量のエネルギーを消費するが、余剰の変動性再エ

ネを活用するなどしたシステム的な対応の可能性も示唆される。いずれにしても経済

効率的に大幅な排出削減を実現するためには、技術間、部門間を統合したシステムと

しての対応が重要であり、また、国、地域を跨いだ対策が重要である。よって、シス

テムを横断した対策が進展するような組織、制度の構築が重要と考えられ、また、国、

地域を跨いだ対策が促進されるような国際的な枠組み、制度の構築が重要である。  
 

今後の課題としては、特にエネルギー需要サイドの技術イノベーションの波及的な

可能性の定量的かつ整合的な分析は、広範なる省エネの可能性とともに、リバウンド

効果の推計など、まだまだ取り組むべき課題は多く、今後、国際的な研究コミュニテ

ィーを幅広く巻き込みながら進展させていく必要がある。また、広範なイノベーショ

ンをどう誘発させ、気候変動緩和に結び付けていくことが期待できる政策パッケージ

のあり方を更に詰める必要がある。  

以上述べた他にも多くの課題が存在しており、今年度の研究成果をベースに一層の

研究展開を進め、国際的な研究コミュニティーへの貢献と、気候変動政策の立案にお

ける情報提供の強化を図っていくことが求められる。  

 

持続的かつ効果的な温暖化対策のためには、これまで言われてきた以上に、地球温

暖化対策と経済成長の両立が重要となってきている。さもなければ、言葉だけは踊っ

ても、実際の国際社会、及びグローバルサプライチェーンの下では CO2 排出削減に寄

与しておらず有効な温暖化の抑制につながらない。規範的な単なる希望を語るのでは

なく、「グリーン成長」を着実に実現し得る適切な対策・方策を明確にすることが求め

られている。  

本調査研究では、このような真の「グリーン成長」を実現していく道筋のフレーム

ワークとその具体的対策・方策の検討を包括的に行った。この問題は、広範で、深い

分析と洞察が必要なため、今後、更なる調査・分析・評価を行っていく必要があるが、

本研究調査でまとめた知見は、今後の気候変動対策・政策において重要な情報・示唆

となると考えられる。  
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付  録  ALPS 国際シンポジウム  

本研究事業では、地球温暖化対策技術の分析・評価に関する国際連携事業を進める

にあたり、地球温暖化問題研究で世界的に著名なオーストリアの国際応用システム分

析研究所（ IIASA: Internat ional Inst i tu te for  Applied Systems Analysis）をはじめ、世界の

研究機関とも協力しながら研究を進めている。  
2021 年 3 月、本共同研究の成果報告会として、また、本研究について幅広い関係者

の理解を得るとともに今後に向けての指導・助言も得るため、「ALPS 国際シンポジウ

ム  ―2050 年 カ ー ボ ン ニ ュ ー ト ラ ル に 向 け た 今 後 の 戦 略 ― （ ALPS Internat ional 

Symposium “Future s trategy towards carbon neutral  society”）」を開催した。当日は、メリ

ーランド大学、中国エネルギー研究所、IIASA、E3-Modell ing、英国気候変動委員会の、

この分野に造詣の深い著名な専門家よりオンラインにて講演頂くとともに、先進的に

温暖化対策に取り組んでいる（株） JERA、（一社）日本ガス協会、パナソニック（株）

といった産業界の方にもご参加頂き、脱炭素化に向けた取り組み・ 2050 年に向けたビ

ジョンをパネルディスカッション形式で紹介して頂いた。企業、官公庁、大学、研究

機関、その他団体等から約 500 名超が参加（会場ならびに Web 配信にて）した。講演

者との間で活発な質疑が行われ、 2050 年のカーボンニュートラル・脱炭素社会を目指

し、持続可能な社会・経済を実現するために必要な取り組みについて、幅広い方々に

とって最新の研究成果をもとに深く考える有意義な機会になった。  

以下に、本シンポジウムの要旨集（日・英語）を掲載する。当日の講演者による発

表スライドはホームページに掲載されているので参照されたい。  

 

 

 開 催 年 月 日   2021 年 3 月 9 日（火）  10:00-17:30 
 開 催 場 所   イイノホール  （東京都千代田区内幸町 2-1-1）  

 主 催   公益財団法人  地球環境産業技術研究機構（RITE）  

 共 催   経済産業省  
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野心的な米国の NDC に向けて  

Leon Clarke 

Research Professor, Unversity of Maryland 

2021 年は、米国の気候変動への野心と行動にとって重要な年となる。 4 年間の連邦

政府関与の空白を経て、バイデン -ハリス政権は気候政策をアジェンダの中心に据えて

いる。バイデン大統領は、 2050 年までに経済全体の脱炭素化を達成し、2035 年までに

100％クリーンな電力を実現するという公約でキャンペーンを展開していた。最近、パ

リ協定に公式に再参加したバイデン政権は、 4 月 22 日までに国の新たな気候目標を国

際社会に提示する意向を表明した。この新たな米国の国別貢献（ NDC）は極めて重要

である。米国は依然として世界第 2 位の温室効果ガス排出国であり、それゆえ気候変

動を抑制するには不可欠の存在である。NDC は、国内の行動の基準を設定し、連邦政

府や州レベルの政策決定に影響を与えることになる。また、NDC は、米国が気候変動

対策へコミットメントするという明確なシグナルを送ることになり、世界的な追加行

動に拍車をかける可能性を秘めている。NDC を成功させるには、政治的現実と進化す

る市場力学を考慮に入れ、 2030 年までの今後 9 年間で可能なことと野心のバランスを

取る必要がある。野心的すぎるアジェンダは、米国の失敗と信頼性の喪失を招くリス

クがあり、野心が低すぎると、気候政策に熱心でないことを伝えることになり、世界

的な取り組みに大きな影響を及ぼすリスクがある。気候変動をめぐって米国は依然と

して二極化している状況であるが、全米の都市、州、企業による野心的な行動が気候

変動をめぐる機運を高めており、 10 年前にはほとんど予測できなかったような技術ト

レンドが米国のエネルギー部門に変化をもたらしている。今回の発表では、米国 NDC

を取り巻く問題点や、野心的な NDC に向けた最近の研究について議論する。  

（RITE 仮訳）  

 

脱炭素社会に向けた取り組みと実現へのシナリオ  

山地憲治  

公財財団法人  地球環境産業技術研究機構 (RITE)副理事長・研究所長  

2020 年 10 月の菅首相の「 2050 年カーボンニュートラル実現」宣言を受けて、脱炭

素社会に向けた取り組みが加速している。昨年１月に公表した「革新的環境イノベー

ション戦略」の実行に向けて 7 月にはグリーンイノベーション戦略推進会議が動き出

し、 12 月には成長戦略会議が経済と環境の好循環を目指して「グリーン成長戦略」の

一次案を公表した。電化と電力のグリーン化、水素社会実現、CO2 固定・再利用などの

イノベーションからその成果の社会実装まで、既存技術も含めて総動員する脱炭素社

会実現への本格的な取り組みが始まった。補正予算によって 2 兆円のグリーンイノベ

ーション基金が創設され、分野ごとに具体的な取り組みが始まっている。  
脱炭素社会とは、実質的に (正味で ) CO2 排出量がゼロとなる社会である。大気中 CO2

濃度が上昇し始める産業革命期まで、自然のプロセスとして、光合成による CO 2 吸収
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や海洋等による CO2 吸収が CO2 発生量を相殺して実質ゼロ排出が実現されていた。産

業革命以降急速に進展した森林破壊や化石燃料の大量使用によって、この自然界のバ

ランスが攪乱され大気中温室効果ガス濃度の増加を招き、地球温暖化が引き起こされ

た。イノベーションによって人工的に実質的 CO 2 ゼロ排出を実現する脱炭素社会は、

いつまでに実現すべきかについては議論の余地があるが、地球温暖化対策の長期目標

として適切である。ただし、気候変動対応を持続可能なものとするためには、3E+S(わ

が国のエネルギー政策の基本である安全確保を前提とした、エネルギー安全保障、経

済効率、環境保全の確保 )や SDGs の同時達成が必要である。  
このような基本認識を踏まえて、本講演では脱炭素社会の姿とその実現に至るシナ

リオを考察する。脱炭素社会に向けた対策では、省エネや非化石エネルギー、CO2 回収・

貯留 (CCS)など従来の対策に加えて、大気中の CO2 を減らすことも必要になる。今世紀

末までのシナリオを描いた研究でも、電力供給に伴う CO 2 排出を早期にマイナスにす

るという結果が多く得られている。  

地球温暖化問題には様々な大きな不確実性がある。このような不確実性の下でも有

効な脱炭素社会へのシナリオが重要である。この脈絡では、従来の温暖化対策の議論

ではあまり取り上げられていなかったが、ベースラインシナリオにおける CO 2 排出の

低減は注目に値する。環境・社会・ガバナンスを重視する ESG 投資などによる民間主

導の脱炭素化が、新型コロナ対策で加速しているデジタル社会（ソサエティ 5.0）の進

展とともに進めば、高コストの CO2 削減対策に頼らずとも気候安定化へのシナリオが

描ける。長期的な温暖化対策には、技術と社会のイノベーションが必要である。 SDGs
（持続可能な発展への国連目標）の達成に向けた社会イノベーションによって CO2 排出

のベースラインを下げ、そこに技術イノベーションによって電気や水素のようなクリ

ーンな二次エネルギーを CO 2 排出なく生産し、効率的に利用するシステムを構築すれ

ば、脱炭素社会実現への展望が開ける。  

 

1.5℃目標下における中国のエネルギー・経済移行  

Kejun Jiang 

Senior Researcher, Energy Research Inst itute in China 

エネルギー供給は、GHG 排出大幅削減を行う将来において最も重要な役割を果たす。

最近の IPCC 報告書は、エネルギーシステムの急速な移行を明確に示している。 2050

年までに、再生可能エネルギーと原子力がエネルギー供給の主軸となる。これは中国

にとっても同様である。図 1 に統合政策評価モデル（ IPAC）に基づき分析した中国の

一次エネルギー供給量の結果を示す。エネルギー産業は、再生可能エネルギーと原子

力へ大きくシフトする。図 2 に 1.5°C シナリオにおける中国の発電量の結果を示す。

これら全ての結果は、エネルギー部門の移行が重要であることを示しており、経済移

行の一部を示している。  
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脱炭素化に向けた産業界の取り組み  

(モデレーター ) 

山地  憲治   RITE 

(パネリスト ) 

多和  淳也   株式会社 JERA 経営企画本部  企画部  部長  

深野  行義   一般社団法人  日本ガス協会  企画ユニット  環境部長  

楠本  正治   パナソニック株式会社  品質環境本部  環境経営推進部  
部長  

 

2020 年 10 月の所信表明演説の中で、菅総理は 2050 年までにカーボンニュートラル、

脱炭素社会の実現を目指すことを宣言した。アメリカではトランプ大統領からバイデ

ン大統領へと政権が交代し、地球温暖化対策への取り組みが大きく変わることが予想

される。EU でも新型コロナ禍による経済ダメージからの復興において、グリーンリカ

バリーを掲げるなど、世界全体で「脱炭素」に向けた動きが加速してきている。  

我が国の産業界や企業においても、これらの環境の変化を受けて、 2050 年のカーボ

ンニュートラル社会・脱炭素社会への取り組みを今後の経営の柱とする動きが出てい

る。そこで、本パネル討論では、脱炭素社会に向けた企業や団体の取り組み・ビジョ

ンなどについて紹介して頂く。  

 

(発表概要 )  

■株式会社 JERA 経営企画本部  企画部長  多和  淳也  

JERA ゼロエミッション 2050 
2050 年に向けた CO 2 Zero Emission に向けた JERA の取り組みと、日本の電力システ

ムに適したカーボンニュートラル実現に向けたロードマップについて説明する。  

 

■一般社団法人  日本ガス協会  企画ユニット  環境部長  深野  行義  

ガスのカーボンニュートラルチャレンジ 2050 

～ 2050 年ガスのカーボンニュートラル化による脱炭素社会への貢献～  
・  ガス業界は「 2050 年のガスのカーボンニュートラル化」に挑戦し、将来の脱炭

素 /カーボンニュートラル社会の実現に貢献することを昨年 11 月に公表。  

・  具体的には脱炭素社会の実現に至るトランジションの取り組みとして「徹底し

た天然ガスシフト・天然ガスの高度利用」により確実な CO₂削減を進めつつ、水素や

メタネーション等のイノベーションにより「ガス自体の脱炭素化」を進めていく。  

・  ガス業界はこのような脱炭素化に加えて、レジリエンス向上や地方創生など、

様々な社会的課題の解決に貢献していく。  
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■パナソニック株式会社  品質・環境本部  環境経営推進部  部長  楠本  正治  

パナソニック環境ビジョン 2050 の取り組み  
パナソニックが環境ビジョン 2050 に込めた、2050 年に目指すカーボンニュートラル

の姿や、その実現に向けた具体的な取り組みを、自社工場や商品・サービスなどの実

例を交えて説明する。  

 

日本における脱炭素化へ向けた動向とシナリオ分析  

秋元  圭吾  

公益財団法人  地球環境産業技術研究機構  システム研究グループ  グルー

プリーダー  

RITE は、経済産業省からの受託事業「地球温暖化対策技術の分析・評価に関する国

際連携事業」（通称 ALPS）において、様々な科学的知見、定量的なデータを基に、そ

して現実の政策を踏まえながら、地球温暖化対策と経済成長の両立（グリーン成長）

に向けてその限界と機会についてより良い理解を進め、グリーン成長を実現する道

筋・方策を検討してきている。  

2016 年 11 月に発効したパリ協定では 2℃目標や 1.5℃目標、そして 21 世紀後半に正

味ゼロ排出といった長期目標も合意された。そして、気候変動に関する政府間パネル

（ IPCC）1.5℃特別報告書（ SR15）は、1.5℃上昇に抑えるには、2050 年頃に世界の CO2

排出量を正味でほぼゼロにすることが必要とした。 IPCC 第 5 次評価報告書（AR5）で

は、CO2 の累積排出量と気温上昇との間には線形に近い関係が見られることが示されて

いる。気温を安定化させようとすれば、気温上昇の水準に依らず、その時点では世界

の正味 CO2 排出量をほぼゼロにする必要があり、長期的には実質ゼロ排出（脱炭素化）

が求められている。  

日本政府は、2019 年に「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」を策定した。

そこでは、「最終到達地点として『脱炭素社会』を掲げ、それを野心的に今世紀後半の

できるだけ早期に実現することを目指す」とした上で、非連続なイノベーション等を

推進し、環境と経済の好循環を実現するとした。そして 2020 年 10 月には、菅首相が

所信表明演説で「 2050 年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」と宣言

し、 2020 年 12 月には「 2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を発

表したところである。  

IPCC SR15 においては、典型的な４種類のシナリオについて提示がなされている。

そのうちの極端な 2 種類について言及しておく。1 つは、徹底的な省エネシナリオであ

り、Low Energy Demand (LED)シナリオとして知られるものである。エネルギー需要サ

イドには本来必要な水準を大きく超えるエネルギーが利用されている。それはデジタ

ル化技術の進展等により大きく低減できる可能性がある。それに社会変化が重なって

低エネルギー需要、低 CO2 排出社会を実現し得る可能性が示されたシナリオである。

もう一つの典型的なシナリオは、化石燃料が引き続き安価な中、カーボンニュートラ

ルを実現するシナリオであり、化石燃料を利用しながら、大量の CDR 技術を利用する
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ものである。CDR には CCUS に加え、負の排出を実現する CCS 付バイオマス（BECCS）、

大気中 CO 2 直接回収貯留（DACCS）等が含まれる。複数のシナリオを有しつつ、カー

ボンニュートラルの実現性を高めていき、早期に達成するようにしていくことが望ま

れる。  

本発表では、パリ協定で要請されているような大幅な排出削減における各技術の役

割について、世界エネルギーシステムモデル DNE21+による分析結果を通して、システ

ム的な視点から論じる。また、エネルギー需給両面における技術革新が複合的に起こ

ったとき、大きな効果をもたらし、比較的低廉な費用で大幅な排出削減を実現できる

可能性があることを定量的なモデル分析結果を通して提示する。  

対策として、大きくは省エネと CO2 原単位の低減があるが，まず、デジタル化によ

る物質、エネルギーサービスの低減を含む、省エネルギーは基本的に重要である。CO2

原単位の低減については、電力は非電力よりも低減しやすい傾向にあるので、 IPCC で

も、電化を促進し同時に電源の脱炭素化を進めることが重要としている。一方、省エ

ネにしても、CO 2 原単位の低減にしても、大幅に低減しようとすればするほど、とりわ

けゼロに近付けようとすればするほど、費用が急激に増大する。残る排出量を負の排

出技術（ NETs）でキャンセルアウトするというのがカーボンニュートラル実現の大き

な方向性となる。  

図 3 は、ネットゼロの対策のイメージを日本における一次エネルギー供給の視点で

記載したものである。一次エネルギーとしては、原則、再生可能エネルギー、原子力、

化石燃料＋CCS のみで構成することが必要となる。ただし、日本は、再エネ自体の価

格が海外主要国に比べ相対的に高く、将来的にも価格差が残る可能性もあり、また、

国際的な系統連系もない中においては、再エネ、CCS については海外資源の活用を考

えることも重要で、その際、水素への転換が重要になる。再エネ由来はグリーン水素、

化石燃料＋CCS 由来はブルー水素とも呼ばれている。また、利便性向上のため、水素

をアンモニアや合成燃料に転換して、輸送、利用することも重要となり得る。ただ、

CCS 無しの化石燃料利用も残る可能性は高い。これを植林、BECCS、CO2 鉱物化（コ

ンクリートでの CO2 固定など）等でキャンセルアウトすることも必要である。しかし、

量の制約のため、DACCS の活用も重要と考えられる。なお、BECCS、DACCS を含む

CCS は貯留可能量により制約を受けるため、CO2 貯留サイトの確保が重要であるし、

また、海外の CO2 貯留サイトの活用も視野に入れることも重要性が高い。  
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EU のカーボンニュートラルに向けた経路のモデリング  

Alessia De Vita 

Project Manager, energy analysis and policy, E3-Modell ing 

EU はパリ協定締約国で、気温上昇を 2℃よりも十分低く抑える目標に向け排出を削

減することを公約している。欧州グリーンディールとそれに続く気候法で、EU は 2050
年までのカーボンニュートラル実現および 2030 年に 1990 年比 55%の排出削減をコミ

ットした。本日の発表では、カーボンニュートラルへの経路をモデル化する上で、幾

つかの選択された部門をより良く説明するために、PRIMES エネルギーシステムモデル

で取り組まれた課題と改善を示す。課題とは、システムにおけるサーキュラーエコノ

ミー等の新しい要素、システムの慣性を考慮した建物、産業、輸送におけるエネルギ

ー効率性、また再生可能エネルギー源の割合の増加を含む供給サイドにおける変化、

エネルギーシステムに要求される柔軟性、さらに新しいエネルギーキャリアの生産と

貯蔵等を、いかにより良く説明するかである。そして、 2030 年の排出削減を現行の法

制化された目標から 1990 年比 55%削減へと進める上での影響、特に建物や発電といっ

た選択された部門における影響について示す。  

（RITE 仮訳）  

 

英国の第 6 次カーボンバジェット－ネットゼロへの経路  

Vivian Scott, Senior Analyst, The Committee on Climate Change 

Richard Mil lar, Senior Analyst, The Committee on Climate Change 

英国気候変動委員会は、排出削減と気候変動リスク適応に関する助言と監視を英国

政府に対して行う国家機関である。2019 年に、委員会の助言により英国は 2050 年まで

のネットゼロ排出目標を法制化した。 2020 年 12 月、委員会は法的拘束力を持つ 2033

～ 2037 年中間目標として第 6 次カーボンバジェットの設定に関する助言を発表した。

ここでは、英国国内の温室効果ガス排出を 1990 年比で 78％低減することを提言してい

る。本プレゼンテーションでは、気候変動委員会及び英国の気候ガバナンスフレーム

ワークにおける委員会の役割を紹介する。さらに第 6 次カーボンバジェットにおける

助言について、どのように策定されたか、またネットゼロへの移行のために英国の部

門や国民に対して求める経路や変化を示しつつ詳しく述べる。  

（RITE 仮訳）  

 

 

 

 

 



 

 - 581 - 

講演者・パネリスト略歴  

■Leon Clarke, Research Professor, University of Maryland 

米国メリーランド大学のグローバル・サステナビリティ研究所（ Center  for Global  

Susta inabil ity (CGS)）研究ディレクター、公共政策学部の研究教授。気候変動、気候変

動緩和戦略、エネルギー技術オプション、統合評価モデリングを専門とするエネルギ

ーと環境問題の専門家。CGS では政策やその他の決定をサポートする定量的手法とモ

デリングの活用に重点的に取り組む。現在の研究対象は主に中国、インド、ラテンア

メリカの低排出開発戦略、ラテンアメリカのエネルギー・水・土地利用計画、米国の

都市、州、企業による気候緩和。  

経歴：統合人間地球システム科学グループを率い、Pacif ic Northwest 国立研究所とメ

リーランド大学の連携によるジョイントグローバルチェンジ研究所（ JGCRI）で一連の

統合評価モデリング活動を指揮。気候変動に関する政府間パネル（ IPCC）、国家気候評

価および米国学術研究会議の著者および統括執筆責任者を務める。現在は IPCC 第 6 次

評価報告書の統括執筆責任者。気候緩和に関して数多くの多機関モデリング評価をリ

ードしてきた。「エネルギーと気候変動」誌の共同編集者、チーフ。米国の 2 つの国立

研究所、エネルギーコンサルティング、電気・ガス会社に勤務経験がある。スタンフ

ォード大学で経営科学と工学の博士号、カリフォルニア大学バークレー校で機械工学

の修士号を取得。  

（RITE 仮訳）  
 

■山地  憲治（公益財団法人  地球環境産業技術研究機構  理事・研究所長）  

香川県出身。１９７２年４月東京大学工学部原子力工学科卒業。１９７７年３月東

京大学大学院工学系研究科博士課程修了、工学博士。同年、（財）電力中央研究所入所。

その後、米国電力研究所（ EPRI）客員研究員、電力中央研究所・エネルギー研究室長

等を経て、１９９４年東京大学教授（大学院工学系研究科電気工学専攻）、２０１０年

より東京大学名誉教授、（公財）地球環境産業技術研究機構 (RITE)理事・研究所長 (2019

年より副理事長・研究所長 )。専門分野はエネルギーシステム工学。エネルギー・資源

学会会長（ 2011 年－ 13 年、現在は名誉会員）、日本エネルギー学会会長 (2015 年－ 17

年、現在は参与 )、日本学術会議会員（ 2005－ 14 年、現在は連携会員）等を歴任。政府

の各種審議会委員を務め、現在は、総合資源エネルギー調査会  グリーンイノベーシ

ョン戦略推進会議座長等。エネルギーシステム等に関する著書は 80 冊を超えており、

論文多数、 IPCC 第 3 次および第 4 次報告書（いずれも WG3）代表執筆者。  

 

■Kejun Jiang, Senior Researcher, Energy Research Inst itute in China 

姜克雋博士は五カ年計画と長期計画の支援のため、統合政策評価モデル（ IPAC）を

用いてエネルギー、気候変動緩和、大気汚染防止政策評価の研究を行っている。彼は

1990 年から中国国家発展改革委員会能源研究所にて研究を開始し、統合政策評価モデ

ル（ IPAC）の開発をリードしてきた。統合政策評価モデル（ IPAC）を用いる彼の組織
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は、中国の 2050 年エネルギー移行研究に資する研究結果を提供し、この分野の研究を

リードしてきた。主要な研究として、エネルギー・CO2 排出シナリオ、エネルギー政策、

エネルギーシステム、エネルギー市場分析、気候変動、ローカルな環境政策、国際交

渉が挙げられる。彼は 1997 年から IPCC SRES シナリオの著者、IPCC WGⅢ第三次報告

書の著者、IPCC WGⅢ第四次報告書第 3 章の代表執筆者、Global  Environment Outlook 4

の第二章の代表執筆者、IPCC 第五次報告書の統括執筆責任者、IPCC 第五次統合報告書

の代表執筆者、 IPCC1.5℃特別報告書の統括執筆責任者、Global  Environment Outlook 6

の副共同議長でもある。 2010 年からは、UNEP の排出ギャップレポートの著者、World 
Energy Outlook の著者でもある。現在、彼は IPCC 第六次報告書の代表執筆者である。

彼は EMF、Seventh Framework Programme (FP7)、Horizon 2020 などの国際共同研究プロ

ジェクトにも参加している。彼は、UNEP の Climate  & Clean Air  Coali t ion の科学委員会、

統合評価モデリングコミュニティ（ IAMC）の科学委員会のメンバーである。彼は、東

京工業大学の社会理工学研究科社会工学専攻から博士号を授与されている。  

（RITE 仮訳）  
 

■多和  淳也 (株式会社 JERA 経営企画本部  企画部長 ) 

1995 年に早稲田大学政治経済学部卒業後、東京電力（株）入社。支店勤務を経て、

IT ベンチャー企業へ出向し、事業戦略の企画立案に従事。その後、豪州のウィートス

トーンプロジェクトなどの LNG 上流事業の立上げや、各国の LNG プロジェクトから

の LNG 調達業務などに携わる。東日本大震災以降、株式会社 JERA の設立に携わり 2016
年 7 月に同社  経営企画本部  企画部長就任。経営基盤の整備や全社戦略立案業務等に

携わり現職に至る。  

 

■深野  行義 (一般社団法人  日本ガス協会  企画ユニット  環境部長 ) 

・  1987 年 3 月京都大学大学院工学研究科精密工学修士課程修了  
・  1987 年 4 月大阪ガス（株）入社  

・  2011 年 4 月より大阪ガス (株 ) 技術戦略部長  

・  2013 年 4 月より (株 )ガスアンドパワー  常務取締役  

・  2016 年 4 月より大阪ガス (株 ) エンジニアリング部長  

・  2018 年４月より日本ガス協会に出向、環境部長、現在に至る。  

 

■楠本  正治 (パナソニック株式会社  品質・環境本部  環境経営推進部  部長 ) 

1988 年に東京大学工学部精密機械工学科卒業、松下電器産業株式会社（現、パナソ

ニック株式会社）入社。以来、同社  生産技術本部にて、半導体、光ディスク、ディ

スプレイ、基板実装、電池など様々な分野の内製生産設備の開発設計から量産導入に

従事。 2014 年から同社  エアコン工場勤務を経て、2016 年から同社  品質・環境本部

にて、工場 CO2 削減や環境長期ビジョンの策定などに携わる。 2020 年 4 月に環境経営

推進部長就任、現在に至る。  
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■秋元  圭吾 (公益財団法人  地球環境産業技術研究機構  システム研究グルー

プ  グループリーダー ) 

昭和 45 年生まれ。平成 11 年  横浜国立大学大学院工学研究科博士課程修了。工学博

士。平成 11 年  財団法人  地球環境産業技術研究機構  入所、研究員。主任研究員を経

て、平成 19 年、同  システム研究グループリーダー・副主席研究員、平成 24 年 11 月、

同  グループリーダー・主席研究員、現在に至る。平成 18 年  国際応用システム分析

研究所（ IIASA）客員研究員。平成 22 年～ 26 年度  東京大学大学院総合文化研究科客員

教授、 27 年度  同非常勤講師。日本学術会議連携会員。 IPCC 第５次および 6 次評価報

告書代表執筆者。総合資源エネルギー調査会  基本政策分科会委員、産業構造審議会  産

業技術環境分科会  地球環境小委員会委員、中央環境審議会  地球環境部会  気候変動影

響評価等小委員会委員など、政府の各種委員会委員も務めている。エネルギー・環境

を対象とするシステム工学が専門。著書として、「低炭素エコノミー―温暖化対策目標

と国民負担」、「Climate Change Mit igat ion—A Balanced Approach to Climate Change」、「温

暖化とエネルギー」、「Towards a  Workable and Effect ive  Climate Regime」（いずれも分担

執筆）など。1997 年 IIASA より Peccei 賞、2004 年エネルギー・資源学会より茅奨励賞

など受賞。  

 

■ Keywan Riahi,  Program Director, International Inst itute for Applied 
Systems Analysis (IIASA) 

ケイワン・リアヒ博士は国際応用システム分析研究所（ IIASA）のエネルギー、気候、

環境プログラムのディレクターである。また、オーストリア、グラーツ工科大学の客

員教授、米国のコロラド鉱山大学 Payne 研究所のフェロー並びにオランダのアムステ

ルダム大学高等研究所（ IAS）の外部教員を務める。  

主な研究的関心は、技術変化並びに経済発展の長期パターン、特にエネルギーシス

テムの進化である。  

現在の研究は世界的変化のエネルギー関連源及び持続可能な開発目標（ SDGs）に関

連する将来発展及び対応戦略に焦点をあてている。  

現在取り組んでいるプロジェクトの中には、負の排出技術に関する EU-ERC シナジ

ー助成金（ GENIE）及び温室効果ガス排出削減に関する国内及び世界の行動探求に関

するプロジェクト（ENGAGE）がある。  
統合評価モデルコンソーシアム（ IAMC）の科学運営会議の一員であり、気候変動の

統合評価に関する RCP-SSP フレームワークの開発及び EU 出資の研究プロジェクトで

ある CD-LINKS（国際的なネットワーク及び知識共有の活用を通じた気候政策と開発政

策のリンク）を含む様々な国際的研究活動の共同主導及びコーディネートを行ってい

る。また、スタンフォード大学のエネルギーモデルフォーラム（ EMF）のような国際

モデル比較プロジェクトにおいて、環境、経済及び社会の持続可能性に向けた急速な

移行に関する気候とエネルギー政策に重点的に取り組んでいる。さらに、政府、エネ

ルギー・環境省や産業分野において常任顧問を務めている。  
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気候変動に関する政府間パネル（ IPCC）  WGⅢの第 6 次評価報告書（第 3 章：長期

目標と整合的な緩和経路）の統括執筆責任者（ CLA）を務める。また、これまで世界

エネルギー評価（GEA）、2050 年の世界 (TWI2050)、 IPCC 第 3 次・第 4 次・第 5 次評価

報告書、排出シナリオ特別報告書（ SRES）、CCS 特別報告書（ SRCCS）、再生可能エネ

ルギー特別報告書（ SRREN）を含む IPCC の報告書等の各種国際的評価報告書の代表執

筆者、査読編集者を幅広く務めてきた。  

クラリヴェイト・アナリティックス社（以前のトムソン・ロイター）は 2016 年から

2020 年の間に、二つのカテゴリーでリアヒ教授を世界的に非常に引用された研究者と

して繰り返し認めている。  

（RITE 仮訳）  

 

■Alessia De Vita, Project Manager energy analysis and policy, E3-Modelling 

E3-Modell ing のエネルギー・輸送モデリングチームのシニアエキスパートコラボレ

イターであり、政策分析とシナリオ設計に重点的に取り組んでいる。エネルギーと輸

送の分野で数多くのプロジェクトを主導し、参加している。エネルギーや輸送、経済、

環境政策のモデリングと影響評価の研究において 11 年の実績がある。プロジェクトや

チーム管理、品質管理においても豊富な経験がある。また、国際的な気候変動交渉、

ETS、技術開発、分散型エネルギーシステム、マイクロファイナンスの分野でも経験が

ある。E3-モデリングに参加する前には、オランダのエネルギー研究センター（ ECN）

では、MRV に関する UNFCCC での気候交渉のために、国や EU の代表団をフォローし

た。ドイツ・ハンブルグの Arrhenius Inst i tu te  for Energy and Climate  Policy では技術開

発について、ベルリンの Microenergy Internat ional では分散型エネルギーシステムとマ

イクロファイナンスに従事した。ベルリン工科大学でエネルギー・プロセス工学の学

位を取得している。  

（RITE 仮訳）  

 

■Vivian Scott, Senior Analyst, The Committee on Climate Change 

排出削減及び気候変動リスクへの適応に関する英国政府の公式独立諮問委員会であ

る気候変動委員会における国際的な行動のシニアアナリストである。  

彼は、エディンバラ大学から委員会に出向している。大学では気候変動緩和と低炭

素エネルギーの主任研究員を務めており、ネットゼロ目標及びシナリオや負の排出技

術、CCS など、気候及びエネルギーシステムにおける CO 2 の直接管理に関して科学と

政策の観点からの研究を行っている。  

（RITE 仮訳）  

 

■Richard Mil lar, Senior Analyst, The Committee on Climate Change 

排出削減及び気候変動リスクへの適応に関する英国政府の公式独立諮問委員会であ

る気候変動委員会における気候科学のシニアアナリストである。  
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気候変動委員会に参加する前は博士研究員として気候科学と政策の研究を行ってお

り、IPCC1.5℃特別報告書では第 1 章のチャプターサイエンティストや第 2 章と第 3 章、

政策決定者向け要約の執筆協力者などを務めた。オックスフォード大学で大気物理学

の博士号を取得。  

（RITE 仮訳）  
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Chart ing an Ambit ious U.S. NDC 

Leon Clarke 

Research Professor, University of Maryland 

2021 is a cr i t ical year for c l imate ambit ion and act ion in the United States .  After four  

years without federal engagement,  the Biden-Harr is Adminis tra tion has made cl imate a  

centerpiece of i ts  pol icy agenda.  President  Biden campaigned on a commitment to  achieve 

economy-wide decarbonizat ion by 2050 and 100% clean electric ity by 2035. Having recently 
formally re-joined the  Paris Agreement,  the  adminis tra t ion has announced its in tent to  

del iver a  new nat ional  cl imate  target  to  the  international  community  by Apri l  22nd. This  new 

U.S.  nat ionally  determined contr ibut ion (NDC) wil l  be  cr i t ical ly important.  The U.S.  remains 

the  world’s second largest greenhouse gas  emit ter and is therefore essentia l to l imit ing 

cl imate  change. The NDC wil l  se t the bar  for domestic act ion,  inf luencing federal  and 

subnational  pol icymaking. The NDC also has the  potent ia l to  spur  s ignif icant additional  
global action by sending a c lear s ignal about the U.S. commitment to c l imate act ion.  A 

successful NDC wil l  need to balance ambit ion with what’s possible in the  next  9 years ,  taking 

into  account pol i t ical  reali t ies  and evolving market dynamics.  Too ambitious an agenda r isks  

set ting the  U.S.  up for  fa i lure  and loss  of  credibi l i ty ;  too l it t le  ambit ion r isks  communicat ing 

only lukewarm support  for  c l imate with profound implicat ions for  global effor ts.  The U.S.  

remains deeply polar ized on the topic of  c l imate  change,  yet increasingly ambit ious act ion by 
ci t ies,  s tates ,  and businesses across  the  U.S.  are dr iving momentum around cl imate,  and 

emerging technological  t rends that  were largely  unantic ipated a  decade ago are  dr iving 

changes in  the  U.S. energy sector.  This presentat ion wil l  d iscuss the  issues surrounding the 

U.S. NDC, and i t  wil l  d iscuss  recent  research that  has  explored potent ial  pathways to an 

ambit ious U.S. NDC. 
 

Actions and Scenarios for the Carbon Neutral Society 

Kenji  Yamaji 

Senior Vice President/Director-General,  Research Inst itute of Innovative 
Technology for the Earth (RITE) 

Japanese Prime Minis ter Suga declared the  goal of real iz ing a  carbon neutral,  

decarbonized society by 2050 in October 2020, and efforts toward a  carbon neutral society  

are  moving forward.  The Green Innovation Stra tegy Council was ini t ia ted in July 2020 to  

implement  the  Progressive Environment Innovation Stra tegy announced in  January las t year,  

and the  Committee on the Growth Stra tegy formulated a  pr imary plan of  the  Green Growth 

Stra tegy toward a posi t ive cycle of  economic growth and environmental protect ion in 
December.  Full-scale act ions to realize a carbon neutral society that mobil ize a ll  possible  

solut ions from innovations,  such as e lectr i f icat ion and greening electr ic i ty,  real ization of  
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hydrogen society,  and CO2 sequestrat ion and reuse,  to social implementat ion of those 

measures as well as exis t ing technologies have begun. With two tr i l l ion yen of Green 
Innovation Fund created as  a  supplementary budget ,  concrete  act ions are  now being 

undertaken in each f ie ld.  

A decarbonized society,  or a carbon neutral society,  is  a society  where the CO 2 

emission is  net  zero.  This s ituat ion was maintained in the pre- industr ia l era when CO 2 

absorpt ion by photosynthesis and by ocean, etc.  were enough to  offset  the  amount of CO 2 

emission as  a  natural  process.  Deforesta t ion and large-scale  use  of fossi l  fuels,  being 
accelerated rapidly  s ince the  Industr ia l  Revolut ion,  have disrupted this  natural  balance,  

leading to  the increase of a tmospheric GHG concentrat ion and eventual ly global warming. A 

carbon neutral society where  net zero CO2 emission is achieved ar ti f ic ia l ly  through 

innovation,  a l though i t  is  debatable by what t ime it  should be real ized,  is appropriate as a  

long-term goal  for  global  warming mit igat ion.  Furthermore,  the fulf i llment  of 3E + S (energy 

securi ty,  economic efficiency,  and environmental  preservat ion on the premise of  safety as  the  
basis of Japan 's energy policy) and SDGs are also required in order to make the response to  

cl imate  change susta inable.  

In the context of  these basic  understanding, th is  presentation examines the out look of a  

carbon neutral society  and the scenarios  leading to  i ts  real izat ion.  As the measures  toward a 

carbon neutral society,  the  reduction of a tmospheric  CO2  wil l  be necessary in  addit ion to  

conventional  measures such as energy saving,  non-fossi l  energy, and CO2 capture and s torage 
(CCS).  Many of the  s tudies descr ibing scenarios up to  the end of th is  century have shown that  

CO2 emissions from power supply will  be  negat ive a t  ear l ier t iming.  

There are various uncerta int ies  around the global  warming issue.  A scenario  for  a  

carbon neutral society that is val id under such uncertainties is important.  The reduct ion of 

CO2 emissions in the  basel ine scenario is  noteworthy al though this has not been much 

considered in the discussions of c l imate  change mitigat ion so far.  A scenario for cl imate  
stabi l izat ion can be possible without re lying on high-cost CO2 reduct ion measures i f  the  

decarbonizat ion led by private  sectors through ESG investment emphasizing environment,  

society,  and governance advances along with  the  development of  a digi ta l society (Society  

5.0) being promoted by the countermeasures  against COVID-19.  Long-term cl imate change 

measures  require  technological  and social innovation.  Social innovation to achieve the SDGs 

(United Nations Sustainable  Development Goals)  lowers  the  basel ine of CO2 emissions,  and 
technology innovation produces c lean secondary energy such as e lectr ic i ty  and hydrogen 

without CO 2 emissions and builds a more energy effic ient system,  which wil l  open up the 

prospect for the real izat ion of a  carbon neutral  society.  

 

Energy and Economy Transit ion in China under the Global 1.5C target 

Kejun Jiang 

Senior Researcher, Energy Research Inst itute in China 
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Industries’ act ivit ies and visions toward a Carbon Neutral society 

Moderator：  

Kenji  Yamaji,  Senior Vice President/Director-General,  Research (RITE) 

Panelist：  

Junya Tawa, Executive Off icer, Planning Group of Corporate Strategy 
Department, JERA CO., Inc. 

Fukano Yukiyoshi, Senior General Manager of Environment Division of The 
Japan Gas Association 

Shoji Kusumoto, Director, Environmental Management Department, Quali ty & 
Environment Division, Panasonic Corporation. 

Summary of  presentat ion 
 

■ JERA CO.,  Inc.  

JERA Zero CO 2 Emissions 2050 

JERA's  effor ts  for Zero CO2 Emissions toward 2050 and a  road map toward achieving 

carbon neutral i ty  sui table  for Japan 's electric power system are explained.  

 
■The Japan Gas Associat ion 

Carbon Neutral Challenge 2050 –Contr ibuting to  Decarbonized Society  by Achievement  of 

Gas Carbon Neutral i ty  in  2050 -  

・The gas industry has formulated “Carbon Neutral Challenge 2050”  to demonstra te  

i ts commitment to achieve carbon neutral i ty by 2050, that contr ibutes to the real izat ion of a  

decarbonized society in  2050.  
・During the transit ion phase on the path to a decarbonized society  in  2050,  we wil l  

contr ibute to  a s teady and s ignif icant CO 2 reduct ion by switching to natural  gas and advanced 

use of  natural  gas.  For a  decarbonized society in 2050,  we wil l  decarbonize gas  itse lf by 

innovations such as hydrogen and methanat ion technology. Carbon neutral i ty wil l  be  

achieved by a combinat ion of these diverse  approaches.  

・ In addit ion to contr ibut ing to a decarbonized society,  gas and i ts systems can solve 
various other  social issues  such as energy resi l ience and regional revi ta l izat ion.  

 

■ Panasonic  Corporat ion.  

Panasonic Environmental  Vision 2050 Ini t ia t ives  

Explain the  carbon neutral world  that  Panasonic  a ims for  in  Panasonic Environmental  

Vision 2050, and the concrete effor ts for achieving it  by including actual examples of 
factor ies,  products ,  and services .  
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Recent trends for carbon neutral ity and Scenario analysis in Japan 

Keigo Akimoto 

Group Leader, Systems Analysis Group, RITE 

RITE has been implementing a  research project namely the Alternat ive Pathways 

toward Sustainable development and cl imate  change s tabi l izat ion (ALPS) which is supported 

by METI. In the project ,  RITE has been developing the  scenarios for c l imate change response 

policies and measures harmonizing economic growth (green growth) with deeper 
understanding on the chal lenges and opportunit ies based on the wide range of sc ient if ic  

knowledge,  quanti ta tive data and deep understandings of  pol i t ical  s i tuat ions of real world.  

The Paris Agreement,  which entered into  force in  November 2016,  includes  long-term 

goals  of  the  2  °C/1.5 °C targets  and net zero emission in  the  second-half  of this  century.  For 

the  1 .5 °C target,  the  Special  Report on Global  Warming of 1.5  °C (SR15) of the Internat ional  
Panel  on Climate  Change (IPCC) indicates  that  the  global  CO2 emissions wil l  be  required to 
be net  zero around 2050. The IPCC Fifth Assessment Report  (AR5) showed a  nearly  l inear  

re la t ionship between cumulat ive CO2 emissions and temperature change. Therefore,  in order  

to s tabi l ize temperature ,  g lobal net CO 2 emissions are required to  be nearly zero 

(de-carbonizat ion) af ter the stabi l izat ion regardless of the temperature level .   

In 2019, the Government  of Japan decided and submitted “ the Long-term Strategy 

under the Paris  Agreement” ,  which s ta ted her aim to accomplish “ the decarbonized society” 
as the ul timate goal ambit iously as ear ly as possible in the second half of th is  century,  and to 

real ize “a  vir tuous cycle of  environment and growth” through creat ing business- led 

disruptive innovation.  Afterwards,  Pr ime Minister  Suga declared the  goal of realiz ing a 

carbon-neutral,  decarbonized society  by 2050 at  h is  f i rs t  policy speech in  October  2020 and 

has just announced “Green Growth Stra tegy towards 2050 Carbon Neutral i ty” in December 

2020.  
IPCC SR15 released four  categorized scenarios,  and two extremes among the four  

scenarios  will  be explained here .  One is  the  absolute  energy saving scenario ,  known as  Low 

Energy Demand (LED) Scenario ,  in which energy hugely exceeding the required amount on 

the  energy demand s ide could be reduced dramatically by the  progress  of digita l technologies , 

indicat ing the potent ia l  of low energy demand and low carbon society  induced by social and 

technological  innovations.  The other is the  scenario  in  which carbon neutral would be 
real ized while  fossi l  fuels  remain cheap,  and CDR technologies  for  gross  emissions are  

ut i l ized while continuing to use fossi l  fuels.  The CDR technologies include CCUS as well as  

BECCS and DACCS to  real ize  negat ive emissions.  I t  is  required to achieve carbon neutral ity 

at  ear l ier t iming assuming several  possible scenarios .  

  This presentat ion discusses the role of  var ious kinds of emission reduct ion 

technologies for  deep emission reduct ions demanded by the Paris  Agreement based on the  
comprehensive aspects  using the resul ts  of analyses of  the world energy system model so  
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called DNE21+, and also shows through the quanti ta t ive  model analysis resul ts that  many 

kinds of technological innovations wil l  have synergis t ic impacts  on deep emission reduct ions 
being achieved with low costs.  

 There  are  mainly energy saving and reduct ion of CO 2 intensi ty  as  the  countermeasures,  

and energy saving including reduct ion in embodies energy of products and services induced 

by digi ta l innovation is basical ly important.  Regarding reduct ion of  CO2 intensi ty,  as i t  is  

more easi ly  achieved by electr ic power than non-electr ic  energy,  IPCC considers  that  i t  is  

important  to  promote electr i f icat ion as well  as  decarbonizat ion of  power sources .  On the 
other  hand, reducing huge amount  of  CO2,  whether  through energy saving or  reduct ion of 

CO2  intensi ty,  par t icular ly to  the  level  of zero emissions,  will  increase the cost  drast ical ly. 

Therefore,  i t  is  a major  direct ion to real ize carbon neutrali ty by cancel ing out the remaining 

emissions with negative emission technologies (NETs).  

Figure 3 shows the image of measures for net zero with the perspective of pr imary 

energy supply in  Japan.  In  pr inciple,  the pr imary energy should consis t of  renewable energy,  
nuclear  power,  and fossi l  fuels  with  CCS.  However,  the  cost of  renewable energy in  Japan is 

re la t ively  high compared with  the  other  major  countries ,  and i ts cost  d ifference wil l  be  

possibly reminded in the  future.  I t  is  a lso important to consider ut i l iz ing oversea-made 

resources for renewable energy and CCS as Japan has no internat ional gr id connection,  thus 

conversion to hydrogen is  important.  Green hydrogen is produced using renewable  energy, 

and blue hydrogen is created by fossi l  fuels with CCS. I t  can be a lso important to convert  
hydrogen to ammonia or synthet ic fuel to be transported and used in order to enhance the 

convenience.  On the other  hand,  the  use  of  fossil  fuels  without  CCS is  l ikely remain,  

therefore,  i t  is  necessary to cancel out with  foresta t ion,  BECCS, CO2 mineralizat ion (e.g . ,  

CO2 f ixat ion with  concrete),  and so for th .  Furthermore,  due to  the  quantita t ive  constra ints,  

applicat ion of DACCS is considered to be important ,  and as CCS including BECCS and 

DACCS has the l imita t ion of storage amount ,  i t  is  important to secure CO2 s torage s ite and to  
take into considerat ion uti l iz ing overseas CO 2 s torage s i te.  
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Global  South to meet ,  even exceed the UN Sustainable Development Goals ,  while a lso 

remaining within the 1 .5°C target  set  by the  2015 Paris  Agreement,  and without re lying on 
unproven and uncerta in  negat ive emissions technologies  (CO 2 removal f rom the a tmosphere  

by technological  means).  

 

Modeling carbon neutral pathways for the EU  

Alessia De Vita, Project Manager, energy analysis and policy, E3-Modell ing 

The EU is s ignatory to  the Paris agreement  and has  committed to  reducing i ts  emissions 

to well below 2oC: with the European Green Deal and the subsequent Climate Law the EU has 

committed to carbon neutral i ty  by 2050 and to  a  reduce emission reduct ions by 55% in 2030 

compared to  1990.  In the  presentation,  we present  the chal lenges and improvements  

undertaken in  the  PRIMES energy system model  to  improve the representation of  selected 

sectors when modell ing pathways to carbon neutral ity.   The chal lenges to  improve 
representat ion of the new elements in the system such as c ircular  economy, and energy 

eff ic iency in  bui ldings,  industry and transport  taking into  account  the iner t ia  of  the  system,  

as  well as  the changes required in the  supply s ide including the high share of  renewable  

energy sources  and the required f lexibi l i ty  of  the  energy system, as  well as  the  production 

and s torage of  new energy carriers.  We then present  the  effects  of  moving from the current 

legis la ted targets  to  a 55% emission reduct ion in 2030 compared to 1990 and the effects  on 
selected sectors  of bui ldings and power generat ion.  

 

The UK’s Sixth Carbon Budget – the pathway to Net Zero 

Vivian Scott, Senior Analyst, The Committee on Climate Change 

Richard Mil lar, Senior Analyst, The Committee on Climate Change 

The UK Climate Change Committee  is  the  s ta tutory body that advises  and monitors  the  

UK Government on emissions reduct ions and cl imate  change r isk adaptat ion.  In  2019 on the 

Committee’s  advice the  UK legis la ted a target for Net Zero emissions by 2050. In  December 

2020, the  Committee  published i ts  advice on sett ing the  Sixth  Carbon Budget,  the  legally  

binding inter im target  for 2033-2037, recommending a 78% reduction in UK terr itor ial  

greenhouse gas emissions re la t ive  to  1990.  This presentat ion wil l  in troduce the  Climate  
Change Committee  and i ts  role  in  the UK’s c l imate  governance framework,  then detail  the 

Sixth  Carbon Budget advice  showing how i t  was developed and the pathways and changes i t  

recommends for  UK sectors and ci tizens to transi t ion to Net  Zero emissions.  
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